
令
和
四
年
三
月

豊
　
山
　
学
　
報
　
　
　
　
第
六
十
五
号

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院



豊
山
学
報
　
第
六
十
五
号

　
　
目
　
　
次

大
使
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
派
遣
前
史

―
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
記
』
を
中
心
に
―

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
中
純
男
（
海
量
）
………
…
…
…
一

一
行
禅
師
と
天
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
　
中
　
文
　
雄
…
…
…
…
…
…
二
三

中
国
密
教
と
禅
宗
の
交
渉
に
つ
い
て
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
　
口
　
史
　
恭
…
…
…
…
…
…
五
九

空
海
に
お
け
る
女
神

―
『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
を
例
と
し
て
―

…
…
…
…
…
小
　
渕
　
尊
　
史
………
…
…
…
九
一

Subh∑tipålita

著 Í
r¥bh∑ta∂åm

aram
a∫∂alopayikå

校
訂
テ
ク
ス
ト 

⑵
…
…
…
…
名
　
取
　
玄
　
喜
………
一
四
四
・

（137）

『
底
哩
三
昧
耶
王
成
就
法
』
校
訂
テ
ク
ス
ト
と
和
訳 

⑵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
　
山
　
裕
　
明
………
一
八
八
・

（93）

『
宝
楼
閣
経
』「
マ
ン
ダ
ラ
儀
則
」

―
梵
蔵
漢
対
照
テ
キ
ス
ト
―

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
　
塚
　
恵
　
俊
………
二
一
四
・

『
金
剛
頂
経
』
和
訳 

㈥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
髙
　
橋
　
尚
　
夫
…
…
…
二
八
〇
・

（1） （67）



執
筆
者
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
一

編
集
後
記
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
二



—1—

大
使
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
派
遣
前
史

　
　
　

―
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
記
』
を
中
心
に
―

田
中
純
男
（
海
量
）

は
じ
め
に

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
個
人
に
つ
い
て
多
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
イ
ン
ド
誌
』
を
著
し
た
の
が
イ
ン
ド
滞
在
を
終
っ
て
故
国

に
帰
っ
て
か
ら
と
い
う
。
故
国
と
は
ギ
リ
シ
ア
・
イ
オ
ニ
ア
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
村
氏
は
『
イ
ン
ド
史
Ⅱ
』
で
シ
ャ
ン
ト
レ
ー

ヌ
の
言
と
し
て
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
。「
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
り
、
イ
オ
ー
ニ
ア
の
純
粋
の
ギ
リ
シ
ア
人
の

家
系
の
出
身
で
あ
る
。
彼
は
シ
リ
ア
王
セ
レ
ウ
コ
ス
・
ニ
カ
ト
ー
ル
の
使
臣
と
し
て
ア
ラ
コ
ー
シ
ア
の
太
守
で
あ
る
シ
ビ
ュ
ル

テ
ィ
オ
ス
の
宮
廷
に
来
た
り
、
次
に
そ
こ
か
ら
王
の
大
使
と
し
て
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
王
の
宮
廷
に
派
遣
さ

れ
た
。」
と
あ
り
、
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
生
存
年
代
を
前
三
五
〇
～
二
九
〇
年
の
間
と
し
、
セ
レ
ウ
コ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
と

し
て
い
る

（
１
）。

イ
ン
ド
滞
在
は
数
年
に
お
よ
ぶ
が
、
イ
ン
ド
国
内
を
広
く
見
聞
し
た
よ
う
で
は
な
く
、
ア
リ
ア
ノ
ス
（
ア
ッ
リ
ア
ノ
ス
、

ア
リ
ア
ン
、
後
一
～
二
世
紀
）
は
自
身
の
『
イ
ン
ド
誌

（
２
）』

で
も
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
つ
き
し
た
が
っ
た
者
た
ち
に
く
ら
べ
れ
ば
よ

り
見
聞
豊
富
と
は
い
え
、
考
え
て
み
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
土
地
の
大
方
を
踏
破
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
だ
し
彼
は
イ
ン
ド
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の
大
王
サ
ン
ド
ロ
コ
ッ
ト
ス
―
―
ポ
ロ
ス
よ
り
は
偉
大
な
こ
の
王
の
側
近
に
あ
っ
た
と
、
み
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
。」（
下

二
三
九
）
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
宮
廷
を
中
心
に
生
活
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
都
パ
ー
タ
リ
プ

ト
ラ
周
辺
の
観
察
が
主
で
あ
り
、
地
方
の
見
聞
を
記
す
記
録
は
少
な
く
、
そ
れ
は
伝
聞
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。し

か
し
ア
リ
ア
ノ
ス
の
『
イ
ン
ド
誌
』
の
重
要
な
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
ほ
ど
、
当
時
と
し
て
は
い
ま
だ
最
良
の
イ
ン
ド
情

報
源
で
あ
っ
た
。
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
イ
ン
ド
に
滞
在
し
た
の
は
お
よ
そ
前
三
〇
〇
年
頃
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
イ
ン
ド
社
会

を
知
ら
せ
て
く
れ
る
唯
一
の
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
の
は
今
で
も
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
今
で
は
著
作
は

散
逸
し
、
引
用
さ
れ
た
記
述
が
古
典
歴
史
作
家
の
作
品
に
残
る
の
み
で
あ
る
。

本
稿
で
は
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
シ
リ
ア
王
セ
レ
ウ
コ
ス
の
使
者
と
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
る
に
い
た
る

ま
で
の
時
代
の
政
治
情
勢
を
、
特
に
セ
レ
ウ
コ
ス
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
の
主
従
関
係
に
注
目
し
つ
つ
、
セ
レ
ウ
コ
ス
が
バ
ビ

ロ
ン
太
守
さ
ら
に
シ
リ
ア
王
へ
と
登
り
つ
め
、
つ
い
に
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
遭
遇
す
る
ま
で
の
経
緯
を
、
主
に
ア
リ
ア
ノ
ス

の
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
記
』（
以
下
『
東
征
記
』）
に
拠
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
歴
史
的
位

置
を
明
ら
か
に
し
、
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
イ
ン
ド
に
対
す
る
視
点
を
も
探
る
手
掛
か
り
と
し
た
い

（
３
）。

一　

ペ
ル
シ
ア
帝
国
と
イ
ン
ド
西
北
部

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
ア
ラ
コ
シ
ア
太
守
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
も
と
に
い
て
、
そ
こ
か
ら
イ
ン
ド
へ
セ
レ
ウ
コ
ス
の
使
者
と
し

て
赴
く
の
で
あ
る
。
太
守
の
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
ア
ラ
コ
シ
ア
地

方（
カ
ン
ダ
ハ
ル
）の
動
向
に
つ
い
て『
東
征
記
』を
参
照
し
て
み
よ
う
。
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
前
任
か
ら
太
守
を
引
き
つ
い
だ
の
は
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
イ
ン
ダ
ス
河
を
離
れ
西
に
帰
還
す
る
途
次
の
こ
と
で
、
前
任
者
ト
マ
ス
が
病
死
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ

の
前
の
太
守
の
時
に
そ
の
地
方
の
人
民
が
蜂
起
し
て
、
ア
ポ
ッ
ロ
パ
ネ
ス
と
い
う
太
守
が
戦
死
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
カ
ル
マ
ニ

ア
太
守
に
任
命
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
ア
ラ
コ
シ
ア
の
太
守
に
加
え
て
南
隣
の
ゲ
ド
ロ
シ
ア
の
統
治
権

を
も
与
え
ら
れ
た
（
下
一
四
五
）。

ア
ラ
コ
シ
ア
は
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
領
土
を
引
き
つ
い
だ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
支
配
し
た
領
土
の
東
の
端
に
あ
た
り
、
そ
の
東

の
山
脈
を
越
え
れ
ば
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
に
達
し
、
北
方
は
や
は
り
重
要
な
支
配
拠
点
と
な
る
バ
ク
ト
リ
ア
に

連
な
っ
て
い
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
東
方
政
策
を
担
う
き
わ
め
て
大
事
な
地
域
で
あ
っ
た
。

少
し
時
代
を
遡
る
が
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
時
代
に
あ
っ
て
は
帝
国
は
二
〇
の
徴
税
区
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、
バ
ク
ト
リ
ア
は
第

一
二
徴
税
区
を
構
成
し
、帝
国
東
部
の
徴
税
区
の
な
か
で
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ（
第
七
徴
税
区
）や
ス
キ
タ
イ
・
ソ
グ
ド
な
ど（
第
一
六
徴
税
区
）

よ
り
も
納
税
額
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
た

（
４
）。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
バ
ク
ト
リ
ア
と
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
を
占
領
し
、
都
バ
ク
ト
ラ
で

一
息
つ
き
、
そ
れ
ま
で
の
戦
い
の
疲
れ
を
癒
す
こ
と
が
で
き
た
。
イ
ン
ド
侵
略
を
企
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
を
越
え
よ
う
と

す
る
ま
え
に
、
バ
ク
ト
リ
ア
人
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
人
、
ス
キ
タ
イ
人
の
部
隊
を
含
む
全
軍
の
戦
闘
態
勢
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た

都
で
も
あ
っ
た
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
に
あ
る
カ
イ
バ
ル
峠
を
越
え
れ
ば
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
平
原
に
出
る
。
つ
ま
り
山
脈
の
西
と
東
は
峠
を
介

し
て
往
来
で
き
る
隣
接
し
た
世
界
で
も
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
帝
国
で
は
イ
ン
ド
が
第
二
〇
徴
税
区
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、「
イ
ン

ド
人
は
わ
れ
わ
れ
の
知
る
限
り
世
界
中
で
飛
び
抜
け
て
最
大
の
民
族
で
、
他
の
す
べ
て
の
納
税
額
の
合
計
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
、

砂
金
三
百
六
十
タ
ラ
ン
ト
ン
を
納
入
す
る

（
５
）。

そ
の
富
は
大
幅
に
誇
張
さ
れ
て
は
い
る
と
は
い
え

（
６
）、

イ
ン
ド
全
体
の
繫
栄
ぶ
り
が
幻

想
的
に
驚
異
の
的
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ペ
ル
シ
ア
の
ダ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
前
五
一
〇
年
代
に
イ
ン
ド
に
遠
征
し
、
帝
国
の
領
土
に
加
え
た
。
こ
の
イ
ン
ド
と
は
イ
ン
ダ
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ス
河
流
域
、
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
辺
り
を
指
す
と
い
わ
れ
る
が

（
７
）、

パ
ン
ジ
ャ
ブ
つ
ま
り
イ
ン
ダ
ス
河
を
含
め
た
五
河
地
帯
の
ど
の

辺
り
ま
で
を
支
配
し
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。
イ
ン
ダ
ス
河
を
越
え
て
タ
キ
シ
ラ
の
都
市
ま
で
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ダ
ス

河
の
東
隣
の
支
流
ヒ
ュ
ダ
ス
ペ
ス
（
ジ
ェ
ル
ム
）
川
ま
で
、
下
流
域
は
シ
ン
ド
地
方
ま
で
で
あ
っ
た
か
。
Ａ
・
フ
ー
シ
ュ
の
地
図
で

は
五
河
地
帯
全
域
が
含
ま
れ
て
い
る

（
８
）。

ペ
ル
シ
ア
と
イ
ン
ド
の
関
係
史
を
見
る
と
、
ダ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
イ
ン
ド
遠
征
以
来
長
く
ダ
レ
イ
オ
ス
三
世
の
時
代
ま
で
約

二
〇
〇
年
近
く
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
一
員
と
し
て
納
税
義
務
を
負
い
、
軍
事
、
政
治
、
文
化
の
多
方
面
に
わ
た
っ
て
も
多
大
な
影

響
を
蒙
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ペ
ル
シ
ア
側
に
と
っ
て
は
イ
ン
ド
は
ど
う
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
四
四
〇
年
頃
生
ま
れ
た
ギ
リ

シ
ア
人
ク
テ
シ
ア
ス
は
ペ
ル
シ
ア
の
宮
廷
に
一
七
年
過
ご
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
お
よ
そ
四
〇
〇
年
頃
の
経
験
と
な
ろ
う
か
。

彼
に
よ
る
『
イ
ン
ド
誌
』
に
は
事
実
の
イ
ン
ド
と
は
か
け
は
な
れ
た
幻
想
的
な
イ
ン
ド
が
描
か
れ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
イ
メ
ー
ジ

に
溢
れ
た
不
思
議
の
国
イ
ン
ド
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。「
実
際
に
イ
ン
ド
の
地
を
踏
ん
だ
ギ
リ
シ
ア
人
は
ほ
ぼ
皆
無
で
、
ペ

ル
シ
ア
帝
国
を
仲
介
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
間
接
的
な
経
路
ゆ
え
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
イ
ン
ド
に
た
い
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
肥
大
化

し
て
い
っ
た
。」
と
い
わ
れ
る

（
９
）。

帝
国
内
部
に
お
い
て
も
西
方
と
東
方
、
あ
る
い
は
宮
廷
と
庶
民
と
の
認
識
の
隔
た
り
の
大
き
さ

は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
帝
国
全
体
の
統
治
機
構
と
し
て
も
、
支
配
層
は
ペ
ル
シ
ア
人
が
占
め
、
領
内
は
州
に
分
割
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
な
か
で
は
大
幅
な
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
帝
国
の
実
態
と
し
て
は
「
ペ
ル
シ
ア
人
を
基
軸
と
し
た
諸
民
族
の

連
邦
」
の
方
が
相
応
し
い
と
も
い
わ
れ
る

A
C
B

。

帝
国
の
東
端
で
も
あ
る
た
め
中
央
の
支
配
も
ゆ
る
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
は
半
ば
独
立
的
に
存
在
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
帝
国
の

行
政
（
徴
税
）
区
分
を
み
る
と
、
東
部
は
北
か
ら
南
へ
バ
ク
ト
リ
ア
を
中
心
と
す
る
第
一
二
区
、
そ
の
南
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
中
心
と

す
る
第
七
区
、
さ
ら
に
南
に
ゲ
ド
ロ
シ
ア
（
現
在
の
バ
ル
チ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ダ
ス
河
西
側
、
ア
ラ
ビ
ア
海
に
面
す
る
）
が
第
一
七
区
、
そ
の
東
、

イ
ン
ダ
ス
河
下
流
域
（
現
在
の
シ
ン
ド
）
が
第
二
〇
区
と
な
っ
て
い
る

A
D
B

。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
シ
ン
ド
地
方
を
イ
ン
ド
と
呼
ん
で
、
世
界

で
最
大
の
民
族
で
、
納
税
額
も
最
高
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
漠
然
と
イ
ン
ド
全
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る

A
E
B

。
ち

な
み
に
二
〇
の
徴
税
区
で
一
～
六
区
の
納
税
額
が
抜
き
ん
で
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
地
中
海
を
中
心
と
す
る
区
域
で
あ
っ
た
。
ペ
ル

シ
ア
帝
国
最
後
の
王
と
な
る
ダ
レ
イ
オ
ス
三
世
（
在
位
前
三
三
六
～
三
三
〇
）
の
時
代
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
東
征
に
よ
っ
て
帝

国
は
西
か
ら
侵
略
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
。
そ
う
し
た
な
か
で
昔
か
ら
の
行
政
区
分
も
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
特
に
辺
境
地
帯
は
元
々
か
ら
の
小
国
（
部
族
）
分
立
の
度
合
い
を
深
め
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
ド
西
部
・
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
当
時
の
小
国
家
の
主
な
も
の
と
し
て
二
六
挙
げ
ら
れ
て
い
る

A
F
B

。
し
か
し
こ
れ
ら
は
「
い
ず
れ
も
小

国
に
す
ぎ
ず
、
た
だ
タ
ク
シ
ャ
シ
ラ
ー
の
王
国
と
ポ
ー
ロ
ス
の
王
国
が
比
較
的
大
き
か
っ
た
に
と
ど
ま
る
。」
と
い
わ
れ

A
G
B

、
そ
れ
ら
の

国
が
自
ら
の
利
権
を
守
る
た
め
互
い
に
離
合
集
散
を
繰
り
か
え
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
Ｄ
・
Ｄ
・
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
は
パ
ン
ジ
ャ
ブ

の
特
性
と
し
て
、
前
六
世
紀
と
時
代
は
遡
る
が
、
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
の
商
工
業
の
発
展
と
部
族
制
の
束
縛
か
ら
は
な
れ
た
農
耕
民
の

出
現
と
を
対
比
す
る
形
で
、
保
守
性
、
昔
か
ら
の
部
族
的
生
活
、
昔
か
ら
の
族
長
た
る
王
に
よ
る
支
配
を
指
摘
し
て
い
る

A
H
B

。

二　

イ
ン
ド
西
北
部
の
部
族
小
国
家

ま
ず
タ
キ
シ
ラ
で
あ
る
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
バ
ク
ト
ラ
か
ら
行
軍
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
を
十
日
間
で
踏
破
し
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
到
着
し
、
こ
こ
で
恐
ら
く
半
年
間
滞
在
し
、
本
格
的
に
パ
ン
ジ
ャ
ブ
に
向
け
て
進
軍
す
る
た
め
の
準
備
を

し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
上
三
二
二
、四
五
六
）。
そ
こ
か
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
へ
と
軍
を
進
め
イ
ン
ダ
ス
河
に
い
た
る
が
、
こ
の
地
方

の
町
（
プ
シ
ュ
カ
ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
か
）
の
ア
ス
テ
ィ
ス
と
い
う
首
長
が
反
乱
を
起
こ
し
、
彼
は
結
局
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
あ
と

は
サ
ン
ガ
イ
オ
ス
な
る
人
物
に
託
さ
れ
る
が
、
こ
の
サ
ン
ガ
イ
オ
ス
と
は
以
前
、
首
長
の
ア
ス
テ
ィ
ス
か
ら
逃
れ
て
タ
キ
シ
レ
ス

を
頼
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
（
上
三
二
三
―
三
二
四
）。
タ
キ
シ
ラ
の
国
は
イ
ン
ダ
ス
河
と
そ
の
東
の
ヒ
ュ
ダ
ス
ペ
ス
川
と
に
は
さ
ま
れ
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た
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
領
地
の
首
長
タ
キ
シ
レ
ス
（
タ
キ
シ
ラ
国
王
の
世
襲
的
称
号
、
上
四
五
六
）
は
こ
の
時
点
で
実
質
的
に
イ
ン
ダ

ス
河
の
西
側
ま
で
支
配
権
を
拡
大
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
タ
キ
シ
レ
ス
は
す
で
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
使
者
の
命
令
に
応
じ
、

服
従
の
証
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
最
高
の
贈
り
物
と
約
二
五
頭
の
戦
象
を
献
上
し
た
（
上
三
二
三
）。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

の
勢
力
を
知
り
、
そ
の
下
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
の
安
全
を
守
り
、
同
時
に
敵
国
の
領
地
を
も
支
配
で
き
る
最
良
の
方
策
で

も
あ
っ
た
。

軍
勢
は
そ
こ
か
ら
カ
ブ
ル
川
の
北
側
に
沿
っ
て
進
行
し
、
ア
ッ
サ
ケ
ノ
イ
人
の
地
（
ス
ワ
ー
ト
地
方
）
に
達
す
る
。
途
中
、
反
撃

す
る
部
族
は
徹
底
的
に
殺
戮
し
、
す
べ
て
で
四
万
を
越
す
人
間
、
二
三
万
頭
以
上
の
牛
の
群
れ
を
捕
獲
し
た
と
い
う
（
上
三
三
〇
）。

ア
ッ
サ
ケ
ノ
イ
人
の
方
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
迎
え
う
つ
べ
く
騎
兵
約
二
千
、
歩
兵
三
万
以
上
、
三
〇
頭
の
戦
象
と
い
う
陣
を

敷
い
た
が
、
町
は
陥
落
し
た
（
上
三
三
〇
）。
生
き
残
っ
た
者
た
ち
は
タ
キ
シ
ラ
の
北
に
領
地
を
も
つ
ア
ビ
サ
レ
ス
（
統
治
者
の
世
襲
的

称
号
、
上
四
五
八
）
を
頼
っ
た
。
彼
は
依
然
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
敵
対
し
て
い
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
イ
ン
ダ
ス
河
を
越
え
た
地
点
は
ア
ト
ッ
ク
と
さ
れ
、
プ
シ
ュ
カ
ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
か
ら
タ
キ
シ
ラ
に
い

た
る
幹
線
道
路
上
に
位
置
す
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
こ
こ
で
イ
ン
ド
攻
略
の
た
め
万
全
の
準
備
を
す
る
。
す
で
に
河
に
は
橋

が
か
け
ら
れ
、多
数
の
小
舟
、三
隻
の
三
〇
人
乗
り
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
準
備
に
は
タ
キ
シ
レ
ス
の
全
面
的
な
協
力
が
あ
っ

た
。
膨
大
な
贈
り
物
の
ほ
か
に
食
料
と
な
る
牛
三
千
頭
、
羊
一
万
頭
以
上
、
さ
ら
に
戦
象
三
〇
頭
、
加
え
て
イ
ン
ド
人
騎
兵
七
千

を
援
軍
と
し
て
差
し
だ
し
た
。
こ
の
と
き
に
正
式
に
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
、
最
大
の
町
タ
キ
シ
ラ
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に

引
き
渡
し
た
（
下
二
五—

二
六
）。
イ
ン
ダ
ス
河
を
渡
り
タ
キ
シ
ラ
に
入
城
し
、
人
々
に
友
好
的
に
迎
え
ら
れ
た
。
こ
こ
一
帯
の
イ
ン

ド
人
を
統
治
す
る
太
守
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
を
任
命
し
、
い
よ
い
よ
ヒ
ュ
ダ
ス
ペ
ス
川
の
東
側
を
支
配
す
る
首
長
ポ
ロ
ス
を
討
つ
べ
く

軍
を
進
め
た
。

川
を
は
さ
ん
で
の
戦
闘
の
な
か
で
、
ポ
ロ
ス
の
息
子
は
二
千
の
騎
兵
と
一
二
〇
両
の
戦
車
を
も
っ
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
渡

河
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
手
傷
を
負
わ
せ
た
も
の
の
自
身
は
討
ち
死
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後

は
ポ
ロ
ス
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
の
決
戦
と
な
り
、
ポ
ロ
ス
は
全
騎
兵
お
よ
そ
四
千
、
全
戦
車
三
百
両
、
戦
象
二
百
頭
、
全
歩

兵
約
三
万
と
い
う
大
軍
を
率
い
た
（
下
五
〇
）。
戦
い
は
ポ
ロ
ス
側
歩
兵
二
万
、
騎
兵
三
千
が
戦
死
、
戦
車
も
す
べ
て
破
壊
さ
れ
、

ポ
ロ
ス
の
息
子
二
人
も
戦
死
す
る
と
い
う
惨
憺
た
る
結
果
で
あ
っ
た
（
下
五
六
）。
し
か
し
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
「
合
戦
最
中
の

ポ
ロ
ス
の
堂
々
た
る
、
天
晴
見
事
な
武
者
ぶ
り
を
目
に
し
て
は
、
何
と
か
彼
を
助
け
た
い
と
思
っ
た
」（
下
五
七
）。
ポ
ロ
ス
は
身
の

丈
が
二
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
偉
丈
夫
で
、
容
貌
は
淡
麗
、
気
力
は
挫
け
る
こ
と
な
く
、
振
舞
は
真
の
勇
者
、
国
王
の
ご
と
く
で
あ
っ

た
（
下
五
八
）。
こ
の
雄
々
し
い
姿
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
感
銘
を
受
け
、
自
分
の
味
方
に
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
姿
は
ダ
レ

イ
オ
ス
と
比
べ
て
こ
と
さ
ら
に
輝
い
て
見
え
た
。「
彼
は
ダ
レ
イ
オ
ス
大
王
の
よ
う
に
、
退
却
敗
走
の
手
本
を
部
下
に
示
す
こ
と
は

せ
ず
」（
下
五
七
）
と
は
、
ダ
レ
イ
オ
ス
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
追
わ
れ
て
東
へ
東
へ
と
逃
走
し
、
最
後
は
パ
ル
テ
ィ
ア
の
地
で

臣
下
に
裏
切
ら
れ
て
哀
れ
な
最
期
を
と
げ
た
一
件
を
引
き
合
い
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
真
の
王
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
ポ
ロ
ス

は
こ
れ
以
後
、
生
涯
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
た
め
に
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
ポ
ロ
ス
の
領
土
を
越
え
、
つ
ま
り
ヒ
ュ
ダ
ス
ペ
ス
川
の
東
の
川
、
ア
ケ
シ
ネ
ス
川
を
越
え
た
土
地
へ
と

進
み
、
そ
こ
の
グ
ラ
ウ
ガ
ニ
カ
イ
と
い
う
名
の
イ
ン
ド
人
の
種
族
を
攻
略
す
る
。
彼
ら
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
協
定
を
結
ん
で

帰
順
し
た
と
い
う
。
三
七
の
町
を
占
領
し
た
が
、
い
ず
れ
も
五
千
か
ら
一
万
も
の
人
口
を
擁
し
て
い
た
。
こ
の
土
地
の
統
治
も
ポ

ロ
ス
に
任
さ
れ
た
（
下
六
一
）。
こ
の
と
き
、前
に
も
出
た
、北
方
に
位
置
す
る
ア
ビ
サ
レ
ス
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
使
者
を
送
り
、

自
分
の
領
土
を
す
べ
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
引
き
渡
し
、降
伏
し
た（
下
六
二
）。
ま
た
ほ
か
の
独
立
自
治
の
イ
ン
ド
人
た
ち
か
ら
、

ま
た
イ
ン
ド
人
た
ち
の
首
長
で
あ
る
別
の
ポ
ロ
ス
か
ら
も
使
者
が
や
っ
て
き
た
（
下
六
二
）。

ポ
ロ
ス
と
は
プ
ー
ル
族
の
個
々
の
首
長
を
呼
ぶ
世
襲
的
な
権
力
の
称
号
か
と
い
う
（
下
三
二
六
）。
ヒ
ュ
ダ
ス
ペ
ス
川
よ
り
東
の

領
域
は
プ
ー
ル
族
の
土
地
で
あ
っ
て
、
こ
の
名
称
は
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
に
遡
る
と
い
う

A
I
B

。



—8——9—

大使メガステネース派遣前史（田中純）

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
逃
亡
し
た
別
の
ポ
ロ
ス
を
追
っ
て
五
河
の
第
四
の
ヒ
ュ
ド
ラ
テ
オ
ス
川
を
渡
っ
た
。
そ
こ
の
カ
タ
イ
オ

イ
人
は
並
外
れ
て
勇
敢
で
戦
術
に
も
長
け
て
い
る
と
評
判
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
勝
利
す
る
と
、
次
の
ヒ
ュ
パ
シ
ス
川
へ
と
向
か
っ

た
。
川
向
う
の
敵
を
攻
撃
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
い
く
ら
号
令
を
か
け
て
も
、
兵
士
た
ち
の
気
力
は

も
は
や
限
界
に
達
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
パ
シ
ス
川
の
向
う
は
豊
か
な
土
地
で
、
住
民
は
勤
勉
で
戦
に
も
強
い
、
自
治
も
公
正
に
運
営

さ
れ
て
い
る
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
の
ほ
か
の
地
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
戦
象
を
も
っ
て
い
る
、
等
々
の
風
聞
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

の
征
服
欲
は
駆
り
た
て
ら
れ
る
が
（
下
七
三
―
七
四
）、
も
は
や
兵
士
た
ち
は
動
か
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
犠
牲
を
捧
げ
て
渡

河
を
占
う
と
、
神
意
は
吉
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
ヒ
ュ
パ
シ
ス
川
ま
で
の
領
地
一
帯
を
ポ
ロ
ス
に
委
ね
て
、
彼
は
こ
こ
か
ら

引
き
返
す
決
心
を
す
る
（
下
八
五
）。
こ
れ
ま
で
帰
属
さ
せ
た
七
つ
の
種
族
の
二
千
以
上
に
も
お
よ
ぶ
町
を
ポ
ロ
ス
に
王
と
し
て
統

治
す
る
こ
と
を
許
し
た
（
下
八
九
）。

こ
の
時
点
で
イ
ン
ダ
ス
河
以
西
バ
ク
ト
リ
ア
に
い
た
る
地
域
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
、
タ
キ
シ
ラ
地
方
は
タ
キ
シ
レ
ス
、
そ
の
北
方
は

ア
ビ
サ
レ
ス
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
中
央
部
は
ポ
ロ
ス
と
四
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
イ
ン
ダ
ス
河
を
河
口
ま
で
下
る
が
、
途
中
反
抗
す
る
種
族
は
す
べ
て
撃
破
し
て
い
く
。
そ
の

な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、ス
ッ
ク
ル
か
ら
山
地
へ
と
つ
づ
く
一
帯
の
平
定
で
あ
る
。
こ
の「
山
地
の
イ
ン
ド
人
」に
つ
い
て『
東

征
記
』の
訳
者
は
こ
う
解
説
す
る
。「
イ
ラ
ン
高
原
東
縁
部
の
山
地
帯
、わ
け
て
も
ボ
ラ
ン
峠
経
由
、ス
ッ
ク
ル
―
カ
ン
ダ
ハ
ル
間
の
、

い
わ
ゆ
る
シ
ン
ド
交
易
路
が
通
る
山
間
地
域
の
イ
ン
ド
人
住
民
を
指
し
た
」（
下
三
四
七
）。
こ
の
交
易
路
は
シ
ン
ド
地
方
に
富
を
も

た
ら
す
ア
ラ
コ
シ
ア
（
カ
ン
ダ
ハ
ル
）
と
を
結
ぶ
生
命
線
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ア
ラ
コ
シ
ア
を
通
る
回
廊
は
北
は
バ
ク
ト
リ
ア
へ
、

ま
た
途
中
カ
イ
バ
ル
峠
を
越
え
れ
ば
イ
ン
ド
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
へ
と
通
じ
る
き
わ
め
て
重
要
な
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
。
北
と
南
に
走

る
ペ
ル
シ
ア
と
イ
ン
ド
を
結
ぶ
二
大
幹
線
道
路
の
重
要
性
は
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
町
々
の
繁
栄
に
と
っ
て
、
い
く
ら
強
調
し
て

も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遠
征
を
追
っ
て
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
北
か
ら
南
へ
と
や
や
詳
し
く
た
ど
っ
て
き
た
が
、
部
族
国
家
の
割
拠
、

国
家
の
規
模
の
大
小
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
へ
の
対
応
の
相
違
、
部
族
同
士
の
対
立
あ
る
い
は
連
携
等
の
様
相
の
一
端
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
後
継
者
争
い

前
三
二
三
年
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
バ
ビ
ロ
ン
で
病
没
す
る
。
そ
し
て
後
継
者
争
い
が
勃
発
し
、
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
。

そ
の
争
い
の
な
か
で
最
後
ま
で
生
き
残
っ
た
の
は
直
臣
の
セ
レ
ウ
コ
ス
、
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
三
人
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
生
死
を
と
も
に
し
た
歴
戦
の
勇
士
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
帝
国
は
最
終
的
に
は
こ
の

三
人
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
。
三
人
と
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遺
産
を
受
け
つ
い
で
の
国
づ
く
り
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
ス
の
直
々
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
周
囲
か
ら
も
そ
う
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

そ
れ
を
確
証
す
る
に
は
目
に
見
え
る
シ
ン
ボ
ル
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
ダ
レ
イ
オ
ス
三
世
を
討
っ
て
ペ
ル
シ

ア
帝
国
を
王
と
し
て
受
け
つ
い
だ
と
き
の
よ
う
に
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
ダ
レ
イ
オ
ス
を
追
っ
て
パ
ル
テ
ィ
ア
の
地
ま
で
来
た
と
き
、
彼
は
す
で
に
臣
下
で
あ
り
バ
ク
ト
リ
ア
の

太
守
で
あ
っ
た
ベ
ッ
ソ
ス
の
手
の
も
の
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
護
送
さ
れ
る
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
ベ
ッ
ソ
ス
は
実
権
を
握
り
、

血
統
の
正
統
性
を
理
由
に
ペ
ル
シ
ア
皇
帝
を
称
す
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
護
送
中
に
死
ん
だ
ダ
レ
イ
オ
ス
の
遺
骸
を
ペ
ル
セ

ポ
リ
ス
に
運
び
、
王
廟
に
葬
る
よ
う
指
示
し
た
と
い
う
（
上
二
三
九
）。
ベ
ッ
ソ
ス
は
結
局
部
下
た
ち
に
裏
切
ら
れ
、
プ
ト
レ
マ
イ

オ
ス
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
も
と
に
送
ら
れ
、
最
後
は
バ
ク
ト
リ
ア
で
処
刑
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
自
分

の
主
君
で
あ
り
、
縁
者
で
も
あ
り
恩
人
で
も
あ
っ
た
者
を
殺
害
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ダ
レ
イ
オ
ス
の
亡
骸
を
ペ
ル
シ
ア
の
皇
帝
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と
し
て
葬
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
後
継
者
た
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
先
例
に
な
ら
う
か
の
よ
う
に
、
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
後
継
す
る
者
と
し
て
の
正
当
性
を
主
張
す
べ
く
、

彼
の
遺
物
を
聖
な
る
も
の
と
し
て
誇
示
す
る
。
誰
に
も
ま
し
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遺
体
を
自
分
の
領
地

の
エ
ジ
プ
ト
に
運
び
埋
葬
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
彼
が
創
始
し
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
国
家
神
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

正
統
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
リ
シ
ュ
マ
コ
ス
と
セ
レ
ウ
コ
ス
の
場
合
に
は
、
の
ち
に
王
位
を
え
る
予
兆
と
し
て
の
神
話

が
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
と
い
う

A
J
B

。
リ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
額
か
ら
の
出
血
を
王
が
自
ら
の
デ
ィ
ア
マ
ナ
（
リ
ボ
ン
）
で
縛
っ
て

止
め
た
と
い
う
話
（
下
三
八
二
）、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
乗
船
中
、
烈
風
に
よ
っ
て
「
帽
子
と
そ
れ
に
留
め
て
あ
っ

た
頭
飾
り
（
デ
ィ
ア
マ
ナ
）
の
リ
ボ
ン
」
が
吹
き
と
ば
さ
れ
た
、
そ
れ
を
拾
っ
て
王
に
届
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ノ
ス

は
続
け
て
、
こ
の
出
来
事
は
王
に
と
っ
て
は
死
の
前
兆
と
な
り
、
セ
レ
ウ
コ
ス
に
と
っ
て
は
大
王
国
を
手
に
入
れ
る
前
兆
だ
っ
た

と
解
説
し
て
い
る
（
下
二
一
四
―
二
一
五
）。
三
人
と
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
名
を
刻
ん
だ
貨
幣
を
発
行
し
、
さ
ら
に
彼
の
肖
像
を

自
分
の
貨
幣
に
刻
ん
で
王
権
の
正
統
性
を
主
張
し
た
と
い
う

A
K
B

。

セ
レ
ウ
コ
ス
は
初
め
バ
ビ
ロ
ン
を
都
と
し
て
い
た
。
セ
レ
ウ
コ
ス
の
国
内
政
策
は
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
そ
れ
を
基
本
的
に
は
踏
襲

し
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
ペ
ル
シ
ア
の
遺
制
を
積
極
的
に
取
り
い
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
地
方
の
太
守
に
よ

る
統
治
と
い
う
サ
ト
ラ
ッ
プ
制
を
基
本
と
し
、
そ
こ
か
ら
税
を
徴
収
し
国
家
経
営
に
供
す
る
と
い
っ
た
表
層
的
な
継
承
に
と
ど
ま

ら
ず
、
文
化
的
に
も
ペ
ル
シ
ア
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ペ
ル
シ
ア
人
の
共
感
を
獲
得
し
よ
う
と
し
（
下
一
六
九
）、
ま
た
セ
レ

ウ
コ
ス
が
建
設
し
た
と
い
う
一
九
の
都
市
に
あ
っ
て
は
、
現
地
民
と
ギ
リ
シ
ア
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
と
の
共
住
に
も
意
が
払
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る

A
L
B

。

四　

セ
レ
ウ
コ
ス
の
東
征

三
一
二
年
セ
レ
ウ
コ
ス
は
戦
い
を
生
き
抜
い
て
バ
ビ
ロ
ン
に
凱
旋
し
、
七
年
後
の
三
〇
五
年
に
シ
リ
ア
王
を
称
す
る
。
こ
こ
に

い
た
る
ま
で
の
政
治
情
勢
、
武
将
間
の
闘
争
の
様
相
を
特
に
ペ
ル
シ
ア
東
部
、
北
部
と
関
連
づ
け
て
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

三
二
三
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
没
す
る
と
、ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ス
が
摂
政
と
な
る
が
、三
二
一
年
に
暗
殺
さ
れ
る
。
そ
の
直
後
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
武
将
で
あ
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
と
マ
ケ
ド
ニ
ア
本
国
の
留
守
を
あ
ず
か
っ
て
い
た
ア
ン
テ
ィ
パ
ト
ロ
ス

が
主
導
し
て
帝
国
の
再
配
分
を
す
る
。
セ
レ
ウ
コ
ス
は
バ
ビ
ロ
ン
を
、バ
ク
ト
リ
ア
、ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
は
ス
タ
サ
ノ
ル
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー

ク
シ
ュ
山
脈
北
側
（
パ
ロ
パ
ミ
サ
ダ
エ
）、タ
キ
シ
レ
ス
、ポ
ロ
ス
の
所
領
は
現
状
の
ま
ま
と
決
め
ら
れ
た
。
し
か
し
今
度
は
ア
ン
テ
ィ

ゴ
ノ
ス
と
総
司
令
官
エ
メ
ネ
ウ
ス
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
に
分
か
れ
て
戦
う
。
そ
れ
ま
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
っ
て
ア
ラ
コ

シ
ア
太
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
側
に
つ
い
た
た
め
、
エ
メ
ネ
ウ
ス
に
よ
っ
て
太
守
の
座

を
追
わ
れ
る
。
両
者
の
争
い
は
五
年
続
く
が
、三
一
六
年
に
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
の
勝
利
に
帰
し
、シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
復
位
す
る
。

タ
キ
シ
レ
ス
と
ポ
ロ
ス
を
殺
し
て
エ
メ
ネ
ウ
ス
に
つ
い
た
エ
ウ
デ
モ
ス
が
戦
死
、
イ
ン
ダ
ス
河
以
西
を
支
配
し
て
い
た
ペ
イ
ト
ン

も
戦
死
す
る
。
帝
国
の
大
部
分
に
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
が
威
を
ふ
る
う
。
バ
ビ
ロ
ン
太
守
で
あ
っ
た
セ
レ
ウ
コ
ス
は
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ

ス
の
陣
に
い
た
が
意
が
あ
わ
ず
、
バ
ビ
ロ
ン
を
追
わ
れ
て
エ
ジ
プ
ト
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
を
頼
る

A
M
B

。

三
一
二
年
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
組
ん
で
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
を
破
る
。
こ
の
勝
利
に
よ
っ
て
セ
レ
ウ
コ
ス
は
バ

ビ
ロ
ン
に
凱
旋
し
、
以
後
シ
リ
ア
王
国
を
建
て
ペ
ル
シ
ア
支
配
を
確
立
し
、
三
〇
五
年
に
王
を
称
し
て
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
を
創
始
す

る
。
こ
の
年
に
イ
ン
ド
に
向
け
て
進
攻
し
、
イ
ン
ド
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
対
戦
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

三
〇
五
年
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
初
め
バ
ク
ト
リ
ア
へ
進
む
。
そ
こ
か
ら
イ
ン
ド
を
征
服
す
べ
く
イ
ン
ダ
ス
河
へ
と
向
う
。
し
か
し

ど
こ
ま
で
進
ん
だ
の
か
、
ど
こ
で
ど
う
い
う
戦
い
を
し
た
の
か
、
記
録
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う

A
N
B

。
ま
た
イ
ン
ダ
ス
河
を
渡
り
、
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イ
ン
ド
中
央
に
ま
で
手
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
の
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
イ
ン
ド
征
服
の
志
を
引
き
つ
い
だ
の
だ
、
と
も
説
明
さ

れ
る
。
そ
こ
で
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
対
戦
し
よ
う
と
し
た
が
、
相
手
の
軍
勢
が
あ
ま
り
に
も
強
大
で
あ
っ
た
た
め
恐
れ
を
な
し

て
、
退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
一
般
に
語
ら
れ
て
い
る
対
決
の
顛
末
で
あ
る
。

こ
の
セ
レ
ウ
コ
ス
に
よ
る
東
征
は
、
三
一
二
年
に
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
が
敗
れ
た
以
降
も
、
バ
ク
ト
リ
ア
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
方

に
残
っ
て
い
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
勢
力
を
自
分
の
支
配
下
に
改
め
て
組
み
入
れ
る
た
め
の
示
威
行
動
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

バ
ク
ト
リ
ア
の
南
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
を
越
え
れ
ば
、
そ
こ
は
ア
ラ
コ
シ
ア
で
あ
る
。
こ
こ
は
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
が

長
く
太
守
を
務
め
て
い
た
。
彼
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
任
命
さ
れ
、
途
中
一
時
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
復
位
し
、

そ
れ
以
後
太
守
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
セ
レ
ウ
コ
ス
が
イ
ン
ド
へ
進
も
う
と
す
れ
ば
カ
イ
バ
ル
峠
を
越
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ

こ
一
帯
は
バ
ク
ト
リ
ア
、ア
ラ
コ
シ
ア
、ガ
ン
ダ
ー
ラ
、パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
交
錯
す
る
交
易
上
の
最
重
要
地
点
で
あ
る
。
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ

オ
ス
は
こ
の
辺
り
の
状
況
は
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
セ
レ
ウ
コ
ス
に
と
っ
て
も
信
任
の
厚
い
太
守
で
は
な
か
っ
た

か
。
彼
の
判
断
が
最
優
先
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
タ
キ
シ
ラ
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
方
面
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
ポ
ロ
ス
、
タ
キ
シ
ラ
の
タ
キ
シ
レ
ス
は

そ
れ
ぞ
れ
三
一
八
年
、
三
一
七
年
に
あ
い
つ
い
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
後
継
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
息
子
た
ち
あ

る
い
は
そ
の
一
族
の
者
が
後
を
襲
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
両
地
帯
は
古
く
か
ら
敵
対
関
係
に
あ
り
、
三
〇
五
年
当
時
も

混
乱
状
態
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
三
一
七
年
頃
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
が
マ
ガ
ダ
国
の
ナ
ン
ダ
朝
を
亡
ぼ
し
王
位
に
就
い
た
と
も
、
こ

の
こ
ろ
西
北
イ
ン
ド
を
制
圧
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

セ
レ
ウ
コ
ス
が
イ
ン
ド
へ
進
攻
し
た
と
す
る
と
、
こ
こ
で
い
う
イ
ン
ド
と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
を
越
え
た
地
域
を
指
す

で
あ
ろ
う
か
。
王
に
よ
る
直
々
の
進
攻
で
あ
り
、
な
お
か
つ
イ
ン
ド
と
な
れ
ば
何
万
も
の
兵
力
が
準
備
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
入
念

な
敵
情
報
分
析
が
あ
り
、
戦
場
と
な
る
地
理
上
の
把
握
も
欠
か
せ
な
い
。
セ
レ
ウ
コ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
も
と
で
多
く
の

部
族
、
堅
固
な
砦
を
打
ち
破
っ
て
き
た
。
そ
の
お
り
お
り
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
る
用
意
周
到
な
戦
闘
準
備
と
好
機
を
逃
さ

ぬ
的
確
な
攻
撃
を
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
き
た
。
も
し
進
攻
し
た
と
す
れ
ば
、
熟
慮
を
重
ね
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し

大
き
な
衝
突
が
起
こ
っ
て
い
た
ら
、
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
に
何
ら
か
の
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
し

か
し
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
闘
の
実
際
に
関
す
る
伝
承
も
な
い
、
セ
レ
ウ
コ
ス
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
大
軍
に
恐
れ
を
な
し

て
す
ご
す
ご
と
引
き
下
が
る
完
敗
で
あ
っ
た
、
屈
辱
的
な
和
議
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ

う
い
う
話
の
も
と
と
な
っ
た
伝
承
も
存
在
す
る
。

ス
ト
ラ
ボ
ン
（
前
六
三
生
）
は
、
イ
ン
ダ
ス
河
流
域
に
は
イ
ン
ド
人
が
住
ん
で
い
て
、
以
前
は
ペ
ル
シ
ア
に
属
し
て
い
た
。
こ
こ

を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
領
有
し
た
の
で
あ
る
が
、
セ
レ
ウ
コ
ス
が
そ
れ
を
婚
姻
関
係
と
五
〇
〇
頭
の
象
を
譲
り
う
け
る
こ
と
と

引
き
か
え
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
に
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
た
、
と
批
判
を
こ
め
て
語
っ
て
い
る

A
O
B

。

ま
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（
お
よ
そ
後
四
六
～
一
二
〇
）
は
、
セ
レ
ウ
コ
ス
が
、
そ
の
時
は
す
で
に
王
位
に
あ
っ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ

か
ら
五
〇
〇
頭
の
象
を
贈
ら
れ
た
こ
と
、彼
は
六
〇
万
の
兵
を
も
っ
て
全
イ
ン
ド
を
支
配
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
チ
ャ

ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
若
い
時
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
出
会
っ
た
こ
と
、
の
ち
に
な
っ
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
イ
ン
ド
の
王
が
家

臣
た
ち
に
、
邪
な
性
向
と
卑
し
い
生
ま
れ
に
よ
っ
て
憎
ま
れ
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
と
、
よ
く
告
げ
て
い
た
と
も
記
し
て
い
る

A
P
B

。

こ
の
よ
う
な
資
料
を
用
い
て
、
Ｖ
・
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
こ
の
間
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
筋
立
て
る
。

イ
ン
ド
に
隣
接
す
る
地
域
に
お
け
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
た
ち
に
よ
る
支
配
を
打
破
す
べ
く
反
乱
を
起
し
た
勢
力
の
指
導
者
が
若
き

野
心
家
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
で
、
そ
の
と
き
の
年
齢
は
二
五
歳
を
越
え
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
父
方
は
マ
ガ
ダ
の
貴
族
の
出

で
あ
っ
た
が
、
母
親
か
祖
母
は
下
位
身
分
の
出
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
ナ
ン
ダ
王
家
と
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
は
十

分
考
え
ら
れ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
親
類
の
マ
ハ
ー
パ
ド
マ
の
不
興
を
か
い
、
逃
亡
す
る
は
め
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
幸
運

に
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
出
会
い
、
今
の
王
は
人
民
に
ま
っ
た
く
人
気
が
な
い
の
で
、
今
攻
め
れ
ば
ナ
ン
ダ
朝
を
倒
す
こ
と
が
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で
き
る
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
の
王
は
も
と
理
髪
師
で
あ
っ
た
王
の
息
子
で
あ
る
が
、
強
欲
で
放
蕩
者
で
仲
間
も
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
逃
亡
生
活
の
な
か
で
仲
間
を
集
め
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
死
後
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ

地
方
を
制
圧
し
た
。
こ
の
制
圧
の
と
き
に
は
す
で
に
ナ
ン
ダ
王
を
倒
し
て
い
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
そ
し
て
ナ
ン
ダ
朝
の
巨

大
な
軍
隊
を
引
き
つ
い
だ
が
、
そ
の
軍
勢
は
騎
兵
三
万
、
象
九
千
頭
、
兵
士
六
〇
万
、
そ
れ
に
大
量
の
戦
車
で
あ
っ
た

A
Q
B

。

以
上
が
ス
ミ
ス
が
描
く
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、
王
朝
創
設
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
事
件
の
経
緯
で
あ
る
が
、

資
料
不
足
の
た
め
も
あ
り
不
明
な
点
も
残
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
ど
こ
へ
逃
亡
し
た
の
か
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
出
会
っ

て
ナ
ン
ダ
朝
打
倒
を
進
言
し
た
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
そ
れ
に
乗
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ナ
ン
ダ
朝
の
関
係
者
で
あ
っ
た
の
に
な

ぜ
マ
ウ
リ
ヤ
朝
を
名
乗
っ
た
の
か
、
王
位
を
奪
っ
て
か
ら
西
北
部
を
制
圧
し
た
の
か
、
逃
亡
時
に
西
北
部
を
攻
撃
し
た
と
い
う
話

と
ど
う
整
合
す
る
の
か
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
セ
レ
ウ
コ
ス
と
の
戦
い
、
そ
れ
に
続
く
和
議
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
ス
ミ
ス
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。

三
一
二
年
に
セ
レ
ウ
コ
ス
は
バ
ビ
ロ
ン
に
凱
旋
し
、
六
年
後
に
王
を
名
乗
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
実
質
的
に
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま

で
あ
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
東
端
の
領
土
の
回
復
を
実
現
す
べ
く
、
三
〇
五
年
頃
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
例
に
な
ら
っ
て
イ

ン
ダ
ス
河
を
越
え
た
。
こ
の
進
攻
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
彼
の
軍
隊
が
ガ
ン
ジ
ス
方
面
の
ど
の
辺
ま
で
進
ん
だ
か
も
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
述
べ
て
、
和
議
の
説
明
と
な
る
が
、
こ
の
戦
い
は
セ
レ
ウ
コ
ス
の
完
敗
で
あ
っ
た

と
い
う
。
つ
ま
り
戦
い
が
始
ま
っ
た
と
き
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
軍
は
あ
ま
り
に
も
強
敵
で
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
や
む
な
く
退
却
せ

ざ
る
を
え
ず
、
こ
こ
に
屈
辱
的
和
議
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ン
ド
征
服
の
志
ば
か
り
で
な
く
、
ア
リ
ア
ナ
地
方
か
ら
イ
ン
ダ

ス
河
ま
で
の
地
域
を
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
に
差
し
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
え
た
も
の
と
い
え
ば
五
〇
〇
頭
の
象
と

い
う
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
代
償
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
セ
レ
ウ
コ
ス
は
王
女
を
チ
ャ
ン
ド

ラ
グ
プ
タ
に
与
え
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
、
多
分
三
〇
三
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
和
議
締
結
後
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
西

へ
と
進
み
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
と
の
戦
い
に
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ス
ミ
ス
に
よ
る
解
説
で
あ
る

A
R
B

。

五　

ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
解
説

セ
レ
ウ
コ
ス
が
イ
ン
ド
へ
侵
攻
し
た
と
い
う
話
は
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
生
存
年
不
明
、
後
二
～
三
世
紀
か
）
の
記
述
に
拠
る
よ
う
で
あ
る

A
S
B

。

こ
こ
で
も
う
一
度
英
訳
文
で
は
あ
る
が
、
注
意
深
く
読
ん
で
み
た
い
。
趣
旨
を
箇
条
書
き
に
し
て
、
な
る
べ
く
時
間
の
経
過
に
着

目
し
た
い
。

１ 

バ
ク
ト
リ
ア
を
攻
め
て
勝
利
す
る

２ 

イ
ン
ド
へ
進
攻
す
る

３ 

（
そ
の
と
き
は
す
で
に
）
そ
こ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
死
後
、
抑
圧
の
首
枷
が
は
ず
れ
た
よ
う
で
あ
っ
て
、
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
の
知
事
た
ち
を
死
に
追
い
や
っ
た

４ 

自
由
を
達
成
し
た
指
導
者
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
で
あ
っ
た

５ 

勝
利
し
た
あ
と
、
自
分
が
外
国
の
支
配
か
ら
解
放
し
た
者
た
ち
を
抑
圧
し
た

６ 

チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
賤
し
い
生
ま
れ
で
あ
る

７ 

し
か
し
吉
兆
に
よ
っ
て
王
位
を
熱
望
す
る
よ
う
に
な
る

８ 

ナ
ン
ダ
王
の
不
興
を
か
い
処
刑
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
逃
亡
す
る

９ 

疲
労
で
横
た
わ
っ
て
い
る
と
、
夢
に
獅
子
が
現
れ
る　

10 

こ
の
夢
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
王
位
獲
得
の
希
望
が
芽
生
え
る

11 

盗
賊
た
ち
を
集
め
て
、
イ
ン
ド
人
た
ち
を
扇
動
し
政
権
転
覆
を
計
っ
た
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12 

そ
の
あ
と
（
王
位
を
え
た
あ
と
？
）
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
知
事
た
ち
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
巨
大
な
象
が
現
れ
、 

 

彼
を
背
に
乗
せ
て
戦
っ
た

13 
こ
う
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
王
位
を
え
て
、
イ
ン
ド
を
支
配
し
た

14 
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
将
来
の
大
事
の
準
備
を
し
て
い
た

15 

セ
レ
ウ
コ
ス
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
条
約
を
結
び
、
ま
た
他
方
、
東
で
の
諸
々
の
問
題
を
か
た
づ
け
て

16 

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
と
の
戦
い
に
向
け
て
（
バ
ビ
ロ
ン
へ
）
帰
っ
て
い
っ
た

セ
レ
ウ
コ
ス
は
バ
ク
ト
リ
ア
を
攻
め
、
次
い
で
イ
ン
ド
へ
進
む
（
１
、２
）。
そ
こ
で
セ
レ
ウ
コ
ス
の
話
は
終
わ
り
、
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
の
死
後
の
話
に
移
る
。
セ
レ
ウ
コ
ス
が
イ
ン
ド
へ
来
た
と
き
に
は
す
で
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
が
パ
ン
ジ
ャ
ブ
一
帯
を
支

配
し
て
い
た
（
３
、４
、５
）。
こ
こ
か
ら
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
生
い
立
ち
、
王
位
を
奪
取
す
る
ま
で
の
経
緯
を
語
る
（
つ
ま
り
王

に
即
位
し
た
ま
で
の
話
で
あ
ろ
う
、
６
～
11
）。
12
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
知
事
た
ち
を
征
服
し
た
の
は
王
位
に
就
い
て
か
ら
あ
と
の

話
と
し
て
、
象
と
か
ら
め
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
が
王
で
あ
っ
た
と
き
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
対
ア
ン

テ
ィ
ゴ
ノ
ス
戦
の
準
備
を
し
て
い
た
（
13
、
14
）、
で
あ
る
か
ら
セ
レ
ウ
コ
ス
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
和
議
を
結
び
、
ほ
か
の
問

題
を
も
片
づ
け
て
西
へ
帰
っ
た
（
15
、
16
）。

セ
レ
ウ
コ
ス
が
イ
ン
ド
を
攻
め
た
と
さ
れ
る
の
は
三
〇
五
年
頃
で
あ
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
知
事
た
ち
が
殺
さ
れ
た
の
は

お
そ
ら
く
三
一
八
、三
一
七
年
の
ポ
ロ
ス
、
タ
キ
シ
レ
ス
殺
害
の
事
件
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
は
す

で
に
王
位
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
地
域
は
す
で
に
一
〇
年
間
ほ
ど
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ

の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
記
述
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
セ
レ
ウ
コ
ス
側
か
ら
み
れ
ば
、
ア
ラ

コ
シ
ア
は
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
太
守
と
し
て
長
く
統
治
し
て
お
り
、
バ
ク
ト
リ
ア
は
反
乱
を
起
し
た
と
し
て
も
平
定
さ
れ
て
い

た
、
と
す
れ
ば
セ
レ
ウ
コ
ス
の
東
方
の
領
土
は
こ
こ
で
一
定
の
安
定
を
み
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
双
方
と
も
支
配
領
域
は
ほ
ぼ
確
定

し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
状
況
下
で
両
者
の
正
面
衝
突
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

今
ま
で
見
た
資
料
に
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
が
パ
ン
ジ
ャ
ブ
一
帯
を
支
配
し
た
以
外
に
、
両
者
の
戦
争
や
勝
敗
に
関
す
る
言
及

は
何
も
な
い
。
要
す
る
に
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
イ
ン
ド
へ
来
た
、
そ
の
と
き
の
イ
ン
ド
王
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
で
彼
と
和
議
を
結

ん
だ
。
こ
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
東
征
で
も
イ
ン
ド
と
は
イ
ン
ダ
ス
河
近
辺
ま
で
の
呼
称
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ラ
ボ
ン
の
イ
ン
ド
も
こ
の
辺

り
の
イ
ン
ド
を
指
し
て
い
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
文
章
は
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
・
ト
ロ
グ
ス
（
前
一
世
紀
）
の
著
作
か

ら
の
抜
粋
で
あ
る
と
い
う
の
で

A
T
B

、
や
は
り
紀
元
前
後
頃
の
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
人
の
イ
ン
ド
と
い
う
呼
称
に
対
す
る
地
理
観
は
共

通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
セ
レ
ウ
コ
ス
が
イ
ン
ド
つ
ま
り
イ
ン
ダ
ス
河
あ
る
い
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
付
近
ま
で
は
進
ん

で
き
た
、
そ
こ
か
ら
先
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
世
界
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
状

況
下
で
の
和
議
と
な
る
と
、
戦
争
と
は
直
接
関
係
の
な
い
条
約
締
結
で
は
な
か
っ
た
か
。

六　

セ
レ
ウ
コ
ス
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
の
和
議

で
は
こ
の
和
議
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
両
者
の
領
土
は
す
で
に
お
お
よ
そ
確
定
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
次
は
細
部
に
関
す
る

分
割
の
交
渉
と
な
ろ
う
か
。
こ
れ
も
互
い
に
確
認
し
あ
え
ば
す
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
セ
レ
ウ
コ
ス
側
か
ら
の
大
幅
な
領
土
の
割
譲

も
理
解
し
が
た
い
。
双
方
の
代
表
が
折
衝
し
、
王
同
士
が
相
互
不
可
侵
を
最
終
承
認
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

か
り
に
セ
レ
ウ
コ
ス
が
王
女
を
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
宮
廷
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
戦
争
の
勝
敗
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

セ
レ
ウ
コ
ス
側
か
ら
す
れ
ば
イ
ン
ド
を
攻
撃
し
な
い
こ
と
の
保
証
で
あ
り
、
五
〇
〇
頭
の
象
を
贈
っ
た
と
い
う
の
も
、
チ
ャ
ン
ド
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ラ
グ
プ
タ
側
か
ら
争
い
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
思
の
表
明
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
〇
〇
頭
の
象
、
つ
ま
り
戦

象
に
つ
い
て
ス
ト
ラ
ボ
ン
は
、
た
か
が
五
〇
〇
頭
ば
か
り
の
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
セ
レ
ウ
コ
ス
は
戦
象
の
威
力
を
知
り
ぬ
い
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
ヒ
ュ
ダ
ス
ペ
ス
川
を
は
さ
ん
で
対
峙
す
る

ポ
ロ
ス
と
戦
っ
た
と
き
、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
そ
の
陣
営
に
い
た
。
ポ
ロ
ス
は
戦
象
二
〇
〇
頭
を
持
っ
て
い
た
（
下
五
〇
）。
戦
い
方
は

戦
象
を
最
前
列
に
一
列
に
並
べ
、
そ
の
後
ろ
に
歩
兵
を
配
す
る
と
い
う
陣
立
て
で
あ
っ
た
（
下
五
〇
―
五
一
）。
相
手
の
「
戦
列
が
い

か
に
緊
密
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
踏
み
荒
ら
し
て
ま
わ
る
」
の
で
あ
る
（
下
五
四
）。

戦
象
に
つ
い
て
ア
リ
ア
ノ
ス
の
記
述
を
少
し
引
い
て
み
よ
う
。
前
に
見
た
よ
う
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
コ
ペ
ン
（
カ
ブ
ル
）

川
か
ら
イ
ン
ダ
ス
河
へ
と
進
ん
だ
と
き
、
タ
キ
シ
ラ
王
の
タ
キ
シ
レ
ス
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
も
と
に
贈
り
物
や
食
料
が
届

け
ら
れ
た
。
象
も
三
〇
頭
贈
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
タ
キ
シ
レ
ス
は
最
大
の
町
タ
キ
シ
ラ
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
引
き
渡
し
た（
下

二
五
―
二
六
）。
タ
キ
シ
ラ
の
北
の
国
の
王
ア
ビ
サ
レ
ス
は
使
節
を
送
り
、
領
国
を
引
き
渡
し
降
伏
す
る
旨
を
伝
え
た
が
、
そ
の
と

き
は
戦
象
四
〇
頭
を
贈
り
物
と
し
て
差
し
だ
し
た
（
下
六
二
）。
こ
う
し
て
え
た
戦
象
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
自
分
の
兵
器
と
し

て
、
軍
隊
と
と
も
に
引
き
つ
れ
て
戦
い
を
続
け
て
い
っ
た
。
パ
ン
ジ
ャ
ブ
よ
り
イ
ン
ダ
ス
河
を
下
り
ム
シ
カ
ノ
ス
の
国
に
い
た
る

と
、
そ
の
国
の
戦
象
す
べ
て
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
引
き
渡
さ
れ
た
（
下
一
二
〇
）。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
イ
ン
ダ
ス
河
下
流

域
か
ら
西
へ
方
向
を
転
じ
て
帰
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
戦
闘
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
兵
士
や
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
を
故
国
に
帰

国
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
一
団
は
ス
ッ
ク
ル
か
ら
山
を
越
え
る
別
の
道
、
カ
ン
ダ
ハ
ル
を
通
っ
て
南
西
の
カ
ル
マ
ニ
ア
地

方
に
出
る
道
を
た
ど
る
が
、
戦
象
も
一
緒
に
連
れ
て
い
く
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
下
一
二
三
―
一
二
四
）。
こ
の
一
団
は
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
が
カ
ル
マ
ニ
ア
に
到
着
し
た
と
同
じ
こ
ろ
に
、
軍
隊
と
戦
象
の
集
団
を
伴
っ
て
到
着
し
た
（
下
一
四
六
）。

こ
の
よ
う
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
と
っ
て
戦
象
は
戦
場
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
貴
重
な
兵
力
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ア
ノ
ス
は

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
イ
ン
ド
遠
征
を
、
多
く
の
種
族
、
多
く
の
戦
象
と
の
戦
い
と
評
し
て
い
る
が
、
兵
力
と
し
て
の
戦
象
の
価

値
の
比
類
な
さ
を
言
い
当
て
て
も
い
よ
う
（
下
一
六
四
）。『
東
征
記
』
に
出
る
戦
象
に
関
す
る
記
述
の
最
後
の
地
は
ペ
ル
シ
ス
で
あ

ろ
う
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
帰
国
に
さ
い
し
て
タ
キ
シ
ラ
で
出
会
っ
た
バ
ラ
モ
ン
・
カ
ラ
ノ
ス
を
同
行
さ
せ
た
（
下
一
六
一
）。

し
か
し
彼
は
こ
の
地
で
病
を
え
て
亡
く
な
る
の
だ
が
、
そ
の
葬
儀
で
火
葬
の
薪
に
火
が
点
ぜ
ら
れ
る
と
、
ラ
ッ
パ
が
吹
き
鳴
ら
さ

れ
、
軍
勢
は
鬨
の
声
を
上
げ
、
そ
し
て
「
戦
象
の
群
れ
も
ま
た
カ
ラ
ノ
ス
を
た
た
え
て
、
鋭
い
戦
闘
の
咆
哮
を
高
ら
か
に
ひ
び
か

せ
た
」（
下
一
六
三
）。
戦
場
で
戦
う
象
の
凄
ま
じ
さ
を
眼
前
に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
か
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

セ
レ
ウ
コ
ス
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
の
和
議
か
ら
四
年
後
の
三
〇
一
年
、
小
ア
ジ
ア
の
地
中
海
に
面
す
る
イ
プ
ソ
ス
で
宿

敵
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
を
破
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
戦
象
の
活
躍
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

A
U
B

。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ

と
、
セ
レ
ウ
コ
ス
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
と
の
和
議
と
は
相
互
不
可
侵
を
確
約
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ポ
ロ
ス
の
所
有
し
た

二
〇
〇
頭
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
五
〇
〇
頭
の
威
力
は
計
り
し
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
王
女
と
五
〇
〇
頭
の
戦
象
と
は
、
両
者
に

と
っ
て
対
等
の
と
も
に
き
わ
め
て
貴
重
な
贈
り
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
ま
も
な
く
セ
レ
ウ
コ
ス
は
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
を
大
使
と
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
都
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
へ
派
遣
す

る
。
別
稿
を
も
っ
て
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
『
イ
ン
ド
誌
』
を
再
度
検
討
し
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
一
端
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
る

こ
と
に
し
た
い
。

☆（　

）
の
数
字
は
『
東
征
記
』（
上
下
）
の
頁
で
あ
る
。

☆
固
有
名
詞
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
の
読
み
を
参
考
に
し
つ
つ
、
一
般
的
に
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
表
記
を
も
使
用
し
た
。

註（
１
） 中
村
元
『
イ
ン
ド
史
Ⅱ
』、
中
村
元
選
集
［
決
定
版
］
第
六
巻
、
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
、
五
五
八
頁
。

（
２
） ア
ッ
リ
ア
ノ
ス
著
、
大
牟
田
章
訳
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
記
』（
上
下
）、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
に
付
属
す
る
『
イ
ン
ド
誌
』。

（
３
） 拙
稿
「
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
初
期
の
宗
教
（
仏
教
）
事
情
」（『
豊
山
学
報
』
第
六
二
号
、
平
成
三
一
年
）
で
は
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
記
録
を
も
と
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に
当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
的
側
面
を
見
よ
う
と
し
た
。
本
稿
は
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
を
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
視
点
を
借
り
て
見
る
た
め
に
、

彼
を
取
り
ま
く
政
治
的
状
況
を
一
瞥
す
る
試
み
で
あ
る
。

（
４
） ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
上
（
松
平
千
秋
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
三
四
八
頁
。
中
村
、
前
掲
書
、
一
一
頁
。

（
５
） ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
同
前
、
三
四
九
頁
。

（
６
） 同
前
、
四
四
六
頁
。

（
７
） 阿
部
拓
児
『
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
』、
中
公
新
書
、
二
〇
二
一
年
、
一
〇
四
頁
。

（
８
） 前
田
耕
作
『
バ
ク
ト
リ
ア
王
国
の
興
亡
』、
第
三
文
明
社
、
レ
グ
ル
ス
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
三
二
頁
。

（
９
） 阿
部
、
前
掲
書
、
一
五
、一
〇
四
頁
。

（
10
） 青
木
健
『
ペ
ル
シ
ア
帝
国
』、
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、
五
八
頁
。

（
11
） ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
前
掲
書
、
三
四
八
頁
。

（
12
） 同
前
、
三
四
九
頁
。

（
13
） 中
村
、
前
掲
書
、
一
四
―
二
〇
頁
。

（
14
） 同
前
、
二
一
頁
。

（
15
） コ
ー
サ
ン
ビ
ー
著
、
山
崎
利
男
訳
『
イ
ン
ド
古
代
史
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
五
二
、一
五
四
頁
。

（
16
） 同
前
、
二
〇
九
頁
。

（
17
） 澤
田
典
子
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
』、
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、
一
七
九
―
一
八
〇
頁
。

（
18
） 同
前
、
一
八
〇
頁
。

（
19
） 阿
部
、
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。
大
戸
千
之
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
オ
リ
エ
ン
ト
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
八
頁
。

（
20
） 前
田
、
前
掲
書
、
八
〇
―
八
六
頁
。

（
21
） 中
村
、
前
掲
書
、
四
〇
―
四
一
頁
。V

.A
.Sm

ith: The E
arly H

istory of India, O
xford 1957, p.125.

前
田
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

（
22
） R.C

.M
ajum

dar: The C
lassical A

ccounts of India, C
alcutta 1981, p.98.

（
23
） Ibid., p.8-9.

（
24
） Sm

ith, op.cit., p.123-4.

（
25
） Ibid., p.125.　

中
村
、
前
掲
書
、
四
一
―
四
二
頁
参
照
。

（
26
） Majum

dar, op.cit., p.193.　

中
村
、
前
掲
書
、
四
二
―
四
三
頁
の
訳
文
参
照
。

（
27
） Ibid., p.188.

（
28
） 中
村
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。
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一
行
禅
師
と
天
文

田　

中　

文　

雄

一
、一
行
と
は
い
か
な
る
僧
か

先
行
文
献
に
よ
れ
ば
、
一
行
（
諡
号
は
大
慧
禅
師
）
は
、
中
国
の
唐
代
の
僧
で
あ
り
、
天
文
学
者
で
も
あ
る
。
弘
道
元
年
（
六
八
三
）

に
生
ま
れ
、 

開
元
十
五
年
十
月
八
日
（
七
二
七
年
十
一
月
二
十
五
日
）
に
遷
化
し
た
。
俗
名
は
張
遂
で
邢
州
巨
鹿
県
に
生
ま
れ
る
が
、

本
貫
は
魏
州
繁
水
県
、
曾
祖
父
は
張
公
謹
、
祖
父
は
張
大
素
、
父
は
張
懍
で
あ
る
。
一
行
は
禅
・
律
・
天
台
教
学
・
密
教
・
天
文
学
・

暦
学
を
学
ん
だ
。

真
言
宗
で
最
も
重
要
な
経
典
『
大
日
經
』
を
、
善
無
畏
が
講
説
し
一
行
が
筆
受
し
た
『
大
日
経
疏
』
が
、
日
本
に
将
来
さ
れ
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
一
方
、
一
行
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
「
大
衍
暦
」
は
、
日
本
に
は
遣
唐
留
学
生
・
吉
備
真
備
に
よ
り

天
平
七
年
（
七
三
五
）
輸
入
さ
れ
、
百
年
間
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
行
の
図
像
（
東
寺
）
は
、
空
海
が
在
唐
中
、
恵

果
か
ら
李
真
ら
に
描
か
せ
た
画
像
を
贈
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

一
行
は
善
無
畏
と
金
剛
智
か
ら
密
教
を
学
び
、
善
無
畏
と
共
に
『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
神
変
加
持
經
』
七
巻
を
翻
訳
し
、
内
容
を

『
大
日
經
疏
』
二
十
巻
と
し
て
ま
と
め
た
。
日
本
で
も
、経
典
や
儀
軌
の
相
承
を
示
す
「
真
言
八
祖
」（
伝
持
の
八
祖
）
の
一
人
と
し
て
、
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衣
中
に
印
を
結
ぶ
お
姿
で
、
今
日
ま
で
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
文
学
者
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
麟
徳

暦
」
が
日
食
予
報
に
不
備
が
あ
る
た
め
、
梁
令
瓚
と
共
に
黄
道
游
儀
や
水
運
渾
象
（
水
力
式
天
球
儀
）
を
製
作
し
て
天
体
観
測
を
行

い
、
更
に
南
宮
説
と
共
に
北
は
鉄
勒
か
ら
南
は
交
州
に
至
る
大
規
模
な
子
午
線
測
量
を
行
っ
て
、
緯
度
差
一
度
に
相
当
す
る
子
午

線
弧
長
が
三
百
五
十
一
里
八
十
歩
（
約
百
二
十
三
・
七
粁
）
と
い
う
結
果
を
算
出
し
、そ
れ
ら
の
観
測
結
果
に
基
づ
い
て
『
開
元
大
衍
暦
』

五
十
二
巻
を
作
成
し
た
。
そ
れ
ら
の
功
績
の
た
め
か
、
一
九
五
五
年
の
中
国
切
手
に
は
一
行
の
顔
を
印
刷
し
た
物
が
あ
る
。

し
か
し
、高
僧
か
つ
天
文
家
と
は
異
な
る
記
述
も
あ
る
。
特
に
「
九
曜
曼
荼
羅
」
に
つ
い
て
、『
平
家
物
語
』
巻
二
第
十
二
句
「
明

雲
帰
山
」
に
は
、

昔
大
唐
の
一
行
阿
闍
梨
は
玄
宗
皇
帝
の
御
侍
僧
に
て
お
わ
し
け
る
が
、
玄

宗
の
后
、
楊
貴
妃
に
名
を
立
ち
給
へ
り
。
昔
も
い
ま
も
、
大
國
も
小
國
も
、

人
の
口
の
さ
が
な
さ
は
、
跡
か
た
な
き
事
な
り
し
か
共
、
其
疑
に
よ
っ
て

果
羅
國
へ
な
が
さ
れ
給
。
件
の
國
へ
は
三
つ
道
あ
り
。
林
池
道
と
て
御
幸

み
ち
、
幽
地
道
と
て
雜
人
の
か
よ
ふ
道
、
暗
穴
道
と
て
重
科
の
者
を
つ
か

わ
す
道
也
。
さ
れ
ば
彼
一
行
阿
闍
梨
は
大
犯
の
人
な
れ
ば
と
て
、
暗
穴
道

へ
ぞ
つ
か
は
し
け
る
。
七
日
七
夜
が
間
、
月
日
の
光
を
見
ず
し
て
行
道
也
。

冥
々
と
し
て
人
も
な
く
、
行
歩
に
前
途
ま
よ
ひ
、
深
々
と
し
て
山
ふ
か
し
。

只
澗
谷
に
鳥
の
一
聲
ば
か
り
に
て
、
苔
の
ぬ
れ
衣
ほ
し
あ
へ
ず
。
無
實
の

罪
に
よ
（
ッ
）
て
遠
流
の
重
科
を
か
う
ぶ
る
事
を
、
天
道
あ
は
れ
み
給
て
、

九
曜
の
か
た
ち
を
現
じ
つ
ゝ
、
一
行
阿
闍
梨
を
ま
も
り
給
。
時
に
一
行
右

の
指
を
く
い
ひ
（
ッ
）
て
、
左
の
袂
に
九
曜
の
か
た
ち
を
寫
れ
け
り
。
和

漢
兩
朝
に
眞
言
の
本
尊
た
る
九
曜
の
曼
陀
羅
是
也

（
１
）。

と
あ
る
。
概
要
は
、「
一
行
は
玄
宗
の
持
僧
で
、讒
言
に
よ
る
楊
貴
妃
と
の
い
わ
れ
な
き
浮
き
名
で
、果
（
火
）
羅
国

（
２
）へ

流
罪
と
な
り
、

最
悪
の
道
（
暗
穴
道
）
を
行
っ
た
。
七
日
間
、
暗
闇
を
進
む
困
難
な
状
況
を
、
天
道
は
哀
れ
ん
で
、
九
曜
を
現
し
て
照
ら
す
。
一
行

は
右
指
を
噛
み
切
り
、
左
の
袂
に
九
曜
の
か
た
ち
を
写
し
た
。
九
曜
曼
荼
羅
は
、
日
本
・
中
国
の
真
言
の
本
尊
で
あ
る
」
と
い
っ

た
説
話
で
あ
る
。

他
の『
平
家
物
語
』の
諸
本
で
は
、更
に
伝
承
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。『
長
門
本
』で
は
、「
楊
貴
妃
は
仙
女
で
、安
禄
山
が
讒
言
し
た
。

玄
宗
が
貴
妃
の
姿
を
描
か
せ
る
と
、一
行
は
筆
を
落
と
し
臍
下
に
墨
（
貴
妃
も
同
所
に
黒
子
）
が
つ
い
た
」
と
あ
る
。『
延
慶
本
』
で
は
、

上
記
に
加
え
「
貴
妃
は
三
摩
耶
戒
を
希
望
し
た
が
、
一
行
は
菩
薩
淨
戒
を
授
戒
し
た
」
と
の
記
述
も
あ
る
。

ま
た
、『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、「
一
行
が
『
貴
妃
の
臍
下
に
黒
子
が
あ
る
か
ら
野
辺
に
死
す
』『
玄
宗
の
背
に
黒
子
が
あ
る
か

ら
思
い
死
す
る
』
と
占
い
、
両
者
の
身
体
に
黒
子
が
あ
っ
た
た
め
、
一
行
は
（
貴
妃
と
の
密
通
の
）
嫌
疑
を
う
け
た
。
流
罪
は
保
留

に
な
る
が
、
弟
子
・
賢
鑁
の
讒
言
で
流
罪
に
な
っ
た
」
と
大
幅
な
説
話
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。
他
の
演
芸
に
お
い
て
も
、
能
「
弱

法
師
」
の
中
の
シ
テ
で
一
行
説
話
を
挿
入
し
た
り
、
平
家
琵
琶
の
単
独
演
奏
も
あ
る
。

楊
貴
妃
は
、
開
元
七
年
（
七
一
九
）
に
生
ま
れ
、
至
徳
元
載
（
七
五
六
年
）
に
死
亡
し
た
の
だ
か
ら
、
一
行
の
没
年
（
七
二
七
年
）

に
は
八
歳
で
あ
る
。
歴
史
的
に
考
え
れ
ば
、
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
ま
た
、「
九
曜
曼
荼
羅
」
は
一
行
自
身
が
右
の
指
を
食
い
ち
ぎ
っ

て
写
し
た
な
ど
も
、
全
く
荒
唐
無
稽
な
説
話
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
る
素
地
は
、
あ
る
い
は
一
行
の
天

文
家
と
し
て
の
実
像
や
、
史
書
に
見
え
る
記
述
、
道
教
と
の
関
わ
り
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中国切手 一行禅師図
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二
、
中
国
典
籍
に
み
え
る
一
行

一
行
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、

１
『
舊
唐
書

（
３
）』

２
『
宋
高
僧
傳

（
４
）』

３
『
三
教
源
流
捜
神
大
全

（
５
）』

４
『
神
僧
傳

（
６
）』

に
記
述
が
あ
る
。
文
献
は
一
行
の
死
後
記
述
さ
れ
た
伝
記
文
献
で
あ
る
か
ら
、
完
全
な
実
像
と
は
言
え
な
い
が
、
あ
る
程
度
信
頼

が
お
け
る
文
献
資
料
と
な
ろ
う
（
た
だ
し
、
３
と
４
の
内
容
は
、
２
の
転
写
で
あ
る
た
め
解
析
は
省
略
）。

１
『
舊
唐
書
』
列
傳
第
一
四
一
方
伎
で
は
、
以
下
の
三
点
を
記
述
す
る
（
概
要
は
註
で
示
す
）。

①
「
出
自
と
学
問
、
道
士
と
の
交
友
、
出
家
」

僧
一
行
、姓
張
氏
、先
名
遂
、魏
州
昌
樂
人
、襄
州
都
督
、郯
國
公
公
謹
之
孫
也
。
父
擅
、武
功
令
。
一
行
少
聰
敏
、博
覽
經
史
、

尤
精
曆
象
、陰
陽
、五
行
之
學
。
時
道
士
尹
崇
博
學
先
達
、素
多
墳
籍
。
一
行
詣
崇
、借
揚
雄
『
太
玄
經
』、將
歸
讀
之
。
數
日
、

復
詣
崇
、
還
其
書
。
崇
曰
「
此
書
意
指
稍
深
、
吾
尋
之
積
年
、
尚
不
能
曉
、
吾
子
試
更
研
求
、
何
遽
見
還
也
」
一
行
曰
「
究

其
義
矣
」
因
出
撰
『
大
衍
玄
圖
』
及
『
義
決
』
一
卷
以
示
崇
。
崇
大
驚
、
因
與
一
行
談
其
奧
賾
、
甚
嗟
伏
之
。
謂
人
曰
「
此

後
生
顏
子
也
」、
一
行
由
是
大
知
名
。
武
三
思
慕
其
學
行
、
就
請
與
結
交
、
一
行
逃
匿
以
避
之
。
尋
出
家
爲
僧
、
隱
於
嵩
山
、

師
事
沙
門
普
寂
。
睿
宗
即
位
、
敕
東
都
留
守
韋
安
石
以
禮
征
。
一
行
固
辭
以
疾
、
不
應
命
。
後
步
往
荊
州
當
陽
山
、
依
沙
門

悟
真
以
習
梵
律

（
７
）。

②
「
宮
廷
と
の
関
係
と
著
作
」

開
元
五
年
、
玄
宗
令
其
族
叔
禮
部
郎
中
洽
齎
敕
書
就
荊
州
強
起
之
。
一
行
至
京
、
置
於
光
太
殿
、
數
就
之
、
訪
以
安
國
撫
人

之
道
、
言
皆
切
直
、
無
有
所
隱
。
開
元
十
年
、
永
穆
公
主
出
降
、
敕
有
司
優
厚
發
遣
、
依
太
平
公
主
故
事
。
一
行
以
爲
高
宗

末
年
、
唯
有
一
女
、
所
以
特
加
其
禮
。
又
太
平
驕
僭
、
竟
以
得
罪
、
不
應
引
以
爲
例
。
上
納
其
言
、
遽
追
敕
不
行
、
但
依
常
禮
。

其
諫
諍
皆
此
類
也
。
一
行
尤
明
著
述
、撰
『
大
衍
論
』
三
卷
、『
攝
調
伏
藏
』
十
卷
、『
天
一
太
一
經
』
及
『
太
一
局
遁
甲
經
』、『
釋

氏
系
錄
』
各
一
卷
。
時
『
麟
德
歷
經
』
推
步
漸
疏
、
敕
一
行
考
前
代
諸
家
曆
法
、
改
撰
新
曆
、
又
令
率
府
長
史
梁
令
瓚
等
與

工
人
創
造
黃
道
游
儀
、
以
考
七
曜
行
度
、
互
相
證
明
。
於
是
一
行
推
『
周
易
』
大
衍
之
數
、
立
衍
以
應
之
、
改
撰
『
開
元
大

衍
歷
經
』。
至
十
五
年
卒
、
年
四
十
五
、
賜
諡
曰
「
大
慧
禪
師

（
８
）」。

③
「
死
後
の
玄
宗
の
供
養
と
、
天
台
山
で
の
逸
話
、
道
士
の
言
葉
」

初
、
一
行
從
祖
東
台
舍
人
太
素
、
撰
『
後
魏
書
』
一
百
卷
、
其
『
天
文
志
』
未
成
、
一
行
續
而
成
之
。
上
爲
一
行
制
碑
文
、

親
書
于
石
、
出
內
庫
錢
五
十
萬
、
爲
起
塔
於
銅
人
之
原
。
明
年
、
幸
溫
湯
、
過
其
塔
前
、
又
駐
騎
徘
徊
、
令
品
官
就
塔
以
告

其
出
豫
之
意
。
更
賜
絹
五
十
匹
、
以
蒔
塔
前
松
柏
焉
。
初
、
一
行
求
訪
師
資
、
以
窮
大
衍
、
至
天
臺
山
國
清
寺
、
見
一
院
、

古
松
十
數
、
門
有
流
水
。
一
行
立
於
門
屏
間
、
聞
院
僧
於
庭
布
算
聲
、
而
謂
其
徒
曰
「
今
日
當
有
弟
子
自
遠
求
吾
演
算
法
、

已
合
到
門
、
豈
無
人
導
達
也
」
即
除
一
算
。
又
謂
曰
「
門
前
水
當
卻
西
流
、
弟
子
亦
至
」。
一
行
承
其
言
而
趨
入
、
稽
首
請
法
、

盡
受
其
術
焉
、
而
門
前
水
果
卻
西
流
。
道
士
邢
和
璞
嘗
謂
尹
愔
曰
「
一
行
其
聖
人
乎
。
漢
之
洛
下
閎
造
曆
、
云
「
後
八
百
歲

當
差
一
日
、
必
有
聖
人
正
之
。
今
年
期
畢
矣
、
而
一
行
造
『
大
衍
』。
非
聖
人
而
何

（
９
）」。
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２
『
高
僧
伝
』
で
は
、
以
下
の
六
点
を
記
述
す
る
が
、『
舊
唐
書
』
と
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
。

①
「
出
自
、
出
家
（
禅
と
律
）、
才
能
（
暗
記
力
）
と
学
問
の
系
統
（
陰
陽
・
讖
緯
）」

釋
一
行
。
俗
姓
張
。
鉅
鹿
人
也
。
本
名
遂
則
。
唐
初
佐
命
剡
國
公
公
謹
之
支
孫
也
。
丱
歲
不
レ
群
聰
黠
明
利
。
有
二
老
成
之
風
一。

讀
レ
書
不
二
再
覽
一
已
暗
誦
矣
。
因
遇
下
普
寂
禪
師
大
行
二
禪
要
一。
歸
心
衆
上。
乃
悟
二
世
幻
一
禮
寂
爲
レ
師
出
家
剃
染
。
所
レ
誦
經

法
無
レ
不
二
精
諷
一。
寂
師
嘗
設
二
大
會
一。
遠
近
沙
門
如
レ
期
必
至
。
計
踰
二
千
衆
一。
時
有
二
徵
士
盧
鴻
一
隱
二
居
於
別
峰
一。
道
高
學

富
。
朝
廷
累
降
二
蒲
輪
一。
終
辭
不
レ
起
。
大
會
主
事
先
請
鴻
爲
二
導
文
一
序
二
贊
邑
社
一。
是
日
鴻
自
レ
袖
出
二
其
文
一。
置
二
之
機

案
一。
鍾
梵
既
作
。
鴻
謂
二
寂
公
一
曰
。
某
爲
二
數
千
百
言
一。
況
其
字
僻
文
古
。
請
求
二
朗
俊
者
一
宣
レ
之
。
當
須
二
面
指
擿
而
授
一レ
之
。

寂
公
呼
レ
行
。
伸
レ
紙
覽
而
微
笑
復
置
二
機
案
一。
鴻
怪
二
其
輕
脫
一。
及
三
僧
聚
二
於
堂
中
一。
行
乃
攘
レ
袂
而
進
。
抗
音
典
裁
一
無
二

遺
誤
一。
鴻
愕
視
久
レ
之
。
降
歎
レ
能
レ
已
。
復
謂
二
寂
公
一
曰
。
非
三
君
所
二
能
教
導
一
也
。
當
レ
縱
二
其
遊
學
一。
自
レ
是
三
學
名
師

罕
レ
不
二
咨
度
一。
因
往
二
當
陽
一
値
三
僧
真
纂
二
成
律
藏
序
一。
深
達
二
毗
尼
一。
然
有
二
陰
陽
讖
緯
之
書
一。
一
皆
詳
究
。
尋
二
訪
算

術
一
不
レ
下
二
數
千
里
一。
知
レ
名
者
往
詢
焉
。（
大
正
蔵
巻
五
〇
、七
三
二
ｃ

A
C
B

）

②
「
天
台
山
の
逸
話
、
玄
宗
と
の
関
係
、
道
士
の
賛
辞
、
洛
下
閎
の
予
言
」

末
至
二
天
臺
山
國
清
寺
一。
見
二
一
院
一。
古
松
數
十
歩
門
枕
二
流
溪
一
淡
然
岑
寂
。
行
立
二
于
門
屏
一
聞
二
院
中
布
算
一。
其
聲
蔌
蔌
然
。

僧
謂
二
侍
者
一
曰
。
今
日
當
下
有
二
弟
子
一
自
レ
遠
求
中
吾
演
算
法
上。
計
合
レ
到
レ
門
必
無
二
人
導
達
一
耶
。
卽
除
二
一
算
子
一。
又
謂
二

侍
者
一
曰
。
門
前
水
合
二
却
西
流
弟
子
當
一レ
至
。
行
承
二
其
言
一
而
入
。
稽
首
請
レ
法
盡
授
二
其
決
一
焉
。
門
前
水
復
東
流
矣
。
自

レ
此
聲
振
二
遐
邇
一。
公
卿
籍
甚
。
玄
宗
聞
レ
之
詔
入
。
謂
レ
行
曰
。
師
有
二
何
能
一。
對
曰
。
略
能
記
覽
他
無
二
所
長
一。
帝
遂
命
二
中

官
一
取
二
宮
籍
一
以
示
レ
之
。
行
周
覽
方
畢
覆
二
其
本
一。
記
念
精
熟
如
二
素
所
一レ
習
。
唱
二
數
幅
一
後
。
帝
不
レ
覺
降
榻
稽
首
曰
。
師

實
聖
人
也
。
嗟
歎
良
久
。
尋
乃
詔
對
無
レ
恒
。
占
二
其
災
福
一
若
レ
指
二
于
掌
一。
言
多
二
補
益
一。
時
邢
和
璞
者
道
術
人
莫
レ
窺
二
其

際
一。
甞
謂
二
尹
愔
一
曰
。
一
行
和
尚
真
聖
人
也
。
漢
洛
下
閎
造
レ
曆
云
。
八
百
歲
當
レ
差
二
一
日
一。
則
有
二
聖
人
一
定
レ
之
。
今
年

期
畢
矣
。
屬
二
大
衍
歷
出
一。
正
二
其
差
謬
一
則
洛
下
閎
之
言
可
レ
信
。
非
二
聖
人
一
孰
能
預
二
於
斯
一
矣
。（
七
三
二
ｃ
～
七
三
三
ａ

A
D
B

）

③
「
金
剛
智
・
善
無
畏
の
訳
経
と
大
衍
暦
」　　

又
於
二
金
剛
三
藏
一
學
二
陀
羅
尼
秘
印
一。
登
二
前
佛
壇
一
受
二
法
王
寶
一。
復
同
二
無
畏
三
藏
一
譯
二
毗
盧
遮
那
佛
經
一。
開
二
後
佛
國
一。

其
傳
二
密
藏
一
必
抵
二
淵
府
一
也
。
睿
宗
玄
宗
並
請
入
二
內
集
賢
院
一。
尋
詔
住
二
興
唐
寺
一。
所
レ
翻
之
經
遂
著
二
疏
七
卷

A
E
B

一。
又
攝
調

伏
藏
六
十
卷
。
釋
氏
係
錄
一
卷
。
開
元
大
衍
歷
五
十
二
卷
。
其
歷
編
二
入
唐
書
歷
律
志
一
以
爲
二
不
レ
刊
之
典
一。
又
造
二
游
儀
黃

赤
二
道
一。
以
レ
鐵
成
レ
規
。
於
レ
院
製
作
。（
七
三
三
ａ

A
F
B

）

④
「
王
媼
救
済
と
星
占
呪
」

次
有
二
王
媼
者
一。
行
鄰
里
之
老
嫗
。
昔
多
贍
二
行
之
貧
一。
及
二
行
顯
遇
一
常
思
レ
報
レ
之
。
一
日
拜
謁
云
。
兒
子
殺
レ
人
卽
就
誅
矣
。

況
師
帝
王
雅
重
。
乞
奏
減
レ
死
以
供
二
母
之
殘
齡
一。
如
レ
是
泣
涕
者
數
四
。
行
曰
。
國
家
刑
憲
豈
有
二
論
請
一
而
得
レ
免
耶
。
命
二

侍
僧
一
給
二
與
若
干
錢
物
一。
任
レ
去
別
圖
。
媼
戟
手
曼
罵
曰
。
我
居
レ
鄰
周
給
迭
互
。
繃
褓
間
抱
二
乳
汝
一。
長
成
何
忘
二
此
惠
一
耶
。

行
心
慈
愛
終
夕
不
レ
樂
。
於
是
運
レ
算
畢
召
二
淨
人
一。
戒
レ
之
曰
。
汝
曹
挈
二
布
囊
一
於
二
某
閑
靜
地
一。
午
時
坐
伺
二
得
生
類
一。
投

レ
囊
速
歸
。明
日
果
有
二
猳
彘
一
引
二
豚
七
箇
一。淨
人
分
頭
驅
逐
猳
母
走
矣
。得
レ
豚
而
歸
。行
已
備
二
巨
甕
一。逐
レ
一
入
レ
之
閉
レ
蓋
。

以
二
六
乙
泥
一
封
レ
口
。
誦
二
胡
語
數
契
一
而
止
。
投
レ
明
中
官
下
レ
詔
入
問
云
。
司
天
監
奏
。
昨
夜
北
斗
七
座
星
全
不
レ
見
何
耶
。

對
曰
昔
後
魏
曾
失
二
熒
惑
星
一。
至
レ
今
帝
車
不
レ
見
。
此
則
天
將
三
大
儆
二
於
陛
下
一
也
。
夫
匹
夫
匹
婦
不
レ
得
二
其
所
一。
猶
隕

霜
天
旱
。
盛
德
所
レ
感
乃
能
退
レ
之
。
感
レ
之
切
者
其
在
レ
葬
二
枯
骨
一
乎
。
釋
門
以
二
慈
心
一
降
二
一
切
魔
一
微
僧
曲
見
莫
レ
若
レ
大
二
赦



—30——31—

一行禅師と天文（田中文）

天
下
一。
玄
宗
依
レ
之
。
其
夜
占
奏
。
北
斗
一
星
見
。
七
夜
復
レ
初
。
其
術
不
レ
可
レ
測
也
。（
七
三
三
ａ
～
ｂ

A
G
B

）

⑤
「
祈
雨
の
呪
法
と
、
玄
宗
の
厄
難
、
王
朝
の
行
く
末
の
占
術
」

又
開
元
中
嘗
旱
甚
帝
令
レ
祈
レ
雨
曰
。
當
レ
得
下
一
器
上
有
二
龍
狀
一
者
上
方
可
レ
致
レ
雨
。
敕
令
下
中
官
同
於
二
內
庫
中
一
遍
視
レ
之
。

皆
言
レ
弗
レ
類
。
數
日
後
指
二
一
古
鑒
鼻
盤
一レ
龍
。
喜
曰
。
此
真
龍
也
。
乃
將
入
二
壇
場
一
一
日
而
雨
。
其
異
術
通
感
爲
レ
若
レ
此
也
。

玄
宗
在
二
大
明
宮
一。
從
容
密
問
二
社
稷
吉
凶
并
祚
運
終
畢
事
一。
行
對
以
二
他
語
一。
帝
詢
レ
之
不
レ
已
。
遂
曰
。
陛
下
當
レ
有
二
萬

里
之
行
一。
又
曰
。
社
稷
畢
得
レ
終
レ
吉
。
帝
大
悅
。
復
遺
二
帝
一
金
合
子
一。
形
若
二
彈
丸
一。
內
貯
レ
物
撼
必
有
レ
聲
發
レ
之
不
レ
得
。

云
有
レ
急
則
開
。
帝
幸
レ
蜀
倉
黃
都
忘
二
斯
事
一。
及
レ
到
二
成
都
一
忽
憶
啓
レ
之
。
則
藥
分
中
當
レ
歸
也
。
帝
曰
。
伊
藥
產
二
於
此
一。

師
知
二
朕
違
難
至
レ
蜀
當
一レ
歸
也
。
復
見
二
萬
里
橋
一。
曰
一
行
之
言
信
其
神
矣
。
命
二
中
官
一
焚
レ
香
祝
レ
之
。
乃
告
謝
也
。
及
三

昭
宗
初
封
二
吉
王
一。
至
二
太
子
德
王
一。
唐
爲
レ
梁
滅
。
終
行
之
言
。
社
稷
畢
得
レ
終
レ
吉
也
。（
七
三
三
ｂ
～
ｃ

A
H
B

）

⑥
「
遷
化
と
諡
号
」

開
元
十
五
年
九
月
於
二
華
嚴
寺
一
疾
篤
。
將
輿
レ
病
入
辭
。
小
間
而
止
。
玄
宗
此
夜
夢
瞰
禪
居
。
見
二
繩
牀
紙
隔
開
一レ
扇
。
曉
而

驗
問
。
一
如
レ
所
レ
睹
。
乃
詔
二
京
城
名
德
一。
致
二
大
道
場
一
爲
レ
行
祈
レ
福
。
危
疾
微
愈
。
其
寵
愛
如
レ
是
。
十
月
八
日
隨
レ
駕

幸
二
新
豐
一。
身
無
二
諸
患
一
口
無
二
一
言
一。
忽
然
浴
二
香
水
一
換
レ
衣
趺
坐
。
正
念
怡
然
示
滅
。
一
云
辭
二
告
玄
宗
一。
後
自
二
駕
前
一。
東

來
二
嵩
山
一
謁
二
禮
本
師
一。
卽
寂
也
。
時
河
南
尹
裴
寛
正
謁
レ
寂
。
寂
云
。
有
二
少
事
一
未
レ
暇
下
與
二
大
尹
一
款
話
上。
且
請
踟
躕
休
息
也
。

寛
乃
屏
二
從
人
一
止
二
於
旁
室
一
伺
二
寂
何
爲
一。
見
下
潔
二
淨
正
堂
一
焚
レ
香
默
坐
如
上レ
有
レ
所
レ
待
。
斯
須
叩
レ
門
連
聲
云
。
天
師
一

行
和
尚
至
。〈
僧
號
二
天
師
一
始
見
二
於
此
一。
言
天
子
師
也
〉
行
入
頗
匆
切
之
狀
禮
二
寂
之
足
一。
附
レ
耳
密
語
。
其
貌
愈
恭
。
寂

但
頷
譍
曰
。
無
二
不
可
者
一。
語
訖
又
禮
。
禮
語
者
三
。
寂
唯
言
二
是
是
一
無
二
不
可
者
一。
行
語
訖
降
レ
階
入
二
南
室
一
自
閉
二
其
戶
一。

寂
乃
徐
召
二
侍
者
一
曰
。
速
聲
レ
鍾
。
一
行
已
滅
度
。
左
右
疾
走
視
レ
之
瞑
目
而
坐
。
手
掩
伺
レ
息
已
絕
。
四
衆
弟
子
悲
號
沸
渭

撼
二
動
山
谷
一。
乃
停
二
神
於
罔
極
寺
一。
自
レ
終
及
レ
葬
凡
經
二
二
七
日
一。
爪
甲
不
レ
變
髭
髮
更
長
。
形
色
怡
悅
時
衆
驚
異
。
帝
覽

レ
奏
悲
愴
曰
。
禪
師
舍
レ
朕
。
深
用
哀
慕
。
喪
事
官
供
。
詔
葬
二
於
銅
人
原
一。
諡
曰
二
大
慧
禪
師
一。
御
二
撰
塔
銘
一。
天
下
釋
子

榮
レ
之
。（
七
三
三
ｃ

A
I
B

）

『
舊
唐
書
』（
以
下
『
書
』
と
略
）
と
『
宋
高
僧
傳
』（
以
下
『
傳
』
と
略
）
で
は
、
一
行
は
「
多
く
の
教
団
や
高
僧
、
道
士
と
の
関
わ

り
が
あ
り
」「
暦
の
編
纂
や
国
家
の
運
営
に
も
関
与
し
た
」
こ
と
に
対
し
て
共
通
す
る
記
述
は
多
い
。
全
く
同
じ
で
は
な
い
が
取

り
上
げ
る
内
容
に
類
似
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、『
書
』
①
「
出
と
学
問
」
は
、『
傳
』
①
「
出
自
、
出
家
（
禅
と
律
）、
才
能
、

学
問
の
系
統
（
律
と
陰
陽
讖
緯
）」
に
対
応
す
る
。

ま
た
、『
書
』
②
「
宮
廷
と
の
関
係
、
著
作
と
諡
号
」
は
、『
傳
』
③
「
金
剛
智
と
善
無
畏
、
暦
書
」、
⑤
「
祈
雨
の
呪
法
と
、

玄
宗
の
厄
難
、
王
朝
の
行
く
末
の
占
術
」
と
⑥
「
遷
化
と
諡
号
」
に
対
応
す
る
。『
書
』
③
「『
後
魏
書
』
の
補
填
、
玄
宗
の
供
養
、

天
台
山
で
の
逸
話
、
道
士
の
言
葉
」
は
、『
傳
』
②
「
天
台
山
の
逸
話
、
玄
宗
と
の
関
係
、
道
士
の
賛
辞
、
洛
下
閎
の
予
言
」
と
対

応
す
る
。

た
だ
、『
傳
』
の
④
と
⑤
は
、
天
文
暦
学
と
い
う
よ
り
は
呪
術
的
な
行
動
を
記
述
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
僧
伝
で
は
占
術

者
と
し
て
の
一
行
像
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

三
、一
行
の
著
作

中
国
史
書
内
に
は
、
一
行
に
関
わ
る
著
作
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。
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『
舊
唐
書
』（
九
四
五
年
）
方
伎
伝

『
大
衍
論
』
三
巻　
『
摂
調
伏
蔵
』
十
巻　
『
天
一
太
一
経
』
一
巻　
『
太
一
局
遁
甲
経
』
一
巻　
『
釈
氏
系
録
』
一
巻　

唐
・

張
太
素
撰
『
後
魏
書
』（
百
巻
）
の
「
天
文
志
」

『
新
唐
書
』（
一
〇
六
〇
年
）
芸
文
志

『
周
易
論
』
巻
亡　
『
大
衍
玄
図
』
一
巻　
『
義
決
』
一
巻　
『
大
衍
論
』
二
十
巻　

李
吉
甫
注
『
一
行
易
』

『
通
史
』（
一
一
六
一
年
）
芸
文
略

『
六
定
露
謄
訣
』
一
巻

『
宋
史
』（
一
三
四
五
年
）
芸
文
志

『
天
真
皇
人
九
仙
経
』
一
巻　
『
開
元
大
衍
暦
議
』
十
三
巻

大
衍
歴
関
係
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
逸
書
で
あ
り
、
一
行
自
身
に
よ
る
著
述
か
の
検
証
は
不
可
能
で
あ
る
。
著
作

と
さ
れ
る
文
献
は
概
ね
天
文
暦
学
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
天
一
太
一
経
』『
太
一
局
遁
甲
経
』『
天
真
皇
人
九
仙
経
』
な
ど
は

道
教
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
著
述
の
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
、
一
行
が
関
わ
る
と
さ
れ
る
経
典
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
内
で
は
、

『
金
剛
頂
瑜
伽
中
略
出
念
誦
經
』
四
巻
（
大
正
蔵
№
八
六
六
）

『
藥
師
琉
璃
光
如
來
消
災
除
難
念
誦
儀
軌
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
九
二
二
）

『
大
毘
盧
遮
那
佛
眼
修
行
儀
軌
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
九
八
一
）

『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
經
疏
』
二
〇
巻
（
大
正
蔵
№
一
七
九
六
）

『
宿
曜
儀
軌
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
一
三
〇
四
）

『
七
曜
星
辰
別
行
法
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
一
三
〇
九
）

『
北
斗
七
星
護
摩
法
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
一
三
一
〇
）

『
梵
天
火
羅
九
曜
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
一
三
一
一
）

『
曼
殊
室
利
焔
曼
徳
迦
萬
愛
祕
術
如
意
法
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
一
二
一
九
）

『
金
剛
頂
經
毘
盧
遮
那
一
百
八
尊
法
身
契
印
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
八
七
七
）

が
見
い
だ
せ
る
。
密
教
関
係
を
除
け
ば
、
真
撰
と
確
定
で
き
る
も
の
は
少
な
い
。
つ
ま
り
、
一
行
に
仮
託
さ
れ
た
経
典
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

特
に
、『
梵
天
火
羅
九
曜
』
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
の
み
に
収
録
さ
れ
る
。
そ
の
来
歴
は
、「
奥
書
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

長
谷
寺
歓
喜
院
・
快
道
の
元
本
を
慈
順
が
校
訂
し
、
最
終
的
に
江
戸
末
期
に
根
生
院
・
龍
肝
が
手
写
し
た
も
の
で
あ
る
（
大
正
蔵
巻

二
一
、四
六
二
ｃ

A
J
B

）。
ま
た
、経
題
に
「
火
羅
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
、日
本
の
説
話
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、『
梵
天
火
羅
九
曜
』
と
は

『
梵
天
火
羅
九
曜
』
の
は
じ
め
に
、
以
下
の
よ
う
に
本
経
の
解
説
が
述
べ
ら
れ
る
。

一
行
禪
師
修
述
。
二
十
八
宿
在
天
左
轉
。
數
知
人
犯
觸
之
位
。
大
唐
武
德
元
年（
六
一
八
）起
戊
寅
。
至
咸
通
十
五
年（
八
七
四
）

甲
午
。
都
得
二
百
五
十
七
年
矣
。
梵
天
火
羅
九
曜
及
暗
虛
二
星
圖
在
此
。
但
諸
星
都
所
在
。
看
之
決
定
。
一
生
吉
凶
萬
不
失

一
神
妙
之
極
云
云
。（
大
正
蔵
巻
二
一
、四
五
九
ｂ
）

つ
ま
り
、
一
行
が
唐
代
に
著
述
し
、
日
月
星
辰
の
運
行
を
用
い
た
占
星
術
書
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
九
曜
と
は
日
・
月
・
火
・
水
・
木
・
金
・
土
の
七
星
に
、
羅
喉
と
計
都
（
白
道
と
黄
道
の
交
点
に
あ
た
る
昇
交
点
と
、
降

交
点
）、本
経
で
は
、「
羅
睺
」「
土
星
」「
水
星
」「
金
星
」「
大
陽
（
密
日
星
）」「
火
星
」「
計
都
」「
月
天
」
の
真
言
や
名
称
と
と
も
に
、
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星
の
吉
凶
の
記
述
と
各
星
神
の
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
更
に
、「
北
斗
七
星
呪
と
九
執
呪
」「
蝕
神
」、続
い
て「
葛
仙
公
禮
北
斗
法
」

「
禄
命
書
」「
吉
祥
真
言
」「
火
羅
図
」
と
修
法
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

①
一
羅
睺
蝕
神
星
明
曰
。

唵
囉
戶
曩
阿
素
（
三
合
）
囉
邏
惹
野
塞
麻
捨
覩
野
曩
（
名
位
）
扇
底
伽
哩
莎
婆
訶

羅
睺
星
以
錢
供
養
口
決
云
向
丑
寅
供
之
。
年
一
十
十
九
二
十
八
三
十
七
四
十
六 

五
十
五
六
十
四
七
十
三
八
十
二
九
十
一
并
大
凶
。
行
年
至
此
宿
者
凶
。
星
隱
而
不
見
。

一
名
羅
睺
。一
名
羅
師
。一
名
黃
幡
。一
名
火
陽
。臨
人
本
命
。憂
官
失
位
。重
病
相
纏
。

財
物
破
散
喪
服
愁
口
舌
。
國
王
以
神
不
祭
至
此
宿
修
福
攘
之
。
元
神
錢
畫
所
犯
神
形

供
養
大
吉
云
云（
人
命
屬
大
清
天
。此
年
百
事
如
意
。所
求
必
得
。行
來
出
入
皆
大
吉
利
）。（
四
五
九

ｂ
～
ｃ
）〈
ま
た
（　

）
内
は
原
文
割
注
、
以
下
同
じ
〉

②
二
中
宮
土
宿
星
（
王
在
四
季
）
鷄
緩　

眞
言
。　

歸
命
唵
贊
日
利
曳
娑
婆
賀　

又
真
言
曰
。

唵
捨
泥
殺
作
（
二
合
）
羅
曩
乞
殺
（
二
合
）
怛
囉
（
二
合
）
跛
羅
（
二
合
）
訶
曩
嚕
娑
野
（
名

位
）
普
瑟
底
（
二
合
）
迦
哩
娑
縛
（
二
合
）
賀　

又
眞
言
。　

唵
戍
戍
羯
囉
誐
馱
嚩
（
二
合
）

囉
嚩
（
二
合
）
邏
嚩
（
二
合
）
邏
若
（
名
位
）
室
哩
娑
婆
（
二
合
）
賀

春
巽
夏
坤
秋
乾
冬
艮　

季
夏
月
菓
子
一
盤
祭
之
。
口
決
云
其
方
不
定
。
春
季
向
巽
餘
以

次
知
之
。
年
二
十
一
二
十
二
十
九
三
十
八
四
十
七
五
十
六
六
十
五
七
十
四
八
十
三
九
十
二

并
大
凶
。
行
年
至
此
宿
者
是
中
宮
土
星
。
其
星
周
九
十
里
屬
楚
國
之
分
。
其
宿
最
凶
。

偏
臨
宮
之
然
及
遮
人
此
宿
貞
愼
疾
病
牢
獄
。
君
子

重
厄
之
年
號
曰
土
星
。
不
欲
犯
之
。
其
形
如
波
羅
門
。
牛
冠
首
手
持
錫
杖
。
與
爲
禍
國
王
以
季
夏
月
菓
子
一
槃
祭
之
。
宜
送

本
命
元
神
錢
。
畫
所
犯
神
形
供
養
。
黃
衣
攘
之
。
必
消
災
增
福
壽
命
本
命
。
屬
赤
虛
天
百
事
不
如
意
。
男
不
宜
官
女
不
宜
夫
。

忌
三
月
九
月
庚
辛
日
。（
四
五
九
ｃ
～
四
六
〇
ａ
）

③
三
嘀
北
辰
星
（
水
星
王
在
冬
三
月
）
明
曰
。
唵
俱
悉
陀
他
姪
佗
利
多
崖
崖
紫
紫
儞
帝
莎
婆
訶

又
明
曰
。
唵
母
馱
曩
乞
殺
（
二
合
）
娑
嚩
（
二
合
）
弭
曩
（
名
位
）
契
努
（
二
合
）
摩
莎
縛
（
二
合
）
賀

又
心
呪
曰
。
唵
蘇
底
哩
（
二
合
）
瑟
吒
莎
婆
訶　

以
中
夏
之
月
用
油
祭
向
北
方
供
之
年
三
十
二
二
十
一
三
十
三
十
九
四
十
八 

五
十
七
六
十
六
七
十
五
八
十
四
九
十
三
少
吉
。
行
年
至
此
宿
名
北
辰
。
一

名
毚
星
一
名
滴
星
。
周
迴
一
百
里
屬
燕
趙
之
分
野
。
若
臨
人
本
命
。
主
陰

愁
口
舌
盜
賊
牽
喚
。
其
神
狀
婦
人
。
頭
首
戴
猿
冠
手
持
紙
筆
。
國
王
以
仲

夏
之
月
用
油
祭
。

宜
醮
北
斗
穰
之
。
數
此
十
二
宮
。
從
生
月
下
一
宿
爲
一
日
。
左
數
至
生
日

止
即
知
也
云
云
。
已
行
無
（
異
本
）
人
命
屬
遊
咸
天
百
事
不
成
。
男
不
宜

官
女
不
宜
夫
。
忌
四
月
丙
戌
日
。（
四
六
〇
ａ
～
ｂ
）

④
四
西
方
大
白
星
（
金
星
金
神
也
王
在
秋
三
月
）
明
曰
。
歸
命
唵
吠
尾
毘
娑
婆
訶

又
真
言
曰
。
唵
戍
（
上
）
羯
囉
誐
馱
嚩
馱
嚩
（
二
合
）
邏
若
（
名
位
）
室
哩

羅睺蝕神星土宿星北辰星大白星
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娑
婆
訶

常
以
仲
秋
之
月
用
生
錢
祭
之
向
。
西
方
供
之
年
四
十
三
二
十
二 

三
十
一
四
十
四
十
九
五
十
八
六
十
七
七
十
六
八
十
五
九
十
四

少
凶
。
行
年
至
那
頡
■
。
是
太
白
星
西
方
金
精
也
。
其
星
一
名
大
白
。
一
名
長
庚
。
一
名
那
頡
。
其
星
周
迴
一
百
里
屬
秦
國

之
分
野
。
若
臨
人
年
本
命
。
至
有
哭
泣
刀
兵
。
形
如
女
人
。
頭
戴
首
冠
。
白
練
衣
彈
絃
。
與
人
爲
患
。
國
王
常
以
仲
秋
之
月

用
生
錢
祭
之
。
行
年
至
此
星
。
宜
著
白
衣
醮
謝
本
命
元
神
作
福
田
。
大
吉
也
。
人
命
屬
飛
揰
天
百
事
皆
吉
憂
解
患
。
男
財
宜
官

婦
子
相
係
。
治
生
萬
倍
。（
四
六
〇
ｂ
）

⑤
五
大
陽
密
日
星
眞
言
曰
。
曩
謨
羅
怛
曩
（
二
合
）
怛
羅
夜
（
引
）
野
曩

莫
素
哩
野
薩
縛
曩
乞
羅（
二
合
）怛
囉（
二
合
）羅
惹
野
唵
阿
謨
伽
寫（
名

位
）
設
底
（
去
）
莎
婆
訶

以

冬

至

之

日

用

眾

寶

祭

之
。

向

卯

辰

供

之

年

五

十

四

二

十

三

三

十

二

四

十

一 

五
十
五
十
九
六
十
八
七
十
七
八
十
六 

九
十
五
大
吉
。
行
年
至
此
宿

者
。主
大
陽
屬
日
。其
星
周
迴
一
千
五
百
里
。一
日
一
周
天
。若
臨
人
本
命
。加
官
進
祿
有
喜
事
。常
得
貴
人
接
引
。所
作
通
達
。

國
王
以
冬
至
之
日
用
眾
寶
祭
之
大
吉
矣　

此
星
眞
言
不
可
思
議
。
若
至
心
帶
佩
并
供
養
一
年
。
非
橫
不
死
云
云
。
人
命
屬
通
光
■
百
事
如
意
。
天
神
相
保
終
無
實
難
。

所
向
開
通
福
祿
自
至
。（
四
六
〇
ｂ
～
ｃ
）

⑥
六
南
方
火
熒
惑
星
（
火
王
在
夏
三
月
）
火
星
眞
言
曰
。

歸
命
唵
摩
訶
利
多
莎
婆
訶

又
眞
言
曰
。
唵
阿
誐
羅
迦
嚕
儗
野
（
名
位
）
娑
婆
（
二
合
）
賀

以
仲
夏
之
月
火
祭
之
。
向
南
方
供
之
。
年
六
十
五
二
十
四
三
十
三 

四
十
二
五
十
一
六
十
六
十
九
七
十
八
八
十
七 

九
十
六
並
是
凶
年
也
。

行
年
至
此
星
。
一
名
南
方
熒
惑
星
。
一
名
四
利
星
。
一
名
虛
漢
。

其
星
周
迴
七
十
里
。
屬
魏
國
之
分
。
若
臨
人
命
。
必
生
口
舌
。
疾
病

相
纏
。神
形
如
外
道
。首
戴
驢
冠
。四
手
兵
器
刀
刃
。國
王
以
仲
夏
之
月
。用
火
祭
之
。行
年
至
此
者
。君
子
臨
福
。職
事
進
益
。

小
人
臨
福
。
災
害
不
生
。
敬
之
即
無
殃
咎
。
人
命
屬
雲
霄
。
天
神
相
保
。
不
敢
蘖
禍
。
錢
財
滿
盈
。
福
祿
廣
至
。
雖
有
少
憂
。

自
解
無
苦
。（
四
六
〇
ｃ
～
四
六
一
ａ
）

⑦
七
計
都
蝕
神
星
明
曰
。
唵
縛
日
羅
（
二
合
）
計
都
曩
（
引
）
曩
乞
殺
（
二
合
）

怛
羅
（
二
合
）
邏
惹
野
（
名
位
）
吽

畫
此
形
深
室
供
養
禳
之
。
迴
禍
爲
福
。
向
未
申
供
之
。
羅
睺
帶
珠

寶
。
並
日
月
計
都
著
錦
繡
衣
。
年
七
十
六
二
十
五
三
十
四
四
十
三 

五
十
二
六
十
一
七
十
九
八
十
八
九
十
七
並
凶
也
。
行
年
至
此
計
都
亦
是

隱
星
。
一
名
豹
尾
。
一
名
大
隱
。
首
隱
不
見
。
不
見
而
行
無
定
形
。
若

臨
人
名
。
官
最
多
逼
塞
。
求
官
不
遂
。
務
被
遷
移
。
官
符
相
纏
。
多
憂

疾
病
。
此
星
凶
。
國
王
不
祭
。
行
年
至
此
須
送
五
道
司
命
。
畫
此
神
形
。
深
室
供
養
禳
之
。
迴
禍
作
福
。
人
命
屬
溫
獨
天
。

所
向
不
如
意
。
行
■
無
利
。
夫
婦
哭
泣
。
或
夫
流
淚
。
忌
五
月
六
月
甲
乙
日
。（
四
六
一
ａ
～
ｂ
）

大陽密星熒惑星蝕神星
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北
斗
七
星
明
曰
。

曩
莫
三
曼
多
那
羅
那
羅
破
左
邏
吽
（
四
六
一
ｂ
～
ｃ
）

⑩
北
斗
七
星
明
曰
。　

曩
莫
三
曼
多
那
羅
那
羅
破
左
邏
吽

九
執
明
曰
。　

歸
命
唵
蘖
羅（
二
）醯
涅
嚩（
二
合
）哩
也（
二
合
）鉢
囉
鉢
多（
二
合
）S

底
囉
摩
野（
三
）娑
婆（
二
合
）賀　
（
四
六
一
ｃ
）

⑪
蝕
神
頭
從
正
月
至
年
終
常
居
二
宿
〔
図
①
〕　

翼
宿
〔
図
②
〕　

張
宿
（
羅
）〔
図
③
〕　

尾
宿
〔
図
④
〕

低
宿（
計
）蝕
神
尾
從
正
月
至
年
終
帶
居
此
二
宿（
以
上
無
異
本
）

按
聿
斯
經
云
。凡
人
只
知
有
七
曜
不
晴
虛
星
號
曰
羅
睺
計
都
。

此
星
在
隱
位
而
不
見
。
逢
日
月
即
蝕
。
號
曰
蝕
神
。
計
都
者

蝕
神
之
尾
也
。號
豹
尾
。若
行
年
到
此
宿
。切
須
畫
所
犯
神
形
。

深
室
供
養
燒
錢
攘
之
。
即
災
害
不
生
。
若
遇
惡
星
須
攘
之
。
諸
不
逆
其
所
犯
。
即
變
凶
成
吉
。
不
信
即
變
吉
成
凶
。
遇
吉
星

喜
慶
重
重
福
德
自
在
。
遇
惡
星
災
害
競
生
。
王
侯
犯
之
即
謫
官
降
職
。
但
以
亥
時
面
向
北
斗
。
至
心
祭
拜
本
命
星
。
切
不
得

向
北
小
便
折
人
壽
命
。
宜
思
眞
念
善
獲
福
宜
財
。
若
不
穰
之
災
害
競
起
。（
四
六
一
ｃ
～
四
六
二
ａ
）

⑫
葛
仙
公
禮
北
斗
法　

鎭
上
玄
九
北
極
北
斗
。
從
王
侯
及
於
士
庶
。
盡
皆
屬
北
斗
七
星
。
常
須
敬
重
。
當
不
逢
橫
禍
凶
惡
之
事
。

遍
救
世
人
之
襄
厄
。
得
延
年
益
算
無
諸
災
難
。
并
本
命
元
神
至
心
供
養
。
皆
得B

遂
人
之
命
祿
。
災
害
殃
咎
迷
塞
澁
。
皆
由

不
敬
星
像
。
不
知
有
犯
星
辰
。
黯
黯
而
行
災
難
自
然
來
至
。
攘
之
即
大
吉
也
。
祭
本
命
元
神
日
。
一
年
有
六
日
。
但
至
心
本

⑧
八
暮
大
陰
（
月
天
）
明
曰

唵
戰
（
上
）
怛
羅
（
二
合
）
曩
乞
灑
（
二
合
引
）
怛
羅
（
二
合
）
邏
惹
野
（
名
位
）
設
底

莎
婆
賀

常
以
夏
至
之
日
。
衆
寶
玉
及
水
祭
之
向
申
酉
供
之
。
年
八
十
七
二
十
六 

三
十
五 

四
十
四
五
十
三
六
十
二
七
十
一
八
十
八
十
九
九
十
八
。
行
年
至
此
宿
位
者
。
是
太

陰
。
也
屬
月
。
其
月
周
迴
一
千
五
百
里
。
一
日
周
迴
天
下
。
若
臨
人
本
命
大
吉
。

加
官
進
祿
所
作
通
達
。
得
貴
人
接
引
。
長
有
喜
慶
之
事
。
國
王
以
夏
至
之
日
。
用
衆
珍
玉
及
水
祭
之
。
行
年
至
此
方
。
事
通

和
求
官
得
遂
所
作
大
吉
。
人
命
屬
微
供
天
千
百
事
皆
凶
。
遭
病
恐
死
田
蠺
不
収
憂
縣
官
事
。
忌
正
月
九
月
丙
丁
日（
四
六
一
ｂ
）

⑨
九
東
方
歲
星
（
王
在
春
三
月
）
木
星
明
曰
。
曩
謨
三
曼
多
沒
馱
喃
唵
印
那
羅
野
娑
婆
訶

又
眞
言
曰
。
唵
婆
羅（
二
合
）訶
薩
鉢（
二
合
）底
曩
摩
地
比
跢
縛
曩（
二
合
）野（
名
位
）摩
攞
縛
馱（
二
合
）寧
婆
縛（
二
合
）賀（
引
）

常
以
仲
春
月
用
眾
寶
祭
之
。
向
東
供
之
。
年
九
十
八
二
十
七
三
十
六
四
十
五 

五
十
四
六
十
三
七
十
二
八
十
一
九
十
九
十
九
並

是
大
吉
。
行
年
至
嗢
沒
斯
者
是
歲
星
。
東
方
木
精
。
一
名
攝
提
。
其
星

周
迴
一
百
里
屬
魯
衞
之
分
。
臨
人
本
命
。
加
官
進
祿
。
萬
事
吉
祥
。
其

神
形
如
卿
相
。
著
靑
衣
。
戴
亥
冠
。
手
執
華
菓
。

國
王
常
以
仲
春
月
。
用
眾
寶
祭
之
。
行
年
至
此
宿
宜
與
貴
人
交
通
婚
姻

和
合
。
此
年
■
■
大
吉
之
事
也
。

人
命
屬
高
倉
天
萬
事
皆
諧
。所
向
如
意
往
來
有
利
。居
爲
平
安
子
孫
熾
昌
。

暮大陰

図①

図②

図③

図④
東方歳星
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命
日
。
用
好
紙
剪
隨
年
錢
。
用
茶
菓
三
疊
淨
床
一
鋪
。
焚
香
虔
心
面
視
北
斗
。
再
拜
啓
告
曰
。
隔
居
少
人
好
道
求
靈
常
見
尊
儀
。

本
命
日
謹
奉
銀
錢
仙
菓
。
供
養
於
北
斗
辰
星
并
本
命
神
形
。
將
長
是
生
益
壽
無
諸
橫
禍
。
神
魂
爲
安
。
元
神
自
在
。
襄
年
凡

■
驅
向
遠
方
。
再
拜
燒
錢
合
掌
供
養

	
	

　

破
軍
星
持
大
置
（
午
生
人
）

　
　
　

武
曲
星
賓
大
東
（
巳
未
生
人
屬
云
云
）

	
	

　

廉
貞
星
不
灌
子
（
辰
申
生
人
）

	
	
	

　

文
曲
星
微
慧
子
（
卯
酉
生
人
）

	
	
	
	

　

祿
存
星
祿
會
（
寅
戌
生
人
）

	
	
	
	

　

巨
門
星
貞
文
子
（
亥
丑
生
人
）

	

　

貪
狼
星
司
希
子
（
子
生
人
）　
（
四
六
二
ａ
～
ｂ
）

⑬
凡
祿
命
書
云
云
。

屬
破
軍
星
人
。
日
食
一
升
餘
命
八
十
歲　

男
女
午
年
字
大
京
子
。

屬
武
曲
星
人
。
日
食
一
石
餘
命
八
十
五
歲　

巳
未
年
男
女
字
大
東
子
。

屬
廉
貞
星
人
。
日
食
一
升
餘
命
八
十
歲　

辰
申
年
男
女
字
術
不
隣
子
。

屬
文
曲
星
人
。
日
食
四
升
餘
命
九
十
歲　

卯
酉
年
男
女
字
微
慧
字
。

屬
祿
存
星
人
。
日
食
五
升
餘
命
八
十
歲　

寅
戌
年
男
女
字
祿
存
會
子
。

屬
巨
門
星
人
。
日
食
八
升
餘
命
八
十
歲　

丑
亥
年
男
女
字
貞
文
子
。

屬
貪
狼
星
人
。
日
食
二
升
餘
命
六
十
五
歲　

子
年
男
女
字
司
希
神
子
。

一
切
如
來
說
破
一
切
宿
曜
障
吉
祥
眞
言

唵
薩
縛
諾
刹
怛
羅
（
二
合
）
三
磨
曳
室
哩
曳
扇
底
迦
俱
嚕
娑
婆
（
二
合
）
賀

男
忌
天
羅
女
忌
地
網
欲
知
衰
禍
但
在
行
年
所
犯
無
不
知
也　

夫
人
行
年
吉
少
凶
多
乍
可
知
而
迴
避
不
可
坐
受
其
災
云
若
莫
日

　

■
■
。

梵
天
火
羅
圖
一
帖　
（
四
六
二
ｂ
）

⑭
敬
白
大
梵
天
王
帝
釋
天
王
。閻
羅
天
子
五
道
大
神
。太
山
府
君
司
命
司
祿
。十
二
宮
神
七
曜
九
執
。二
十
八
宿
藥
叉
藥
叉
女
。

毘
舍
遮
毘
舍
支
步
多
那
天
等
。
殊
別
當
所
鎭
守
護
法
善
神
。
若
家
內
守
宅
諸
大
小
神
等
。
并
三
千
大
千
世
界
不
可
說
不
可
說

微
塵
刹
土
六
道
四
生
類
。
某
甲
願
今
月
吉
日
良
時
。
設
神
供
無
遮
供
具
。
其
大
志
者
可
知
心
云
云
。

次
勸
請　

向
東
方
合
掌　

已
上
畢
。

（
已
下
表
紙
袖
書
也
今
此
記
之
）。
一
（
羅
睺
大
惡
）
二
（
土
少
惡
）
三
（
水
中
吉
）
四
（
金
中
吉
）
五
（
日
大
吉
）
六
（
火
少
惡
）
七
（
計
大
吉
）

八
（
月
中
吉
）
九
（
木
大
吉
）。

名
一
切
少
天
呪
法
（
以
右
手
中
指
直
。
餘
指
作
拳
。
左
手
亦
然
。
二
手
合
腕
去
心
胸
八
寸
。
右
手
中
指
少
屈
。
坤
左
中
悤
節
來
去
。
動
令
忿
）。

諸
天
通
用
呪　

唵
路
迦　

迦
路
野
曳　

娑
婆
賀　
（
四
六
二
ｂ
～
ｃ
）

五
、『
梵
天
火
羅
九
曜
』
の
解
析

前
半
部
分
（
①
～
⑨
）
は
、
九
曜
の
各
お
の
星
の
説
明
で
あ
る
。
表
に
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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星
名

供
養
（
供
物
、
時
季
、
方
角
）

 

別
名

神
の
形
状

①

羅
睺
蝕
神
星

銭
を
用
い
る
、
丑
寅

羅
睺　

羅
師　

黄
幡

火
陽

②

中
宮
土
宿
星

春
巽
・
夏
坤
・
秋
乾
・
冬
艮

季
夏
月
は
菓
子
一
盤

婆
羅
門
の
姿
、
牛
冠
、
首
か
ら
手
で
錫

杖
を
持
つ

③

嘀
北
辰
星

中
夏
の
月
、
油
祭
、
北
方

毚
星　

滴
星

婦
人
の
姿
、
頭
首
に
猿
冠
を
載
せ
、
手

に
紙
筆
を
持
つ

④

西
方
大
白
星

仲
秋
の
月　

生
銭　

西
方

大
白　

長
庚　

那
頡

女
人
の
姿
、
頭
に
首
（
酉
）
冠
を
戴
き
、

白
練
衣
で
弦
を
弾
く

⑤

大
陽
密
日
星

冬
至
の
日
に
衆
宝
を
用
い
る　

卯
辰

⑥

南
方
火
熒
惑
星

仲
夏
の
月
に
、
火
を
用
い
る　

南
方

南
方
熒
惑
星　

四
利

星　

虚
漢

外
道
の
姿
で
、
首
に
驢
冠
を
載
せ
、
四

手
に
兵
器
や
刃
物
を
持
つ

⑦

計
都
蝕
神
星

深
室
に
て　

未
申

豹
尾　

大
隠

羅
睺
珠
宝
を
帯
び
る

首
は
隠
れ
て
み
え
な
い　

定
形
は
な
い

⑧

暮
大
陰

夏
至
の
日
、
多
く
の
宝
玉
と
水
を
用

い
る　

申
酉

⑨

東
方
歳
星

仲
春
の
月　

多
く
の
宝　

東

摂
提

卿
相
の
姿
、
青
衣
を
着
て
、
亥
冠
を
戴

き
、
手
に
華
菓
（
葉
）
を
執
る

別
の
経
典
、九
世
紀
に
金
倶
吒
が
撰
述
し
た
と
言
わ
れ
る『
七
曜
攘
災
決
』（
大
正
蔵
№
一
三
〇
八
）は
、七
曜
の
災
厄
お
よ
び
攘
災
法
、

十
二
位
と
七
曜
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
吉
凶
、
さ
ら
に
二
十
八
宿
を
座
標
に
毎
月
一
日
に
お
け
る
九
曜
の
位
置
を
記
し
た
表
を
含

ん
だ
経
典
だ
が
、『
梵
天
火
羅
九
曜
』
と
類
似
し
た
記
述
が
あ
る
。
各
星
辰
の
真
言
は
、
多
少
の
文
字
の
相
違
（
翻
訳
上
の
当
て
字
）

は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
と
い
っ
て
よ
い

A
K
B

。

ま
た
、
各
神
像
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
の
類
似
と
相
違
が
あ
る
。
表
に
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

 

梵
天
火
羅
九
曜

七
曜
攘
災
決
（
一
）A

L
B

七
曜
攘
災
決
（
二
）A

M
B

①
羅
睺

②
土

其
形
如
波
羅
門
。
牛
冠
首
手
持
錫
杖
。

形
如
婆
羅
門
騎
黑
沙
牛
。

土
其
神
似
婆
羅
門
色
黑
。
頭
帶
牛
冠
。

一
手
柱
杖
。
一
手
指
前
。
微
似
曲
腰
。

③
水

其
神
狀
婦
人
。
頭
首
戴
猿
冠
手
持
紙
筆
。
形
如
黑
蛇
有
四
足
而
食
蟹
。

水
其
神
女
人
著
靑
衣
。
帶
獲
（
猴
）
冠
手

執
文
卷
。

④
金

形
如
女
人
。
頭
戴
首
冠
。
白
練
衣
彈
絃
。
形
如
天
女
手
持
印
騎
白
雞
。

金
其
神
是
女
人
著
黄
衣
。
頭
載
雞
冠
手

彈
琵
琶
。

⑤
日

形
如
人
而
似
獅
子
頭
。
人
身
著

天
衣
。
手
持
寶
瓶
而
黑
色
。

⑥
火

神
形
如
外
道
。
首
戴
驢
冠
。
四
手
兵
器

刀
刃
。

形
如
象
黑
色
向
天
大
呼
。

宜
畫
火
曜
本
身
供
養
其
神
。
作
銅
牙
赤

色
貌
。
帶
嗔
色
。
驢
冠
。
著
豹
皮
裙
。

四
臂
一
手
執
弓
。一
手
執
箭
。一
手
執
刀
。

⑦
計
都

羅
睺
帶
珠
寶
。
並
日
月
計
都
著
錦
繡
衣
。

⑧
月

形
如
天
女
著
靑
天
衣
持
寶
劍
。

⑨
木

其
神
形
如
卿
相
。
著
靑
衣
。
戴
亥
冠
。

手
執
華
菓
。

形
如
人
人
身
龍
頭
。
著
天
衣
隨

四
季
色
。

木
其
神
如
老
人
。
著
靑
衣
帶
猪
冠
容
貌

儼
然
。
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後
半
部
（
⑪
～
⑭
）
は
、
北
斗
信
仰
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。

⑪
は
「
北
斗
七
星
明
」
と
「
九
執
明
」
の
呪
が
示
さ
れ
（
四
六
一
ｃ
）、
西
方
起
源
の
占
星
術
書
の
『
聿
斯
經
』（『
都
利
聿
斯
經

A
N
B

』）

の
引
用
（
四
六
一
ｃ
～
四
六
二
ａ
）
も
あ
る
。

⑫
「
葛
仙
公
禮
北
斗
法
」
は
、
抱
朴
子
・
葛
洪
の
從
祖
父
の
葛
玄
（
三
世
紀
中
頃
）
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
年
に
六
度
の

本
命
日
等
を
あ
げ
、
十
二
支
（
生
年
）
と
の
対
応
も
述
べ
る
。
ま
た
、
⑬
「
祿
命
書
」
で
は
各
星
に
属
す
る
生
ま
れ
年
と
日
に
食
す

る
量
と
余
命
を
記
述
す
る
。
こ
れ
を
整
理
す
れ
ば
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

星
名

字
〈
一
〉

字
〈
二
〉

十
二
支

日
食

余
命

破
軍

持
大
置

大
京
子

午

一
升

八
十
歳

武
曲

賓
大
東

大
東
子

巳
・
未

一
石

八
十
五
歳

廉
貞

不
灌
子

不
隣
子

辰
・
申

一
升

八
十
歳

文
曲

微
慧
子

微
慧

卯
・
酉

四
升

九
十
歳

祿
存

祿
會

祿
存
會
子

寅
・
戌

五
升

八
十
歳

巨
門

貞
文
子

貞
文
子

丑
・
亥

八
升

八
十
歳

貪
狼

司
希
子

司
希
神
子

子

二
升

六
十
五
歳

 

（
字
〈
一
〉
は
「
葛
仙
公
禮
北
斗
法
」、
字
〈
二
〉
は
「
祿
命
書
」）

さ
て
、
本
命
星
信
仰
を
最
も
端
的
に
述
べ
る
の
は
、『
佛
説
北
斗
七
星
延
命
經
』（
大
正
蔵
№
一
三
〇
七
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
文
献
を
普
通
の
経
典
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
体
系
的
な
教
義
や
儀
礼
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
北
斗
七
星
の
個
別

の
「
神
像
」
と
、干
支
が
ど
の
神
と
関
係
す
る
か
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
神
像
と
、北
斗
七
星
の
配
置
図
に
合
わ
せ
た
星
名
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
符
」
が
書
か
れ
る
（
大
正
蔵
巻
二
一
、四
二
五
ｂ
）。

そ
の
下
段
に
は
、対
応
す
る
干
支
と
、「
禄
食
」の
食
品
名
が
述
べ
ら
れ
る（
四
二
五
ｃ
）。「
厄
が
あ
れ
ば
、宜
し
く
こ
の
経
を
供
養
し
、

本
（
命
）
星
の
符
を
帯
び
れ
ば
、
大
い
に
吉
で
あ
る
」
と
い
う
。
続
く
文
で
、
各
星
の
本
地

仏
の
名
前
が
書
か
れ
る
（
二
四
六
ａ
）。

星
名

干
支

 

禄
食

本
地
仏

貪
狼

子

黍

東
方
最
勝
世
界
運
意
通
證
如
來
佛

巨
門

丑
・
亥

粟

東
方
妙
寶
世
界
光
音
自
在
如
來
佛

祿
存

寅
・
戌

粳
米

東
方
圓
滿
世
界
金
色
成
就
如
來
佛

文
曲

卯
・
酉

小
豆

東
方
無
憂
世
界
最
勝
吉
祥
如
來
佛

廉
貞

辰
・
申

麻
子

東
方
淨
住
世
界
廣
達
智
辨
如
來
佛 

武
曲

巳
・
未

大
豆

東
方
法
意
世
界
法
海
遊
戲
如
來
佛

破
軍

午

小
豆 

東
方
琉
璃
世
界
藥
師
琉
璃
光
如
來
佛

『北斗七星延命經』
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ま
た
、文
殊
菩
薩
が
説
く
功
徳
が
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
現
世
で
福
徳
を
得
、後
世
で
天
上
界
に
生
ま
れ
る
」「
地
獄
を
離
れ
、

極
楽
に
転
生
す
る
」「
魔
物
を
避
け
、
精
神
が
安
定
す
る
」「
よ
い
官
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
」「
病
気
が
治
る
」「
蓄
財
が
で
き
、

耕
作
地
、
養
蚕
、
畜
産
が
栄
え
る
」「
安
産
で
、
子
供
は
端
正
で
長
命
で
あ
る
」「
や
っ
か
い
ご
と
に
妨
げ
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た

良
き
こ
と
が
あ
る
（
四
二
六
ａ
～
ｂ
）。『
佛
説
北
斗
七
星
延
命
經
』
を
受
持
し
、
供
養
・
転
読
を
す
れ
ば
、
現
世
や
死
後
に
功
徳
が

あ
る
。
こ
の
経
自
体
が
一
種
の
「
護
符
」（
守
り
札
）
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
経
の
最
も
重
要
な
部
分
は
、
各
星
神
の

名
前
、神
像
と
、符
で
あ
ろ
う
。
星
神
の
絵
姿
は
、服
装
や
持
ち
物
か
ら
、ど
う
見
て
も
道
教
の
神
像
で
あ
る
。
ま
た
、漢
字
を
ベ
ー

ス
に
し
た
特
殊
な
文
字
を
護
符
と
す
る
の
は
道
教
の
伝
統
で
あ
る
。

同
じ
北
斗
七
星
の
神
名
は
、
他
経
に
も
み
え
る
。『
北
斗
七
星
念
誦
儀
軌
』
に
、
世
尊
が
衆
生
に
（『
金
剛
頂
経
』
七
星
品
の
）
八
星

呪
を
説
い
た
と
い
い
、「
貪
狼
と
破
軍
ら
」（
大
正
蔵
巻
二
一
、四
二
四
ｂ
）
と
二
神
の
名
が
記
述
さ
れ
る
。
ま
た
、
北
斗
七
星
に
よ
る

延
命
息
災
を
祈
る
『
北
斗
七
星
護
摩
法
』
の
爐
中
観
で
は
、「
本
命
星
を
中
心
に
置
き
、
六
星
を
伴
わ
せ
る
」
と
し
て
、
そ
の
啓

文
に
「
至
心
奉
啓
、
北
極
七
星
、
貪
狼
巨
門
、
祿
存
文
曲
、
廉
貞
武
曲
、
破
軍
尊
星
、
爲 

某
甲 

、
災
厄
解
脱
、
壽
命
延
長
、
得
見

百
秋
、
今
作
護
摩
、
唯
願
尊
星
、
降
臨
此
處
、
納
受
護
摩
、
刑
死
厄
籍
、
記
長
壽
札
、
投
華
爲
座
」（
大
正
蔵
巻
二
一
、四
五
八
ｂ
）
と

い
う
頌
を
載
せ
る
。
北
斗
護
摩
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
『
北
斗
七
星
護
摩
祕
要
儀
軌
』
の
啓
文
に
も
、「
至
心
奉
啓
、
北
極
七
明
娜
羅
、

貪
狼
巨
門
、
祿
存
文
曲
、
廉
貞
武
曲
、
破
軍
尊
星
、
爲
陀
（
施
）
主
某
甲
、
災
厄
解
脱
、
壽
命
延
長
、
得
見
百
秋
、
今
作
曼
荼
羅
、

唯
願
垂
哀
、
降
臨
此
処
、
納
受
護
摩
、
擁
護
施
主
某
甲
、
災
難
解
脱
、
壽
命
増
長
、
所
願
從
心
」（
大
正
蔵
巻
二
一
、四
二
四
ｂ
）
と
記

述
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
れ
ば
、
す
で
に
延
命
と
結
び
つ
い
た
七
星
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の

天
文
思
想
に
基
づ
く
と
と
も
に
、
そ
れ
が
展
開
し
た
道
教
の
北
斗
七
星
信
仰
の
翻
案
と
も
い
え
る
。

道
教
の
救
済
思
想
の
中
に
も
、北
斗
七
星
へ
の
信
仰
に
よ
り
、人
び
と
の
願
い
を
叶
え
る
と
説
く
経
典
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
道

蔵
』
の
洞
真
部
に
収
録
さ
れ
る
『
玉
清
無
上
霊
寶
自
然
北
斗
本
生
眞
經
』（
Ｓ
Ｎ
四
五
）
に
は
、「
天
皇
大
帝
・
紫
微
大
帝
の
七
幼
子
は
、

貪
狼
、
巨
門
、
祿
存
、
文
曲
、
廉
貞
、
武
曲
、
破
軍
の
星
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
、
仏
教
の
北
斗
経
典
と
同
じ
神
名
で
あ
る
。

仏
教
の
『
佛
説
北
斗
七
星
延
命
經
』
と
同
じ
よ
う
に
、
北
斗
七
星
の
星
神
を
祀
っ
て
、
罪
を
除
き
福
を
祈
る
こ
と
が
書
か
れ
る
、

簡
潔
な
道
教
経
典
は
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
眞
經
』（
Ｓ
Ｎ
六
二
二
）
と
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
長
生
妙
經
』（
Ｓ
Ｎ
六
二
三
）
で

あ
る
。
こ
の
二
経
は
、太
上
老
君
が
永
寿
元
年
（
一
五
五
）
正
月
七
日

A
O
B

に
天
師
（
張
陵
）
に
伝
授
し
た
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
実
際
は
、

後
世
に
作
ら
れ
た
道
教
経
典
で
あ
る
。

本
経
の
『
道
蔵
』
本
の
成
立
の
下
限
を
北
宋
に
す
る
研
究
者

A
P
B

も
い
る
が
、
そ
の
中
枢
部
は
唐
代
の
北
斗
七
星
信
仰
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。
理
由
は
、
前
述
の
仏
教
経
典
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
七
星
と
干
支
と
の
関
係
が
最
終
的
な
『
道
蔵
』
本
成
立
以
前
で
な

け
れ
ば
、
こ
れ
が
仏
教
に
影
響
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
密
教
経
典
の
翻
訳
（
中
国
の
信
仰
を
取
り
入
れ
た
撰
述
）
は
、

確
か
に
唐
代
だ
と
考
え
て
よ
い
。

さ
て
、『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
眞
經
』
で
は
、輔
星
（
北
斗
第
八
洞
明
外
輔
星
君
）、弼
星
（
北
斗
第
九
隱
光
内
弼
星
君
）
と
三
台
（
上

臺
虛
精
開
德
星
君
、
中
臺
六
淳
司
空
星
君
、
下
臺
曲
生
司
祿
星
君
）
の
神
名
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
北
斗
七
星
に
つ
い
て
は
名
前
と
と
も
に
、

本
命
に
当
た
る
生
ま
れ
年
を
記
述
す
る
。
つ
ま
り
、「
北
斗
第
一
陽
明
貪
狼
太
星
君
、子
生
人
属
之
」「
北
斗
第
二
陰
精
巨
門
元
星
君
、

丑
・
亥
生
人
属
之
」「
北
斗
第
三
真
人
祿
存
真
星
君
、
寅･

戌
生
人
属
之
」「
北
斗
第
四
玄
冥
文
曲
紐
星
君
、
卯
・
酉
生
人
属
之
」「
北

斗
第
五
丹
元
廉
貞
綱
星
君
、
辰
・
申
生
人
属
之
」「
北
斗
第
六
北
極
武
曲
紀
星
君
、
巳
・
未
生
人
属
之
」「
北
斗
第
七
天
関
破
軍
関

星
君
午
生
人
属
之
」
と
あ
る
。

本
経
で
は
、
続
い
て
「
こ
の
真
君
名
は
聞
い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
持
念
し
て
心
に
と
ど
め
れ
ば
善
縁
が
あ
り
、
持
誦

す
れ
ば
功
徳
は
は
か
り
が
た
い
」「
そ
の
た
め
、〈
三
元
〉〈
八
節
〉〈
生
辰
〉
の
北
斗
が
降
る
日
に
は
、
こ
の
経
を
壇
上
に
置
き
、

転
経
し
斎
醮
（
儀
礼
）
し
、
威
儀
を
保
っ
て
行
道
す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
真
性
を
違
え
ず
、
邪
見
に
お
ち
い
る
こ
と
は
な
い
し
、
常
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に
七
元
真
君
の
所
属
の
尊
号
を
持
誦
す
れ
ば
、
善
行
は
円
満
し
吉
祥
も
降
る
」
と
も
書
か
れ
る
。
ま
た
、「
人
の
性
命
や
五
体
は
、

本
命
星
官
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
に
属
し
、
本
命
の
神
将
や
本
宿
の
星
官
は
常
に
蔭
な
が
ら
た
す
け
て
、
人
命
を
つ
か
さ
ど
っ
て
、

天
年
（
天
寿
）
を
保
っ
て
く
れ
る
。
凡
俗
の
も
の
は
無
知
で
、
終
身
（
そ
れ
を
）
悟
ら
な
い
。
そ
の
本
命
真
君
は
、
毎
年
六
度
人
間

（
界
）
に
降
っ
て
、
降
っ
た
日
を
本
命
と
し
、
そ
の
期
に
南
陵
使
者
三
千
人
、
北
斗
真
君
七
千
神
将
、
本
命
真
官
が
駕
か
ら
降
り
、

衆
真
は
悉
く
来
て
擁
護
す
る
。
災
い
を
消
し
罪
を
懺
い
て
、
福
を
請
い
生
を
延
ば
し
、
そ
の
力
に
し
た
が
っ
て
醮
（
法
会
）
を
す
れ

ば
、
福
徳
は
増
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
経
典
の
末
尾
に
は
、
家
に
『
北
斗
経
』
が
あ
れ
ば
、「
本
命
は
真
霊
を
降
し
」「
宅
舎
は
安

寧
を
得
る
」「
父
母
は
長
生
を
保
ち
」「
諸
厭
は
化
し
て
塵
と
な
る
」「
万
邪
は
自
ず
か
ら
正
に
帰
す
」「
営
業
は
称
情
を
得
る
」「
闔

門
は
自
ず
か
ら
康
健
」「
子
孫
は
栄
盛
を
保
ち
」「
五
路
は
自
ず
か
ら
通
達
し
」「
衆
悪
は
永
く
消
滅
し
」「
六
畜
は
興
生
を
保
ち
」「
疾

病
は
痊
瘥
を
得
る
」「
財
物
は
虚
耗
し
な
い
」「
横
事
は
永
く
起
こ
ら
ず
」「
長
く
利
貞
を
亨
け
る
こ
と
を
保
つ
」と
功
徳
を
羅
列
す
る
。

全
体
的
に
視
て
、
仏
教
の
北
斗
七
星
関
係
の
経
典
と
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
、
星
神
は
「
毎
年
六
度
人
間
に

降
る
」
と
あ
る
の
は
、『
梵
天
火
羅
九
曜
』
の
「
葛
仙
公
禮
北
斗
法
」
の
「
本
命
の
元
神
を
祭
る
日
は
、
年
に
六
日
あ
る
」
と
軌
を

一
に
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
経
に
は
星
神
の
図
や
符
は
書
か
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
秘
密
に
伝
授
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
眞
經
』
に
は
、
後
に
多
く
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
、
神
像
と
符
が
示
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
⑭
の
部
分
の
敬
白
は
、「
大
梵
天
王
・
帝
釋
天
王
」「
閻
羅
天
子
・
五
道
大
神
」「
太
山
府
君
・
司
命
司
祿
」「
十
二
宮
神
・

七
曜
九
執
」「
二
十
八
宿
・
藥
叉
藥
叉
女
」「
毘
舍
遮
・
毘
舍
支
步
多
那
天
等
」
の
諸
神
に
願
う
と
述
べ
る
（
四
六
二
ｂ
）。
こ
の
中

の
閻
魔
天
子
、
五
道
大
神
、
太
山
府
君
、
司
命
司
祿
は
『
十
王
經
』
に
も
登
場
す
る
神
で
あ
る

A
Q
B

。
つ
ま
り
、
道
仏
混
淆
の
神
格
で

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
『
梵
天
火
羅
九
曜
』
成
立
の
側
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

六
、
結
語

一
行
の
実
像
は
、
密
教
の
継
承
者
で
あ
り
、
宮
廷
に
貢
献
す
る
天
文
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
天
文
学
と
占
星
術
は

不
即
不
離
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、正
史
の
「
法
伎
伝
」
に
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、占
い
の
専
科
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
一
行
の
流
謫
説
話
は
、
日
本
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
伝
承
が
一
人
歩
き
し
、
演
芸
に
広
く
浸
潤
し
た
も
の
考

え
る
の
が
妥
当
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
解
明
で
き
な
い
の
は
「
九
曜
曼
荼
羅
」
へ
の
信
仰
と
の
関
連
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
密
教
に
は
九
曜
に
限

ら
れ
る
曼
荼
羅
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
九
と
い
う
数
は
、「
金
剛
曼
荼
羅
」
に
九
会
が
あ
り
、「
北
斗
曼
荼
羅
」
の
中
心

部
も
そ
の
数
と
な
る
。
だ
が
九
点
は
縦
・
横
・
斜
の
総
和
が
常
に
三
に
な
る
、
最
も
簡
素
な
「
魔
方
陣
」
で
あ
る
。
星
へ
の
信
仰
、

つ
ま
り
星
供
を
広
め
る
た
め
に
、
説
話
が
大
い
に
役
立
っ
た
、
否
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
。

ま
た
、『
梵
天
火
羅
九
曜
』
の
翻
訳
者
に
当
て
ら
れ
た
こ
と
は
、一
行
の
占
星
術
者
と
し
て
の
虚
像
を
大
き
く
弘
め
る
結
果
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
の
虚
像
が
日
本
宗
教
文
化
や
文
芸
に
彩
り
を
加
え
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

＊
参
考
文
献

・
春
日
禮
智
「
一
行
傳
の
研
究
：
志
那
古
今
人
物
略
傳
（
四
）」（『
東
洋
史
研
究
』
七
（
一
）：
三
一
―
四
四
、一
九
四
二
）

・
加
地
哲
定
「
大
衍
暦
考
」（『
密
教
文
化
』
第
三
三
～
三
五
号
所
収
、
一
九
五
六
～
一
九
五
八
）

・
水
原　

一
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
説
話
の
考
察
」（『
駒
沢
国
文
』
第
一
四
号
所
収
、
一
九
七
七
）

・
森
田
龍
僊
仙
『
密
教
占
星
法
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
三
）

・
岩
原
諦
信
『
星
と
真
言
密
教
』（
東
方
出
版
、
一
九
八
八
）

・
長
部
和
雄
『
一
行
禅
師
の
研
究
』（
北
辰
堂
、
一
九
九
〇
）

・
武
田
和
昭
「
東
寺
宝
菩
提
院
旧
蔵
星
曼
荼
羅
図
残
闕
に
つ
い
て
」（『
密
教
文
化
』
第
一
八
三
号
所
収
、
一
九
九
三
）
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・
蘇　

佳
瑩
「
日
本
に
お
け
る
熾
盛
光
仏
図
像
の
考
察
」（『
美
術
史
論
集
』〈
神
戸
大
学
美
術
史
研
究
会
〉
第
一
一
号
所
収
、
二
〇
一
一
）

・
宇
代
貴
文
「
円
形
式
北
斗
曼
荼
羅
考
―
高
山
寺
蔵
『
宿
曜
占
文
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
美
術
史
論
集
』
第
一
二
号
所
収
、
二
〇
一
二
）

・
矢
野
道
雄　

増
補
改
訂
『
密
教
占
星
術
』（
東
洋
書
院
、
二
〇
一
三
）

・Jeffrey Kotyk

「
漢
字
圏
の
文
学
に
お
け
る
西
方
占
星
術
の
要
素
―
東
西
文
化
交
流
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
」（『
駒
澤
大
學
佛
教
文
學
研
究
』
第

一
九
号
所
収
、
二
〇
一
六
）

・
松
下
健
二
「「
一
行
阿
闍
梨
」
は
明
雲
の
隠
喩
か
―
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
を
読
み
な
お
す
―
」（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
』
第

一
四
号
所
収
、
二
〇
一
七
）

・
拙
論
「
星
と
密
教
―
北
斗
七
星
へ
の
信
仰
―
」（
高
橋
尚
夫
・
他
編
『
初
期
密
教
』
春
秋
社
、
二
〇
一
三
） 

・
拙
論
「
一
行
禅
師
説
話
の
背
景
と
仮
託
経
典
」 （『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
第
四
六
号
所
収
、
二
〇
一
八
）〈
本
稿
の
予
論
〉

・
拙
論　

研
究
ノ
ー
ト
「
一
行
と
星
宿
信
仰
」（『
東
方
宗
教
』
第
一
三
八
号
所
収
、
日
本
道
教
学
会
、
二
〇
二
一
）〈
本
稿
の
一
部
〉

註（
１
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
四
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）

（
２
）
①
ト
カ
ラ
（
吐
火
羅
・
覩
貨
邏
・
土
豁
羅
・
吐
呼
羅
）
は
『
隋
書
』『
唐
書
』『
大
唐
西
記
』
で
は
ト
カ
ー
レ
ス
タ
ー
ン
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
、

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
及
び
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
ま
た
が
る
地
域
）に
推
定
す
る
、②
タ
イ
・
メ
ナ
ム
河
下
流
域
の
ヴ
ァ
ー
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー（
堕
羅
鉢
底
）

王
国
、
③
『
日
本
書
紀
』
に
覩
貨
邏
国
か
ら
来
朝
の
記
事
あ
り
（
非
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
）、
④
朝
鮮
半
島
の
加
耶
、
⑤
僧
伽
羅
国
（
獅
子
国
・
セ

イ
ロ
ン
島
）
等
と
諸
説
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
黒
を
表
す
梵
語kala

に
因
む
か
、
羅
睺
遏
羅
師
・
計
都
遏
羅
師
に
関
わ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

果
羅
国
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
特
定
で
き
な
い
。

（
３
）『
舊
唐
書
』
は
五
代
後
晋
の
劉
昫
等
の
奉
勅
撰
で
、開
運
二
年
（
九
四
五
）
に
完
成
、全
二
〇
〇
巻
。
本
稿
は
中
華
書
局
標
点
本
（
第
一
六
冊
）

五
一
一
一
～
五
一
一
三
頁
に
基
づ
く
（
た
だ
し
、
句
点
な
ど
は
改
め
た
）。

（
４
）唐
・
五
代
・
北
宋
初
期
の
高
僧
の
伝
記
を
集
め
た
書
物
の
こ
と
で
あ
る
。
三
〇
巻
、北
宋
の
賛
寧
に
よ
る
奉
勅
撰
、端
拱
元
年（
九
八
八
）の
成
立
。

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
巻
五
〇
収
録
。

（
５
）『
三
教
源
流
捜
神
大
全
』
は
、
儒
仏
道
の
三
教
の
成
立
と
神
々
や
仏
菩
薩
の
伝
記
が
七
巻
に
ま
と
め
ら
れ
、
巻
六
に
は
「
一
行
禅
師
」
の
項
目

が
あ
る
。
本
稿
で
は
上
海
古
籍
出
版
社
の
影
印
本
を
参
考
に
し
た
。

（
６
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
巻
五
〇
に
収
録
さ
れ
る
が
、
著
者
、
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

（
７
）・
一
行
の
俗
名
は
張
遂
、
魏
州
都
督
（
郯
國
公
）
公
謹
の
孫
、
武
功
令
・
擅
の
子
で
あ
る
。
若
い
と
き
か
ら
博
く
経
史
を
学
び
、
天
文
暦
学
や

陰
陽
五
行
に
最
も
精
通
し
て
い
た
。

・
一
行
は
、
博
学
で
古
典
を
多
く
持
っ
て
い
た
道
士
の
尹
崇
に
揚
雄
の
『
太
玄
經
』
を
借
り
た
が
、
数
日
で
返
却
し
た
。
尹
崇
は
「
こ
の
書

は
奥
深
く
、
長
く
研
究
し
た
が
明
ら
か
に
出
来
な
い
の
で
、
貴
方
に
更
に
研
究
し
て
貰
お
う
と
し
た
が
、
何
で
す
ぐ
に
返
し
た
の
か
」
と

尋
ね
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
行
は
「
そ
の
内
容
を
究
め
た
か
ら
で
す
」
と
言
い
、『
大
衍
玄
圖
』
と
『
義
決
』
一
巻
を
示
し
た
。
尹
崇
は
驚
き
、

一
行
と
そ
れ
ら
の
典
籍
に
つ
い
て
談
じ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
行
は
「
後
生
の
顔
子
」（
顔
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
と
し
て
、
大
い
に
名

が
世
に
知
ら
れ
た
。

・（
唐
の
権
臣
）
武
三
思
は
一
行
の
学
行
を
慕
っ
て
好
誼
を
求
め
た
が
一
行
は
隠
避
し
、
出
家
し
て
僧
に
な
る
た
め
嵩
山
に
隠
れ
沙
門
普
寂
に

師
事
し
た
。

・
睿
宗
が
即
位
す
る
と
、
東
都
（
洛
陽
）
に
留
ま
る
よ
う
に
と
の
勅
命
を
韋
安
石
に
持
っ
て
行
か
せ
た
が
、
一
行
は
病
を
理
由
に
固
辞
し
た
。

後
に
荊
州
の
当
陽
山
に
止
住
し
、
沙
門
悟
真
に
梵
律
（
戒
律
）
を
学
ん
だ
。

（
８
）・ 

開
元
五
年
（
七
一
七
）、玄
宗
は
一
行
の
族
叔
の
礼
部
郎
中
・
張
洽
に
命
じ
、勅
書
を
持
た
せ
て
荊
州
に
赴
か
せ
（
勅
命
を
）
一
行
に
強
い
た
。

一
行
は
京
に
至
り
光
太
殿
に
置
か
れ
、
玄
宗
は
し
ば
し
ば
国
家
の
安
全
と
統
治
の
方
法
を
尋
ね
る
た
め
に
訪
れ
た
が
、
一
行
は
隠
す
こ
と

な
く
直
言
し
た
。

・
開
元
十
年
（
七
二
二
）、（
玄
宗
の
娘
）
永
穆
公
主
が
降
嫁
す
る
時
、
太
平
公
主
の
故
事
に
な
ら
っ
て
厚
遇
し
よ
う
と
し
た
。
一
行
は
「
高

宗
の
末
年
は
一
女
（
太
平
公
主
）
だ
け
だ
っ
た
の
で
特
別
な
礼
遇
を
し
た
が
、
そ
の
た
め
太
平
公
主
も
驕
り
高
ぶ
り
つ
い
に
は
罪
を
え
た
。

そ
の
よ
う
な
婚
礼
を
前
例
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
玄
宗
は
こ
の
進
言
を
入
れ
、
普
通
の
婚
礼
で
お
こ
な
っ
た
。
一
行
の
諫
言

は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・
一
行
に
は
『
大
衍
暦
論
』
三
巻
、『
攝
調
伏
蔵
』
十
巻
と
『
天
一
太
一
經
』『
太
一
局
遁
甲
經
』『
釈
氏
系
録
』
の
各
一
巻
の
優
れ
た
著
述
が
あ
っ
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た
。
当
時
の
『
麟
德
曆
經
』
の
暦
の
計
算
に
み
だ
れ
が
生
じ
、
一
行
は
前
代
の
諸
家
の
暦
法
を
考
察
し
て
、
新
し
い
暦
に
改
め
る
よ
う
に

命
じ
ら
れ
た
。
一
行
は
府
長
史
の
梁
令
瓉
や
工
人
（
作
業
員
）
を
率
い
て
「
黄
道
游
儀
」
を
創
り
、
七
曜
の
行
度
（
運
行
）
を
考
察
し
相

互
に
証
明
し
た
。
一
行
は
『
周
易
』
の
大
衍
の
数
を
推
考
し
、『
開
元
大
衍
曆
經
』
を
撰
述
し
た
。

・
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
に
一
行
は
四
十
五
歳
で
遷
化
し
、「
大
慧
禅
師
」
の
諡
号
を
賜
っ
た
。

（
９
）・
一
行
の
従
祖
の
東
台
舎
人
・
張
太
素
は
『
後
魏
書
』
一
百
巻
を
撰
述
し
た
が
、「
天
文
志
」
が
未
完
成
だ
っ
た
の
で
一
行
は
こ
れ
を
完
成
さ
せ
た
。

・
玄
宗
は
一
行
の
た
め
に
碑
文
を
作
り
、
自
ら
刻
書
し
内
庫
銭
（
手
許
金
）
か
ら
五
十
万
を
出
し
、（
供
養
の
）
塔
を
銅
人
原
に
作
っ
た
。
明

年
（
開
元
十
六
年
）、（
玄
宗
は
）
温
湯
に
行
幸
し
塔
前
を
通
り
、騎
兵
を
駐
在
さ
せ
、品
官
（
官
僚
）
に
塔
に
い
か
せ
て
、塔
で
の
出
予
（
秋

の
出
遊
）
の
意
を
告
げ
、
更
に
絹
五
十
匹
を
下
賜
し
、
塔
前
に
松
柏
を
植
え
さ
せ
た
。

・
一
行
は
師
を
求
め
、「
大
衍
」を
究
め
よ
う
と
天
台
山
国
清
寺
に
至
っ
た
。一
院
が
あ
り
古
松
十
数
本
が
植
え
ら
れ
、門
前
に
水
が
流
れ
て
い
る
。

一
行
は
そ
の
間
に
立
ち
、寺
僧
が
庭
で
布
算
す
る
声
を
聞
い
た
。
そ
の
人
は「
今
日
、弟
子
が
遠
く
か
ら
私
の
算
法
を
求
め
に
く
る
と
い
う
が
、

す
で
に
門
前
に
来
て
い
る
。
誰
か
い
な
い
か
」
と
言
い
、
一
算
を
除
き
「
門
前
の
水
が
西
に
流
れ
れ
ば
、
ま
た
弟
子
が
来
る
」
と
言
っ
た
。

一
行
は
そ
の
言
葉
を
承
け
て
入
っ
て
深
く
拝
礼
し
て
法
を
請
い
、
そ
の
術
の
す
べ
て
を
受
け
た
。
門
前
の
水
は
果
た
し
て
西
に
流
れ
た
。

・
道
士
の
邢
和
璞
は
、
か
つ
て
尹
愔
に
「
一
行
は
聖
人
だ
ろ
う
か
。（
伝
説
的
天
文
学
者
の
）
洛
下
閎
が
暦
を
造
っ
て
『
今
後
八
百
年
で
一

日
の
誤
差
が
出
る
が
、
聖
人
が
必
ず
こ
れ
を
正
す
』
と
言
っ
た
。
今
年
は
そ
の
時
期
で
、
一
行
が
『
大
衍
』
を
造
り
そ
の
誤
差
を
正
し
た
。

洛
下
閎
の
言
葉
は
信
じ
る
に
足
る
。
一
行
は
聖
人
だ
」
と
言
っ
た
。

（
10
）・
釋
一
行
の
俗
姓
は
張
で
鉅
鹿
の
人
、
俗
名
は
遂
、
唐
初
の
佐
命
（
補
佐
役
）
の
郯
國
公
・
公
謹
の
支
孫
で
あ
る
。
二
十
歳
の
時
に
は
群
を
ぬ

い
て
聡
明
で
、
老
成
の
風
が
あ
り
、
書
物
を
一
度
読
め
ば
暗
誦
で
き
た
。

・
普
寂
禅
師
は
禅
を
修
行
し
、
帰
依
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。（
一
行
は
）
世
の
儚
さ
を
悟
り
、
礼
を
つ
く
し
普
寂
を
師
と
し
て
剃
髪
出
家
し
、

誦
す
る
経
法
を
諳
ん
じ
た
。

・
普
寂
は
か
つ
て
大
（
法
）
会
を
催
し
、
遠
近
の
沙
門
が
集
ま
り
千
人
を
超
え
た
。
そ
の
時
、
徵
士
の
盧
鴻
が
別
峰
に
隠
居
し
て
い
た
。（
盧

鴻
は
）
学
識
に
富
み
、
朝
廷
は
厚
く
遇
し
た
が
最
後
ま
で
辞
退
し
た
。
大
会
の
主
事
は
、
盧
に
邑
社
を
賛
じ
る
序
を
請
う
た
。
こ
の
日
に

盧
鴻
は
文
を
袖
か
ら
出
し
机
に
置
い
た
。
鍾
梵
が
鳴
り
、
盧
鴻
は
普
寂
に
「
私
の
数
千
百
言
は
、
通
常
で
な
い
字
を
用
い
、
文
字
も
古
風

で
す
。
優
秀
な
者
が
こ
れ
を
弘
め
る
な
ら
、
直
接
指
摘
し
て
授
け
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
普
寂
は
一
行
を
呼
ん
だ
。（
一
行
は
）
紙

を
延
ば
し
て
微
笑
ん
で
机
に
戻
し
た
の
で
、
盧
鴻
は
そ
の
軽
脱
な
行
動
を
怪
し
ん
だ
。
僧
が
堂
中
に
あ
つ
ま
る
と
、
一
行
は
袂
を
払
っ
て

進
み
「
一
つ
も
遺
漏
が
な
い
」
と
大
き
な
声
で
言
っ
た
。
盧
鴻
は
愕
き
感
嘆
し
、
普
寂
に
「
あ
な
た
が
よ
く
教
導
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。

遊
学
を
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
三
学
の
名
師
で
一
行
に
諮
問
し
な
い
者
は
稀
だ
っ
た
。

・
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
当
陽
に
行
き
僧
真
の
『
律
藏
序
』
編
纂
に
あ
わ
せ
、
一
行
は
深
く
毗
尼
（
律
）
に
通
じ
た
。
し
か
も
陰
陽
讖
緯

の
書
が
あ
れ
ば
、
み
な
詳
し
く
研
究
し
た
。
算
術
の
こ
と
を
尋
ね
て
数
千
里
、
名
を
知
ら
れ
た
者
の
も
と
に
行
き
相
談
し
た
。

（
11
）・
一
行
は
天
台
山
国
清
寺
に
至
っ
た
。
一
院
が
見
え
古
松
か
ら
数
十
歩
に
門
が
あ
り
、
渓
流
が
淡
然
岑
寂
（
静
粛
）
と
し
て
い
た
。
一
行
は
門

の
間
に
立
ち
、
院
内
の
布
算
の
擦
れ
合
う
音
を
聞
い
た
。
僧
は
侍
者
に
「
今
日
弟
子
が
遠
方
か
ら
私
の
演
算
法
を
求
め
に
来
る
で
あ
ろ
う
」

と
言
っ
た
。
一
算
子
を
除
い
て
、
ま
た
侍
者
に
「
門
前
の
水
が
西
流
す
れ
ば
弟
子
が
来
た
と
い
う
こ
と
だ
」
と
言
っ
た
。
一
行
は
こ
の
言

葉
を
承
け
て
入
り
、
丁
重
に
お
辞
儀
を
し
て
法
を
請
い
そ
の
要
訣
を
受
け
る
と
、
門
前
の
水
は
ま
た
東
流
し
た
。

・
こ
れ
に
よ
り
（
賞
賛
の
）
声
が
、
遠
近
を
と
わ
ず
公
卿
に
も
轟
い
た
。
玄
宗
は
こ
れ
を
聞
い
て
詔
入
し
「
師
は
ど
ん
な
才
能
が
あ
る
の
か
」

と
問
い
、
一
行
は
「
よ
く
記
憶
す
る
長
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
帝
は
宮
中
の
役
人
に
命
じ
、
宮
中
の
書
籍
を
示
さ
せ
た
が
、

一
行
は
そ
れ
ら
の
書
物
を
す
べ
て
見
お
わ
る
と
、
そ
の
本
を
裏
返
し
に
し
た
。
そ
の
書
籍
を
詳
し
く
知
っ
て
お
り
、
も
と
か
ら
習
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
っ
た
。
数
幅
を
唱
え
た
後
、
帝
は
思
わ
ず
席
か
ら
降
り
「
師
は
実
に
聖
人
だ
」
と
賛
嘆
し
た
。
質
問
に
対
し
常
と
異
な
る
答

え
を
し
、
災
福
を
占
え
ば
掌
を
指
さ
す
よ
う
に
、
有
益
な
こ
と
を
多
く
語
っ
た
。

・
当
時
の
道
術
の
人
・
邢
和
璞
は
、か
つ
て
尹
愔
に「
一
行
和
尚
は
真
の
聖
人
だ
。漢
の
洛
下
閎
が
造
っ
た
暦
は
、八
百
年
に
一
日
の
ず
れ
が
出
る
。

聖
人
が
こ
れ
を
定
め
た
よ
う
に
、
今
年
が
そ
の
時
期
で
、『
大
衍
歷
』
が
出
来
て
そ
の
差
謬
を
正
し
た
。
そ
れ
を
正
し
た
の
だ
か
ら
、
洛
下

閎
の
言
葉
は
信
じ
ら
れ
る
。
聖
人
で
な
け
れ
ば
、
誰
が
こ
れ
に
預
か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。

（
12
）『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
で
は
『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
神
變
加
持
經
』（
№
八
四
八
）
は
七
巻
、『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
經
疏
』（
№
一
七
九
六
）
は

二
〇
巻
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
の
『
大
日
經
疏
』
は
『
大
日
經
』
の
翻
訳
を
指
す
。

（
13
）
・ 

金
剛
智
三
蔵
に
陀
羅
尼
と
秘
印
を
学
び
、
仏
壇
（
灌
頂
壇
）
に
登
り
法
王
宝
を
受
け
た
。
善
無
畏
三
藏
と
毗
盧
（『
大
日
經
』）
を
訳
し
、

後
の
国
家
で
の
（
密
教
の
）
隆
盛
を
開
き
、密
蔵
を
伝
え
奥
義
に
通
達
し
た
。
睿
宗
と
玄
宗
は
な
ら
び
に
集
賢
院
に
入
内
す
る
こ
と
を
請
い
、
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詔
を
く
だ
し
興
唐
寺
に
住
ま
わ
せ
た
。
一
行
は
翻
訳
し
た
経
典（『
大
日
經
』）に
つ
い
て
、す
ぐ
に（
解
説
の
）『
大
日
經
疏
』七
卷
を
著
し
た
。

・
ま
た
『
攝
調
伏
藏
』
六
十
卷
、『
釋
氏
係
錄
』
一
卷
、『
開
元
大
衍
歷
』
五
十
二
卷
が
あ
り
、
そ
の
暦
は
『
唐
書
』
歷
律
志
に
編
入
さ
れ
刊

行
さ
れ
な
か
っ
た
典
籍
で
あ
る
。
ま
た
游
儀
黃
赤
二
道
を
造
り
、
鉄
を
以
て
基
準
と
し
院
内
で
製
作
し
た
。

（
14
）
・ 
王
媼
と
い
う（
一
行
の
）隣
村
の
老
婆
が
い
て
、む
か
し
一
行
が
貧
し
か
っ
た
の
を
何
度
も
助
け
て
く
れ
た
。
一
行
は
有
名
に
な
っ
て
か
ら
も
、

そ
の
恩
に
報
い
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
あ
る
日
（
老
婆
は
一
行
に
）
拝
謁
し
て
「
我
子
が
人
を
殺
し
死
刑
に
な
り
そ
う
で
す
。
師
は
帝
王

に
重
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
死
刑
を
減
じ
る
よ
う
に
奏
上
し
て
、
母
の
余
生
を
穏
や
か
に
過
ご
さ
せ
て
欲
し
い
」
と
涙
を
流
し
な
が

ら
言
っ
た
。
一
行
は
「
国
家
の
刑
罰
に
つ
い
て
は
、
申
し
上
げ
て
も
罪
を
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
、
持
僧
に
命
じ
て
若
干
の
金

銭
を
与
え
て
、
去
る
よ
う
に
諭
し
た
。
媼
は
刃
物
を
手
に
「
私
が
隣
に
居
た
時
に
は
、
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
い
た
。
赤
子
の
間
も
乳
を

与
え
た
の
に
、
成
長
し
た
ら
こ
の
恩
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
罵
っ
た
。

・
一
行
は
慈
愛
の
心
を
持
っ
て
終
日
楽
し
ま
な
か
っ
た
。
算
を
し
て
（
寺
に
仕
え
る
）
浄
人
を
召
し
、「
汝
は
布
囊
を
さ
げ
て
、
な
に
が
し
坊

の
閑
静
な
場
所
に
正
午
に
坐
り
、
嚢
を
投
げ
生
き
物
を
捕
ら
え
、
速
や
か
に
帰
れ
」
と
言
っ
た
。
次
の
日
、
は
た
し
て
猳
彘
（
牡
豚
）
が

子
豚
七
頭
を
連
れ
て
い
た
。
浄
人
は
手
分
け
し
て
追
い
払
う
と
、
母
豚
は
走
り
去
り
子
豚
を
得
た
。
一
行
は
大
き
な
甕
を
備
え
、
一
（
匹
）

ず
つ
入
れ
て
木
の
蓋
で
閉
じ
、
六
一
（
七
）
の
泥
で
封
じ
、
胡
語
を
数
偈
唱
え
た
。

・
明
る
く
な
っ
た
頃
、
中
官
が
「
司
天
監
（
天
文
台
長
）
は
『
昨
夜
は
北
斗
七
座
星
が
全
く
見
え
な
か
っ
た
』
と
奏
上
し
て
き
た
。
何
故
見

え
な
い
の
か
」
と
問
う
た
。（
一
行
は
）
答
え
て
「
む
か
し
後
魏
で
熒
惑
星
が
見
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
今
（
天
の
）
帝
車
が
見
え

な
い
の
は
、
天
が
陛
下
を
戒
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
身
分
の
低
い
男
女
も
、
も
し
そ
の
所
を
得
な
い
と
、
霜
が
降
っ
た
り
日
照
り
と
な
っ

た
り
し
ま
す
。（
帝
の
）
盛
徳
を
感
じ
れ
ば
こ
れ
を
退
け
ま
す
。
感
動
さ
せ
る
最
た
る
も
の
は
、
不
遇
の
死
者
の
骨
を
葬
る
こ
と
で
す
。
釈

門
（
仏
教
徒
）
は
慈
悲
に
富
ん
で
い
た
の
で
、
一
切
の
魔
を
降
し
ま
す
。
愚
僧
の
お
ろ
か
な
考
え
で
は
、
天
下
に
大
赦
を
出
す
こ
と
を
願

い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
玄
宗
は
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
、
そ
の
夜
の
占
奏
は
北
斗
の
一
星
が
見
え
、（
続
い
て
）
七
夜
に
し
て
当
初
に
帰
っ
た
。

（
一
行
の
）
術
は
測
り
が
た
い
。

（
15
）・ 

開
元
中
に
甚
だ
し
い
干
ば
つ
が
あ
り
、
帝
が
一
行
に
雨
を
祈
ら
せ
る
と
、「
器
の
上
に
龍
の
状
の
も
の
が
あ
れ
ば
雨
が
降
る
」
と
言
っ
た
。

中
官
に
命
じ
て
内
庫
の
中
を
探
さ
せ
た
が
、
皆
「
そ
の
類
い
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
数
日
後
一
つ
の
古
鏡
の
龍
の
鼻
盤
を
指
さ
し
て
、「
こ

れ
は
真
の
龍
だ
」
と
喜
ん
だ
。
す
な
わ
ち
（
祈
雨
の
）
壇
場
に
入
る
と
一
日
で
雨
が
降
っ
た
。
そ
の
異
術
が
（
天
に
）
通
じ
た
の
だ
。

・
玄
宗
は
大
明
宮
に
居
て
従
容
と
し
て
密
か
に
、（
一
行
に
）
社
稷
（
国
家
）
の
吉
凶
と
、（
皇
）
祚
の
行
く
末
を
質
問
し
た
。
一
行
は
他
の

こ
と
を
話
題
に
し
た
が
、
遂
に
「
陛
下
は
萬
里
3

3

に
行
き
ま
す
」
と
言
い
、
ま
た
「
社
稷
は
こ
と
ご
と
く
吉3

に
終
わ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ

た
の
で
、
帝
は
大
い
に
悦
ん
だ
。
ま
た
一
つ
の
金
の
容
器
を
遺
し
た
。
形
は
弾
丸
の
よ
う
で
、
内
に
物
を
貯
え
振
れ
ば
音
が
鳴
る
が
、
開

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、緊
急
な
こ
と
で
あ
れ
ば
開
く
よ
う
に
と
言
っ
た
。
帝
が
蜀
に
行
幸
し
た
時
、慌
て
て
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
成
都
に
至
っ
て
憶
い
だ
し
、
開
く
と
中
に
「
当
帰
」（
漢
方
で
用
い
「
き
っ
と
帰
る
」
と
い
う
名
の
薬
草
）
が
あ
っ
た
。
帝
は
「
こ

の
薬
は
こ
こ
の
産
だ
。
師
は
朕
が
苦
難
に
あ
っ
て
蜀
に
お
も
む
き
、帰
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
」と
言
っ
た
。
ま
た
萬
里
3

3

橋
を
見
て「
一

行
の
言
葉
は
超
人
的
だ
っ
た
」
と
言
い
、
中
官
に
命
じ
て
香
を
焚
き
、
祝
し
感
謝
を
伝
え
た
。
昭
宗
が
初
め
吉3

王
に
封
じ
ら
れ
る
が
、
德

王
太
子
の
代
に
な
っ
て
、
唐
は
（
後
）
梁
の
た
め
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
つ
い
に
一
行
の
言
葉
通
り
、
社
稷
は
吉
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
16
）・ 

開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
九
月
に
（
一
行
は
）
華
嚴
寺
で
病
が
篤
く
な
り
、小
部
屋
に
閉
じ
隠
っ
た
。
玄
宗
は
こ
の
夜
に
夢
で
そ
の
禅
居
（
部

屋
）
を
見
下
ろ
す
と
、
一
行
が
繩
牀
（
円
座
）
で
、
ひ
っ
そ
り
と
扇
を
開
い
て
い
る
の
を
見
た
。
明
け
方
に
確
か
め
た
ら
、
ま
っ
た
く
夢

で
見
た
通
り
だ
っ
た
。
そ
こ
で
京
城
の
名
德
に
大
き
な
道
場
（
寺
院
）
で
、
一
行
の
た
め
に
祈
る
よ
う
に
詔
し
、（
一
行
の
）
危
い
疾
病
は

わ
ず
か
に
癒
え
た
。（
玄
宗
の
）
寵
愛
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・（
玄
宗
は
）
十
月
八
日
に
駕
に
乗
り
新
豊
に
幸
し
た
。（
一
行
は
）
身
に
疾
患
は
な
い
が
一
言
も
話
さ
な
か
っ
た
。
忽
然
と
し
て
香
水
を
浴
し
、

衣
を
換
え
て
趺
坐
し
、
正
念
怡
然
し
て
、
玄
宗
に
別
れ
を
告
げ
た
後
に
、
本
師
（
普
寂
）
を
謁
礼
し
て
入
寂
し
た
。

・
時
の
河
南
の
尹（
官
員
）の
裴
寛
は
普
寂
に
謁
見
し
た
。普
寂
は「
用
事
が
あ
り
、大
尹
と
は
う
ち
と
け
て
お
話
し
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
が
、

少
し
ご
休
息
を
」と
言
っ
た
。（
裴
寛
は
）付
き
人
と
空
き
部
屋
で
普
寂
の
様
子
を
伺
っ
て
い
た
ら
、（
普
寂
は
）正
堂
を
清
め
香
を
焚
き
、黙
っ

て
坐
っ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
し
て
門
を
連
打
す
る
音
が
し
て
、「
天
師
一
行
和
尚
が
来
ら
れ
た
」〈
僧
に
天
師
の
号
を
つ
け
る
の
は
、
こ
れ

が
初
出
で
あ
り
、
天
子
の
師
を
言
う
〉
と
い
う
声
が
し
た
。
一
行
が
入
っ
て
来
て
、
普
寂
の
足
に
礼
し
、
耳
に
口
を
つ
け
て
密
談
し
た
が
、

そ
の
姿
は
と
て
も
恭
し
か
っ
た
。
普
寂
は
う
な
ず
き
「
そ
の
通
り
」
と
答
え
た
。
言
い
終
わ
っ
て
ま
た
礼
拝
す
る
こ
と
三
度
に
及
ん
だ
。

普
寂
は
た
だ
「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
、
そ
の
通
り
」
と
言
っ
た
。
一
行
は
語
り
終
わ
り
、
階
を
降
り
南
室
に
入
っ
て
自
ら
戸
を
閉
め
た
。

・
普
寂
は
侍
者
を
召
し
て
「
す
ぐ
に
鍾
を
な
ら
せ
、
一
行
は
す
で
に
滅
度
し
た
」
と
言
っ
た
。
左
右
の
者
は
疾
走
し
て
様
子
を
視
た
が
、
瞑
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目
し
て
坐
し
て
い
た
の
で
、
手
を
か
ざ
し
て
呼
吸
を
伺
っ
た
が
、
す
で
に
絶
命
し
て
い
た
。
四
衆
の
弟
子
の
悲
し
み
嘆
き
で
、
山
谷
が
振

動
し
た
。
遺
体
は
罔
極
寺
に
安
置
さ
れ
た
が
、
死
か
ら
葬
儀
ま
で
十
四
日
間
経
っ
て
も
、
爪
甲
（
の
色
）
は
変
わ
ら
ず
、
髭
髮
は
更
に
伸
び
、

喜
び
に
み
ち
て
い
た
姿
な
の
で
人
び
と
は
驚
い
た
。

・
帝
は
悲
し
み
「
禅
師
は
朕
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
深
い
哀
慕
を
も
っ
て
、喪
事
は
官
供
と
す
る
」
と
言
っ
た
。
詔
し
て
銅
人
原
に
葬
り
、

諡
号
を
大
慧
禅
師
と
し
、
塔
銘
を
御
撰
し
た
。
天
下
の
釈
子
（
仏
教
徒
）
は
こ
れ
を
名
誉
と
し
た
。

（
17
）
文
治
五
年
八
月
書
寫
。
以
四
本
挍
之
。
玄
證
正
德
三
巳
年
。
以
栂
尾
本
寫
之
。
慧
旭
寛
延
四
年
書
之
宥
證　

明
和
四
亥
年
以
御
室
眞
乘
院
法

務
前
大
僧
正
宥
證
大
和
尚
本
寫
挍
。
智
積
院
動
潮　

寛
政
五
丑
年
以
右
本
書
之
。
洛
北
福
勝
密
寺
秀
陽
享
和
二
壬
戌
冬
以
件
本
挍
正
上
木
行

於
普
天
。
和
州
豐
山
長
谷
寺
歡
喜
院
沙
門
快
道
記

以
傳
領
之
本
對
挍
加
筆
畢　
　

慈
順

文
政
三
歲
次
庚
辰
季
秋
朔
日
以
秀
陽
闍
梨
去
享
和
三
年
住
豐
山
之
日
令
密
榮
傳
寫
之
本
於
東
武
湯
島
根
生
役
寮
自
手
寫
挍
之
了　

龍
肝
（
年

四
十
三
戒
三
十
七
）

（
18
）〈
日
天
眞
言
〉
曩
謨
囉
怛
曩
（
二
合
）
他
囉
夜
（
引
）
野
曩
莫
素
哩
野
薩
嚩
曩
乞
灑
乞
灑
（
二
合
）
怛
囉
（
二
合
）
囉
惹
野
唵
（
引
）
阿
謨
伽

寫
野
（
名
位
）
設
底
（
去
）
莎
嚩
（
二
合
引
）
賀
（
引
）

〈
月
天
眞
言
〉
唵
戰
（
上
）
怛
囉
（
二
合
）
曩
乞
灑
（
二
合
引
）
怛
羅
（
二
合
）
囉
惹
野
（
名
位
）
設
底
娑
嚩
（
二
合
）
賀
（
引
）

〈
南
方
火
星
眞
言
〉
唵
阿
誐
囉
迦
嚕
儗
野
（
名
位
）
娑
嚩
（
二
合
）
賀
（
引
）

〈
北
方
水
星
眞
言
〉
唵
母
馱
曩
乞
赦
（
二
合
）
怛
羅
（
二
合
）
娑
嚩
弭
曩
（
名
位
）
契
努
（
二
合
）
摩
莎
縛
（
二
合
）
賀
（
引
）

〈
東
方
木
星
眞
言
〉
唵
婆
囉
（
二
合
）
訶
薩
鉢
（
二
合
）
底
曩
摩
比
跢
嚩
曩
（
二
合
）
野
（
名
位
）
摩
囉
嚩
馱
（
二
合
）
寧
娑
嚩
（
二
合
引
）
賀
（
引
）

〈
西
方
金
星
眞
言
〉
唵
戍
（
上
）
羯
羅
（
二
合
）
誐
馱
嚩
（
二
合
）
囉
嚩
（
二
合
）
囉
惹
野
（
名
位
）
室
哩
（
二
合
）
迦
哩
莎
嚩
（
二
合
引
）
賀
（
引
）

〈
中
方
土
星
眞
言
〉
唵
捨
泥
吃
赦
作
（
二
合
）
囉
曩
乞
赦
（
二
合
）
怛
囉
（
二
合
）
跛
囉
（
二
合
）
訶
（
引
）
摩
曩
嚕
婆
野
（
名
位
）
普
瑟
底
（
二

合
）
迦
哩
娑
嚩
（
二
合
）
賀
（
引
）

〈
羅
睺
星
眞
言
〉
唵
囉
睺
曩
阿
素
（
二
合
）
羅
邏
惹
野
塞
摩
捨
都
曩
野
（
名
位
）
扇
底
迦
哩
娑
嚩
（
二
合
）
賀
（
引
）

〈
計
都
星
眞
言
〉
唵
嚩
日
羅
（
二
合
）
計
都
曩
（
引
）
曩
乞
赦
（
二
合
）
怛
羅
（
二
合
）
邏
惹
野
（
名
位
）
吽
娑
嚩
賀

（
大
正
蔵
巻
二
十
一
、四
二
八
ｃ
～
四
二
九
ａ
、
傍
線
は
『
梵
天
火
羅
九
曜
』
と
異
な
る
部
分
）

（
19
）〈
日
宮
占
災
攘
之
法
第
一
〉
で
は
「
形
如
人
而
似
獅
子
頭
。
人
身
著
天
衣
。
手
持
寶
瓶
而
黑
色
」（
四
二
六
ｃ
）
と
あ
り
⑤
に
あ
た
る
。〈
月
宮

占
災
攘
之
法
第
二
〉
で
は
「
形
如
天
女
著
靑
天
衣
持
寶
劍
」（
四
二
六
ｃ
）
と
あ
り
⑧
に
あ
た
る
。〈
木
宮
占
災
攘
之
法
第
三
〉
で
は
「
形
如

人
人
身
龍
頭
。
著
天
衣
隨
四
季
色
」（
四
二
六
ｃ
～
四
二
七
ａ
）
と
あ
り
⑨
に
あ
た
る
。〈
火
宮
占
災
攘
之
法
第
四
〉
で
は
「
形
如
象
黑
色
向

天
大
呼
」（
四
二
七
ａ
）
と
あ
り
⑥
に
あ
た
る
。〈
土
宮
占
災
攘
之
法
第
五
〉
で
は
「
形
如
婆
羅
門
騎
黑
沙
牛
」（
四
二
七
ａ
）
と
あ
り
②
に
あ

た
る
。〈
金
宮
占
災
攘
之
法
第
六
〉
で
は
「
形
如
天
女
手
持
印
騎
白
雞
」（
四
二
七
ｂ
）
と
あ
り
④
に
あ
た
る
。〈
水
宮
占
災
攘
之
法
第
七
〉
で

は
「
形
如
黑
蛇
有
四
足
而
食
蟹
」（
四
二
七
ｂ
）
と
あ
り
③
に
あ
た
る
。

（
20
）「
金
其
神
是
女
人
著
黄
衣
。
頭
載
雞
冠
手
彈
琵
琶
」（
四
四
九
ａ
）
は
④
、「
木
其
神
如
老
人
。
著
靑
衣
帶
猪
冠
容
貌
儼
然
」（
四
四
九
ａ
）
は
⑨
、

「
水
其
神
女
人
著
靑
衣
。
帶
獲
（
猴
）
冠
手
執
文
卷
」（
四
四
九
ａ
）
は
③
、「
土
其
神
似
婆
羅
門
色
黑
。
頭
帶
牛
冠
。
一
手
柱
杖
。
一
手
指
前
。

微
似
曲
腰
」（
四
四
九
ｂ
）
は
②
に
あ
た
る
。「
宜
畫
火
曜
本
身
供
養
其
神
、
作
銅
牙
赤
色
貌
、
帶
嗔
色
、
驢
冠
、
著
豹
皮
裙
、
四
臂
一
手
執
弓
、

一
手
執
箭
、
一
手
執
刀
」（
四
四
九
ａ
）
は
⑥
に
あ
た
る
。

（
21
）『
都
利
聿
斯
經
』
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
系
の
暦
で
、
漢
訳
は
貞
元
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
年
間
。

（
22
）
こ
の
日
は
、
天
師
道
の
節
日
「
三
会
日
」
の
「
上
会
日
」（
年
初
に
教
区
に
集
ま
る
日
）
に
あ
た
る
。

（
23
）シ
ペ
ー
ルK

ristofer Schipper

（The Taoist C
anon, T

he U
niversity of C

hicago Press, 2004

）は
宋
以
降
と
し
、任
継
愈
主
編『
道

蔵
提
要
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
一
）
で
は
唐
末
・
宋
初
と
し
、
張
継
禹
主
編
『
中
華
道
蔵
』（
華
夏
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
の

解
題
で
は
宋
初
と
す
る
。
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中
国
密
教
と
禅
宗
の
交
渉
に
つ
い
て

山　

口　

史　

恭

問
題
の
所
在

初
期
禅
宗
、
す
な
わ
ち
八
世
紀
の
中
国
禅
宗
の
歴
史
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
敦
煌
文
書
が
発
見
さ
れ
て
以
降
、
大
幅
に
見
直
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
中
の
禅
宗
関
連
文
献
は
、
諸
国
の
研
究
者
に
よ
り
約
一
世
紀
か
け
て
解
読
さ
れ
、
近
年
で
は
、
そ
れ
ら
文
献
の

相
互
の
関
連
ま
で
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
１
）。

本
稿
の
目
的
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
援
用
し
て
、
同
時
代
の
中
国
密
教
と
禅
宗

の
交
渉
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。八
世
紀
の
禅
宗
の
動
向
と
し
て
は
、両
都（
長
安
・
洛
陽
）へ
の
進
出
と
地
方
展
開
に
加
え
、

い
わ
ゆ
る
北
宗
と
南
宗
に
よ
る
論
争
の
勃
発
と
、
そ
の
収
束
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
は
、
中
期
密
教
の
請
来
期
（
玄
宗
期
）
と

展
開
期
（
代
宗
期
以
降

（
２
））

に
、
そ
れ
ぞ
れ
及
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
本
稿
で
は
、
ま
ず
請
来
期
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
請
来
期
と
は
、
お
お
ま
か
に
玄
宗
期
、
元
号
で
は

開
元
～
天
宝
（
七
一
三
～
七
五
六
）
に
あ
た
り
、
善
無
畏
三
蔵
・
金
剛
智
三
蔵
・
一
行
禅
師
・
不
空
三
蔵
が
活
躍
し
た
時
期
に
あ
た

る
。
こ
の
時
期
の
禅
密
の
交
渉
資
料
と
し
て
は
、敦
煌
文
書
中
の
禅
宗
文
献
と
、密
教
側
で
は
特
に
善
無
畏
『
無
畏
三
蔵
禅
要
』『
大

日
経
疏
（
義
釈
）』
が
重
要
で
あ
る
。
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従
来
、
初
期
禅
宗
と
中
期
密
教
の
交
渉
に
つ
い
て
、
問
題
提
起

（
３
）や

個
別
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
交
渉
の
背
景

に
あ
る
禅
宗
側
の
問
題
意
識
に
留
意
し
な
が
ら
、
請
来
期
に
お
け
る
禅
密
交
渉
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、八
世
紀
前
半
（
請
来
期
）
ま
で
の
禅
宗
の
動
向

中
国
密
教
と
禅
宗
の
交
渉
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
中
期
密
教
の
請
来
期
（
八
世
紀
前
半
）
に
至
る
ま

で
の
禅
宗
の
動
向
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
禅
宗
の
四
祖
道
信
（
五
八
〇
～
六
五
一
）
と
五
祖
弘
忍
（
六
〇
二
～
六
七
五
）
は
、

両
都
か
ら
遠
い
湖
北
省
蘄き

　

州
黄こ

う

梅ば
い

県
の
山
地
を
拠
点
に
活
動
し
、
東と

う
ざ
ん山

法
門
と
称
さ
れ
た
。
そ
の
評
判
は
都
に
も
届
き
、『
続
高
僧

伝
』
に
は
「
五
百
余
人

（
４
）」

の
修
行
者
が
全
国
か
ら
集
ま
り
、
山
地
に
定
住
し
て
集
団
に
よ
る
修
行
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
東
山
法
門
の
修
行
生
活
の
特
徴
の
う
ち
、
本
稿
に
関
係
す
る
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る

（
５
）。

・
多
く
の
修
行
者
が
田
舎
の
山
地
に
集
ま
っ
た
た
め
、
頭
陀
行
の
み
で
は
運
営
が
困
難
に
な
り
、
元
来
戒
律
で
禁
じ
ら
れ
て

い
た
農
業
・
労
働
（
作
務
）
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
集
団
に
よ
る
修
行
生
活
の
規
範
と
し
て
、
菩
薩
戒
が
重
視

さ
れ
た
。

・
悟
り
、
す
な
わ
ち
今
生
で
の
成
仏
を
目
指
し
、
坐
禅
の
中
で
観
心
（
本
来
清
浄
の
心
、
仏
性
を
看
る
こ
と
）
や
称
名
念
仏
に
励
む

こ
と
が
最
重
要
視
さ
れ
た
。
た
だ
し
観
心
も
念
仏
も
試
行
錯
誤
の
段
階
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
東
山
法
門
は
、
五
祖
弘
忍
か
ら
印
可
を
得
た
弟
子
た
ち
に
よ
り
、
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
中
、

本
稿
に
関
係
深
い
者
の
み
を
挙
げ
る
と
、
洛
陽
近
く
の
嵩す

う
ざ
ん山

（
現
河
南
省
登と

う
ほ
う封

市
）
に
入
っ
た
法ほ

う
に
よ如

（
六
三
八
～
六
八
九
）・
神じ

ん

秀し
ゆ
う（

？
～

七
〇
六
）、
そ
し
て
故
郷
の
広
東
省
曹
渓
に
帰
っ
た
恵え

　
の
う能

（
六
三
八
～
七
一
三
）
ら
が
重
要
で
あ
る
。

東
都
洛
陽
近
郊
の
霊
山
で
あ
る
嵩
山
に
入
っ
た
法
如
は
、そ
の
碑
文
「
唐
中
岳
沙
門
釈
法
如
禅
師
行
状
」
に
よ
れ
ば
、晩
年
に
「
禅

法
を
開
か
ん
こ
と
を
請

（
６
）」

わ
れ
て
い
る
。
垂
拱
二
年
（
六
八
六
）、
法
如
は
こ
れ
に
「
開か

い
ほ
う法

」、
つ
ま
り
菩
薩
戒
の
授
戒
・
坐
禅
法
の

伝
授
・
説
法
な
ど
を
含
む
布
教
を
も
っ
て
こ
た
え
、
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
進
出
に
よ
り
、
禅
宗
は
嵩
山
に
参
詣

す
る
王
侯
貴
族
の
帰
依
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
法
如
は
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
に
入
滅
し
て
し
ま
う
。

法
如
の
あ
と
に
は
、
同
じ
く
弘
忍
門
下
の
神
秀
・
玄
賾さ

く

ら
が
都
に
入
り
、
法
如
の
築
い
た
足
場
を
引
き
継
い
で
、
禅
の
教
え
を

宣
揚
し
た
。
特
に
大
通
禅
師
こ
と
神
秀
は
、武
則
天
に
深
く
帰
依
さ
れ
、久
視
年
中
（
七
〇
〇
）、洛
陽
に
招
か
れ
入じ

ゆ

内だ
い

供
養
を
受
け
、

皇
族
に
授
戒
し
、「
両
京
（
長
安
・
洛
陽
）
の
法
主
、
三
帝
（
武
則
天
・
中
宗
・
睿
宗
）
の
国
師

（
７
）」

と
称
さ
れ
た
。
禅
宗
が
具
体
的
な
権

威
と
勢
力
を
持
っ
た
の
は
、
こ
の
神
秀
以
降
と
評
さ
れ
る
。

神
秀
の
没
後
、
こ
れ
を
継
い
だ
弟
子
は
普
寂
（
六
五
一
～
七
三
九
）・
義
福
（
六
五
八
～
七
三
六
）
で
、
特
に
大
照
禅
師
こ
と
普
寂
は
、

玄
宗
期
の
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
以
降
、勅
命
で
嵩
山
か
ら
長
安
に
居
を
移
し
、入
滅
す
る
開
元
二
十
七
年
（
七
三
九
）
に
至
る
ま
で
、

仏
教
界
を
代
表
す
る
僧
と
目
さ
れ
、
開
法
を
通
じ
て
朝
野
の
信
仰
を
集
め
た
。
の
ち
に
師
・
神
秀
へ
の
賛
辞
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
二

京
（
長
安
・
洛
陽
）
の
法
主
、
三
帝
（
中
宗
・
睿
宗
・
玄
宗
）
の
門
師

（
８
）」

と
称
さ
れ
た
。

都
に
進
出
し
た
彼
ら
の
観
心
の
特
徴
を
、
玄
賾
の
弟
子
・
浄
覚
に
よ
り
七
一
三
～
七
一
六
年
に
編
ま
れ
た
灯
史
で
あ
る
『
楞
伽

師
資
記

（
９
）』

を
も
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
に
は
、
衆
生
の
身
中
に
は
清
浄
な
る
日
輪
に
譬
え
ら
れ
る
仏
性
が
あ
る
が
、
煩
悩
・

妄
念
の
雲
霧
に
覆
わ
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
そ
し
て
雲
霧
を
払
え
ば
仏
に
他
な
ら
な
い
心
が
顕
現
す
る
と
し
、
そ
の
雲
霧
の
払
い

方
と
し
て
様
々
な
禅
観
を
挙
げ
て
い
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
坐
禅
の
中
で
観
心
（
看
心
）
を
行
い
、
妄
念
を
払
い
、
心
を
浄き

よ

め
、
自

ら
の
仏
性
を
見
る
こ
と
で
悟
り
に
至
る
と
考
え
た
。
特
に
観
心
に
つ
い
て
は
「
心
を
実
体
的
な
対
象
物
と
し
て
面
前
に
措そ

　
て
い定

し
、

そ
れ
の
集
中
、
安
定
、
浄
化
、
観
照
を
進
め
て
ゆ
く

A
C
B

」
と
評
さ
れ
、
有
相
的
な
傾
向
が
強
く
、
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
っ
た

と
い
う
。
ま
た
払
う
→
浄
め
る
→
見
る
→
顕
現
す
る
と
い
う
過
程
が
生
じ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
漸
次
の
禅
観
で
あ
る
。
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開
元
八
年
（
七
二
〇
）、
恵
能
の
弟
子
と
称
す
る
神じ

ん
ね
　会

（
六
八
四
～
七
五
八
）
が
、
勅
に
よ
り
南
陽
（
河
南
省
南
陽
市
）
龍
興
寺
に
配
住

さ
れ
た
。
以
降
、
神
会
は
、
天
宝
四
載
（
七
四
五
）
に
洛
陽
の
荷か

　
た
く沢

寺
に
移
る
ま
で
、
基
本
的
に
こ
の
地
で
神
秀
・
普
寂
ら
を
批
判

し
た
。
そ
の
批
判
内
容
を
、
ま
ず
は
こ
の
時
期
に
僧
俗
へ
授
戒
し
た
時
の
説
法
の
記
録
で
あ
る
『
南
陽
和
上
頓
教
解
脱
禅
門
直
了

性
壇
語

A
D
B

』（
以
下
『
壇
語
』）
に
見
て
み
よ
う
。
前
述
し
た
通
り
、
都
で
支
持
さ
れ
た
禅
の
観
心
の
特
徴
は
「
心
を
実
体
的
な
対
象
物

と
し
て
面
前
に
措
定
」
し
、
漸
次
に
煩
悩
・
妄
念
と
い
う
雲
霧
を
払
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
神
会
は
、
実
体
的

な
対
象
物
は
空
寂
で
あ
る
か
ら
心
の
表
象
に
成
り
え
ず
、
作
意
せ
ず
思
念
を
起
こ
さ
ず
に
、
つ
ま
り
無
念
で
仏
性
を
見
る
（
＝
仏
性

自
ら
仏
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
＝
見け

ん
し
よ
う
　

性
）
べ
き
と
主
張
し
た

A
E
B

。
し
か
も
そ
の
自
覚
は
、
雲
霧
な
ど
何
か
を
払
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
瞬
間
的
、
つ
ま
り
頓
に
「
そ
う
で
あ
る
」
と
得
ら
れ
る
の
で
、
頓
漸
の
面
で
そ
れ
ま
で
の
禅
と
決
定
的
に
異
な
る

と
し
た
。

ま
た
同
じ
く
南
陽
時
代
の
神
秀
・
普
寂
批
判
が
う
か
が
え
る
資
料
と
し
て
、
開
元
十
八
～
二
十
年
（
七
三
〇
～
七
三
二
）
に
行
な

わ
れ
た
討
論
の
記
録
が
、
弟
子
の
独ど

つ
こ
　
は
い

孤
沛
に
よ
り
『
菩
提
達
摩
南
宗
定
是
非
論

A
F
B

』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
批
判
内
容
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
に
関
連
深
い
二
点
の
事
項
の
み
挙
げ
る
。

・
神
秀
→
普
寂
の
系
譜
に
よ
る
教
え
は
漸
教
の
「
北
宗

A
G
B

」
で
あ
る
と
批
判
。
師
僧
で
あ
る
恵
能
の
系
統
こ
そ
が
正
統
の
「
南
宗
」

で
、
頓
悟
の
教
え
で
あ
る
と
す
る
。

・
北
宗
の
禅
風
を
「
凝
心
入
定
、
住
心
看
浄
、
起
心
外
照
、
摂
心
内
証
（
心
を
凝
ら
し
て
定
に
入
り
、
心
を
住と

ど

め
て
浄
を
看
、
心
を
起

こ
し
て
外
に
照
し
、
心
を
摂お

さ

め
て
内
に
証
す

A
H
B

）」
と
ま
と
め
、
こ
れ
を
「
愚
人
の
法
」
と
痛
烈
に
批
判
。

こ
れ
ら
の
批
判
が
的
を
得
て
い
る
か
は
さ
て
お
き
、
精
力
的
な
布
教
に
よ
り
、
世
間
に
徐
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
洛
陽
の
荷
沢

寺
に
進
出
し
た
後
は
、
さ
ら
に
入
門
者
・
在
家
信
者
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
当
然
、
北
宗
側
の
反
発
を
招
き
、
讒
言

に
よ
り
配
流
さ
れ
、
安
史
の
乱
の
さ
中
、
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
配
流
先
の
荊
州
開
元
寺
で
没
し
た
と
伝
え
る
。
な
お
『
宋
高
僧
伝
』

の
み
に
、安
史
の
乱
の
際
、神
会
が
香
水
銭
の
献
納
を
も
っ
て
名
誉
回
復
を
果
た
し
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
が
あ
る

A
I
B

。
し
か
し
現
在
、

こ
れ
を
史
実
と
見
な
す
研
究
者
は
少
な
い
。

以
上
、
八
世
紀
前
半
の
禅
宗
の
動
向
を
概
観
し
て
き
た
。
禅
宗
が
東
山
か
ら
嵩
山
→
両
京
と
進
出
す
る
中
、
禅
宗
の
内
部
で
、

正
統
の
所
在
や
、
観
心
と
そ
れ
に
よ
る
頓
漸
の
悟
り
の
問
題
が
先
鋭
化
し
た
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
の
場
合

安
史
の
乱
以
前
の
禅
密
交
渉
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
善
無
畏
（
六
三
七
～
七
三
五
）
が
授
戒
作
法
な
ど
に
つ
い
て
説
い
た
『
無む

　
い
　
さ
ん

畏
三

蔵ぞ
う
ぜ
ん
よ
う

禅
要
』
一
巻
（
以
下
『
禅
要
』
と
略
記
）
を
取
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
国
に
伝
来
し
た
中
期
密
教
と
、
両

京
に
進
出
し
た
禅
宗
と
の
、
最
初
期
の
交
渉
を
具
体
的
に
伝
え
る
文
献
だ
か
ら
で
あ
る
。『
禅
要
』
の
冒
頭
と
末
尾
に
記
さ
れ
た
造

論
の
由
来
に
よ
る
と
、
善
無
畏
が
北
宗
の
敬
賢
（
景
賢
と
も　

六
六
〇
～
七
二
三
）
と
仏
法
に
つ
い
て
「
対
論
」
し
、
そ
の
内
容
を
第

三
者
の
禅
僧
が
記
録
し
た
、
と
あ
る
。
敬
賢
は
、
前
節
で
見
た
神
秀
の
高
弟
で
、
嵩
山
の
会え

　
ぜ
ん善

寺じ
　

の
僧
で
あ
る
。「
対
論
」
の
記
録

を
長
安
・
西
明
寺
の
慧
敬
が
「
撰
集
」
し
、
さ
ら
に
名
前
不
詳
の
編
者
が
「
再
詳
補
」
し
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
三
段
階
を
経
て
我
々

の
知
る
『
禅
要
』
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る

A
J
B

。「
対
論
」
そ
の
も
の
の
時
期
は
、
善
無
畏
が
長
安

に
入
っ
た
開
元
四
年
（
七
一
六
）
が
上
限
と
な
り
、
敬
賢
の
没
年
で
あ
る
開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
が
下
限
と
な
る
の
で
、『
大
日
経
』

訳
出
（
七
二
五
年
）
以
前
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
『
禅
要
』
の
構
成
は
、
前
半
に
菩
薩
戒
の
授
戒
作
法
が
十
一
門
に
分
け
て
説
か
れ
、
後
半
で
は
密
教
の
禅
定
法
を
紹
介
す

る
と
い
う
、
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
前
半
の
授
戒
作
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
勝
又
俊
教
・
苫
米
地
誠
一

A
K
B

に
よ
り
詳

細
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
が
付
け
加
え
る
こ
と
は
特
に
無
い
。
後
半
の
密
教
禅
定
法
は
、「
頓
に
衆
生
の
心
地
を
開
き
、
速
や
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か
に
道
を
悟
ら
し
む

A
L
B

」
た
め
に
説
く
と
し
、
実
際
、
文
中
に
「
速
や
か
に
…
…
」
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
。
木
村
秀
明
は
、
そ
の

内
容
を
「
そ
こ
に
説
か
れ
る
坐
法
・
呼
吸
法
・
観
想
法
な
ど
は
イ
ン
ド
の
基
本
的
な
禅
定
法
お
よ
び
密
教
的
な
観
想
法
を
か
な
り

正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
中
国
的
な
要
素
は
見
出
さ
れ
な
い

A
M
B

」
と
評
し
て
い
る
。

以
上
が
『
禅
要
』
の
基
本
情
報
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
敬
賢
が
善
無
畏
に
仏
法
を
問
う
必
然
性
と
、
善
無
畏
に
よ
る
回
答
の
意
図

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
に
ま
ず
重
要
な
の
は
、
質
問
者
・
敬
賢
の
置
か
れ
た
立
場
へ
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
れ
に

つ
い
て
三
点
に
整
理
す
る
。

①
密
教
的
観
想
法
へ
の
興
味

当
時
の
北
宗
に
お
け
る
観
心
は
、前
節
で
見
た
通
り
基
本
的
に
有
相
の
禅
（
面
前
に
具
体
的
に
心
の
す
が
た
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
）
で
あ
り
、

仏
心
を
覆
う
妄
念
を
い
か
に
除
去
す
る
か
を
工
夫
す
る
と
い
う
段
階
に
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
北
宗
は
、
都
市
を
拠
点
と
し

た
こ
と
で
、
か
つ
て
東
山
法
門
で
行
わ
れ
た
作
務
は
行
わ
れ
ず
、
日
常
生
活
と
「
悟
り
」
の
一
致
が
後
退
し
た
ぶ
ん
、
内
観
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
た
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る

A
N
B

。

一
方
、『
禅
要
』
後
半
で
教
示
さ
れ
る
密
教
の
観
想
法
は
、
心
を
月
輪
と
し
て
面
前
に
想
い
、
広
観
・
斂
観
を
駆
使
す
る

A
O
B

も
の
で
、

有
相
の
禅
と
親
和
性
が
高
い
。
善
無
畏
は
、折
し
も
開
元
五
年
（
七
一
七
）
に
『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』
を
訳
出
し
て
お
り

A
P
B

、そ
の
中
に
、

ま
さ
に
月
輪
を
想
い
、
広
観
・
斂
観
を
修
す
よ
う
に
指
示
す
る
場
面
が
あ
る

A
Q
B

。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
観
心
の
あ
り
方
を
模
索
し
て

い
た
禅
僧
が
、
新
た
に
訳
さ
れ
た
『
求
聞
持
法
』
を
読
み
、
密
教
の
観
想
法
に
興
味
を
懐
い
て
「
対
論
」
に
至
り
、
善
無
畏
か
ら

月
輪
の
観
想
法
を
教
授
さ
れ
た
、
と
い
う
捉
え
方
が
で
き
る
。

②
密
教
の
授
戒
法
へ
の
興
味

前
節
で
見
た
通
り
、
北
宗
は
開
法
を
通
じ
て
支
持
を
広
げ
て
い
た
。
開
法
と
は
、
参
加
者
か
ら
布
施
を
受
領
し
、
主
に
菩
薩
戒

の
授
戒
と
、
坐
禅
等
の
指
南
、
説
法
な
ど
を
含
む
仏
事
で
あ
る
。
伊
吹
敦
は
こ
れ
を
「
い
わ
ば
今
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
類
す

る
も
の

A
R
B

」、
つ
ま
り
参
加
体
験
型
の
講
座
と
見
な
し
て
い
る
。
当
時
、「
対
論
」
の
相
手
・
敬
賢
の
属
す
る
会
善
寺
を
含
む
嵩
山
の

戒
壇
は
有
名
で
あ
り

A
S
B

、
敬
賢
自
身
北
宗
の
有
力
僧
と
し
て
、
開
法
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
敬
賢
が
、
新
来

の
密
教
の
授
戒
法
に
興
味
を
懐
い
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

も
う
一
点
、
密
教
の
授
戒
法
に
興
味
を
懐
く
因
子
が
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
教
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
元
七
年

（
七
一
九
）
に
イ
ン
ド
遊
学
か
ら
帰
国
し
た
浄
土
教
の
慈
愍
三
蔵
慧
日
は
、
禅
宗
の
流
行
を
目
の
当
た
り
に
し
、『
浄
土
慈
悲
集

A
T
B

』
を

著
し
て
、
禅
宗
に
対
し
、
禅
定
の
み
を
正
し
い
修
行
と
す
べ
き
で
な
い
、
在
家
戒
で
あ
る
斎
戒
す
ら
保
て
て
い
な
い
、
な
ど
と
批

判
し
た
。
か
ね
て
か
ら
北
宗
で
は
、
都
の
大
寺
院
に
お
い
て
、
戒
律
を
守
る
他
宗
の
僧
ら
と
集
団
で
生
活
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
た
。
そ
の
上
、
出
家
の
際
に
具
足
戒
を
受
け
て
い
る
世
代
が
北
宗
内
で
も
台
頭
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
批
判
を
契
機
に
、
戒

律
を
重
視
す
る
方
針
に
転
換
す
る

A
U
B

。
こ
の
よ
う
に
、
戒
律
重
視
へ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
敬
賢
が
善
無
畏
の
授
戒
法
に
興

味
を
懐
く
背
景
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、『
浄
土
慈
悲
集
』
の
成
立
し
た
開
元
七
年
（
七
一
九
）
以
降
に
「
対

論
」
が
行
わ
れ
た
可
能
性
の
方
が
、
よ
り
高
く
な
る
。

③
神
会
へ
の
反
論

前
節
で
見
た
通
り
、
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
に
南
陽
の
龍
興
寺
に
入
っ
た
神
会
は
、
北
宗
へ
の
批
判
を
繰
り
広
げ
た
。
そ
の
批
判

内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
観
心
法
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
北
宗
の
有
相
的
な
観
心
に
対
し
、
神
会
は
、
対
象

物
は
有
相
で
は
な
く
空
寂
で
あ
る
か
ら
心
の
表
象
に
成
り
え
ず
、
作
意
せ
ず
、
思
念
を
起
こ
さ
ず
に
、
無
念
で
仏
性
を
見
る
（
＝

仏
性
自
ら
仏
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
）
べ
き
と
主
張
し
た
。
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『
禅
要
』
後
半
に
は
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
無
畏
が
、
密
教
観
想
法

を
教
示
す
る
中
、
特
に
「
念
」
に
つ
い
て
注
意
す
る
場
面
で
あ
る
。

輸
波
迦
羅
（
＝
善
無
畏
）
三
蔵
の
曰
く
。「
汝
、
初
学
の
人
、
多
く
起
心
動
念
を
懼お

そ

れ
て
、
進
求
を
罷や

息め

て
、
専
ら
無
念
を
守

り
て
以
て
究
竟
と
為
せ
ば
、
即
ち
増
長
を
覓も

と

め
て
も
不
可
得
な
り
」
と

A
V
B

。

中
国
禅
宗
史
研
究
者
の
ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
マ
ク
レ
ー
は
、
右
の
文
を
「
想
念
な
き
状
態
（
無
念
）
を
究
極
の
も
の
と
し
、
そ
れ
を
維

持
す
る
こ
と
に
専
注
し
て
い
た
の
で
は
、長
く
修
行
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、〔
ゴ
ー
ル
の
〕達
成
は
不
可
能
に
な
る

A
W
B

」と
意
訳
し
て
い
る
。

『
禅
要
』
で
は
続
い
て
、
自
ら
の
自
性
清
浄
心
を
観
察
す
る
た
め
、
四
尺
ほ
ど
離
れ
た
目
前
に
、
心
を
一
肘
ほ
ど
の
大
き
さ
の

月
輪
と
し
て
観
想
す
る
方
法
を
教
示
す
る
。
こ
の
方
法
は
①
で
い
う
北
宗
の
「
有
相
の
禅
」
を
肯
定
し
、
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ

ろ
う
。
善
無
畏
は
そ
の
注
意
点
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
そ
の
浄
月
は
）
猶
し
虚
空
の
如
し
。
亦
た
空
の
解
を
作
す
莫な

か

れ
。
無
念
等
を
以
て
の
故
に
、
虚
空
の
如
し
、
と
説
け
ど
も
、

空
な
る
想
を
謂い

　

う
に
は
非
ず
。
久
久
に
能
く
熟
す
れ
ば
、
行
住
坐
臥
、
一
切
時
処
に
、
作
意
と
不
作
意
と
、
任
運
に
相
応
し

て
罣
礙
す
る
所
無
け
ん

A
X
B

。

こ
の
注
意
は
、
自
心
に
他
な
ら
な
い
浄
月
を
「
果
て
し
な
い
」
と
い
う
意
味
で
「
虚
空
」
に
例
え
た
が
、「
虚
空
」
の
「
空
」

と
い
う
言
葉
尻
を
つ
か
ま
え
て
、
自
心
で
あ
る
浄
月
も
「
空
な
る
想
」
と
し
て
曲
解
し
、
無
念
を
タ
テ
に
こ
の
観
法
を
否
定
し
て

は
な
ら
な
い
、と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、こ
れ
に
熟
達
す
れ
ば
、生
活
の
一
切
に
お
い
て
、「
作
意
」
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、

こ
の
観
法
は
成
立
す
る
、
と
締
め
く
く
る
。
こ
こ
で
否
定
さ
れ
る
傍
線
部
「
空
解
」「
空
想
」
は
、
文
脈
か
ら
虚
無
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
二
つ
の
引
用

A
Y
B

に
お
け
る
善
無
畏
の
注
意
は
、
明
ら
か
に
神
会
の
無
念
説
や
作
意
の
否
定
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
善
無

畏
は
、
討
論
者
で
あ
る
敬
賢
か
ら
神
会
の
主
張
を
伝
え
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
内
容
が
正
確
に
善
無
畏
に
伝
え
ら
れ
て
い

た
か
は
疑
わ
し
い
。
特
に
無
念
と
い
う
新
奇
な
説
は
、
北
宗
側
に
虚
無
主
義
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
と

も
あ
れ
、
こ
こ
で
唐
突
に
無
念
や
作
意
に
言
及
す
る
の
は
、
神
会
説
の
否
定
と
い
う
目
的
以
外
に
理
由
を
見
出
し
が
た
い
。
つ
ま

り
北
宗
側
の
思
惑
は
、
玄
宗
か
ら
篤
く
敬
わ
れ
て
い
る
善
無
畏
か
ら
、
神
会
説
の
否
定
と
北
宗
の
観
心
法
の
是
認
、
こ
れ
ら
の
言

質
を
と
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
、
と
い
う
捉
え
方
が
で
き
る
。

以
上
三
点
の
検
証
か
ら
、『
禅
要
』
編
纂
の
背
景
に
は
、北
宗
側
の
①
②
の
関
心
の
ほ
か
、③
の
期
待
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
、こ
の
「
対

論
」
自
体
が
、
北
宗
側
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
文
中
で
幾
度
も
「
速
や
か
」
と
強
調
さ
れ
る
の
も
、
神
会
か
ら

漸
教
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
意
思
表
示
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
禅
要
』
が
二
部
構
成
で
あ
る
の
は
、
②
で
述
べ
た
、

北
宗
禅
の
参
加
体
験
型
の
開
法
に
準
じ
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。
未
経
験
者
も
参
加
す
る
開
法
に
関
し
て
編
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、

後
半
の
密
教
禅
定
法
の
内
容
が
基
礎
的
な
の
で
あ
ろ
う
。

善
無
畏
は
、
実
際
に
菩
薩
戒
を
授
戒
し
て
お
り
、
受
者
と
し
て
北
宗
の
守
真
（
七
〇
〇
～
七
八
〇
）
や
律
僧
の
曇
一
（
六
九
二
～

七
七
一
）
が
記
録
に
残
る

A
Z
B

。
そ
の
授
戒
会
は
、『
禅
要
』
の
内
容
の
ご
と
く
、
受
戒
を
終
え
た
受
者
が
、
続
け
て
密
教
の
基
礎
的
な

禅
定
法
と
観
想
法
を
体
験
す
る
よ
う
な
構
成
だ
っ
た
、
と
想
像
さ
れ
る
。
の
ち
に
訳
出
す
る
『
大
日
経
』
の
七
日
作
壇
法
の
内
容

を
か
ん
が
み
れ
ば
、
菩
薩
戒
の
授
戒
の
翌
日
は
入
壇
灌
頂
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
善
無
畏
に
よ
る
灌
頂
執
行
を
確
実
に
裏
付

け
ら
れ
る
記
録
は
、
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い

A
[
B

。
つ
ま
り
善
無
畏
に
よ
る
菩
薩
戒
授
戒
は
、
入
壇
灌
頂
の
前
提
と
し
て
で
は
な
く
、

禅
宗
の
開
法
の
よ
う
な
構
成
に
則
っ
て
そ
の
中
で
行
わ
れ
た
、
と
考
え
て
よ
い
。

先
に
、「
対
論
」
そ
の
も
の
の
時
期
は
、
開
元
四
年
～
十
一
年
（
七
一
六
～
七
二
三
）
と
し
た
。
こ
の
精
度
を
上
げ
る
た
め
に
は
、

北
宗
側
が
神
会
の
批
判
を
い
つ
か
ら
把
握
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
前
節
で
見
た
『
壇
語
』『
菩
提
達

摩
南
宗
定
是
非
論
』
等
は
全
て
、
弟
子
が
の
ち
に
編
纂
し
た
も
の
で
、
具
体
的
に
神
会
が
い
つ
か
ら
北
宗
批
判
を
開
始
し
た
の
か
、
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実
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
敬
賢
の
没
年
で
あ
る
開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
が
下
限
で
あ
る
こ
と
を
基
点
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ

れ
ま
で
に
神
会
の
批
判
が
北
宗
に
届
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
会
が
批
判
を
開
始
し
た
の
は
、
お
お
ま
か
に

南
陽
龍
興
寺
に
入
っ
た
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
以
降
、
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
後
の
二
回
の
編
纂
時
に
、
無
念
へ
の

言
及
な
ど
が
書
き
加
え
ら
れ
た
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、「
対
論
」
の
時
期
は
開
元
八
年
～
十
一
年
（
七
二
〇
～
七
二
三
）、
場

所
は
そ
の
時
の
善
無
畏
の
住
寺
で
あ
る
長
安
・
西
明
寺
と
い
う
結
果
に
な
る
。
①
で
言
及
し
た
『
求
聞
持
法
』
の
訳
出
が
開
元
五

年
（
七
一
七
）、
②
で
言
及
し
た
『
浄
土
慈
悲
集
』
が
開
元
七
年
（
七
一
九
）
以
降
の
撰
述
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
の
矛
盾
も
無
い
。

な
お
こ
こ
で
引
い
た
『
禅
要
』
の
内
容
は
、
異
本
で
あ
る
『
最
上
乗
受
菩
提
心
戒
及
心
地
秘
訣

A
\
B

』（
以
下
『
心
地
秘
訣
』
と
略
記
）

で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
書
は
内
容
が
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、『
禅
要
』
で
は
善
無
畏
と
敬
賢
の
関
係
が

対
等
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
心
地
秘
訣
』
だ
と
明
ら
か
に
善
無
畏
が
敬
賢
か
ら
教
え
を
請
わ
れ
る
立
場
に
な
っ
て
い
る

A
]
B

。

ま
た
三
段
階
の
成
立
過
程
に
関
わ
っ
た
人
物
が
、
左
の
表
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
。

一
、
記
者

二
、
撰
集

三
、
再
詳
補
（
勘
）

『
無
畏
三
蔵
禅
要
』

（
明
記
無
し
）

京
西
明
寺
慧
警
禅
師

（
明
記
無
し
）

『
心
地
秘
訣
』

弟
子
沙
門
一
行

（
明
記
無
し
）

京
大
興
善
寺
沙
門
惠
林

『
心
地
秘
訣
』は
、「
対
論
」の
筆
記
者
が
一
行
に
な
っ
て
お
り
、「
再
詳
勘
」す
な
わ
ち
最
終
編
集
者
を「
惠
林
」と
す
る
。
こ
の「
惠

林
」
が
『
一
切
経
音
義

A
^
B

』
を
著
し
た
慧
琳
（
七
三
七
～
八
二
〇
）
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
名
前
が
仮
託
だ
と
し
て
も
、
密
教
に

縁
深
い
両
者
を
選
ん
で
い
る
時
点
で
、『
心
地
秘
訣
』
は
密
教
側
の
僧
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
推
定
さ
れ
る

A
_
B

。
ま

た
空
海
は
『
禅
要
』
を
請
来
し
て
お
り
、『
心
地
秘
訣
』
は
円
行
・
円
仁
・
恵
運
・
宗
叡
の
請
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
心
地
秘
訣
』

は
空
海
帰
朝
（
八
〇
六
年
）
よ
り
後
の
成
立
で
、
記
者
が
一
行
と
い
う
の
も
仮
託
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
、『
禅
要
』
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
。
神
会
に
よ
る
北
宗
批
判
を
背
景
に
、
善
無
畏
か
ら
北
宗
の
教
え
を
是
認
し
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
思
惑
か
ら
な
さ
れ
た
「
対
論
」
で
あ
る
た
め
、
双
方
に
影
響
と
言
え
る
ほ
ど
の
言
説
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、

神
会
へ
の
最
初
期
の
反
論
で
あ
る
た
め
か
、
北
宗
側
の
無
念
理
解
に
誤
解
も
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
善
無
畏
に
と
っ
て
は
、
新
来

の
密
教
を
布
教
す
る
上
で
開
法
と
い
う
効
果
的
な
手
段
を
得
た
、
と
言
い
得
る

A
`
B

。
た
だ
し
授
戒
が
メ
イ
ン
の
開
法
を
布
教
の
手
段

と
す
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
灌
頂
の
周
知
に
至
ら
な
か
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
こ
の
点
、
開
法
と
い
う
手
段
を
用
い
た
形
跡
の
無

い
金
剛
智
が
、
灌
頂
を
も
っ
て
布
教
し
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

三
、一
行
禅
師
の
修
禅
と
密
教
の
実
践

次
に
、
一
行
禅
師
（
六
八
三
～
七
二
七
）
に
お
け
る
禅
の
修
行
と
密
教
の
受
容
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
一
行
は
北
宗
の
普
寂
の
弟

子
に
な
り

A
a
B

、
荊
州
玉
泉
山
で
律
や
天
台
も
学
ん
で
い
る
。
そ
の
後
は
周
知
の
よ
う
に
、
来
唐
し
た
金
剛
智
を
訪
ね
て
灌
頂
を
授
け

ら
れ
、
善
無
畏
の
『
大
日
経
』
訳
出
に
協
力
し
、『
大
日
経
疏
』
を
筆
受
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
間
に
、
暦
算
に
お
い
て
も
大
き
な

功
績
を
残
し
て
お
り
、
多
才
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

本
節
で
は
、
一
行
が
『
大
日
経
』
と
関
わ
る
以
前
、
ど
の
よ
う
な
禅
と
密
教
を
経
験
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ
れ
ら

の
経
験
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
節
に
お
い
て
扱
う
『
大
日
経
』『
同
疏
』
に
積
極
的
に
関
与
し
た
理
由
が
、
よ
り
明
ら

か
に
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
普
寂
の
も
と
で
の
修
行
の
具
体
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
修
行
は
、
基
本
的
に
は

第
一
節
で
見
た
よ
う
な
北
宗
の
観
心
、
つ
ま
り
「
心
を
実
体
的
な
対
象
物
と
し
て
面
前
に
措
定
」
し
、
漸
次
に
煩
悩
・
妄
念
と
い

う
雲
霧
を
払
っ
て
い
く
よ
う
な
有
相
的
な
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
具
体
像
を
知
る
た
め
、最
澄『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
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の
一
行
の
項
（
逸
書
『
釈
氏
要
録
』
か
ら
の
引
用
）
に
あ
る
記
述
に
注
目
す
る
。

嵩
山
の
大
照
禅
師
（
普
寂
）
に
従
っ
て
禅
法
を
諮
受
し
、
深
く
心
要
に
達
し
て
無
生
を
契
悟
す
。
毎つ

ね

に
一
行
三
昧
を
研
精
す
。

因
み
て
以
て
名
と
す

A
b
B

。

こ
の
伝
か
ら
は
、
一
行
が
坐
禅
し
、
そ
の
観
心
の
中
で
「
無
生
（
一
切
事
象
の
本
質
は
空
で
あ
り
且
つ
実
相
で
あ
る
と
観
察
す
る
こ
と
で
、

一
切
事
象
の
不
生
不
滅
を
悟
る
）」
と
い
う
境
地
に
至
っ
た
こ
と
、
一
行
と
い
う
僧
名
が
「
一
行
三
昧
」
と
い
う
修
行
に
ち
な
む
こ
と
、

な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
一
行
三
昧
に
つ
い
て
は
、
北
宗
の
灯
史
『
楞
伽
師
資
記
』
道
信
章
に
「
我
が
此
の
法
要
は
、
…
…
『
文
殊

説
般
若
経
』
の
一
行
三
昧
に
依
る

A
c
B

」
と
あ
る
こ
と
や
、『
同
』
神
秀
章
に
伝
え
る
、
武
則
天
と
神
秀
の
以
下
の
会
話
（
七
〇
一
年
頃
）

か
ら
も
う
か
が
え
る
。

則
天
大
聖
皇
后
、神
秀
禅
師
に
問
う
て
曰
く
、伝
う
る
所
の
法
は
、誰
家
の
宗
旨
ぞ
。
答
え
て
曰
く
、蘄
州
の
東
山
法
門
を
稟
く
。

問
う
、
何
の
典
誥
に
か
依
る
。
答
え
て
曰
く
、『
文
殊
説
般
若
経
』
の
一
行
三
昧
に
依
る

A
d
B

。

こ
の
よ
う
な
重
大
場
面
で
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
行
三
昧
が
北
宗
の
修
行
の
代
名
詞
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。一
行
が
普
寂
の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
頃
も
、そ
の
傾
向
に
変
化
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。続
け
て『
楞
伽
師
資
記
』か
ら
、

一
行
三
昧
の
具
体
的
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

『
文
殊
説
般
若
経
』
に
云
わ
く
、「
文
殊
師
利
言
わ
く
、
世
尊
よ
、
云
何
な
る
を
か
一
行
三
昧
と
名
づ
く
。
仏
の
言
わ
く
、

法
界
は
一
相
な
り
。
縁
を
法
界
に
繋か

　

く
る
を
、
是
を
一
行
三
昧
と
名
づ
く
。（
中
略
）
善
男
子
善
女
人
に
し
て
、
一
行
三
昧

に
入
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
応
に
空
閑
に
処
し
て
諸
の
乱
意
を
捨
て
、
相
貌
を
取
ら
ず
、
心
を
一
仏
に
繋
け
て
、
専
ら

名
字
を
称
し
、
仏
の
方
所
に
随
っ
て
、
身
を
端
し
て
正
し
く
向
か
い
、
能
く
一
仏
に
於
い
て
念
念
相
続
す
れ
ば
、
即
ち
是

の
念
中
に
能
く
過
去
未
来
現
在
の
諸
仏
を
見
ん
。（
中
略
）
是
の
如
く
一
行
三
昧
に
入
る
者
は
、
尽
く
恒
沙
の
諸
仏
と
法
界

と
の
差
別
の
相
無
き
こ
と
を
知
る
」
と

A
e
B

。

つ
ま
り
一
行
三
昧
の
行
果
と
は
、
法
界
（
悟
り
の
世
界
）
と
同
化
し
て
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
行
三
昧
に
入
る
た
め

に
は
、
静
か
な
場
所
で
雑
念
を
捨
て
、
目
に
入
る
も
の
に
気
を
取
ら
れ
ず
、
任
意
の
仏
の
す
が
た
を
想
い
、
姿
勢
を
正
し
て
ひ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
ら
そ
の
名
号
を
と
な
え
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
説
か
れ
て
い
る
。
一
行
は
、
こ
の
一
行
三
昧

A
f
B

を
熱
心
に
修
行
し
、
成
就
し
て
、
諸
仏
に
見ま

み

え
、

分
別
を
超
え
た
悟
り
の
境
地
に
達
し
た
ゆ
え
、「
一
行
」
の
名
を
得
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
こ
こ
ま
で
普
寂
の
も
と
で
の
修
行
、
す

な
わ
ち
一
行
三
昧
の
具
体
像
を
確
認
し
た
。

そ
の
後
、開
元
八
年
（
七
二
〇
）
以
降
、一
行
は
来
唐
し
た
金
剛
智
を
訪
ね
た
。
そ
の
様
子
は
、一
行
が
入
滅
し
て
三
年
後
（
七
三
〇

年 

）
に
編
ま
れ
た
智
昇
『
続
古
今
訳
経
図
紀
』
に
、
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
金
剛
智
は
）
開
元
八
年
中
、
方
に
京
邑
に
届
く
。
是
に
於
い
て
広
く
秘
教
を
弘
め
、
曼
荼
羅
を
法
に
依
り
て
作
成
し
て
建
つ
。

皆
な
霊
瑞
を
感
ず
。
沙
門
一
行
、斯
の
秘
法
を
欽う

や
ま
　い

、し
ば
し
ば
諮し

じ
ゆ
ん詢

に
就
く
。
智
を
ば
一

い
ち
い
ち指

陳
す
。
復
た
壇
を
立
て
灌
頂
す
。

一
行
、
敬
っ
て
斯
の
法
を
受
け
、
訳
と
流
通
を
請
う

A
g
B

。

こ
こ
か
ら
、
ま
ず
金
剛
智
は
如
法
に
「
曼
荼
羅
」
を
建
て
て
「
皆
な
霊
瑞
を
感
じ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
曼
荼
羅
へ
の
投
花
を

と
も
な
う
結
縁
灌
頂
を
行
い
「
広
く
秘
教
を
弘
め
」
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
評
判
を
聞
い
た
一
行
は
金
剛
智
を
訪
ね
、

密
教
の
荘
厳
に
心
打
た
れ
（
欽
斯
秘
法
）、
し
ば
し
ば
金
剛
智
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
り
（
数
就
諮
詢
）、
金
剛
界
曼
荼
羅
中
の
五
智

如
来
を
一
々
指
さ
し
て
説
明
を
受
け
た
り
（
智
一
指
陳
）
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、「
復
た
壇
を
立
て
」、
す
な
わ

ち
投
花
の
曼
荼
羅
と
は
別
の
灌
頂
壇
（
正
覚
壇
）
を
建
立
さ
れ
た
こ
と
で

A
h
B

、
一
行
は
金
剛
智
か
ら
本
格
的
な
灌
頂
を
受
法
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
そ
の
灌
頂
壇
で
、「
敬
っ
て
斯
の
法
を
受
け
」
た
と
い
う
の
は
、
一
行
が
先
に
曼
荼
羅
に
投
花
し
て
結
縁
し

た
一
尊
の
念
誦
法
を
、
金
剛
智
か
ら
受
法
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
連
の
受
法
に
感
激
し
た
一
行
は
、

金
剛
智
に「
訳
と
流
通
を
請
う
」た
の
で
あ
る
。
一
行
が
ど
の
尊
格
に
結
縁
し
た
の
か
は
勿
論
不
明
だ
が
、未
経
験
者
が
一
尊
法
（
任

意
の
尊
格
と
三
密
行
を
も
っ
て
相
応
す
る
た
め
の
密
教
念
誦
法
）
に
習
熟
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
時
間
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
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と
は
、
の
ち
の
不
空
三
蔵
の
発
言
に
は
な
る
が
、
弟
子
た
ち
へ
の
遺
言
に
「
み
な
一
尊
に
精
熟
し
て
修
持
せ
ば
、
成
仏
す
る
に
是

れ
余
り
有
る
べ
し

A
i
B

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
先
に
、
一
行
が
か
つ
て
普
寂
の
も
と
で
修
行
し
た
一
行
三
昧
は
、
任
意
の
仏
の
す
が
た
を
想
い

4

4

4

4

4

4

4

4

、
姿
勢
を
正
し
て
ひ

4

4

4

4

4

4

4

た
す
ら
そ
の
名
号
を
と
な
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
一
方
、
金
剛
智
の
伝
え
る
『
金
剛
頂
経
』
系
の
密

教
念
誦
法
で
は
、
任
意
の
本
尊
の
す
が
た
を
想
い
、
行
者
の
と
な
え
る
本
尊
の
真
言
が
字
列
と
な
っ
て
、
行
者
と
本
尊
の
心
月
輪

を
旋
転
し
、
両
者
を
往
還
し
て
繋
ぐ
。
そ
の
際
、
真
言
を
構
成
す
る
梵
字
は
単
な
る
文
字
で
は
な
く
、
音
と
色
を
と
も
な
い
、
そ

れ
ら
の
連
環
が
行
者
と
本
尊
の
同
調
を
促
し
て
い
く
。
密
教
念
誦
法
を
実
践
し
た
一
行
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
感
激
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
一
行
三
昧
で
は
行
者
→
仏
の
一
方
通
行
で
あ
っ
た
「
名
号
を
と
な
え
る
」
と
い
う
行
為
が
、
密
教
で

は
真
言
念
誦
に
変
わ
っ
て
、
自
身
と
本
尊
を
往
還
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
本
尊
と
の
強
い
一
体
感
、
引
い
て
は
法
界
と
の

同
化
を
自
覚
で
き
た
と
い
う
実
感
こ
そ
が
、
一
行
を
感
激
せ
し
め
た
と
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
密
教
念
誦
法
を
感
激
で
き
る
ほ

ど
成
就
で
き
た
の
は
、
勿
論
一
行
の
才
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
尊
を
想
い
、
本
尊
に
と
な
え
る
と
い
う
一
行
三
昧
の
経
験
が
下
地

に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
と
言
え
る
。

以
上
、
イ
ン
ド
伝
来
の
中
期
密
教
が
中
国
人
に
受
容
さ
れ
た
最
初
期
の
一
例
を
示
し
た
。
一
行
が
そ
う
な
り
得
た
こ
と
は
、
偶

然
で
は
な
く
、
北
宗
の
代
表
的
修
行
で
あ
る
一
行
三
昧
と
密
教
念
誦
法
の
親
和
性
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
（
実
は
似
て
非
な
る
も

の
で
は
あ
る
が
）。
開
元
十
一
年
（
七
二
三
）、
金
剛
智
が
『
略
出
念
誦
経
』
等
を
訳
出
す
る
際
、
北
宗
の
「
嵩
岳
沙
門
溫
古
」
が
筆
受

の
任
に
当
た
っ
た

A
j
B

の
も
、
一
行
の
同
門
と
い
う
理
由
以
上
に
、
や
は
り
密
教
へ
の
理
解
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
、『
大
日
経
疏
』
の
禅
宗
的
要
素

一
行
は
、開
元
十
二
年
（
七
二
四
）、洛
陽
の
大
福
先
寺
に
お
い
て
、善
無
畏
の
『
大
日
経
』
訳
出
に
協
力
し
、続
い
て
『
大
日
経
疏
』

を
筆
受
し
て
い
る
。『
大
日
経
疏
』
は
、
一
行
の
密
教
体
験
に
根
ざ
す
正
確
な
理
解
が
全
編
に
わ
た
っ
て
活
か
さ
れ
て
お
り
、「
禅

師
に
非
ざ
れ
ば
其
の
幽
関
を
扣
く
こ
と
能
わ
ず
」
と
讃
え
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
同
時
に
、
中
国
人
僧
が
「
意
を
失
わ
ん

こ
と
を
慮
っ
て
」
か
、
顕
教
の
教
義
を
も
理
解
の
呼
び
水
と
し
て
多
用
し
て
い
る

A
k
B

。
そ
の
う
ち
こ
こ
で
は
、
特
に
一
行
が
学
ん
だ

北
宗
の
思
想
が
『
大
日
経
』
の
理
解
・
解
釈
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
夙
に
指
摘

A
l
B

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
住
心
品

疏
か
ら
主
要
四
点
を
選
び
、
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
検
証
す
る
。

①
『
大
日
経
』
住
心
品
の
最
重
要
箇
所
「
云
何
が
菩
提
と
な
ら
ば
、
実
の
如
く
自
心
を
知
る
」
と
い
う
教
え
は
、
自
心
（
＝
仏

性
）
を
看
て
菩
提
（
悟
り
）
を
得
よ
う
と
す
る
北
宗
の
徒
に
と
っ
て
、
親
和
性
が
高
い
は
ず
で
あ
る
。『
経
』
で
は
、
そ
の
直
後
に
、

菩
提
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
し
て
「
虚
空
の
相
は
是
れ
菩
提
な
り
。
…
…
菩
提
は
無
相
な
る
が
故
に
」
と
説
く
。
対
応
す
る
『
疏
』

の
解
釈
部
分
を
示
す
。

譬
え
ば
虚
空
の
一
切
処
に
遍
じ
て
、
畢
竟
じ
て
浄
な
る
が
故
に
、
一
切
の
相
を
離
れ
て
、
動
も
無
く
分
別
も
無
く
、
変
易
す

べ
か
ら
ず
、
破
壊
す
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
是
の
如
く
等
の
小
分
相
似
を
以
て
の
故
に
、
無
相
の
菩
提
心
に
喩
う
。
然
も
是

の
中
に
複
た
無
量
無
辺
の
秘
密
甚
深
の
事
あ
り
。
実
に
は
世
間
の
虚
空
の
能
く
遍
喩
す
る
所
に
非
ず
。
冀
く
は
諸
の
学
者
、

意
を
得
て
筌
を
忘
れ
よ
。（
中
略
）
唯
し
是
れ
心
自
ら
心
を
証
し
、
心
自
ら
心
を
覚
る

A
m
B

。

『
経
』に
お
い
て
は
、菩
提（
悟
り
）と
は
虚
空
の
相
で
あ
り
、す
な
わ
ち
無
相（
定
ま
っ
た
す
が
た
を
も
た
な
い
）で
あ
る
と
説
く
。『
疏
』

で
は
虚
空
の
七
義
（
遍
一
切
処
・
浄
・
離
一
切
相
・
無
動
・
無
分
別
・
不
可
変
易
・
不
可
破
壊
）
を
挙
げ
た
上
で
、
世
間
で
言
う
虚
空
の
意
味
（
か

ら
っ
ぽ
・
虚
無
）
で
解
釈
し
て
し
ま
う
と
菩
提
も
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
し
て
「
諸
の
学
者
」
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
解
釈
を
問
題
と
し
た
か
と
い
う
と
、
第
一
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
北
宗
で
は
、
日
輪
に
例
え
ら
れ
る
菩
提
（
仏
性
）
を
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顕
現
さ
せ
る
た
め
、
迷
い
・
煩
悩
と
い
う
雲
を
坐
禅
の
中
で
取
り
除
く
と
い
う
、
有
相
的
な
観
念
が
基
調
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し『
疏
』に
お
い
て
は
、そ
も
そ
も
空
観
を
思
想
的
基
盤
と
す
る『
経
』の
内
容
を
受
け
て
、逆
に
無
相
を
強
調
す
る
解
釈
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
際
し
、
北
宗
の
思
想
を
背
景
に
持
つ
一
行
は
納
得
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、神
会
の
虚
空
観
と『
大
日
経
義
釈
』温
古
序
の
内
容
は
、示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ま
ず
神
会
は
、『
壇

語
』
に
お
い
て
、
菩
提
（
仏
性
）
を
「
今
、
虚
空
を
借
り
て
喩
と
為
す
。
虚
空
の
本
来
動
静
無
き
が
如
し
」
と
し
て
虚
空
に
た
と
え
、

さ
ら
に
別
箇
所
で「
心
若
し
無
相
な
ら
ば
、即
ち
是
れ
仏
心
な
り
」と
し
て
い
る

A
n
B

。
つ
ま
り
神
会
の
理
解
は
、右
の『
経
』と
同
じ
く
、

菩
提
＝
虚
空
＝
無
相
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
会
が
虚
空
・
無
相
を
「
空
寂
」
と
も
同
義
と
捉
え
て
い
る
点

A
o
B

に
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

次
に
北
宗
の
温
古
序
（
七
三
五
～
七
五
六
年
の
成
立
と
目
さ
れ
て
い
る

A
p
B

）
に
あ
る
、『
義
釈
』
編
著
の
目
的
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
世

の
学
者
、
有
相
を
存
す
る
こ
と
多
く
し
て
、
中
道
に
契
う
こ
と
罕ま

れ

な
り
」
と
い
う
問
題
意
識
の
下
、「
学
者
を
し
て
世
間
の
相
性
お

の
ず
か
ら
無
生
な
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
有
為
に
因
寄よ

　

せ
て
広
く
無
相
を
示
す

A
q
B

」
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
有
相
の
傾
向
が
強
い
「
世
の
学
者
」
と
は
北
宗
の
こ
と
で
、
彼
ら
に
無
相
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
無
相
を
正
義
と
す
る
点
で
、
神
会
の
主
張
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
相
関
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
も
と
も
と
菩
提
を
有
相
的
に
と
ら
え
て
い
た
北
宗
は
、
神
会
（『
壇
語
』）

に
「
菩
提
は
虚
空
に
喩
え
ら
れ
無
相
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
新
た
に
訳
さ
れ
た
『
大
日
経
』
の

重
要
箇
所
に
、
神
会
の
主
張
と
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
蔵
訳
も
同
内
容
）。
そ
こ
で
一
行
は
経
文
を
重
視
し
、「
菩

提
＝
虚
空
＝
無
相
」
に
考
え
を
あ
ら
た
め
、『
疏
』
に
反
映
さ
せ
た
、
と
い
う
筋
書
き
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
一

行
の
理
解
は
、
少
な
く
と
も
一
行
の
周
囲
に
お
い
て
共
通
認
識
と
さ
れ
た
こ
と
が
、
温
古
序
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、『
疏
』
で
「
世
間
の
虚
空
」
観
と
批
判
す
る
の
は
、『
疏
』
で
い
う
七
義
に
入
っ
て
い
な
い
義
、
つ
ま
り
神
会
に
よ
る

虚
空
＝
空
寂
の
解
釈
と
思
わ
れ
る
（
→
第
二
節
③
に
お
い
て
、
善
無
畏
は
虚
空
を
虚
無
と
す
る
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
）。
つ
ま
り
虚
空
を
空

寂
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
善
無
畏
が
『
禅
要
』
か
ら
継
続
し
て
同
じ
く
虚
無
主
義
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
を
退
け
た
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
引
用
し
た
『
疏
』
の
末
尾
に
「（
菩
提
は
）
心
自
ら
心
を
証
し
、
心
自
ら
心
を
覚
る
（
こ
と
で
得
ら
れ
る
）」
と
あ
る
。
こ
れ
も
、

第
一
節
で
見
た
、
神
会
の
「
仏
性
自
ら
仏
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
」
考
え
方
に
近
似
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
が
善
無
畏
に
依

る
と
は
考
え
に
く
く
、
一
行
が
再
考
し
た
結
果
、
神
会
の
思
想
を
受
容
し
、『
疏
』
に
反
映
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
有
相
か
無
相
か
と
い
う
問
題
は
一
行
に
と
っ
て
小
さ
く
な
い
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
前
節
で
み
た
密
教
念

誦
法
（
行
者
と
本
尊
を
真
言
の
字
列
が
往
還
）
は
、一
見
、有
相
の
行
で
あ
ろ
う
。
一
行
は
そ
の
点
を
善
無
畏
に
問
う
た
と
思
わ
れ
、『
疏
』

に
は
そ
の
回
答
が
示
さ
れ
て
い
る

A
r
B

。

と
も
あ
れ
、こ
の
①
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、も
と
も
と
神
会
の
批
判
を
留
意
し
て
い
た
一
行
が
、『
大
日
経
』
訳
出
に
関
わ
っ

た
こ
と
を
契
機
に
、
神
会
の
主
張
を
受
容
し
た
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

②
『
大
日
経
』
第
一
品
の
品
名
で
あ
る
「
入
真
言
門
住
心
品
」
の
解
釈
部
分
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

此
の
教
の
諸
の
菩
薩
は
真
語
を
門
と
し
、
自
心
に
菩
提
を
発
し
、
即
心
に
万
行
を
具
し
、
心
の
正
等
覚
を
見
、
心
の
大
涅
槃

を
証
し
、
心
の
方
便
を
発
起
し
、
心
の
仏
国
を
厳
浄
す
。
因
よ
り
果
に
至
る
ま
で
、
皆
な
「
無
所
住
に
し
て
而
も
其
の
心
に

住
す
る
」
を
以
て
の
故
に
「
入
真
言
門
住
心
品
」
と
曰
う
な
り

A
s
B

。

す
な
わ
ち
、
菩
提
・
行
・
正
等
覚
・
涅
槃
・
方
便
等
、
因
よ
り
果
に
至
る
ま
で
、
各
階
梯
の
「
心
」
に
順
次
「
住
」
し
て
い
く

と
い
う
解
釈
で
あ
る
。「
住
心
品
」
は
蔵
訳
で
も
「
心
の
差
別
を
説
く
品
」
と
い
う
名
称
で
あ
り
、
階
梯
の
意
を
含
ん
で
い
る
。
ま

た
こ
の
五
項
目
は
、『
疏
』
の
末
尾
に
お
い
て
阿
字
五
転
（a

・å

・aµ

・a˙

・å˙

）
や
五
行
説
に
配
釈
さ
れ
て
お
り

A
t
B

、
そ
れ
ら
の
点
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か
ら
も
、
順
次
「
住
」
す
る
と
い
う
意
義
を
裏
付
け
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
解
釈
を
問
題
と
し
た
か
と
い
う
と
、
順
次
「
住
」
し
て
い
く
こ
と
を
「
無
所
住
に
し
て
而
も
其
の
心
に
住
す
（
無
所
住

而
住4

其
心　

と
ら
わ
れ
無
く
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
住
す
）」
と
い
う
経
文
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
文
は
、
北
宗
以
来

禅
宗
で
重
視
さ
れ
て
き
た
『
金
剛
般
若
経
』
の
一
文
「
応
に
無
所
住
に
し
て
而
も
其
の
心
を
生
ず
べ
し
（
応
無
所
住
而
生4

其
心

A
u
B

）」
を

一
字
換
句
し
た
も
の
で
あ
る
。
北
宗
の
思
想
が
う
か
が
え
る
『
頓
悟
真
宗
金
剛
般
若
修
行
達
彼
岸
法
門
要
決

A
v
B

』
で
は
、
こ
の
「
応

無
所
住
而
生
其
心
」
の
一
句
か
ら
、
と
ら
わ
れ
の
な
い
状
態
の
心
の
観
察
を
通
し
て
、
さ
と
り
に
至
る
と
主
張
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
の
一
句
を
一
字
「
住
」
に
変
え
て
解
釈
に
用
い
た
の
も
、
一
行
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
住
」
に
入
れ
換
え
、
こ
の
「
住
心
」
の
説
明
に
用
い
た
の
か
。
一
見
、
特
段
の
必
然
性
は
見
当
た

ら
な
い
が
、
実
は
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
の
一
句
は
、
神
会
も
北
宗
を
踏
襲
し
つ
つ
、
独
自
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
再
び
『
壇

語

A
w
B

』
を
見
る
（
こ
こ
は
意
味
が
と
り
に
く
い
た
め
、
試
訳
も
並
べ
た
）。

「
応
に
無
所
住
に
し
て
」
と
は
、
推
す
に
知
識
の
無
住
心
是
れ
な
り
。「
而
も
其
の
心
を
生
ず
べ
し
」
と
は
、
心
の
無
住
な
る

を
知
る
是
れ
な
り
。

「
と
ら
わ
れ
が
無
い
」
と
は
、
察
す
る
に
あ
な
た
た
ち
自
身
の
無
住
（
と
ど
ま
る
場
が
無
い
）
な
る
心
が
そ
れ
で
す
。「
そ
の
心

を
生
じ
る
べ
き
」
と
は
、
心
は
無
住
で
あ
る
と
知
る
の
が
そ
れ
で
す
。

神
会
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、「
無
住
な
る
心
自
身
が
心
の
無
住
を
知
る
」
と
な
り
、
先
の
①
で
引
い
た
『
疏
』
の
末
尾
「
心

自
ら
心
を
覚
る
」
と
同
じ
論
理
構
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
こ
の
解
釈
だ
と
、
無
住
は
「
と
ら
わ
れ
が
無
い
」
と
等
関

係
と
な
り
、「
執
着
が
無
い
」
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る

A
x
B

。
引
い
て
は
、
菩
提
（
た
る
心
）
が
単
に
「
執
着
が
無
い
」
と
い
う
解
釈

に
結
び
つ
き
や
す
い
。
そ
も
そ
も
無
住
と
は
般
若
経
典
で
説
か
れ
る
思
想
で
、
本
来
は
諸
法
の
無
自
性
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
相
関
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
一
行
は
神
会
の
「
無
住
」

の
解
釈
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
新
た
に
訳
さ
れ
た『
大
日
経
』の
品
題
は
、各
階
梯
の「
心
」

に
順
次
「
住
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
こ
で
一
行
は
、か
ね
て
か
ら
違
和
感
の
あ
っ
た
神
会
の
「
無
住
」
を
逆
手
に
と
り
、

「
無
住
」の
典
拠
で
あ
っ
た『
金
剛
般
若
経
』の
一
文
を「
無
所
住
而
住4

其
心
」と
変
え
て
用
い
る
こ
と
で
、「
無
住
」を
否
定
し
、「
住
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
神
会
が
「
心
の
無
住
な
る
を
知
る
」
と
解
釈
し
た
典
拠
を
、
逆
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の

心
に
住
す
」
と
強
調
し
た
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
住
心
品
後
半
に
お
い
て
説
か
れ
る
心
の
展
開
が
不
可
能
に
な
る
、
と
考
え
た

結
果
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
②
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
神
会
の
批
判
を
留
意
し
て
い
た
一
行
が
、『
大
日
経
』
訳
出
に
関
わ
っ
た
こ
と

を
契
機
に
、
神
会
の
主
張
を
間
接
的
に
否
定
し
た
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

③
『
大
日
経
』
住
心
品
の
三
劫
段

A
y
B

、
す
な
わ
ち
「
世
間
の
三
妄
執
を
越
え
て
出
世
間
の
心
生
ず
」
の
解
釈
部
分
に
、
以
下
の
よ

う
に
あ
る
（
周
知
の
部
分
な
の
で
略
記
す
る
）。

若
し
浄
菩
提
心
を
以
て
「
出
世
間
の
心
」
と
せ
ば
、
即
ち
是
れ
三
劫
を
超
越
す
る
瑜
祇
の
行
な
り
。
梵
に
劫
跛
と
云
う
に
二

義
有
り
。
一
に
は
時
分
、
二
に
は
妄
執
な
り
。
若
し
常
途
の
解
釈
に
依
ら
ば
、
三
阿
僧
祇
劫
を
度
し
て
正
覚
を
成
ず
る
こ
と

を
得
。
若
し
秘
密
の
釈
な
ら
ば
、（
中
略
※
麁
・
細
・
極
細
の
三
妄
執
を
順
次
度
し
て
い
く
こ
と
が
三
阿
僧
祇
劫
を
越
す
こ
と
に
な
る
と
い

う
内
容
）。
故
に
三
阿
僧
祇
劫
の
成
仏
と
云
う
な
り
。
若
し
一
生
に
此
の
三
妄
執
を
度
す
れ
ば
、
則
ち
一
生
に
成
仏
す
。
何
ぞ

時
分
を
論
ぜ
ん
や

A
z
B

。

劫
跛kalpa

に
二
義
（
時
分
・
妄
執
）
が
あ
る
と
し
、「
常
途
の
解
釈
」
だ
と
時
分
を
意
味
す
る
の
で
、
成
仏
ま
で
三
阿
僧
祇
劫
と

い
う
時
間
が
か
か
る
と
す
る
。
一
方
「
秘
密
の
釈
」
だ
と
妄
執
を
意
味
す
る
の
で
、
一
生
の
う
ち
に
三
段
階
（
麁
・
細
・
極
細
）
の

妄
執
を
対
治
す
れ
ば
、
そ
の
生
に
お
い
て
成
仏
に
至
る
と
す
る
。
蔵
訳
『
大
日
経
』
で
は
時
分
の
「
劫
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
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漢
訳
『
大
日
経
』
で
「
妄
執
」
の
訳
語
を
用
い
た
の
は
、『
疏
』
の
よ
う
な
解
釈
が
『
経
』
の
漢
訳
時
に
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

劫
跛kalpa

に
二
義
（
時
分
・
妄
執
）
を
認
め
る
こ
と
は
語
義
の
面
か
ら
も
可
能

A
{
B

で
あ
る
と
い
う
が
、
あ
な
が
ち
に
「
妄
執
」
の
意

を
選
択
し
た
の
は
、
一
生
成
仏
の
可
能
性
を
謳
う
た
め
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
、
善
無
畏
が
劫kalpa

と
妄
執vikalpa

を
恣
意
的

に
読
み
替
え
た
な
ど
と
し
て
、
近
代
以
降
、
夙
に
有
名
な
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
独
特
の
判
断
は
、
最
終
的
に
は
も
ち
ろ
ん
善
無
畏
が
下
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
提
案
し
た
の
は
一
行
か
も
し
れ
な

い
。
と
い
う
の
は
、
一
行
も
披
見
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

A
|
B

北
宗
の
綱
要
書
、
伝
神
秀
『
観
心
論

A
}
B

』
に
、
そ
の
よ
う
な
発
想
の
礎
と

な
り
得
る
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
観
心
論
』
全
体
の
主
題
は
、
観
心
を
も
っ
て
、
根
本
煩
悩
で
あ
る
貪
瞋
癡
の
三
毒
を
除
く

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
と
な
る
第
七
問
答
を
、
煩
を
恐
れ
ず
引
用
す
る
。

又
問
う
。
仏
の
所
説
の
如
き
は
、
我
れ
三
代大

阿
僧
祇
劫
に
於
い
て
、
無
量
に
勤
苦
し
て
乃
し
仏
道
を
成
ず
、
と
。
云
何
が
今
、

唯
だ
三
毒
を
除
く
を
即
ち
解
脱
と
名
づ
く
と
説
く
や
。
答
え
て
曰
く
。
仏
の
説
き
言
い
た
ま
う
所
の
三
大
阿
僧
祇
劫
と
は
、

即
ち
三
毒
の
心
な
り
。
胡
に
阿
僧
祇
と
言
い
漢
に
不
可
数
と
言
う
。
此
の
三
毒
の
心
、
一
念
の
中
に
於
い
て
、
皆
な
一
切劫

と

為
れ
ば
な
り
。
恒
何
沙
と
は
不
可
数
な
り
。
真
如
の
性
は
既
に
三
毒
の
覆
障
す
る
所
を
被
る
。
若
し
彼
の
三
恒
河
沙
の
毒
悪

の
念
を
超
越
せ
ざ
れ
ば
、
云
何
が
名
づ
け
て
解
脱
を
得
と
す
。
今
は
能
く
貪
瞋
癡
等
の
三
種
の
毒
心
を
除
く
、
是
れ
則
ち
名

づ
け
て
、
三
大
阿
僧
祇
劫
を
度
す
こ
と
を
得
、
と
す
。
末
世
の
衆
生
は
愚
癡
鈍
根
に
し
て
、
如
来
の
三
種
阿
僧
祇
の
秘
密
の

説
を
解
せ
ざ
れ
ば
、
遂
に
成
（
仏
）
は
歴
劫
す
る
と
言
う
も
末未

だ
期
せ
ず
。
豈
に
行
人
悟
り
を
疑
わ
ず
し
て
、
菩
提
の
方
を

退
か
ず
、
仏
道
を
成
ぜ
ん

A
~
B

。

傍
線
部
は
、
こ
の
問
答
に
先
立
つ
第
六
問
答
に
お
い
て
、
軽
重
そ
れ
ぞ
れ
の
三
毒
を
摂お

さ

め
れ
ば
解
脱
に
つ
な
が
る
、
と
す
る
答

え
を
受
け
て
の
質
問
で
あ
る
。
こ
の
第
七
問
答
で
は
、
北
宗
の
立
場
で
あ
る
答
者
が
、
ま
ず
、
三
毒
の
心
が
一
念
の
間
に
無
数
に

湧
い
て
く
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
無
数
と
い
う
点
で
三
大
阿
僧
祇
劫
と
三
毒
は
等
し
い
、
と
す
る
。
次
い
で
、
無
数
と
い
う
点
で
等

し
い
ゆ
え
に
、
無
数
の
三
毒
を
超
越
す
る
こ
と
は
三
大
阿
僧
祇
劫
を
経
る
こ
と
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
貪
瞋
癡
の
三
毒

と
い
う
煩
悩
を
除
け
ば
成
仏
に
至
る
と
す
る
。「
時
間
の
長
さ
」
を
「
数
の
多
さ
」
に
読
み
替
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
と
も
あ
れ
、

こ
れ
を
「
秘
密
の
説
」
と
称
し
て
い
る
。

先
の
『
疏
』
と
比
較
す
る
と
、
論
旨
は
違
え
ど
も
、
阿
僧
祇
劫
を
煩
悩
と
置
き
換
え
て
考
え
る
こ
と
、
そ
の
煩
悩
を
対
治
す
れ

ば
今
生
で
の
成
仏
に
至
る
こ
と
、
こ
れ
を
通
常
よ
り
勝
れ
た
「
秘
密
の
説
」
と
す
る
こ
と
、
な
ど
の
基
本
構
図
が
共
通
す
る
。
こ

れ
を
偶
然
の
一
致
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
異
な
る
点
は
、
対
治
す
る
煩
悩
を
、『
疏
』
で
は
麁
・
細
・
極
細
の
三
段
階
と
し

て
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、『
観
心
論
』
で
は
貪
瞋
癡

A
C
B

と
い
う
並
列
の
三
種
で
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
、
神
会
『
壇

語
』
を
見
る
。

知
識
ら
諦
聴
せ
よ
、
為
に
妄
心
を
説
か
ん
。
何
者
か
是
れ
妄
心
？　

人そ
な
た
ら

者
等
今
既
に
此こ

こ間
に
来
た
れ
る
に
、
財
色
男
女
等
を

貪
愛
し
、
及
び
園
林
屋
宅
を
念
う
、
此
れ
は
是
れ
麁
妄
な
り
。
応
に
此
の
心
無
か
る
べ
し
。
細
妄
有
る
が
為
に
、
人そ

な
た者

ら
知

ら
ざ
る
な
り
。
何
者
か
是
れ
細
妄
心
？　

菩
提
を
聞き説
か
ば
心
を
起
し
て
菩
提
を
取
り
、
涅
槃
を
聞
説
か
ば
心
を
起
し
て
涅

槃
を
取
り
（
中
略
）
此
れ
ら
は
皆
な
是
れ
妄
心
に
し
て
、ま
た
是
れ
法
縛
な
り
、ま
た
法
見
な
り
。
若
し
此
の
用
心
を
作
さ
ば
、

解
脱
を
得
ざ
る
な
り

A
D
B

。

こ
こ
で
は
、
煩
悩
を
麁
妄
と
細
妄
に
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
麁
妄
が
唯
識
で
言
う
我
執
（
煩
悩
障
）
で
、
細
妄
が
法
執

（
所
知
障
）
に
該
当
し
て
い
る
。
神
会
の
主
張
は
、
そ
れ
ら
麁
細
の
妄
心
を
起
こ
さ
ず
、
つ
ま
り
作
意
を
せ
ず
無
念
と
な
る
こ
と
に

帰
着
す
る
。た
だ
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、煩
悩
を
麁
妄
と
細
妄
に
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。煩
悩
を
段
階
的
に
捉
え
る
教
義
は
、

確
か
に
天
台
（
三
惑
を
三
観
に
よ
り
破
す
）・
唯
識
（
分
別
起
の
麁
惑
と
倶
生
起
の
微
細
惑
）・
起
信
論
（
三
細
六
麁
）
に
も
見
え
る
。
し
か
し

一
行
に
と
っ
て
直
接
的
な
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
①
②
④
と
同
じ
く
、
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
神
会
『
壇
語
』
で
は
な

い
か
と
思
う
。
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以
下
、
こ
れ
ら
の
相
関
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
大
日
経
』
漢
訳
の
際
、
三
劫
段
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
原
典
に
は
、
三

阿
僧
祇
劫
を
経
て
成
仏
す
る
、
と
あ
っ
た
。
し
か
し
『
観
心
論
』
に
お
け
る
「
三
劫
は
三
毒
と
等
し
い
ゆ
え
に
、
三
毒
を
対
治
し

て
一
生
成
仏
す
べ
き
」
と
い
う
北
宗
の
考
え
方
に
、
一
行
も
馴
染
ん
で
い
た
。
よ
っ
て
一
行
か
ら
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
提
案
し
た

と
こ
ろ
、
善
無
畏
も
、『
金
剛
頂
経
』
に
お
い
て
速
疾
成
仏
が
説
か
れ
る
と
知
っ
て
い
た
こ
と
、
語
義
の
面
か
ら
も
不
可
能
で
は
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、「
妄
執
」
を
訳
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
許
可
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
行
は
、
三
妄
執
を
段
階
的
に

捉
え
る
た
め
、
既
知
で
あ
っ
た
神
会
の
分
類
（
麁
妄
・
細
妄
）
を
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
開
い
て
麁
・
細
・
極
細
と
し
た
。
以
上
の
よ

う
な
筋
書
き
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

こ
の
③
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
時
分
で
は
な
く
妄
執
を
選
択
す
る
際
に
、
善
無
畏
の
知
見
と
、
一
行
の
禅
宗
の
経
験
が
、

同
じ
結
論
を
選
ん
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
一
行
が
、
北
宗
の
み
な
ら
ず
神
会
の
主
張
を
も
合
わ
せ
て
受
容
し
、
解
釈
し
て
い

る
一
例
で
あ
る
。

④
『
大
日
経
』
住
心
品
の
「
秘
密
主
、
心
は
…
…
見
に
非
ず
、
顕
現
に
非
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
虚
空
相
の
心
は
諸

の
分
別
と
無
分
別
と
を
離
れ
た
り
。
所
以
は
何
ん
と
な
れ
ば
、性
、虚
空
に
同
な
れ
ば
、即
ち
心
に
同
な
り
。
性
、心
に
同
な
れ
ば
、

即
ち
菩
提
に
同
な
り
」
の
「
非
見
非
顕
現
」
の
解
釈
部
分
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

「
見
に
非
ず
、
顕
現
に
非
ざ
る
な
り
」
と
は
、
有
る
人
の
言
う
が
如
し
。
一
切
衆
生
は
本
よ
り
仏
知
見
の
性
有
り
。
但
し
無

明
の
翳
膜
を
除
く
時
、
自
ら
能
く
理
を
見
る
、
と
。
或
い
は
有
る
人
の
言
く
、
是
の
如
く
の
常
理
は
造
作
す
べ
き
に
非
ず
、

但
し
纒
蓋
を
除
い
て
雲
霧
を
除
く
時
は
、日
輪
自
ず
か
ら
現
ず
、と
。
皆
な
世
諦
を
以
て
之
れ
を
言
う
の
み
。
若
し
浄
菩
提
心
、

是
れ
可
見
可
現
の
法
な
ら
ば
、
即
ち
有
相
と
な
ら
ん
。
凡
そ
有
相
と
は
、
皆
な
是
れ
虚
妄
な
り
。
云
何
が
能
く
無
上
菩
提
を

見
ん

A
E
B

。

『
経
』
で
は
、心
は
見
え
た
り
顕
現
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、虚
空
に
等
し
く
、心
と
虚
空
と
菩
提
は
等
し
い
、と
説
く
。『
疏
』

で
は
、
二
人
の
「
有
る
人
」
の
説
を
引
き
、
煩
悩
を
除
く
こ
と
で
心
が
見
え
た
り
心
が
顕
れ
る
と
考
え
る
の
は
、「
世
諦
」「
有
相
」

と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
明
ら
か
に
北
宗
の
考
え
を
代
弁
し
て
い
る
た
め

A
F
B

、
一
行
は
北
宗
の
有
相
の
禅
を
否
定
し

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
で
引
い
た
『
大
日
経
義
釈
』
温
古
序
に
お
い
て
、
有
相
を
否
定
し
、
無
相
で
あ
る
こ
と
を
示

さ
ん
と
し
た
こ
と
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
否
定
の
背
景
に
は
、
①
で
も
見
た
神
会
『
壇
語
』
に
お
け
る
、「
虚
空
に
喩
え
ら
れ
る
菩
提
は
無
相
」
の
主
張
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
主
張
が
『
経
』
と
共
通
す
る
た
め
、
一
行
も
有
相
を
完
全
に
否
定
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、蔵
訳
『
大
日
経
』
に
は
「
非
見
非
顕
現
」
に
相
当
す
る
語
が
無
い

A
G
B

が
、ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ヤ
の
『
大
日
経
広
釈
』
に
は
あ
る

A
H
B

の
で
、

原
典
に
も
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
④
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
神
会
の
批
判
を
留
意
し
て
い
た
一
行
が
、『
大
日
経
』
訳
出
に
関
わ
っ
た
こ
と

を
契
機
に
、
神
会
の
主
張
を
受
容
し
、
有
相
の
禅
を
否
定
し
た
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

以
上
が
住
心
品
疏
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
禅
宗
的
要
素
で
あ
る
。
敦
煌
文
書
と
の
相
関
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
、
一
行
が
、『
大

日
経
』
解
釈
を
通
じ
て
神
会
の
批
判
に
応
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
神
会
の
説
（『
壇
語
』）
を
取

捨
選
択
し
な
が
ら
取
り
入
れ
、
北
宗
の
変
革
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
数
年
前
の
『
禅
要
』
と
比
較
す
る
と
、
神
会
説
理
解
の
進
展

が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
一
行
の
考
え
を
北
宗
の
代
表
的
見
解
と
見
な
す
か
、
一
行
個
人
の
も
の
と
見
な
す
か
は
難
し
い

が
、
北
宗
の
思
潮
の
変
化
が
表
面
化
し
た
一
例
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
変
化
の
足
跡
が
、
定
点
の
よ
う
に
『
大
日
経
』

『
同
疏
』
に
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、『
大
日
経
』
訳
出
と
『
同
疏
』
作
成
を
通
じ
て
、
北
宗
の
考
え
方
の

変
化
が
促
さ
れ
た
、
と
も
表
現
で
き
よ
う
。



—82——83—

中国密教と禅宗の交渉について（山口）

遼
の
覚
苑
（
～
一
〇
七
七
～
）
は
、『
大
日
経
義
釈
演
密
鈔
』
に
お
い
て
、「
我
が
禅
師
（
一
行
）、
此
の
義
釈
を
造
る
を
以
て
、
弘

く
秘
蔵
の
意
を
闡
き
、
南
北
二
宗
を
和
会
せ
り

A
I
B

」
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
本
節
の
検
証
か
ら
は
、
一
行
の
目
的
は
南
北
両
宗

の
和
会
で
は
な
く
、
む
し
ろ
北
宗
の
変
革
と
言
え
る
。
し
か
も
そ
の
主
張
の
た
め
、
善
無
畏
に
経
文
の
調
整
（
③
「
妄
執
」）
ま
で

進
言
し
、
実
現
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
、『
疏
』
に
お
け
る
禅
宗
の
影
響
は
、
古
来
指
摘
さ
れ
る
天
台
教
学
の
影
響
と
比
較

し
て
も
遜
色
無
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
結

以
上
、
中
期
密
教
の
請
来
期
、
す
な
わ
ち
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
禅
密
交
渉
に
つ
い
て
、
敦
煌
文
書
解
読
の
成
果
を
援
用
し
な

が
ら
考
察
を
試
み
た
。
都
へ
進
出
し
た
北
宗
に
対
し
て
神
会
の
批
判
が
開
始
さ
れ
た
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
善
無
畏
・
金
剛
智
も
都
に

到
達
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
ま
ず
『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
の
元
と
な
る
「
討
論
」
が
行
わ
れ
た
。
お
よ
そ
開
元
八
年
～
十
一

年
（
七
二
〇
～
七
二
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
禅
密
交
渉
の
嚆
矢
と
な
っ
た
「
討
論
」
に
お
け
る
北
宗
の
目
的
は
、密
教
の
観
想
法
・

授
戒
法
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
、
善
無
畏
に
北
宗
の
考
え
方
を
是
認
・
弁
護
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
善
無

畏
か
ら
神
会
説
に
反
論
し
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
是
認
が
目
的
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
双
方

の
教
義
に
何
ら
か
影
響
が
あ
っ
た
と
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
の「
討
論
」と
同
じ
頃
、す
で
に
普
寂
の
も
と
で
一
行
三
昧
等
の
修
行
を
終
え
て
い
た
一
行
が
、金
剛
智
を
訪
ね
、密
教
を
学
び
、

灌
頂
を
授
か
っ
た
。
一
行
は
一
行
三
昧
と
親
和
性
の
あ
る
密
教
念
誦
法
を
修
習
・
成
就
し
た
こ
と
で
、
密
教
を
体
感
的
に
理
解
し

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
経
験
こ
そ
が
、『
大
日
経
疏
』
を
高
い
レ
ベ
ル
で
成
立
さ
せ
る
下
地
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

開
元
十
二
～
十
五
年
（
七
二
四
～
七
二
七
）
に
か
け
、
一
行
は
善
無
畏
と
共
に
『
大
日
経
』
訳
出
と
『
同
疏
』
作
成
に
関
わ
っ
た
。

そ
の
結
果
一
行
は
、『
大
日
経
』
の
教
説
に
従
い
、既
知
で
あ
っ
た
神
会
説
を
受
容
す
る
と
同
時
に
、北
宗
に
も
変
革
を
促
し
て
い
る
。

つ
ま
り
『
大
日
経
』
の
理
解
を
通
じ
て
神
会
説
を
消
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
過
程
でkalpa

の
訳
語
を
「
妄
執
」
と
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
な
ど
、
の
ち
の
真
言
密
教
に
与
え
た
影
響
も
小
さ
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
俯
瞰
す
る
と
、
北
宗
に
と
っ
て
の
七
二
〇
年
代
は
、
は
じ
め
神
会
の
主
張
を
異
物
と
し
て
拒
否
す
る
姿
勢

で
あ
っ
た
が
、
一
行
の
密
教
体
験
と
『
大
日
経
』
へ
の
関
わ
り
を
契
機
に
、
神
会
の
主
張
を
取
捨
選
択
し
つ
つ
受
容
し
、
自
ら
も

変
革
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、
と
表
現
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
変
遷
が
、『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
と
『
大
日
経
疏
』
に
お
け
る
、
神

会
説
の
扱
い
の
相
違
か
ら
見
え
て
く
る
。

請
来
期
に
お
け
る
禅
密
交
渉
の
意
義
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
一
次
的
に
は
、
北
宗
に
よ
る
神
会
説
理
解
度
の
定
点
が
密
教
文
献

に
残
っ
た
こ
と
と
、北
宗
に
さ
ら
な
る
変
革
を
促
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
次
的
に
は
、変
革
を
促
し
た
過
程
が『
大
日
経
疏
』に
残
っ

て
、
後
の
真
言
教
学
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
当
初
、
展
開
期
、
す
な
わ
ち
不
空
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
時
代
へ
の
影
響
（
祖

統
説
や
『
菩
提
心
論
』）
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
既
に
紙
幅
を
超
過
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら

た
め
た
い
。

【
略
号
を
用
い
た
参
考
文
献
】
発
行
順

柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』（『
柳
田
聖
山
集
』
六
、
法
蔵
館
、
初
版
一
九
六
七
）

柳
田
聖
山
『
禅
の
語
録
２　

初
期
の
禅
史
Ⅰ
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
）

唐
代
語
録
研
究
班
編
『
神
会
の
語
録　

壇
語
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
）

小
川
隆
『
唐
代
の
禅
僧
２　

神
会
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
）

伊
吹
敦
『
中
国
禅
思
想
史
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
一
）
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註（
１
） 敦
煌
文
書
の
禅
宗
関
連
文
献
解
読
史
に
つ
い
て
は
、
柳
田
聖
山1967

、
及
び
小
川
隆2007

や
伊
吹
敦2021

が
詳
し
い
。
た
だ
し
各
文
献

の
位
置
付
け
の
検
証
は
、
な
お
継
続
中
で
あ
る
。

（
２
） 中
国
に
お
け
る
中
期
密
教
の
請
来
期
・
展
開
期
と
い
う
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
期
密
教
の
請
来
と
展
開
」（
高
橋
尚
夫
・
野
口
圭
也
・

大
塚
伸
夫
編
『
空
海
と
イ
ン
ド
中
期
密
教
』
所
収
、
春
秋
社
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
） 例
え
ば
岩
崎
日
出
男
「
順
暁
か
ら
最
澄
へ
の
密
教
授
法
に
つ
い
て
―
入
唐
時
、
唐
土
に
お
け
る
密
教
伝
播
の
状
況
か
ら
み
た
そ
の
内
容
と
問

題
点
―
」（『
天
台
・
真
言　

諸
宗
論
攷
』
所
収
、
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
五
）。

（
４
） 道
宣
『
続
高
僧
伝
』
巻
二
六
（
大
正
五
〇
、六
〇
六
ｂ
）

（
５
） 伊
吹
敦2021

（
四
三
～
六
三
頁
）
参
照
。

（
６
） 柳
田
聖
山1967

（
資
料
一
、四
八
八
頁
）

（
７
） 張
説
撰
「
荊
州
大
通
禅
師
碑
銘
」（
柳
田
聖
山1967

〈
資
料
二
、四
九
九
頁
〉）

（
８
） 宗
密
『
円
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
三
下
（
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
九
、八
六
三
ａ
）、
神
会
『
南
陽
和
上
頓
教
解
脱
禅
門
直
了
性
壇
語
』（
唐
代
語

録
研
究
班2006

〈
二
八
〇
頁
〉）

（
９
） 敦
煌
文
書
。
大
正
八
五
、
№
二
八
三
七
（P2634
）。
本
稿
で
は
柳
田
聖
山1971

の
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
。
文
中
の
日
輪
の
説
は
柳
田

聖
山1971

（
一
四
六
頁
）。
成
立
年
代
推
測
は
小
川
隆2007

（
七
五
頁
）
に
依
る
。　

（
10
） 小
川
隆2007

（
六
八
頁
）

（
11
） 敦
煌
文
書
。
唐
代
語
録
研
究
班2006

、『
敦
博
本
禅
籍
録
校
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
）
に
校
訂
テ
キ
ス
ト
収
録
。

（
12
） 唐
代
語
録
研
究
班2006

（
一
二
六
頁
、
取
意
）

（
13
） 敦
煌
文
書
。
本
稿
で
は
、
田
中
良
昭
に
よ
る
校
訂
訳
注
本
（『
大
乗
仏
典　

中
国
・
日
本
篇
十
一　

敦
煌
Ⅱ
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
九
）
を
用
い
た
。
ほ
か
に
神
会
の
思
想
を
う
か
が
え
る
資
料
と
し
て
『
師
資
血
脈
伝
』『
頓
悟
無
生
般
若
頌
』『
南
陽
和
尚
問
答
雑
徴
義
』

が
あ
る
。

（
14
） 「
北
宗
」
と
い
う
語
彙
が
示
す
範
囲
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
以
後
は
便
宜
的
に
、
神
会
の
批
判
対
象
で
あ
る
神
秀
・
普
寂
と
そ
の
弟
子
た
ち

に
対
し
て
用
い
る
。

（
15
） 註
13
、
田
中
良
昭
校
訂
訳
注
本
二
二
二
頁

（
16
） 『
宋
高
僧
伝
』
巻
八
「
唐
洛
京
荷
沢
寺
神
会
伝
」（
大
正
五
〇
、七
五
七
ａ
）

（
17
） 木
村
秀
明
「『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
解
題
」（『
新
国
訳
大
蔵
経
』
密
教
部
七
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
六
）
参
照
。

（
18
） 勝
又
俊
教
『
密
教
の
日
本
的
展
開
』（
春
秋
社
、
一
九
七
〇
）、
苫
米
地
誠
一
『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
〇
八
）

（
19
） 大
正
一
八
、 

九
四
二
ｃ

（
20
） 註
17
前
掲
書
（
一
一
三
頁
）

（
21
） 伊
吹
敦2021

（
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
）

（
22
） 「
仮
に
一
円
明
の
猶
し
浄
月
の
如
く
な
る
を
想
え
」
以
下
（
大
正
一
八
、九
四
五
ｂ
）

（
23
）  『
開
元
釈
教
録
』巻
九「
至
五
年
丁
巳
於
菩
提
院
訳
虚
空
蔵
求
聞
持
法
一
巻
。
沙
門
悉
達
訳
語
。
沙
門
無
著
綴
文
筆
受
」（
大
正
五
五
、五
七
二
ａ
）

（
24
） 「
目
を
閉
じ
、
復
た
満
月
の
菩
薩
を
観
ず
る
こ
と
極
め
て
明
了
に
し
已
て
、
更
に
運
心
し
て
漸
く
増
長
な
ら
し
め
て
法
界
に
周
遍
せ
し
む
べ
し
。

復
た
漸
く
略
観
し
て
、
最
後
の
時
に
於
い
て
量
本
の
如
く
し
已
て
、
方
に
始
め
て
出
観
せ
よ
」（
大
正
二
〇
、六
〇
二
ｃ
）。

（
25
） 伊
吹
敦2021

（
八
二
頁
）

（
26
）  

陸
長
源
「
嵩
山
會
善
寺
戒
壇
記
」（『
全
唐
文
』
巻
五
一
〇
）。
こ
の
頃
、
同
じ
嵩
山
の
少
林
寺
に
は
、
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
に
義
浄
ら
が
建

立
し
た
戒
壇
が
あ
っ
た
。
ま
た
会
善
寺
に
も
、
時
期
は
不
明
（
恐
ら
く
『
禅
要
』
の
討
論
よ
り
も
後
か
）
だ
が
、
一
行
・
玄
同
に
よ
り
「
五

仏
正
思
惟
戒
壇
」
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
池
田
宗
譲
「
一
行
禅
師
創
建
嵩
岳
会
善
寺
戒
壇
（
一
）
会
善
寺
戒
壇
史
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』

二
一
、一
九
八
九
）
参
照
。

（
27
） 『
浄
土
慈
悲
集
（
略
諸
経
論
念
仏
法
門
往
生
浄
土
集
）』（
大
正
八
五
、一
二
三
七
ｃ
・
一
二
三
八
ａ
）

（
28
） 伊
吹
敦
「
北
宗
に
お
け
る
禅
律
一
致
思
想
の
形
成
」（『
東
洋
学
研
究
』
四
七
、二
〇
一
〇
）
参
照
。

（
29
） 大
正
一
八
、九
四
五
ａ
。
書
下
し
は
註
17
『
新
国
訳
大
蔵
経
』
密
教
部
七
に
準
じ
た
。
以
後
同
様
。

（
30
） ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
マ
ク
レ
ー
（John R. M

cRae

）『
虚
構
ゆ
え
の
真
実
―
新
中
国
禅
宗
史
―
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
二
）
一
〇
〇
頁

（
31
） 大
正
一
八
、九
四
五
ｂ
。「
空
想
」
を
「
空
の
想
」
で
は
な
く
「
空
な
る
想
」
と
訓
じ
た
。
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（
32
） こ
の
二
文
、
の
ち
に
『
念
誦
結
護
法
普
通
諸
部
』
の
毘
盧
遮
那
三
摩
地
瑜
伽
供
養
次
第
法
の
一
部
に
、
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
大

正
一
八
、九
〇
八
ｂ
）。
し
か
し
そ
こ
で
は
、「
無
念
」
と
い
う
語
彙
が
『
禅
要
』
の
批
判
と
違
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
埋
没
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、『
念
誦
結
護
法
普
通
諸
部
』
の
成
立
時
に
は
、「
無
念
」
が
批
判
対
象
で
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
33
） 岩
崎
日
出
男
「
善
無
畏
三
蔵
の
在
唐
中
の
活
動
に
つ
い
て
」（『
密
教
大
系
』
二
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
八
九
）
参
照
。

（
34
） 『
広
大
儀
軌
』巻
下
の
跋
文
に
は「
玄
宗
朝
為
大
国
師
伝
法
灌
頂
」（
大
正
一
八
、一
〇
八
ｂ
）と
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
記
述
は
、大
和
八
年（
八
三
四
）

以
降
に
、
胎
蔵
法
の
系
譜
を
強
調
す
る
中
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
直
ち
に
は
信
頼
し
難
い
。
小
崎
良
行
「
善
無
畏
訳
経
軌
に
見
ら
れ
る
儀
礼

の
構
造
に
つ
い
て
―
善
無
畏
の
在
唐
中
の
活
動
を
視
点
と
し
て
―
」（『
智
山
学
報
』
七
二
、二
〇
二
三
刊
行
予
定
）
参
照
。

（
35
） 岩
崎
日
出
男
翻
刻
本
に
よ
る
。「
宝
寿
院
蔵
『
最
上
乗
受
菩
提
心
戒
及
心
地
秘
訣
』
の
研
究
㈠
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
二
八
、一
九
九
三
）

（
36
） 苫
米
地
誠
一
の
指
摘
に
よ
る
。『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
』
第
一
部
、
五
八
三
～
五
九
六
頁
（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
〇
八
）

（
37
） 慧
琳
と
言
え
ば
西
明
寺
だ
が
、『
一
切
経
音
義
』
の
景
審
に
よ
る
序
に
は
「
大
興
善
寺
慧
琳
法
師
…
…
不
空
三
蔵
之
弟
子
」
と
あ
る
（
大
正

五
四
、三
一
一
ｃ
）。

（
38
） 『
心
地
秘
訣
』
の
具
名
に
あ
る
「
最
上
乗
」
と
い
う
語
は
、『
金
剛
般
若
経
』
の
一
句
（
大
正
八
、七
五
〇
ｃ
）
で
、
神
会
が
自
ら
の
南
宗
の
教

え
を
表
わ
す
時
に
好
ん
で
用
い
た
。
例
え
ば
『
菩
提
達
摩
南
宗
定
是
非
論
』（『
大
乗
仏
典　

中
国
・
日
本
篇
十
一　

敦
煌
Ⅱ
』
二
三
五
頁
）

や
『
師
資
血
脈
伝
』（
伊
吹
敦2021

〈
一
二
九
頁
〉）
な
ど
。
こ
の
言
葉
が
『
心
地
秘
訣
』
や
、『
受
菩
提
心
戒
儀
』
の
後
半
接
続
部
分
（
大

正
一
八
、九
四
一
ａ
）・『
三
十
七
尊
礼
懺
文
』
の
具
名
（
大
正
一
八
、
№
八
七
八
）
な
ど
、
伝
不
空
訳
の
授
戒
懺
悔
の
関
連
箇
所
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
初
頭
の
南
宗
優
位
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
、「
最
上
乗
」
と
い
う
言
葉
が
、
文
字
通
り
最
高

の
教
え
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
一
般
名
詞
化
し
た
結
果
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
39
） 註
33
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
来
唐
の
途
中
、
突
厥
の
地
で
戒
律
に
つ
い
て
講
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
授
戒
は
善
無
畏
の
一
貫
し
た
活
動
と

さ
れ
る
。
つ
ま
り
開
法
と
相
性
が
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
大
唐
東
都
大
聖
善
寺
故
中
天
竺
国
善
無
畏
三
蔵
和
尚
碑
銘
并
序
』
に
「
講
毘
尼

於
突
厥
之
庭
」（
大
正
五
〇
、二
九
一
ａ
）
と
あ
る
。

（
40
） 伝
空
海
『
真
言
付
法
伝
』
に
収
録
さ
れ
た
、
玄
宗
御
製
の
碑
文
の
中
に
「
依
嵩
嶽
僧
寂
深
究
禅
門
」
と
あ
る
（
定
弘
一
、一
三
三
）。
一
行
の

伝
に
つ
い
て
は
、右
の
玄
宗
碑
文
と
『
釈
氏
要
録
』『
開
元
釈
教
録
』『
続
古
今
訳
経
図
紀
』
等
に
依
る
べ
き
で
、そ
れ
ら
と
『
宋
高
僧
伝
』『
旧

唐
書
』
の
記
述
を
同
価
値
に
用
い
、
補
完
す
る
べ
き
で
は
な
い
。『
宋
高
僧
伝
』『
旧
唐
書
』
は
時
代
を
下
り
過
ぎ
て
お
り
、
参
考
程
度
に
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
41
） 伝
教
大
師
全
集
一
、二
三
九
頁

（
42
） 柳
田
聖
山1971

（
一
八
六
頁
）

（
43
） 柳
田
聖
山1971

（
二
九
八
頁
）

（
44
） 柳
田
聖
山1971

（
一
八
六
頁
）。
出
典
は
梁
の
曼
陀
羅
仙
訳
『
文
殊
師
利
所
説
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
下
（
大
正
八
、七
三
一
ａ
ｂ
）。

（
45
） 一
行
三
昧
は
華
厳
・
天
台
・
浄
土
な
ど
で
も
重
視
さ
れ
た
。
特
に
浄
土
教
で
は
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
で
念
仏
の
典
拠
と
さ
れ
（
大
正

四
七
、四
三
九
ａ
ｂ
）、
所
引
の
『
文
殊
般
若
経
』
を
前
後
に
分
け
、
前
半
を
理
観
、
後
半
を
事
観
（
専
称
）
と
し
た
。
し
か
し
一
行
の
修
行

時
代
と
同
時
代
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
楞
伽
師
資
記
』
で
は
、
前
後
に
分
け
た
り
念
仏
を
阿
弥
陀
に
限
定
す
る
よ
う
な
複
雑
な
解
釈
は

さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
遼
の
覚
苑
は
、『
大
日
経
義
釈
演
密
鈔
』
に
お
い
て
、
一
行
が
修
し
た
一
行
三
昧
の
内
容
を
、
阿
字
本
不
生
を
観
察
す

る
こ
と
、
と
密
教
的
に
定
義
し
て
い
る
（
卍
新
纂
続
蔵
経
二
三
、五
三
二
ｂ
）。

（
46
） 大
正
五
五
、三
七
二
ｂ
。『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
（
大
正
五
五
、五
七
一
ｃ
）
も
ほ
ぼ
同
文
。

（
47
） 『
略
出
念
誦
経
』
巻
四
「
次
に
弟
子
に
灌
頂
す
。
其
の
灌
頂
壇
は
、
応
に
大
壇
の
帝
釈
天
方
の
門
外
に
在
る
べ
し
」（
大
正
一
八
、二
五
一
ａ
）。

こ
の
「
大
壇
」
が
投
花
の
曼
荼
羅
。
灌
頂
儀
則
た
る
『
略
出
念
誦
経
』
は
開
元
十
一
年
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
一
行
へ
の
灌
頂
の

前
後
は
不
明
で
あ
る
。

（
48
） 『
表
制
集
』
巻
三
「
三
蔵
和
上
遺
書
一
首
」（
大
正
五
二
、八
四
四
ｂ
）

（
49
） 『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
「
以
十
一
年
癸
亥
。
於
資
聖
寺
為
訳
瑜
伽
念
誦
法
及
七
俱
胝
陀
羅
尼
。
東
印
度
婆
羅
門
大
首
領
直
中
書
伊
舍
羅
訳
語
。

嵩
岳
沙
門
溫
古
筆
受
」（
大
正
五
五
、五
七
一
ｂ
ｃ
）。
こ
の
「
溫
古
」
は
、
後
に
『
大
日
経
義
釈
』
の
序
を
著
す
「
温
古
」
と
同
一
人
物
と
思

わ
れ
る
。
温
古
は
、
詩
人
の
王
維
・
宰
相
の
王
縉
兄
弟
の
近
い
親
族
で
、
政
権
に
も
近
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
趙
新
玲
「
温
古
与
北
宗
禅

淵
源
考
」（『
少
林
寺
与
隋
唐
仏
教
』
所
収
、
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
九
、
中
文
）、
同
「
温
古
と
唐
代
の
密
教
」（
印
仏
研
六
七
―
二
、

二
〇
一
九
）
参
照
。

（
50
） 引
用
は
い
ず
れ
も
『
大
日
経
義
釈
』
温
古
序
（
続
天
全
、
密
教
一
、一
上
・
一
下
）
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（
51
） ①
②
に
つ
い
て
は
、
栂
尾
祥
雲
『
密
教
思
想
と
生
活
』
二
四
九
頁
（
臨
川
書
店
、
一
九
八
二
、
初
版
一
九
三
九
）
に
お
い
て
、
簡
単
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

（
52
） 経
文
は
『
大
日
経
』
巻
一
（
大
正
一
八
、一
ｃ
）、
解
釈
部
分
は
『
大
日
経
疏
』
巻
一
（
大
正
三
九
、五
八
七
ｃ
）

（
53
） 唐
代
語
録
研
究
班2006

（
一
〇
一
頁
）、『
敦
博
本
禅
籍
録
校
』
一
六
六
頁

（
54
） 『
敦
煌
出
土
荷
沢
神
会
禅
師
語
録
』（
森
江
書
店
、
一
九
三
四
）
第
二
一
章

（
55
） 清
水
明
澄
「
唐
土
に
お
け
る
『
大
日
経
』
注
釈
書
の
成
立
過
程
―
『
温
古
序
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
密
教
文
化
』
二
二
一
、二
〇
〇
八
）

（
56
） 『
大
日
経
義
釈
』
温
古
序
（
続
天
全
、
密
教
一
、一
上
下
）

（
57
） 『
大
日
経
疏
』
巻
二
〇
「
今
字
を
観
じ
て
字
を
見
、
印
尊
を
観
じ
て
即
ち
之
れ
を
見
る
。
此
れ
は
是
れ
有
相
な
り
。
若
し
行
者
、
此
の
真
実
相

を
見
る
時
、
即
ち
有
相
に
住
せ
ず
、
然
も
由
し
未
だ
無
相
に
入
ら
ず
。
若
し
菩
提
心
を
観
ず
れ
ば
、
是
れ
一
向
に
無
相
な
り
。
此
の
心
即
ち

是
れ
仏
な
り
、仏
即
ち
是
れ
自
身
な
り
、自
身
即
ち
成
仏
な
り
。
成
仏
な
る
が
故
に
一
相
に
し
て
異
な
る
こ
と
無
し
。
故
に
無
相
と
名
づ
く
」（
大

正
三
九
、七
八
五
ｃ
）

（
58
） 『
大
日
経
疏
』
巻
一
（
大
正
三
九
、五
七
九
ｂ
）

（
59
） 『
大
日
経
疏
』
巻
二
〇
（
大
正
三
九
、七
八
八
ａ
ｂ
）

（
60
） 大
正
八
、七
四
九
ｃ

（
61
） 敦
煌
文
書
（P116

）。
智
達
禅
師
説
、
侯
莫
陳
琰
録
。
蔵
訳
の
訳
注
に
、
上
山
大
峻
「
チ
ベ
ッ
ト
訳
『
頓
悟
真
宗
要
決
』
の
研
究
」（『
禅
文
化

研
究
所
紀
要
』
八
、一
九
七
六
）、
沖
本
克
己
訳
（『
大
乗
仏
典　

中
国
・
日
本
篇
十
一　

敦
煌
Ⅱ
』
所
収
）
が
あ
る
。

（
62
） 唐
代
語
録
研
究
班2006

（
七
三
頁
）。
伊
吹
敦2021

（
一
三
四
頁
）
参
照
。

（
63
） 神
会
が
依
る
の
は
、
た
と
え
ば
『
勝
天
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
「
心
に
住
処
無
く
（
心
無
住
処
）」（
大
正
八
、七
一
〇
ｃ
）
か
。

（
64
） こ
の
③
と
次
の
④
は
、
以
下
の
論
文
の
指
摘
に
触
発
さ
れ
た
の
で
感
謝
し
た
い
。
廣
田
誠
嗣
「『
大
日
経
義
釈
』
に
お
け
る
行
者
の
速
疾
成
仏

―
『
観
心
論
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
」（『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
二
五
、二
〇
一
六
）。
た
だ
し
結
論
部
に
お
い
て
、「
速
疾
に
悟
り

を
獲
得
で
き
る
教
え
（
秘
密
の
立
場
）
こ
そ
が
勝
れ
て
い
る
と
い
う
北
宗
禅
の
思
想
が
一
行
を
通
じ
て
中
国
密
教
に
導
入
」
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、

速
疾
成
仏
の
発
展
形
で
あ
る
即
身
成
仏
を
標
榜
す
る
「
日
本
密
教
は
成
立
し
な
か
っ
た
」
と
す
る
の
は
、
過
言
と
思
わ
れ
る
。
主
な
理
由
は

二
点
。
一
点
は
、
一
方
の
『
金
剛
頂
経
』
に
お
い
て
は
、
速
疾
成
仏
は
も
は
や
自
明
の
理
で
あ
り
、
た
と
え
「
妄
執
」
を
訳
語
と
し
て
用
い

て
い
な
く
と
も
、大
勢
に
影
響
は
無
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
善
無
畏
は
そ
の
よ
う
な
『
金
剛
頂
経
』
に
関
す
る
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
（
例

え
ば
大
正
一
八
、五
三
ｃ
や
大
正
二
〇
、六
〇
一
ｃ
な
ど
）
の
で
、
一
生
成
仏
へ
の
理
解
も
当
然
あ
っ
た
。
故
に
一
行
に
「
妄
執
」
の
訳
語
を

用
い
る
こ
と
を
許
可
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
点
は
、
空
海
に
お
け
る
三
劫
段
は
即
身
成
仏
思
想
の
柱
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
十
住
心
の

配
当
な
ど
顕
密
対
弁
の
際
に
重
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
故
に
、
十
住
心
及
び
そ
れ
を
巡
る
議
論
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
と
い
う
表

現
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
65
） 『
大
日
経
』
巻
一
（
大
正
一
八
、三
ａ
）、『
大
日
経
疏
』
巻
二
（
大
正
三
九
、六
〇
〇
ｃ
）

（
66
） 加
藤
精
一
「
真
言
密
教
に
お
け
る
三
劫
思
想
に
つ
い
て
」（
印
仏
研
一
八
―
一
、一
九
六
九
）

（
67
） 第
二
節
で
触
れ
た
、 

慈
愍
三
蔵
慧
日
『
浄
土
慈
悲
集
』
に
お
い
て
『
観
心
論
』
の
内
容
が
批
判
さ
れ
て
お
り
、
確
実
に
両
京
で
普
及
し
て

い
た
と
い
う
。
実
際
に
は
神
秀
門
下
の
作
と
さ
れ
る
。
伊
吹
敦
「『
観
心
論
』
と
『
修
心
要
論
』
の
成
立
と
そ
の
影
響
」（『
禅
学
研
究
』

九
四
、二
〇
一
六
）
参
照
。

（
68
） 敦
煌
文
書
。
大
正
八
五
、
№
二
八
三
三
に
収
録
（S2595

）。
諸
本
の
校
合
テ
キ
ス
ト
は
西
口
芳
男
「
敦
煌
写
本
七
種
対
照
『
観
心
論
』」（『
禅

学
研
究
』
七
四
、一
九
九
六
）。
田
中
良
昭
に
よ
る
和
訳
が
『
大
乗
仏
典　

中
国
・
日
本
篇
十
一　

敦
煌
Ⅱ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
『
観

心
論
』
の
北
宗
内
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
黄
青
萍
（H

UAN
G

 Chingpin

）
が
「「
心
性
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
修
行
の
方
法
の
い

ず
れ
を
取
っ
て
も
、
北
宗
禅
と
『
観
心
論
』
と
で
は
見
解
が
全
く
異
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、『
観
心
論
』
は
北
宗
の
「
主
要
文
献
」
で
は
な
い
」

と
す
る
よ
う
に
、
検
討
が
継
続
し
て
い
る
。「
敦
煌
文
献
に
見
る
北
宗
禅
と
そ
の
研
究
の
意
義
」（『
国
際
禅
研
究
』
二
、二
〇
一
八
）

（
69
） 大
正
八
五
、一
二
七
一
ａ
。
文
中
の
「
大
」「
劫
」（
仏
）「
未
」
は
、
意
味
が
通
じ
や
す
い
よ
う
に
異
本P2460

か
ら
補
っ
た
。
前
註
西
口
論

文
一
四
〇
頁
参
照
。

（
70
） 『
秘
蔵
記
』
で
は
、『
観
心
論
』
と
同
様
に
、
三
妄
執
を
貪
瞋
癡
の
三
毒
と
し
て
解
釈
し
て
お
り
（
定
弘
五
、一
四
七
）、
の
ち
の
真
言
教
学
に

小
さ
く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。『
秘
蔵
記
』
の
三
妄
執
解
釈
の
背
景
に
『
観
心
論
』
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
秘
蔵
記
』
の
成
立
事
情
を
考

察
す
る
一
要
素
と
な
ろ
う
。

（
71
） 唐
代
語
録
研
究
班2006

（
五
六
頁
）。
書
下
し
は
小
川2007

（
一
二
四
頁
）
参
照
。
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（
72
） 『
大
日
経
』
巻
一
（
大
正
一
八
、一
ｃ
）、『
大
日
経
疏
』
巻
一
（
大
正
三
九
、五
八
九
ａ
）

（
73
）
前
者
は
、例
え
ば
北
宗
系
と
さ
れ
る
『
仏
説
楞
伽
経
禅
門
悉
談
章
』
に
「
眼
中
翳
有
れ
ば
須
く
磨
曜
す
べ
し
」（
大
正
八
五
、五
三
六
ｂ
）
と
あ
る
。

後
者
の
日
輪
の
説
は
、
例
え
ば
『
楞
伽
師
資
記
』
に
見
ら
れ
る
（
柳
田
聖
山1971

、
一
四
六
頁
）。
瀧
瀬
尚
純
「
浄
覚
派
撰
に
擬
せ
ら
れ
る

二
つ
の
『
悉
談
章
』」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
八
、二
〇
一
〇
）
参
照
。

（
74
） 台
北
版vol.17, fol.308

（
75
） 影
印
北
京
版
目
録N

o.3490, vol.77, p.237-3

。
和
訳
は
吉
田
宏
晢
「『
大
日
経
広
釈
』
部
分
訳
（
２
）」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』

六
八
、一
九
八
三
）
の
二
五
八
頁
「
見
給
わ
ざ
り
き
」
以
下
。
筆
者
は
当
初
、蔵
訳
『
大
日
経
』
に
「
非
見
非
顕
現
」
に
相
当
す
る
語
が
無
い
た
め
、

漢
訳
時
に
、
一
行
の
発
案
で
「
非
見
非
顕
現
」
が
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
た
。
し
か
し
脱
稿
後
、
高
橋
尚
夫
先
生
よ
り
『
広
釈
』
に
該
当
部
分

が
存
在
す
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き
、
初
校
に
お
い
て
訂
正
し
得
た
。
伏
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
76
） 卍
新
纂
続
蔵
経
二
三
、六
五
七
ｂ
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空
海
に
お
け
る
女
神

　
　
　

―
『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
を
例
と
し
て
―

小　

渕　

尊　

史

は
じ
め
に

空
海
の
著
作
中
で
は
、
外
典
（
中
国
の
古
典
典
籍
）
に
基
づ
い
た
語
彙
や
比
喩
表
現
が
駆
使
さ
れ
る
。
空
海
は
嵯
峨
朝
詩
文
の
第

一
人
者
に
し
て
、
中
国
の
正
格
の
古
典
文
、
則
ち
四
部
（
経
・
史
・
子
・
集
）
の
膨
大
な
情
報
に
通
暁
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
語
彙

の
豊
富
さ
は
敢
え
て
驚
く
に
値
し
な
い
と
も
言
い
得
る
。

本
稿
で
は
空
海
が
好
ん
で
利
用
し
た
比
喩
表
現
の
例
と
し
て
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
、

「
夢
中
之
遇
」「
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」

を
取
り
上
げ
原
典
拠
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
の
故
事
が
空
海
青
年
期
の
『
聾
瞽
指
歸
』
以
来
、
晩
年
の
『
秘
蔵
宝
鑰
』
に
至
る
ま
で
、

空
想
裡
で
の
美
女
と
の
邂
逅
を
追
い
求
め
る
迷
妄
・
煩
悩
を
言
い
表
す
為
に
、
空
海
が
意
図
的
に
用
い
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
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空海における女神（小渕）

一
、
空
海
テ
ク
ス
ト
へ
流
入
す
る
語
彙
表
現
の
パ
タ
ー
ン

　
　
　
　

―
『
文
選
』
経
由

筆
者
は
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
へ
と
流
入
す
る
老
荘
由
来
の
語
彙
表
現
の
径
路
を
、

次
の
パ
タ
ー
ン
図
〈
図
１
〉
に
分
類
し
た
こ
と
が
あ
る

（
１
）。

こ
の
図
中
の
「
Ａ
」
～
「
Ｄ
」
四
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
、

〇
「
Ａ
直
接
」
と
「
Ｂ
間
接
」
の
二
パ
タ
ー
ン

が
、
中
国
古
典
の
故
事
・
語
彙
表
現
が
空
海
著
作
に
流
入
す
る
径
路
に
広
く
適

用
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
、
図
中
「
Ｂ
間
接
」
の
「
外
典
・
詩
文
」
に
『
文
選
』

所
録
の
著
名
な
諸
文
が
措
定
さ
れ
る
実
態
を
別
の
場
所
で
論
証
し
て
い
る

（
２
）。

『
文
選
』
は
撰
者
の
昭
明
太
子
蕭し

よ
う
と
う統

（
五
〇
一
―
五
三
一
）
が
、「
儒
教
的
経
書
」

「
老
荘
諸
子
百
家
」「
弁
論
」「
史
書
」
を
除
外
し
た
文
学
的
文
章
を
精
選
し
た

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る

（
３
）。

し
か
し
、
撰
者
の
方
針
に
沿
っ
て
採
録
さ
れ
た
個
々

の
詩
文
に
は
、
聖
人
の
言
行
・
諸
子
百
家
の
弁
舌
・
歴
史
上
の
事
実
の
引
用
・

言
及
が
大
量
に
含
ま
れ
る
。
典
拠
・
博
学
を
欠
い
た
文
章
は
内
容
の
乏
し
い
凡

作
と
さ
れ
、
見
捨
て
ら
れ
る
。
六
朝
時
代
に
確
立
し
た
美
文
の
条
件
が
、
対
句

を
核
と
し
た
四
六
駢
儷
体
の
形
式
に
載
せ
て
、
典
故
（
古
典
に
存
在
す
る
言
辞
や
故

事
）
を
踏
ま
え
た
表
現

（
４
）を

多
用
す
る
修
辞
法
の
実
践
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蕭
統
が
経
書
・
諸
子
・
弁
論
・
歴

史
の
書
物
を
直
接
の
採
集
対
象
と
し
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
の
儒
玄
史
各
分
野
の
膨
大
な
過
去
の
言
説
は
、『
文
選
』
所
録
の
諸
詩
文

に
大
量
に
流
入
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
一
の
典
拠
を
遺
漏
な
く
提
示
し
て
見
せ
た
の
が
、
李
善
注
『
文
選
』
六
十

巻
本
で
あ
る
。
そ
の
構
図
を
示
せ
ば
以
下
〈
図
２
〉
の
通
り
と
な
る
。

さ
て
、
空
海
テ
ク
ス
ト
に
見
出
さ
れ
る
中
国
古

典
由
来
の
語
彙
が
、
全
て
『
文
選
』
に
由
来
す
る

か
と
言
え
ば
、
当
然
そ
の
よ
う
な
事
態
は
想
定
で

き
ず
、「
Ａ
直
接
」
流
入
の
パ
タ
ー
ン
も
大
い
に
あ

り
得
る
。
特
に
『
論
語
』
や
『
老
子
』『
荘
子
』
の

如
き
、
根
本
経
典
・
重
要
典
籍
か
ら
の
引
用
・
概

念
借
用
の
場
合
に
は
、
空
海
は
直
接
原
典
か
ら
語

句
を
採
り
、
或
い
は
原
文
へ
の
参
照
を
促
す
。

し
た
が
っ
て
、
空
海
の
作
中
に
散
見
さ
れ
る
中

国
古
典
書
籍
・
詩
文
を
典
拠
と
す
る
語
彙
表
現
の

流
入
は
、「
Ａ
直
接
」
と
「
Ｂ
間
接
（『
文
選
』）」
の

二
系
統
の
径
路
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
図
式
化

す
る
と
、
上
図
〈
図
３
〉
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

上
に
示
し
た
左
側
の
「
Ａ
直
接
」
流
入
径
路
と
、

右
側
の
「
Ｂ
間
接
（『
文
選
』）」
経
由
の
二
系
統
の

図１　老荘由来の径路パターン

図 2　文選の典拠パターン

図 3　中国古典典拠の流入パターン（左「Ａ直接」と右「Ｂ間接」）
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う
ち
、
空
海
の
配
置
す
る
語
彙
表
現
が
ど
ち
ら
の
ル
ー
ト
を
辿
っ
て
い
る
の
か
を
見
分
け
る
の
は
難
し
い
。
読
者
側
の
熟
知
を
前

提
と
し
て
援
用
さ
れ
る
中
国
古
典
に
基
づ
く
典
故
は
、
し
ば
し
ば
原
文
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
言
及
さ
れ
、
或
い
は
元
の
語
彙
を

使
わ
ず
に
意
を
汲
ん
で
別
語
で
表
現
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
空
海
の
文
中
で
『
論
語
』『
老
子
』
由
来
の
語
句
に
遭
遇
す
れ
ば
、
根

本
原
典
を
典
拠
と
す
る
『
文
選
』
所
録
の
詩
文
が
必
ず
複
数
は
存
在
し
て
、そ
の
大
元
の
表
現
・
意
味
（「
Ａ
直
接
」）
と
そ
れ
を
応
用
・

変
容
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
（「
Ｂ
間
接
『
文
選
』」）
の
双
方
を
視
野
に
収
め
る
必
要
が
生
じ
る
。

加
え
て
、老
荘
的
語
彙
表
現
「
Ａ
」
～
「
Ｄ
」
四
パ
タ
ー
ン
（
図
１
：
老
荘
由
来
の
径
路
パ
タ
ー
ン
）
の
流
入
に
、こ
こ
で
は
第
五
番
目
の
、

〇
「
Ｅ
文
選
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
パ
タ
ー
ン　

を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
則
ち
、『
文
選
』
所
録
の
名
文
の
中
に
は
、
根
本
原
典
を
か
な
り
自
由
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
新
し
い
語
句
を

創
作
す
る
（「
Ｂ
間
接
」
の
調
整
・
変
容
版
）
場
合

（
５
）や

、
全
く
新
奇
な
表
現
を
独
創
す
る
（
そ
れ
自
身
が
典
拠
と
な
る
）
事
態
が
見
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
五
番
目
の
「
Ｅ
文
選
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
に
分
類
さ
れ
る
新
規
独
創
例
と
し
て
は
、『
宝
鑰
』「
十
四
問
答
」
中
の
、

＊
金
科
玉
條
防
其
邪
逸

（
６
）（
金き

ん
か
　科
玉ぎ

よ
く
じ
よ
う
　

條
、
其
の
邪
逸
を
防
ぐ
）

と
い
う
語
は
、
黄
金
や
珠
玉
の
よ
う
に
善
美
を
尽
く
し
た
法
律
や
規
則
の
こ
と
を
言
う
が
、
こ
れ
は
揚よ

う
ゆ
う雄

（
前
五
三
―
一
八
）
の
「
劇

秦
美
新
」（『
文
選
』
巻
四
十
八
収
録
）
中
の
一
節
、

＊
懿
律
嘉
量
、
金
科
玉
條
。
神
卦
靈
兆
、
古
文
畢
發
。
煥
炳
照
曜
、
靡
不
宣
臻
。（
懿い

　
り
つ律

嘉か
り
よ
う量

、（
７
）金

科
玉
條

（
８
）、

神し
ん
か
　卦

靈れ
い
ち
よ
う兆

、（
９
）古

文
畢

こ
と
ご
とく

發

し

A
C

B

、
煥か

ん
へ
い炳

照
曜

A
D

B

、
宣あ

ま
ね
　く

臻い
た

ら
ざ
る
は
靡な

　

し

A
E

B

）

に
依
拠
す
る
。
絶
対
的
な
拠
り
所
と
し
て
守
る
べ
き
規
則
や
法
律
の
意
（『
宝
鑰
』
も
こ
の
義
で
用
い
る
）
と
し
て
、後
代
「
金
科
玉
條
」

は
成
語
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
初
出
は
『
文
選
』
中
の
揚
雄
「
劇
秦
美
新
」
当
該
部
分
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
文
選
』
所
録
の
詩

文
自
体
が
典
拠
に
な
り
、
且
つ
そ
の
語
句
を
後
続
の
詩
文
家
が
出
典
と
し
て
受
容
し
調
整
・
変
容
を
加
え
る
場
合
、
つ
ま
り
、

〇
『
文
選
』
所
録
の
文
：
ア
（
原
典
）

　
　
　

→
『
文
選
』
所
録
の
後
代
の
文
：
イ
（
受
容
・
変
容
）

　
　
　
　
　

→
更
に
後
代
の
文
：
ウ
・
エ
・
オ
…
…　

→
空
海
の
テ
ク
ス
ト

と
い
う
『
文
選
』
収
録
作
品
群
中
に
本
末
の
関
係
を
含
ん
で
、
総
体
的
に
空
海
の
著
作
に
語
彙
表
現
が
流
入
す
る
径
路
も
、
理
論

的
に
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
系
列
に
対
し
て
は
、『
文
選
』
自
体
を
原
典
と
し
た
「
Ｅ
文
選
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
流
入
の
過
程
を
設
定
す

べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
Ｅ
文
選
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
経
由
の
典
拠
構
造
は
、
空
海
の
著
作
の
場
合
、
作
者
空
海
が
、

〇
原
典
の
「
Ｅ
：
文
選
オ
リ
ジ
ナ
ル
」　　
　
　
　

と

〇
後
代
の
文
「
受
容
・
変
容
（
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
…
…
）」

を
複
合
的
に
知
悉
し
、
言
わ
ば
蓄
積
さ
れ
た
知
の
総
体

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
、
特
定
の
語
彙
表
現
を
自
ら
の
文
章
に
採
用
し
、
そ
の
比
喩
が
明

示
す
る
意
味
内
容
を
読
者
と
共
有
す
る
目
的
を
有
す
る
も
の
と
言
い
得
よ
う
。

次
節
で
は
、
そ
の
実
例
と
し
て
『
宝
鑰
』
巻
上
の
「
夢
中
之
遇
」「
行
雲
廻
雪
」
の
場
合
を
検
証
す
る
。

二
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
第
一
住
心
の
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」
と
い
う
表
現

『
宝
鑰
』
冒
頭
の
、
序
詩
・
大
意
序
・
住
心
名
頌
に
引
き
続
い
て
記
述
さ
れ
る
第
一
異
生
羝
羊
心
で
は
、
生
生
死
死
、
六
趣
に

沈
淪
す
る
衆
生
の
有
り
様
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

＊
顧
過
去
冥
冥
不
見
其
首
。
臨
未
来
漠
漠
不
尋
其
尾
。［
中
略
］
父
子
親
親
不
知
親
之
為
親
。
夫
婦
相
愛
不
覺
愛
之
為
愛
。
流
水

相
續
飛
燄
相
助
。
徒
縛
妄
想
之
縄
空
酔
無
明
之
酒
。
既
如
夢
中
之
遇
還
似
逆
旅
之
逢

A
F

B

。（
過
去
を
顧
み
れ
ば
冥
冥
と
し
て
其
の
首は

じ
め
　を

見
ず
。
未
來
に
臨
め
ば
漠
漠
と
し
て
其
の
尾を

は
り
　を

尋
ね
ず
。［
中
略
］
父
子
の
親
親
た
る
、
親
の
親
為た

　

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
夫
婦
の
相
愛
し
た
る
、
愛
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の
愛
為
る
こ
と
を
覺さ

と

ら
ず
。
流
水
相
續
き
飛
燄
相
助
く
。
徒
に
妄
想
の
縄

に
縛
ら
れ
て
空
し
く
無
明
の
酒
に
酔
ゑ
り
。
既
に
夢
中
に
遇
ふ
る
が
如
し
。

還
っ
て
逆げ

き
り
よ旅

［
客
舎
・
宿
屋
］
に
逢
ふ
に
似
た
り
）

生
死
流
転
の
様
態
が
「
過
去
と
未
来
」「
冥
冥
と
漠
漠
」「
首
と
尾
」

の
対
偶
表
現
を
用
い
て
見
事
に
形
容
さ
れ
る
。
父
子
の
愛
情
は
執
着

A
G

B

で
あ
っ
て
、
盲
目
的
に
父
子
の
情
愛
に
溺
れ
る
日
々
を
過
ご
せ
ば
輪

廻
の
因
と
な
る
。
盲
目
的
に
夫
婦
の
愛
情
に
耽
溺
し
感
情
に
惑
わ
さ

れ
れ
ば
、
同
じ
く
生
死
流
転
の
獄
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
。
父
に
対
す

る
忠
孝
や
男
女
相
愛
と
い
う
世
俗
的
な
プ
ラ
ス
の
価
値
観
が
、
輪
廻

の
原
因
と
し
て
否
定
さ
れ
る
（「
妄
想
之
繩
」「
無
明
之
酒
」「
夢
」）
文
相

で
あ
る
。

こ
の
一
節
は
、
堅
牢
な
対
句
表
現
で
構
築
さ
れ
た
見
事
な
名
文
と

な
っ
て
い
る
。
引
用
文
で
は
省
略
し
た
部
分
を
含
め
図
式
化
し
て
掲

げ
れ
ば
〈
図
４
〉
と
な
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
要
素
が
三
言
・
四
言
・
五
言
・

六
言
の
対
句
を
形
成
す
る
、
極
め
て
上
質
の
四
六
駢
儷
文
で
あ
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。

そ
し
て
、
六
道
輪
廻
と
い
う
仏
教
的
概
念
を
説
明
す
る
の
に
用
い

ら
れ
る
の
が
、
表
現
「
流
水
相
續
」「
妄
想
之
繩
」「
無
明
之
酒
」
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
酔
」「
夢
」「
縛
」
と
い
う
衆
生
の
迷
妄
の
現
状

を
導
き
出
す
。
そ
れ
は
最
終
的
に
「
夢
中
之
遇
」「
逆
旅
之
逢
」
に
似
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
比
喩
が
仏
典
で
は
な

く
外
典
由
来

A
H

B

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

「
流
水
」
は
絶
え
る
こ
と
の
な
い
水
の
流
れ
で
無
常
を
譬
え
、『
論
語
』
子
罕
篇
の
川
上
の
嘆
き
、

子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
。
不
舍
晝
夜
。（
子
、
川
の
上
に
在
り
て
曰
く
、
逝ゆ

　

く
者
は
斯か

く

の
如
き
か
。
晝
夜
を
舍お

　

か
ず
）

の
一
句
を
言
外
に
言
い
含
め
る
。「
飛
燄
」
は
飛
び
散
る
炎
で
、
川
の
水
流
や
燃
え
盛
る
熾
焔
は
間
断
な
く
連
続
す
る
か
ら
表
面
的

に
は
常
住
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
れ
自
身
の
固
定
的
な
実
体
が
持
続
す
る
の
で
は
な
く
、
流
れ
流
れ
生
滅
を
繰
り
返
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
と
言
い
、
こ
の
現
象
を
常
住
と
信
じ
る
不
覚
を
、「
妄
想
」
に
計
縛
さ
れ
「
無
明
」
に
酔
う
と
表
現
す
る
。
仏
教
的
な
概

念
を
孔
子
の
金
言
を
援
用
し
て
表
現
す
る
一
例
で
あ
る
。

次
に
、「
夢
中
之
遇
」
は
『
文
選
』
巻
十
九
の
宋そ

う
ぎ
よ
く

玉
作A

I
B「

神
女
賦
」「
高
唐
賦
」
に
述
べ
ら
れ
る
有
名
な
挿
話
を
基
に
す
る
。
楚

の
襄じ

よ
う
お
う王

が
夢
の
中
で
神
女
と
遭
遇
す
る
が
、
覚
醒
し
た
後
に
は
相
手
が
姿
を
消
し
茫
然
と
し
た
、
そ
の
容
貌
綺
麗
な
る
佳
人
を
寝

て
も
覚
め
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

楚
襄
王
與
宋
玉
遊
於
雲
夢
之
浦
、
使
玉
賦
高
唐
之
事
。
其
夜
王
寢
、
果
夢
與
神
女
遇
、
其
狀
甚
麗
。［
中
略
］
晡
夕
之
後
、
精

神
怳
忽
、
若
有
所
喜
。
紛
紛
擾
擾
、
未
知
何
意
。
目
色
髣
彿
、
作
若
有
記
。
見
一
婦
人
、
狀
甚
奇
異
。
寐
而
夢
之
、寤
不
自
識
。

罔
兮
不
樂
、
悵
然
失
志
。
於
是
撫
心
定
氣
、
復
見
所
夢
。（
楚
の
襄
王
、
宋
玉
と
雲う

ん
ぼ
う夢

の

A
J

B

浦ほ
　に

遊
び
、
玉
［
宋
玉
］
を
し
て
高こ

う
と
う唐

の
事
を

賦
せ
使
む
。
其
の
夜
、
王
寢い

　

ね
、
果は

て

に
夢
に
神し

ん
ぢ
よ女
と
遇あ

　

ふ

A
K

B

。
其
の
狀か

た
ち甚

だ
麗

う
る
はし

 A
L

B
 。［

中
略
］
晡ほ

　
せ
き夕

の

A
M

B

後
、
精
神
怳こ

う
こ
つ忽

と
し
て
喜
ぶ
所
有
る
が
若
く

A
N

B

、

紛ふ
ん
ぷ
ん紛

擾じ
よ
う
じ
よ
う

擾
とA

O
Bし

て
未
だ
何
の
意
な
る
を
知
ら
ず
。
目
色
髣ほ

う
ふ
つ彿

と

A
P

B

し
て
作た

ち
ま
　ち

記
す
る
有
る
が
若
く

A
Q

B

一
婦
人
［
＝
巫
山
の
神
女
］
を
見
る
。
狀
甚
だ
奇

異
な
り

A
R

B

。
寐い
　ね
て
之
を
夢
み

A
S

B

、
寤さ

　

め
て
自み

づ
か
　ら
識しら
ら
ず

A
T

B

。
罔も

う

と

A
U

B

し
て
樂
し
ま
ず
、
悵ち

よ
う
ぜ
ん然

と

A
V

B

し
て
志
を
失
ふ
。
是
に
於
て
心む

ね

を
撫
で
氣

A
W

B

を
定
め
、
復
た

夢
み
し
所
を
見

A
X

B

る
）
―
宋
玉
「
神
女
賦
」

現
実
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
不
確
か
な
巫
山
の
神
女
と
夢
の
中
で
遭
遇
し
、
そ
の
甘
美
陶
然
た
る
歓
楽
を
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と

図 4　対句表
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を
述
べ
る
。

次
に
、「
逆
旅
」
は
旅
客
を
迎
え
る
所
、客
舎
・
宿
屋
を
指
し
、迷
妄
不
覚
の
衆
生
が
無
明
妄
想
の
荒
野
に
彷さ

ま
よ徨

う
旨
を
比
喩
す
る
。

こ
の
「
逆
旅
之
逢
」
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
ソ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
旅
先
で
二
人
の
神
女
（
娥
皇
と
女
英
［
堯
の

二
人
の
娘
に
し
て
舜
の
妻
］）
に
出
逢
っ
た
鄭て

い
こ
う
ほ
　

交
甫
［
鄭
国
の
大
夫
］
の
故
事
に
基
づ
く
。
漢
代
の
劉

り
ゆ
う
き
よ
う
　

向
（
前
七
七
―
前
六
）
撰
の
『
列
仙
伝
』

巻
上
の
江
妃
二
女
に
、

江
妃
二
女［
中
略
］出
遊
於
江
漢
之
湄
、逢
鄭
交
甫
。
見
而
悅
之
、不
知
其
神
人
也
。
謂
其
僕
曰
、我
欲
下
請
其
佩
。［
中
略
］二
女
曰
、

客
子
有
勞
、
妾
何
勞
之
有
。［
中
略
］
遂
手
解
佩
與
交
甫
。
交
甫
悅
受
、
而
懷
之
中
當
心
。
趨
去
數
十
步
、
視
佩
、
空
懷
無
佩
。

顧
二
女
、
忽
然
不
見
。（
江
妃
［
長
江
と
漢
水
の
二
女
神
］
二
女
［
中
略
］
江
漢
の
湄ほ

と
り
　に

出
遊
し
、
鄭
交
甫
に
逢
ひ
た
り
。［
交
甫
は
］
見
て
之
を

悅
べ
る
［
二
女
に
見
惚
れ
る
］
も
、
其
の
神
人
な
る
を
知
ら
ず
。
謂
ふ
て
其
の
僕
［
従
者
］
に
曰
く
、
我
下
り
て
其
の
佩

お
び
た
ま［

情
交
の
証
］
を
請
は
ん

と
欲
す
。［
中
略
］
二
女
曰
く
、客
子
に
勞ろ

う

有
り
、妾し

よ
う
　何

ぞ
勞
の
有
ら
ん
や
。［
中
略
］
遂
に
手
づ
か
ら
佩
を
解
き
交
甫
に
與あ

た

ふ
。
交
甫
悅
び
て
受
け
、

之
を
懷

ふ
と
こ
ろに

し
心
に
中
當
す
［
押
し
当
て
る
］。［
別
離
の
後
］
趨は

し

り
去
る
こ
と
數
十
步
、
佩
を
視
る
に
、
懷
空
し
く
し
て
佩
無
し
。
二
女
を
顧

か
へ
り
みる

も
、

忽
然
と
し
て
見
え
ざ
り
き

A
Y

B

）

と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
旅
先
（「
逆
旅
」）
で
美
女
と
の
邂
逅
（「
逢
」）
を
体
験
す
る
も
、
二
女
と
の
別
離
の
後
に
愛
情
を
交
わ
し

た
証
で
あ
る
「
佩
」
が
消
失
し
、
思
い
を
交
わ
し
た
相
手
が
実
は
神
女
・
女
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
と
い
う
枠
組
み
の
話
で

あ
る
。
旅
人
の
交
甫
に
と
っ
て
、
自
分
の
経
験
が
現
実
と
も
夢
と
も
区
別
の
つ
か
な
い
幻
想
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
結
末
が
、

衆
生
の
迷
妄
不
覚
の
好
例
と
し
て
空
海
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
交
甫
解
佩

A
Z

B

の
逸
事
は
、『
文
選
』
所
録
の
詩
文
の
典
拠
と
な
る
。
例
え
ば
、阮げ

ん
せ
き籍

（
二
一
〇
―
二
六
三
）
の
「
詠
懷
詩
」
第
二
（『
文

選
』
巻
二
十
三
）
に
、

二
妃
遊
江
濱
、
消
遙
順
風
翔
。
交
甫
懷
環
珮
、
婉
孌
有
芬
芳
。
猗
靡
情
歡
愛
、
千
載
不
相
忘
。（
二
妃
江こ

う
ひ
ん濱

に
遊
び
、
消
遙
し
て

風
に
順
ひ
て
翔か

け

る
。
交こ

う
ほ
　甫
環か

ん
ぱ
い珮
を
懷
に
し

A
[

B

、
婉え

ん
れ
ん孌

と
し
て
芬ふ

ん
ぽ
う芳

有あ
　

り

A
\

B

。
猗い

　
び
　靡

と
し
て
情こ

こ
ろ
　は

歡
愛
し

A
]

B

、
千
載
も
相
忘
れ
ず
）

と
詠
わ
れ
て
い
る
。
次
に
、『
文
選
』
巻
十
二
所
録
の
郭か

く
は
く璞

（
二
七
六
―
三
二
四
）「
江
賦
」
で
は
、

奇
相
得
道
而
宅
神
、
乃
協
靈
爽
於
湘
娥
。［
中
略
］
感
交
甫
之
喪
珮
、
愍
神
使
之
嬰
羅
。（
奇き

　
そ
う相

道
を
得
て
神し

ん

を
宅お

　

き
A

^
B

、
乃
ち
靈れ

い
そ
う爽

を
湘し

よ
う
が娥

に
協あ

は

す

A
_

B

。［
中
略
］
交
甫
の
珮
を
喪
へ
る
に
感
じ
、
神
使
の
羅あ

み

に
嬰か

か
れ
　る

を
愍か

な

し
む

A
`

B

）

と
い
う
堯
の
二
人
の
娘
「
湘
娥
」（
＝
江
妃
二
女
）
と
鄭
交
甫
の
伝
説
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
へ
の
李
善
注
に
は
、

韓
詩
內
傳
曰:

鄭
交
甫
遵
彼
漢
皋
臺
下
、
遇
二
女
、
與
言
曰:

願
請
子
之
珮
。
二
女
與
交
甫
、
交
甫
受
而
懷
之
、
超
然
而
去
、

十
步
循
探
之
、
即
亡
矣
。
迴
顧
二
女
、
亦
即
亡
矣

A
a

B

。

と
『
列
仙
伝
』
に
類
し
た
典
拠
の
文
言
が
記
載
さ
れ
る
。

ま
た
曹そ

う
し
よ
く
　

植（
一
九
二
―
二
三
二
）の「
洛
神
賦
」（『
文
選
』巻
十
九
）は
、『
文
選
』を
代
表
す
る
叙
情
的
名
篇
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
が
、

こ
の
幻
想
的
な
女
神
邂
逅
譚
は
、
交
甫
解
佩
の
伝
説
に
立
脚
し
た
枠
組
み
、
則
ち
洛
水
・
漢
水
の
神
女
と
の
夢
幻
的
出
会
い
を
歌
っ

た
も
の
で
あ
る
。

願
誠
素
之
先
達
兮
、
解
玉
佩
以
要
之
。
嗟
佳
人
之
信
脩
兮
、
羌
習
禮
而
明
詩
。
抗
瓊
珶
以
和
予
兮
、
指
潛
淵
而
為
期
。
執
眷

眷
之
款
實
兮
、
懼
斯
靈
之
我
欺
。
感
交
甫
之
棄
言
兮
、
悵
猶
豫
而
狐
疑
。［
中
略
］
從
南
湘
之
二
妃
、
攜
漢
濱
之
游
女
。［
中
略
］

氣
若
幽
蘭
。
華
容
婀
娜
、
令
我
忘
飡
。（
誠
素
［
真
情
実
意
］
の
先
づ
達
せ
ん
こ
と
を
願
ひ
、
玉ぎ

よ
く
は
い
　
佩
を
解と

　

い
て
之
を
要
す

A
b

B

。
嗟あ

あ

佳
人
の
信
脩

な
る

A
c

B

、
羌あ

あ

禮
に
習
ひ
て
詩
に
明
ら
か
な
り

A
d

B

。
瓊け

い
て
い珶

［
美
玉
］
を
抗あ

　

げ
て
以
て
予
［
曹
植
］
に
和
し

A
e

B

、
潛せ

ん
え
ん

淵
を
指
し
て
期
と
為
す

A
f

B

。
眷
眷
の
款か

ん
じ
つ實

を

執と
　

り

A
g

B

、
斯
の
靈か

み

の
我
を
欺
む
か
ん
こ
と
を
懼
れ

A
h

B

、
交
甫
の
言げ

ん

を
棄
て
た
る
に
感
じ

A
i

B

、
悵ち

よ
うと

し
て
猶ゆ

う
よ
　豫

し
て
狐
疑
す

A
j

B

。［
中
略
］
南
湘
の
二
妃
に
從
が

ひ

A
k

B

、
漢か

ん
ぴ
ん濱

の
游
女
を
攜た

ず
さ
　へ

、

A
l

B

［
中
略
］
氣
幽ゆ

う
ら
ん蘭

の
若
く

A
m

B

、
華か

　
よ
う容

婀あ
　
だ
　娜

と
し
て

A
n

B

、
我
を
し
て
飡さ

ん

を
忘
れ
令
む
）　　

上
の
引
用
文
の
「
感
交
甫
之
棄
言
兮
」
の
句
に
対
す
る
李
善
注
に
は
、

神
仙
傳
曰:

切
仙
一
出
遊
於
江
濱
、逢
鄭
交
甫
、交
甫
不
知
何
人
也
、目
而
挑
之
、女
遂
解
佩
與
之
。
交
甫
行
數
步
、空
懷
無
佩
、



—100——101—

空海における女神（小渕）

女
亦
不
見

A
o

B

。

と
原
典
が
指
摘
さ
れ
る
。
郭
璞「
江
賦
」の
場
合
に
は『
韓
詩
內
傳
』、曹
植
の「
洛
神
賦
」に
は『
神
仙
傳
』の
典
拠
を
李
善
は
示
す
が
、

い
ず
れ
も
、
上
に
挙
げ
た
『
列
仙
伝
』
の
伝
承
と
同
一
の
逸
事
を
指
し
示
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
例
を
再
整
理
す
れ
ば
、

「
夢
中
之
遇
」
に
関
し
て
は
、

〇
先
秦
時
代
の
宋
玉
作
「
神
女
賦
」「
高
唐
賦
」
→
三
国
魏
の
曹
植
「
洛
神
賦

A
p

B

」

と
い
う
『
文
選
』
内
部
で
の
逸
事
の
伝
承
が
観
察
さ
れ
、
次
に
、

「
逆
旅
之
逢
（
交
甫
解
佩
）」
に
関
し
て
は
、

〇
漢
代
の
劉
向
『
列
仙
伝
』
→
三
国
魏
の
曹
植
「
洛
神
賦
」
→
三
国
魏
の
阮
籍
「
詠
懷
詩
」
→
晋
の
郭
璞
「
江
賦
」
→
唐
代

の
李
善
に
よ
る
『
文
選
』
へ
の
注
釈

と
い
う
具
合
に
、
歴
代
の
大
詩
文
家
の
作
品
に
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
、
そ
の
典
拠
と
継
続
の
次
第
が
文
選
学
の
大
家
李
善
に
よ
っ

て
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

即
ち
、『
文
選
』
中
で
特
に
知
名
度
の
高
い
作
品
、

◎
「
神
女
賦
」「
高
唐
賦
」（
宋
玉
）、「
洛
神
賦
」（
曹
植
）、「
詠
懷
詩
」（
阮
籍
）、「
江
賦
」（
郭
璞
）

等
に
取
り
扱
わ
れ
た
語
彙
・
比
喩
を
、
空
海
は
、
教
養
あ
る
人
士
に
周
知
さ
れ
た
表
現
と
し
て
自
作
の
中
に
採
用
し
た
、
と
い
う

事
態
が
如
実
に
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
第
四
住
心
の
「
行
雲
廻
雪
」
と
い
う
比
喩

宋
玉
と
曹
植
の
同
じ
詩
賦
に
典
拠
を
持
つ
表
現
が
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
第
四
唯
薀
無
我
心
の
記
述
に
見
出
さ
れ
る
。

＊
禿
頭
割
衣
鐵
杖
鋼
盂
。
行
則
安
徐
護
虫
。
坐
則
低
頭
數
息
。
斯
則
身
之
標
儀
。
言
殺
言
收
即
知
淨
之
語
。
行
雲
廻
雪
即
死
尸

之
想
。
斯
乃
心
口
之
灰
屑

A
q

B

。（
禿
頭
割
衣
し
、
鐵
杖
鋼こ

う
う
　盂

あ
り
。
行
く
と
き
に
は
則
ち
安
徐
し
て
虫
を
護
り
、
坐
す
る
と
き
に
は
則
ち
低
頭
し

て
息
を
數
ふ
［
数
息
観
］。
斯
れ
則
ち
身
の
標ひ

よ
う
ぎ儀

［
幖
幟
威
儀
：
身
の
振
る
舞
い
方
］
な
り
。
殺
を
言
ひ
收
を
言
ふ

A
r

B

に
即
ち
知ち

じ
よ
う淨

の
語こ

と
ば
　あ

り
。
行こ

う
う
ん雲

廻か
い
せ
つ雪

に
即
ち
死し

　
し
　尸

の
想
ひ
あ
り
。
斯
れ
乃
ち
心
口
の
灰け

　
せ
つ屑

な
り
）

「
禿
頭
割
衣
」
は
剃
髪
と
袈
裟
で
、
仏
道
出
家
者
を
外
見
的
に
目
立
た
せ
る
徴
を
言
い
、「
鐵
杖
鋼
盂
」
は
遊
行
の
際
に
比
丘
が

手
に
執
る
錫
杖
と
托
鉢
用
の
鉄
鉢
を
指
す
。
比
丘
・
比
丘
尼
の
四
威
儀
（
行
住
坐
臥
）
の
様
を
、「
行
則
安
徐
護
虫
坐
則
低
頭
數
息
」

の
対
句
に
行
と
坐
を
挙
げ
て
記
す
。
ま
た
、
地
面
の
小
さ
な
虫
に
気
付
か
ず
踏
み
殺
さ
ぬ
よ
う
注
意
し
て
慎
重
に
歩
行
す
る
意
を

「
安
徐
護
虫
」
で
表
現
し
、草
木
伐
採
・
財
宝
授
受
な
ど
を
言
表
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
場
合
に
は
、直
接
的
に
名
指
す
の
で
は
な
く
、

「
之
を
知
れ
・
之
を
看
よ
・
之
を
与
え
よ
」
等
の
清
浄
な
言
葉
を
用
い
る
が
、
こ
の
婉
曲
表
現
を
「
知
淨
之
語
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
ま

で
は
出
家
僧
の
外
見
・
持
ち
物
・
身
を
律
し
た
行
動
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

「
行
雲
廻
雪
」
以
降
は
不
浄
観
の
記
述
に
移
る
。「
死
尸
」
は
死
体
・
屍
で
、「
行
雲
廻
雪
」
と
表
現
さ
れ
る
佳
人
に
屍
の
相
を

観
ず
る
行
（
九
相
観
）
を
言
う
。
絶
世
の
美
女
の
相
貌
に
屍
の
相
を
透
徹
す
る
観
を
為
す
は
、
即
ち
是
れ
心
業
と
口
業
（「
心
口
」）
の

二
業
の
貪
愛
を
断
滅
し
清
浄
な
ら
し
め
る
（「
灰
屑

A
s

B

」）
と
い
う
文
相
に
な
る
。

さ
て
、
美
女
の
相
貌
を
表
現
す
る
「
行
雲
廻
雪
」
と
い
う
比
喩
は
、
宋
玉
「
高
唐
賦
」
と
曹
植
「
洛
神
賦
」
二
作
（
共
に
『
文
選
』

巻
十
九
所
録
）
に
典
拠
を
有
し
て
い
る
。

「
行
雲
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
宋
玉
の
「
高
唐
賦
」
の
記
述
を
掲
げ
る
。

夢
見
一
婦
人
。
曰
、「
妾
巫
山
之
女
也
。
為
高
唐
之
客
。
聞
君
遊
高
唐
、
願
薦
枕
席
。」
王
因
幸
之
。
去
而
辭
曰
、「
妾
在
巫

山
之
陽
、高
丘
之
阻
。
旦
爲
朝
雲
。
暮
爲
行
雨
。
朝
朝
暮
暮
。
陽
臺
之
下
。」
旦
朝
視
之
如
言
。
故
爲
立
廟
。
號
曰
朝
雲
。（
夢
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に
一
婦
人
を
見
る
。
曰
く
、「
妾し

よ
う
　は
巫ふ

　
ざ
ん山
の
女ぢ
よ

な
り

A
t

B

。
高こ

う
と
う唐

［
台
観
の
名
］
の
客
為た

　

り

A
u

B

。
聞
く
君き

み

［
楚
の
懷
王
］
高
唐
に
遊
ぶ
と
。
願
は
く
は
枕ち

ん
せ
き席

を
薦す

す

め
ん
」
と

A
v

B

。
王
［
懷
王
］
因
っ
て
之
を
幸
［
寵
愛
］
す
。
去
る
と
き
辭
し
て
曰
く
、「
妾
は
巫
山
の
陽

み
な
み

、

A
w

B

高こ
う
き
ゆ
う
　

丘
の
阻そ

　に
在
り

A
x

B

。
旦あ

し
た
　に

は
朝ち

よ
う
う
ん雲

と
為な

　

り

A
y

B

、
暮く

れ

に
は
行こ

う
う
　雨

と
為
る

A
z

B

。
朝ち

よ
う
ち
よ
う
ぼ
　
ぼ
　

朝
暮
暮
、

A
{

B

陽よ
う
だ
い臺

の
下も

とに
あ
り

A
|

B

」
と
。
旦あ

し
た
　朝

［
早
朝
］
に
之
を
視
れ
ば
言げ

ん

の
如
し
。
故
に
為
に
廟び

よ
うを

立
て

A
}

B

、

號
し
て
朝ち

よ
う
う
ん雲

と
曰
ふ
）」

こ
こ
で
、「
巫
山
之
女
」
が
仮
現
す
る
所
の
「
行
雨
」「
朝
雲
」
を
併
せ
て
、「
行
雲
」
と
い
う
語
が
作
ら
れ
る
。
即
ち
、
高
唐

台
に
出
遊
し
た
楚
の
懷
王
は
、
彼
を
接
待
す
る
為
に
出
現
し
た
神
女
（「
巫
山
之
女
」）
と
の
情
交
を
果
た
し
た
後
、
女
神
か
ら
そ
の

正
体
を
明
か
さ
れ
る
が
、そ
の
告
白
に
は
、女
神
は
早
朝
に
は
た
な
び
く
朝
雲
と
な
り
、夕
方
に
は
降
り
し
き
る
雨
の
姿
と
な
っ
て
、

常
に
巫
山
に
居
な
が
ら
そ
の
存
在
を
象
徴
的
に
示
現
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
巫
山
之
女
＝
女
神
」
の
陶
酔
に
誘
う
強
烈
な
魅
力
は
、
こ
れ
を
「
行
雲
」
と
い
う
語
彙
に
凝
縮
さ
れ
、
中
国

の
伝
統
文
化
の
中
に
定
着
さ
れ
る

A
~

B
。

次
に
「
廻
雪
」
と
い
う
表
現
は
、
前
節
で
も
論
じ
た
曹
植
「
洛
神
賦
」（『
文
選
』
巻
十
九
）
中
の
、
女
神
宓ふ

く
ひ妃

を

A
C
B

詠
ん
だ
一
節
を

典
拠
と
す
る
。

其
形
也
、
翩
若
驚
鴻
、
婉
若
遊
龍
。
榮
曜
秋
菊
、
華
茂
春
松
。
髣
髴
兮
若
輕
雲
之
蔽
月
、
飄
颻
兮
若
流
風
之
迴
雪
。
遠
而
望

之
、
皎
若
太
陽
升
朝
霞
。
迫
而
察
之
、
灼
若
芙
蕖
出
淥
波
。（
其
の
形
［
麗
人
の
形
姿
］
や
、
翩へ

ん

た
る
こ
と
驚け

い
こ
う鴻

の
若ご

と

く

A
D
B

、
婉え

ん

た
る
こ
と

遊ゆ
う
り
よ
う

龍
の
若
く
し
て

A
E
B

、
榮え

い

秋し
ゆ
う
ぎ
く菊

よ
り
も
曜

か
が
や

き

A
F
B

、
華は

な

は
春し

ゆ
ん
し
よ
う
　

松
よ
り
茂
る

A
G
B

。
髣ほ

う
ふ
つ髴

た
る
こ
と
輕け

い
う
ん雲

の
月
を
蔽お

ほ

ふ
が
若
く

A
H
B

、
飄ひ

よ
う
ひ
よ
う颻

と
し
て
流り

ゆ
う
ふ
う風
の
雪
を

迴め
ぐ
ら
　す

が
若
し

A
I
B

。
遠
く
し
て
之
を
望
め
ば

A
J
B

、
皎こ

うと
し
て
太
陽
の
朝ち

よ
う
か霞

に
升の

ぼ

る
が
若
し

A
K
B

。
迫ち

か
くし

て
之
を
察み

　

れ
ば

A
L
B

、
灼し

や
く
　と

し
て
芙ふ

　
き
よ蕖

の
淥り

よ
く
は波

を
出
づ
る
が

若
し

A
M
B

）

こ
こ
で
の
「
迴
雪
」
は
雪
の
回
旋
飛
舞
す
る
様
を
言
い
、
女
子
の
舞
う
姿
の
軽
や
か
な
優
美
さ
を
形
容
す
る
。
即
ち
、
曹
植
が

河
神
宓
妃
の
容
貌
・
挙
措
動
作
を
描
写
す
る
に
当
り
、
輝
く
ば
か
り
に
艶
や
か
な
女
神
の
相
貌
を
、「
遊
龍
・
秋
菊
・
春
松
・
輕
雲
（
蔽

月
）・
流
風
（
迴
雪
）・
太
陽
（
升
朝
霞
）・
芙
蕖
（
出
淥
波
）」
等
の
語
彙
を
以
て
多
面
的
に
讃
嘆
す
る
が
、
そ
の
中
で
特
に
ひ
ら
ひ
ら

と
舞
い
踊
る
さ
ま
を
「
流
風
迴
雪
」
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
四
言
句
は
後
に
成
語
化
さ
れ
、「
迴
雪
」
の
み
で
美
女
の
舞
い
姿
、

転
じ
て
美
人
そ
の
も
の
を
比
喩
す
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
「
朝
霞
」
は
、「
洛
神
賦
」
の
発
想
源
「
高
唐
賦
」
の
「
巫
山
之
女
＝

朝
雲
」
を
踏
ま
え
た
語
で
あ
る
。

以
上
の
記
述
か
ら
も
見
て
取
れ
る
如
く
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
第
四
住
心
で
声
聞
乗
・
出
家
修
行
者
の
不
浄
観
に
言
及
さ
れ
る
こ
の
「
行

雲
廻
雪
」
は
、『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
た
、

※
神
女
邂
逅
譚
（
宋
玉
「
高
唐
賦
」
と
曹
植
「
洛
神
賦
」）
か
ら
語
彙
を
採
取
し

※
二
つ
の
詩
賦
の
故
事
を
合
成
し
て

※
空
海
が
新
た
に
定
着
さ
せ
た
表
現

な
の
で
あ
る
。

前
節
で
考
察
し
た
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」
が
、
宋
玉
・
曹
植
の
作
品
を
含
み
つ
つ
、『
文
選
』
内
部
で
の
数
段
階
の
流
入

過
程
を
観
察
で
き
る
の
に
対
し
、「
行
雲
迴
雪
」
の
場
合
は
「
高
唐
賦
」「
洛
神
賦
」
か
ら
の
直
接
的
流
入
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
構

造
を
示
す
。
但
し
、
二
作
品
か
ら
の
合
成
と
い
う
手
間
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
行
雲
廻
雪
」
と
い
う
複
合
表
現
が
成
立
す
る
為
に
は
、『
宝
鑰
』
の
読
者
側
が
、

〇
当
該
比
喩
が
宋
玉
・
曹
植
の
文
に
依
拠
す
る
と
い
う
知
識
を
具
え
る
こ
と

つ
ま
り
、

〇
美
女
・
女
神
の
妖
艶
優
美
を
指
し
示
す
「
高
唐
賦
」「
洛
神
賦
」
の
細
部
に
至
る
ま
で
知
悉
し

〇
し
た
が
っ
て
中
国
古
典
を
熟
知
し
た
知
的
共
同
体
を
形
成
す
る

事
態
を
前
提
と
す
る
。
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こ
れ
は
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」
に
も
当
て
嵌
ま
る
条
件
と
言
え
る
。『
宝
鑰
』
の
天
長
期
の
読
者
（
天
皇
と
文
人
官
僚

A
N
B

）
が
即

座
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
比
喩
表
現
の
典
拠
は
知
識
人
周
知
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
空
海
は
そ
の
条
件
を
し
か
と
見

据
え
た
上
で
、「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
を
配
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

夢
の
中
で
の
巫
山
の
神
女
と
の
出
会
い
や
交
甫
解
佩
の
逸
事
は
、『
文
選
』
を
繙
く
ほ
ど
の
詩
文
の
士
に
し
て
み
れ
ば
、
熟
知

し
て
当
然
の
知
識
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
神
的
存
在
と
の
夢
幻
的
な
邂
逅
と
遂
に
満
た
さ
れ
な
い
情
欲
を
述
べ
て
、
極
め
て
情
動
的

な
陶
酔
を
誘
発
す
る
。
中
国
古
代
に
し
て
は
稀
な
エ
ロ
ス
の
発
露
で
あ
る
が
、
空
海
は
こ
の
女
神
＝
性
愛
の
逸
話
を
、

〇
発
心
し
て
菩
提
を
目
指
す
仏
道
修
行
者
が

〇
そ
の
虚
無
性
を
認
識
し
克
服
す
べ
き
幻
想
の
事
例

と
し
て
提
示
す
る
。
則
ち
、

※
衆
生
の
陥
っ
た
狂
酔
・
夢
・
幻
・
計
縛

※
や
が
て
は
屍
と
な
り
腐
敗
し
て
骸
骨
に
変
遷
す
る
無
常

を
比
喩
す
る
に
好
適
の
語
彙
表
現
と
し
て
選
択
し
て
い
る
。

空
海
に
と
っ
て
、
女
神
＝
エ
ロ
ス
は
輪
廻
の
因
で
あ
り
、
早
々
に
逃
れ
去
る
べ
き
幻
・
陽
炎
・
夢
・
影
・
乾
闥
婆
城
等
の
具
象

化
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

四
、『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
で
の
事
例
と
『
遊
仙
窟
』

空
海
は
こ
の
神
女
と
の
出
会
い
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
み
な
ら
ず
若
年
の
作
『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
で

も
援
用
し
て
い
る
。

『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
巻
上
亀
毛
先
生
論
の
中
で
は
、男
女
和
合
の
理
を
説
く
一
節
に
、次
の
よ
う
な
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。

＊
書
貽
二
女
之
嬪
。
然
則
。
人
非
展
季
誰
莫
伉
儷
。
世
異
子
登
何
可
隻
枕
。
必
須
行
雨
之
蛾
眉
筮
彼
姬
氏
。
飄
雪
之
蟬
鬢
占
此

羌
［
姜
］
族

A
O
B

。（
書
［
尚
書
］
に
二に

　
じ
よ女

の
嬪こ

び

［
皇
帝
の
妃
・
嫁
］
を
貽の

こ

せ
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
人
は
展て

ん
き季［

A
P
B

女
嫌
い
］
に
非
ざ
れ
ば
、
誰
か
伉こ

う
れ
い儷

［
配

偶
者
］
莫な

　

か
ら
む
。
世
は
子し

登と
う

［
隠
者
の
名
］
に
異
な
れ
ば
、
何
ぞ
隻せ

き
ち
ん枕

［
独
り
寝
］
す
可
け
ん
や
。
必
ず
須
ら
く
行こ

う
う
　雨

の
蛾が

　
び
　眉

［
美
人
］
は
彼

の
姬き

い
し
　氏

［

A
Q
B

黄
帝
の
姓
］
を
筮う

な
らひ

、
飄ひ

よ
う
せ
つ雪

［
美
人
］
の
蟬せ

ん
び
ん鬢

［
髪
の
毛
］
は
此
の
羌き

よ
う
ぞ
く族

［

A
R
B

炎
帝
の
一
族
］
を
占
ふ
べ
し
）

柳
下
恵
（
展
季
）
の
如
き
堅
物
を
例
外
と
す
れ
ば
、
人
は
皆
美
し
い
女
性
を
配
偶
者
と
し
て
得
た
い
も
の
だ
、
と
い
う
旨
の
世
俗

的
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
二
女
」
と
言
及
さ
れ
る
の
は
、
舜
帝
の
妃
の
娥が

　
こ
う皇

と
女ぢ

よ
え
い英

姉
妹
（
堯
帝
の
二
人
の
娘
）
で
、
舜

帝
の
没
後
湘
水
に
投
身
し
水
神
と
な
っ
た
、『
列
仙
伝
』
江
妃
二
女
に
直
結
す
る
二
人
の
女
神
を
指
す
。「
行
雨
」
は
前
節
で
検
討

し
た
宋
玉
「
高
唐
賦
」
の
「
巫
山
之
女
＝
朝
雲
行
雨
」
を
直
接
的
に
受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
「
飄
雪
」
は
、曹
植
「
洛
神
賦
」
の
「
飄

颻
兮
若
流
風
之
迴
雪
」
か
ら
「
飄
」「
雪
」
の
二
字
を
取
っ
た
句
で
あ
り
、「
廻
雪
」
に
類
し
て
美
人
を
形
容
す
る
語
彙
表
現
で
あ
る
。

即
ち
、◎

『
宝
鑰
』
で
効
果
的
に
使
用
さ
れ
た
「
夢
中
之
遇
」「
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
の
比
喩
が

◎
既
に
『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
で
求
愛
の
対
象
＝
美
女
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

と
い
う
事
実
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
巻
下
で
は
、
美
貌
を
誇
っ
た
肉
体
が
死
後
朽
ち
果
て
て
ゆ
く
廃
頽
潰
滅
の
様
を
仮
名
乞
児

が
物
語
る
、
そ
の
一
節
に
「
巫
山
之
女
」「
交
甫
解
佩
」
が
織
り
込
ま
れ
る
。

施
朱
紅
臉
。
卒
為
靑
蠅
之
蹋
蹴
。
染
丹
赤
脣
。
化
為
烏
鳥
之
哺
宍
。
百
媚
巧
咲
。
枯

A
S
B

曝
骨
中
更
難
可
値
。
千
嬌
妙
態
。
腐
爛

體
裏
誰
亦
敢
進
。
峨
峨
漆
髪
。
縱
横
而
為
藪
上
之
流
芥
。
纖
纖
素
手
。
沈
淪
而
作
草
中
之
腐
敗
。
馥
馥
蘭
氣
。
随
八
風
以
飛
去
。

涓
涓
臰
液
。
從
九
竅
而
沸
擧
。
綢
繆
妻
孥
。
无
異
楚
宋
之
夢
遇
神
女
。
磊
砢
寶
蔵
。
宛
同
鄭
交
之
空
承
仙
語

A
T
B

。（
朱
を
施
せ
る
紅

く
れ
な
ゐ
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の
臉ほ

ほ
［
頬
］
は
、
卒つ

ひ

に
靑
蠅
の
蹋ふ

　

み
蹴
る
［
群
が
り
集
る
］
と
こ
ろ
と
為
り
ぬ
。
丹た

ん

に
染
め
た
る
赤
き
脣

く
ち
び
るは

、
化
し
て
烏か

ら
す鳥

の
哺ふ

く

む
宍

し
し
む
ら［

啄
み
喰
ら

う
死
肉
］
と
為
る
。
百も

も

の
媚こ

び

［
妖
艶
］
の
巧
み
な
り
し
咲ゑ

み

［
微
笑
］
は
、
枯
れ
曝
せ
る
骨
の
中
に
更
に
値あ

　

ふ
可
き
こ
と
難
し
。
千ち

ぢ

の
嬌こ

び

の
妙
な
り

し
態す

が
た
　は

、
腐く

　

ち
爛や

ぶ

れ
た
る
體み

　

［
敗
壊
腐
乱
し
た
屍
］
の
裏う

ち

に
誰
か
亦
た
敢
へ
て
進
ま
ん
。
峨が

　
が
　峨

た
る
漆く

ろ

き
髪
［
高
く
聳
え
る
黒
髪
］
は
、
縱し

よ
う
こ
う横

［
散
乱
の
様
］
と
し
て
藪お

ど
ろ
　の

上
の
流あ

く
た芥

［
流
れ
散
る
ゴ
ミ
］
と
為
り
、
纖せ

む
せ
む纖

た
る
素し

ろ

き
手
［
ほ
っ
そ
り
と
し
た
白
い
手
］
は
、
沈
淪
と
し
て
草
中
の

腐く
ち
も
の敗

と
作な

　

る
。
馥ふ

く
ふ
く馥

た
る
蘭か

う
ば
し
き氣

［
馥
郁
と
匂
い
漂
う
香
気
］
は
、八
風
［
四
方
四
隅
の
風
］
に
随
っ
て
以
て
飛
び
去
り
ぬ
。
涓け

ん
け
ん涓

［
細
々
と
流
れ
る
］

た
る
臰く

さ

き
液し

る

は
、
九き

う
け
う竅

［
人
体
の
九
穴
］
從よ

　

り
沸
き
擧あ

が

る
。
綢ち

ゆ
う
び
ゆ
う
　

繆
と
ま
つ
は
れ
た
り
し
妻さ

い
ど
　孥

［
妻
子
］
も
、
楚
宋
［
楚
の
宋
玉
］
が
夢
に
神し

ん
ぢ
よ女
に

遇あ
　

へ
る
に
異
な
る
こ
と
无
し
。
磊ら

い
ら
　砢

［
積
み
重
ね
る
様
］
と
さ
か
り
な
る
寶
の
蔵
は
、
宛あ

た
か
　も
鄭て

い
こ
う交
が
空
し
く
仙
の
語こ

と
ば
　を
承う

　

け
し
に
同
じ
）

生
前
は
血
色
豊
か
な
か
ん
ば
せ
を
誇
り
、
頬
紅
を
は
き
口
紅
を
さ
し
て
化
粧
し
飾
り
立
て
、
漆
黒
の
髪
を
高
く
結
い
上
げ
て
世

の
男
に
優
艶
な
流
し
目
と
微
笑
を
振
り
ま
い
た
盛
美
の
傾
城
の
美
女
も
、
一
旦
死
の
閾
を
踏
み
越
え
れ
ば
、
群
蝿
に
覆
わ
れ
、
烏

の
啄
む
敗
壊
腐
乱
の
屍
と
化
し
、
悪
臭
を
放
散
し
腐
敗
液
を
垂
れ
流
し
て
、
唯
一
人
と
し
て
近
付
こ
う
と
し
な
い
荒
れ
野
に
朽
ち

果
て
た
塵
芥
に
帰
す
。
忌
避
す
べ
き
汚
辱
の
物
体
は
、
嘗
て
は
こ
れ
を
愛
す
る
肉
親
が
居
た
筈
だ
が
、
骸
と
な
っ
て
は
実
体
の
無

い
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
、
無
常
の
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
。
そ
の
凄
惨
な
有
り
様
が
、
宋
玉
「
神
女
賦
」
の
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅

之
逢
」
に
対
応
す
る
語
彙
表
現
で
比
喩
さ
れ
る
。
則
ち
、

〇
「
楚
宋
」
は
楚
の
宋
玉
（「
神
女
賦
」「
高
唐
賦
」
の
作
者
）
を
指
し

〇
「
夢
遇
神
女
」
は
「
巫
山
之
女
＝
行
雲
」「
夢
中
之
遇
」
に
対
応
し

〇
「
鄭
交
」
は
交
甫
解
佩
の
当
事
者
で
あ
る
鄭
交
甫
を
指
し

〇	

「
空
承
仙
語
」
は
鄭
交
甫
が
旅
先
で
二
人
の
女
神
と
情
を
交
わ
す
も
、
愛
の
証
で
あ
る
佩
玉
が
空
し
く
消
え
失
せ
た
故
事

「
逆
旅
之
逢
」
に
対
応

し
て
、
全
て
が
実
体
の
な
い
夢
中
の
経
験
に
等
し
い
と
い
う
文
脈
を
形
成
す
る
。

上
に
引
い
た
一
節
は
、『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
の
み
な
ら
ず
、
上
代
日
本
文
学
に
冠
絶
し
た
、
迫
真
凄
絶
な
る
文
辞
の
極

北
に
到
達
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る

A
U
B

が
、
こ
こ
で
定
着
さ
れ
た
ク
オ
リ
テ
ィ
の
語
彙
表
現
が
、
入
唐
に
先
立
つ
二
十
四
歳
の
一
介

の
私
度
僧
（
延
暦
十
六
年:

七
九
七
の
日
付
を
持
つ
）
の
創
作
物
で
あ
る
こ
と
を
、
筆
者
は
画
期
的
事
件
と
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
の

究
極
の
名
文
に
、
神
的
存
在
と
の
夢
幻
的
な
邂
逅
を
指
し
示
す
故
事
が
織
り
込
ま
れ
、
同
類
の
語
彙
・
比
喩
が
晩
年
の
勅
撰
書
『
秘

蔵
宝
鑰
』
に
受
け
継
が
れ
る
。
こ
れ
は
、
表
現
者
と
し
て
空
海
が
堅
持
し
た
質
的
一
貫
性
を
証
明
す
る
と
同
時
に
、
神
女
と
の
交

歓
と
い
う
神
話
フ
レ
ー
ム
が
平
安
初
期
の
知
識
層
に
共
有
さ
れ
た
基
礎
的
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
上
述
の
論
考
は
、
劉
向
『
列
仙
伝
』
江
妃
二
女
の
記
述
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、『
文
選
』
所
録
の
宋
玉
・
曹
植
・
阮

籍
・
郭
璞
ら
の
諸
大
家
の
作
品
を
空
海
へ
の
流
入
径
路
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、『
文
選
』
よ
り
下
っ
て
唐
代
成
立
の

張ち
よ
う
ぶ
ん
せ
い

文
成
（
六
五
八
―
七
三
〇
）
作
『
遊
仙
窟
』
を
経
由
し
て
、
神
女
邂
逅
譚
の
枠
組
み
が
空
海
テ
ク
ス
ト
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性

を
指
摘
す
る
。

唐
代
の
伝
奇
書
の
一
つ
で
あ
る
『
遊
仙
窟
』
は
、「
男
女
の
浮
艶
な
情
事
を
述
べ
た
所
謂
淫
書

A
V
B

」
で
あ
り
、
中
国
で
は
早
く
か

ら
散
逸
し
た

A
W
B

が
、
日
本
で
は
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
山
上
憶
良
（
六
六
〇
―
七
三
三
）
作
の
「
沈
痾
自
哀
文
」
に
「
遊
仙
窟
曰
九
泉

下
人
」
と
直
接
的
に
言
及

A
X
B

さ
れ
、『
万
葉
集
』
全
体
で
も
十
数
箇
所
以
上
の
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る

A
Y
B

。
中
国
本
国
で
は

下
劣
な
艶
書
と
し
て
一
切
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
当
書
が
、
本
朝
で
は
『
文
選
』
に
匹
敵
す
る
影
響
力

A
Z
B

を
発
揮
し
た
こ
と
は
、
注
目

に
値
す
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
大
伴
旅
人
（
六
六
五
―
七
三
一
）
の
作
「
遊
於
松
浦
河
序
」
に
は
典
拠
と
し
て
「
文
選
・
遊
仙

窟
二
書
を
混
淆
し
て
利
用
す
る
手
法

A
[
B

」
が
見
出
さ
れ
「
こ
の
序
な
ら
び
に
一
聯
の
歌
群
は
、
文
選
情
賦
（
高
唐
賦
・
神
女
賦
・
洛
神
賦
）

や
遊
仙
窟
を
含
め
た
遊
仙
窟
趣
味
（
神
仙
趣
味
）
の
あ
ら
は
れ

A
\
B

」
と
評
価
さ
れ
る
。
前
二
節
で
検
討
し
た
「
文
選
情
賦
（
高
唐
賦
・
神

女
賦
・
洛
神
賦
）」
と
い
う
詩
文
が
、『
遊
仙
窟
』
と
等
同
の
レ
ベ
ル
で
奈
良
時
代
の
詩
人
の
発
想
の
源
泉
と
な
っ
た
事
情
が
窺
え
る
。

則
ち
、
当
書
は
神
仙
郷
の
仙
女
と
歓
楽
を
共
に
す
る
内
容
で
、
和
朝
の
人
士
の
興
味
を
掻
き
立
て
、
斬
新
な
奇
譚
書
と
し
て
受
容
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さ
れ
、
後
に
は
一
種
の
古
典
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。
後
代
、
参
照
す
べ
き
書
物
と
し
て
の
価
値
が
付
与
さ
れ
た
の
は
、『
遊
仙
窟
』

の
写
本
が
醍
醐
寺

A
]
B

や
真
福
寺
に
残
存
す
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
し
、
ま
た
浦
島
伝
説
に
も
『
遊
仙
窟
』
の
神
女
逢
会
の
枠
組

み
が
影
響
を
与
え
る

A
^
B

と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
淫
書
と
片
付
け
る
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
重
要
性
を
担
っ
た
『
遊
仙
窟
』
に
、
空
海
は
『
聾
瞽
指
歸
』
の

序
文
で
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る
。

復
有
唐
國
張
文
成
。
着
散
勞
書
。
詞
貫
瓊
玉
。
筆
翔
鸞
鳳
。
但
恨
。
濫
縦
淫
事
。
曽
無
雅
詞
。
面
巻
舒
紙
柳
下
興
歎
。
臨
文

味
句
桑
門
營
動

A
_
B

。（
復
た
唐
國
に
張
文
成
と
い
ふ
も
の
有
り
。
散さ

ん
ろ
う勞

［
散
鬱
・
散
悶
］
の
書
［
＝
遊
仙
窟
］
を
着あ

ら
［
著
］
は
す
。
詞こ

と
ば
　は

瓊け
い
ぎ
よ
く
　

玉
を
貫
き
、

筆
は
鸞ら

ん
ぽ
う鳳

の
ご
と
く
に
翔か

　

け
る
。
但た

だ

恨
む
ら
く
は
、
濫み

だ

り
に
淫い

ん
じ
　事

を
縦

ほ
し
い
ま
まに

し
、
曽か

つ

て
雅み

や
び
　の

詞
無
し
。
巻
に
面
し
て
紙
を
舒の

　

ぶ
れ
ば
柳り

ゆ
う
か下

［
柳
下
恵
］

歎
を
興
し
、
文
に
臨
ん
で
句
を
味
は
へ
ば
桑そ

う
も
ん門

［
仏
僧
］
營
動
す
［
心
動
く
］）

読
む
者
の
憂
さ
晴
ら
し
に
な
る
「
散
勞
書
」
は
、「
唐
國
張
文
成
」
と
い
う
著
者
実
名
に
よ
っ
て
『
遊
仙
窟
』
と
同
定
さ
れ
る
。

柔
媚
艶
冶
な
官
能
的
表
現

A
`
B

を
含
ん
だ
華
麗
な
文
章
を
、
二
十
四
歳
の
空
海
は
「
詞
貫
瓊
玉
筆
翔
鸞
鳳
」
と
形
容
し
て
そ
の
文
学
的

価
値
を
称
揚
す
る
。
一
方
、仙
女
と
の
交
歓
と
い
う
淫
靡
な
筋
立
て
は
「
濫
縦
淫
事
」
で
あ
り
、儒
教
的
な
正
道
を
伝
え
る
「
雅
詞
」

に
欠
け
る
。
こ
れ
は
内
容
的
に
仏
教
の
教
え
に
も
背
く
も
の

A
a
B

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
堅
物
で
知
ら
れ
る
柳
下
恵
（『
聾
瞽
指
歸
』
巻
上

の
本
文
で「
展
季
」と
言
及
さ
れ
て
い
る
）の
み
な
ら
ず
、仏
教
僧
の
心
を
も
動
か
す
魅
力
を
具
備
し
て
い
る
と
述
べ
る
一
節
で
あ
る
。「
柳

下
興
歎
」「
桑
門
營
動
」
は
、
後
漢
の
張ち

よ
う
こ
う
　

衡
（
七
八
―
一
三
九
）「
西
京
賦
」
中
の
一
節
、

眳
藐
流
眄
、
一
顧
傾
城
。
展
季
桑
門
、
誰
能
不
營

A
b
B

。（
眳べ

い
び
よ
う

藐
流り

ゆ
う
べ
ん眄

す
れ
ば

A
c
B

一
顧
し
て
城
傾
く

A
d
B

。
展
季
桑
門
と
い
へ
ど
も

A
e
B

誰
か
能
く
營
［
惑

乱
］
せ
ざ
ら
ん
）

に
基
づ
く
。
絶
世
の
美
女
が
流
し
目
を
送
れ
ば
、
節
操
堅
固
の
展
季
（
柳
下
恵
）
も
、
色
欲
と
い
う
煩
悩
を
抑
え
る
べ
き
清
浄
な
る

仏
僧
も
誘
惑
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
旨
の
文
相
で
、こ
の
典
故
を
採
用
し
た
こ
と
は
、正
に
「
散
勞
」
の
淫
書
で
あ
る
『
遊
仙
窟
』

が
、『
文
選
』
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
張
衡
「
西
京
賦
」
と
同
一
次
元
の
文
学
作
品
と
し
て
、
空
海
に
取
り
扱
わ
れ
る
事
態
を
証

す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
聾
瞽
指
歸
』
序
文
は
『
三
教
指
歸
』
で
書
き
改
め
ら
れ
、『
遊
仙
窟
』
へ
の
直
接
的
な
参
照
は
テ
ク
ス
ト
の
表
面
か
ら

拭
い
去
ら
れ
る
が
、
本
文
中
で
は
文
選
情
賦
（
高
唐
賦
・
神
女
賦
・
洛
神
賦
）
に
沿
う
形
で
、『
遊
仙
窟
』
の
流
麗
な
語
句
が
隠
然
と

影
響
を
及
ぼ
し
続
け
る
。
そ
も
そ
も
『
遊
仙
窟
』
本
文
に
も
、『
文
選
』
由
来
の
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
に
類

す
る
語
句
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〇
雖
復
贈
蘭
解
佩
［
中
略
］
洛
川
迴
雪
、
只
堪
使
疊
衣
裳
。
巫
峽
仙
雲
［
中
略
］
念
交
甫
之
心
狂
、
虛
當
白
玉
。
―
『
遊
仙
窟
』

巻
一　

こ
こ
に
は
「
交
甫
」「
解
佩
」
の
故
事

A
f
B

が
明
示
さ
れ
、「
洛
川
迴
雪
」
は
曹
植
「
洛
神
賦
」
の
「
飄
颻
兮
若
流
風
之
迴
雪
」
を
取

り
込
み

A
g
B

、「
巫
峽
仙
雲
」
は
宋
玉
「
高
唐
賦
」
で
叙
述
さ
れ
る
巫
山
の
仙
女
の
「
朝
雲
行
雨
」
を
下
敷
き

A
h
B

に
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

〇
羅
衣
熠
耀
、
似
彩
鳳
之
翔
雲
。
錦
袖
紛
披
、
若
青
鸞
之
映
水
。［
中
略
］
一
搦
腰
支
、
洛
浦
愧
其
廻
雪
。
―
『
遊
仙
窟
』
巻
四

二
人
の
仙
女
（
五
嫂
・
十
娘
）
か
ら
主
人
公
は
歓
待
を
受
け
、
仙
女
が
舞
う
艶
や
か
な
姿
を
記
す
一
節
で
、「
廻
雪
」
は
曹
植
「
洛

神
賦
」
の
表
現

A
i
B

を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
例
か
ら
も
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
空
海
は
『
聾
瞽
指
歸
』『
秘
蔵
宝
鑰
』
で
、

※
『
文
選
』
所
録
の
著
名
な
神
女
邂
逅
譚
で
あ
る
「
高
唐
賦
」「
神
女
賦
」「
洛
神
賦
」
に
典
拠
を
有
す
る
語
彙
表
現
を
採
取

し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、

※
こ
れ
ら
の
伝
説
的
枠
組
み
は
唐
代
伝
記
書
『
遊
仙
窟
』（
こ
れ
自
体
が
仙
女
遭
遇
・
情
交
成
就
の
神
話
プ
ロ
ッ
ト
を
基
本
に
し
て
い
る
）

に
吸
収
さ
れ
て
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※
『
文
選
』
と
同
時
に
『
遊
仙
窟
』
が
空
海
の
テ
ク
ス
ト
の
源
泉
で
あ
る
蓋
然
性

を
も
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

空
海
が
複
数
回
に
わ
た
っ
て
、
迷
妄
不
覚
の
衆
生
の
克
服
す
べ
き
状
態
の
比
喩
表
現
と
し
て
提
示
し
た
、「
夢
中
之
遇
」「
逆
旅

之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
に
つ
い
て
、
複
線
的
な
流
入
径
路
と
重
層
的
な
典
拠
構
造
が
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
上
述
の
検
討
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め
―
受
容
者
側
の
共
有
知
識
に
つ
い
て
の
補
足
事
例

本
稿
で
は
「
空
海
テ
ク
ス
ト
へ
流
入
す
る
語
彙
表
現
の
径
路
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
具
体
的
に
、

〇
「
夢
中
之
遇
」「
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」

と
い
う
表
現
に
関
し
て
、

Ⅰ
．
逸
事
の
原
典
拠
…
…
劉
向
『
列
仙
伝
』

Ⅱ
．『
文
選
』
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
パ
タ
ー
ン
Ｅ
）
…
…
宋
玉
「
高
唐
賦
」「
神
女
賦
」

Ⅲ
．『
文
選
』
所
録
の
後
代
の
文
（
受
容
系
）
…
…
曹
植
「
洛
神
賦
」、
阮
籍
「
詠
懷
詩
」、
郭
璞
「
江
賦
」

Ⅳ
．『
文
選
』
よ
り
後
の
文
学
作
品
…
…
『
遊
仙
窟
』

の
四
系
統
の
流
入
過
程
を
観
察
・
検
討
し
た
。
そ
の
中
で
も
空
海
テ
ク
ス
ト
に
最
も
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、

※
宋
玉
「
高
唐
賦
」「
神
女
賦
」
と
曹
植
「
洛
神
賦
」
で
あ
る

と
見
る
こ
と
に
疑
念
の
余
地
は
な
い
。
但
し
、
そ
の
他
の
『
文
選
』
の
詩
賦
や
李
善
注
、『
遊
仙
窟
』
中
の
語
句
か
ら
も
、
同
趣

意
の
比
喩
表
現
が
並
行
的
・
補
足
的
に
空
海
テ
ク
ス
ト
に
流
入
し
て
き
た
可
能
性
を
排
除
し
な
い
。
最
も
穏
当
な
意
見
と
し
て
は
、

上
記
Ⅰ
～
Ⅳ
と
い
う
源
泉
か
ら
複
合
的
に
、

※
夢
の
中
や
旅
先
で
の
、
幻
想
的
な
神
女
と
の
遭
遇
情
交
と
別
離
喪
失
に
関
す
る
言
説

が
湧
き
出
で
、
蓄
積
さ
れ
て
、

※
文
化
的
な
記
憶
、
一
つ
の
原

ア
ー
キ
タ
イ
プ

型
と
し
て
結
晶
化
し

※
和
朝
の
知
識
階
級
に
共
有
さ
れ
る
情
報
と
な
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

弘
仁
期
の
国
家
運
営
を
支
え
た
天
皇
と
側
近
の
文
人
官
僚
は
、
筆
者
が
文
化
的
記
憶
・
原
型
と
名
付
け
た
神
女
邂
逅
譚
を
、
正

確
に
把
捉
し
て
い
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
容
者
が
熟
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
空
海
は
処
女
作
『
聾
瞽
指
歸
』

と
畢
生
の
名
作
『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
両
方
に
同
趣
意
の
比
喩
表
現
を
配
置
し
て
、
読
む
者
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
た
。
作
者
の
意

図
を
明
確
に
伝
え
る
最
大
限
の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
空
海
の
姿
勢
を
、
本
稿
は
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
補
足
情
報
と
し
て
、
弘
仁
期
の
文
人
官
僚
が
、
宋
玉
「
高
唐
賦
」
の
朝
雲
行
雨
と
曹
植
「
洛
神
賦
」
の
廻
雪
を
詩
語

と
し
て
常
用
し
て
い
た
証
拠
を
掲
げ
る
。

弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
編
ま
れ
た
勅
撰
漢
詩
集
『
文
華
秀
麗
集
』
は
嵯
峨
天
皇
を
中
心
と
し
た
嵯
峨
朝
詩
壇
の
活
動
を
如
実
に

反
映
す
る
詩
集

A
j
B

で
あ
る
。
そ
の
巻
中
「
哀
傷
」
の
中
に
、
嵯
峨
天
皇
御
製
「
侍
中
翁
主
挽
歌
詞
」
二
首

A
k
B

と
そ
れ
に
対
す
る
奉
和
詩

が
収
録
さ
れ
る
が
、
菅
原
清き

よ
き
み公

（
七
七
〇
―
八
四
二
）
の
詩
に
、

定
知
雲
雨
貌
。
長
絶
楚
臺
中

A
l
B

。（
定
め
て
知
る
雲う

ん
う
　雨

の
貌か

た
ち
　、

長
と
こ
し
へに

楚そ
　
だ
い臺

の
中
に
絶
ゆ
る
こ
と
を
）

と
い
う
語
句
が
見
出
さ
れ
る
。「
雲
雨
」
は
朝
雲
行
雨
を
指
し
、「
楚
臺
」
は
高
唐
台
で
あ
る
か
ら
、
宋
玉
「
高
唐
賦
」
を
踏
ま
え

た
創
作
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
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ま
た
、
同
じ
御
製
へ
の
奉
和
詩
で
、
巨こ

　
せ
の
し
き
ひ
と

勢
識
人
（
七
九
五
―
没
年
不
明
）
の
作
品
に
は
、

洛
雪
廻
光
罷
。
巫
雲
行
影
空

A
m
B

。（
洛ら

く
せ
つ雪

廻か
い
こ
う光

罷や
 

み
、
巫ふ

　
う
ん雲

行こ
う
え
い影

空む
な

し
）

と
い
う
句
が
あ
る
。「
洛
雪
廻
光
」
は
勿
論
、
曹
植
の
「
洛
神
賦
」
の
廻
雪
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、「
巫
雲
」
も
「
高
唐
賦
」

の
巫
山
之
女
＝
朝
雲
行
雨
を
指
す
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。

上
の
二
例
か
ら
、
嵯
峨
朝
詩
壇
の
実
作
の
場
で
「
高
唐
賦
」「
神
女
賦
」「
洛
神
賦
」
由
来
の
比
喩
・
語
彙
が
常
用
さ
れ
て
い
た

事
実
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、廻
雪
や
朝
雲
行
雨
が
弘
仁
期
に
詩
語
と
し
て
通
用
し
て
い
た
事
態
の
傍
証
は
、空
海
の
『
文
鏡
秘
府
論
』
地
巻
所
録
の
「
九

意
」の
セ
ク
シ
ョ
ン
中
の
事
例
に
確
認
で
き
る
。「
九
意
」は
初
唐
期
編
纂
と
推
測
さ
れ
る
詩
句
集
成
で
、四
季
・
自
然
の
詩
趣
を「
春

夏
秋
冬
山
水
雪
雲
風
」の
九
分
類
で
ま
と
め

A
n
B

、四
言
の
対
偶
句
を
一
聯
ず
つ
提
示
す
る『
千
字
文
』『
蒙
求
』に
も
共
通
し
た
形
式
の
、

恐
ら
く
は
初
学
者
向
け
の
開
蒙
書

A
o
B

で
あ
る
。「
九
意
」
か
ら
以
下
の
よ
う
な
語
彙
表
現
が
拾
い
出
さ
れ
る
。

〇
朝
雲
蔽
日 

夕
雨
傾
天

A
p
B

（
朝
雲
日
を
蔽
ひ
、
夕
雨
天
を
傾
く
）
―
「
九
意
」
春
意

〇
巫
山
我
愛 

洛
浦
君
求

A
q
B

（
巫
山
我
愛
し
、
洛ら

く
ほ
　浦

君
求
む
）
―
「
九
意
」
夏
意

〇
朝
雲
漠
漠 

夕
雨
濛
濛

A
r
B

（
朝
雲
漠
漠
た
り
、
夕
雨
濛
濛
た
り
）
―
「
九
意
」
秋
意

〇
神
能
致
雨 

湧
氣
成
朱

A
s
B

（
神
能
［
巫
山
の
神
女
］
雨
を
致
し
、
湧ゆ

う
き
　氣

［
雲
］
朱
を
成
す
）
―
「
九
意
」
山
意

〇
湘
妃
遥
曳 

洛
女
逶
迤

A
t
B

（
湘
妃
［
娥
皇
と
女
英
］
遥え

う
え
い曳

し
、
洛
女
［
洛
神
］
逶ゐ

い迤
［
そ
ぞ
ろ
歩
く
様
］
た
り
）
―
「
九
意
」
水
意

〇
班
婕
扇
至 

洛
媛
裙
開

A
u
B

（
班は

ん
し
よ
う

婕
［
班
婕
妤
：
漢
の
成
帝
の
寵
妃
］
扇
至
り
、
洛ら

く
ゑ
ん媛

［
洛
水
の
女
神
］
裙

も
す
そ
　開

く
）
―
「
九
意
」
雪
意

〇
夜
瞻
神
女 

朝
看
海
童

A
v
B

（
夜
に
神
女
［
巫
山
の
神
女
］
を
瞻み

　

、
朝あ

し
た
　に

海
童
を
看
る
）
―
『
九
意
』
雨
意

こ
れ
ら
の
複
数
の
語
句
が
「
九
意
」
に
収
録
さ
れ
る
事
実
は
、
巫
山
や
洛
水
の
女
神
の
行
雲
廻
雪
と
い
う
伝
説
・
語
彙
表
現

A
w
B

が
、

詩
語
と
し
て
普
及
し
て
い
た
状
況
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、「
九
意
」
は
空
海
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

詩
句
集
成
と
し
て
広
く
江
湖
博
雅
の
学
士
に
資
す
に
足
る
と
判
断
し
た
か
ら
こ
そ
、『
文
鏡
秘
府
論
』
地
巻
に
採
取
し
た
の
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
空
海
の
意
識
の
中
に
、「
高
唐
賦
」「
神
女
賦
」「
洛
神
賦
」
由
来
の
語
彙
表
現
が
、
知
識
人
が
当
然
知
悉
し
て
お
く
べ

き
一
般
教
養
に
属
す
る
詩
語
と
い
う
判
断
を
付
与
さ
れ
て
い
た
事
態
を
、
容
易
に
窺
知
せ
し
め
る
も
の
と
言
い
得
よ
う
。

以
上
の
通
り
、
本
稿
で
は
、

※
六
道
輪
廻
の
現
象
世
界
で
の
衆
生
の
行
為
の
全
て
は
、
実
体
の
な
い
夢
中
の
経
験
に
等
し
い

※
幻
想
的
な
女
神
と
の
邂
逅
、
欲
望
の
仮
初
め
の
満
足
と
最
終
的
な
喪
失

※
則
ち
、
仏
教
的
に
は
虚
妄
・
煩
悩
と
し
て
克
服
す
べ
き
迷
妄
不
覚
の
事
態

を
言
い
表
す
為
に
、
空
海
が
意
図
的
に
用
い
た
表
現
「
夢
中
之
遇
」「
逆
旅
之
逢
」「
行
雲
廻
雪
」
の
淵
源
と
、
空
海
テ
ク
ス
ト
へ

の
流
入
径
路
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
弘
仁
期
の
詩
壇
で
周
知
さ
れ
た
詩
語
で
あ
っ
た
状
況
を
論
述
し
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
拙
稿
「『
秘
蔵
宝
鑰
』
に
お
け
る
『
老
子
』『
荘
子
』
由
来
の
語
彙
表
現
に
つ
い
て
」『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
九
号
、
二
〇
二
〇
年
、

一
一
三
頁

（
２
）
拙
論
『『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
研
究
』
第
八
章
「『
秘
蔵
宝
鑰
』
に
お
け
る
『
文
選
』
由
来
の
表
現
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
』
所
録
）

参
照

（
３
）
同
第
八
章
「『
秘
蔵
宝
鑰
』
に
お
け
る
『
文
選
』
由
来
の
表
現
に
つ
い
て
」
第
一
節
参
照

（
４
）
福
井
佳
夫
『
六
朝
美
文
学
序
説
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
九
四
―
一
四
九
頁
参
照

（
５
）
根
本
原
典
を
自
在
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
例
と
し
て
は
、『
論
語
』
季
氏
篇
の
、

＊
齊
景
公
有
馬
千
駟
。
死
之
日
。
民
無
徳
而
稱
焉
。（
齊
の
景
公
に
は
馬
千せ

ん
し
　駟

有
り
［
富
裕
で
あ
る
］。
死
す
る
の
日
、
民た

み

徳
と
し
て
稱
す
る
無



—114——115—

空海における女神（小渕）

し
［
景
公
の
徳
を
称
賛
す
る
者
が
誰
一
人
い
な
い
］）

を
踏
ま
え
て
、
潘
岳
は
次
の
句
を
作
る
。

＊
齊
都
無
遺
聲
、
桐
郷
有
餘
謠
。（
齊
都
に
遺
聲
［
後
世
ま
で
伝
わ
る
名
声
］
無
く
、
桐
郷
［
地
名
。
漢
の
人
朱
邑
、
桐
鄉
に
善
政
を
敷
き
後

代
ま
で
敬
慕
さ
れ
る
］
に
餘よ

　
よ
う謠

有
り
）
―
潘
岳
「
河
陽
縣
作
二
首
」『
文
選
』
巻
二
十
六

（
６
）『
宝
鑰
』
定
本
巻
三
、一
三
四
頁

（
７
）
懿
は
美
。
懿
律
は
美
好
な
音
律
の
こ
と
。
嘉
量
は
古
代
の
標
準
の
量
器

（
８
）［
李
善
注
］
金
科
玉
條
、
謂
法
令
也
。
言
金
玉
貴
之
也

（
９
）
神
卦
は
八
卦
の
こ
と
を
言
う
。
靈
兆
は
占
卦
の
敬
称

（
10
）
古
文
は
古
く
か
ら
の
典
籍
・
古
典
、
ま
た
秦
以
前
の
文
献
典
籍
の
こ
と
。
畢
は
全
部
・
都
の
意
。
發
は
世
に
公
開
さ
れ
る
意

（
11
）
煥
炳
は
明
亮
の
意
。
照
曜
は
照
耀
、
光
り
輝
く
意

（
12
）
靡
不
は
二
重
否
定
。
宣
は
遍
の
義
。
臻
は
至arrive

、attain

（
13
）『
宝
鑰
』
定
本
巻
三
、一
一
七
―
一
一
八
頁

（
14
）
参
照
「
父
子
は
骨
肉
相
親
し
と
雖
も
但
だ
是
れ
一
生
の
愛
に
し
て
生
死
の
縛
な
り
」『
弘
仁
の
遺
誡
』
定
本
巻
七
、三
九
三
頁

（
15
）
以
下
に
述
べ
る
典
拠
は
、
夙
に
頼
瑜
が
『
秘
蔵
寳
勘
註
』
巻
三
（『
真
言
宗
全
書
』
巻
十
一
、一
九
三
六
年
、
二
二
―
二
三
頁
）
で
指
摘
す
る

所
で
あ
る

（
16
）
戦
国
末
期
紀
元
前
三
世
紀
頃
の
楚
の
文
人

（
17
）
雲
夢
は
楚
の
藪
澤
の
名
、
長
江
中
流
域
に
形
成
さ
れ
て
い
た
湖
沼
を
中
心
に
、
周
囲
の
山
野
を
も
含
む
広
範
囲
を
呼
ん
だ
も
の

（
18
）
果
は
結
果
と
し
て
。
神
女
は
巫
山
の
神
女
。
遇
は
遭
遇
の
意

（
19
）
狀
は
状
態
・
形
姿

（
20
）
晡
夕
は
傍
晚
・
黄
昏in the evening

（
21
）
怳
忽
は
怳
惚
、
糢
糊
・
朦
朧
、
知
覚
が
お
ぼ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
喜
は
喜
悦
。［
李
善
注
］
怳
忽
、
不
自
覺
知
之
意
。
所
喜
、
忽
然
喜
悅

（
22
）
紛
擾
は
動
乱
・
混
乱
・
紛
乱
騷
擾
の
意
。
紛
紛
擾
擾
で
衆
多
に
し
て
雑
乱
せ
る
様

（
23
）
目
色
は
視
力
の
こ
と
。
髣
彿
は
髣
髴
、
隱
約
の
意
、
亦
た
よ
く
似
て
い
る
こ
と
・
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
意

（
24
）
作
は
乍
（
た
ち
ま
ち
）。
記
は
記
識
の
意
。［
李
善
注
］
如
有
可
記
識
也

（
25
）
奇
異
は
奇
特
・
特
別strange

（
26
）
寐
は
睡
眠sleep

。
之
は
一
婦
人
・
神
女
を
指
す

（
27
）
寤
は
覚
醒aw

ake

。
自
識
は
自
己
知
覚
・
認
識
の
意

（
28
）
罔
は
惘
に
通
ず
、
迷
惑puzzle

・
失
意
の
意

（
29
）
悵
然
は
失
意
不
樂
の
様disappointed

。
失
志
は
失
意
・
不
得
志

（
30
）
撫
心
は
心
神
を
收
斂
す
る
こ
と
。
定
氣
は
平
心
定
氣
、
心
情
平
和
に
し
て
態
度
冷
静
な
こ
と
を
言
う

（
31
）
所
夢
は
巫
山
の
神
女
を
指
す

（
32
）
本
田
・
沢
田
・
高
馬
訳
『
抱
朴
子
・
列
仙
伝
・
神
仙
伝
・
山
海
経
』
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
、
三
一
三
―
三
一
四
頁
を
参
考
に
し
た

（
33
）『
蒙
求
』
第
一
七
二
句

（
34
）
環
珮
は
腰
に
帯
び
る
佩
玉
・
玉
飾
（
女
性
の
装
飾
品
）

（
35
）
婉
孌
は
婉
戀
、
美
し
い
様graceful

。
芬
芳
は
香
・
香
気fragrance

（
36
）
猗
靡
は
纏
綿
の
意
。
情
は
心
情
・
情
感
。
歡
愛
は
歡
悅
喜
愛
の
意

（
37
）
奇
相
は
非
凡
な
る
相
貌
、
こ
こ
で
は
長
江
の
川
神
を
言
う
。
道
は
無
為
自
然
の
道
。
宅
神
は
托
し
て
神
霊
と
為
す
意
。［
李
善
注
］
廣
雅
曰:

江
神
謂
之
奇
相
／
［
劉
良
注
］
奇
相
者
、
人
也
。
得
道
於
江
、
故
居
江
為
神

（
38
）
靈
爽
は
精
氣
の
こ
と
。
湘
娥
は
堯
の
二
女
、
湘
水
に
堕
ち
て
水
死
し
後
に
湘
水
の
女
神
と
為
る
。［
李
善
注
］
西
京
賦
曰:

懷
湘
娥
。
王
逸
楚

辭
注
曰:

堯
二
女
墜
湘
水
之
中
、
因
為
湘
夫
人
也

（
39
）
神
使
は
江
河
の
神
の
使
い
、
神
龜
を
指
す
。
羅
は
網
。
嬰
は
触
犯
・
囲
繞
の
意
。
愍
は
憐
愍
の
意

（
40
）『
文
選
』
李
善
註
本
、
商
務
印
書
館
香
港
文
書
館
、
一
九
三
六
年
、
二
六
四
頁

（
41
）
玉
佩
は
玉
石
を
用
い
て
制
作
し
た
裝
飾
品
、
多
く
衣
の
帶
上
に
付
け
る
。［
李
善
注
］
要
、
屈
也

（
42
）
嗟
は
あ
あ
（
感
嘆
詞
）。
佳
人
は
美
人
・
美
女
。
信
は
信
義
。
脩
は
美
好
・
善
良
の
意
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（
43
）
羌
は
あ
あ
（
感
嘆
符
）。
習
禮
は
学
習
礼
儀
の
こ
と

（
44
）
抗
は
擧
起raise

の
意
。
和
は
和
合

（
45
）
潛
淵
は
潛
伏
深
淵
之
中
の
意
、
神
女
の
居
場
所
を
指
す
。
期
は
逢
引
の
意

（
46
）
眷
眷
は
顧
念
・
恋
慕
の
様
。
款
實
は
真
誠
の
意

（
47
）
斯
靈
は
神
女
。
欺
は
詐
欺
・
欺
瞞deceive

。
懼
は
危
惧

（
48
）
棄
言
は
背
棄
諾
言
の
意

（
49
）
悵
は
失
意
不
楽
。
猶
豫
は
躊
躇
た
め
ら
うhesitate

意
。
狐
疑
は
猜
疑
・
懷
疑

（
50
）
湘
は
川
の
名
。
二
妃
は
堯
の
娘
で
あ
り
舜
の
妻
で
あ
る
、娥
皇
と
女
英
の
姉
妹
。［
李
善
注
］
二
妃
、堯
之
二
女
娥
皇
・
女
英
、舜
妻
也
。
善
曰:

禮
記
曰:

舜
葬
蒼
梧
之
野
。
蓋
二
妃
未
之
從
也
。
鄭
玄
曰:

離
騷
所
謂
歌
湘
夫
人
也
。
舜
南
巡
狩
、
死
於
蒼
梧
、
二
妃
留
江
・
湘
之
間

（
51
）
漢
濱
は
漢
水
の
畔
の
こ
と
。
游
女
は
漢
水
の
女
神
。
攜
は
携take...by hand

の
意

（
52
）
氣
は
吐
氣
。
幽
蘭
は
蘭
ラ
ン
の
花
。［
李
善
注
］
神
女
賦
曰:

吐
芬
芳
其
若
蘭

（
53
）
華
容
は
華
麗
な
る
姿
容
の
こ
と
。
婀
娜
は
軽
盈
柔
美graceful

な
様

（
54
）『
文
選
』
李
善
註
本
、
四
〇
三
頁

（
55
）「
洛
神
賦
」
冒
頭
に
は
「
感
宋
玉
對
楚
王
神
女
之
事
、
遂
作
斯
賦
（
宋
玉
が
楚
王
に
對こ

た

へ
る
神し

ん
ぢ
よ女

の
事
に
感
じ
、
遂
に
斯
の
賦
を
作
る
）」
の

識
語
が
置
か
れ
、
創
作
の
発
想
の
源
に
「
神
女
賦
」「
高
唐
賦
」
が
存
す
る
旨
を
曹
植
自
身
が
明
言
し
て
い
る

（
56
）『
宝
鑰
』
定
本
巻
三
、一
二
九
―
一
三
〇
頁

（
57
）
殺
は
草
木
を
伐
採
す
る
こ
と
、
收
は
金
銀
財
宝
等
を
蓄
え
る
こ
と
。
宥
快
『
秘
蔵
寶
鑰
鈔
』
巻
中
一
、一
六
二
頁
（『
續
真
言
宗
全
書
』
巻

十
九
、一
九
七
八
年
）

（
58
）
宥
快
、
同
一
六
二
頁
及
び
勝
又
俊
教
『
仏
典
講
座　

秘
蔵
宝
鑰
』
註
釈
一
五
五
頁
、
註
一
七

（
59
）
妾
は
女
性
の
一
人
称
。
巫
山
は
山
の
名
、
ウ
ー
・
シ
ャ
ン
、
四
川
省
東
端
、
湖
北
省
と
の
境
近
く
に
あ
る
山
。
女
は
神
女
。［
李
善
注
］
襄
陽

耆
舊
傳
曰:

赤
帝
女
曰
姚
姬
、
未
行
而
卒
、
葬
於
巫
山
之
陽
、
故
曰
巫
山
之
女

（
60
）
高
唐
之
客
は
巫
山
神
女
の
自
称

（
61
）
枕
席
は
枕
と
敷
物
、
寝
床
の
こ
と
。
薦
枕
席
は
進
献
枕
席
、
親
し
く
侍
り
寝
る
こ
と
を
指
す

（
62
）
妾
は
巫
山
の
神
女
の
一
人
称
。
陽
は
山
の
南
の
こ
と

（
63
）
高
丘
は
楚
國
の
山
の
名
。
阻
は
険
阻
の
意

（
64
）
旦
は
朝
。
為
朝
雲
は
巫
山
の
神
女
が
変
化
し
て
雲
と
為
る
こ
と
を
言
う
。［
李
善
注
］
朝
雲
・
行
雨
、
神
女
之
美
也

（
65
）
暮
は
夕
方
。
行
雨
は
降
雨
、
後
に
美
女
の
譬
え
と
な
る

（
66
）
朝
朝
暮
暮
は
毎
日
の
早
朝
と
黄
昏

（
67
）
陽
臺
は
バ
ル
コ
ニ
ー
、
後
に
男
女
歓
会
の
場
所
を
言
う

（
68
）
廟
は
祖
先
の
霊
を
祀
る
建
物
、
こ
こ
で
は
神
霊
を
祀
る
社
（
や
し
ろ
）・
祠
（
ほ
こ
ら
）
を
指
す
。
號
は
命
名
、
朝
雲
廟
の
名
を
冠
さ
れ
る
こ
と

を
言
う

（
69
）
例
え
ば
杜
甫
に
は
「
舞
石
旅
應
將
乳
子
、
行
雲
莫
自
濕
仙
衣
」（「
雨
不
絕
」）、
李
白
に
は
「
去
年
寄
書
報
陽
臺
、
今
年
寄
書
重
相
催
。
東
風

兮
東
風
為
我
、
吹
行
雲
使
西
來
」（「
久
別
離
」）
の
詩
句
が
見
出
さ
れ
る

（
70
）
宓
妃
は
洛
水
の
女
神
。
伝
説
上
の
皇
帝
伏
羲
（
ふ
く
ぎ
）
の
娘
で
洛
水
に
溺
死
し
て
そ
の
神
と
な
っ
た
も
の

（
71
）
翩
は
軽
快
な
こ
と
、
亦
た
疾
く
飛
ぶ
様
。
驚
鴻
は
驚
き
飛
び
立
つ
鴻
雁
の
こ
と

（
72
）
婉
は
柔
美graceful

、beautiful

の
意
。
遊
龍
は
游
動
す
る
龍
、姿
態
婀
娜
な
る
こ
と
の
比
喩
。［
李
善
注
］
神
女
賦
曰:

婉
若
遊
龍
乘
雲
翔
。

翩
翩
然
若
鴻
鴈
之
驚
、
婉
婉
然
如
遊
龍
之
升

（
73
）
榮
曜
は
榮
耀
、
花
木
の
茂
盛
鮮
艷
な
る
こ
と
。［
李
善
注
］
朱
穆
鬱
金
賦
曰:

比
光
榮
於
秋
菊
、
齊
英
茂
於
春
松

（
74
）
華
は
光
彩
の
意
。
茂
は
茂
盛
。
春
松
は
秋
菊
と
対
偶
を
成
す

（
75
）
髣
髴
は
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
意
。
輕
雲
は
薄
雲
・
淡
雲
。
蔽
は
遮
掩cover

（
76
）
飄
颻
は
風
の
吹
く
様
。
流
風
は
疾
風
・
長
風
の
意

（
77
）
遠
は
次
句
の
迫
と
呼
応
し
て
遠
迫
（
遠
近
）
を
成
す
。
遠
望
の
意

（
78
）
皎
は
清
白
に
し
て
明
る
い
様
。
朝
霞
は
朝
焼
け
・
朝
に
立
つ
雲
彩
（
仙
人
こ
れ
を
食
し
て
長
寿
を
得
る
）

（
79
）
迫
は
近
・
接
近
の
意
。
察
は
観
察
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（
80
）
灼
は
焼
・
炙
の
意
。
芙
蕖
は
荷
花
（
ハ
スlotus

）
の
別
名
。
淥
波
は
清
波

（
81
）
拙
論
『『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
研
究
』
第
二
章
「『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
顔
の
見
え
る
読
者
に
つ
い
て
―
天
皇
と
文
人
官
僚
」
参
照

（
82
）『
三
教
指
歸
』
定
本
巻
七
、五
二
頁

（
83
）
魯
の
大
夫
、
展
禽
（
柳
下
恵
）
を
指
し
、
女
人
を
抱
い
て
淫
欲
を
催
さ
な
か
っ
た
女
嫌
い
で
知
ら
れ
る

（
84
）
黄
帝
の
一
族
は
美
人
が
多
い
と
さ
れ
た
。
美
人
を
見
て
配
偶
者
を
求
め
る
意

（
85
）
同
様
に
炎
帝
の
一
族
（
羌
族
）
は
美
人
が
多
い
と
さ
れ
た
。
姬
羌
（
姜
）
で
美
人
を
指
し
示
す
表
現
と
な
る

（
86
）
底
本
で
は
「
木
」
で
は
な
く
「
歹
」
と
作
る

（
87
）『
三
教
指
歸
』
定
本
巻
七
、七
五
―
七
六
頁

（
88
）「
自
己
の
思
想
を
述
べ
る
と
共
に
、
一
面
に
於
て
は
自
己
の
文
才
を
晴
ら
す
た
め
に
、
縦
横
に
文
學
と
し
て
の
表
現
に
力
を
そ
そ
い
だ
」
小
島

憲
之
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
』
下
巻
、
塙
書
房
、
一
九
六
五
年
、
一
四
五
六
頁

（
89
）
小
島
、
同
中
巻
、
一
〇
一
八
頁

（
90
）『
遊
仙
窟
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
三
頁

（
91
）
同
一
六
〇
頁
、
注
五
十
の
一
参
照

（
92
）
小
島
、
同
中
巻
、
一
〇
二
一
―
一
〇
五
一
頁
参
照

（
93
）『
遊
仙
窟
』
岩
波
文
庫
、
四
頁

（
94
）
小
島
、
同
中
巻
、
一
〇
二
五
頁

（
95
）
小
島
、
同
中
巻
、
一
〇
二
五
頁

（
96
）『
遊
仙
窟
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
―
二
八
六
頁
に
醍
醐
寺
本
の
影
印
が
転
載
さ
れ
て
い
る

（
97
）
小
島
、
同
中
巻
、
一
〇
五
二
頁
、
及
び
下
出
積
與
『
古
代
神
仙
思
想
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
八—

二
〇
九
頁

（
98
）『
聾
瞽
指
歸
』
定
本
巻
七
、四
頁

（
99
）
川
口
久
雄
『
平
安
朝
漢
文
学
の
開
花
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
九
一
頁

（
100
）
川
口
、
同
九
〇
頁

（
101
）『
文
選
』
巻
二
所
録

（
102
）		

眳
藐
は
目
つ
き
の
麗
し
い
様
。
流
眄
は
美
人
の
眉
目
艶
や
か
に
し
て
流
し
目
を
送
る
こ
と
。［
李
善
注
］眳
、眉
睫
之
間
。
藐
、好
視
容
也
。
流
眄
、

轉
眼
貌
也

（
103
）
一
顧
傾
城
は
絶
世
の
美
女
の
譬
え
。［
李
善
注
］
漢
書
、
李
延
年
歌
曰:

北
方
有
佳
人
、
絕
世
而
獨
立
。
一
顧
傾
人
城
、
再
顧
傾
人
國

（
104
）		

展
季
は
春
秋
時
代
の
魯
の
人
、柳
下
惠
。
誠
信
貞
潔
で
知
ら
れ
る
。
桑
門
は
佛
門
の
僧
を
指
す
。［
李
善
注
］國
語
曰:

臧
文
仲
聞
柳
下
惠
之
言
。

韋
昭
曰:

柳
下
、
展
禽
之
邑
。
季
、
字
也
。
家
語
曰:

昔
有
婦
人
、
召
魯
男
子
、
不
往
、
婦
人
曰
、
子
何
不
若
柳
下
惠
。
然
嫗
不
逮
門
之
女
也
、

國
人
不
稱
其
亂
焉
。
桑
門
、
沙
門
也

（
105
）『
遊
仙
窟
』
岩
波
文
庫
、
一
二
三
頁
、
注
十
五
の
七
及
び
一
二
五
頁
、
注
十
六
の
八
で
指
摘
さ
れ
る

（
106
）
同
一
二
四
頁
、
注
十
六
の
五

（
107
）
同
一
二
四
頁
、
注
十
六
の
六

（
108
）
同
一
六
八
頁
、
注
六
十
二
の
三

（
109
）
拙
論
『『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
研
究
』
第
二
章
「
二
―
一
―
二
：
勅
撰
詩
集
の
編
纂
者
と
詩
人
た
ち
」
参
照

（
110
）
小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』『
日
本
古
典
文
學
大
系
六
九
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
、
二
七
〇
頁

（
111
）
同
二
七
一
頁

（
112
）
同
二
七
二
頁

（
113
）
川
口
久
雄
『
平
安
朝
漢
文
学
の
開
花
』
七
八
頁

（
114
）
興
膳
宏
訳
注
『
文
鏡
秘
府
論
』
筑
摩
版
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
五
巻
、
二
一
四
―
二
一
五
頁
、
注
一
参
照

（
115
）『
文
鏡
秘
府
論
』
地
巻
、
定
本
巻
六
、六
三
頁
、
筑
摩
巻
五
、二
一
七
頁
、
注
七

（
116
）
同
定
本
巻
六
、六
六
頁
、
筑
摩
巻
五
、二
三
〇
頁
、
注
二

（
117
）
同
定
本
巻
六
、七
〇
頁

（
118
）
同
定
本
巻
六
、七
六
頁
、
筑
摩
巻
五
、二
六
七
頁
、
注
八

（
119
）
同
定
本
巻
六
、七
七
頁
、
筑
摩
巻
五
、二
七
三
頁
、
注
九
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（
120
）
同
定
本
巻
六
、七
八
頁
、
筑
摩
巻
五
、二
七
九
頁
、
注
六

（
121
）
同
定
本
巻
六
、七
九
頁
、
筑
摩
巻
五
、二
八
二
―
二
八
三
頁
、
注
四

（
122
）
参
考
「
漢
水
の
女
、
湘
水
の
妃
、
漢
成
帝
の
寵
妃
趙
飛
燕
や
班
婕
女
、
巫
山
の
神
女
、
洛
水
の
神
女
ら
、
中
国
古
来
の
美
婦
人
の
系
譜
を
う

た
い
尽
し
て
［
中
略
］
艶
冶
な
魅
惑
に
傾
倒
す
る
」
川
口
久
雄
『
平
安
朝
漢
文
学
の
開
花
』
八
五
頁
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Subh∑tipålita 著 Ír¥bh∑ta∂åmarama∫∂alopayikå
校訂テクスト（2）

名　取　玄　喜

1. 始めに

本稿は前稿 1）に引き続き、9-10 世紀頃にインドで活動したと推測される
Subh∑tipålita の著作 Ír¥bh∑ta∂åmarama∫∂alopayikå（=BÎMU）の予備的な梵文

校訂テクストを提示するものである。
BÎMU は Bh∑ta∂åmarama∫∂ala の灌頂の実践方法を瑜伽タントラの方

軌に即して説く曼荼羅儀軌であり、その次第構成は Ånandagarbha が著した
Sarvavajrodayå（=SVU）や *Trailokyavijayodayå（=TLVU）といった曼荼羅儀軌

と概ね共通している 2）。梵文写本は目下ラーフラ・サーンクリトヤーヤナが写真に

収めたゴル寺の貝葉 13 枚の 1 本のみが知られる。

筆者は BÎMU の内容を暫定的に 1. 地の浄化の儀軌、2. 地の獲得、3. 瓶の準備

の儀軌、4. バリ儀軌、5. 弟子の準備、6. 尊格の準備、7. 曼荼羅の線描、8. 曼荼

羅の彩色、9. 曼荼羅の荘厳、10. 弟子引入の準備、11. 弟子引入次第、12. 瓶灌頂、
13. 後方便という 13 項目に分けており、本稿ではこのうち 7 から 10 の 4 項目（ff. 

4r6-8r2）を提出する 3）。

各項目の概要は次項に示すが、7 は曼荼羅の線の引き方、8 は顔料の加持や彩色

の方法、9 は観想上での曼荼羅の開門と瓶の設置方法であり、これらは曼荼羅の設

えに関わる規定である。続く 10 は弟子の入壇に先立つ諸次第、すなわち阿闍梨自

身の加持、曼荼羅諸尊の供養、弟子の律儀受持等の規定である。

とくに 7 と 8 は Bh∑ta∂åmarama∫∂ala の描き方を記す数少ない資料として興味
—144—
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（138） （139）

10.5. 諸供養 ‹140 阿闍梨の所作・‹141 諸供養

10.6. 献供 ‹144 弟子入壇作法

10.7. 弟子による啓請 ‹146 啓請

10.8. 阿闍梨の問いと弟子の応答 ‹147 受啓請

10.9. 弟子の律儀受持 ‹148 十四三昧耶

（以下 11. 弟子引入次第に続く）

⒎ 曼荼羅の線描
阿闍梨は曼荼羅を供養してから、弟子と一緒に曼荼羅を作る土地の端で眠る。

翌日、まず本尊瑜伽を行い、上空に曼荼羅を布置する。次に白芥子の粉を混ぜた

五色（白・黄・赤・緑・青）の染料で染められた 5 本の紐を持って、Å˙、Tråµ、
Hr¥˙、A˙、H∑µ の種字から毘盧遮那如来等の五如来を各自の方角に観想する。

五如来の心臓から放たれている光の線でできた各自の種字を、眼光の輝く視線の

鉤（d¥ptad˚≈†ya∆kußa）で引き寄せて紐と一体とし、「一切の諸法は互いにつき従わ

れている」に始まる偈を唱えながら 5 本の紐を 1 本に縒る。香水が入った金の器

等にその紐を入れて供養し、STTS 降三世品所説の抨線真言（‹851）と主尊の真言

を 108 回唱えて加持する（7.1. 抨線の加持）。

阿闍梨は曼荼羅の土地を清めてから虚空の曼荼羅を供養し、Ja˙ 字が変化した

黄色い月と太陽を両眼に観想する。H∑µ と唱えて儀礼補助者（uttarasådhaka）を
Am˚taku∫∂alin の姿に化作して、臍の位置で左手の金剛拳により紐を持つ。向か

いに立った儀礼補助者に真言を唱えながら紐を投げ、儀礼補助者は同様に真言を

唱えながら紐を手繰り寄せる。一切の方角が等しいことを確認して、東西・南北方

向の 2 本の梵線（brahmas∑tra）を引く。線は曼荼羅の門の 20 分の 1 の太さ、曼荼

羅の 2 倍の長さとされる。次に東西南北の四辺に根本線（m∑las∑tra）を引き四重を

作る。線を引く時はすべての場所で「紐の落ちる音によって如来たちが警発される」

と観想し、右回りで歩むとされる。最後に対角線（ko∫as∑tra）を引く（7.2.1. 梵線・

根本線・対角線）。

内院は外の曼荼羅の 4 分の 1 の大きさで、四角く、8 つの区画が結合し、金剛

深いが、その記述は概して簡略であり、曼荼羅の細部まで知ることは難しい。幸い

チベットには色彩を保つ比較的古い作例がいくつか残されているので、それらと比

較することで BÎMU の記述に関して新たな知見が得られるかも知れない。曼荼羅

に関する詳しい検討は今後の課題としたい。

2. シノプシスと内容概観

以下に本稿で提示する箇所のシノプシスと、それに対応する SVU の ‹ 番号・次

第名、および各項目の概要を示す。
BÎMU のシノプシス 対応する SVU の ‹ 番号と次第名

7. 曼荼羅の線描 

7.1. 抨線の加持 ‹109 墨打ち法・‹110 抨線加持

7.2. 曼荼羅の線描 ‹111 作檀・‹112 曼荼羅抨線・

7.2.1. 梵線・根本線・対角線 ‹113 図絵曼荼羅

7.2.2. 内院・門・外側

7.3. 抨線の発遣 ‹121 抜楔

8. 曼荼羅の彩色

8.1. 顔料の加持 ‹122 染色印言・‹123 染色作法

8.2. 曼荼羅の彩色 ‹121 抜楔・‹123 染色作法

8.3. 尊格の布置 ‹124 諸尊布置・‹125 五仏

9. 曼荼羅の荘厳

9.1. 曼荼羅の開門 ‹134 金剛薩埵等召入・‹135 開門の印言

9.2. 瓶の安置 ‹136 置瓶

10. 弟子引入の準備

10.1. 礼拝・律儀受持 ‹137 諸軌則

10.2. 阿闍梨入壇 ‹137 諸軌則

10.3. 自加持 ‹138 啓請

10.4. 尊格の招請 ‹139 観仏海会
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（140） （141）

排除するための儀軌のことだと考えられる（8.2. 曼荼羅の彩色）。

中央には蓮華と日輪が上に乗った象座を、その他の場所には蓮華座を観想する。

まず中央の世尊を、四摂の真言と H∑µ と三昧耶印によって空中の世尊と 1 つに合

わせて入れる。同様に空中の諸尊を、各自の三昧耶印と真言と四摂の真言によって

曼荼羅の尊格に入れる。最後に、曼荼羅を出入りする場合の真言とその印（偈）が

説かれる（8.3. 尊格の布置）。

⒐ 曼荼羅の荘厳
曼荼羅全体に香水を塗って香を焚き、灑浄を行う。阿闍梨は夕暮れ時に忿怒の

自我とともに青い花環を掴んで曼荼羅に入り、世尊に捧げると観想した後、花環を

自身の頭に結び付ける。曼荼羅の周囲を展右の歩みによって巡りながら、STTS 所

説の開門の真言と印によって順次に観想中で四門を開く（9.1. 曼荼羅の開門）。

三昧耶印で掴んだ花の蔓と四音節の真言等で瓶を 1008 回加持し、曼荼羅を三

匝してから瓶を世尊の前に置く。また、四音節の真言で 108 回加持した瓶を曼荼

羅の東門に面して置く。東門の瓶の水で自身と弟子たちを灌頂して、入壇の忿怒

印を結び、各尊の真言によって 108 回加持され幖幟が記された瓶を外の曼荼羅の

外側に置く。その外側には満水の水差しを置く。瓶が足りない場合は、尊勝瓶と

自身に灌水する瓶の他に、Maheßvara、Íakra、Åditya、Agni、Ír¥、Padmavat¥、
Ratnaßr¥、Mahåratnavat¥ の瓶を用意し、全体で 10 個より少なくしてはならない

と規定される（9.2. 瓶の安置）。

10. 弟子引入の準備
阿闍梨は曼荼羅を供養し金剛礼拝を行ってから、三帰依等を受けて律儀を受持

する。なおここで説かれる律儀は「五部の三昧耶」と通称されるものである（10.1. 

礼拝・律儀受持）。曼荼羅に入り、金剛禁戒を受けることから自身の金剛名の誦唱ま

でを行う（10.2. 阿闍梨入壇）。曼荼羅を成就するために、まず自身の中に忿怒金剛

杵（krodhavajra）を入れて忿怒金剛の自我を、次に忿怒主の自我を起こす（10.3. 自

加持）。

鬘が巡らされる。東西南北すべてに一辺の 8 分の 1 の長さの門と、門の 3 倍の長

さのトーラナを作る。内院と外の曼荼羅の周囲には幡、鈴、払子、如意樹等を描く。

次に曼荼羅の中心に五鈷杵の形の橛を打ち込み、それに引っかけた紐で外側に金

剛鬘と光明輪を線引きする。最後に、儀礼補助者が線引きに適さない場合や一人

で線引きを行う場合は橛に紐を結んで行う旨の偈頌が説かれ、線引きに関する補

足説明がなされる（7.2.2. 内院・門・外側）。

すべての線を描いてから、H¥˙ 字が変化した月と太陽を両眼に観想して、忿怒

の視線（krodhad˚≈†i）によって観察して諸門を化作する。以上を終えた後に、智の

紐を発遣する（7.3. 抨線の発遣）。

⒏ 曼荼羅の彩色
宝石や鉱物、あるいは穀物、煉瓦、木炭等からできた白・黄・赤・緑・青の 5

色の顔料を、Vaµ、Raµ、Laµ、Haµ、Yaµ の種字より生起し、A˙、Tråµ、
Hr¥˙、A˙、H∑µ より生起した各部族の印を本質とするものと観想する。STTS

降三世品所説の彩色真言（‹856）と印（‹986）によって智の顔料を実物の顔料に

入れ、粒子の形に変化させ、Hr¥˙ 字によって励起し、Oµ 字によって金剛太陽

忿怒（vajras∑ryakrodha）を静慮し招請して、二手金剛拳による太陽の輝きの環

（s∑ryajvålåmålå）と H∑µ pha† というその尊の印言によって顔料を輝かせる（8.1. 

顔料の加持）。

曼荼羅の中心の橛を H∑µ と唱えながら引き抜いて、橛の穴を 5 色の顔料で満

たす。鈴と金剛歌によって悪い兆候を取り除き、彩色を始めるための偈を唱える。

彩色は右手で東北の角から始め、内側から顔料を落とす。以降は行い易い方法で、

均等に隙間なく、歪んだり途切れないようにする。右回りに白（東）、黄（南）、赤（西）、

緑（北）、青（中央）で彩色し、第二重の線は白・赤・黒の 3 色、内側の 2 つの重の

線は黒で引く。線は門の 20 分の 1 の太さで、大麦ほどのサイズとされる。もし曼

荼羅を描いている時に妨害者があった場合、規定の儀軌（vihitavidhi）か、妨害者

を追い払う印言、もしくは菩提心の修習によって排除する。なおここで言われる「規

定の儀軌」とは、SVU の ‹115 橛から ‹120 火焚に説かれるような、各種の障碍を
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文献資料の略号

BÎBS Ír¥bh∑ta∂åmarabha††årakasådhana（Cod Ms Sanscr. Rah. Xc 14/50 no. 

50）

BÎMU Ír¥bh∑ta∂åmarama∫∂alopayikå（Cod Ms Sanscr. Rah. Xc 14/50 no. 51）

BÎMUTib. Ír¥bh∑ta∂åmarama∫∂alopayikå（D. No.2677, rgyud ’grel, thu 142r7-156v7; 

No.2905, rgyud ’grel, nu 264v2-278r1）

BÎT  Bh∑ta∂åmaratantra（Cod Ms Sanscr. Rah. Xc 14/50 no. 49）

GSMU Guhyasamåjama∫∂alopåyikåviµßatividhi（ed. 田中 2010）

GSMV Guhyasamåjama∫∂alavidhi（ed. Bahulkar 2006）

KSP 	Kriyåsaµgrahapañjikå（KSP(I) ＝乾 1991; KSP(T) ＝ Tanemura 2004）

MU  Ma∫∂alopåyikå（Matsunami New No. 280, ed. 種村 2016）

NMAA Nåmamantrårthåvalokin¥（ed. Tribe 2016）

SDPT Sarvadurgatiparißodhanatantra（ed. Skorupski 1983）

SM  Sådhanamålå（ed. Bhattacaryya 1925）

STTS Sarvatathågatatattvasaµgraha（ed. 堀内 1983）

SVU  Sarvavajrodayå（SVU(M) ＝密教聖典研究会 1986; 1987; SVU(T) ＝高橋 

1988）5）

ŚP  Ír¥paramådya-Mantrakalpakha∫∂ha（D. No.488, rgyud, ta 173r4 − 265v7, 

P. No.120, rgyud, ta 178r6 − 277v8）

TLVU Trailokyavijayodayå（D. No.2519, rgyud ’grel, ku 67r3 − 110r4, P. No.3342, 

rgyud ’grel, shi 75v8 − 125r8）

VÅ  Vajråval¥（ed. Mori 2009）

VŚT  Vajraßekharamahåguhyayogatantra（D. No.480, rgyud, nya 142v1 −

274r5, P. No.113, rgyud, nya 162v2 − 301v8）

YMU  Yamårima∫∂alopåyikå（ed. 倉西 2008）

校勘欄の略号・略号
add.  added

conj.  conjecture

D.  Derge

招請の印により諸尊を曼荼羅に入れて、「paramådya」で始まる讃頌によ

って讃歎し、曼荼羅を結界した後、閼伽等を捧げて、諸尊の三昧耶をそれぞ

れの場所に観想する。なおここで言われる「paramådya」で始まる讃頌とは、
Ír¥paramådyamantrakalpakha∫∂（＝ ŚP）に説かれる金剛手の百八名讃を指すと

考えられる 4）（10.4. 尊格の招請）。灑浄等によって再び場を清めた後、衣、蓋、幡等

を Oµ 字で加持して捧げる。次に塗香、花、焼香、燈明を金剛火炎（vajrånala）の

真言とそれぞれの真言で加持して捧げ、同様に飲食物、楽器や装飾品、観想され

た動物の群れやトーラナ等を捧げる。最後に、Umå 等の曼荼羅の女尊によって供

養し、儀礼補助者を曼荼羅の外に立たせて、バリを行わせる（10.5. 諸供養）。曼荼

羅の諸尊に対して四音節の真言を 1000 回ずつ誦した後、東の門に面した一切事業

の火炉に諸尊を勧請して、世尊に 108 回、その他の諸尊に 49 回献供し、花によっ

て再び曼荼羅に入れる（10.6. 献供）。

弟子は阿闍梨に対して律儀の授与と灌頂を乞う偈を唱える（10.7. 弟子による啓請）。

阿闍梨は曼荼羅において弟子の啓請を報告した後、弟子に密義（rahasya）の受持

を望むか尋ね、弟子はこれに答える（10.8. 阿闍梨の問いと弟子の応答）。阿闍梨は三

昧耶と律儀を弟子に聞かせ、これに同意した場合、弟子は三昧耶と律儀を復唱する。

弟子が三昧耶と律儀を受持しない時は入壇のみ行い、阿闍梨・印可の 2 つの灌頂

は行ってはならないとされる（10.9. 弟子の律儀受持）。

3. 底本・校訂方針および略号・記号

校訂テクストの底本にはゲッティンゲン大学図書館に所蔵される BÎMU 写本写

真（Cod Ms Sanscr. Rah. Xc 14/50 no. 51, complete, palmleaf, 13 fols.）の画像データを

用いた。また、内容的には概ね対応するが随所で写本との不一致を見せるチベット

語訳 2 本（D. 2677・2905 ＝ BÎMUTib.）は、前稿同様参照程度に留めた。その他の

校訂方針および校勘欄の註記方法は前稿を参照されたい。本稿で用いる略号・記

号は以下の通りである。
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em.  emendation

Ms.  Cod Ms Sanscr. Rah. Xc 14/50 no. 51（=BÎMU）

om.  omitted

P.  Peking

T.  大正新脩大蔵経

Tib.  Tibetan translation

[ ... ]  画像のぶれにより判読できない文字（三点リーダー 1 つにつき 1 文字）

*  viråma

† ...† コラプションが疑われるが解決できない読み

註
1）拙稿［2020］。なお校訂テクスト作成に際して、前稿同様に宗学研究所の倉西憲一師、

大塚惠俊師、横山裕明師より多くの助言をいただいた。記して感謝申し上げる次第

である。無論本稿の如何なる誤りも筆者に帰されるものである。

2）なおこれらの文献の相互関係について、前稿から本稿までの間に新たな事実が判

明したので記しておきたい。それは前稿で対校資料の 1 つとして用いた Sarva-

durgatiparißodhanatantra（＝ SDPT）と、STTS 降三世品に基づく曼荼羅儀軌で

ある TLVU との間に、チベット大蔵経デルゲ版にして 14 枚程の平行箇所が存在

することである。すなわち SDPT（Skorupski［1983］の言う Version B）中、灌

頂儀礼を説く第 3 章の後半部分（Skorupski［1983: 250.6 − 296.25］）と、TLVU

の D. 94r7 − 107v2 はほぼ完全に一致しており、両者の文脈から見て SDPT が

TLVU から借用したものと考えられる。したがって SDPT の当該範囲内に見られる

BÎMU との平行句は、全く同じ形で TLVU にも存在する。SDPT 第 3 章にはこの

他に Sarvama∫∂alasåmånyavidh¥nåµ	Guhyatantra（『蕤呬耶経』）からの都合 48

偈に及ぶまとまった借用があることも確認しており、これらの詳細については稿を

改めて報告する予定である。

  また、筆者はこれまで BÎMU と SVU における次第構成や文言の共通性を指摘

してきたが、BÎMU と SVU・TLVU を比べた場合、SVU よりむしろ TLVU に一

致するケースがあることが、BÎMU の前行に位置付けられる BÎBS の検討（拙稿

［2021］）を通じて明らかになってきた。以上の点から、今後は TLVU の対応箇所

も校勘欄に註記することが望ましくはあるが、未だ対校作業が行き届いていないた

め、本稿では前稿通り SDPT の平行箇所の註記にとどめておきたい。

3）BÎMU の写本写真は第 7 葉〜第 9 葉裏面の左右それぞれの端から 3 分の 1 程度で

画像が大きくぶれており読み辛い。今回提出した範囲では「10.6. 献供」において

解読できない箇所が残った（f. 7v3）。

4）このことは倉西師よりご教授頂いた。ŚP の当該箇所は D. 205v4 − 206r（漢訳は

T. No. 244, vol. 8, 800b12 − c24）である。この百八名讃は得益を含めて 15 偈か

ら成り、梵文写本の残る Ānandagarbha の著作 Vajrajvålodayåに引用されること

から原文を知ることができる。同書は現在伊集院栞氏によって校訂作業が進められ

ており（伊集院［2021: (165), note3］）、この度は未発表の資料を提供頂いたこと

で原文を確認することができた。記して感謝申し上げる次第である。

5）なお本稿での略号 SVU(M) は、とくに断らない限り密教聖典研究会［1987］を指す。
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7. 曼荼羅の線描
7.1. 抨線の加持

4r6
tato maṇḍalaṃ saṃpūjyārghayitvā śiṣyasahito maṇḍalabhūmyante kṛtasvāpo ’ne-
jyaḥ kṛtadevatāyogaḥ tathaiva maṇḍalam uparyākāśe nyasya śuklapītaraktaharitanīla-
sugandhavarṇakaiḥ siddhārthakacūrṇamiśraiḥ rañjita

4v1
sūtrapañcakaḥ anenaiva krameṇa

vyavasthāpya āḥ trāṃ hrīḥ aḥ hūṃ vairocanādīn sugatān vicintya etair eva svadigavasthi-
7.5 taiḥ svabījākṣararasmisūtrāṇi yathā svahṛdayebhyaḥ preṣitāni dhyātvā

hūṃ dīptadṛṣṭyāṅkuśi ja1)

iti svacakṣuṣi nyasya pradrutapracalaccakṣuḥ pakṣmākarṣa
4v2
ṇalocanādīptaḍṛṣṭyāṅkuśenānīya

svahastasthitaṃ bāhyasūtraṃ2) tair āpūrya
anyonyānugatāḥ sarvadharmāḥ parasparānupraviṣṭāḥ sarvadharmāḥ atyan-

7.10 tānupraviṣṭāḥ sarvadharmāḥ hūṃ
iti bruvan valayet3). tato gandhajalānvitahemabhājanādau niveśya saṃpūjya vajraband-
henāvaṣṭabhya

4v3
oṃ vajrasamayasūtraṃ mātikrama hūṃ

iti maṇḍalādhipenāṣṭādhikaśatam abhimantrya

7.2. 曼荼羅の線描
7.2.1. 梵線・根本線・対角線

7.15
4v3
maṇḍalāvanim upaśobhyāntarīkṣāvasthitamaṇḍalaṃ4) puṣpādibhiḥ saṃpūjya jaḥkārab-
hyāṃ nnivartitapītābhacandrasūryanayano

hūṃ
ity uttarasādhakam amṛtakuṇḍalirūpaṃ

4v4
nirmāya vāmavajramuṣṭinā cādāya sūtraṃ nāb-

hau dhārayet.
7.20 oṃ jaḥ jaḥ jaḥ

7.6 dīptadṛṣṭyāṅkuśi ja ]] GSMU 670.12; KSP(T) 141.8; STTS 233.27 (§370); SVU(M) 275.20; VĀ 141.15
(<12.1.2>*7); YMU 200.23 7.7 pradruta ... dīptadṛṣṭyāṅkuśenānīya ]] KSP(T) 142.1-2; STTS 233.13-16
(§367); SVU(M) 273.1-2; VĀ 141.17 7.9 anyonyānugatāḥ ... sarvadharmāḥ hūṃ ]] GSMU 670.13-16;
KSP(T) 143.3-5; SVU(M) 273.7-8; VĀ 143.15-16 (<12.1.3>*2); YMU 200.27 7.13 oṃ vajrasamayasūtraṃ
mātikrama hūṃ ]] GSMU 671.7-8; KSP(T) 144.1; SVU(M) 273.14; VĀ 144.10 (<12.1.3>*10); YMU 201.1

7.4 vicintya ]] em.; vicintyaḥ Ms. 7.4 etair ]] em.; eter Ms. 7.6 dīptadṛṣṭyāṅkuśi ja ]] em.; dīptadṛṣṭyākuśī ja
Ms. 7.8 bāhya° ]] em.; bāhma° Ms. 7.8 tair ]] em.; trair Ms. 7.9 anyonyānugatāḥ ]] em.; ānyonugatāḥ Ms.
7.9 parasparā° ]] em.; parasya parā° Ms. 7.11 valayet ]] conj.(←KSP(T) 143.6; VĀ 143.16); lapet* Ms.
7.11 −12 °āvaṣṭabhya ]] em.; °āvaṣṭabhyaḥ Ms. 7.13 °sūtraṃ ]] em.; °sūtra Ms. 7.15 °āvasthitamaṇḍalaṃ
puṣpādibhiḥ ]] conj.; °āvasthitaḥ | maṇḍalapuṣpādibhiḥ Ms. 7.15 −16 jaḥkārabhyāṃ ]] em.; jaḥ | kārābhyāṃ
Ms.

iti saṃpreṣya uttarasādhako ’pi
oṃ ja ja ja

iti samākṛṣya tathaivābhimukhasthitaḥ. prāgudaṅmukho vajrī nāgapreteśāśāvasthito
gaganasūtradvayaṃ prasārya sarvadiksamatām a

4v5
dhyālambya tathaiva brahmasū-

7.25 tradvayaṃ bhūmāv āpātayet. etac ca sūtradvāraviṃśatibhāgasthaulyaṃ maṇḍalad-
viguṇadairghyaṃ.

sūtrayen maṇḍalaṃ pūrvaṃ vajramudrāgraheṇa tu |
sūtran tu dhārayet paścād yathāvat sūtraṇaṃ smṛtaṃ ||

yakṣapretadevanāgeśvarādidigabhimukho analānilāśāvasthito guroḥ
4v6

prākpratīcyut-
7.30 tarāvāgdikcatuḥsūtraṇañ catuḥpuṭaṃ kṛtvā aṣṭamaṇḍalakam api anenaiva krameṇa sū-

trayet.
sūtrapātadhvaninā ca satvārthakālo bhavatām ihāgacchata

iti viyadvyāpitathāgatān saṃcoditān bhāvayet sarvatra ca gurūttarasādhakayoḥ.
pradakṣiṇato gatiḥ

5r1
punar agneyāṃ sthito vāyavyakoṇan naiṛtyāṃ sthitvā aiśānyakoṇaṃ

7.35 yāvat sūtraṃ prasārayet.

7.2.2. 内院・門・外側
caturasraṃ caturdvāraṃ catuṣṭoraṇasaṃyutaṃ |
bhāgaiḥ ṣoḍaśabhir yuktaṃ vajraprākāraśobhitaṃ ||

etad uktam bhavati. bāhyamaṇḍalasya caturthāṅgena caturasram aṣṭakoṣṭhakaṃ
saṃyuktaṃ garbhapuṭaṃ bahivajrāva

5r2
līveṣṭitaṃ. †tardvardvyā†5) dvayor dvayoḥ pārś-

7.40 vayoḥ puṭatrayaṃ kuryāt. sarvatra madhyabhāge ’ṣṭabhāgikāni dvārāṇi dvārārd-
hapramāṇā dvāraniryūhakapolapakṣakāḥ. mūlasūtrabahiḥ kapolārdhapramāṇā rajob-
hūmiḥ tadbahiḥ kapolapramāṇā vedikāḥ. bahirajobhūmi

5r3
pramāṇā hārārdhahārapaṭṭikā va-

jrādyaṣṭastambhasūtrāṇāṃ bhūmi tulyā rajobhuvā dvāratriguṇaṃ dvāratoraṇaṃ. bāhya-
garbhapuṭayor evaṃ maṇḍalānurūpeṇa cakrakoṇapatākāghaṇṭācāmarakalpavṛkṣādyāḥ.

7.45 tato maṇḍalanābhau pūrvavat kīlakam ākoṭya
5r4
pañcaśūkavajrākāraṃ tadavasaktadviva-

7.27 sūtrayen ... smṛtaṃ ]] STTS 420.1-4 (§985) 7.30 prākpratīcyuttarāvāgdikcatuḥsūtraṇañ ... aṣṭa-
maṇḍalakam ]] SVU(M) 269.16 7.32 sūtrapātadhvaninā ... bhāvayet ]] GSMU 671.15-16; GSMV 134.6-7;
KSP(T) 146.3-5; VĀ 147.4-6(<12.1.4>); YMU 201.2-5 7.36 caturasraṃ ... vajraprākāraśobhitaṃ ]] BḌT
7v6-8r1
7.24 sarvadiksamatām ]] em.; sarvvadiksasamatām Ms. 7.24 −25 brahmasūtra° ]] em.; hmasūtra° Ms.
7.27 pūrvaṃ ]] em.(←STTS 420.1); pūrvva Ms. 7.29 −30 °āvāg° ]] em.; °āvāk° Ms. 7.30 krameṇa ]]
em.; kumeṇa Ms. 7.33 gurūttarasādhakayoḥ ]] em.; gurūtarasādhakayoḥ Ms. 7.36 caturdvāraṃ ]] em.;
catudvāraṃ Ms. 7.42 hārārdhahāra° ]] em.; hārārdhāhāra° Ms. 7.45 pañcaśūkavajrākāraṃ ]] em.;
pañcasūkavajrākāraṃ Ms.
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jrākāraguṇasūtreṇa abhyantarabāhyamaṇḍalābhyāṃ bahivajrasūtraṃ prabhāmaṇḍalañ ca
yathākramaṃ sūtrayet.

sūtrapāte na yogyaḥ syād yadi kaścit tadā svayaṃ |
sūtrayet kīlake badvā sahāyena vinā tathā ||

7.50 apare
5r5

’bhyantarāṣṭakaṃ vartulaṃ vajrāvalyā vṛtam. puṭadvayaikarekhāṃ tritīyaṃ
trirekhāṃ pañcaraṅgikañ ca caturthaṃ puṭatrayaṃ caturasram iti. anena tu sap-
tadaśarekhayā ṣoḍaśabhāgena kṛtvā aṣṭakoṣṭhakaṃ vartulaṃ vajrāvalyā vṛttam iti.

7.3. 抨線の発遣

5r5
sarvaṃ prāgvad varṇayanti.

5r6
tadanu hīḥkāreṇaiva vāmadakṣiṇacakṣuṣī candrasūryau vid-

hāya krodhadṛṣṭyā nirīkṣya dvārāṇi kṛtvā evaṃ sūtrayitvā jñānasūtram visarjayet.

8. 曼荼羅の彩色
8.1. 顔料の加持

5r6
tato vaṃ-laṃ-raṃ-haṃ-yaṃbījaiḥ kramān niṣpannān sūtroktavarṇakrameṇa sitādiraṅgān
ratnajān pañcalohotthā

5v1
nadhātujān atha vā śālijān pakveṣṭakābhiḥ kṛṣṇāṅgārakair vā kṛtān

śubhān āḥ-trāṃ-hrīḥ-aḥ-hūṃ ity ebhir niṣpāditān svakulamudrātmakān
oṃ vajracitrasamaya hūṃ6)

8.5 susandhitasamāgraṃ tu vajramudrādvikasya tu |
kṛtvā tu sarvaraṅgāṇāṃ7) dīptadṛṣṭyā samāhvayet ||

tatpra
5v2
veśya tatparamāṇurūpeṇa pariṇamya hrīḥkāreṇa samuttejya oṃkāreṇa va-

jrasūryakrodhaṃ dhyātvā āhūya tanmudrāmantrābhyāṃ jvālayet vajramuṣṭibhyāṃ hṛdi
sūryajvālāmālābhyāṃ

8.10 hūṃ phaṭ

8.2. 曼荼羅の彩色

5v2
tato maṇḍalanābhisthitakīlakaṃ hūṃkāreṇotpāṭya svahastasthitava

5v3
jre praveśya kīlaka-

7.48 sūtrapāte ... tathā ]] VĀ 149.8-9 (<12.1.5>*3) 8.4 oṃ vajracitrasamaya hūṃ ]] GSMU 672.18; GSMV
136.1; STTS 387.14 (§856); SVU(M) 261.17; YMU 202.10 8.5 susandhitasamāgraṃ ... samāhvayet ]] STTS
420.5-8 (§986); SVU(M) 261.21-22

7.47 yathākramaṃ ]] em.; yathākramā Ms. 7.50 vajrāvalyā ]] em.; vajravalyā Ms. 7.51 anena ]] em.;
ane Ms. 7.52 ṣoḍaśabhāgena ]] em.; ṣoḍaśabhāgāna Ms. 7.52 aṣṭakoṣṭhakaṃ ]] em.; aṣṭakoṣṭakaṃ Ms.
7.54 nirīkṣya ]] em.; nirīkṣaca Ms. 7.54 visarjayet ]] em.; visajjaryet* Ms. 8.3 niṣpāditān ]] em.; niṣpāditā
Ms. 8.4 vajracitrasamaya ]] em.(←STTS 387.14 (§856), etc.); vajracittasama Ms. 8.11 hūṃkāreṇotpāṭya ]]
em.; hūṃkāreṇotpāṭyaḥ Ms.

garttam pañcaraṅgair āpūrya ghaṇṭādhvanivajragītikādibhir durnimittam apanīya
dharmadhātur ayaṃ śuddhaḥ sattvadhātupramocakaḥ |
svayaṃ vajradharo rājā rajapātanam ārabhet ||8)

8.15 ādāv evāvasavyamuṣṭinā aiśānaṃ diśan ārabhyābhyantare sthi
5v4
tvā pātayet. paścād yathā-

sukhaṃ samanirantarāvakram avicchinnaṃ pradakṣiṇaṃ sitapītaraktaharitanīlakrameṇa.
dvitīyapuṭe sitaraktakṛṣṇaraṅgatrayaṃ abhyantarapuṭadvaye kṛṣṇenaiva. pratyekaṃ
raṅgarekhā dvāraviṃśatibhāgasthaulyā yavamātrā

5v5
ntā kāryā bhū sitā yāmyāṃ pītā vāruṇī

raktā kauverī haritā madhyā kṛṣṇā. maṇḍale likhyamāne tu yadi vighnaḥ syāt tadā
8.20 vihitavidhinā vighnotsāraṇamudrāmantreṇa bodhicittabhāvanayā vā nivārayet.

8.3. 尊格の布置

5v5
tato madhye gajāsanaṃ hrīḥ-oṃkārābhyāṃ padmasūryā

5v6
krāntāṃ. anyeṣāṃ padmaṃ. tato

madhye bhagavantaṃ svamantreṇa pūrvoktaṃ varṇasaṃsthānaṃ
jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

bruvan vyomasthenaikam āgataṃ
8.25 hūṃ

iti vā samayamudrayā niveśayet. evaṃ svasamayamudrayā svamantreṇa maheśvarādīn
jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

bruvan
6r1
pūrvoktamukhabhujavarṇaviśiṣṭān yathāsthānaṃ bhagavato ’bhimukhān

niveśayet. sarvatra cakrapraveśaniṣkāse
8.30 vajra hūṃ

iti paṭhet. mudrāsya
manasotkṣipya rekhāṃ tu vajrasūtram athāpi vā |
nirmālyabuddharekhāṃ cakram ākramam na ca duṣyati ||9)

　
9. 曼荼羅の荘厳
9.1. 曼荼羅の開門

6r1
tataḥ pūrvavat sugandhāmbunā maṇḍalabahiḥ

6r2
samantato liptvā puṣpaprakaraṃ dhū-

paghaṭikāt aṣṭau pañca vā avicchedena dattvā pūrvavat saptajaptaṃ prokṣaṇaṃ kāryaṃ.
tato ’parāhnakāle krodhāhaṃkāravān caturakṣaraṃ samuccārayan samayām badhvā

8.13 dharmadhātur ... ārabhet ]] GSMU 673.4-7; GSMV 136.2-3 (v.242); VĀ 231.7-8(<13.1.2>*1)
8.32 manasotkṣipya ... athāpi vā ]] STTS 389.22-23 (§866); SVU(M) 257.12

8.12 durnimittam ]] em.(←VĀ 231.6); dhvannimittam Ms. 8.32 vajrasūtram ]] conj.(←STTS 389.23;
SVU(M) 257.12); vajrasūryam Ms. 9.1 liptvā ]] conj.(←SVUTib 43a6: phyugs la); liptā Ms.
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nīlakusumaśatam ādāya maṇḍalaṃ praviśya ghaṇṭām vādayan triḥ pradakṣiṇīkṛtya
9.5

6r3
tenaiva mālāṃ bhagavate niryātya yogenādāya hūṃkāreṇa svaśirasi nibadhya maṇḍala-
madhyasthitaḥ dvivajrāṅguliṃ sandhāyottānakaṃ dṛḍham

oṃ vajrodghāṭaya samayaṃ praveśaya hūṃ
susaṃkruddho dvārāṇi pūrvākādīni paścimādigvyavasthitaḥ kramād udghā

6r4
ṭayed buddhyā

tathālīḍhapadādibhiḥ.

9.2. 瓶の安置
9.10

6r4
tataḥ pūrvoktakalaśaṃ bahirgandhopaliptaṃ jvālāvajrādhiṣṭhitaṃ pūrvavaj japtaṃ.

oṃ tiṣṭha siddhi hūṃ
anena samayam badhvā gṛhītakusumalatayā aṣṭasahasraṃ japtaṃ caturakṣareṇa ca
tathaiva japtam ādāya bahirabhyantaramaṇḍalaṃ triḥ

6r5
pradakṣiṇīkṛtya nāthasya pu-

rato ’vasthāpya praveśadvārābhimukhañ cāparaṃ kalaśaṃ caturakṣareṇāṣṭaśatajap-
9.15 taṃ sthāpayet. tadudakenātmānaṃ śiṣyāṃ cābhiṣicya krodhamudrāṃ prāveśikāṃm

badhnīyād bandhayec ca maheśvarādikalaśāṃś ca svacihnāṅkān svamantraiḥ aṣṭaśata-
japtān bā

6r6
hyamaṇḍalabahiḥ sthāpayet. bāhyataḥ pūrṇakumbhān. abhāve vijayātmāb-

hiprokṣaṇakalaśaiḥ maheśvaraśakrādityāgnīnāṃ kalaśaikaṃ śrī-padmavatī-ratnaśrī-
mahāratnavatīnām aparaṃ anenaiva krameṇa †śeṣebhyaḥ†10) daśanyūnan na kārayet.

9.20 pūrṇakumbhāṃś ca daśa dadyāt.

10. 弟子引入の準備
10.1. 礼拝・律儀受持

6v1
tato maṇḍalaṃ samakṣavad dhyātvā ’bhyarcya

oṃ sarvatathāgatakāyavākcittapraṇāmena vajravandanāṃ karomīti
praṇamya pūrvavat triśaraṇagamanādikam ādāya samvaraṃ gṛhnīyāt.

utpādayāmi paramaṃ bodhicittam anuttaraṃ |
10.5 yathā traipathikā nāthāḥ sambodhau kṛtaniścayāḥ || [1]

9.6 dvivajrāṅguliṃ ... dṛḍham ]] STTS 420.9-10 (§987) 9.7 oṃ vajrodghāṭaya ... hūṃ ]] GSMU 682.11-12;
SDPT 256.17; STTS 387.33 (§858); VĀ 388.1 <21.1> 10.2 oṃ ... karomi ]] KSP(I) 166.16; SDPT 138.11
10.4 utpādayāmi paramaṃ ... sthāpayiṣyāmi nirvṛttāv ]] SDPT 146.8-25, etc. see endnote (11)

9.5 bhagavate niryātya ]] conj.; bhagavaternijātya Ms. 9.6 sandhāyottānakaṃ ]] em.; sandhāyottānakāṃ
Ms. 9.8 susaṃkruddho ]] em.; susaṃkrudho Ms. 9.10 pūrvoktakalaśaṃ ]] em.; pūrvvoktākalasaṃ Ms.
9.10 bahir° ]] em.; barhi° Ms. 9.10 °ādhiṣṭhitaṃ ]] em.; °ādhiṣṭitaṃ Ms. 9.11 tiṣṭha ]] em.; tiṣṭa Ms.
9.13 pradakṣiṇī° ]] em.; pradakṣaṇī° Ms. 9.19 °nyūnan ]] em.; °nyunnan Ms. 10.1 ’bhyarcya ]] em.; ’bh-
yarccyaṃ Ms. 10.3 pūrvavat ]] em.; pūrvva Ms.

trivi
6v2
dhāṃ śīlaśikṣāñ ca kuśalaṃ dharmasaṃgrahaṃ |

sattvārthakriyāśīlañ ca pratigṛhnāmy ahaṃ dṛḍhaṃ || [2]
buddhaṃ dharmañ ca saṃghañ ca triratnāgram anuttaraṃ |
adyāgreṇa grahīṣyāmi samvaraṃ buddhayogajaṃ || [3]

10.10 vajraghaṇṭāñ ca mudrāñ ca pratigṛhnāmi tattvataḥ |
ācāryañ ca grahiṣyāmi mahāvajrakuloccaye

6v3
|| [4]

caturdānaṃ pradāsyāmi ṣaṭkṛtvā tu dine dine
mahāratnakule yogye samaye ca manorame || [5]
saddharmaṃ pratigṛhnāmi bāhyaṃ guhyan triyānikaṃ |

10.15 mahāpadmakule śuddhe mahābodhisamudbhave || [6]
saṃvaraṃ sarvasaṃyuktaṃ pratigṛhnāmi tattvataḥ |
pūjākarma yathāśaktyā mahā

6v4
karmakuloccaye || [7]

utpādayāmi paramaṃ bodhicittam anuttaraṃ |
gṛhītaṃ samvaraṃ kṛtsnaṃ sarvasattvārthakāraṇāt || [8]

10.20 atīrṇāṃ tārayiṣyāmi amuktām mocayāmy ahaṃ |
anāśvastān āśvāsayiṣyāmi sattvān sthāpayiṣyāmi nirvṛttāv || [9]11)

iti |

10.2. 阿闍梨入壇

6v4
tato duṣṭotsāraṇa

6v5
kavacahūṃkārajaptanīlavastraparidhānottarāṅgoṣṇīṣaḥ sragvī surab-

hitānanaḥ sarvālaṅkārabhūṣitaḥ dvārapālījaptanīlavastramukhaveṣṭano bahiḥsthitaḥ
10.25 kalaśodakenābhiṣicya krodhamudrayā kavacayitvā idaṃ brūyāt.

sarvasattvahitārthāya tatkṣaṇāt siddhi
6v6
pradāyakaḥ |

siddha vajra mahākrodha tiṣṭha samayadevatā ||
tataḥ krodhamudrām baddhvā

vajra hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ
10.30 iti bruvan praviśya vakṣyamāṇayā mityā vajrakrodhayā ātmānam āveśya

tiṣṭha vajra
ityādinā hṛdi mudrāmokṣaṇadṛḍhīkaraṇamālākṣepamālābhiṣekamu

7r1
khabandhamo-

kṣacakrapradarśanaṃ kṛtvodakādyabhiṣekaṃ trisamayadānaparyantaṃ sarvam bha-

10.26 sarvasattvahitārthāya ... samayadevatā ]] BḌT f. 8v2-3 10.29 vajra ... phaṭ ]] BḌT f. 8v3

10.6 °saṃgrahaṃ ]] em.; °saṃgrahaḥ Ms. 10.11 mahāvajrakuloccaye ]] em.; mahā | vajrakuloścaye Ms.
10.13 samaye ]] em.; samaya Ms. 10.21 sattvān ]] add.(←SDPT 146.25, etc.); om. Ms. 10.28 baddhvā ]]
em.; badvā Ms. 10.30 vakṣyamāṇayā ]] em.; vakṣamāṇayā Ms.
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gavatā ācāryabhūtena pūrvavat kriyamāṇaṃ cintayet. tatas trisamayagītopahāreṇa
10.35 stutigāthāpañcakenānujñāñ caturakṣaramantram udgatāvyākaraṇañ ca gṛhītvā punaḥ

praviśya vajravratādā
7r2
naparyantaṃ kṛtvā

amukavajro ’ham
iti svanāmoccāraṇaṃ vidhāya maṇḍalaṃ sādhayet.

10.3. 自加持

7r2
tatrāyaṃ kramaḥ. bhagavanmudrām baddhvā tanmantreṇāntyasvarāntena tatsthāne12)

10.40 krodhavajram ātmānaṃ niveśya
krodhavajro ’ham

ity ahaṃkāraṃ kṛtvā tadvajraṃ mahāvajradharaṃ vibhāvya
krodhādhipa

7r3
tir aham

ity ahaṃkāraṃ kṛtvā

10.4. 尊格の招請
10.45

7r3
tata pūrvoktāvāhanamudrayā bhagavantaṃ māṇḍaleyaiḥ sahāvāhya paramādyetyādis-
totraiḥ stutvā pūrvavad duṣṭotsāraṇadigbandhaprākārapañjara ’rghapādyan datvā
samayādibhir dṛśyan yathāvaj

jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ samayas tvam
ity a

7r4
nte sādhayet.

10.5. 諸供養
10.50

7r4
evaṃ mahādevādijagatpālanīparyantaṃ svacihnasaṃyutaṃ devatācakraṃ bhāvayitvā

sādhanāmudraṇābhiṣekānta†rnuṣyā†13) duṣṭotsāraṇamantreṇa gandhādibhiḥ pūjāṃ
kṛtvā prokṣya arghan datvā pratyekam vastrayugalam ekam vā sarveṣāṃ caṅgo

7r5
ṭake kṛtvā

nānāprakārāś ca vitānadhvajacchatrapatākāḥ oṃkāreṇa ca japtvā
vajra sphara khaṃ

10.55 ity anena niryātayet. tato gandhapuṣpadhūpadīpān vajrānalena samudreṇābhimantrya14)

oṃ vajragandhe hūṃ
gandhamudrayā yathālābhato gandhān evaṃ

oṃ vajrapuṣpe hūṃ
iti

7r6
puṣpamudrayā puṣpāṇi

10.39 tatsthāne ]] conj.(←SVU(T) 129.2); tataḥ sthāne Ms. 10.42 tadvajraṃ ]] em.; dadvajraṃ Ms.
10.42 mahāvajradharaṃ ]] em.; mahavajradharaṃ Ms. 10.47 dṛśyan ]] dṛśya<te>n* Ms.

10.60 oṃ vajradhūpe hūṃ
iti dhūpamudrayā dhūpān

oṃ vajrāloke hūṃ
iti dīpamudrayā dīpān parijapya

vajraspharaṇa kham
10.65 iti niryātya svastikādinānāprakārakhādyabhakṣyabhojyalehyacoṣyapeyāni vajrānalena

tathaiva
oṃ akā

7v1
ro mukhaṃ sarvadharmāṇām ādyanutpannatvād

iti. vajrabandhe15) khadgotkarṣaṇābhinayamudrayā ca niryātya vajramuṣṭibhyāṃ
karāṅgulībhir vādyābhinayamudrayā hūṃkāreṇa ca vādyaṃ vādyanaṭanarttakakaṭakakuṇḍala-

10.70 mukuṭādayaś ca oṃkāreṇābhimantrya
turagahastigoyūthā

7v2
dātavyāś ca sukalpitāḥ |

toraṇāni suvastrāṇi sughaṇṭācāmarāṇi ca ||16)

oṃ sarvavit pūra pūra āvarttaya āvarttaya hoḥ
anena vajrāñjaliṃ mūrdhni saṃsthāpyādhiṣṭhāya pūrvavad umādibhiḥ saṃpūjya ut-

10.75 tarasādhakaṃ maṇḍale sthāpayitvā bāhyabaliṃ pūrvavad dadyāt.

10.6. 献供

7v2
tata

7v3
upaspṛśya maṇḍalaṃ praviśya saṃpūjya caturakṣaraṃ sahasraśaḥ māṇḍaleyān rucito

japtvā pūrvadvārābhimukhaṃ sarvakarmikakuṇḍe bhagavantaṃ maṇḍalayoge[... ... ... ...
... ... ... ...]yā niveśya [...]tena caturakṣareṇāṣṭādhikaśatābhi[...] hutvā maheśvarā

7v4
dīnāṃ

mantraiḥ pratyekaṃ saptasapta āhutīṃ. tata agnikuṇḍāt puṣpeṇaivānīya mahāvajrad-
10.80 harādīn maṇḍaleṣu tān niveśayet.

10.7. 弟子による啓請

7v4
tataḥ sarvatathāgatān praṇamyaivaṃ vācyaṃ.

dehi me samvaraṃ bho |
samanvāharantu mān nāthā aśeṣadikṣu saṃsthitāḥ |

10.67 oṃ akāro ... ādyanutpannatvād ]] SDPT 160.15, etc. 10.71 turagahastigoyūthā ... sughaṇṭācāmarāṇi
ca ]] SDPT 272.8-10; SVU(T) 123.16-17; VĀ 314.5 (<15.1>) 10.73 oṃ sarvavit ... hoḥ ]] SM 67.2-3
10.82 dehi me ... sarvasattvārthakāraṇāt ]] SDPT 286.3-13

10.61 dhūpamudrayā ]] em.; dhūpamudrayān* Ms. 10.67 akāro ]] em.; ākāro Ms. 10.68 vajrabandhe ]]
conj.(←SVU(M) 239.9); vajragandhe Ms. 10.75 pūrvavad ]] em.; pūrvvava Ms. 10.77 pūrvadvārābhimukhaṃ ]]
em.; pūrvvavadvābhimukhaṃ Ms. 10.82 samvaraṃ ]] em.; samvara Ms.
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aham amu
7v5
kanāmā || ācāryasākṣiṇaṃ sthitaṃ || [1]17)

10.85 praviśāmi mahāguhyaṃ buddhanāṭakasamvaraṃ18) ||
avaivartikacakrādyaṃ mahāmokṣapuraṃ varaṃ || [2]
praveśaya mahācārya sarvaguhyakuloccayaṃ |
dadasva me mahābhāgaṃ avaivartyabhiṣecanaṃ || [3]
dadasva me mahācārya lakṣaṇasyānumudraṇaṃ19) |

10.90 anuvya
7v6
ñjanasaṃyuktaṃ buddhakāyaṃ manoramaṃ || [4]

dadasva me mahācārya abhiṣekaṃ mahādbhutaṃ |
ācāryo ’haṃ bhave20) nityaṃ sarvasattvārthakāraṇāt || [5]

10.8. 阿闍梨の問いと弟子の応答

7v6
tato guruṇā maṇḍale vijñaptiḥ kāryāḥ.

ayam amuko nāmā bodhicittaparigrahaḥ |
10.95 icchati guhyacakre ’smin praveṣṭuṃ samayasa

8r1
mvaram ||

tata ācāryeṇaivaṃ praṣṭavyaṃ.
icchasi tvaṃ mahān mahāguhyakulaṃ śuddhaṃ rahasyaṃ parigṛhṇituṃ.

tenaivaṃ vācyam.
icchāmy aham

10.100 iti.

10.9. 弟子の律儀受持

8r1
tata ācāryas samayasamvaraṃ kathayitvā tadavyatikramo ’bhyupagame sati tata utpā-
dayāmīty ārabhya yāvat satvān sthāpayiṣyāmi nirvṛ

8r2
ttāv iti samvaraṃ grāhayet. yas tu sam-

varaṃ na gṛhnāti praveśan tasya deyam adya tvam ityādi na vācyaṃ na vācāryānujñāb-
hiṣekau kāryau.

10.93 tato guruṇā ... rahasyaṃ parigṛhnituṃ ]] SDPT 286.14-19 10.101 tata utpādayāmīty ... vācāryānu-
jñābhiṣeko kāryau ]] SDPT 288.24-26

10.85 praviśāmi ]] em.; praveśāmi Ms. 10.86 °cakrādyaṃ ]] em.; °cakrādya Ms. 10.88 mahābhāgaṃ ]]
em.; mahābhāgā Ms. 10.92 bhave ]] conj.; bhaven Ms. 10.95 praveṣṭuṃ ]] em.; praveṣṭaṃ Ms.

後註

1)当該の真言は文献によって dīptadṛṣṭyā-とするものと dīptadṛṣṭya-とするものがあ
る。STTS･SVU･BḌMUは前者、GSMU･KSP･VĀ･YMUは後者の形をとる。後
者「輝く視線の鉤よ」の方が意味は明瞭であり、STTSも蔵訳に基づいて後者の
形に直している。しかし STTS §370の註 4で指摘されるように、漢訳は前者を支
持し、また dīptadṛṣtyā（具格）と aṅkuśi（呼格）とも理解し得ることから、ここ
ではそのままとした。

2)Ms.では hyaの文字の yaの部分が潰れており hmaと読める。その場合、本来の
形は brahmaだった可能性もあるが、前の文字が bāであることを考慮し「観想上
ではない実物」の意味で bāhyaと改めた。BḌMUTib.は対応する語を欠く。

3)直前の anyonyānugatāḥ ... は KSP(T)･VĀでは 5本の糸を 1本に縒る際の真言と
して用いられている。「縒る」の動詞は valayet（√val）であり、BḌMU の lapet
（√lap: 話す、ささやく等）は文脈上不適当と考えられるため、KSP(T)･VĀの当該
箇所に基づいて valayetと改めた。BḌMUTib.の対応箇所は gcig tu bsgril loとあ
り、一応 conjectureを支持する。

4)SVUをはじめとする他文献の対応箇所を参照すると、当該箇所は阿闍梨によって
先に虚空に観想された曼荼羅の諸尊を線描の前に供養する次第である。そのため
maṇḍalaが saṃpūjyaの目的語となるように改めた。

5)ダガーマークで括った箇所の意味するところが筆者には不明である。BḌMUTib.
に対応するような語は見られない。何らかのコラプションがあったものか。

6)当該の真言の典拠と考えられる STTS §856 に基づいて citta を citra と訂正した
が、GSMV写本もMs.と同様に cittaとする（GSMV 136.1）。両写本とも字形の
類似による誤写と思われるが、cittaとする伝承が存在した可能性も否定できない。

7)sarvaraṅgāṇāṃは当該偈の典拠と考えられる STTS §986では sarvaraṅgāṇiという
複数対格の形で出る。一方、SVU写本ではMs.と同じ raṅgānāṃという複数属格
の形で出る。

8)当該偈のパーダ cdは校勘欄に挙げた文献それぞれで若干異なる。すなわちパー
ダ c の vajradharo は GSMU では akṣobhya、GSMV では mañjuravo となってい
る。また、パーダ dの rajapātanam ārabhetはいずれも sarvatathāgatālayaとする。
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9)当該偈は STTSと SVUでは次のようにパーダ cdが異なる形で出る。

STTS 389.22-23 (§866)
manasotkṣipya rekhāṃ tu vajrasūtram athāpi vā |
praviśan niṣkraman vāpi trasyate(SVU: bhraśyate) samayān na sa iti ||

10)ダガーマークで括った śeṣebhyaḥ（諸々の残りのものから?）の文意は筆者には不
明である。SVUを参照すると、この箇所は kumbhaから kalaśaへと水を注ぎ入れ
る文脈と考えられ、「注ぐ」を意味する動詞等が適当と思われる（SVU(T) 131.2
には dattvā とある）。BDMUTib. の対応箇所に de’i rim pas dban bskur bar ’gyur
roとあることからすると、例えば abhisiktaḥなどがコラプションを起こしたもの
だろうか。

11)以上の 9 偈は「五部の三昧耶」と通称され、灌頂儀礼を説く多くの文献に見
られる。Padmaśrīmitra 著 MU 第 1 章 Saṃvaragrahaṇādividhi の校訂テクストで
ある種村［2016］は、当該 9 偈を有する文献として MU 以外に 6 種（AKS、
KSP、NMAA、SDPT、VĀ、VŚT）を挙げており、MU とそれらとの異読も詳
細に註記されているので、他文献における異読に関しては種村［2016: (182)-
(184)］を参照されたい。また「五部の三昧耶」に関する先行研究は安元［2016: 38-
40］に詳しい。BDMUも他文献と同文であるが、2箇所だけ BDMUに固有の読
みがある。すなわち [1]の traipathikāは他文献ではすべて trayadhvikāとなってお
り、また [9]の sattvānはMs.にはないが他文献すべてに見られる。前者は固有の
読みとしてそのままとし、後者は「10.9弟子の律儀受持」に説かれる同一の文章
には見られるため、本来あったものの脱落と考えて補った。

12)BḌMUTib.の対応箇所には de’i gnas suとあり、一応 conjectureを支持する。「そ
の場所」とは主尊の場所である曼荼羅の中央を指すものと考える。

13)当該箇所の意味するところが筆者には不明である。
14)当該箇所の vajrānalena samudreṇa は、SDPT の対応箇所では vajrānalena mu-

drāyuktena（SDPT 270.19）となっている。BḌMUでも以下に述べられる供養物
の加持はすべて印を結びつつ真言を唱えることで行われ、また直後の飲食物の加
持においては analaの真言しか言及されないことから、samudraは sa-mudrāと考
えて訂正すべきかも知れないが、samudraも不可能ではないため、そのままとし
た。

15)当該箇所は、修正前の vajragandheで「金剛塗香の場合は」という供養の方法の

個別規定を述べたものと理解することも可能である。しかし剣印（khaḍgamudrā）
と oṃ akāro mukhaṃ ...の真言によってバリを捧げるという、BḌMUと同様の方
法を説く SVU(M) 239.9に vajrabandhaとあるため、これに基づいて改めた。な
お KSPも同様の文脈において vajrabandhaとしているが、KSP(I)に用いられた 3
本の写本のうち 1本（A写本）は vajragandha（KSP(I) 173, note23）としている。

16)当該偈は SDPTと SVU(T)では次のようにパーダ cdが異なる形で出る。

SVU(T) 123.16-17
turagahastigoyūthā(SDPT: turaṃga°) dātavyāś ca sukalpitāḥ |
toraṇāni ca ramyāṇi ghaṇṭādisahitāṇi ca ||

一方、VĀではパーダ cdと類似の形が散文で出る。

VĀ 314.5
toraṇāni suvastrāṇi saghaṇṭācāmarāṇi ca pūrṇakumbhān sadalakadalīs-
tambhāmś ca |

この VĀの用例からは、BḌMUの sughaṇṭā-は saghaṇṭā-とも考えられるが、SVU
では鈴は払子ではなくトーラナに付くとされるので、そのままとした。

17)第 1 偈は韻律不調を起こしているが、どのように校訂すべきか筆者には難しく、
Ms.のままとしている。当該偈は SDPTでは次のように異なる形で出る。

SDPT 286.4-5
samanvāharantu māṃ buddhā aṣeśā munibhāskarāḥ ||
aham amukanāmnā vaī ācāryasamakṣaṃ sthitaḥ ||

パーダ abについては語句は異なるが意味に大きな違いはない。一方パーダ cdは、
SDPTは「私は何某という名前とともに、まさに阿闍梨の面前に立っています」、
BḌMUは amukanāmāを単数・主格として「私は何某と申す者です。阿闍梨にま
みえて立つ［私］を［心に懸けて下さい］」と訳せるか。また SDPTの vaīは校訂に
用いられた 6写本のうち 1本にしか見られないようだが（cf. SDPT 286, note2）、
BḌMUにある double daṇḍaは vaīが誤写されて伝承されたものだろうか。

18)BḌMUTib には sangs rgyas gar mdzad sdom pa la とあり-samvaraṃ を支持する。
一方 SDPTの当該箇所は-sambhavaṃとあり、SDPT・ SVU・ TLVUの蔵訳はい
ずれも (’)byung baで-sambhavaṃを支持する。raと vaの字形の類似からどちら
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かが誤写と考えられるが、mahāmokṣapuraṃにかかる形容句としては-sambhavaṃ
の方が適当かも知れない。BḌMUTibが支持することから、ここでは一応そのま
まとした。

19)SDPT の当該箇所は lakṣaṇasyānumodanaṃ とあるが、校訂に用いられた 6 写本
のうち 1本は-mudraṇaṃ（SDPT 286, note9）とする。SVU・ TLVUの蔵訳には
rgyas btab cingとあり、-mudraṇaṃを支持するか。

20)Ms.の bhavenは √bhūの願望法の三人称単数であり、一人称の主語 ahamの述語
とはなり得ないので、一人称単数・反射態の bhaveに改めた。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳（2）

横　山　裕　明

1. はじめに

本稿は、『豊山学報』第 64 号に掲載した同タイトル （1） の続編として、『底哩三

昧耶王経』（Trisamayaråjatantra. 以下 TRT） に基づく成就法であるクムダーカラマ

ティ著『底哩三昧耶王成就法』 （Trisamayaråjasådhana. 以下 TRS） の予備的な Skt

および Tib の校訂テクストと和訳を提示するものである。

本稿で扱う箇所は、金剛網や金剛火などの護身法・結界法および五供養に関す

る内容が大部分を占める。それぞれの名称は四度加行などを通じて現代の密教僧

にとっても馴染み深いものばかりであるが、ここで使用されるマントラはいずれも

同系統の文献以外にはまず見出せない独特なものである。またそれぞれの印につい

ては日本に伝わってきたものと多少の類似点が見られるが、いずれも結び方の説明

が不十分であるため確証を得るものではない。したがって、ここでは日本に伝わっ

た同名称の印およびマントラは比較に堪えるものではないと判断し、それよりも同

じ TRT の関連文献である不空訳『底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法』一巻（大

正蔵 1200, 以下『念誦法』） と不空訳『底哩三昧耶不動尊聖者念誦秘密法』三巻（大

正蔵 1201, 以下『秘密法』）
1
 を主な比較対象として用いる。なお、それらの印および

マントラは、本経である TRT には見出せず、関連文献の間においてのみ共通して

いることが多い
2
。そのため、TRS に説かれる印およびマントラの多くは、TRT よ

りも後代において同系統の儀軌類ないしそれらと共通するソースから取り込まれた

ものである可能性が考えられる
3
。

さて、本稿で扱う内の ‹26-1 には、真言密教にとって重要な声明のひとつであ
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概要（Contents）
‹1 【帰敬・吉祥偈】（Salutation, Ma∆galaßlokas）

‹2 【擇地】（Selecting a suitable place for the practice）

‹3 【根本明呪・金剛句】（M∑lavidyå, Vajrapadå）

‹4 【如来心呪／百字心呪】
6
（Tathågatah˚∂aya / Íatåk≈arah˚daya）

‹5 【プールヴァセーヴァー】（P∑rvasevå）

‹6 【発菩提心】（Generating Bodhicitta）

‹7 【障礙の破壊】（Breaking Vighna）

‹8 【己身奉献】
7
（Åtmaniryåtana）

‹9 【懺悔】（Påpadeßanå）

‹10 【随喜】（Anumodana）

‹11 【印とマントラの三昧耶】（Samaya of Mudrå and Mantra）

‹12 【不動尊への祈願】（Pray for Acala）

‹13 【不動尊の讃嘆】（Praise for Acala）

‹14 【守護尊たちの布置】
8
（Placement of guardian deities）

‹15 【甲冑】（Kavaca）

‹16 【金剛坐】（Vajråsana）

‹17 【金剛祠】（Vajrama∫∂apa）

‹18 【金剛牆】（Vajrapråkåra）

‹19 【金剛網】（Vajrapañjara）

‹20 【金剛火】（Vajrajvålå）

‹21 【結界】（S¥måbandhan¥）

‹22 【献閼伽】（Offering Argha）

‹23 【五供養】（Pañcap∑jå）

‹24 【実体の供養】（P∑jå on reality）

‹25 【観想上の供養】（P∑jå on imaginary）

る不動讃に相当する内容の Skt および Tib が説示される。管見によれば、不動讃

の典拠は現在のところ定かではないが、弘法大師空海が唐より請来した『念誦法』

がその主な典拠と目されている。先行研究ではこの他にも様々な文献が典拠として

挙げられているが
4
、それらはいずれも漢訳文献であるため、不動讃の原文につい

て思索する場合には音写からの Skt 還元に頼らざるを得なかった。そのため、不

動讃に相当する内容が前後の文脈も含めて確認できる本稿の校訂テクストと和訳

は、先行研究が示してきた不動讃の梵文還元とその考察の信憑性に一定の担保を

供するものである。

なお、不動讃に相当する内容は、TRS および『念誦法』の本経である TRT に

も計 5 箇所に説かれていることが分かった。ただし、前稿で述べたように TRT は
Tib のみが現存する文献である。本稿でそれら全ての箇所を取り上げ、数多く存在

する写本・版本を校合しつつ不動讃の原文について論じるとなると、煩雑になるこ

とは避けられない。そこで、不動讃については別途成果を公表した
5
。詳細は『豊

山教学大会紀要』第 50 号（= 横山 2022b）を参照されたい。

2. TRS 全体における本稿の位置

TRS は内容によって大きく 33 項目に分けることができる。ただし、その分量は

項目ごとに大きく異なっている。本稿で提示する ‹ 15 から ‹26 までは文献全体の

およそ３分の１の分量に当たる。すなわち、前稿と併せて文献全体の約３分の２に

当たる部分の読解が完了したことになる。

さて、前稿で示した TRS の全体像について一部訂正をしたい。まず、概要の訂

正については以下の表の該当箇所に脚註を付してその理由を示した。次に、前稿

で示した 33 項目の大区分はそのままであるが、‹26 と ‹30 について細分化をおこ

なう。その理由については以下の表の該当箇所に脚註を付して示した。

以下が訂正を踏まえた上での TRS の全体像であり、左側に網掛けをした部分が

本稿で扱う箇所である。
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項目 TRS
‹15-‹23

『念誦法』
大正蔵 21 巻 （1200）

『秘密法』
大正蔵 21 巻 （1201）

護身法
結界法

甲冑 ① ② 8a5-（無能勝金剛甲） ② 17a27- （不動金剛著甲）

金剛坐 ② ③ 8a23- ⑥ 18b3- （無動金剛座）

金剛祠 ③ 　− 　　※ 説示なし 　− 　　　※ 説示なし

金剛牆 ④ ⑤ 8b13- ③ 18a8-（無動金剛牆）

金剛網 ⑤ ⑥ 8b20- ④ 18a16-（無動金剛網）

金剛火 ⑥ ⑦ 8b26-（金剛火焰界） ⑤ 18a24-（無動金剛火焰）

結界 ⑦ ① 7c11- ① 17a16-

献閼伽 ⑧ ④ 8a28- ⑦ 18b18-

五供養

塗香 ❶ ❶ 8c15- ❶ 19a4-

華 ❷ ❷ 9a3 ❸ 19a15-

焼香 ❸ ❸ 9a10 ❷ 19a10-

灯明 ❹ ❺ 9a27 ❺ 19a25-

飲食 ❺ ❹ 9a19 ❹ 19a20-

これらの説示順序の相違や項目の脱落などが何を指すかは現時点では不明であ

るが、今後研究が進むにつれて流派や先後関係に結びつくものと考えられる。

それでは、次節において凡例を示した上で、第 5 節で校訂テクスト、第 6 節で

和訳を提示する。

4. 凡例（Sigla）

A:  Bhattacharyya 1925 が示した A 写本の読みを示す場合に用いる。（It 

indicates the reading of the Skt MSS “A” based on Bhattacharyya 1925. This 

MSS is the catalogue no. 74 in Shastri 1917. cf. Bhattacharyya 1925 p. xi, and 

Shastri 1917 pp. 114-115.）

‹26 【讃嘆・廻向】
9

（Sa∆g¥ti, Pari∫åma）
‹26-1【讃嘆】（Sa∆g¥ti）

‹26-2【廻向】（Pari∫åma）

‹27 【誦呪】（Chanting h˚daya）
10
 

‹28 【魔の消除】（Removal of måra）

‹29 【速疾なる悉地のために】（Í¥ghrasiddhyartha）

‹30
【諸勤行】

11

（Activities）

‹30-1【読経】（Chanting s∑tra）

‹30-2【食事】（At meals）

‹30-3【午後】（At afternoon）

‹30-4【夜】（At night）

‹30-5【徴候の顕現】（Manifestation of nimitta）

‹31 【大いなる徴候】（Mahånimitta）

‹32 【悉地】（Siddhi）

‹33 【奥書】（Colophon）

3. 護身法・結界法、五供養に関する相違点について

ここでは TRS と『念誦法』『秘密法』における護身法・結界法、五供養に関す

る相違点について述べる。TRS の本稿で扱う箇所には、護身法・結界法、五供養

に関する内容およびその印とマントラが説示される。冒頭で述べた通り、それらの

印とマントラは本経である TRT には説示されず、関連文献の間においてのみ共通

することが多い。ところが、その関連文献の間でも説示順序などの多少の相違が見

られることが分かった。印とマントラの細かな相違については煩雑となるためここ

では深入りせず、TRS を基準とした各項目の説示順序と名称の相違について表を

用いて簡潔に示したい。なお、丸付き数字は各文献における左記項目の説示順序

を示すものである。
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（98） （99）

indicates a partial omission of the sentence.）

° :  脚註で本文を挙げる際に、熟語の一部を省略する場合は ° を付ける。（It 

indicates a partial omission of the idiom.）

† ...†: どのように読むべきか解決できず、問題のある箇所は † で括る。試

訳は暫定的なものを示す。（A part enclosed with daggers which is difficult 

to figure out.）

〈mantra（no.）〉: 本文献におけるマントラ・明呪・心呪の通し番号を示す。
（It indicates the number of mantras, vidyås, h˚dayas and vajrapådas in the 

literature.）

〈verse（no.）〉: 本文献における偈頌の通し番号を示す。（It indicates the 

number of verses in the literature.）

※以下に該当する場合、校勘欄に表示することなく校訂する。（In this edition, 

cases of germination, variants of homorganic nasal or anusvåra, the non-

applications of external sandhi, etc. are silently emended.）

a） r の後が二重子音化している単語の標準化（standardization）。

  e.g.） dharmma → dharma.
b） 二重子音が単子音化している単語の標準化（standardization）。

  e.g.） satva → sattva
c） ∆, ñ, ∫, n, m, µ 間あるいは b, v 間、r, l 間、ß, ≈, s 間での置換。

  e.g.） samvara → saµvara.   raukika → laukika.

  * 但し、変換前の形が別単語として存在する場合には校勘欄に表示する。
d） avagraha の補填。

  e.g.） so pi → so ’pi.
e） キャンセル記号が付いている文字の削除。（To delete characters with a 

cancel symbol.）

f）  comma （ , ）、period （ . ）、da∫∂a （ / ）、shad （ | ）の補填と削除。

g） Tib 各版で表記方法が異なっている同一単語の表記の統一。

D:  デルゲ版チベット大蔵経（Derge Edition of the Tibetan Buddhist Canons.）

Ed.:  Edition. （=Bhattacharyya 1925）

em.: emendation.

MS（S）: Manuscript（s）．

N:  Bhattacharyya 1925 が示した N 写本の読みを示す場合に用いる。（It 

indicates the reading of the Skt MSS “N” based on Bhattacharyya 1925. The 

MSS is the catalogue no. 387 in Shastri 1905. cf. Bhattacharyya 1925 p. xii, 

and Shastri 1905 pp. 83-84.）

Na: Bhattacharyya 1925 が示した Na 写本の読みを示す場合に用いる。（It 

indicates the reading of the Skt MSS “Na” based on Bhattacharyya 1925. 

It is numbered 603 in the Library register of the Nepal Durbar Library. cf. 

Bhattacharyya 1925 p. xiii.）

no.:  numero.

om.: omitted.

Ota.: 大谷目録 : 大谷大学監修・西蔵大蔵経研究会編輯『影印北京版西蔵大

蔵経—大谷大学図書館蔵—総目録附索引』鈴木学術財団、東京、1962. 
（The Tibetan Tripitaka, Peking Edition kept in the Library of the Otani 

University, Kyoto: Reprinted under the Supervision of the Otani University of 

Kyoto: Catalogue & Index, Suzuki Research Institute, Tokyo, 1962.）．
P:  北京版チベット大蔵経。（Peking Edition of the Tibetan Buddhist Canons.）

r: recto.

Toh.: 東北目録 : 東北帝国大学法文学部編『西蔵大蔵経総目録東北大学所

蔵版』東北帝国大学、仙台、1934.（A complete Catalogue of the Tibetan 

Buddhist Canons, Tohoku Imperial University, Sendai, 1934）．
v: verso.

+: 判読できない文字は１字につき + を１つ示す。（It indicates an unreadable 

character.）

... : 脚註で本文を挙げる際に、文章の一部を省略する場合は ... を付ける。（It 
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  e.g.） pa dma, pa d+ma, pad ma → pa d+ma.

5. TRS校訂テクスト1

§15.【甲冑】(Kavaca)2

[① 3r4-,② 2v6-,③ 3r4-,④ 2v3-, Ed.=p.5 l.5-]3

tato mahākavacamudrayā1 ajitavajrayā2 kavacaṃ kuryāt. kanyasāṅguṣṭhau śaṅkalākāreṇa3,4

anyāḥ4 saṃsaktamūlamadhyamāgrāḥ5. ajitavajrā6. mantraḥ7,5

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ8 vajramaye9 varakavace ho va-6

jra vajra hūṃ10 phaṭ. <mantra 10>7

[TibA; D164v5-, P203r2-]8

དེ་ ནས་ ནི་ གོ་ ཆ་ ཆེན་ པོའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ སྟེ་| རྡོ་ རྗེ་ མི་ ཐུབ་ པའི་ གོ་ ཆ་ བགོ་ བར་ བྱ་ བ་| མཐེའུ་ ཆུང༌ གཉིས་ དང༌ མཐེ་9

བོང༌ གཉིས་ ལུ་ གུ་ རྒྱུད་ ཀྱི་ རྣམ་ པ་ གཞན་ རྣམས་ ཀྱི་ རྩ་ བ་ དང༌ བར་ དང༌ རྩེ་ མོ་ ལེགས་ པར་ སྦྱར་ བ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ མི་10

ཐུབ་ པའོ་|| སྔགས་ ནི་|11

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་| བཛྲ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བ་ ཛྲ་ བ་ ཡེ་ བ་ ཀ་ བ་ ཙེ་ ཧོ་ བཛྲ་ བཛྲ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|12

<mantra 10>13

1 °mudrayā 〛 ①②④Ed.; °mudrāyā③
2 ajitavajrayā 〛 ②Ed.; ajivajrayā①③④
3 śaṅkalākāreṇa 〛 ①②③④N; śaṅkulākāreṇa Ed.
4 anyāḥ 〛 ②Ed.; anyā①③④
5 saṃsaktamūlamadhyamāgrāḥ 〛 ④; sasaktamadhyamāgrāḥ ①ANa; saṃsaktamadhyāgrā ②;

sasaktamūlamadhyamāgrāḥ③; saṃsaktamadhyāgrāḥ Ed.
6 ajitavajrā 〛 ①②③Ed.; ajitevajā④
7 mantraḥ 〛 ①③④Ed.; mantra②
8 haṃ hūṃ 〛 ②④ANa; haṃ huṃ Ed.; hūṃ hūṃ①③
9 vajramaye 〛 ①③④Ed.; vajrāmaye②
10 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.

10 མཐེ་ བོང༌ 〛 D; མཐེ་ འོང༌ P 12 བ་ ཛྲ་ བ་ ཡེ་ བ་ ཀ་ 〛 D; བ་ ཛྲ་ བ་ ཡེ་ བ་ ར་ ཀ་ P
6 『念誦法』大正21巻8a8-9: 唵吽嚩日囉二合莽曳嚩日囉二合迦嚩制斛引嚩日囉二合吽泮吒。
『秘密法』大正21巻17b2-3: 唵唅吽嚩日囉二合三摩曳嚩日囉迦縛制護嚩日羅二合吽泮吒半音。
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[TibB; D62r2-, P78v7-]1

དེ་ ནས་ གོ་ ཆ་ ཆེན་ པོ་ གཞན་ གྱིས་ མི་ ཐུབ་ པ་ རྡོ་ རྗེའི་ གོ་ ཆར་ བྱ་ སྟེ་| མཐེའུ་ ཆུང༌ དང༌ མཐེབ་ ཆེན་ དག་ ལྕགས་2

སྒྲོག་ ཏུ་ བྱས་ ནས་ གཞན་ རྣམས་ རྩ་ བ་ དང༌| དབུས་ དང༌ རྩེ་ མོ་ ཡང༌ དག་ པར་ སྦྱར་ བ་ ནི་ གཞན་ གྱིས་ མི་ ཐུབ་3

པའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|4

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བ་ ཛྲ་ མ་ ཡེ་| བ་ ཀཱ་ བ་ ཙེ་ ཧོ་ བཛྲ་ བཛྲ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་||5

<mantra 10>6

7

§16.【金剛坐】(Vajrāsana)8

[① 3r5-,② 2v8-,③ 3r5-,④ 2v4-, Ed.=p.5 l.9-]9

tad evaṃ1 mārādibhiḥ sutarām adhṛṣyo2 bhavati. evam ātmarakṣāṃ3 kṛtvā sthā-10

narakṣāṃ4 kuryāt. tatra vajrāsanamudrayā āsanaṃ5 vajramayam adhitiṣṭhet6. paryaṅkaṃ711

baddhvā uttānavāmakarasyopari dakṣiṇakaraṃ8 niveśayed9 utsaṅge10. vajrāsana-12

mudrā. mantraḥ11,13

1 evaṃ 〛 ③④Ed.; eva①②
2 sutarām adhṛṣyo 〛 ①②Ed.; sutarām adhṛṣyo③; sutarā sadhṛṣyo④; surām adṛṣyo ANa
3 ātmarakṣāṃ 〛 ①②③Ed.; āmerakṣāṃ④
4 sthānarakṣāṃ 〛 ①②③Ed.; sthānarakṣā④
5 āsanaṃ 〛 ②③④Ed.; āśanaṃ①
6 vajramayam adhitiṣṭhet 〛 ③Ed.; vajramayadhitiṣṭhet①②; vajramayam adhiṣṭhitet④
7 paryaṅkaṃ 〛 ①③④Ed.; paryaṅka②
8 dakṣiṇakaraṃ 〛 ①②③Ed.; dakṣiṇākaraṃ④
9 niveśayed 〛 ②③④Ed.; nīveśayed①
10 utsaṅge 〛 Ed.; ustasāṅge①ANa; utsaṅgā②; ustasāṅgo③ ujayāṅgo④
11 mantraḥ 〛 ①③④Ed.; mantra②

2 མཐེའུ་ ཆུང༌ དང༌ 〛 D; མཐེ་ ཆུང༌ P 3 སྦྱར་ བ་ ནི་ 〛 D; སྦྱར་ བ་ P
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namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ1 vajrāsane vaṃ hūṃ phaṭ2. <mantra 11>1

[TibA; D164v6-, P203r4-]2

དེ་ ལྟར་ བདུད་ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ ཀྱིས་ ཆེས་ ཤིན་ ཏུ་ ཡང༌ བརྫི་ བར་ མི་ འགྱུར་ རོ་|| དེ་ ལྟར་ བདག་ སྲུང༌ བ་ བྱས་3

ནས་ གནས་ བསྲུང༌ བར་ བྱ་ སྟེ་| དེ་ ལྟར་ རྡོ་ རྗེ་ གདན་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱས་ གདན་ རྡོ་ རྗེའི་ རང༌ བཞིན་ དུ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་4

པར་ བྱ་ བ་ ལས་| སྐྱིལ་ ཀྲུང༌ བཅས་ ལ་ ཐལ་ མོ་ གཡོན་ བ་ བཀན་ པའི་ སྟེང༌ དུ་ ཐལ་ མོ་ གཡས་ པ་ ཁ་ ཡར་ ལྟ་ བ་5

ལེགས་ པར་ བཞག་ པ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ གདན་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|6

ན་ མཿ ས་ མ་ ནཏ་ བཛྲ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བཛྲ་ ས་ ནེ་ པཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 11>7

[TibB; D62r3-, P78v8-]8

དེ་ དེ་ བཞིན་ དུ་ བྱས་ པས་
P79r
བདུད་ རྣམས་ ཀྱིས་ ཤིན་ ཏུ་ མི་ ཚུགས་ པར་ འགྱུར་ རོ་|| དེ་ ལྟར་ བདག་ ཉིད་ སྲུང༌ བར་ བྱས་9

ནས་ གནས་ བསྲུང༌ བར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ རྡོ་ རྗེ་ གདན་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱས་| རྡོ་ རྗེ་ གདན་ གྱི་ རང༌ བཞིན་ དུ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་10

པར་ བྱ་ སྟེ་| རྡོ་ རྗེ་ སྐྱིལ་ ཀྲུང༌ བཅིངས་ ནས་ པང༌ དུ་ ལག་ པ་ གཡོན་ པ་ གན་ རྐྱལ་ དུ་ བྱས་ པའི་ སྟེང༌ དུ་ ལག་ པ་11

གཡས་ པ་ བཞག་ པ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ གདན་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|12

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བ་ ཛྲཱ་ ས་ ནེ་ བཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 11>13

14

§17.【金剛祠】(Vajramaṇḍapa)15

[① 3v1-,② 2v9-,③ 3v1-,④ 2v6-, Ed.=p.5 l.15-]16

1 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.
2 vajrāsane vaṃ hūṃ phaṭ 〛 ①③④Ed.; phaṭ②

3 བདག་ སྲུང༌ བ་ 〛 D; བདག་ བསྲུང༌ བ་ P 4 དེ་ ལྟར་ རྡོ་ རྗེ་ 〛 D; དེ་ ལ་ རྡོ་ རྗེ་ P 6 རྡོ་ རྗེ་ གདན་ གྱི་ 〛 D; རྡོ་ རྗེ་ གདན་
གྱིས་ P 9 བདག་ ཉིད་ སྲུང༌ 〛 D; བདག་ ཉིད་ བསྲུང༌ P 13 ན་ མཿ 〛 D; ན་ མ་ P 13 ཧཱུཾ་ བ་ ཛྲཱ་ 〛 D; ཧཱུཾ་ བ་ ཛྲ་ P
1 『念誦法』大正21巻8a27: 唵吽嚩日囉二合娑引儞鑁吽泮吒。
『秘密法』大正21巻18b7: 唵唅吽嚩日羅二合莎儞梵吽泮吒半音。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（104） （105）

①③3v1
tato vajramaṇḍapamudrayā1 svasthānaṃ2 vajramayam adhitiṣṭhet. praṇāmāñjalyā1

tarjanīdvayam anāmikādvayañ ca madhyaparvabhagnam3 abhyantarataḥ praveśya2

catuḥsthūṇākāreṇa4 śeṣāḥ sūcyākāreṇa5 vajramaṇḍapamudrā. mantraḥ6,3

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ7 vajrāgrabhuvane8 maṃ hūṃ94

②3r1
phaṭ. <mantra 12>5

[TibA; D164v7-, P203r6-]6

དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱས་ བདག་||
D165r
ཉིད་ ཀྱི་ གནས་| རྡོ་ རྗེའི་ རང༌ བཞིན་ དུ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་ པར་7

བྱ་ སྟེ་| ཐལ་ མོ་ མཉམ་ པར་ སྦྱར་ བ་ མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ དང༌ སྲིན་ ལག་ གཉིས་ ཀྱི་ ཚིགས་ དབུས་ མ་ བཅག་ ནས་8

ནང༌ དུ་ བཀུག་ སྟེ་ ལེགས་ པར་ བཅུག་ པས་ ཀ་ བའི་ རྣམ་ པར་ རོ་|| ལྷག་ མ་ ཁབ་ ཀྱི་ རྣམ་ པར་ བྱ་ བ་ ནི་ རྡོ་ རྗེའི་9

དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|10

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བཛྲཱ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བཛྲཱ་ གྲ་ བྷུ་ བ་ ནེ་ ལཾལ་ ༀ་ ༀ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 12>11

[TibB; D62r4-, P79r3-]12

དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེའི་ གཞལ་ ཡས་ ཁང༌ གི་ ཕྱག་ རྒྱས་ རང༌ གི་ གནས་ རྡོ་ རྗེའི་ རང༌ བཞིན་ དུ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་ པར་ བྱ་ སྟེ་|13

1 °mudrayā 〛 ②③④Ed.; °mudrāyā①
2 svasthānaṃ 〛 ①②④Ed.; sva+++③
3 madhyaparvabhagnam 〛 ②③Ed.; madhaparvabhagnam①ANa; maśathaparvabhragnam④
4 catuḥsthūṇākāreṇa 〛 ①③④Ed.; trayāṇāṃ kāreṇa②
5 sūcyākāreṇa 〛 ①③Ed.; sūryākāreṇa②; sūcyākāreṇā④
6 mantraḥ 〛 ④Ed.; mantra①②③
7 haṃ hūṃ 〛 ②③④Ed.; hūṃ hūṃ①
8 vajrāgrabhuvane 〛 ①③Ed.; vajrāgrabhuvaname A; vajrāgrabhuvanaṃ②; om. ④
9 hūṃ 〛 ①②③; huṃ Ed.; om. ④

7 དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ 〛 D; དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱིས་ P 8 ཚིགས་ དབུས་ མ་ 〛 D; ཚིགས་ དབུལ་ མ་ P

4 『念誦法』大正21巻8b24-25: 唵吽嚩日囉二合薩囉二合歩嚩禰慕吽泮吒。=§19
『秘密法』大正21巻18a20-21: 唵唅吽嚩日羅二合薩囉二合歩嚩儞暮吽泮吒半音。=§19

010

ཐལ་ མོ་ སྦྱར་ ནས་ མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ དང༌ མིང༌ མེད་ གཉིས་ ཀྱང༌ ཚིགས་ དབུས་ མ་ བཀུག་ ནས་ ནང༌ དུ་ བཅུག་ སྟེ་|1

ཀ་ བ་ བཞི་ བཞིན་ དུ་ བྱས་ ནས་| ལྷག་ མ་ རྩེ་ མོར་ བྱས་ པ་ ནི་ རྡོ་ རྗེའི་ གཞལ་ ཡས་ ཁང༌ གི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|2

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ | བཛྲཱ་ གྲ་ བྷུ་ བ་ ནི་ མཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 12>3

4

§18.【金剛牆】(Vajraprākāra)5

[① 3v2-,② 3r1-,③ 3v2-,④ 2v8-, Ed.=p.5 l.19-]6

tato vajraprākāraṃ1 tanmudrayā nyaset. uttānam añjaliṃ kṛṭvā anāmikādvayaṃ27

madhye nyasya madhyamā3 sūcī tarjanīyugalaṃ4 vajrākāreṇa5 tṛtīyaparve
Ed. p.6
nyaset6.8

aṅguṣṭho pāśvetaḥ7. prākāramudrā. mantraḥ8,9

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ9 vajramaṇḍale bandha bandha10

hūṃ10 phaṭ11. <mantra 13>11

[TibA; D165r2-, P203r8-]12

ད་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ ར་ བ་ ཡིན་ པས་| དེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| སྙིམ་ པ་
P203v
གདངས་ པའི་ སྲིན་ ལག་ གཉིས་ ནང༌ དུ་13

1 vajraprākāraṃ 〛 ③Ed.; vajraprākāya①; vajraprāya ca②; om. ④
2 anāmikādvayaṃ 〛 ①③Ed.; anāmi+dvaya②; om. ④
3 madhyamā 〛 ①③Ed.; madhyīmā②; om. ④
4 tarjanīyugalaṃ 〛 ③Ed.; tajanīyugalaṃ①; tarjanīyupālaṃ②; om. ④
5 vajrākāreṇa 〛 ②③Ed.; vajrāreṇa①; om. ④
6 nyaset 〛 ②Ed.; nyasyat①; nyasyet③; om. ④
7 aṅguṣṭho pāśvetaḥ 〛 ①③; aṅguṣṭho pāśvetaṃ②ANa; aṅguṣṭhau ca pārśvataḥ Ed.; om. ④
8 mantraḥ 〛 ①③Ed.; mantra②; om. ④
9 hūṃ 〛 ①②③; huṃ Ed.; om. ④
10 hūṃ 〛 ①②③; huṃ Ed.; om. ④
11 vajrāgrabhuvane......phaṭ 〛 ①②③Ed.; vajrāgrabhuvane vajramaṇḍale bandha laṃdha hūṃ

phaṭ④

3 ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ 〛 D; ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲ་ P 3 བཛྲཱ་ གྲ་ 〛 D; བཛྲ་ གྲ་ P
10 『念誦法』大正21巻8b18-19: 唵吽嚩日囉二合曼荼隷滿馱滿馱吽泮吒。
『秘密法』大正21巻18a12: 唵唅吽嚩日囉二合曼荼隷畔馱畔馱吽泮吒。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（106） （107）

དགུག་ གུང༌ མོ་ གཉིས་ རྩེ་ སྤྲོད་ ནས་ བསྒྲེང༌ བའི་ ཚིགས་ གསུམ་ པ་ ལ་ མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ རྡོ་ རྗེའི་ རྣམ་ པར་ བཀོད་1

པའི་ ལོགས་ ལ་ ཡང༌ མཐེ་ བོ་ གཉིས་ སྦྱར་ བ་ ནི་ ར་ བའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|2

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བཛྲ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བཛྲ་ མ་ ཎྜ་ ལེ་ བ་ ནྡྷ་ བ་ ནྡྷ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 13>3

[TibB; D62r5-, P79r5-]4

དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེའི་ ར་ བའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དེ་ ལ་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| ཐལ་ མོ་ གན་ རྐྱལ་ དུ་ བྱས་ ནས་ མིང༌ མེད་ གཉིས་ དབུས་5

སུ་ བྱས་| གུང༌ མོ་ རྩེ་ མོར་ བྱས་ ཏེ་| མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ རྡོ་ རྗེའི་ རྣམ་ པས་ ཚིགས་ གསུམ་ པར་ དགོད་ དོ་|| མཐེ་ བོ་6

དག་ ལ་ ལོགས་ སུ་ བྱས་ པ་ ནི་| ར་ བའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|7

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་| བཛྲ་ མཎྜ་ ལེ་| བན་ དྷ་ བན་ དྷ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 13>8

9

§19.【金剛網】(Vajrapañjara)10

[① 3v3-,② 3r2-,③ 3v3-,④ 2v8-, Ed.=p.6 l.3-]11

tatas tadupari vajrapañjaraṃ1 tanmudrayā nyaset2. praṇāmāñjaler anāmikāyugalaṃ312

tarjanīyugalaṃ4 viparītapṛṣṭhabhagnam5 iti, anāmikātarjanyor upari cakreṇa6 tāv13

eva7 deyau8 ta9 eva deye viparītapṛṣṭhabhagnaṃ10. madhyamā sūcī tathā kaniṣṭhikāṅguṣṭhau11.14

1 vajrapañjaraṃ 〛 ②④Ed.; vajrapañjara①; vajrapañjala③
2 nyaset 〛 ②Ed.; nyasyet①③; nyasyat④
3 praṇāmāñjaleranā° 〛 ②③④Ed.; praṇāmāñjareranā°①
4 tarjanīyugalaṃ 〛 ②③④Ed.; tarjanīyugara①
5 viparīta° 〛 ②③Ed.; vīpalīta°①; vīparita°④
6 cakreṇa 〛 ①③Ed.; cakre②; cakraṇe④
7 tāv eva 〛 ②④Ed.; bhāveva①③A
8 deyau 〛 ①②③Ed.; dayau④; deyāṃ A
9 ta 〛 ①③Ed.; ti②; taina④
10 °bhagnaṃ 〛 ③④Ed.; °bhagna①②
11 kaniṣṭhikā° 〛 ②③④Ed.; kārīṣṭhikā°①

2 བཀོད་ པའི་ 〛 D; དགོད་ པའི་ P 7 མཐེ་ བོ་ དག་ ལ་ 〛 D; མཐེ་ བོ་ དག་ P

012

pañjaramudrā1. mantraḥ2,1

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ3 vajrāgrabhuvane4 muḥ hūṃ52

phaṭ. <mantra 14>3

[TibA; D165r3-, P203v2-]4

དེ་ ནས་ དེའི་ སྟེང༌ དུ་ རྡོ་ རྗེའི་ གུར་ ཡིན་ པས་ དེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| ཐལ་ མོ་ མཉམ་ དུ་ སྦྱོར་ ལ་སྲིན་ ལག་5

གཉིས་ དང༌ མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ རྒྱབ་ སྤྲད་ ལ་ ནང༌ དུ་ དགུག་ གོ་| གུང༌ མོ་ རྩེ་ སྦྲད་ ལ་ བསྐྲེང༌ དེ་ བཞིན་ དུ་ མཐེའུ་ ཆུང༌6

དང༌ མཐེ་ བ་ མོ་ དག་ ཀྱང༌ བྱས་ པ་ ནི་ གུར་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|7

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བཛྲཱ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ བཛྲཱ་ གྲ་ བྷ་ ནེ་ མཿ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 14>8

[TibB; D62r7-, P79r6-]9

དེ་ ནས་ དེའི་ སྟེང༌ དུ་ རྡོ་ རྗེའི་ གུར་ ཏེ་| དེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| ཐལ་ མོ་ སྦྱར་ ནས་ མིང༌ མེད་ གཉིས་ དང༌|10

མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ ཕྱིར་ བཟློག་ ནས་ རྒྱབ་ ཏུ་ བཅག་ སྟེ་| གུང༌ མོ་ རྩེ་ མོར་ བྱའོ་|| དེ་ བཞིན་ དུ་ མཐེའུ་ ཆུང༌ དང༌ མཐེ་11

བོ་ དགོད་ དེ་ གུར་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|12

D62v
ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་| བ་ ཛྲཱ་ གྲ་ བྷུ་ བ་ ནེ་ ཧཱུཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 14>13

14

§20.【金剛火】(Vajrajvālā)15

1 pañjaramudrā 〛 ①③④Ed.; pañjalamudrā②
2 mantraḥ 〛 ③④Ed.; mantra①②
3 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.
4 vajrāgrabhuvane 〛 ①②③④Ed.; vajrāgramuvana ANa
5 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.

5 སྦྱོར་ ལ་ 〛 D; སྦྱར་ ལ་ P 6 མཐེའུ་ ཆུང༌ 〛 D; མཐེ་ ཆུང༌ P 11 མཐེའུ་ ཆུང༌ 〛 D; མཐེ་ པ་ ཆུང༌ P 13 ཧཱུཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་ 〛
D; ཧཱུཾ་ ཕཊ་ P
2 『念誦法』大正21巻8b24-25: 唵吽嚩日囉二合薩囉二合歩嚩禰慕吽泮吒。=§17
『秘密法』大正21巻18a20-21: 唵唅吽嚩日羅二合薩囉二合歩嚩儞暮吽泮吒半音。=§17
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（108） （109）

[① 3v5-,② 3r4-,③ 3v5-,④ 2v10-, Ed.=p.6 l.9-]1

tato vajrajvālāṃ bahis1 tanmudrayā2 nyaset3. abhayakarasyopari4 vāmaṃ5 saṃhatāṅgulīkaṃ62

dakṣiṇena bhrāmayet. vajrajvālā7. mantraḥ8,3

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ9 vajrajvāle10 hūṃ11 phaṭ. <mantra 15>4

[TibA; D165r4-, P203v3-]5

དེ་ ནས་ ཕྱི་ རོལ་ དུ་ རྡོ་ རྗེ་ འབར་ བ་ སྟེ་| དེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དགོད་ པར་ བྱ་ བ་ ནི་| མི་ འཇིགས་ པའི་ ཕྱག་ རྒྱར་ བྱས་ པའི་6

རྒྱབ་ ཏུ་ གཡོན་ པ་ སོར་ མོ་ རྣམས་ ཀྱི་ བཀབ་ ལ་| གཡས་ པས་ བསྐོར་ བ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ འབར་ བའོ་|| སྔགས་ ནི་|7

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བཛྲཱ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 15>8

[TibB; D62v1-, P79r8-]9

དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེ་ འབར་ བ་ ནི་ ཕྱི་ རོལ་ ཏེ་ དེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| ལག་ པ་ མི་ འཇིགས་ པར་ བྱ་ བའི་
P79v
སྟེང༌ དུ་|10

ལག་ པ་ གཡོན་ པའི་ སོར་ མོའི་ ཚིགས་ གཡས་ སུ་ བསྐོར་ བ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ འབར་ བའོ་|| སྔགས་ ནི་|11

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་| བཛྲཱ་ ཛྭ་ ལེ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 15>12

1 vajrajvālāṃ bahis 〛 ②; vajrajvālāvahitas Ed.; vajrajvālāvahi①③ANa; vajrajvālāṃ bahi④
2 tanmudrayā 〛 ①②③Ed.; tanmudrayo④
3 nyaset 〛 ②Ed.; nyasyet①③④
4 °syopari 〛 ②③④Ed.; °syopali①
5 vāmaṃ 〛 ②③④Ed.; vāma①
6 saṃhatāṅgulīkaṃ 〛 ②③④Ed.; sahatāṅgulīkaṃ①
7 vajrajvālā 〛 ②③④Ed.; vajrajvāla①
8 mantraḥ 〛 ③④Ed.; mantra①②
9 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.
10 vajrajvāle 〛 ②Ed.; hṛṃ ANa; om. ①③④
11 hūṃ 〛 ②; huṃ Ed.; om. ①③④

7 སོར་ མོ་ རྣམས་ ཀྱི་ 〛 D; སོར་ མོ་ རྣམས་ ཀྱིས་ P 7 བསྐོར་ བ་ 〛 D; སྐོར་ བ་ P 11 བསྐོར་ བ་ ནི་ 〛 D; བསྐོར་ བ་ P
12 ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ 〛 D; ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲ་ P 12 བཛྲཱ་ ཛྭ་ ལེ་ 〛 D; བཛྲ་ ཛྭ་ ལེ་ P
4 『念誦法』大正21巻8c1: 唵吽嚩日囉二合惹嚩二合隷吽泮吒。
『秘密法』大正21巻18a28: 唵唅吽嚩日羅二合入嚩二合隷吽泮吒。
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1

§21.【結界】(Sīmābandhana)2

[① 3v6-,② 3r5-,③ 3v6-,④ 2v11-, Ed.=p.6 l.13-]3

tataḥ sīmāṃ badhnīyāt. dakṣiṇakaramuṣṭyā1 tarjanīm ucchritāṃ kṛtvā dakṣiṇena4

bhrāmayet2. asīmā nāma sīmābandhanī. asyā mantraḥ3,5

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ4 mahāsīmābandhe5 bandha bandha66

vajre va
③①4r1
jriṇi hūṃ7 phaṭ. <mantra 16>7

[TibA; D165r5-, P203v5-]8

དེ་ ནས་ མཚམས་ གཅད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| ལག་ པ་ གཡས་ པ་ ཁུ་ ཚུར་ བཅངས་ པའི་ མཛུབ་ མོ་ བསྒྲེང༌ བས་ གཡས་ སུ་9

བསྐོར་ བར་ བྱའོ་|| བར་ མཚམས་ མེད་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ མཚམས་ བཅད་ པའོ་|| འདིའི་ སྔགས་ ནི་|10

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བཛྲ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ མ་ ཧཱ་ སཱི་ མཱ་ བ་ ནྡྷེ་ བ་ ནྡྷ་ བ་ ནྡྷ་ བཛྲེ་ བཛྲི་ ཎི་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|11

<mantra 16>12

[TibB; D62v2-, P79v1-]13

དེ་ ནས་ མཚམས་ བཅིང༌ བར་ བྱ་ སྟེ་| ལག་ པ་ གཡས་ པ་ ཁུ་ ཚུར་ བཅིངས་ ནས་| སྡིགས་ མཛུབ་ བསྒྲེང༌ སྟེ་ གཡས་14

སུ་ བསྐོར་ བ་ ནི་ མཚམས་ མེད་ པ་ སྟེ་ མཚམས་ བཅིང༌ བའོ་|| དེའི་ སྔགས་ ནི་|15

1 °muṣṭyā 〛 ②④Ed.; °puṣṭyā①③ANa
2 bhrāmayet 〛 ①③④Ed.; bhāmayet②
3 mantraḥ 〛 ③④Ed.; mantra①②
4 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.
5 mahāsīmābandhe 〛 ②③④Ed.; mahāsimābandhe①
6 bandha bandha 〛 ①③④Ed.; ba+++②
7 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.

9 གཅད་ པར་ བྱ་ 〛 D; བཅད་ པར་ བྱ་ P 14 དེ་ ནས་ མཚམས་ 〛 D; དེ་ མཚམས་ P 14 བསྒྲེང༌ 〛 D; བགྲེང༌ P
6 『念誦法』大正21巻8a3-4: 唵吽莽賀四摩畔馱儞滿馱滿馱嚩日囉二合唵日唎二合尼吽泮吒。
『秘密法』大正21巻17a19-20: 唵唅吽摩訶呬摩畔馱儞畔馱吽畔馱嚩日囉二合嚩日黎二合禰吽泮吒。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（110） （111）

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་| མ་ ཧཱ་ སི་ མ་ བ་ ནྡྷེ་| བ་ ནྡྷ་ བ་ ནྡྷ་| བ་ ཛྲ་ བ་ ཛྲི་ ཎི་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་||1

<mantra 16>2

3

§22.【献閼伽】(Offering Argha)4

[① 4r1-,② 3r6-,③ 4r1-,④ 2v12-, Ed.=p.6 l.17-]5

tataḥ sa evaṃ1 kṛtarakṣāparikaraḥ svasthānasthitebhya2 eva buddhabodhi
④3r1
sattvebhyas36

tathāgatasambhavamudrayā4 arghyaṃ5 prakalpayet. tatas te samanvāharanti sid-7

dhivaradāyakāś ca bhavanti6. muṣṭikarasaṃsthānāṃ7 kaniṣṭhikābhyāṃ vikasitā88

tathāgatasambhavamudrā9. mantraḥ10,9

namaḥ sarvabuddhabodhisattvānāṃ āḥ amalavikrāntatejini araje svāhā.10

<mantra 17>11

[TibA; D165r6-, P203v6-]12

1 evaṃ 〛 ①③④Ed.; evaḥ②
2 °sthitebhya 〛 ①③④Ed.; °sthite sa②
3 °sattvebhyas 〛 ②③④Ed.; °sattvebhyaḥs①
4 °sambhavamudrayā 〛 ①③④Ed.; °sambhamudrayā②
5 arghyaṃ 〛 ②③Ed.; arghya①; arghaṃ④ANa
6 bhavanti 〛 ①③④Ed.; bha+īnte②
7 °sthānāṃ 〛 ①②③④; °sthānā Ed.; °sthāmā ANa
8 vikasitā 〛 em.(TibA; བརྐྱང༌ བ་ ནི་, TibB; དགྲོལ་ བ་ ནི་); vikasitābhyāṃ①②③④Ed.
9 tathāgatasambhavamudrā 〛 ①③Ed.; tata++tasambhavamudrā②; tathāgatasambhavamudrāṃ

④
10 mantraḥ 〛 ①③④Ed.; mantra②

1 སི་ མ་ བ་ ནྡྷེ་ 〛 D; སི་ མ་ བྷ་ ནྡྷེ་ P 1 བ་ ཛྲ་ བ་ ཛྲི་ ཎི་ 〛 D; བ་ ཛྲེ་ བ་ ཛྲེ་ ཎི་ P

10 TRT (D190r7, P175v3): ན་ མཿ སརྦ་ བུདྡྷ་ བོ་ དྷི་ སཏྭཱ་(སཏྭཱ་] D; སཏྭ་ P) ནཱཾ། ༀ་(ༀ་] D; ཨཱ་ P) ཨ་ མ་ ལ་ བི་ ཀྲཱཾ་
ཏ་(བི་ ཀྲཱཾ་ ཏ་] D; བ་ ཀྲན་ ཏཱ་ P) ཏེ་ ཛི་(ཛི་] P; ཛཱི་ D) ནི་ ཨ་ ར་ ཛེ་ སྭཱ་ ཧཱ། 
『念誦法』大正21巻8b2-3: 曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合南阿引莽邏尾迦囉二合多帝爾儞阿囉逝娑嚩二合。
『秘密法』大正21巻18b16-17: 曩麼薩嚩母馱冐地薩怛嚩二合喃阿引摩羅尾迦羅二合多帝餌儞阿羅逝莎嚩二合訶。
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དེ་ ལྟར་ སྲུང༌ བ་ ཡན་ ལག་ དང༌ བཅས་ པ་ བྱས་ པ་ དེས་ དེ་ ནས་ རང༌ གི་ གནས་ ནས་ གནས་ པ་ ཉིད་ ཀྱིས་ སངས་1

རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ལ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ འབྱུང༌ བའི་ ཕྱག་ དང༌| ཡོན་ གྱི་ སྙན་ གསན་2

ལེགས་ པར་ དབབ་ པའོ་|| དེས་ དེ་ དག་ རྣམས་ ཀུན་ ནས་ དགོངས་ པར་ འགྱུར་ རོ་|| དངོས་ གྲུབ་ ཀྱི་ མཆོག་ རྣམས་3

ཀྱང༌ སྟེར་ བར་ འགྱུར་ རོ་|| ཁུ་ ཚུར་ གཉིས་ གཤིབས་ པའི་ མཐེའུ་ ཆུང༌ གཉིས་ སོ་ སོར་ ཕྱིར་ བརྐྱང༌ བ་ ནི་ དེ་ བཞིན་4

གཤེགས་ པ་ འབྱུང༌ བའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་||
P204r
སྔགས་ ནི་|5

སངས་ རྒྱས་
D165v
དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| ཨཱཿ ཨ་ མ་ ལ་6

བི་ ཀྲཱ་ ན་ ཏ་ ཏེ་ ཛི་ ནི་ ཨ་ ར་ ཛེ་སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 17>7

[TibB; D62v3-, P79v3-]8

དེ་ ནས་ དེ་ བཞིན་ དུ་ སྲུང༌ བ་ དང༌| ཡོ་ བྱད་ དང༌ བཅས་ པས་ རང༌ གི་ གནས་ སུ་ གནས་ ནས་| ཇི་ ལྟར་ སངས་ རྒྱས་9

དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ལ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ མཆོད་ པའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ མཆོད་ ཡོན་ དབུལ་10

བར་ བྱའོ་|| དེ་ ནས་ དངོས་ གྲུབ་ ཀྱི་ མཆོག་ སྟེར་ བ་ པོ་ རྣམས་ ཀྱིས་ དགོངས་ པར་ འགྱུར་ རོ་|| ལག་ པ་ ཁུ་ ཚུར་11

བཅིངས་ ནས་ མཐེའུ་ ཆུང༌ ནས་ དགྲོལ་ བ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ མཆོད་ པའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|12

ན་ མཿ ས་ རྦ་ བུ་ དྡྷ་ བོ་ དྷི་ ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་ ཨཿ ཨ་ མ་ ལ་ བི་ ཀྲ་ ནྟ་ ཏེ་ ཛི་ ནི་| ཨ་ ར་ ཛེ་ སྭཱ་ ཧཱ་||13

<mantra 17>14

15

§23.【五供養】(Pañcapūjā)16

[① 4r2-,② 3r7-,③ 4r2-,④ 3r2-, Ed.=p.6 l.22-]17

1 སྲུང༌ བ་ 〛 D; བསྲུང༌ བ་ P 2 ཡོན་ གྱི་ 〛 D; ཡོན་ གྱིས་ P 3 སྙན་ གསན་ ལེགས་ 〛 D; སྙན་ བས་ ན་ ལེགས་ P 4 ཁུ་
ཚུར་ གཉིས་ གཤིབས་ 〛 D; ཁུ་ ཚུར་ གཉིས་ གཤིགས་ P 4 མཐེའུ་ ཆུང༌ 〛 D; མཐེ་ ཆུང༌ P 7 ཏེ་ ཛི་ ནི་ ཨ་ ར་ ཛེ་ 〛 D; ཏེ་ ཛི་
ནྱ་ ར་ ཛེ་ P 9 བཞིན་ དུ་ སྲུང༌ 〛 D; བཞིན་ དུ་ བསྲུང༌ P 11 རྣམས་ ཀྱིས་ 〛 D; རྣམས་ ཀྱི་ P 12 མཐེའུ་ ཆུང༌ 〛 D; མཐེ་
ཆུང༌ P 12 རྣམས་ མཆོད་ པའི་ 〛 D; རྣམས་ མཆོད་ དེ་ P 13 ཨཿ ཨ་ མ་ ལ་ 〛 D; ཨ་ ཨ་ མ་ ལ་ P
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（112） （113）

tato bāhyagandhā
Ed. p.7
dyupacārāsambhave1, acalavajramudrayā pariśodhya gandhādīn1

pratiprati2 svamantrair aṣṭavārān3 abhimantrya pūjāṃ kuryāt4. tatra gandhamantraḥ5,2

namas traiyadhvikānāṃ sarvatathāgatānāṃ asamagandhottame bha-3

gavati6 sphara7 imaṃ8 gaganakaṃ mahodaye sarvārthasādhani9 svāhā10.4

<mantra 18>5

puṣpamantraḥ11,6

namas12 traiyadhvikānāṃ13 sarvatathāgatānāṃ14 āvartāvarta mahāpuṣ-7

pavati15 svāhā. <mantra 19>8

dhūpamantraḥ16,9

1 bāhyagandhādyupacārāsambhave 〛 Ed.; bāhyagandhādayacārasambhave①③; bāhyagandhād
upa+ma sambhave②; bāhyagandhād upacārasambhave④; bāhyagandhyāhyapacārāsambhave
N; bāhyagandhādapacārāsambhava ANa

2 pratiprati 〛 ①③④Ed.; prati②ANa
3 aṣṭavārān 〛 ①③Ed.; duṣṭavārān②; astuvārān④
4 kuryāt 〛 ②③④Ed.; kuyāt①
5 gandhamantraḥ 〛 ③Ed.; gandhamantra①②④
6 bhagavati 〛 ①②③Ed.; bhagavatī④
7 sphara 〛 ②; sphura①③④Ed.; sphāra N
8 imaṃ 〛 em.; himaṃ②④Ed.; dimaṃ①③
9 mahodaye sarvārthasādhani 〛 ④Ed.; mahodaye sarvārthasāni ①③; mahodaye sarvārthasād-

hini②; mahodaya sarvārthasādhani ANa
10 svāhā 〛 ②③④Ed.; hā①
11 puṣpamantraḥ 〛 ③Ed.; puṣpamantra①④; puṣpa++②
12 namas 〛 ①③④Ed.; ++s②
13 traiyadhvikānāṃ 〛 ②③④Ed.; traiyandhvīkānāṃ①
14 sarvatathāgatānāṃ 〛 ②③④Ed.; sarvatathāgatānā①
15 āvartā° 〛 ①③④Ed.; āvatā°②; avartā° N
16 dhūpamantraḥ 〛 ①③④Ed.; dhūpamantra②

3 『念誦法』大正21巻8c19-9a2: 曩摩悉底哩二合野那嚩二合多喃薩嚩怛他引多南
阿三莽彦引度怛謎蘇彦引度怛謎蘇彦引馱嚩底娑頗二合囉呬誐誐南莽引呼曩曳泥去尾薩嚩遏二合娑駄彌娑嚩二合。
『秘密法』大正21巻19a6-9: 曩麼悉底哩三合也陀嚩二合蘖哆喃薩縛怛他蘖哆喃
阿三摩彦度怛謎素彦馱嚩底薩頗二合羅𤚥哦哦喃摩呼那曳泥去尾薩嚩票他二合莎馱儞莎嚩二合訶。
7 『念誦法』大正21巻9a7-9: 曩摩悉底哩二合野娜嚩二合多引南薩嚩怛他引多南
訶引嚩路枳多二合莽賀布瑟波二合嚩磨娑嚩二合引訶引。
『秘密法』大正21巻19a17-19: 曩麼悉底哩三合也陀嚩蘖哆喃薩嚩怛他蘖哆喃
阿嚩路枳哆二合摩訶布澁波二合嚩底莎嚩二合訶。
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namas1 traiyadhvikānāṃ sarvatathāga
②3v1
tānām agre2 agraśikhe3 dhūmaśikhe41

svāhā. <mantra 20>2

dīpamantraḥ5,3

namas traiyadhvikānāṃ6 sarvatathāgatānāṃ jvalante7 jvalante dīpajy-4

otiśikhe8 svāhā. <mantra 21>5

naivedyamantraḥ9,6

namas traiyadhvikānāṃ sarvatathāgatānāṃ arara parara karara balide107

baliṃ dadāhi mahābali svāhā. <mantra 22>8

[TibA; D165v1-, P204r1-]9

དེ་ ནས་ དྲི་ ལ་ སོགས་ པའི་ ཕྱི་ རོལ་ གྱི་ ཉེ་ བར་ སྤྱད་ པར་ བྱ་ བ་ ཡོད་ པ་ རྣམས་ མི་ གཡོ་ རྡོ་ རྗེའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ ཡོངས་10

1 namas 〛 ②③④; namaḥ s①Ed.
2 sarvatathāgatānām agre 〛 ②③④; sarvatathāgatānāṃ agre Ed.; sarvatathāgatānāgre①
3 agraśikhe 〛 ①②③Ed.; agranikhe④; agraśikha ANa
4 dhūmaśikhe 〛 ①②③④Ed.; dhūmaśikha ANa
5 dīpamantraḥ 〛 ①③④Ed.; dīpamantra②
6 namas trai° 〛 ①③④Ed.; namaḥ strai°②
7 jvalante 〛 Ed.; alante①②③④; ālante Ed.
8 dīpajyotiśikhe 〛 ②③④Ed.; pajyotiśikhe①; dīpajyotiśikha ANa
9 naivedyamantraḥ 〛 ③Ed.; naivedyamantra①②; nivedyamantraḥ④ANa
10 balide 〛 ①②③④; balede Ed.

10 ལ་ སོགས་ པའི་ 〛 D; ལ་ སོགས་ པ་ P
1 『念誦法』大正21巻9a16-18: 曩摩悉底哩三合野娜嚩二合多引南引薩嚩怛他引多南
唵阿哩二合始棄始棄度莽始棄度莽始棄娑嚩二合引訶引。
『秘密法』大正21巻19a12-14: 曩麼悉底哩三合也陀嚩二合蘖哆喃薩嚩怛他蘖哆喃
唵阿蘖哩阿蘖哩始棄始棄南薩嚩怛度麼始棄莎嚩二合訶。

4 『念誦法』大正21巻9b4-6: 曩摩悉底哩三合野娜嚩二合多引南薩嚩怛他引多引南
阿帝日囉二合藍帝儞儒底始棄娑嚩二合引訶。
『秘密法』大正21巻19a27-29: 曩麼悉底哩三合也陀嚩蘖哆喃薩嚩怛他蘖哆喃
阿藍帝爾嚩二合藍帝儞波必也反儒底始棄莎嚩訶。

7 『念誦法』大正21巻9a24-26: 曩摩悉底哩三合野娜嚩二合多引南薩嚩怛他引多引南
唵嚩隣曩馱思莽賀嚩里娑嚩二合引訶。
『秘密法』大正21巻19a22-24: 曩麼悉底哩三合也陀嚩蘖哆喃薩嚩怛他蘖哆喃
唵阿囉婆阿囉婆迦囉迦囉嚩哩嚩哩嚩隣嚩隣那陀毘摩訶嚩哩莎嚩二合訶。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（114） （115）

སུ་ སྦྱངས་ ལ་ དྲི་ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ སོ་ སོར་ རང༌ རང༌ གི་ སྔགས་ ཀྱིས་ ལན་ བརྒྱད་ དུ་ མངོན་ པར་ བསྔགས་ ལ་1

མཆོད་ པར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ དྲིའི་ སྔགས་ ནི་|2

དུས་ གསུམ་ དུ་ གཤེགས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་||3

མཚུངས་ པ་ མེད་ པའི་ བདག་ གི་ དྲི་ དམ་ པ་ འདི་ ནམ་ མཁའི་ དབྱིངས་ དག་ ཆེར་ ཁྱབ་ པས་ བཅོམ་4

ལྡན་ འདས་ ལ་ འཕྲོ་ བའི་ དོན་ ཐམས་ ཅད་ སྒྲུབ་ པ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 18>5

མེ་ ཏོག་ གི་ སྔགས་ ནི་|6

དུས་ གསུམ་ དུ་ གཤེགས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་||7

ཀུན་ དུ་ བསྐོར་ བས་ བསྐོར་ བའི་ མེ་ ཏོག་ ཆེན་ པོ་ དང༌ ལྡན་ པ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 19>8

བདུག་ སྤོས་ ཀྱི་ སྔགས་ ནི་|9

དུས་ གསུམ་ དུ་ གཤེགས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| རྩེ་10

མོའི་ དྲི་ མཆོག་ གི་ རྩ་ མོར་ གྱུར་ པའི་ སྤོས་ ཀྱི་ རྩེ་ མོ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 20>11

མར་ མེའི་ སྔགས་ ནི་|12

དུས་ གསུམ་ དུ་ གཤེགས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་||13

མཆེད་ ཅིང༌ འབར་ བའི་ མར་ མེའི་ སྣང༌ བའི་ རྩེ་ མོ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 21>14

ལྷ་ བཤོས་ ཀྱི་ སྔགས་ ནི་|15

དུས་ གསུམ་ དུ་ གཤེགས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་||16

ཨ་ ར་ ར་ པ་ ར་ ར་ ཀ་ ར་ ར་ གཏོར་ མ་ བཏང༌ ཞིང༌ བདག་ གིས་ གཏོར་ མ་ དབུལ་ པའི་ གཏོར་ མ་17

ཆེན་ པོ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 22>18

4 དབྱིངས་ དག་ 〛 D; དབྱིངས་ P 5 སྒྲུབ་ པ་ 〛 D; སྒྲུབ་ པུ་ P 7 གཤེགས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ 〛 P; གཤེགས་ པ་ D
11 རྩེ་ མོའི་ 〛 D; རྩེ་ མོའི་ རྩེ་ མོའི་ P 17 བདག་ གིས་ 〛 D; བདག་ གི་ P
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[TibB; D62v4-, P79v5-]1

དེ་ ནས་ ཕྱིའི་ དྲི་ དང༌ ཉེ་ བར་ སྤྱད་ ཀྱི་ ཡོ་ བྱད་ ལ་ རྡོ་ རྗེ་ མི་ གཡོ་ བའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ ཡོངས་ སུ་ སྦྱངས་ ཏེ་ དྲི་ ལ་ སོགས་2

པ་ རྣམས་ སོ་ སོ་ ལ་ རང༌ གི་ སྔགས་ ཀྱིས་ ལན་ བརྒྱད་ དུ་ མངོན་ པར་ བསྔགས་ ནས་ མཆོད་ པར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ དྲིའི་3

སྔགས་ ནི་|4

ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷཱི་ ཀཱ་ ནཱཾ་ སརྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱཾ་| ཨ་ ས་ མ་ ག་ ནྡྷ་ ཏ་ མེ་ བྷ་ བཱ་ ཏི་| སྭ་ ར་ ཧི་ མཾ་ ག་5

ག་ ན་ ཀཾ་ མ་ ཧོ་ ད་ ཡེ་| ས་ རྦཱ་ རྠ་ སཱ་ དྷ་ ནི་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 18>6

མེ་ ཏོག་ གི་ སྔགས་ ནི་|7

ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་| ས་ རྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱཾ་| ཨ་ བརྟཱ་ བརྟ་ མ་ ཧཱ་ སུ་ ཁ་ བ་ ཏི་ སྭཱ་ ཧཱ་||8

<mantra 19>9

བདུག་ སྤོས་ ཀྱི་ སྔགས་ ནི་|10

ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་| ས་ རྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱཾ་| ཨ་ གྲེ་ ཨ་ གྲ་ ནི་ ཁེ་| ཨ་ གྲ་ ཤི་ ཥེ་ དྷུ་ མ་ ཤི་11

ཥེ་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 20>12

མར་ མེའི་ སྔགས་ ནི་|13

ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་| ས་ རྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱཾ་ ཨ་ ལ་ ནྟེ་ ཛྭཱ་ ལ་ ནྟེ་ དཱི་ པ་
P80r
ཛྱེ་ ཏི་ ཤི་ ཁེ་ སྭཱ་ ཧཱ་||14

<mantra 21>15

ཞལ་ ཟས་ ཀྱི་ སྔགས་ ནི་|16

5 ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷཱི་ ཀཱ་ ནཱཾ་ 〛 D; ན་ མཿ སྟྲཻ་ ཡདྷྭི་ ཀ་ ནཱཾ་ P 5 ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱཾ་ 〛 D; ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཾ་ P 5 ག་ ནྡྷ་ 〛 D; ག་ ནྡྷོ་ P
8 ན་ མ་ སྟྲཻ་ 〛 D; ན་ མཿ སྟྲཻ་ P 8 ཨ་ བརྟཱ་ བརྟ་ 〛 D; ཨ་ བརྟཱ་ བརྟཱ་ P 8 སུ་ ཁ་ བ་ ཏི་ 〛 D; སུ་ ཥ་ པ་ པ་ ཏི་ P 11 ན་
མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་ 〛 D; ན་ མཿ སྟྲཻ་ ཡ་ དྡྷི་ ཀཱ་ ནཱ་ P 11 ཨ་ གྲེ་ ཨ་ གྲ་ 〛 D; ཨ་ གྲ་ ཡ་ གྲ་ P 12 དྷུ་ མ་ ཤི་ ཥེ་ 〛 D; om.

P 14 ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་ 〛 D; ན་ མཿ སྟྲཻ་ ཡད་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་ P 14 ཨ་ ལ་ ནྟེ་ ཛྭཱ་ ལ་ ནྟེ་ 〛 D; ཨ་ ལ་ ན་ ཏེ་ ཛྭཱ་ ལ་ ནྟ་ P
14 ཛྱེ་ ཏི་ ཤི་ ཁེ་ 〛 D; ཛྱོ་ ཏི་ ཤི་ ག་ ཁེ་ P
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ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་| ས་ རྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱཾ་| ཨ་ ར་ ར་| པ་ ར་ ར་| ཀ་ ར་ ར་| བ་ ལི་ དེ་ བ་ ལི་1

ད་ དཱ་ ཧི་ མ་ ཧཱ་ བ་ ལི་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 22>2

3

§24.【実体の供養】(Pūjā on reality)4

[① 4r5-,② 3v2-,③ 4r5-,④ 3r6-, Ed.=p.7 l.12-]5

tato daśadiglokadhātusthitacitrapūjāṅgāny evaṃ niryātayet. praṇāmāñjaliṃ1 bad-6

dhvā ye amamā aparigrahā2 daśadiglokadhātuṣu3 pūjāṅgaviśeṣāḥ sthalajā ratna-7

parvatakalpavṛkṣādayo jalajāḥ sāmudraratnādayaḥ kanakapaṅkajāda
�4v1
yaś ca, ye

�4v1
cānye8

sarvalokadhātuṣu divyamānuṣyakāḥ4 sarvarūpaśabdagandharasasparśādayas tān sarvān9

buddhabodhisattvebhyo niryātayāmīty5 udāharet.10

[TibA; D165v5-, P204r7-]11

དེ་ ནས་ ཕྱོགས་ བཅུ་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ ན་ གནས་ པའི་ སྣ་ ཚོགས་ པའི་ མཆོད་ པའི་ ཡན་ ལག་ གཞན་ རྣམས་12

འདི་ ལྟར་ དབུལ་ བར་ བྱ་ སྟེ་| ཕྱག་ འཚལ་ བའི་ ཐམ་ མོ་ སྦྱར་ ལ་ བདག་ གིར་ མ་ བྱས་ ཤིང༌ ཡོངས་ སུ་ གཟུང༌ བ་13

མེད་ པའི་ མཆོད་ པའི་ བྱེ་ བྲག་ ཏུ་ གྱུར་ པའི་
P204v
ཕྱོགས་ བཅུའི་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ ན་ གང༌ དག་ ཐང༌ ལས་ སྐྱེས་14

པ་ རིན་ པོ་ ཆེའི་ རི་ དང༌ དཔག་ བསམ་ གྱི་ ཤིང༌ ལ་ སོགས་ པ་ དང༌ ཆུ་ ལས་ སྐྱེས་ པ་ རྒྱ་ མཚོའི་ རིན་ པོ་ ཆེ་ ལ་15

སོགས་ པ་ དང༌| གསེར་ གྱི་ འདམ་ ལས་ སྐྱེས་ པ་ ལ་ སོགས་ པ་ དང༌| གཞན་ ཡིད་ གང༌ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་16

ཐམས་ ཅད་ ན་ ལྷ་ དང༌ མི་ རྣམས་ ཀྱི་ གཟུགས་ དང༌ སྒྲ་ དང༌ དྲི་ དང༌ རོ་ དང༌ རེག་ བྱ་ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ ཐམས་17

1 praṇāmāñjaliṃ 〛 ①③④Ed.; puṣpā nāmāñjali②
2 amamā aparigrahā 〛 ④ (cf. Divyāvadāna p.133 l.14: kiṃ cāpi te manuṣyā amamā apari-

grahāḥ.); asamā aparigrahā③Ed.; asamā aparīgrahā①; amasā apeligrahā②
3 daśadiglokadhātuṣu 〛 ②Ed.; daśadiglokadhātu①③④ANa
4 divyamānuṣyakāḥ 〛 ④; divyamānūṣyakāḥ①②③; divyamanuṣyakāḥ Ed.
5 niryātayāmīty 〛 ②③④Ed.; niryātayāmity①

1 ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡཾ་ དྷྭི་ 〛 D; ན་ མཿ སྟྲཻ་ ཡད་ དྷྭི་ P 2 མ་ ཧཱ་ བ་ ལི་ 〛 D; མ་ ཧཱ་ ལི་ P 12 དེ་ ནས་ 〛 D; དེ་ ནས་ ནི་ P
12 ཕྱོགས་ བཅུ་ 〛 D; ཕྱོགས་ བཅུའི་ P 13 ཐམ་ མོ་ 〛 D; ཐལ་ མོ་ P 16 གཞན་ ཡིད་ 〛 D; གཞན་ ཡང༌ P
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ཅད་ ཀྱང༌ སྟེ་| དེ་ དག་ ཐམས་ ཅད་ སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་
D166r
རྣམས་ ལ་ ཅི་ ནས་ ཀྱང༌ དབུལ་ བར་1

བགྱིའོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ནི་ དཔེའོ་||2

[TibB; D62v7-, P80r1-]3

དེ་ ནས་ ཕྱོགས་ བཅུའི་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ ན་ ཡོད་ པའི་ སྣ་ ཚོགས་ པའི་ མཆོད་ པ་ གཞན་ ཡང༌ དབུལ་ བར་4

བྱའོ་|| ཕྱག་ འཚལ་ བའི་ ཐལ་ མོ་ སྦྱར་ ནས་| བདག་ པོས་ ཡོངས་ སུ་ མ་ བཟུང༌ བའི་ ཕྱོགས་ བཅུའི་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་5

D63r
ཁམས་ ཀྱི་ མཆོད་ པའི་ ཡན་ ལག་ ཁྱད་ པར་ དུ་ འཕགས་ པ་ ཐང༌ ལས་ སྐྱེས་ པའི་ རིན་ པོ་ ཆེའི་ རི་ བོ་ དང༌| དཔག་6

བསམ་ གྱི་ ཤིང༌ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ དང༌| ཆུ་ ལས་ སྐྱེས་ པ་ རྒྱ་ མཚོའི་ རིན་ པོ་ ཆེ་ ལ་ སོགས་ པ་ གསེར་ དང༌| ཆུ་7

སྐྱེས་ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ དང༌| གཞན་ ཡང༌ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ རྣམས་ ན་ གང༌ ཞིག་ ལྷ་ དང༌ མི་ སྣ་ ཚོགས་8

པའི་ གཟུགས་ དང༌| སྒྲ་ དང༌| དྲི་ དང༌| རོ་ དང༌| རེག་ བྱ་ ལ་ སོགས་ པ་ དེ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ སངས་ རྒྱས་ དང༌|9

བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ལ་ བདག་ གིས་ དབུལ་ བར་ བགྱིའོ་ ཞེས་ བརྗོད་ པར་ བྱའོ་||10

11

§25.【観想上の供養】(Pūjā on imaginary)12

[① 4v1-,② 3v4-,③ 4v1-,④ 3r8-, Ed.=p.7 l.18-]13

manomayāṃs tu pūjāmeghān1 evaṃ2 pravartayet. pūrṇamudrāṃ saṃkucitāgrapraṇāmāñ-14

jalilakṣaṇāṃ3 baddhvā evaṃ vadet.15

sarvabuddhabodhisattvādhiṣṭhānabalena4 samapraṇidhipuṇyabalena5
Ed. p.8
vidyāmantrabalena16

1 pūjāmeghān 〛 ①②③④Ed.; pūjāmoghā ANa
2 evaṃ 〛 ①③④Ed.; eva②
3 saṃkuritāgrapraṇāmā° 〛 ②③Ed.; saṅkuritāgrapramā° ①; saṅkuritāgrapramāṇā° ④; saṅku-

ritāgrapraṇāmā° ANa
4 °bodhisattvādhi° 〛 ①②③Ed.; °bodhisattvādhisattvādhi°④
5 °na sama° 〛 ①③④Ed.; ++ma°②

8 མི་ སྣ་ ཚོགས་ 〛 D; མའི་ སྣ་ ཚོགས་ P
16 『大日経』大正蔵18巻48b4-5: 以我功徳力　如來加持力　及以法界力　普供養而住。
『念誦法』大正蔵21巻8c10: 以我福徳力　諸佛加持力。
『秘密法』大正蔵21巻19a1-2: 以我福徳力　諸佛加持力。
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སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| ཨུ་ ཎག་ ཏེ་ སྤཧ་ ར་1

ཧི་ མཾ་ ག་ ག་ ན་ ཁཾ་ ས་ མནྟ་ ཏ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 23>2

[TibB; D63r2-, P80r5-]3

ཡིད་ ཀྱིས་ རང༌ བཞིན་ གྱི་ མཆོད་ པའི་ སྤྲིན་ དེ་ བཞིན་ དུ་ རབ་ ཏུ་ དབུལ་ བར་ བྱའོ་|| གང༌ བའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ རྩེ་ མོ་ ཅུང༌ ཟད་4

བཀུག་ ནས་ ཕྱག་ འཚལ་ བའི་ ཐལ་ མོ་ སྦྱར་ བའི་ མཚན་ ཉིད་ བཅིངས་ ནས་ དེ་ བཞིན་ དུ་ བྱས་ ཏེ་| སངས་ རྒྱས་ དང༌|5

བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱིན་ གྱི་ རླབས་ ཀྱི་ སྟོབས་ དང༌| བདག་ གི་ སྨོན་ ལམ་ དང༌| བསོད་ ནམས་6

ཀྱི་ སྟོབས་ དང༌| རིག་ སྔགས་ ཀྱི་ སྟོབས་ ཀྱིས་ སངས་ རྒྱས་ དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའི་ འཁོར་ གྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་7

རྣམས་ ལ་ མཆོག་ ཏུ་ རྒྱ་ ཆེན་ པོ་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཀུན་ དུ་ བཟང༌ པོའི་ སྤྱོད་ པ་ ལས་ མངོན་ པར་ ཐོབ་ པའི་8

མཆོད་ པའི་ སྤྲིན་ ཆེན་ པོ་ རབ་ ཏུ་ འཕྲོ་ བར་ བསམས་ ནས་| འདིར་ མཆོད་ པ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་ པར་ བྱ་ སྟེ་| རིག་
P80v
པ་9

ཆེན་ མོའི་ རྒྱལ་ མོ་ ལན་ བརྒྱད་ དུ་ བརྗོད་ པར་ བྱའོ་||10

ན་ མཿ ས་ རྦ་ བུ་ དྡྷ་ བོ་ དྷི་ ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་| ས་ རྦ་ ཐཱ་ ཁཾ་| ཨུ་ ངྒ་ ཏེ་ སྥ་ ར་ ཎ་ ཧི་ མཾ་ ག་ ག་ ན་ ཁཾ་ ས་11

མ་ ནྟཿ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 23>12

13

§26.【讃嘆・廻向】(Saṅgīti, Pariṇāmana)14

[① 4v4-,② 3v6-,③ 4v3-,④ 3r11-, Ed.=p.8 l.7-]15

§26-1.【讃嘆】(Saṅgīti)16

tataḥ sarvabuddhabodhisattvānāṃ1 vicitraguṇavarṇasaṃgītimeghasamudrā2 dhar-17

1 °sattvānāṃ 〛 ①②③Ed.; °ttvānāṃ④
2 vicitraguṇavarṇasaṃgītimeghasamudrā 〛 ②③④Ed.; vicītraguṇavarṇasagītīmeghasamudrā

①

1 ཨུ་ དྒ་ ཏེ་ 〛 D; ཨུ་ རྒ་ ཏེ་ P 4 ཡིད་ ཀྱིས་ 〛 D; ཡིད་ ཀྱི་ P 4 གང༌ བའི་ 〛 D; གང༌ གའི་ P 6 ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱིན་
གྱི་ རླབས་ 〛 D; ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བྱིན་ གྱི་ རླབས་ P 6 བདག་ གི་ སྨོན་ 〛 D; བདག་ གིས་ སྨོན་ P 10 ཆེན་ མོའི་ རྒྱལ་ མོ་ 〛
D; ཆེན་ པོའི་ རྒྱལ་ མོ་ P 11 ས་ རྦ་ ཐཱ་ ཁཾ་ 〛 D; ས་ རྦ་ ཏ་ ད་ ཁཾ་ P
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ca sarvabuddhabodhisattvaparṣanmaṇḍaleṣu varodārāḥ1. samantabhadrabodhisattvacaryāb-1

hir2 nirhṛtā3 mahāpūjāmeghāḥ prasarantām iti cintayitvā imāṃ pūjādhiṣṭhānakas-2

trīṃ4 mahāvidyārājñīm aṣṭau vārān uccārayet5.3

namaḥ sarvabuddhabodhisattvānāṃ sarvathā udgate sphara6 himaṃ4

gaganakaṃ samantataḥ svāhā. <mantra 23>5

[TibA; D166r1-, P204v3-]6

ཡིད་ ཀྱི་ རང༌ བཞིན་ གྱི་ མཆོད་ པའི་ སྤྲིན་ ཚོགས་ རྣམས་ ཀྱང༌ འདི་ ལྟར་ དབུལ་ བར་ བྱ་ སྟེ་| རྩེ་ མོ་ ཅུང༌ ཟད་ བསྐུམ་7

ནས་ ཐལ་ མོ་ གང༌ བར་ སྦྱར་ བས་ ཕྱག་ འཚལ་ བའི་ མཚན་ ཉིད་ ཀྱི་ ཐལ་ མོར་ བྱས་ ལ་| འདི་ སྐད་ དུ་ བརྗོད་ པར་8

བྱའོ་|| སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱིན་ གྱིས་ རླབས་ ཀྱི་ སྟོབས་ དང༌ བདག་ གི་ སྨོན་9

ལམ་ དང༌ བསོད་ ནམས་ ཀྱི་ སྟོབས་ དང༌ རིག་ པའི་ གསང༌ སྔགས་ ཀྱི་ སྟོབས་ ཀྱིས་ ཀྱང༌| སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་10

སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ འཁོར་ གྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ མཆོག་ ཏུ་ རྒྱ་ ཆེ་ བ་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཀུན་11

དུ་ བཟང༌ པོའི་ སྤྱོད་ པ་ ལས་ མངོན་ པར་ གསུངས་ པའི་ མཆོད་ པའི་ སྤྲིན་ ཆེན་ པོ་ ཀུན་ དུ་ འབྱུང༌ བར་ གྱུར་ ཅིག་ ཅེས་12

བསམ་ པར་ ཡང༌ བྱས་ ལ་| མཆོད་ པ་ བྱིན་ གྱིས་ རློབ་ པར་ བྱེད་ པའི་ རིག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ འདི་ ལན་ བརྒྱད་ རྗེས་ སུ་13

བརྗོད་ པར་ བྱའོ་||14

1 varodārāḥ 〛 ②③④Ed.; varodālāḥ①
2 °caryābhir 〛 Ed.; °caryābhi①②③④
3 nirhṛtā 〛 ②③④Ed.; rardṛtā①ANa
4 dhiṣṭhānakastrīṃ 〛 em.; dhiṣṭhānakartrīṃ①③④Ed.; dhiṣṭhākaṃ trī②
5 vārān uccārayet 〛 ①③④Ed.; vārāc cārayet②
6 sphara 〛 ①③ANa; sphura②④Ed.

7 ཟད་ བསྐུམ་ 〛 D; ཟད་ བསྐུམས་ P 8 ཐལ་ མོར་ 〛 D; ཐལ་ མོ་ P 9 ཐམས་ ཅད་ 〛 D; རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ P
2 Ādikarmapradīpa. 髙橋1993 p. 147. ll. 16-18.: oṃ sarvatathāgatapūjāmeghaprasarasamūhe
spharahi saṃgaganakaṃ hūṃ. iti pūjām adhitiṣṭhet.

4 『念誦法』大正21巻9b16-18: 曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩二合南薩嚩他欠烏那二合誐帝娑頗二合囉呬𤚥
誐誐曩劍娑嚩二合引訶。
『秘密法』大正21巻19b3-4: 曩麼薩婆母馱菩地薩埵嚩喃薩婆他烏特二合伽帝塞破羅呬𤚥伽伽那劍莎縛訶。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（120） （121）

masaṅgītimeghasamudrāś1 ca sarvalokadhātuviśodhakāḥ sarvatra pravartantām iti1

cintayitvā imāṃ stutisaṅgītime
④3v1
ghābhinirhārakastrīṃ2 vidyārājñīm aṣṭau vārān uc-2

cārayet.3

namaḥ3 sarvabuddhabodhisattvānāṃ sarvatra saṃkusumitābhijñārāśi44

namo ’stu te svāhā5. <mantra 24>5

tataḥ sarvalokadhātusamudreṣu sarvatra sarvasattvātmabhāvasamāḥ sarvabuddha-6

bodhisattvanirmāṇameghāḥ6 sarvārambhaṇebhyo niścarya7 sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhāni87

praśamayantu9 sarvalaukikalokottarasampado10 yāvat samantabhadrakāyādiśuddhiṃ118

prāpayantv iti12 cintayitvā imaṃ13 mahāvidyārājam14 aṣṭau vārā
①5r1
n uccārayet.9

1 °saṅgīti 〛 ②③④Ed.; °sagīti°①ANa
2 °ābhinirhārakastrīṃ 〛 em.; °ābhir nirhārakatrīṃ ②Ed.; °ābhinirhārakatrīṃ ①③; °āb-

hinirhārakaṃ trīm④
3 namaḥ 〛 ②③④Ed.; nama①
4 °rāśi 〛 ①③④; °rāśini②Ed.
5 svāhā 〛 ②③④Ed.; om. ①
6 sarvabuddhabodhisattvanirmāṇa° 〛 ②③Ed.; sasarvabuddhabodhisattvanirmāṇa° ①; sasarv-

abuddhabodhisattvanimmāṇa°④
7 niścarya 〛 ③④; niścayet①; +++②; niścārya Ed.
8 sarvaduḥkhāni 〛 ②③Ed.; sarvaduḥkhānī①; sarvaḥ dukhānī④
9 praśamayantu 〛 ②③④Ed.; pranayantu②
10 sarvalaukikalokottarasampado 〛 ③④; sarvalaukīkalokottarasampado ①②; sar-

valaukikalokottarasampade Ed.
11 °kāyādiśuddhiṃ 〛 ②; °kāyādiśuddhi④Ed.; °kāyādiṃ①③ANa;
12 prāpayantv iti 〛 Ed.; prāpayatv iti①③ANa; pāpayasthiti②; prāpayasthati④
13 imaṃ 〛 ④Ed.; imāṃ①②③ANa
14 mahāvidyārājam 〛 ①②③Ed.; mahāvidyārājem④

4 TRT (D183r1-2, P168v6): ན་ མཿ སརྦ་ བུདྡྷ་ བོ་ དྷི་ སཏྭཱ་ ནཱཾ། སརྦ་ ཏྲ་ སཾ་ ཀུ་ སུ་ མི་ ཏ་ ཨ་(ཨ་] D; ཨཱ་ P) བྷི་ ཛྙཱ་ རཱ་ ཤི་
ནི་ ན་(ན་] D; ནཱ་ P) མོ་ སྟུ་ ཏེ་ སྭཱ་ ཧཱ། 
不動讃 (葦原1892と新井2006に基づく): 曩莫薩嚩沒駄母地薩怛嚩喃薩嚩怛囉僧虞素彌怛鼻惹囉始吠
南謨素覩帝娑婆訶。
『念誦法』21巻9b25-27: 曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛囉二合南薩嚩怛囉二合僧句素彌多鼻惹囉始吠
曩麼素覩二合帝娑嚩二合引訶引。
『秘密法』21巻19b8-10: 曩麼薩婆母馱菩地薩埵嚩二合喃一薩婆怛路二合僧句素弭哆二鼻枳惹二合囉始吠
三那謨素都帝薩嚩二合訶四 。
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nama
②4r1
ḥ sa

③5r1
rvabuddhabodhisattvānāṃ namo ’stu te mahāvajra sarvasattvahi-1

taṅkara tiṣṭha sarvatra sarveṣāṃ sarvadharmāṇām1 adhiṣṭhāya svāhā.2

<mantra 25>3

§26-2.【廻向】(Pariṇāmana)4

sarvañ caitat2 pūjādikaṃ mantrādibalenāvitathaṃ sambhavatīti śraddheyam3. kuśalamūlaṃ45

caitad anuttarasamyaksambodhāv5 evaṃ pariṇāmayet.6

yathā buddhā bhagavanto ’bhyanujānanti pariṇāmya
Ed. p.9
mānam etat kuśalamūlaṃ tathāhaṃ7

pariṇāmayāmīty anena6 puṇyenāhaṃ7 samantabhadracaryayā8 bodhim abhisam-8

budhya sarvasattvān9 api samantabhadracaryāśuddhau pratiṣṭhāpayāmīti10.9

[TibA; D166r4-, P204v7-]10

§26-1.【讃嘆】(Saṅgīti)11

དེ་ ནས་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ ཐམས་ ཅད་ རྣམ་ པར་ དག་ པར་ བྱེད་ པའི་ སངས་ རྒྱས་ དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་12

1 sarvadharmāṇām 〛 ①②③ANa; dharmāṇām④
2 sarvañ caitat 〛 ①②Ed.; sarvañ ca tatra③④ANa
3 śraddheyam 〛 ①②③Ed.; śraddhayam④
4 kuśalamūlaṃ 〛 ②③④Ed.; kuśalañ①
5 anuttarasamyaksambodhāv 〛 ②③④Ed.; anuttaram sasaktaṃ bodhāv①
6 anena 〛 ①③④Ed.; anena+②
7 puṇyenāhaṃ 〛 ①②③Ed.; puṇyanāhaṃ④
8 samantabhadracaryayā 〛 ②Ed.; samantabhadracaryā①③④; samadādracaryā ANa
9 sarvasattvān 〛 ①②③④Ed.; sarvasarvasattvān N
10 pratiṣṭhāpayāmīti 〛 Ed.; pratiṣṭhāpayam iti①③; pratiṣṭhāpayeyam iti②④N

1 TRT (D183r5, P168v2-3): ན་ མཿ སརྦ་ བུདྡྷ་ བོ་ དྷི་ སཏྭཱ་ ནཱཾ། ན་ མོ་ སྟུ་ ཏེ་ མཧཱ་ བཛྲ་ སརྦ་ ས་ ཏྭཱ་ ཧི་ ཏཾ་(ཏཾ་] D; ཀཾ་ P) ཀ་
ར། ཏིཥྛ་ སརྦ་ ཏྲ། སརྦྦེ་ ཥཱཾ་(ཥཱཾ་] D; ཤཾ་ P) དྷརྨྨཱ་ ཎཱཾ་(དྷརྨྨཱ་ ཎཱཾ་] D; དྷརྨ་ ནཱཾ་ P) ཨ་ དྷིཥྛཱ་ ཡ་ སྭཱ་ ཧཱ། 
『念誦法』21巻9c12-16: 曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛嚩二合南曩謨素覩二合帝莽賀嚩日囉呬薩嚩呬蹬迦囉底瑟侘二合
薩㗚謎二合囉麼二合怛囉二合薩㗚謎二合殺達摩拏莽地瑟侘二合舒娑嚩二合引訶引
『秘密法』21巻19b17-19: 曩麼薩埵嚩喃那暮素都帝摩訶嚩日羅二合薩婆薩埵嚩四路迦羅底瑟他
薩婆怛羅�吠達羅摩摩拏地瑟他耶莎嚩二合訶

7 Ādikarmapradīpa. 髙橋1993 p. 149. ll. 6-9.: yathā ca te tathāgatā arhantaḥ samyak-
saṃbuddhā abhyanujānanti pariṇāmyamānaṃ tat kuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbod-
hau tathāhaṃ pariṇāmayāmi. iti.
Kudṛṣṭinirghātana. 密教聖典研究会1988 pp. (28-30).: yathā ca te tathāgatā arhantaḥ samyak-
saṃbuddhā abhyanujānanti pariṇāmyamānaṃ tat kuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbod-
hau tathāhaṃ pariṇāmyāmi. iti.

027

—161— —160—

*



『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（122） （123）

དཔའ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཡོན་ ཏན་ སྣ་ ཚོགས་ པའི་ གདངས་ དང༌ ལྡན་ པའི་ སྒྲ་ དབྱངས་ ཀྱི་ སྤྲིན་ ཚོགས་ རྒྱ་1

མཚོ་
P205r
དང༌| ཆོས་ ཀྱི་ སྒྲ་ དབྱངས་ ཀྱི་ སྤྲིན་ ཚོགས་ རྒྱ་ མཚོ་ རྣམས་ ཀྱིས་ ཀྱང༌ ཐམས་ ཅད་ དུ་ ཚིམ་ པར་ གྱུར་ ཅིག་2

ཅེས་ བསམས་ ལ་| བསྟོད་ པ་ དང༌ སྒྲ་ དབྱངས་ ཀྱི་ སྤྲིན་ ཚོགས་ རྣམས་ མངོན་ པར་ འབྱུང༌ བར་ བྱེད་ པའི་ རིག་ པའི་3

རྒྱལ་ པོ་ འདི་ ལན་ བརྒྱད་ རྗེས་ སུ་ བརྗོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་|4

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| ས་ རྦ་ ཏྲ་ སཾ་5

ཀུ་ སུ་ མི་ ཏཱ་ བྷི་ ཛཉཱ་ར་ ཤི་ ནི་ ན་ མོ་ སྟུ་ ཏྟེ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 24>6

དེ་ ནས་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ རྒྱ་ མཚོ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བདག་ གི་ དངོས་ པོ་ དང༌ མཚུངས་ པར་ ཐམས་ ཅད་ ལ་|7

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྲུལ་ པའི་ སྤྲིན་ ཚོགས་ ཐམས་ ཅད་ ནས་ ཀུན་ དུ་ སྤྲོས་ པས་ སེམས་ ཅན་8

རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྡུག་ བསྔལ་ ཐམས་ ཅད་ རབ་ ཏུ་ ཞི་ བར་ མཛད་ དུ་ གསོལ་ བ་ དང༌| ཀུན་ དུ་ བཟང༌ པོའི་ སྐུ་9

ལ་ སོགས་ པ་ དག་ པ་ མཐར་ ཐུག་ གི་ བར་ གྱི་ འཇིག་ རྟེན་ དང༌ འཇིག་ རྟེན་ ལས་ འདས་ པའི་ ཕུན་ སུམ་ ཚོགས་ པ་10

ཐམས་ ཅད་ ལེགས་ པར་ ཐོབ་ པར་
D166v
མཛད་ དུ་ གསོལ་ ཞེས་ ཀྱང༌ བསམས་ ལ་ རིག་ བའི་ རྒྱལ་ པོ་ འདི་ ལན་ བརྒྱད་ ཀྱི་11

བར་ དུ་ རྗེས་ སུ་ བརྗོད་ པར་ བྱ་ བ་ ནི་|12

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| རྡོ་ རྗེ་13

སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ཞིང༌ བསྟོད་ དོ་|| སེམས་ ཅན་ ལ་ ཕན་ བ་ མཛད་ པས་14

བཞུགས་ སུ་ གསོལ་| ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཆོས་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་ ཏུ་ གསོལ་ སྭཱ་15

ཧཱ་| <mantra 25>16

§26-2.【廻向】(Pariṇāmana)17

མཆོད་ པ་ ལ་ སོགས་ པ་ དེ་ དག་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ སྔགས་ ལ་ སོགས་ པའི་ སྟོབས་ ཀྱི་ ཕྱིན་ ཅི་ ལོག་ ཏུ་ འགྱུར་ བ་18

མ་ ཡིན་ ནོ་ ཞེས་ དད་ པར་ བྱ་ བའོ་|| དགེ་ བའི་ རྩ་ བ་ དེ་ རྣམས་ ཀྱང༌ འདི་ ལྟར་ བླ་ ན་ མེད་ པ་ ཡང༌ དག་ པར་ རྫོགས་19

6 སཾ་ ཀུ་ སུ་ མི་ ཏཱ་ 〛 P; སཾ་ ཀུ་ རུ་ མི་ ཏཱ་ D 6 ཛཉཱ་ 〛 D; ཛཉ་ P 8 སྤྲིན་ ཚོགས་ 〛 D; སྤྲིན་ ཚོགས་ རྩོམ་ པ་ P
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པའི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ ཡོངས་ སུ་ བསྔོ་ བར་ བྱ་ སྟེ་|1

ཇི་ ལྟར་ སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམས་ ཀྱིས་ རྗེས་ སུ་ མཁྱེན་ པའི་ ཡོངས་ སུ་ བསྔོ་ བར་ གྱུར་ པ་ དེ་ ལྟར་2

བདག་ གིས་ ཀྱང༌ དགེ་
P205r
བའི་ རྩ་ བ་ དེ་ དག་ ཡོངས་ སུ་ བསྔོ་ བར་ བགྱིའོ་|| དགེ་ བའི་ རྩ་ བ་ འདིས་ ཀྱང༌ བདག་ ཀུན་3

དུ་ བཟང༌ པོའི་ སྤྱོད་ པས་ བྱང༌ ཆུབ་ མངོན་ པར་ སངས་ རྒྱས་ ཏེ་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱང༌ ཀུན་ དུ་ བཟང༌ པོའི་ སྤྱོད་4

པ་ ཡོངས་ སུ་ དག་ པ་ ལ་ རབ་ ཏུ་ དགོད་ པར་ བྱའོ་ ཞེས་ བྱ་ བར་ རོ་||5

[TibB; D63r5-, P80v1-]6

§26-1.【讃嘆】(Saṅgīti)7

དེ་ ནས་ སངས་ རྒྱས་ དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྣ་ ཚོགས་ པའི་ ཡོན་ ཏན་ བརྗོད་ ཅིང༌| གླུ་ དབྱངས་8

ཀྱི་ སྤྲིན་ གྱི་ རྒྱ་ མཚོ་ དང༌| ཆོས་ ཀྱི་ གླུ་ དབྱངས་ ཀྱི་ སྤྲིན་ གྱི་ རྒྱ་ མཚོ་ རྣམས་ ཡོངས་ སུ་ དག་ པའི་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་9

ཁམས་ ཐམས་ ཅད་ ནས་ དབུལ་ བར་ བསམ་ མོ་|| འདིར་ གླུ་ དབྱངས་ ཀྱི་ བསྟོད་ པའི་ སྤྲིན་ རྣམས་ ཀྱིས་ མཆོད་ པར་10

བྱས་ ནས་ རིག་ པའི་ རྒྱལ་ མོ་ འདི་ ལན་ བརྒྱད་ དུ་ བཟླས་ པར་ བྱའོ་||11

ན་ མཿ ས་ རྦ་ བུ་ དྡྷ་ བོ་ དྷི་ ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་| ས་ རྦ་ ས་ ཏྲ་ སཾ་ ཀུ་ སུ་ མི་ ཏཱ་ བི་ ཛྙཱ་ རཱ་ ཤི་ ནི་ ན་ མོ་ སྟུ་ ཏེ་12

སྭཱ་ ཧཱ་ || <mantra 24>13

དེ་ ནས་ འཇིག་ རྟེན་ གྱི་ ཁམས་ ཀྱི་ རྒྱ་ མཚོ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བདག་ ཉིད་ ཀྱི་ རང༌ བཞིན་14

དང༌| མཉམ་ པའི་ སངས་ རྒྱས་ དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྤྲུལ་ པའི་ སྤྲིན་ ཚོགས་ རྣམས་ ཀྱི་ ངེས་15

པར་ སྤྱོད་ པའི་ མཛད་ པ་ ཀུན་ གྱིས་ སེམས་
D63v
ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྡུག་ བསྔལ་ ཐམས་ ཅད་ རབ་ ཏུ་ ཞི་ བ་ དང༌| འཇིག་16

རྟེན་ དང༌| འཇིག་ རྟེན་ ལས་ འདས་ པའི་ ཕུན་ སུམ་ ཚོགས་ པ་ ཇི་ སྙེད་ པ་| ཀུན་ དུ་ བཟང༌ པོ་ ལ་ སོགས་ པ་ ཡོངས་17

སུ་ དག་ པ་ ཐོབ་ པར་ བསམ་ པར་ བྱས་ ནས་ རིག་ པའི་ རྒྱལ་ མོ་ ཆེན་ མོ་ འདི་ ལན་ བརྒྱད་ བཟླས་ པར་ བྱའོ་||18

ན་ མཿ ས་ རྦ་ བུ་ དྡྷ་ བོ་ དྷི་ ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་| ན་ མ་ སྟུ་ ཏེ་ མ་ ཧཱ་ བཛྲ་ ས་ རྦ་ ས་ ཏྭ་ ཧི་ ཀ་ ར་| ཏི་ ཥྛ་ སརྦ་19

9 རྒྱ་ མཚོ་ རྣམས་ 〛 D; རྒྱ་ མཚོའི་ རྣམས་ P 12 ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་ 〛 D; ས་ ཏྭཱ་ ནཾ་ P 12 སཾ་ ཀུ་ སུ་ མི་ ཏཱ་ 〛 D; སཾ་ ཀུ་ རུ་ མི་ ཏཱ་ P
12 ན་ མོ་ སྟུ་ ཏེ་ 〛 P; ན་ མ་ སྟུ་ ཏེ་ D 14 རྒྱ་ མཚོ་ ཐམས་ ཅད་ 〛 D; རྒྱ་ མཚོའི་ ཐམས་ ཅད་ P 18 རྒྱལ་ མོ་ ཆེན་ མོ་ 〛 D;
རྒྱལ་ མོ་ P 19 ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་ 〛 D; ས་ ཏྭཱ་ ནཾ་ P 19 ན་ མ་ སྟུ་ ཏེ་ 〛 D; ན་ མོ་ སྟུ་ ཏེ་ P
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ཏྲ་ སརྦེ་ ཥཱཾ་| ས་ རྦ་ དྷ་ རྨཱ་ ཎཱཾ་| ཨ་ དྷི་ ཥྛ་ ཡ་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 25>1

§26-2.【廻向】(Pariṇāmana)2

འདི་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ མཆོད་ པ་ ལ་ སོགས་ པའི་ སྔགས་ ཀྱི་ སྟོབས་ ཀྱིས་ བདེན་ པའི་ རང༌ བཞིན་ དུ་ མོས་ པ་ བྱ་3

ཞིང༌ དགེ་ བའི་ རྩ་ བ་ བླ་ ན་ མེད་ པ་ ཡང༌ དག་ པར་ རྫོགས་ པའི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ ཡོངས་ སུ་ བསྔོ་ བར་ བྱའོ་||4

ཇི་ ལྟར་ སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམས་ ཀྱིས་ མངོན་ དུ་ རྗེས་ སུ་ མཁྱེན་ ནས་ ཡོངས་ སུ་ བསྔོ་ བ་ དང༌ ལྡན་5

པ་ བཞིན་ དུ་ དགེ་ བའི་ རྩ་ བ་ འདི་ ཡང༌ དེ་ བཞིན་ དུ་
P81r
བདག་ གིས་ ཡོངས་ སུ་ བསྔོ་ བར་ བྱའོ་|| བསོད་ ནམས་ འདིས་6

བདག་ ཀུན་ དུ་ བཟང༌ པོའི་ སྤྱོད་ པས་ མངོན་ པར་ བྱང༌ ཆུབ་ ནས་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱང༌ ཀུན་ དུ་ བཟང༌ པོའི་7

སྤྱོད་ པ་ དག་ པ་ ལ་ རབ་ ཏུ་ གནས་ པར་ གྱུར་ ཅིག་||8

030

6. TRS 和訳

‹15. 【甲冑】（Kavaca）

次に［行者は］大いなる甲冑の印である無能勝金剛女によって甲冑
12

を作るべし。

小指と親指
13

は鎖の形で［結び］、その他［の指］らを根と中
14

と先端で合わせた

ものである
15
。無能勝金剛女

16
である。マントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、金剛から成る女よ、最上 

の甲冑女よ、ホー、金剛よ、金剛よ、フーン、パット。〈mantra 10〉

‹16. 【金剛坐】（Vajråsana）

このような（= 上記の印とマントラで作られた）それ（= 甲冑）は尚更に諸々の障碍

などによって打ち破られることなきものとなる。このように己身の守護をなしつつ、

場所の守護をなすべし。その場合、金剛坐印によって金剛から成る坐を加持すべし。

結跏趺坐を組んで、腰部
17

において広げた左手の上に右手を置くべし
18
。金剛坐の

印である。マントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、金剛坐女よ、ヴァン、フ

ーン、パット。〈mantra 11〉

‹17. 【金剛祠】（Vajrama∫∂apa） 

次に［行者は］金剛祠印
19

によって金剛から成る自らの場所を加持すべし。礼

拝合掌をもって中間にある関節
20

を折り曲げた二頭指と二無名指を四本の柱の形

で内側に入れ、残り［の指］らを針の形にすることによって金剛祠印となる。マン

トラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、最勝なる金剛の住処よ、マン、

フーン、パット。〈mantra 12〉
21

‹18. 【金剛牆】（Vajrapråkåra）
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次に［行者は］金剛牆をその印（= 金剛牆印）によって布置すべし。広げた合掌

を作り、二無名指は［掌］中に置き、中指は針［のように尖らせる］、二頭指は金

剛杵の形で［中指の］第一関節
22

に置くべし。大指は［中指の］側面に［置くべし］。

［金剛］牆の印である
23
。マントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、金剛マンダラ女よ、結べ、

結べ、フーン、パット。〈mantra 13〉

‹19. 【金剛網】（Vajrapañjara）

次に［行者は］それ（= 金剛牆）の上に金剛網をその印（= 金剛網印）によって布

置すべし。礼拝合掌から両無名指と両頭指が反対側の［指の］背面によって曲が

った状態
24
、すなわち［左手の］無名指と頭指の上に輪（= 円弧状）によってまさ

にそれら（= 反対側の二指）が置かれるべきであり、まさにそれら［両無名指と両頭

指の四指］が置かれるべき場所においてある、［これが］反対側の［指の］背面に

よって曲がった状態である
25
。中指は針［のように尖らせる］、同様に小指と大指

も［針のように尖らせる］。金剛網の印である
26
。マントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、最勝なる金剛の住処よ、ムフ、

フーン、パット。〈mantra 14〉

‹20. 【金剛火】（Vajrajvålå）

次に［行者は］金剛火をその印（= 金剛火印）によって外側に布置すべし。［施］

無畏［印にした右手］の上に左［手］を指が合わさった状態にして、右［回り］に

動かすべし
27
。金剛火［印］である。マントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、金剛火よ、フーン
28
、パット。

〈mantra 15〉

‹21. 【結界】（S¥måbandhan¥）

次に［行者は］界を結ぶべし。右手の［金剛］拳をもって頭指を伸ばして、右［回

り］に動かすべし
29
。無限という名の結界である。それ（= 結界）のマントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、大いなる結界よ、結べ、結べ、

金剛女よ、持金剛女よ、フーン、パット。〈mantra 16〉

‹22. 【献閼伽】（Offering Argha）

次に、このように守護の［勤行］区分
30

を行った彼（= 行者）は自らの場所に住

する仏・菩薩たちだけのために如来生印と共に閼伽を準備すべし。すると、彼ら（=

仏・菩薩たち）は［行者を］護念する。そして、最勝なる悉地を与える者たちとなる。

握り拳の状態を両小指より開いたものが如来生の印である
31
。マントラは、

一切の仏・菩薩たちに帰命する。アーハ、無染にして勇猛なる輝きを持つ

女よ、無垢女よ、スヴァーハー。〈mantra 17〉

‹23. 【五供養】（Pañcap∑jå）

次に［行者は、結界の］外側にいる塗香女を始めとする奉仕女たちを生ずる場合、

不動金剛の印
32

によって浄化し、塗香を始めとするものたちに各自のマントラをも

って八遍唱え、供養をすべし。この場合の塗香のマントラは、

三世を体現する一切如来に帰命する。比類なき最上の香りを有する女よ、

世に尊き女 よ、この虚空に広がれ。大いに繁栄する女よ、あらゆる目的を

成就する女よ、スヴァーハー。〈mantra 18〉

華のマントラは、

三世を体現する一切如来に帰命する。拈［華］せよ、拈［華］せよ、大

いなる華を持つ女よ、スヴァーハー。〈mantra 19〉

焼香のマントラは、

三世を体現する一切如来に帰命する。最勝なる女よ、最勝なる炎女よ、煙［を

発する］炎女よ、スヴァーハー。〈mantra 20〉

灯明のマントラは、

三世を体現する一切如来に帰命する。輝かしい女よ
33
、輝かしい女よ、灯

明のきらめく炎女よ、スヴァーハー。〈mantra 21〉

飲食のマントラは、
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三世を体現する一切如来に帰命する。アララ、パララ、カララ、供物を与

える女よ
34
、供物を与えよ、大いなる供物女よ、スヴァーハー。〈mantra 

22〉

‹24. 【実体の供養】（P∑jå on reality）

次に［行者は］十方世間界に存在する種々なる供養の支分らをこのように奉献

すべし。礼拝合掌を結びつつ、「自分本位ではなく固執しないものたちは十方世間

界における特別な供養の支分であり
35
、乾生のものたちは宝山や如意樹などであり、

水生のものたちは海の宝などや金の蓮などであり、そして、その他であるところの

一切世間界における天と人たちは一切の色・声・香・味・触などであり、それら全

てを私は仏・菩薩たちに奉献す」と唱えるべし。

‹25. 【観想上の供養】（P∑jå on imaginary）

また［行者は］観想上の供養の雲たちをこのように発出すべし。尖端を窄めた

礼拝合掌の形である円満印を結びつつ、このように述べるべし。「一切の仏・菩薩

の加持力と、誓願の福徳力と、明呪マントラの力によって
36
、一切の仏・菩薩の衆

会において最上にして最高のものたちがある。普賢菩薩の諸々の行によって抽出さ

れた大いなる供養の雲たちは拡大せよ」と考えつつ、これらの供養と加持に関する

女である大明呪の女王を八遍唱えるべし。

一切の仏・菩薩たちに帰命する。あらゆる方法で現れる女よ、 凍て付く虚

空の全面に拡がれ、スヴァーハー。〈mantra 23〉

‹26.【讃嘆・廻向】（Sa∆g¥ti, Pari∫åma）

‹26-1. 【讃嘆】（Sa∆g¥ti）

次に［行者は］「一切の仏・菩薩たちの種々なる徳と種姓を讃嘆する雲海と、法

を讃嘆する雲海と、一切世間界を清浄にするものたちはあらゆる場所に発出せよ」

と考えつつ、これらの称讃と讃嘆の雲の出生に関する女である明呪の女王を八遍唱

えるべし。

一切の仏・菩薩たちに帰命する。あらゆる場所において、華開いた神通力

を堆積する女よ、汝に帰命する、スヴァーハー。〈mantra 24〉
37

次に［行者は］「一切世間界の諸々の海において、あらゆる時に、一切衆生の己

身と等しいものたちである一切の仏・菩薩の変化した雲たちは一切を把握するため

に出現し、一切の世間と出世間を円満するまで一切衆生たちのあらゆる苦を鎮めよ、

清らかな普賢の身体などを獲得せよ」と考えつつ、この明呪の大王を八遍唱える

べし。

一切の仏・菩薩たちに帰命する。汝に帰命する。大金剛よ、一切衆生の

利益をなす者よ、立て、あらゆる時に、一切のあらゆる法を加持しつつ、

スヴァーハー。〈mantra 25〉
‹26-2. 【廻向】（Pari∫åma）

そして、この供養などのあらゆることはマントラなどの力によって偽りなきもの

になると信ぜられるべきものである。そして、［行者は］この善根を無上正等覚に

次のように廻向すべし。

「仏・菩薩たちがこの善根を廻向することをお許しになるように、そのように私

は廻向する。すなわち、私はこの普賢行の福徳をもって菩提を現等覚しつつ、一切

衆生たちもまた清らかな普賢行に留まらせる」と。

註
1 この『秘密法』は、古来『大日経』息障品の疏と『念誦法』に基づく偽経とされる。

詳細は資延 2000 pp. 43-44 参照。しかし、マントラなどにおいて『念誦法』とは明

らかな相違点が見受けられるため、適宜比較に使用する。
2 初期密教の印が経典本文において説かれず、関連文献の間でのみ一致することは田

中 2020 p. （12） において言及されている。
3 この他にも聖典である TRT においては敢えて記述されなかった印やマントラが儀軌

類において文字化されたという可能性も考えられる。
4 先行研究が示す不動讃の典拠およびその梵文還元や和訳については横山 2022b の中

—153— —152—



『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳 (2)（横山）

（130） （131）

で一々を取り上げて比較している。
5 本年度 12 月の豊山教学振興会第 50 回教学大会において当該内容の発表をおこなっ

た。
6 前稿では「百字真言」としたが、「如来心呪／百字心呪」と改めた。その理由は、こ

の心呪が当初は主に如来心呪と呼ばれており、後に百文字に整形されてから当文

献のように百字心呪と呼ばれるようになった経緯があるためである。酒井 1983 pp. 

239-240 参照。
7 前稿では「入我我入」としたが、より適切な訳語である「己身奉献」に改めた。
8 前稿では同項目（‹14【守護尊たちの布置】）に説かれるマントラについて、『念誦

法』『秘密法』の対応箇所を示していなかった。そこでこの場を借りて改めて提示

したい。なお、両漢訳文献には以降のいくつかのマントラと同様に冒頭の nama˙ 

samantavajrå∫åµ に対応する語が無く、さらに『念誦法』では oµ の直後の haµ

に対応する語も無いという特徴を有している（横山 2022a 3-1 後半部分参照）。また、

末尾の pha† の前には rak≈å haµ という語が入っていた可能性が考えられる。以下

が各文献における当該のマントラである。

nama˙ samantavajrå∫åµ oµ haµ h∑µ spha†yåmahe（/ spha†yåsahe） h∑µ 

pha†. 〈mantra 9〉

『念誦法』大正蔵 21 巻 8a21-22: 唵吽娑二合吒野娑呬吽洛乞叉二合𤚥泮吒。

『秘密法』大正蔵 21 巻 17b14-15: 唵唅吽塞頗吒耶薩醯吽羅迦沙二合唅泮吒輕呼半音。
9 長文となる Skt と Tib の対照を容易にするために、「‹26 讃嘆・廻向」の中身を、「‹26-1

讃嘆」と「‹26-2 廻向」に分けた。
10 前稿では「一切仏菩薩の加持」としたが、「誦呪」と改めた。その理由は、当該箇所

の主な内容は TRT 第一章の章題（如来心呪章）にもなっている如来心呪ないしそ

の代わりとして用いられる五字心呪を誦すことにあると考えを改めたためである。
11 前稿では「日常法則」としたが、「諸勤行」に改めた。その理由は、日常法則となる

内容は起床時 （‹5 内） より既に示されており、より広い範囲が日常法則に該当する

と考えを改めたためである。そこで当該箇所の概要を「諸勤行」と改めた上で、Skt

と Tib の対照を容易にするために「‹30-1 読経」「‹30-2 食事」「‹30-3 午後」「‹30-4 夜」

「‹30-5 徴候の顕現」に分けた。
12 TibA および TibB において、無能勝金剛女に対応する語（rdo rje mi thub pa / mi 

thub pa rdo rje）は共に具格ではなく属格の助辞が付いており、女性形を表す助辞

は付いていない。そのため Tib ではこの部分を「無能勝である金剛の甲冑」と読む

可能性がある。
13 TibA では「二小指と二大指 mthe’u chung gnyis dang mthe bong gnyis」となって

おり、両手で結ぶ印であることが指示されている。ただし、Skt および TibB からは

両手で結ぶ印である確証を得られないため詳細は不明である。
14 この場合、根とは第三関節、中とは第一関節と第二関節を含む指の根から先端まで

の中間部分を指すと考えられる。
15 『念誦法』では、頭指と無名指を屈して掌中に入れ、大指・小指・中指を搩開き立て

て三鈷金剛杵の如くにするとある（『念誦法』大正 21 巻 8a5-7: 次結被甲印。先合掌

各屈頭指無名指入掌中。即搩開竪大小中指。等如三股金剛杵。是名無能勝金剛甲）。

TRS は印に関する記述が乏しいため詳細不明であるが、この手順を片手で結ぶので

あれば小三鈷印の一種になると考えられる。あるいは両手を合わせて結ぶのである

ならば、小指と大指の先端を付けて作った輪で両手を鎖のように繫ぎ、他の三指同

士を合わせ立てるものと考えられる。いずれにせよ『念誦法』が示す印ともだいぶ

異なるため、この問題については今後の研究課題としたい。
16 TibB では「他者によって無能勝の（= 破壊されない）印 gzhan gyis mi thub pa’i 

phyag rgya」となっている
17 utsa∆ga- は腰部や臀部の辺りを指す語であるが、ここでは法界定印を結ぶ時と同じ

く臍下あたりの位置で印を結ぶことが想定される。なお TibA には utsa∆ga- に対応

する訳語が見あたらない。
18 『念誦法』において、金剛坐印は両手を平らに伸ばして広げ、掌を仰向けにし、右

手によって左手を押すものである （『念誦法』大正 21 巻 8a24-25: 其印平舒兩手。

仰掌向上。以右手押左手）。このように印を結ぶ位置については言及されていないが、

その内容から TRS とほぼ同じ印であると推測される。
19 TibA では「金剛マンダラ印 rdo rje’i dkyil ’khor gyi phyag rgya」となっている。
20 「中間にある関節」は、第二関節を指す可能性が考えられる。そうであるならば二頭

指と二無名指は地面から伸びる柱の形に見える。
21 このマントラは ‹19 金剛網とほぼ同じものである。なお本稿の「3. 護身法・結界法、

五供養に関する相違点について」で述べたように『念誦法』『秘密法』には金剛祠
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は説かれない。ひとつの可能性として、TRS において新たに金剛祠が追加され、そ

こに金剛網のマントラが援用されたことが考えられる。
22 t˚t¥yaparva- は直訳すれば第三関節となるが、ここでは現代における第一関節を指

すと考えて訳を変更した。詳細については不明であり、今後の研究課題としたい。
23 『念誦法』において、金剛牆印は両手を寄せて、二小指の側面を支え合わせ立てて、

二無名指の中節を屈して掌の中に入れて、二頭指を曲げて、鈎のような形にして中

指の側面に付けて、二大指を屈して頭指の第三関節を押し、印を頂上で右に三転す

るものである（『念誦法』大正 21巻 8b13-16: 先結牆界。其印側二手。竪二小指側相拄。

屈二無名指中節（本文は「指」だが大正蔵の注 39 により校訂）入掌中。曲二頭指。

於中指側如鈎。二大指屈押頭指下節。以印頂上右三轉）。 
24 後文の内容からすると、左手の無名指と頭指の背面と、右手の無名指と頭指の腹面

が押し合って円弧状に曲がった状態であるように思われるが、詳細は不明である。
25 「すなわち……」以下の部分（Skt 該当箇所: iti, anåmikåtarjanyor ... 

vipar¥tap˚≈†habhagnaµ）は Tib に確認できない。Tib において誤脱した可能性も考

えられるが、前文に対する説明的な内容が唐突に出てくることからすると、後代の

ある時期に Skt の割り注が混入したものである可能性が高いと考える。
26 『念誦法』において、金剛網印は合掌して二頭指と二無名指を屈して［掌の］内側

で互いを交えて右が左を押し、二大指と二中指と二小指の各頭を支えて搩開いたも

のである（『念誦法』大正 21 巻 8b20-22: 先合掌屈二頭指二無名指。内相叉右押左。

二大指二中指二小指。各頭拄搩開即成。以印於頂上右轉）。
27 『念誦法』において、金剛火焔界印は両手を相背けて、十指を互いに交えて火焰の

如くにしたものである（『念誦法』大正 21 巻 8b28-29: 其印二手相背。十指相叉如

火焔）。
28 TibA には「金剛火よ、フーン」に対応する語が抜けている。
29 『念誦法』において、結界の印は右手の中指以下の三指をもって大指を握って拳とし、

頭指をまっすぐに立てる。この印を右に転じると結界、左に転じると解界となる （『念

誦法』大正 21 巻 7c11-8a1: 即以右手中已下三指。握大指爲拳。直竪頭指。以印右

轉即成結界。左轉成解界）。TRS が示す印とほぼ同じ形である。
30 parikara- （TibA: yan lag, TibB srung ba） には従者などの意味もあるが、この後

に供養などの全ての勤行項目を終えた ‹30-5 では k˚tarak≈åp∑jådiparikara- となる。

そのためここでは勤行の区分を指す語と考えた。ただしその区分の具体的な範囲は

不明である。内容的には ‹14 以降が守護、‹23 以降が供養の勤行区分を指す可能性

が考えられる。
31 日本に伝わる献閼伽時の印（持花印）を参考にするならば、小指より中指まで開く

印の可能性が考えられる。ただし実際の形は現状不明のため今後検証が必要である。

『念誦法』において、如来所生印は左右の指を仰向けにし、内側で互いを交えて拳

とし、二小指を離し立てる （『念誦法』大正 21 巻 8a29-b2: 其印仰左右手指。内相

叉結爲拳。散竪二小指）。
32 おそらく ‹7 に説かれた印と同じものを指すと考えられる。
33 校訂本は ålante、諸写本は alante だが、どちらも意味が通じない。おそらく、Skt

写本の段階で jvalante の jv が脱落した可能性が高いと考えて校訂した。
34 TibB では直後に zhing が入っており、balide を女性形・呼格ではなく処格絶対節

でとった可能性がある。またその直後には bdag gyis という語句が入っており、翻

訳のもととなった Skt からして異なっていた可能性がある。
35 この一文については意味がよく分からない。詳細は今後の研究課題としたい。
36 『大日経』の三力偈に近い内容であるが、若干の相違が見られる。なお TRT にはこ

の他にも類似した内容が複数の箇所で説かれているため、今後の研究の中でそれら

と『大日経』三力偈との関係を整理したい。
37 真言宗各派で古来唱えられてきた不動讃に相当する文章である。本稿の冒頭で述べ

た通り、TRS および『念誦法』の本経である TRT にも計 5 箇所に不動讃に相当す

る内容が説示されるが、いずれも不動讃に完全に合致するものではない。不動讃の

原文に関する考察は横山 2022b 参照。なお、ここまでのマントラは女性形の呼格が

含まれるため、ここでは råßiを råß¥- の単数・呼格でとった。ただし、この箇所は

引き続き検討を要する。
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『宝楼閣経』「マンダラ儀則」
̶ 梵蔵漢対照テキスト ̶

大塚恵俊

はじめに
本論文は，『宝楼閣経』所説のマンダラ儀則*1を取り上げて，現存するサンスクリッ

ト語，チベット語訳，漢訳の諸資料の対照研究にもとづく，試験的なサンスクリット
語校訂テキストならびにチベット語訳校訂テキストの提示を目的とするものである*2．
本経はこれまで多くの先学によって研究対象とされてきたが*3，一次資料となるサン
スクリット語資料が断簡写本であること，そして，当該テキストが文法および統語論
上で解決困難な問題を抱えていることなどの理由により，本経の校訂テキストの整定
を始めとする基礎研究*4が未だ確立されていない．
そこで，本論文では，インド密教における儀礼実践の展開を知る上で重要な位置に

ある，本経所説のマンダラ儀則を取り上げて，サンスクリット語資料，チベット語訳
資料，ならびに漢訳資料を対照させた基礎研究の成果を報告することにしたい．また，
近年，チベット語訳資料を用いる研究環境を劇的に進展させた rKTs (The Resources

*1 サンスクリット語テキスト，ならびにチベット語訳では第 3章に相当し，漢訳諸本 (菩提流志訳・不
空訳)では第 7章に相当する．なお，本経類本の対応関係は，名取 2017表 1においいて整理されて
いる．

*2 今回提示する試験的な校訂テキストにもとづく訳註研究も並行して進めており，別の機会にその成
果を報告する所存である．

*3 本経に関する主な先行研究は，名取 2017によって手際よくまとめられているため，本論文で扱う
マンダラ儀則を研究対象とした近年の主な先行研究のみ，以下に簡潔に言及しておく．まず，当該
マンダラ儀則を扱う文献学的研究として，福田 1990，高田 2000,大塚伸夫 2013, pp.665‒723(特に
pp.686‒689)があげられる．福田 1990は，当該マンダラ儀則を扱う先駆的研究である．高田 2000は
当該マンダラ儀則の詳細な部分訳を報告しており，本論文を作成する上で大いに参考にさせていた
だいた．大塚伸夫 2013は当該マンダラ儀則の概要を示すだけでなく，本経全体を通じた視点からマ
ンダラ儀則の位置づけを考察している．また，図像学の研究領域において，田中 2002および 2010,
pp.44‒48が，当該マンダラ儀則にもとづいて作成された宝楼閣マンダラを取り上げている．前者で
主に扱われているのは，本経所説のパタの作例 (ハラホト出土)であるものの，本経所説のマンダラ
との比較もなされている．後者では，本経所説のマンダラが礼拝用の仏画との分化を示すものと言
及し，マンダラの成立と展開を探る上で重要な位置にあることを報告している．

*4 後述するように (Cf. 本論文 1.2.1)，TrM による，ギルギットから発見されたサンスクリット語断簡
写本の転写テキストの報告に留まっている．
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for Kanjur & Tanjur Studies)による恩恵を受けて*5，これまでほとんど知られていな
かったムスタン (ラダック)系ヘーミス写本*6に基づく，試験的チベット語訳校訂テキ
ストも併せて報告し，従来の研究成果に新たな視点を加えることを目標としたい．

1. 『宝楼閣経』「マンダラ儀則」について
1.1 構成と概要

まず，本節では，筆者による現段階での内容理解に基づき，本論文において取り上
げる『宝楼閣経』「マンダラ儀則」の構成と概要を示しておきたい。

§1. 土地の選定・マンダラ造立のための準備規定
§2. マンダラ内院に関する規定
§3. マンダラ外院に関する規定
§4. アビシェーカに関する規定
(§5. コロフォン)

当該マンダラ儀則は体系的に整備されておらず，後代の儀礼文献のように各規定の
分節が明確ではない．そこで，当該儀則に説示される規定の全体を見通し，上記のよ
うに区分することにした．
まず，当該マンダラ儀則は，簡素ながらも，マンダラ造立に関する一連の規定を示

す儀則 (§1‒§3)とアビシェーカの儀則 (§4)とに分けることができる．前者は冒頭か
ら見て全体の四分の三程度の分量に相当し，後者は残りの四分の一程度の分量に相当
する．
そして，前者は，内容的に 3つに区分することが可能である．まず，マンダラ造立

のための土地を選定する規定*7に始まり，マンダラを描く際の色粉の規定，マンダラ

*5 本論文を作成するにあたり，ウィーン大学のチベット語写本プロジェクト TMPV (The Tibetan
Manuscripts Project Vienna)が作成したデータベース rKTs (https://www.istb.univie.ac.at/
kanjur/rktsneu/sub/index.php)から多大なる恩恵を受けた．コロナ禍において，従来閲覧困難
だったカンギュル諸資料の校合作業を遂行できたのも偏に上記のプロジェクトのおかげである．関
係各位に対し，ここに深甚なる謝意を表したい．なお，当プロジェクトによって公開されているデ
ータベースは，宮崎 2019を通じて知り得た情報であり，当該手引き書には，現在参照可能なチベッ
ト大蔵経カンギュルのデータベースとそれに関する諸情報が網羅的に整理されている．

*6 後述するように (Cf. 本論文 1.2.2)，その存在が知られて間もないヘーミス写本に関する情報は乏し
く，いわゆる二大系統として知られるツェルパ系やテンパンマ系との関係も不明である．そこで本
論文では，rKTsに倣い，「ムスタン (ラダック)系ヘーミス写本」という呼称を使用している．

*7 詳細は当該儀則において言及されていないが，後代のマンダラ儀則における Bhūmiparīkṣāと称され
るような手続きが含意されていると考えられる．実際，本経と成立年代の近い初期インド密教経典
『蘇婆呼童子請問経』には，マンダラを造立するのにふさわしい場所として，牛舎，1本の木の生え
ているところ，神廟，四辻，空き家，森林が列挙されていることから (Cf. 大塚恵俊 2021, p.400)，6

を造立する土地の浄化に関する規定，二重構造をとるマンダラの内院と外院の大きさ
の規定などが示される (以上 §1)．
次に，マンダラ内院に関する規定が示される．まず，マンダラ内院の中心部に作ら
れる七宝宮殿とマンダラの主尊周辺に描かれるものの規定が示され，その後，マンダ
ラ内院に配される諸尊 (金剛手菩薩・摩尼金剛菩薩・四大王・吉祥天女・シャンキニ
ー・金剛女使)の尊容を始めとして，各尊格を供養するための規定が付随して示され
る (以上 §2)．
さらに，マンダラ外院に関する規定が示されるが，具体的には，外院四門に配され
る諸尊 (ハーリーティー・シヴァ神・プシュパダンティー・ビーマー)の尊容，結界，
種々の供養やバリに関する規定などが示される (以上 §3)．
最後に，当該儀則に基づいて建立されたマンダラにおいて実践されるアビシェーカ
儀礼*8の規定が示された後，儀礼対象者にもたらされる種々の殊勝な悉地や徳性が明
かされて，当該儀則は終わる (以上 §4)．なお，管見の限り，当該儀則に確認できる
abhi-√sicに由来する語は，現在サンスクリット語で確認できるインド密教文献の中
で最初期の用例と考えられ，インド密教におけるアビシェーカ儀礼の形成と展開の様
相を知る上で有益な情報を与えてくれる．

1.2 資料
1.2.1サンスクリット語資料
Ms Gilgit Buddhist Manuscripts: revised and enlarged compact facsimile

edition. vol.1 (Bibliotheca Indo-Buddhica Series no.150), Delhi: Sri Satguru
Publications, 1995. (第 3 章「マンダラ儀則」対応箇所: 1724(fol.53r)1‒
1726(fol.54r)5)

TrM 松村恒 (Matsumura, Hisashi)「ギルギット所伝の密教図像文献」『密教図
像』vol.2, pp.71‒79, 1983.

本経を扱う上で一次資料となる写本Msは，いわゆる Gilgit / Bāmiyan type I (丸形
グプタ文字) で書写されており，その詳細はすでに TrM において報告されている*9．
TrM は，上記Msにもとづく梵文転写テキストを意図したものであるが，明らかな誤
写や欠落文字が想定される箇所については，著者による訂正案を示している．また，
随所に文法および統語論上で解決困難な箇所があることも指摘している．

世紀頃に成立したマンダラ儀則においても，簡素ながら，マンダラを造立するのにふさわしい土地
を選定する規定があったと考えられる．

*8 本経所説のアビシェーカ儀礼については，大塚恵俊 2021においても考察している．
*9 Msを含めたギルギット写本全般に関する詳細は，工藤 2019において網羅的に整理されている．

—213— —212—



『宝楼閣経』「マンダラ儀則」（大塚）

（70） （71）

1.2.2チベット語訳資料*10

CI チョーネ版 No.141: rgyud, vol.da 318r6‒344r8. (第 3 章「マンダラ儀則」
欠落)

CII チョーネ版 No.515: rgyud, vol.’a 146r8‒171v. (第 3 章「マンダラ儀則」
165r8‒166v5)

DI デルゲ版 No.506: rgyud, vol.da 286v1-309r6. (第 3 章「マンダラ儀則」
304r1‒305r3)

DII デルゲ版No.885: gzuṅs, vol.e 135v3-159v1. (第 3章「マンダラ儀則」153v6‒
155r2)

Hi ヘーミス写本 (2) No.47c.25: mdo, vol.ka 273r3-307r5. (第 3章「マンダラ
儀則」298r4‒300v1)

JI ジャンサタン (リタン) 版 No.478: rgyud ’bum, vol.da 283v2-303r7. (第 3
章「マンダラ儀則」欠落)

JII ジャンサタン (リタン) 版 No.803: rgyud ’bum, vol.’a 134v1-159v2. (第 3
章「マンダラ儀則」153v1‒154v6)

N ナルタン版 No.456: rgyud, vol.da 1v1-40r6. (第 3章「マンダラ儀則」31r4‒
33r3)

PI 北京 (大谷大学所蔵)版 No.138: rgyud, vol.da 265r5-286v6. (第 3章「マン
ダラ儀則」欠落)

PII 北京 (大谷大学所蔵)版 No.510: rgyud, vol.’a 133r8-158v1. (第 3章「マン
ダラ儀則」152r7‒153v4)

S トク・パレス写本 No.468: rgyud, vol.tha 429v5-464r6. (第 3章「マンダラ
儀則」455v3‒457v2)

*10 ここに提示するチベット大蔵経カンギュル諸本の情報は，rKTs (Cf. 本論文註 5)を利用させて頂い
た．また，本論文で使用する諸本の略号も，一部を除き，rKTsにしたがった．また，本経のチベッ
ト語訳資料を調査している過程で，本経の敦煌出土チベット語訳写本 (『甘�藏敦煌藏文文献叙�』
Db.t. 0309: ff. ka‒ca. )の存在を知り得た．2017年より順次刊行されている『甘粛蔵敦煌蔵文文献』
(甘粛省文物局・敦煌研究院編纂．上海古籍出版)には，スタインおよびペリオのコレクションには
含まれず，甘粛省各地の博物館に所蔵されていた文献群の各写本画像が収録されており，本経のチ
ベット語訳写本の画像 (全 5葉)は，vol.3, pp.367‒371に掲載されている (ただし，大幅に縮小され
た画像であり，そのままでは判読困難な箇所が多い)．地理的な観点，また仏教伝播の歴史的な観点
からしても，本経のサンスクリット語ギルギット写本とチベット語訳敦煌写本の関係は密接である
ことが予想されるため，現在，当該チベット語訳写本の精査を進めている．その詳細がわかり次第，
その内容を報告する機会を持つことにしたい．なお，上記の情報は，牛黎濤氏 (大正大学)を介して，
敦煌研究院ならびに敦煌市博物館を訪れた際に知り得た情報である．貴重な情報を得る機会を与え
て頂いた牛黎濤氏に対して，記して謝意を表したい．

Z シェイ・パレス写本 No.481: rgyud, vol.tha 376v4-408r7. (第 3章「マンダ
ラ儀則」400r8‒402r3)

本経がチベット仏教前伝期において翻訳されていたことは，9 世紀前半頃に編纂
された『パンタンマ目録』および『デンカルマ目録』を通じて知られる*11．訳者は，
Vidyākaraprabha, dPal brtsegs, dPal gyi lhun poであり*12，いずれも前伝期の仏典翻訳
事業を担った中心的人物として知られる*13．
本論文では，『宝楼閣経』「マンダラ儀則」の試験的チベット語訳校訂テキストを作
成するにあたり，上記に掲げる諸資料を用いた．それらのうち，ツェルパ系*14に位置
づけられる CI，JI，PIには，第 3章「マンダラ儀則」を含めた欠落箇所があるが，CII，
JII，PIIは，完全な形で本経を収載している．こうした事情より，改めて C，J，Pが同
一系統に属することを再確認できるだろう．ただし，本論文で扱う「マンダラ儀則」
に限定すれば，ツェルパ系とテンパンマ系，さらには両系統を校合して編集されたと
考えられる版との三者間において，重要な異読はほとんど見当たらず*15，その多くが
助辞や動詞の形などの単純な相違による異読である．
このような状況下，ひときわ異彩を放つのが Hiである．近年，ウィーン大学のチベ
ット語写本プロジェクト (TMPV: Tibetan Manuscripts Project Vienna)により，ラダ
ックに伝存されていた写本カンギュルの中からその存在が見いだされた Hiであるが，

*11 『パンタンマ目録』については，Kawagoe 2005, No.303(’Phags pa nor bu chen po rgyas pa’i gźal
med khaṅ rab tu gnas pa gsaṅ ba dam pa’i gzuṅs kyi cho ga źib mo)，『デンカルマ目録』については，
Yoshimura 1950; Herrmann-Pfanndt 2008, No.335(’Phags pa nor bu rgyas pa’i gźal med khaṅ śin
tu gnas pa dam pa’i cho ga źib mo rgyal po’i gzuṅs)を参照．また，両目録の編纂事情については，西
沢 2018を参照．

*12 Cf. DI 309r5‒6: rgya gar gyi mkhan po bi dyā ka ra(DI; ga rbha DII; ga rba PI; ga rbha PII) pra bha
daṅ | lo tstsha ba ba nde dpal gyi lhun pos bsgyur źiṅ | slad nas rgya gar gyi mkhan po bi dyā ka ra pra
bha daṅ | źu chen gyi lo tstsha ba ba nde dpal brtsegs kyis źus te gtan la phab pa || || (インド人親教師
Vidyākaraprabhaと，翻訳官にして仏教僧である dPal gyi lhun poが翻訳し終えて，後に，インド人
親教師 Vidyākaraprabhaと大校閲翻訳官にして仏教僧である dPal brtsegsが校閲して確定した)．な
お，原田 2017 p.(106)は，この奥書に繰り返し記載されている「インド人親教師 Vidyākaraprabha」
について，二度目の記述に関しては後代の付加である可能性を指摘している．

*13 詳細は，川越 2005 pp.124‒126，原田 2017などを参照．
*14 チベット大蔵経カンギュルにおける二大系統に関しては Eimer 1992などを参照．
*15 数少ない重要な異読の一例として，以下の箇所があげられる．後掲テキスト §1: 1.4に phyi’i dkyil

’khor ni khru bźi pa grwa’i raṅ bźin daṅ ldan pa’o ||という一文があるが，下線部について，ツェルパ
系として知られる CIIJIIPIIに DIIを加えた諸本が khru bźi pa(4ハスタ)という読みを示す (したがっ
て当該箇所はツェルパ系の読みを採っている)のに対し，テンパンマ系として知られる NSZに DI

を加えた諸本は grwa bźi pa(四角形)という読みを示している．当該箇所の文脈，そして対応する漢
訳の読み (其大壇四肘【菩】;其壇四肘四門【不】)を考慮して，ツェルパ系の読みの方が妥当と判断
したが，DIと DIIとで異なる読みを示している点は非常に興味深い．
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Hiに関する研究は始まったばかりであり，現段階で知られる情報はわずかである*16．
筆者は，rKTsを通じて，Hiが本経を伝えていることを知り得たため，主要なチベッ
ト語訳カンギュル諸本との校合作業を進めたところ，本経「マンダラ儀則」を精読す
る上で，Hiが重要な読みを有していることがわかった．すなわち，後掲する Hiテキ
ストの脚註 (校勘欄)において示すように，Hiには，何らかの混乱が疑われる箇所や
誤写と思われる錯誤が散見されるものの，上記チベット語訳諸本には見られない独
自の読みを随所に確認でき，さらにその読みは，Hiを除くチベット語訳諸本よりも，
Sktならびに漢訳とも近い読みを有していることが明らかになった．そこで，以下に
その特徴が顕著である箇所について，説示される順序にしたがって言及しておきたい．
まず，当該マンダラ儀則冒頭部 (後掲テキスト §1: 1.6‒12ならびに §2: 2.25‒31)で
ある．Hiを除くチベット語訳諸本は，マンダラ造立に関する規定を散文体で箇条書き
するように示しているが，Hiは，逸脱した形であるものの，当該箇所が偈頌で示され
ていたことを示唆するように訳出している．
第二に，ヴェーディカーに関する規定を示す，儀則中の位置である．Hiを除くチ
ベット語訳諸本は，§2: 2.3‒4 において，dkyil ’khor gyi sñiṅ po la kun nas kha khyer
daṅ ldan par bya’o (内のマンダラの周囲にはヴェーディカーがある)と示しているの
に対し，Hiは，§2: 2.35において，sñiṅ po’i dkyil ’khor du kun nas khru gaṅ pa’i tshod
bya’o || (内のマンダラの周囲に 1ハスタの幅 [のヴェーディカー]をめぐらす)と示し
ている．前者は，マンダラ内院の中心部に描かれる七宝楼閣とその周囲に描かれるも
のに関する規定の直後に述べられている．一方，後者は，マンダラ内院に配される，
金剛手菩薩，摩尼金剛菩薩，そしてその四隅に配される四大王の尊容に関する規定の
後に述べられている．対応する漢訳のヴェーディカーに関する規定 (其小壇中畫七珍
階道【菩】;其小壇中畫七寶界道【不】)は，後者 Hiと同様に，マンダラ内院の四隅
に配される四大王の尊容に関する規定の後に述べられていることから，Hiと漢訳は
非常に近い読みを有しているといえる．さらに，当該儀則全体を俯瞰してみると，マ
ンダラの構造に関する規定，そしてマンダラに配される尊格や各尊に対する供物に関
する規定を，マンダラの中心部から外側へ向かって順番にまとめて説示していること
がわかる．このような説示の流れを考慮すると，マンダラ内院を囲むように設置され
るヴェーディカーに関する規定は，マンダラ内院に配される諸尊に関する規定を述べ
た後に示されるべきであろう．したがって，Hiを除くチベット語訳諸本における，ヴ
ェーディカーに関する規定を示す位置は不自然であり，Hiと漢訳の読みの方が，当該

*16 rKTs (https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/sub/index.php) ならびに宮崎
2019 p.234, (4)ムスタン (ラダック系)の項目を参照．

儀則の規定を示す流れに合致しているといえよう．
第三に，§2から §3へと移る際の記述である．Hiを除くチベット語訳諸本は，§2
末尾 (§2: 2.23‒24)において dkyil ’khor gyi sñiṅ po’i bya ba’o || ([以上が]内のマンダ
ラに関する事業である)と示し，直後の §3 冒頭 (§3: 3.5) において phyi rol gyi dkyil
’khor ni sgo bźi rnam par ’byes śiṅ ... (外のマンダラには四門が配置され...) と示して
いる．一方，Hiは，§2末尾 (§2: 2.49‒50)において gtor ma yaṅ so sor dbul bar bya’o ||
(バリもまた各々に与えるべし)と示し，直後の §3冒頭 (§3: 3.15)において sñiṅ po’i
dkyil ’khor gyi ’khor yug gi phyi rim la sgo bźi byin du rnam par phye źiṅ |*17 (内のマン
ダラの領域の外に，四門が設置される部分を割り当てて...) と示している．前者の読
みは，当該箇所を境として，説示内容がマンダラ内院に関する規定からマンダラ外院
に関する規定へ転換されることを示していると考えられるが，後者は，前者の読みの
ように，マンダラ内院に関する規定からマンダラ外院に関する規定への転換を明確に
していない．なお，対応する漢訳には，マンダラ内院に関する規定からマンダラ外院
に関する規定への転換を示唆するような記述を確認できないため，この点において Hi
と漢訳の読みは近い関係にある．そもそも当該儀則は，全体を通じて，各規定の分節
を明示していないことを考慮すると，Hiを除くチベット語訳諸本の読みのように，分
節を示唆する記述が当該箇所のみに現れるのは不自然であり，分節を明示していない
Hiおよび漢訳の読みの方が，インド密教黎明期における未整備のマンダラ儀則の体
裁を保持しているように思われる．
最後に，§3後半部 (後掲 Hiテキスト §3: 3.23‒33)に注目したい．当該箇所は，香

料やバリに関する詳細な規定を列挙しており，Hiと Sktとの関係を考察する上で重
要である．まず，Hiを除くチベット語訳諸本は，当該箇所をまとまった形で欠いて
いるため，そこには香料やバリに関する具体的な規定を一切確認できない．一方，Hi
は，種々の香料やバリとして捧げられる品目の固有名詞を列挙しており，その読みは，
Sktおよび漢訳両本ともほぼ逐語的に対応している．したがって，Hi，Skt，漢訳両本
の読みが近似していることがわかり，また同時に，当該箇所にはチベット語訳諸本と
Hiとの相違が鮮明に現れているといえる．
以上より，Hiは，チベット語訳諸本の中で独自の読みを保持しており，その読み

は，Sktおよび漢訳両本とも近似しているといえる．ただし，この考察内容は，本経
所説のマンダラ儀則に限定される．今後は本経全体にわたる Hiの読みを精査した上
で，Hiの性格を考察すべきであろうが，ひとまず現段階では，Hiにおける特異な読

*17 当該箇所の Hiの読みには何らかの混乱があったと思われる．詳細は Hiテキスト当該箇所の脚註 (校
勘欄)を参照．
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みを部分的に指摘するまでにとどめておきたい．

1.2.3漢訳資料

【失】 『牟梨曼陀羅呪経』梁代失訳．大正蔵 No.1007, vol.19, p.657c10‒p.668b18 (
「マンダラ儀則」対応箇所 p.667a25‒p.668b18).

【菩】 『大寶樓閣善住祕密陀羅尼經』菩提流志訳．大正蔵 No.1006, vol.19, p.636b4‒
p.657c7 (高麗本「結壇場法品第七」p.643b27‒p.644a25).

【不】 『大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經』不空訳．大正蔵 No.1005A, vol.19,
p.619b16‒p.634b6 (「建立曼荼羅品第七」p.627b21‒p.628a28)

先行研究において言及されているように*18，【失】には，【菩】【不】に見られるよ
うな章立てを確認できず，また乱脱や誤謬が多く見られ，そのような性格は当該マン
ダラ儀則においても例外なく当てはまる．そこで本論文では，各類本の精読を進める
上で【失】が重要な読みを示している場合に限り，その読みを後掲するテキストの脚
註 (校勘欄)に註記することにした．
【菩】には，高麗本と明本との間に，章品構成上の相違だけでなく，儀則の内容にも
看過できない差異がある．そのため，大正蔵は，両者の相違が著しい「雑呪品第六」
以降を別々に収載している (高麗本 p.642b11‒p.649b27; 明本 p.649c1‒657c6)*19．本
論文において扱うマンダラ儀則 (「結壇場法品第七」)には，他品と比較してそれほど
大きな相違があるわけではないが，マンダラ主尊の脇侍に関する記述において，両者
は大きく異なる読みを示している．
まず，脇侍として示される金剛手菩薩と摩尼金剛菩薩の位置に関する規定*20である
が，高麗本は，本尊の左に金剛手，右に宝金剛を配置するように規定している．一方，
明本はその逆の配置を示している*21．この相違は，当該マンダラと類似する構造を持
つパタとの混同に由来するものかもしれない．すなわち，本経所説のパタ儀則*22は，
本尊の左に宝金剛，右に金剛手を配置するように規定しており，この規定との混同が
当該【菩】明本にあった可能性がある．
次に言及したいのが，金剛手の尊容に関する規定である．高麗本は「左邊畫執金剛

菩薩．而作嗔相手執白拂 <一本云左手把杵右手把鉞斧 >」であるのに対し，明本は「右邊畫執金剛菩
薩．而作瞋相手執白拂．又可右手把杵左手把鉞斧」である．高田 2000註 40は，高麗

*18 Cf. 大塚伸夫 2013 pp.665‒670.
*19 Cf. 大正蔵 vol.19, p.642,脚註 7ならびに p.649,脚註 1.
*20 以下，後掲テキスト §2の【菩】を参照．
*21 以下，明本の読みは，大正蔵 vol.19, p.651a21‒24を参照．
*22 高田 2000, p.3(パタ儀則和訳部分); p.8ならびに大塚伸夫 2013 pp.692‒696を参照．

本の割註 (< 一本云左手把杵右手把鉞斧 >) が示す左右の規定を入れ替えた上で，この割註の記述が
【失】(p.667b6‒7)の「右手把杵左手執鉞斧」を指すと指摘している．このような事情
をふまえると，明本の読み (又可右手把杵左手把鉞斧)には，当該の割註のような記述
が本文に入り込んでしまった可能性を指摘できる．実際，金剛手が二臂であることを
前提に考えた場合，すでに金剛杵を持っている金剛手に対し，明本の読みに確認でき
る「又可右手把杵左手把鉞斧」という規定は不自然である．
このように，本論文で扱うマンダラ儀則に限定すると，明本には混乱があったと思
わせる読みを一部に確認できるため，後掲するテキストでは，高麗本の読みを対照資
料として掲載している．
最後の【不】には，訳者である不空の解釈にもとづく補足がなされているように思
われる箇所がある．たとえば，§4のアビシェーカに関する規定において，【不】のみ
がアビシェーカの儀礼対象者を「弟子」として訳出している．Skt，Hiを含めた全て
のチベット語訳，そして【菩】には，śiṣyaなどの弟子を意味する語およびその訳語を
確認できないため，【不】に確認できる「弟子」の語は，おそらく訳者によって補われ
た語と考えられる．このように【不】には，体系的に整備されたマンダラ儀則やそれ
に伴う儀礼を熟知していた不空による補足を思わせる箇所が一部に認められる．なお，
【不】「建立曼荼羅品第七」に基づく作例として，宝楼閣曼荼羅旧東寺宝菩提院本が知
られている*23．

2. 校訂方針ならびに記号・略号
2.1テキストの構成
本論文におけるテキストの構成は以下の通りである．まず，一次資料となるサンス
クリット語ギルギット写本 (Ms)にもとづいた試験的校訂テキスト (【Skt】)を提示す
る (当該写本は「マンダラ儀則」の前部三分の二程度を欠いており，後掲するテキス
トでは，§3の後半部から対応する)．次に，チベット大蔵経カンギュル諸本*24を校合
した試験的チベット語訳校訂テキスト (【Tib】)，そして特異な読みを保持するヘーミ
ス写本に基づいた試験的チベット語訳校訂テキスト (【Hi】)を提示する*25．さらに，
対照資料として用いた菩提流志訳 (【菩】)および不空訳 (【不】)の漢訳二本が続く．
また，ページ下部の脚註の上層は Sktに対する校訂註，中層は Tibおよび Hiに対
する校訂註，下層は漢訳 (【菩】および【不】)に対する註を示しているが*26，必ずし

*23 詳細は，林 2002第 9図ならびに pp.47‒48を参照．
*24 Cf. 本論文 1.2.2「チベット語訳資料」.
*25 ヘーミス写本を他のチベット語訳諸本と別に扱う理由については，本論文 1.2.2を参照．
*26 本論文において対照資料として示す【菩】および【不】は，大正蔵における当該箇所の読みを引用し
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も各ページに上記の 3層すべてが現れるわけではない．なお，校勘欄は，註記される
箇所の行番号の後に見出し語があり，続いて異読などの註記を示している．

2.2テキストの校訂方針

次に，本論文において報告する各校訂テキストの方針は以下の通りである．

【Skt】対応するチベット語訳および漢訳との対照研究に基づく，現段階での試験的な
校訂テキストである．前述したように，一次資料であるMsが，文法および統語論上
で解決困難な問題を抱えているため，読解上，必要最低限と思われる校訂をほどこし
た暫定的な校訂テキストの報告とならざるを得ないが，同様の問題を孕む初期インド
密教文献の研究に対して，わずかながらも貢献することを目標とし，併せて識者の御
叱正を乞うことにしたい．
また，ページ下部脚註の上層に示す Sktに対する校訂註 (校勘欄)には，異読*27の
他に，筆者による校訂案を支持する，あるいは校訂を行う際に参照した資料の読みを，
適宜，( )内に提示している．また，問題のある箇所については，同様の文脈を確認で
きる他の文献の参照箇所を引用し，現段階での筆者の解釈を略述している．
その他，単語中の鼻音および anusvāraについては，註記せずに標準化している．ま

た，句読点については，筆者の本文理解に基づいて挿入している．したがって，Skt
における句読点とMsにおけるダンダなどの区切りとは必ずしも一致していない．
【Tib】本論文 1.2.2において言及したように，本論文で扱う「マンダラ儀則」に限定
すれば，ツェルパ系とテンパンマ系，さらには両系統を校合して編集されたと考えら
れる版との三者間において，重要な異読をほとんど確認できない．そこで，Hiを除
く，チベット語訳カンギュル諸本を並列に扱い，対照資料の読みをふまえた上で，最
も妥当な読みを示している版を採用している．その際，諸本間に見られる全ての異読
をページ下部脚註の中層に示す Tibに対する校訂註 (校勘欄)において提示している．
また，いずれの版も適切な，あるいは解釈可能な読みを示していない場合，筆者によ
る校訂案を示し，それを支持する，あるいは参照すべき対照資料の読みを，適宜，( )
内に提示している．なお，句読点については，筆者の本文理解に基づいて任意に削除，
挿入を行った．

ているが，読解していく上で重要な情報はページ下部の脚註下層に註記している．
*27 校勘欄には，Msおよび TrM の異読を示しているが，本論文 1.2.1において述べたように，TrM は

Msの転写テキストを意図したものであるため，明らかな誤写の訂正や欠落文字の補填が転写者によ
ってなされていなければ，基本的に TrM の読みとMsの読みとは合致している．したがって，両者
の読みが合致している場合，校勘欄にはその合致した読みを示しているMsのみを表記し，TrM の
表記は省略している．

【Hi】本論文 1.2.2において言及したように，本論文では，他のチベット語訳カンギュ
ル諸本との異読の範疇を超えた独自の読みを保持する Hiを個別に扱い，その試験的
校訂テキストも併せて報告する．校訂註は，Tibと同様に，ページ下部脚註の中層の
校勘欄に示し，筆者による校訂案を示す場合，それを支持する，あるいは参照すべき
対照資料の読みを，適宜，( )内に提示している．なお，句読点については，原則的に
Hiに依拠しているが，筆者の本文理解に基づいて，任意に削除，挿入を行った箇所が
ある．

2.3記号・略号

× 破損や欠落しているわけではないが写本複写の関係により判
読できない文字．1つの ×は凡そ 1文字分に相当．

[ ] 部分的な判読が可能である文字．子音と母音を =で挟み，判
読できない部分を ×で示す．たとえば，[k=×]と示す場合，子
音 kは判読できるが，母音の部分が判読できないことを示す．
あるいは [×=i]の場合，母音 iは判読できるが，子音の部分が
判読できないことを示す．

/ daṇḍa
// double daṇḍa
| śad
|| ñis śad
† ... † corruptionが疑われるが解決できない箇所
< > 大正蔵の本文中に確認できる割註

APK Amoghapāśakalparāja. 密教聖典研究会 ed. 2000
GV Gaṇḍavyūha. Vaidya ed. 1960
VKN Vimalakīrtinirdeśa. 大正大学綜合佛教研究所梵語佛典研究会

ed. 2006
rKTs Resources for Kanjur & Tanjur Studies
TMPV Tibetan Manuscripts Project Vienna
conj. diagnostic conjecture
em. emendation
大正蔵 大正新脩大蔵経
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Ch. 3 Maṇḍalavidhisādhana

§1. 土地の選定・マンダラ造立のための準備規定

【Skt】

欠

【Tib (CII 165r8; DI 304r1; DII 153v6; JII 153v1; N 31r4; PII 152r7; S 455v3; Z 400r8)】

1.1 དེ་ ནས་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ཆོ་ག་ བཤད་པར་ བྱའོ༎ སྔོན་ དུ་ས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ ནས་ཕྱི་ ནས་ལས་བརྩམ་(Z 400v)པར་
1.2 བྱའོ༎ དྲིའི་(CII 165v)སྣོད་གཙང༌མར་བླུགས་པའི་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཕྱེ་མས་ དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་ བཞི་པ་ བྲིའོ༎ དེ་ ནས་ དཀྱིལ་
1.3 འཁོར་ གྱི་ དབུས་ སུ་ ཙ་ ནྡ་ ན་ གྱིས་ བྱུགས་ ཏེ་ གུར་ གུམ་ གྱིས་ མཆོད་ པར་ བྱའོ༎  དབུས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཚད་ ནི་ ཁྲུ་
1.4 གཉིས་(PII 152v)པའོ༎  ཕྱིའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ནི་ ཁྲུ་ བཞི་ པ་ གྲྭའི་ རང༌ བཞིན་ དང༌ ལྡན་ པའོ༎ 
【Hi 298r4】

1.5 དེ་ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཆོ་ ག་ དུས་ ཇི་ ལྟ་ བ་ དང༌ ཆོ་ ག་ ཅི་ ལྟ་ བ་ བཞིན་ བཤད་ དེ། 
1.6 སྔོན་ དུ་ ས་ ནི་ བརྟག་ བྱས་ ལ༎  དེའི་ འོག་ ཏུ་ དགོས་ བརྩམ༎ 
1.7 དཀྱིལ་ འཁོར་ སྒོ་ བཞི་ པ༎  ཚོན་ སྣ་ ལྔའི་ ཕྱེ་ མ་ ལས༎ 
1.8 སྣོད་ གཙང༌ མ་ ལས་ ཕྱིར་ ཞིང༌ དྲི་ ཞིམ་ པོ་ བྲི་ བར་ བྱའོ༎ 
1.9 དེ་ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ སྙིང༌ པོ་ ཙན་ དན་ དཀར་ པོས་ བྱུགས་ ལ༎ 

1.10 གུར་ གུམ་ གིས་ ཆག་ ཆག་ གདབ་ པར་ བྱའོ༎ 
1.11 དབུས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཚད་ ནི་ ཁྲུ་ དོའོ༎ 
1.12 ཕྱི་ རོལ་ གྱི་ ནི་ ཁྲུ་ བཞིར་ བྱས་ ཏེ་ ས་ དང༌ བའི་ ལྕིའི་ བས་ བྱུག་ གོ། 
【菩 p.643b28】

1.13 爾時世尊説壇場法．先擇勝地然後作壇．其壇場作四門．以五色彩畫．其彩於新器中和
1.14 香．然後用之．其壇中心作一小壇．方圓二肘．以白檀香欝金香而塗飾之．其大壇四肘．
1.15 以牛糞塗飾．

【不 p.627b22】

1.16 爾時世尊説曼荼羅儀軌．依時依法先擇勝地．然後作壇．其壇四肘四門．以瞿摩夷和土

1.1 bśad ]] CIIDIDIIJIINPIIS; śad Z 1.1 sṅon du sa ]] DIDIIJIIN; sṅon dus CIIPIISZ 1.1 brtags nas ]]
CIIDIDIIJIINPIIS; brtags Z 1.2 tshon ]] CIIDIDIIJIINSZ; mtshon PII 1.3 gur gum ]] CIIDIDIIJIIPII; gur
kum NSZ 1.4 khru bźi pa ]] CIIDIIJIIPII (Cf. 其大壇四肘【菩】;其壇四肘四門【不】); grwa bźi pa DINSZ
1.4 grwa’i ]] conj.; rwa’i CIIDIDIIJIINPIISZ 1.5 gyi cho ga ]] em.; gyi cho gas Hi 1.6 brtsam ]] em.;
pa tsam Hi 1.9 gyi ]] em.; kyi Hi 1.10 gdab ]] em.; gtab Hi

1.17 遍塗拭之．壇上張一白蓋．稱壇大小．於壇中心取二肘．拼作一小方壇．先以白檀香塗
1.18 拭．次用欝金香塗之．或以五色粉撚成．或畫亦得．於新器中和彩色用之．

§2. マンダラ内院に関する規定

【Skt】

欠

【Tib (CII 165v2; DI 304r2; DII 153v7; JII 153v3; N 31r6; PII 152v1; S 455v6; Z 400v2)】

2.1 དཀྱིལ་ འཁོར་གྱི་ སྙིང༌ པོའི་ དབུས་(DII 154r)སུ་ རིན་ པོ་ ཆེ་ སྣ་ བདུན་ གྱི་ གཞལ་མེད་ ཁང༌ དང༌། སངས་རྒྱས་ ཀྱི་ པ་ དྨའི་
2.2 གདན་ བཀྲ་ ཞིང༌ ཚོན་ སྣ་ བདུན་ དང༌ ལྡན་ པར་ བྱའོ༎  པ་ དྨའི་ སྙིང༌ པོའི་ སྟེང༌ དུ་ གསེར་ གྱི་ འཁོར་ ལོ་ རྩིབས་ སྟོང༌ པ་ མུ་
2.3 ཁྱུད་(N 31v)དང༌ ལྟེ་ བ་ དང༌ ལྡན་ པ་ ཀུན་ ནས་ འབར་ བའི་ ཕྲེང༌ བ་ ཅན་ ཏེ་ ཡུ་ བ་ ནི་ བཻ་ ཌཱུ་ རྱའོ༎  དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ སྙིང༌
2.4 པོ་ ལ་ ཀུན་ ནས་ ཁ་ (S 456r)ཁྱེར་ དང༌ ལྡན་ པར་ བྱའོ༎  ཤར་ ལ་ སོགས་ པའི་ སྒོར་ ནི་ ཁྲུའི་ ཚད་ ཙམ་ གྱི་ གདུགས་ དང༌། 
2.5 རྒྱལ་ མཚན་ དང༌། ཚོན་ སྣ་ ལྔའི་ རྒྱ་ ནག་ གི་ གོས་ ཟུང༌ གིས་ བརྒྱན་ པར་ བྱའོ༎ 
2.6 གཡོན་ དུ་ ལག་ ན་ རྡོ་ རྗེ་ སྡིགས་ པའི་ གཟུགས་ ཅན་ རྔ་ ཡབ་ དང༌ མཚོན་ ཆ་ ཐོགས་ ཤིང༌ བཞུགས་ པའོ༎ 
2.7 གཡས་ སུ་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ནོར་ བུ་ རྡོ་ རྗེ་ རྒྱན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ པ་ གཡས་ པ་ ན་ ནོར་ བུ་ དང༌། རྔ་ ཡབ་
2.8 ཐོགས་ ནས་ བཞུགས་ པའོ༎ 
2.9 ཟུར་ བཞིར་ རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་ བཞི་ བྲི་ བར་ བྱ་ སྟེ། གོ་ ཆ་ དང༌ ཚེམ་ ཚེམ་ བགོས་ ཤིང༌ ལག་ ན་ མཚོན་ ཆ་ ཐོགས་ པ། རྒྱན་

2.10 ཐམས་ ཅད་ དང༌། རལ་ པའི་ ཅོད་ པན་ དང༌ ལྡན་ པ་ དྲག་ པོའི་ གཟུགས་ ཅན་ བྲི་ བར་ བྱའོ༎ 
2.11 མཚམས་ བཞིར་ སྤོས་ ཆུས་ གང༌ བའི་ གསེར་ གྱི་ སྣོད་ བཞི་ གཞག་(Z 401r)པར་ བྱའོ༎  གལ་ ཏེ་ གསེར་ གྱི་ སྣོད་ མེད་ ན་
2.12 རྫའི་ བུམ་ པ་ ཆུང༌ བའི་ ཚད་ ལ་ གསེར་ གཡོགས་ ནས་ བྱའོ༎  དེ་ ལྟ་ བུའི་ སྣོད་ མི་ འཛག་ པར་(JII 154r)འོ་ མས་ གང༌ བར་
2.13 བྱས་ ནས་ ཕྱོགས་ བཞིར་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎ 
2.14 དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ གཡས་ ལོགས་ སུ་ ལྷ་ མོ་ དཔལ་ ཆེན་ མོ་ རྒྱན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ པའོ༎  གཡོན་ དུ་ ལྷ་ མོ་
2.15 ཆེན་ མོ་ དུང༌ ཅན་ མ་ བཞུགས་ པ་ བྲིའོ༎  སྒོའི་ དབུས་ སུ་ ལྷ་ མོ་ ཆེན་ མོ་ རྡོ་ རྗེ་ ཕོ་ ཉ་ མོ་(N 32r)ཕྱག་ བརྒྱད་ པ་ ལག་ ན་

2.2 daṅ ldan par ]] DINSZ; daṅ ldan pa CIIDIIJIIPII 2.2 gser gyi ’khor lo ]] CIIDIDIIJIINPIIS; gser gyi
’khor gyi ’khor lo Z 2.2 rtsibs ]] CIIDIDIIJIINPIIZ; rtsibss S 2.3 lte ba ]] CIIDIDIIJIINPIIS; lde ba Z
2.3 phreṅ ]] CIIDIDIIJIINPIIZ; ’phreṅ S 2.3 can ]] CIIDIDIIJIINPIIS; can can Z 2.3 bai ḍū rya’o ]]
CIIDIDIIJIINSZ; bai du rya’o PII 2.4 khyer ]] CIIDIJIINPIISZ; byer DII 2.4 gyi ]] CIIDIDIIJIINSZ; gyis
PII 2.5 tshon ]] DIDIIJIINPIISZ; mtshon CII 2.5 rgya nag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; rgya dag N 2.6 g-yon
du ]] CIIDIDIIJIINPIIS; yon du Z 2.6 rdo rje ]] DIDIIJIINPIIZSZ; rdo rje’i CII 2.6 sdigs ]] JIIPII; bsdigs
CIIDIDIINSZ 2.8 bźugs ]] CIIDIDIIJIINPII; źugs SZ 2.10 cod ]] CIIDIDIIJIINSZ; spyod PII 2.11 gźag
]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 2.12 chuṅ ba’i tshad ]] conj.(Cf. 如無金瓶以小瓦瓶帖金亦得【失】p.667b17‒
18); tshad mi chuṅ ba CIIDIDIIJIINPIISZ 2.13 gźag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 2.14 lha mo dpal chen
mo ]] CIIDIDIIJIIPIINS; lha mo Z
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2.16 མཚོན་(CII 166r)ཆ་ སྣ་ ཚོགས་ ཐོགས་ པ། རྒྱན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ ཅིང༌ བཞུགས་ པ་ བྲིའོ༎ 
2.17 དཀྱིལ་ འཁོར་(DI 304v)གྱི་ སྙིང༌ པོའི་ ཕྱོགས་ བཞིར་ དར་ སྔོན་ པོ་ འཕྱང༌ བ་ དང༌། བཅུད་ སྣ་ (S 456v)ཚོགས་ དང༌། ཚུལ་
2.18 སྣ་ ཚོགས་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  བུམ་ པ་ གང༌ བ་ བཞི་ དང༌། མར་ མེ་ སུམ་ ཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། འབྲས་ བུ་ དང༌ མེ་ ཏོག་
2.19 སྣ་(PII 153r)ཚོགས་ རྣམས་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ཀྱི་ ནི་ གསེར་ ལས་ གྲུབ་ པའི་ བུམ་ པ་
2.20 གཞག་ གོ། སོ་ སོར་ ཏུ་ རུ་ ཥྐ་ བསྲེག་ པར་ བྱའོ༎  དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ སྙིང༌ པོར་ དངུལ་ གྱི་ རང༌ བཞིན་ གྱི་ བུམ་ པ་ གཞག་
2.21 གོ། (DII 154v)རྡོ་ རྗེ་ འཛིན་ པའི་ བདུག་ སྤོས་ སོ༎  ནོར་ བུ་ འཛིན་ པའི་ ཏུ་ རུ་ ཥྐ་ དང༌། ཙ་ ནྡ་ ན་ དང༌། མ་ ཧཱ་ རཱ་ ཛྙཱ་ དང༌། 
2.22 ཀུན་ དུ་ རུ་ དང༌། ཀཱ་ ཀ་ བཱི་ ཛ་ དང༌། སྤོས་ དཀར་ གྱི་ བདུག་ པའོ༎  དཔལ་ ལྷ་ མོའི་ ཙ་ ནྡ་ ན་ ནོ༎  དུང༌ ཅན་ མའི་ གུ་ གུལ་
2.23 ལོ༎ ཕོ་ ཉ་ མོའི་ ཤ་ལའི་ བདུག་སྤོས་ ཏེ་ སོ་ སོར་ བསྲེག་ པར་ བྱའོ༎ གཏོར་མ་ཡང༌སྦྱིན་ ནོ༎  དཀྱིལ་ འཁོར་གྱི་ སྙིང༌ པོའི་
2.24 བྱ་ བའོ༎ 
【Hi 298r6】

2.25 དབུས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ སྙིང༌ པོ་ ལ་ སངས་ རྒྱས་ གཞག་ པར་ བྱ་ སྟེ། 
2.26 པདྨ་ ནི་ ཚོན་ སྣ་ བདུན་ གྱིས་ བྲི་ བར་ བྱའོ༎ 
2.27 རིན་ པོ་ ཆེ་ སྣ་ བདུན་ གྱིས་ གཞལ་ མེད་ ཁང༌ བྱའོ༎ 
2.28 པདྨའི་ སྙིང༌ པོའི་ སྟེང༌ དུ་ འཁོར་ ལོ་ བྲི་ བར་ བྱ་ སྟེ། 
2.29 རྩིབས་ སྟོང༌ མུ་ ཁྱུད་ དང༌ བཅས་ པ་ ལྟེ་ བ་ དང༌ བཅས་ པ༎ 
2.30 (Hi 298v)ཀུན་ ནས་ འབར་ བ་ གསེར་ གྱིས་ བྲི་ བར་ བྱའོ༎ 
2.31 པདྨའི་ སྡོང༌ བུ་ ནི་ བཻ་ དཱུ་ རཡ་ ལས་ བྱའོ༎ 
2.32 གཡོན་ དུ་ ནི་ ལག་ ན་ རྡོ་ རྗེ་ འཇིགས་ ལྟ་ བུའི་ ལག་ ན་ རྔ་ ཡབ་ ཐོགས་ པ་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎ 
2.33 གྲྭ་ བཞིར་ ན་ རྒྱལ་ པོ་ བཞི་ གོ་ ཆ་ དང༌། ཡ་ ལད་ དང༌། ཚེམ་ ཚེམ་ བགོས་ པ་ ལག་ ན་ མཚོན་ ཆ་ ཐོགས་ རྒྱན་ ཐམས་ ཅད་
2.34 ཀྱིས་ བརྒྱན་ པ་ རལ་ པར་ མཛེས་ པར་ བྱས་ པ། གཏུམ་ པའི་ གཟུགས་ སུ་ བྱའོ༎ 
2.35 སྙིང༌ པོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ ཀུན་ ནས་ ཁྲུ་ གང༌ པའི་ ཚོད་ བྱའོ༎  སྒོ་ ཤར་ ཕྱོགས་ སུ་ གཏོར་ ལ་ གདུགས་ དང༌ རྒྱལ་ མཚན་
2.36 དང༌། རྒྱ་ དར་ ལ་ ཚོན་ སྣ་ ལྔའི་ གོས་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ པར་ བྱའོ༎ 

2.16 mtshon cha sna tshogs ]] CIIDIIJIIPII (Cf. 安八臂種種瓔珞以爲嚴飾手執刀杖【菩】; 八臂持種種器
仗【不】); mtshon cha DINSZ 2.17 bcud sna tshogs daṅ | ]] DINPIISZ; bcud sna tshogs gźag par bya’o
|| CIIDIIJII 2.18 gźag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 2.18 sum cu ]] DIDIINSZ; sum bcu JIIPII; sam cu
CII 2.19 gźag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 2.19 kyi ni ]] CIIDIDIIJIINPIIS; kyis ni Z 2.19 bum ]]
CIIDIDIIJIINPIIS; bu Z 2.20 gźag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 2.20 tu ru ṣka ]] DII; du ru ska CIIDIJII;
du ru ka NPIIS; du ka Z 2.20 bsreg ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bsregs N 2.20 gźag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag
N 2.21 tu ru ṣka ]] DII; du ru ska CIIDIJIIPII; du ru ka NSZ 2.21 rā dzñā daṅ ]] DIDIIJIINPIIS; rā dzā
daṅ CII; rā dzñā Z 2.22 kā ka bī dza ]] CIIJIIPII; kā ka bi dza DIDIISZ; kā kā bi dza N 2.22 gu gul ]]
CIIDIDIIJIINPIIS; gul gul Z 2.23 ma yaṅ ]] CIIDIDIIJIINPII; ma’aṅ SZ 2.24 bya ba’o || ]] DIDIINSZ;
bya’o || CIIJIIPII 2.31 bai dū rya ]] em.; be du rya Hi 2.32 ’jigs ]] em.; ’jigs ’jigs Hi 2.33 grwa ]]
em.; gra ba Hi

2.37 གསེར་ གྱི་ སྣོད་ བཞི་ དྲི་ ཆུས་ བཀང༌ སྟེ། གྲྭ་ བཞིར་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  གལ་ ཏེ་ གསེར་ སྣོད་ མ་ འབྱོར་ ན་ ཁམ་ པ་ ལས་
2.38 བྱས་ཆུང༌ ངུའི་ ཚད་ལ་གསེར་གྱིས་གཡོག་ པར་ བྱའོ༎  དེ་ བཞིན་ དུ་ དངུལ་གྱི་ སྣོད་ བཞི་ འོ་ མས་ཀང༌ སྟེ། ཕྱོགས་ བཞིར་
2.39 གཞག་ པར་ བྱའོ༎ 
2.40 སྙིང༌ པོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ སྒོ་ གཡས་ ཕྱོགས་ སུ་ དཔལ་ ལྷ་ མོ་ ཆེན་ པོ་ རྒྱན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ པ་ གཞག་ པར་
2.41 བྱའོ༎  གཡོན་ དུ་ ནི་ ལྷ་ མོ་ ཆེན་ མོ་ དུང༌ ཅན་ མ་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  སྒོའི་ དབུས་ སུ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ ཕོ་ ཉ་ མོ་ ལག་ པ་ རྒྱད་ པ་
2.42 ལག་ ན་ མཚོན་ ཆ་ སྣ་ ཚོགས་ པ་ རྒྱན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ པ་ བཞག་ པར་ བྱའོ༎ 
2.43 རས་སྔོན་ པོ་ དག་ † སྤང༌ † བར་ བྱ་ ཞིང༌ རོ་ སྣ་ ཚོགས་ དང༌། དབྱིབས་སྣ་ ཚོགས་ པ་ ཅི་ འབྱོར་ པ་ དག་ དཀྱིལ་ འཁོར་གྱི་
2.44 ཕྱོགས་ བཞག་ པར་ བྱའོ༎  བུམ་ པ་ གང༌ བ་ བཞི་ དང༌། མར་ མེ་ སུམ་ བཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། མེ་ ཏོག་(Hi 299r) སྣ་ཚོགས་
2.45 ལ་ སོགས་ པ་ བཞག་ པར་ བྱའོ༎  སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ཀྱི་ སྤྱན་ སྔར་ གསེར་ ལས་ བྱས་ པའི་ དྲི་ ཆུ་ སྣོད་ དག་
2.46 གཞག་ པར་ བྱའོ༎  དུ་ རུས་ ཀ་ བསྲེག་ པར་ བྱའོ༎  སྙིང༌ པོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ དངུལ་ ལས་ བྱས་ པའི་ པོག་ ཕོར་ དག་ སོ་
2.47 སོར་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  རྡོ་ རྗེ་ འཛིན་ པ་ ནི་ གུ་ གུལ་ བདུག་ པའོ༎  ནོར་ བུ་ རྡོ་ རྗེ་ ལ་ ནི་ དུ་ རུས་ ཀའོ༎  རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་
2.48 བཞི་ ལ་ ཅེ་ པོག་ དང༌ ས་ ཀ་ བི་ ཙ་ དང༌ སྲ་ རྩི་ པོག་ གི་ བདུགས་ པའོ༎  དཔལ་ ལྷ་ མོ་ ཆེན་ མོ་ ནི་ ཙན་ དན་ བཀར་ པོའོ༎ 
2.49 དུང༌ ཅན་ ལ་ ནི་ གུ་ གུལ་ ལོ༎  ཕོ་ ཉ་ མོ་ ལ་ ནི་ ཤ་ ལ་ ཀའི་ བདུགས་ པས་ བསྲེག་ གོ། གཏོར་ མ་ ཡང༌ སོ་ སོར་ དབུལ་ བར་
2.50 བྱའོ༎ 
【菩 p.643c4】

2.51 其小壇中畫一佛像．其佛前作一蓮華七寶莊嚴．於蓮華臺中畫作一輪．輪有千輻有輞有
2.52 臍．以金飾輪輪外畫焔光．其蓮華莖如毘琉璃色．
2.53 左邊畫執金剛菩薩．而作嗔相手執白拂<一本云左手把杵右手把鉞斧 >．
2.54 右邊畫寶光金剛菩薩．種種瓔珞以爲嚴飾．一手 ×寶珠．一手執白拂<一本云把數珠 >．
2.55 四角各畫四大天王．身著衣甲手執器仗．種種瓔珞而嚴飾之．作嗔怒相．
2.56 其小壇中畫七珍階道．於其壇上懸繒幡蓋．其壇大門向東而開．四角各置一金銀瓶．或
2.57 無金瓶．瓦瓶金塗．中盛滿香水．及安妙花．銀瓶無者．亦應如是滿中盛乳．
2.58 於小壇東門内南邊．畫吉祥天女．種種瓔珞而以莊嚴．北邊畫餉棄尼天女．壇中門應畫
2.59 金剛使女神形．安八臂．種種瓔珞以爲嚴飾．手執刀杖．

2.37 gser gyi ]] em.; gser gi Hi 2.37 grwa ]] em.; gra ba Hi 2.38 chuṅ ṅu’i ]] conj.(Cf. 如無金瓶以
小瓦瓶帖金亦得【失】p.667b17‒18); chu du’i Hi 2.38 dṅul ]] conj.(Cf. 四角各置一金銀瓶【菩】;又以
四銀瓶滿盛乳安大壇四隅【不】); rdul Hi 2.43 dkyil ’khor gyi ]] em.(Cf. dkyil ’khor gyi sñiṅ po’i phyogs
bźir Tib;於小壇上【菩】;於中壇四邊【不】); dkyil gyi Hi 2.46 dṅul ]] em.(銀香爐【菩】【不】); dul Hi
2.47 bdug ]] em.; gdug Hi 2.48 bdugs ]] em.; gdugs Hi 2.49 bdugs ]] em.; gdugs Hi 2.49 so sor
]] em.; sor sor Hi

2.53 < 一本云左手把杵右手把鉞斧 > ]] 高田 2000 註 40 は，当該註記の左右の規定を入れ替えた上で，この割註が
【失】(p.667b6‒7)の「右手把杵左手執鉞斧」を指すと指摘している． 2.54 <一本云把數珠 > ]] 高田 2000註

42は，この割註が【失】(p.667b8‒9)の「一手把鉢塞莫 <云數珠 >」を指すと指摘している．
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2.60 於小壇上懸種種幡蓋．然三十二燈．種種花果散其壇上．於佛像前．置金香爐燒蘇合香．
2.61 於小壇外．置銀香爐燒安悉香．於摩尼藥叉前燒蘇合香．於四天王前燒薫陸香及薩闍羅
2.62 娑香 <白膠香也 >於吉祥天女前燒白檀香．於餉棄尼天女前燒安悉香．於金剛使女前燒薩羅計
2.63 香 <青膠香也 >其諸天神各各別以飮食而供養之．

【不 p.627b27】

2.64 於小壇中畫七寶樓閣．於樓閣中畫一佛形像．作説法相．佛前作一蓮華．七寶莊嚴．於
2.65 蓮華胎中畫作一輪．其輪百輻齊輞具足．以金莊嚴．輪外畫焔光．其蓮華莖吠流璃色．
2.66 佛左邊畫金剛手菩薩．而作忿怒形．右手執金剛杵左手執白拂．
2.67 右邊畫摩尼金剛菩薩．種種瓔珞莊嚴其身．左手執持寶珠右手執白拂．
2.68 四角各畫四天大王．身著甲冑手執器仗．種種頭冠瓔珞莊嚴其身．作瞋怒形．
2.69 其小壇中畫七寶界道．於其壇上懸一傘蓋．可一肘量．於傘蓋四面周匝懸幡．其大壇東
2.70 門懸五色繒幡．以四金瓶滿盛香水．於瓶中著七寶及諸香藥五穀．於瓶口挿時花有果枝
2.71 條．以繒帛繋瓶項．置壇四角．又以四銀瓶滿盛乳．安大壇四隅．若無金銀瓶．以金銀
2.72 塗瓶替之．
2.73 於中壇南門中．畫大吉祥天女．種種瓔珞莊嚴其身．北門中畫餉棄尼天女．壇西門中畫
2.74 金剛使者天女．八臂持種種器仗．以種種瓔珞莊嚴．
2.75 上懸青繒幡．於中壇四邊．香花飮食隨力供養．然三十二燈．種種花果散其壇上．於佛像
2.76 前置金香爐．燒蘇合香．金剛手菩薩前以銀香爐燒安息香．摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐
2.77 燒蘇合香．於四天王前燒薫陸蘇合白膠香和燒．於吉祥天女前燒白壇香．於餉棄尼天女
2.78 前燒安息香．於金剛女使者前燒薩羅計香 <是青膠香 >於四天王等前．各各別以飮食而供養之．

§3. マンダラ外院に関する規定

【Skt 1724(fol. 53r) 1‒4】

3.1 ... yitavyāḥ. dvātriṃśati śarāvā pūrayitavyāḥ catvāri tailāni catvāri ghṛtaṃ catvāri
3.2 guḍapiṇḍāni catvāri tilapūrṇāni catvāri phalapūrṇaṃ catvāri saptabījakapūrṇaṃ,
3.3 nānābaliḥ kartavyaḥ bhakṣyaveṣṭitakapūpamudgapūpatilapūpam aśokavartikālāvaṇaṃ
3.4 ghṛta†garjakaṃ† guḍapūpaṃ sarvasukṛtakāryāṇi yathālābhaṃ saṃjñātavyam.

3.1 dvātriṃśati ]] em.; dvātṛṃśati Ms 3.1 catvāri ]] TrM ; catvā[×=i] Ms 3.2 catvāri phalapūrṇaṃ
]] em.(’bras bus bkaṅ ba bźi Hi; 四瓦椀果子【菩】; 果子四�【不】); catvāṛ phalapūrṇaṃ Ms; catvāry
aṭhalapūrṇaṃ TrM 3.3 bhakṣyaveṣṭitaka◦‒ ]] conj.(Cf. naṅ tshaṅs chan Hi; 餃 餅【菩】; 天竺餅【不】
); bhakyaveṣṭimaka◦‒ Ms; bhakṣyaveṣṭimaka◦‒ TrM 3.3 ‒◦tilapūpam ]] em.; ‒◦tilapūpa Ms 3.3 ‒
◦vartikā◦‒ ]] TrM ; ‒◦va×kā◦‒Ms 3.4 ghṛta†garjakaṃ† ]] Cf. snum khur kha ra can Hi;酥餅【菩】【不】
3.4 saṃjñātavyam ]] em.; saṃjñāta[vy=×] Ms; saṃjñātavyaṃ TrM

【Tib (CII 166r5; DI 304v3; DII 154v2; JII 154r6; N 32r6; PII 153r3; S 456v5; Z 401r8)】

3.5 ཕྱི་ རོལ་ གྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ནི་ སྒོ་ བཞི་(Z 401v)རྣམ་ པར་ འབྱེས་ ཤིང༌ ཆ་ མཛེས་ པ་ བཀྲ་ ཤིས་ ཀྱི་ སྒོ་ བཞི་ གནས་ པར་
3.6 བྱའོ༎  ཤར་ གྱི་ སྒོར་ ཁྱབ་ འཇུག་ འཁོར་ དང༌ བཅས་ པའོ༎  ལྷོར་ དབང༌ ཕྱུག་ ཆེན་ པོའོ༎  ནུབ་ ཏུ་ མེ་ ཏོག་ སོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་
3.7 གནོད་ སྦྱིན་ མོའོ༎  བྱང༌ དུ་(N 32v)འཇིགས་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ ལྷ་ མོ་ ངོ༌ ཚ་ དང༌ བཅས་ པ་ བྱ་ སྟེ། ན་ ཆུང༌ བདུན་ དང༌
3.8 བཅས་ པའོ༎ 
3.9 དེ་ ནས་ ཕུར་ བུ་ སུམ་ ཅུ་ རྩ་ གཉིས་ གདབ་ པར་ བྱས་ ལ་ ཁ་ དོག་ ལྔའི་ སྐུད་ པས་ ཕུར་ བུ་ བཅིང༌ ངོ༌༎  ཟུར་ བཞིར་(S 457r)

3.10 མཉམ་ པར་ ཁ་ དོག་ ལྔའི་ བ་ དན་ གྱིས་ བརྒྱན་ ནོ༎  མེ་ ཏོག་ སྣ་ ཚོགས་ དགྲམ་ པ་ དང༌། གཏོར་ མ་ དང༌། མེ་ ཏོག་ སྣ་
3.11 ཚོགས་ རྣམས་ མ་ འཁྲུགས་ པ་ མཉམ་ པར་ བྱའོ༎ (JII 154v)བཅུད་ སྣ་ ཚོགས་ འཕྲོག་ པའི་ སྣོད་ བདུན་ གཞག་ གོ། རྫའི་
3.12 སྣོད་ སུམ་ ཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། ཕྱེ་ མའི་ སྣོད་ སུམ་ ཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། པོག་ ཕོར་ སུམ་ ཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། མར་ མེ་ བརྒྱ་
3.13 རྩ་ བརྒྱད་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  ཕྲེང༌ བ་(CII 166v)བརྒྱ་ རྩ་ བརྒྱད་ དང༌། དྲི་ ཡིས་ གང༌ བ་ སྣ་ ཚོགས་ གཞག་ པར་ བྱའོ༎ 
3.14 བདུག་ པ་ དང༌ ཀུན་ དུ་ རུ་ སྣ་ ཚོགས་ སྲེག་ གོ། 
【Hi 299r4】

3.15 སྙིང༌ པོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ འཁོར་ ཡུག་ གི་ ཕྱི་ རིམ་ ལ་ སྒོ་ བཞི་ བྱིན་ དུ་ རྣམ་ པར་ ཕྱེ་ ཞིང༌། ཆས་ མཛེས་ པ་ བཀྲ་ ཤིས་
3.16 ཀྱི་ སྒོ་ བཞི་ བྱས་ ཏེ་ ཤར་ ཕྱོགས་ ཀྱི་ སྒོ་ ནི་ འཕྲོག་ མ་ འཁོར་ བདུན་ པ་ གཞག་ གོ། ལྷོར་ ནི་ དབང༌ ཕྱུག་ ཆེན་ པོ་ གཞག་
3.17 གོ། ནུབ་ ན་ ནི་ གནོད་ སྦྱིན་ མོ་ མེ་ ཏོག་ སོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ གཞག་ གོ། བྱང༌ དུ་ ནི་ ལྷ་ མོ་ འཇིགས་ བྱེད་ མ་ མགོ་ སྒྱུར་ བ་ བུད་
3.18 མེད་ བདུན་ གྱི་ འཁོར་ དང༌ བཅས་ པ་ གཞག་ གོ། 
3.19 དེ་ ནས་ མདའ་ སུམ་ བཅུ་ གཉིས་ འཁོར་ བར་ བཙུགས་ ལ་ མཚོན་ སྐུད་ སྣ་ ལྔ་ བས་ གྲུ་ བཞིར་ མཉམ་ པར་ བསྐོར་ བར་ ཚོན་
3.20 སྣ་ ལྔའི་ བ་ དན་ དག་ གིས་ ཀུན་ ཏུ་ རྒྱན་ ནས་ མེ་ ཏོག་ སྣ་ ཚོགས་ ཀྱིས་ བཀྲམ་ ཞིང༌། གཏོར་ མ་ ལ་ ཡང༌ མེ་ ཏོག་ སྣ་
3.21 ཚོགས་ ཀྱིས་ གཏོར་ རོ༎ (Hi 299v)ཁ་ ཟས་ རོ་ སྣ་ ཚོགས་ དང༌། བཟའ་ བ་ རྣམ་ པ་ བདུན་ ཡང༌ གཞག་ པར་ བྱའོ༎  བུམ་
3.22 པ་ སུམ་ བཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། བཀང༌ བའི་ སྣོད་ སུམ་ བཅུ་ རྩ་ གཉིས་ དང༌། མེ་ མར་ བརྒྱ་ རྩ་ བརྒྱད་ དང༌། འཕྲེང༌ བརྒྱ་
3.23 རྩ་ བརྒྱད་ དང༌། དྲིའི་ ཕྱེ་ བ་ སྣ་ ཚོགས་ དང༌། བདུག་ པ་ སྣ་ ཚོགས་ དང༌། ཅེ་ པོག་ དང༌། གུ་ གུལ་ དང༌། སྤྲི་ ཀ་ དང༌། 

3.5 mdzes ]] CIIDIDIIJIINSZ; ’dzes PII 3.5 gnas par ]] CIIDIIJII; gnas pa DINPIISZ 3.6 po’o || ]]
DIDIIJIINPIISZ; mo’o || CII 3.6 nub tu ]] CIIDIDIIJIINSZ; nub du PII 3.9 sum cu ]] CIIDIDIINSZ; sum
bcu JIIPII 3.9 rtsa ]] em.; so CIIDIDIIJIINPIISZ 3.9 zur bźir ]] PII; zur bźi CIIDIDIIJIINSZ 3.10 gyis
]] CIIDIDIIJIINPIIZ; gyi S 3.10 brgyan ]] CIIDIDIIJIIPIIS; rgyan NZ 3.10 dgram ]] CIIDIDIIJIIPIISZ;
dgam N 3.11 bcud ]] CIIDIDIIJIINPIIS; bcu Z 3.11 snod ]] DIDIIJIINPIISZ; smod CII 3.11 gźag
]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 3.12 sum cu ]] CIIDIDIINSZ; sum bcu JIIPII 3.12 sum cu ]] CIIDIDIINSZ;
sum bcu JIIPII 3.12 pog phor ]] CIIDIDIIJIIN; bog por PIISZ 3.12 sum cu ]] CIIDIDIINSZ; sum bcu
JIIPII 3.13 gźag ]] CIIDIDIIJIIPIISZ; bźag N 3.13 phreṅ ]] CIIDIDIIJIIPIIZ; ’phreṅ S 3.13 tshogs
]] DIDIIJIINPIISZ; chags CII 3.14 kun du ]] CIIDIDIIJIINSZ; kun tu PII 3.14 sreg ]] DIDIIN; bsreg
CIIJIIPIISZ 3.15 ’khor yug gi phyi rim la ]] conj.(Cf. 其小壇四門外【菩】;其中壇四門外【不】); ’khor
yug gi | dkyil ’khor gyi phyi rim la Hi 3.16 dbaṅ phyug ]] em.; dbaṅ phyogs Hi 3.17 mgo ]] em.; mgo
| Hi 3.19 gñis ]] conj.; gñis kyi Hi 3.21 kyis gtor ]] conj.; kyi gtor Hi 3.23 bdug ]] em.; gdug Hi
3.23 spri ka ]] conj.(spṛkāgandha APK p.355, 31v4); spyi ka Hi
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3.24 ཙན་ དན་ དང༌། ཨ་ ཀ་ རུ་ དང༌། རྒྱ་ སྤོས་ དང༌། དུ་ རུ་ སྐ་ དང༌། སལ་ལ་ ཀི་ དང༌། ཁ་ ར་ དང༌ ལྔར་ སྦྱར་ བའི་ བདུགས་ པ་
3.25 དང༌། ག་ བུར་ དང༌། གླ་ རྩི་ དང༌། གུར་ ཀུམ་ལ་ སོགས་ པ་ དང༌། ཙན་ དན་ དམར་ པོ་ སྟེ། འདི་ དག་གིས་ དེ་ དག་ ཐམས་
3.26 ཅད་ ལ་ སོ་ སོར་ བྱུག་ པར་ སྦྱར་ བར་ བྱའོ༎  རང༌ རང༌ གི་ བདུག་ པས་ ཀྱང༌ བདུག་ པར་ བྱའོ༎ 
3.27 གཏོར་ མའི་ ལས་ ནི་ ཞོ་ དང༌། འོ་ མ་ དང༌། བུ་ རམ་ ཆུ་ དང༌། ཁ་ རའི་ ཆུས་ བུམ་ པ་ བརྒྱད་ བརྒྱད་ བཀང༌ བར་ བྱའོ༎  འོ་
3.28 ཐུག་ དང༌། སྦྱར་ ཐུག་ དང༌ འབྲས་ ཆན་ དང༌། ལ་ དུ་ དང༌ ཐུག་ པས་ བུམ་ པ་ བརྒྱད་ བརྒྱད་ བཀང༌ བར་ བྱའོ༎  ཁམ་ ཕོར་
3.29 གསུམ་ བཅུ་ རྩ་ གཉིས་ བཀང༌ བར་ བྱའོ། ཏིལ་ གྱི་ སྣོད་ བཞི་ དང༌། བུ་ རམ་ གྱི་ གོང༌ བུ་ བཞི་ དང༌། ཏིལ་ གྱིས་ བཀང༌ བ་
3.30 བཞི་ དང༌། འབྲས་ བུས་ བཀང༌ བ་ བཞི་ དང༌། ས་ བོན་ སྣ་ བདུན་གྱི་ བཀང༌ བ་ བཞིན་གཏོར་མ་ སྣ་ ཚོགས་སུ་ བྱའོ༎ སྣུམ་
3.31 ཁུར་ ནང༌ ཚངས་ ཆན་ དང༌། ས་ མུད་ ཁའི་ ཁུར་ བ་ དང༌། ཏིལ་ གྱི་ ཁུར་ བ་ དང༌། ཤིང༌ མྱ་ ངན་ ཚང༌ གྱི་ ལོ་ མའི་ དབྱིབས་
3.32 ལྟ་ བུ་ དང༌ སྣུམ་ ཁུར་ ཁ་ ར་ ཅན་ དང༌། སྣུམ་(Hi 300r)ཁུར་ བུ་ རམ་ ཅན་ དང༌། གཡོས་ ལེགས་ པར་ བྱས་ བ་ ཐམས་ ཅད་
3.33 ཅི་ འབྱོར་ བར་ བྱའོ༎ 
【菩 p.643c25】

3.34 其小壇四門外各立吉祥標．於其東門外畫鬼子母神．有七鬼子圍繞．於南門外畫大自在
3.35 天神．於西門外畫花齒羅刹女．於北門外畫毘摩天女．有七婇女圍繞．
3.36 於壇四邊上挿畫三十二箭．其一一箭各畫懸五色彩帛纒之．壇四面懸五色幡．應作七種
3.37 油餅．於大壇外更置三十二淨水盆．盆中安種種花．三十二淨水瓶．瓶内各別安漿．三十
3.38 二香爐．然一百八燈．懸一百八琉蘇 <花鬘是也 >散種種�香然種種香．所謂安悉．薫陸．悉
3.39 必栗迦香 <苜蓿也 >栴檀．沈香．多伽羅 <杜莖藥也 >蘇合．薩羅計 <青膠香也 >五味香．龍腦香．麝香．
3.40 欝金．紫檀等香．以爲塗香．塗天神上．復以乳酪沙糖石蜜水各盛以八瓶．復以乳粥 <所謂

3.41 糠米菉豆胡麻牛酥相和作即是 > 糠米飯歡喜團 <所謂少糖糠米麰和蜜漿作之 > 各有八盆．復盛四瓦椀油四瓦椀酥．四
3.42 瓦椀沙糖．四瓦椀油麻．四瓦椀果子．四瓦椀七種穀子．作種種食散於壇外．所謂 ×餅．
3.43 煎餅．小豆煎餅 <所謂菉豆末和蒱桃漿作之 >油麻煎餅．無憂妙味餅．酥餅．沙糖餅．復於大壇西門
3.44 外．置二香水瓶．并置所供養飮食．

【不 p.627c25】

3.45 其中壇四門外．各立吉祥標門．其大壇東門中畫訶利帝母．七子圍遶．於南門中畫大自
3.46 在天王．於西門中畫花齒羅刹女．於北門中畫毘摩天女．顏貌美麗有七婇女圍遶．
3.47 於壇上四邊挿三十二隻箭．其一一箭以五色加持線纒．周匝圍遶．於線上懸五色小幡以
3.48 爲莊嚴．於大壇外食界道上．安置種種花種種味飮食種種果七種油餅三十二�三十二瓶
3.49 三十二香爐．燒燈一百八盞．種種末香種種燒香所謂薫陸香安悉香必栗迦苜蓿香白檀沈

3.24 bdugs ]] em.(Cf. 應燒五石蜜香【不】); gdugs Hi 3.25 ga bur ]] em.; ga phur Hi 3.26 bdug pas
]] em.; gdug pas Hi 3.26 bdug par ]] em.; gdug par Hi 3.27 bkaṅ ]] em.; dkaṅ Hi 3.27 ‒28 ’o
thug ]] em.; ’o thub Hi 3.28 la du ]] em.; la tu Hi 3.28 bkaṅ ]] em.; dkaṅ Hi 3.28 kham phor ]]
em.(śarāva Skt); kham por Hi 3.29 bkaṅ ]] em.(pūrayitavyāḥ Skt); dkaṅ Hi

3.50 香多 ×羅香蘇合薩羅計 <青膠是也 > 應燒五石蜜香．又以龍腦香麝香欝金紫檀白檀等．各各
3.51 以爲塗香．次應獻食飮乳酪沙糖水石蜜水．各盛八瓶．乳粥八�．又以粳米菉豆油麻相
3.52 和作粥八�．粳米飯歡喜團各八�．又粳米粥八�．復盛油四瓦�酥四瓦�沙糖四�石
3.53 蜜四�油麻四�果子四�七種穀子四�．應以種種飮食供養．所謂天竺餅煎餅菉豆餅油
3.54 麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅．已上飮食隨所得營辦．

§4. アビシェーカに関する規定

【Skt 1724(fol. 53r) 5‒1726(fol. 54r) 5】
4.1 maṇḍalakaṃ suracitaṃ kṛtvā tato praveśadvāre gatvodakapūrṇau dvau kalaśau sthāpya
4.2 yathālābhaṃ ca baliṃ sthāpya yathāvat praveśavidhiṃ ca kārayet. tataḥ anena
4.3 mantreṇābhiṣiñcya praveśayet.
4.4 oṃ maṇivipulasupratiṣṭhita siddha abhiṣiñca māṃ sarvatathāgatābhiṣekair
4.5 bhara bhara saṃbhara hūṃ hūṃ.
4.6 yathābhiṣiktamātraś ca sarvapāpāvaraṇāni pūrvajanmasaṃjātāni karmāvaraṇāni
4.7 viśuddhāni bhavanti. sarvabuddhaparigṛhīto bhavati, sarvatathāgatādhiṣṭhitaḥ sarva-
4.8 tathāgatābhiṣiktaḥ sarvatathāgatasamāśvastaḥ. sarvasiddhiś cābhyāmukhī bhavati, yaṃ
4.9 cintayati yaṃ prārthayati tat tathaiva karoti. sarvatathāgatasamayānupraviṣṭaḥ sarva-

4.10 tathāgatadharmatānugataḥ gambhīradharmakṣāntipratilabdhaḥ bodhimaṇḍopasaṃ-
4.11 kramaṇo bhavati, evamādīni guṇaviśeṣāṇi pratilabhate yāvad avaivartiko bhaviṣyati,
4.12 anuttarā bodhimārgaparipūriḥ.

4.1 praveśadvāre ]] em.(’jug pa’i sgor Hi); ‒◦dvāreṇa Ms; sgo nas ’jug pa la Tib 4.1 ‒◦pūrṇau ]]
em.; ‒◦pūrṇaṃ Ms 4.1 sthāpya ]] TrM ; sthāp[y=×] Ms 4.2 yathālābhaṃ ]] em.(ji ltar rñad pa’i
Tib); ×thā◦‒ Ms; tathā◦‒ TrM 4.2 yathāvat ]] em.(ji lta ba bźin du Tib; ji lta ba bźin Hi); tathā-
vat Ms 4.3 mantreṇābhiṣiñcya ]] TrM ; mantre[ṇ=×]×ṣaṃcya Ms 4.4 sarvatathāgatābhiṣekair ]]
em.; sarvatathā×tābhiṣekai Ms; sarvatathāgatābhiṣekai TrM 4.6 sarvapāpāvaraṇāni ]] em.(sdig pa daṅ
sgrib pa thams cad Hi; 一切罪障【不】); sarvapāpāva××ni Ms; sarvāni nivaraṇāni TrM 4.7 sarva-
buddha◦‒ ]] Ms; sarvaśuddha◦‒TrM 4.7 bhavati ]] TrM ; ×vati Ms 4.7 sarvatathāgatādhiṣṭhitaḥ
]] TrM ; sarvatagatā◦‒Ms 4.8 sarvatathāgatasamāśvastaḥ ]] TrM ; ‒◦samāśva× Ms 4.8 bhavati ]]
TrM ; bhavanti Ms 4.11 ‒12 yāvad avaivartiko bhaviṣyati, anuttarā bodhimārgaparipūriḥ ]] 当該箇所
は，次のような主要な大乗経典にしばしば見られる一節を下敷きにした可能性がある．VKN Ch.12,
§14: tena khalu punar devānām indra somacchatreṇa bhikṣuṇā saddharmaparigrahābhiyuktena daśakoṭīśatāni
sattvānām avaivartikāni kṛtāny abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, ... ; GV p.81, 21: mama kula-
putra sahadarśanena sattvā avaivartikā bhavanty anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /; GV p.236, 12‒13: tac ca
bhikṣuṇīśatasahasram anuttarāyāṃ samyaksaṃbohdāv avaivartikam abhūt /しかし，何らかの混乱により，現
行のような不自然な記述となってしまったか．いずれにしても検討の余地があるが，Hi (phyir mi ldog par
’gyur źiṅ | bla na med pa yaṅ dag par dzogs pa’i byaṅ chub kyi lam yoṅs su rdzogs par ’gyur ro ||)は，Msの
読み (avaivartiko bhaviṣyati, anuttarā bodhimārgaparipūriḥ)を支持している．
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【Tib (CII 166v1; DI 304v6; DII 154v5; JII 154v2; N 32v4; PII 153r7; S 457r4; Z 401v6)】

4.13 དེ་ ནས་ སྒོ་ ནས་ འཇུག་ པ་ ལ་ དྲི་ ཡིས་ གང༌ བའི་ བུམ་ པ་ གཉིས་ བཞག་ ལ། ཇི་ ལྟར་ རྙེད་ པའི་ གཏོར་ མ་ བྱིན་ ནས་ ཇི་
4.14 ལྟ་ བ་ བཞིན་ དུ་ གཞུག་ པའི་ ཆོ་ ག་ ལ་ སྤྱད་ ལ། དེ་ ནས་
4.15 ༀ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་པྲ་ཏི་ཥྛི་ ཏ་སི་དྡྷེ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཡ་མཱཾ་ས་རྦ་ཏ་ ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཻ་རྦྷ་(PII 153v)ར་
4.16 བྷ་ ར་ སཾ་ བྷ་ ར་ སཾ་ བྷ་ ར་ ཧཱུཾ། 
4.17 ཇི་ ལྟ་ བ་ བཞིན་ དུ་ སྔགས་ འདིས་ དབང༌ བསྐུར་ ན་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ དབུགས་ འབྱིན་ པ་
4.18 དང༌། (DI 305r)ཐམས་ ཅད་ འགྲུབ་ པ་ དང༌། མྱ་ ངན་ ལས་ འདས་ པ་ ཡང༌ མངོན་ དུ་ འགྱུར་ རོ༎  གང༌ བསམས་ པའི་
4.19 དོན་ དེ་ དེ་ བཞིན་ དུ་ འགྱུར་ རོ༎ (Z 402r)དེ་ བཞིན་(N 33r)གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ རྟོགས་ པའི་ རྗེས་ སུ་ འཇུག་ གོ། 
4.20 དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཆོས་ ཟབ་ མོ་ ལ་ བཟོད་ པ་(DII 155r)འཐོབ་ ཅིང༌ རྗེས་ སུ་ རྟོགས་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
4.21 བྱང༌ ཆུབ་(S 457v)ཀྱི་ སྙིང༌ པོར་ འགྲོ་ བར་ འགྱུར་ རོ༎  དེ་ ལྟ་ བུ་ ལ་ སོགས་ པ་ ཡོན་ ཏན་ གྱི་ ཁྱད་ པར་ རྣམས་ འཐོབ་
4.22 སྟེ། ཇི་ སྲིད་ བླ་ ན་ མེད་ པ་ ཡང༌ དག་ པར་ རྫོགས་ པའི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཀྱི་ ལམ་ མ་ རྫོགས་ ཀྱི་ བར་ དུ་ ཕྱིར་ མི་ ལྡོག་ པར་
4.23 འགྱུར་ རོ༎  དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཆོ་ ག་ སྒྲུབ་ པའི་ ལེའུ་ སྟེ་ ཆོ་ ག་ གསུམ་ པའོ༎ 
【Hi 300r1】

4.24 དཀྱིལ་ འཁོར་ ཤིན་ ཏུ་ ལེགས་ པར་ བྱས་ ནས། དེ་ ནས་ འཇུག་ པའི་ སྒོར་ དྲི་ ཆུས་ བཀང༌ བའི་ བུམ་ པ་ གཉིས་ གཞག་ པར་
4.25 བྱའོ༎  འཇུག་ པའི་ ཆོ་ ག་ ཇི་ ལྟ་ བ་ བཞིན་ བྱ་ ཞིང༌ དེ་ ནས་ སྔགས་ འདིས་ དབང༌ བསྐུར་ ཞིང༌ གཞུག་ པར་ བྱའོ། 
4.26 ༀ་ མ་ ཎི་ བི་ པུ་ ལ་ པྲ་ ཏི་ �་ ཏེ་ སིད་ �་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ དབང༌ བསྐུར་ བས་
4.27 བདག་ ལ་ དབང༌ བསྐུར་ དུ་ གསོལ། བྷ་ ར་ བྷ་ ར། སམ་ བྷ་ ར་ ཧཱུཾ་ ཧཱུཾ། 
4.28 ཇི་ ལྟ་ བཞིན་ དབང༌ བསྐུར་ བ་ ཙམ་ གྱིས་ སྡིག་ པ་ དང༌ སྒྲིབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། སྡོན་ གྱི་ ཚེ་ རབས་ ནས་ བྱུང༌ བའི་ ལས་
4.29 རྣམས་ བྱང༌ བར་ འགྱུར་ རོ༎  སངས་ རྒྱས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ ཡོངས་ སུ་ གཟུང༌ བར་ འགྱུར་ རོ༎  དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་
4.30 ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ དབང༌ བསྐུར་ བ་ དང༌། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ དབུགས་ ཕྱུང༌ བས་ དེ་ ལ་ གྲུབ་ པ་
4.31 ཐམས་ ཅད་ མངོན་ དུ་ འགྱུར་ རོ༎  ཇི་ བསམ་ པ་ དང༌། ཅི་ དོན་ དུ་ གཉེར་ བ་ དེ་ ཁོ་ ན་ བཞིན་ འགྱུར་ རོ༎  དེ་ བཞིན་ གཤེགས་
4.32 པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དམ་ ཚིག་ ལ་ ཞུགས་ པ་ ཡིན་ ནོ༎  དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཆོས་ ཉིད་ རྟོགས་ པ་ དང༌། 
4.33 ཆོས་ ཟབ་ མོ་ ལ་ བཟོད་ པ་ ཐོབ་ པ་ དང༌། བྱང༌ ཆུབ་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོར་ འགྲོ་ བར་ འགྱུར་ རོ༎  དེ་ ལ་ སོགས་ པ་ ཡོན་ ཏན་ ཁྱད་
4.34 པར་ ཅན་ ཐོབ་ པར་ འགྱུར་ ཏེ། ཕྱིར་ མི་ ལྡོག་ པར་ འགྱུར་ ཞིང༌། བླ་ ན་ མེད་ པ་ ཡང༌ དག་(Hi 300v)པར་ རྫོགས་ པའི་ བྱང༌

4.13 bźag ]] DIDIIJIINSZ; gźag CIIPII 4.13 ‒14 byin nas ji lta ba ]] CIIDIDIIJIINPII; byin na ji lta ba S;
byin na ’ji lta ba Z 4.15 pra ti ṣṭhi ta ]] CIIDIDIIJIIPIIS; pra ti ṣthi ta N; pra ti ṣṭhi Z 4.15 a bhi ṣi ñtsa ya ]]
CIIDIDIIJII; a bhe ṣi ñtsa ya N; a bhi ṣa ñtsa ya PII; a bi ṣi ñtsa ya SZ 4.15 māṃ ]] CIIDIIJIIPII; maṃ DINSZ
4.15 sa rba ]] CIIDIIJIIPII; sa rbba DINSZ 4.15 a bhi ṣe kai ]] DINS; a bhi ṣi kai DIIZ; a bhi ṣi ke CIIJIIPII

4.17 dbaṅ bskur ]] CIIDIDIIJIINPII; dbaṅ skur SZ 4.18 ’das pa yaṅ ]] CIIDIDIIJIINPII; ’das pa’aṅ S; ’das
pa’i ṅa Z 4.19 rtogs ]] CIIDIIJIIPIIZ; rtog DINS 4.22 kyi bar du ]] CIIDIDIIJIINPIIS; kyi ba’i du Z
4.28 ji lta bźin dbaṅ bskur ba ]] em.; dbaṅ ji lta bźin bskur ba Hi 4.30 grub pa ]] em.(sarvasiddhiś Skt);
gru pa Hi 4.34 ldog ]] em.(avaivartiko Skt); ldig Hi 4.34 yaṅ dag par ]] em.; ya dag par Hi

4.35 ཆུབ་ ཀྱི་ ལམ་ ཡོངས་ སུ་ རྫོགས་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
【菩 p.644a16】

4.36 欲入道場時先誦此呪呪門兩邊香水瓶．呪曰
4.37 唵摩訶毘布羅一鉢羅底丁以反二瑟恥多悉睇三阿鞞詵者四麼吽二合薩婆怛他伽多鼻
4.38 灑鷄五婆囉婆囉六三婆囉三婆囉七吽吽八

4.39 此呪加持灌頂瓶水．誦此呪者．能除先世以來所有惡業．令得身心清淨．一切諸佛皆來．
4.40 擁護攝受而爲授記施其無畏．所有事業．能令成就得入如來三摩地．悟甚深法．忍登佛
4.41 道場成等正覺

【不 p.628a15】

4.42 當於引弟子入壇門中．兩邊置香水二瓶．應爲弟子作入壇儀軌．其弟子入已．即爲弟子
4.43 灌頂．誦此眞言以用灌頂眞言曰
4.44 唵一摩訶尾布羅二鉢囉二合底丁以反瑟恥二合多悉第三阿毘詵者𤚥四薩嚩怛他 ×多
4.45 鼻晒罽五婆囉婆囉六三婆囉七吽吽
4.46 纔灌頂已．先世一切罪障．一切業障悉皆清淨．得一切如來攝受．一切如來加持．一切
4.47 如來灌頂．一切如來安慰．一切悉地現前．所思所求皆得滿願．即成入一切如來三昧耶
4.48 曼荼羅．入一切如來法性．證甚深法忍．往詣菩提場獲得如是等勝上功徳．乃至獲得不
4.49 退轉證無上正等菩提

§5. Section colophon
【Skt 1726(54r) 5】

5.1 maṇḍalavidhisādhanaṃ tṛtīyo paṭalavidhiḥ.

【Tib CII 166v5; DI 305r2; DII 155r2; JII 154v6; N 33r3; PII 153v4; S 457v2; Z 402r3】

5.2 དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཆོ་ ག་ སྒྲུབ་ པའི་ ལེའུ་ སྟེ་ ཆོ་ ག་ གསུམ་ པའོ༎  ༎ 
【Hi 300v1】

5.3 དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ཆོ་ ག་ ལེའུ་ སྟེ། ཆོ་ ག་ གསུམ་ པའོ་ ༎ 
【菩 p.643b27】

5.1 tṛtīyo ]] em.; tritīyo Ms

5.2 gyi ]] DIDIIJIINPIIS; gya CII 5.3 cho ga ]] em.; mchog ga Hi (mchog ga gsum pa’oは，本文とは異
なる筆跡によって書写されている)
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5.4 結壇場法品第七

【不 p.627b21】

5.5 建立曼荼羅品第七
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Summary
A Maṇḍalavidhi in the *Mahāmaṇivipulavimāna: A Preliminary
Edition of Sanskrit Fragment and Tibetan Translations with the Chinese
Translations

Otsuka Shigetoshi

The *Mahāmaṇivipulavimāna (宝楼閣経: MaMaViVi) is known as a scripture of the
early form of Tantric Buddhism, most likely compiled in around the 6th century, and is
one of the most important scriptures to examine the early form of various ritual practices
of Tantric Buddhist Traditions. In particular, the maṇḍalavidhi in the MaMaViVi gives
information on some aspects of the primitive form of the maṇḍala and the abhiṣeka
rituals.

This paper presents a preliminary edition of the Sanskrit and Tibetan texts of the section
of the maṇḍala rituals prescribed in MaMaViVi chapter 3. In addition, through collating
the nine Tibetan Kangyur editions*28, this paper points out the following facts. Firstly, the
Hemis Manuscript Kangyur categorized as the Mustang group, which is newly discovered
by the Tibetan Manuscripts Project of the University of Vienna, presents the readings
quite distant from the two major Kangyur traditions: the Tshal pa and Them spaṅs ma.
Secondly, the text of the MaMaViVi transmitted in the Hemis Manuscript Kangyur shows
a closer affinity to the extant Sanskrit text and the two Chinese translations than to the
other Tibetan Kangyurs.

*28 Thanks to the database rKTs (The Resources for Kanjur & Tanjur Studies) compiled by TMPV (The
Tibetan Manuscripts Project of the University of Vienna), I could collate a lot of kinds of Tibetan
Kangyurs.
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『金剛頂経』和訳 ㈥

髙　橋　尚　夫

はしがき

本稿は第四・灌頂作法のうち、〔四〕弟子・入壇作法（H210~234）の部分を取り

上げる。いわゆる灌頂作法が説かれるところである。真言宗における灌頂作法は、恵

果阿闍梨作と伝えられる『阿闍梨大曼荼攞灌頂儀軌』（大正蔵 18、No.862 灌頂軌 ）

を根本儀軌とする。しかし、この儀軌は、金剛智訳『金剛頂瑜伽中略出念誦経』（大

正蔵 18、No.866 金剛智 ）第四巻を基としていることは周知の事実である。初会『金

剛頂経』は何故か灌頂段に関しては両書に比べ、簡略である。また、 金剛智とそ
の結構を同じくする慶喜蔵の著作である『一切金剛出現』（SVU）は詳細に灌頂作

法を説いている。これ等の比較研究については別稿（仮称『一切金剛出現の研究』未

完）を用意している。ここでは灌頂軌と金剛智の灌頂項目を一覧表にし、『金剛頂
経』に説かれる灌頂作法のみ対照しておくこととする。これを見れば一目瞭然で

あると思うが、『金剛頂経』では「金剛名灌頂」（H234）までしか説かれていない。

また、慶喜蔵には詳しく註記が施されているが、比較検討の詳細は別稿に譲り、翻
訳のみを挙げておく。
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17 29 結大日印（四仏繋鬘） 243, 416
四仏繋鬘・五処加
持

18 28 加持塗香 415 観想弟子

19 30 授五鈷杵折羅 419, 420 授与金剛杵 233
金剛主灌頂（授金剛
杵真言）

20 31 弟子本名上加金剛字 422 金剛名灌頂 234 金剛名真言

21 32 執小金剛杵子 424 洗浄眼・金篦

22 33 執鏡令其顔照 425 令弟子対鏡・明鏡

23 34 授以商佉 426 授以商佉 2999~3012 ［五部の偈］

24 35 説三昧耶 427
警悟慰諭と弟子の
要誓

25 36 執股金剛杵（決定要誓密語）428
金剛誓誡＝授与金
剛杵

315~316
一切如来成就金剛禁
戒

26 37 教授秘密三昧耶智 429 秘密三昧耶智 607~609
一切曼荼羅秘密三昧
耶智

27 38 弟子堅持歓喜 430 頂上偈

28 39 回向発願

29 317 撥遣・奉送

伝法灌頂作法対照表

灌頂軌 の番号は前半に三昧耶戒作法が説かれており、所出の順に付したもの。
金剛智 の R を付した番号は筆者による整理番号。

『金剛頂経』の H は堀内本による番号。

阿闍梨大曼荼羅灌頂儀軌 R   金剛頂瑜伽中略出念誦経 H　              金剛頂経

1 12, 13 赤衣覆其首・結三昧耶契 388, 389 授与三昧耶金剛契 218 覆面

2 15 応告言（金剛誓誡） 390, 391 警語（誓戒） 220~223 誓誡・誓水

3 16
結金剛薩埵契（金剛薩埵遍
入）

392
召入金剛薩埵（加
持護念）

224 加持護念・同真言

4 17 結忿怒金剛尊（百字真言） 250 百字真言 225 百字真言

5 18 摧破諸罪（摧罪） 397~399 滅罪法 841, 842
「降三世品」（983, 
1140, 1144）

6 19 真実伽他 400 金剛薩埵の讃
2530~
2432

「教理品」

7 20 結金剛入契 402 投華 228~229
「投華得仏」（投華真
言 ･ 摂受弟子真言）

8 22 金剛解脱真言 403 加持護念等 227 加持護念・同真言

9 23 解所掩眼物 405 解覆面 230 覆面を解く真言

10 21 結三昧耶印　 404 摂受弟子 229 摂受弟子真言

11 24
遍示壇中諸部事相（見曼荼
羅）

406 曼荼羅を見る功徳 231
曼荼羅を見る功徳・
利益

12 30~33 四礼 214~217 四礼

13 25 当引所灌頂者
408~
410

弟子引入

14 26 種種讃詠歌嘆（1~5 首） 411 吉慶の讃 1~4 首

15 27 応与其灌頂 
412~
414

四仏灌頂 232 瓶の灌頂

16 244~247 232 瓶の灌頂
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その他参考文献
VÍ 　Karmavajra, Gshun nu tshul khrim 訳：Vajraßikharamahåguhya-

yogatantra

 D　デルゲ版　東北目録　No.480 （台北版 No.478, Vol.17）

 P　北京版　大谷目録　 No.113, Vol.5

北村全訳 　北村太道・タントラ仏教研究会『全訳　金剛頂大秘密瑜伽タントラ』

起心書房、平成 24 年 11 月
SVU　Ånandagarbha ; Vajradhåtumahåma∫∂alopåyikå sarvavajrodayå 

nåma

Kun dga’ snying po ; Rdo rje dbyings kyi dkyil ’khor chen po’i cho ga rdo 

rje thams cad ’byung ba zhes bya ba //

  「金剛界大曼荼羅儀軌一切金剛出現」

  Ｄ No.2516、Ｐ No.3339、Ｎ No.1337（Si 1-50b）

なお、SVU の番号は筆者の整理番号であるが、テキストと和訳等は仮題『一

切金剛出現の研究』として刊行の予定。
DP Sk　Tadeusz Skorupski : The Sarvadurgatiparißodhanatantra 

Elimination of all evil destinies. Patna, 1983

遠藤祐純　「Ånandagarbha 造『Tattvåloka』「金剛界品」金剛界大曼荼羅　和

訳」ノンブル社、2014 年 10 月

同  「Íåkyamitra 造『Kosalåla∆kåra』「金剛界品」金剛界大曼荼羅　

和訳」ノンブル社、2015 年 7 月

津田真一 『和訳　金剛頂経』東京美術、平成 7 年

参考文献
略号
梵文テキスト
TS　堀内寛仁 「梵蔵漢対照 初会金剛頂経の研究 梵本校訂篇」（上）（下）、密教

文化研究所、昭和 58 年（上）､ 昭和 49 年（下）

H  堀内本の番号。なお、堀内本にはないが、真言の所出の順に○番号を附した。

チベット訳
Tib　Íraddhåkaravarman, Rin chen bzang po 訳 ; “De bzhin gshegs pa 

thams cad kyi de kho na nyid bsdus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo”

D　デルゲ版西蔵大蔵経　東北大学　No.479, na 1~142

P　北京版西蔵大蔵経　大谷大学　No.112, na 1~162

N　ナルタン版西蔵大蔵経　大正大学　No.432, ja 213~440

漢訳
不空 　不空訳『金剛頂一切如来真実摂大乗現証大教王経』三巻、大正蔵
18､No.865

施護 　施護訳『仏説一切如来真実摂大乗現証三昧大教王経』三十巻、大正

蔵 18､No.882

金剛智 　金剛智訳『金剛頂瑜伽中略出念誦経』四巻、大正蔵 18､No.866
灌頂軌 　恵果阿闍梨作『阿闍梨大曼荼攞灌頂儀軌』大正蔵 18、No.862

註釈
慶喜蔵 　Ånandagarbha ; Sarvatathågata-tattvasaµgrahamahåyånåbhisamaya- 

nåma-tantravyåkhyå-tattvålokakår¥-nåma（P No.3333, D No.2510）

釈友 　Íåkyamitra ; Kosalålaµkåratattvasaµgraha†¥kå（P No.3326, D 

No.2503）

覚密 　Buddhaguhya ; Tantrårthåvatåra（P No.3324, D No.2501） 
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「そこで」というのは、その後すぐにである。金剛にも喩えるべき弟子に対して

は「金剛弟子」という。入［壇］を先になした後、灌頂することなどが「広大な儀軌」

である。すなわち、儀軌の行為の区別があって、此の広大儀軌（P 112b）のうち最

初の儀軌が入［壇］である。此の入［壇］の所作、それはまた、（D 96a）何であ

るかとならば、「無余の世間界において、無余の有情界を救護することと、一切有
情の利益と安楽の成就の最勝を獲得すべきため」であって、そのうち、「一切の利
益」とは、世間と出世間である。「一切の安楽」も世間と出世間そのものである。「成
就の最勝」とは、仏性か、あるいは菩薩性である。このように説いたところの所

作（P dgos: prayojana目的 , D dgo∆s 密意）、それらが「果」であって、その果とは、因

の成就を忍受することである。その本性であることによるならば、「因と果の本性」

である。「因と果」のその因たるものが何であれ、此の大曼荼羅に入るものとなる。

そのために、他のタントでは、器と非器のあることを分別するようであるが、こ

こで「器である、また、器ではないと審査はなさるべきでない」というのは、［弟

子は］吉祥持金剛を意味［するからである］。「それは何故か」というのは、如来

たちの［言］である。

H211　（1）尊き如来たちよ、ある有情たちがいて、大罪をなすものたちで
あろうとも、彼らがこの金剛界大曼荼羅を見て、そして、［この中に］入る
ならば、一切の罪悪（悪趣）を離れるであろう。

慶喜蔵 　（D 120a6~, P 137a3~）

「大罪をなすものであっても」というのは、無間罪等をなすことである。「入っ
て見るならば」というのは、曼荼羅を見ることと入ることには、外と秘密の区別

によって二種ある。外の見ることとは、金剛鉤より始めて諸尊の身を見ることが

外の入であって、薩埵金剛女等の印によって、彩色の曼荼羅に心智を引入するこ

とが秘密の見と入である。（D 120b） 「一切の悪趣より離れるであろう」というの

は、地獄・餓鬼・傍生という悪趣から離れることである。すなわち、曼荼羅を見

てそして入るものたちは、一切の悪趣より離れるであろう。彼らはいずこの趣の

業をも滅するからである。

［四］弟子・入壇作法
（１）金剛界大曼荼羅に入る根器

H210　そこで、この金剛界大曼荼羅に於ける金剛弟子の入［壇］などの詳
細な儀則がある。そのうち、残り無く余すこと無き有情界の救護と、一切［有
情の］利益と安楽の最勝の成就という原因と結果（kåryakara∫atå : rgyu 

dang ’gras bu nyid）のために、最初にまず入［壇］がある。
　そこで、大曼荼羅の入［壇］において、［入壇する弟子の］器であるか、器
でないかとの審査（簡擇）はなさるべきではない。それは何故かと言うならば、

慶喜蔵（D 120a1~, P 136b6~）

「そこで」というのは、その後すぐにということである。金剛薩埵による加持の

弟子が「金剛弟子」である。彼らを遍入させること等をなす引入の三昧耶等の詳

細なる儀則があるが、［それは］金剛弟子の曼荼羅に遍入させること等の詳細なる

儀則である。それが「ある」というのは、［ここから］始めるという意味である。「そ
のうち、先ず」というのについて、そこで、遍入させること等の［諸の所作］が

あるが、それらの内から、先ず少しく遍入させるというのである。いかなる必要

の故かとならば、無量の世間界において、無量の有情界を十不善より反転させる

ことが「救護」であり、それによって、世間の安楽と出世間の悉地の最高がある

のであって、それこそが因であり、目的である。その目的を円満することが果で

あるならば、「因と果」そのものである。「そのために」とは、大曼荼羅のため、そ

こに遍入するために目的があるのである。何故目的があるかとならば、（P 137a）「こ
の大曼荼羅に遍入するについて、器であるとか器でないとかの審査はなさるべき
ではない」というのであって、彼は器である。彼は器ではないというそれはなさ

るべきではないということである。瑜伽者は一切如来に尋ねるべきである。すな

わち、『所作タントラの如く、そこで何故なされざる理由は何であるか』と。なら

ば、そこにおける因が、「何故かとならば」云々というのである。

釈友 （D 95b6~ , P 112a7~）
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釈友 （D 96a5~, P 112b7~）

「世尊よ、財と食と」云々とは、因の二つの区別を示したのである。「財と」云々

の語等において、「執著」というのは、一々に付けるべきである。「三昧耶を喜ばない」

というのについて、三昧耶とは梵行に住すること等である。「前行」とは明の禁戒

である。「思うがままになして」というのは、欲するままである。「入ること等の
一切の意願を満たすであろう」というのは示すとおりである。 

H212　（3）尊き者たちよ、ある有情たちがいて、踊りや歌や冗談や妓楽や
食べ物や遊戯に溺れ、一切如来の大乗現証の法性を明らかに悟らざるが故
に、他の天部の曼荼羅に入り、一切の意願の円満を摂受するものであり、無
上の喜びと悦楽と歓喜を生じるものである一切如来の［五］部の曼荼羅に学
処の恐れを気遣って入らない。そういう彼らは罪悪［悪趣］の曼荼羅［壇］
に入る道に面と向かっているのであるが、［彼らをして］一切の悦楽と喜び
の最上の悉地と安楽と満足を受領せしめんがために、また、一切の悪趣に入
る面前の道から退転させんがために、この金剛界曼荼羅に入ることこそ［彼
らに］ふさわしい。

慶喜蔵（D 121a1~, P 137b6~）

第三の因を説くことは、「他の天部の曼荼羅に入る」というのに結びつく。いか

なる因によるかとならば、「踊や歌や冗談や妓楽や食物や遊戲を喜ぶことなど」と

いうのであり、そこにおける「妓楽（låsya）」とは、特殊な踊りの状態である。第

四の義であるこれら他の天部の曼荼羅、それらに対して、踊等の儀則の理趣によ

る所作であると示して、それに由るならば、それらを喜ぶものたちは、そこに入

るであろう。同様に、踊等に趣入するものたちは、法無我の行によって違背しな

いと、理解（P 138a）しないことによって、［また、］「一切如来の大乗現証の法性」

は不二の相を有することを「明らかに悟らざるが故に」、他の天部の曼荼羅に坐る

のである。一切如来の部の曼荼羅を除いて、大天等の世間の諸天の曼荼羅がある

が、それが「天部の曼荼羅」である。それら他の天部の曼荼羅に入って、一切如

来の部の曼荼羅に学処によって恐れおののいて入らない。このようにそこに於て

釈友 （D 96a4, P 112b6）

「尊き如来たちよ」云々というのは、世尊持金剛を親愛して呼ぶ言辞である。そ

こで先ず、［曼荼羅に］入って、仏・菩薩の曼荼羅を見て、各々の印を示すならば

一切の悪趣より離れるであろう。

H211　（2）尊き者たちよ、ある有情たちがいて、一切の財物・食べ物・飲み物・
欲質（kåmagu∫a：［五］妙欲）に執着し、三昧耶を憎悪し、前行などに堪え
得ないとしても、彼らがそこにおもうがままに為して入るならば、一切の意
願を満たすであろう。

慶喜蔵（D 120b2~, P 137a6~）

「世尊よ、財物と」云々とは、第二の他の因を述べることであって、「財物と食
物と飲物と一切の欲質（kåmagu∫a：色・声・香・味・触）に執著すること」という

のは、財物でもあり、一切でもあることによって「一切の財物」であり、王位な

どである。百の食味等が「食物」である。味のよい飲料等の飲み物が「飲物」で

ある。欲せられるべきものであるならば「欲（kåma）」であり、色・声・香・味・

触に欲楽せるものという意味である。それを（P 137b）欲して慣習となすならば、「質
（gu∫a）」である。欲でもあり質でもあるならば「欲質」である。財物等、食物等、飲

物等、欲質等が「財と食と飲と一切の欲質」であって、それらに対して「執著す
ること」とは、取著することである。「三昧耶を喜ぶことと（dam tshig la ni dga’ ba 

dang は、経典には dam tshig la mi dga’ ba dang「三昧耶を憎むことと」とある。ni は mi

の誤写であろう）」というのは、「汝は我を軽蔑してはならない（H223）」云々等、誓

いを守ることが出来ない故に、彼らに対して憎み瞋ることである。「前行などに堪
え得ない」というのは、牛糞・野菜・大麦スープ・乞食をもととして、噉食等の

十八前行をなすのに能力がないことである。是の如く、それらと財と食と飲と一

切の欲質に執著することなど、欲するままになすままにして守れない、そこに安

住する彼らであっても曼荼羅に入ることと見ることの二つによって、一切如来の

熏習を生じて、いつか一切の思いを満たすこととなるであろうこともあるという

ことである。
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ある有情たち、悪業の者、財宝に執著する者、食べ物や飲物に執著する者、梵

行に住することの出来ない者、（D 96b）明の禁戒を行じることも出来ない者がいる

が、彼らにおいても三帰依と発菩提心について違越はない。それ故、三宝と菩提

心に対し堅固な信を持って曼荼羅にはいるならば一切の功徳を得るであろう。そ

れによるならば、漸次、彼らは［曼荼羅に］入ることを世尊持金剛によって許可

されるのである。彼らはまた、在家であって、学処を受けることがない故、それ故、彼

らにおいては、一切の食物や飲物、歌や踊りや香や華鬘や塗香等、一切の欲質（［五］

妙欲）を行じるのも許される。

これは瑜伽タントラであって、ここにおける修習儀軌に住するものたちには、世

俗の時、その果報も確実に生じるであろう。そこで、それに対し、深信を生じる

故に、出世間の梵行に住することなどにおいても非常に喜ぶ者となるであろう。

それ故、菩提に至るまでも獲得するであろうならば、他の悉地において何をか

言わんや。

「世尊よ、ある有情ありて」云々によっては、三つの因分別を示す。「遊戯」と

いうのは、座と行と臥［と住と］の四威儀に住するも相応しく、意に（P 113b）菩

提心を修習するならば一切を成就するであろう。「一切如来の大乗現証の法性」と

は、空性であって、法無我である。「それを悟らざること」とは、不了知によって

である。このように示して、空性を修すことにおいて意を捨て、食物と、遊戯と、飲

物と、歌と、舞と、諸の欲質において依存したとしても、［菩提心の］修習をなし

たことは悉地と相違することはないであろう。それを悟らずに、その因によって「他
の天部の曼荼羅に入り」というのについて、「他の天」とは、大自在［天］等である。

それらの部が「他の天部」であって、それらの曼荼羅なるもの、それが「他の天の（D 

97a）部の曼荼羅」と云われ、そこに入るのである。「一切如来の」というのにつ

いて、「一切如来」とは仏と菩薩たちである。それらの「部」とは、如来と金剛と

宝と蓮華と業の部等であって、それらの曼荼羅である。「一切の意願」とは、あら

ゆる意願であって、一切の渇愛（P sred pa’i rnam pa, D srid pa’i rnam pa 存在）とい

う意味である。「それらを円満すること」が願如実の義を成就することである。そ

の摂受となる本性が出世間の曼荼羅である。一切の意願の円満を摂受するだけで

とならば、「一切の意願」云々というのである。「一切の意願」とは、あらゆる欲

望を円満することが、希求の目的を達成することであり、それを摂取するものが

一切如来の部の曼荼羅である。是の如くのみならず無上の喜びと悦楽と歓喜を生

じさせるものでもある。これより上のものが無いならば「無上」である。第一地

等を得ることによって、第一刹那に生じるのが喜び（rati: dga’ ba）である。第二

刹那に生じる喜びそのものが悦楽（pr¥ti: mgu ba）である。そのものの第三刹那に

生じるのが歓喜（har≈a: rangs pa）であって、喜悦（saumasya: yid bde ba）という

意味である。（D 121b）それらは無上でもあって、喜びと悦楽と歓喜でもあること

によって「無上の喜びと悦楽と歓喜」である。それらを生じることが生起（sambhava-）

であって、それをなすこと（kara-）によれば、「無上の喜びと悦楽と歓喜等を生じ
させる」である。このように、「一切（P 138b）如来の部の曼荼羅において」とい

うのは、すなわち、「一切如来」とは五部の如来たちである。「部」とは、金剛薩

埵等の自性である。一切如来でもあって、部でもあることによって「一切如来の
部」である。それらの曼荼羅であることによって「一切如来の部の曼荼羅」であ

って、そこに入らないのである。何故そこに入らないのであるかとならば、「学処
によって恐れおののいて」というのである。学ぶところは、五学処（五戒）と沙門（比

丘）と比丘尼等の律儀である。それを「恐れる」とは憎むことであり、守ることが

出来ないので瑜伽によって恐れるのである。そのような彼ら悪趣の曼荼羅の道に

入らんと面と向かっているものたちでも、此の「金剛界［大］曼荼羅に入るのに
相応しい」というのである。そこに於て、地獄と餓鬼と傍生が「悪趣」であって、そ

の曼荼羅とは生処（skye ba’i gnas: janmåyatana-）である。そこに入るのが生である。

その道とは、十不善業道であって、そこに於て十不善業道に住することが「面と
向かって住する」ことである。そのような彼らでも、金剛界大曼荼羅に入るのに

相応しいのである。そのうち、「他の天部の曼荼羅において」とは、十不善儀則の

所作の理趣によって拠り所（P bsten pa, D brten pa；P を取る）を切断してそこに

いかなるものをも示すことがないのである。そこに於て彼らは次第に退転するで

あろう。その因の故に、この遍入の儀則によっても除遣するのに相応しいのである。

釈友 （D 96a7~, P 113a2~）
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正士たちを示すので（P 139a）あって、法を行ずることによるならば「法にたずさ
わる」であり、十波羅蜜と菩薩十地と仏地の行という意味である。「一切如来の戒」

とは、［摂］律儀戒と摂善法戒と有情利益の戒である。「一切如来の三摩地」とは、九

次第定（四禅・四無色定・滅尽定）である。「一切如来の慧」とは、般若波羅蜜多である。

「一切如来の戒と定と慧」とは、最上悉地の方便であって、正等菩提の方便の殊勝

である。是の如く、これらの方便によって三無数劫によって悟るであろうという

ことである。それは何故かとならば、彼らが諸仏の菩提を求めて希求するならば

である。「［四］禅定と［八］解脱等と［十］地等によって努力するところの労苦
も法性であって」というのについて、「［四］禅定」とは、初禅・二［禅］・三［禅］・

四［禅］である。「［八］解脱」とは、［内に］色があるとの［想に］よって［外の］

色等を観ること（内有色観想外色解脱）、それが第一の解脱である。内に色はないと

の想によって外の色等を観ること（内無色観想外色解脱）、それが第二の解脱である。

苦を信解すること（浄解脱身作証具足住解脱）、それが第三の解脱である。四無色定

と滅尽定、これらが八解脱である。等々の語によって神通等を略説した。「［十］地」

とは、歓喜［地］等の菩薩の（P 139b）十地である。それらによって奮励努力して

労苦するであろう。清浄な（D 122b）戒等を有することによって、前世の一切の障

碍（sgrib pa thams cad, P 欠）を離れるが故に、戒清浄である。彼らは摂入するの

みで智が遍入するであろう。そして、その智の遍入によって歓喜等の地が獲得さ

れるであろう。その故に、「一切如来を成就することも得難いことはないならば、他
の悉地等は何をか言わんや」というのである。是れ（P ’di, D ’di dag； P を取る）は

比丘と比丘尼等の律儀に住すること（P la gnas pa ñid , D la gsan pa ñid; P を取る）

によるならば、非常に速やかに悉地を得るであろうし、他の［悉地］等は、長時

に亘る律儀を摂して成じるであろうと示したのである。

釈友 （D 97b3~, P 114a8~）

「世尊よ、有法の」云々によって、殊勝なる有情を摂取することを示して、法を

行じることによるならば「有法（chos can:dhårmika）」である。一切如来の戒があ

ることによるならば、「一切如来の戒」であって、断七（身不善三、語不善四）の相

あるものである。「三摩地」とは心一境性である。「慧」とは法をよく思択するこ

なく、無上の喜びと悦楽と歓喜を生じるものともなり、「無上」というのは、勝れ

て尊いことであって、これ以上尊きものがないならば「無上」である。「喜び」と

は、住等の境における喜び（D 座等の境における住）である。「悦楽」とは、有情の

境においてである。「歓喜」とは、（P 114a）意の安楽であって、無上でもあって、喜

びと悦楽と歓喜でもあるならば「無上の喜びと悦楽と歓喜」である。それらの生

起が「生じる」であって、それをなす習性があるならば、無上の喜びと悦楽と歓

喜等を生じるのであって、「無上の喜びと悦楽と歓喜等を生じること」がそれであ

る。是の如く、それは何であるかとならば、一切如来の［五］部の曼荼羅という

までにたどるのであって、そこに入らないのである。いかなる因によって入らな

いのかとならば、「学処によって恐れおののいて」というのであって、「学処」とは、殺

生等より離れることである。それによって「恐れる」とは畏れるである。「おのの
く」とは、怖畏することであってそれによって入らないのである。善趣から離れ

るならば「悪趣」であって、地獄と餓鬼と畜生等である。それらの「曼荼羅」と

は、生処である。そこに入ることは生れることである。その道は十不善業道である。

（D 97b）そこに「面と向かっていること 」が世間の曼荼羅で、そこでは十不善業

道は滅することなく、一分は儀軌においても示されている。それによるならば、そ

こに入るとき、そのものは悪趣の曼荼羅の道において現前して入って住するもの

である。一切如来の曼荼羅は清浄摂取の部であって、是の如くそこに入るならば、真

実を知り、諸の過失において過失たることを知って、次第に離れるであろう。そ

れより漸次に所説の悉地等も獲得するであろう。

H213　（4）更にまた、尊き者たちよ、法にたずさわる（dhårmika:chos can,

有法）有情たちがいて、一切如来の戒と三摩地と慧の最上の成就の方便をも
って仏菩提を求め、［四］禅定・［八］解脱・［十］地などの［修行］に努力し、苦
労していても、彼らがこの金剛界大曼荼羅に入るならば、それだけで、一切
如来性すらをも得難いことはない。いわんや外の成就をや。

慶喜蔵  （D 121b7~, P 138b8~）

「尊き者」云々とは、（D 122a）戒律儀を七種有することと、菩薩律儀に住する
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入せん」（VÍ. D 210a4, 北村全訳  p.205, 435 節）
と言って許可を受けるべし。今は、「そこで」云々と弟子遍入の儀則を説くのであ

って、「始めに」というのは最初である。「まず」という語は次第を示したのであ

る。「一切如来に対する四礼」というのについて、一切如来とは世間界の極微塵と

等しい毘盧遮那と金剛薩埵等であって、彼らに対し頂礼することである。「すなわ
ち」というのは、教導の義である。「全身をもって」（P 140a）云々等について、東

の門に面前して金剛合掌を結び、手を［頭上に］伸ばして全身を地に投じ頂礼す

べし。一切如来に供養することは、方便と般若の［結合である］菩提心を生じる

ことである。それはまた、金剛薩埵に対し、［我に］入りたまえと［言って］、心

臓の（D 123a）月［輪］に五鈷金剛杵の形でお坐りになるのを見ることである。

それこそが承事（upasthåna-）であるので、「sarvatathågatap∑jopasthåna-」

であって、一切如来に供養し承事することである。その後で、「åtmånaµ 
niryåtayåmi」と言う。すなわち、「自身を奉献すべし」ということである。

「sarvatathågata-」云々等について、一切如来でもあり、「vajrasattva-」す

なわち、金剛薩埵でもあるので、「sarvatathågata- vajrasattva-（一切如来

金剛薩埵）」であって、世尊にして金剛杵と鈴を持つ彼に対して呼ぶのである。

「sarvatathågatavajrasattvådhi≈†hasva måm」とは、「金剛薩埵よ、一切如来

よ、我を加持したまえ」［ということであって］、私の心臓に入りたまえということ

であって、五鈷金剛杵の形で坐したまえという意味である。このように誦して、瑜

伽者の心臓の月［輪］に五鈷金剛杵が住すると信解すべきである。

【訳註】1「四種の有情」というのは、曼荼羅に入る弟子の資格を問うもので、「機根を

択ばず」という有名な一段である。後に灌頂の個所で述べるであろう。東方阿閦如来

の四親近の筆頭である金剛薩埵が五鈷金剛杵の形で心臓に住するということである。

真言について、『伝法院流金剛界次第』には、金剛部の心呪であるフーンが末尾に加句

されている。

釈友 （D 98a1~, P 114b7~）

H214, H215, H216　今は、弟子を摂取する儀軌を示さんがために、「そこで始

とである。それら自体は方便であって、何の［方便］であるかとならば、最勝悉

地であり、仏陀たることの相である。それ故、これらの方便によって諸仏の菩提

を尋求し、希求するのである。「［四］禅定と［八］解脱と［十］地等によって努
力して」というのについて、禅定は四つである。解脱は八つである。地は十である。

これらによって努力して、煩悶して、学処や律儀等に住し、執持しても、彼は仏

や菩薩たちの善友たちによって摂受されず、教導（nye bar bstan pa : upadarßita）

されないので、機根が成熟されない。それ故に、［十］地や［六］波羅蜜多を得る

ために、経典に示されたことに専ら依止して、［師に］依ることなく行じて長く煩

悶する。それ故にこそ、彼らはこの［曼荼羅］に入る種姓である。何故ならば、功

徳に住するものたちは心の修習をなすものであるからである。入るのみで最勝な

る悉地等をも（D 98a）獲得するならば、「况んや他のものをや」というのである。

（２）四　礼

H214　そこで、始めにまず、［阿闍梨は弟子をして］一切如来に対する四礼
をなさしむべし。すなわち、金剛合掌を伸べ、次の真言を［唱えて］全身（五
体投地）をもって頂礼すべし。
㊷オン　サラバ　タタギャタ　ホジュ　ハサタノウヤ　タマノウ  ニリヤ
タヤミ　サラバ　タタギャタ　バザラサトバ　チシュタ　ソバ　マン 

（oµ sarvatathågatap∑jopasthånåyåtmånaµ niryåtayåmi, sarvatathågatavajra-
sattvådhi≈†hasva måm /

オーン　一切如来に対する供養承事のために　我は己身を奉献す 一切如来金剛薩

埵よ　我を加持せよ）

慶喜蔵  （D 122b3~, P 139b4~）

是のごとく四種の有情 1 が遍入されるべき為に、一切如来に対し勧請して、再

び阿闍梨は一切如来に頂礼し、

「我某甲と称する金剛阿闍梨大精進者は一切有情の利益の為に弟子たちを遍
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「sarva-」云々について、「sarvatathågatavajraratna-」とは、世尊虚空蔵のこ

とで、彼を呼ぶのである。「sarvatathågatavajraratnåbhi≈iñca måm」という

のは、私の額の処にお坐りになって、金剛宝の形で坐したまえということである。

それより額に金剛宝が住すと信解すべきである。

【訳註】南方宝生如来の四親近の筆頭である虚空蔵菩薩が額の所に金剛宝の形で住す

るという。真言について、『伝法院流金剛界次第』には宝部の心呪であるトラーハ（タ

ラク）が末尾に加句されている。

H216　ついで、同様に立ち上がって、頭頂に金剛合掌を縛し、次の真言を［唱
えて］口をもって頂礼すべし。
㊹オン　サラバ　タタギャタ　ホジュ　ハラバリタノウヤ　タマノウ　ニリヤ
タヤミ　サラバ　タタギャタ　バザラタラマ　ハラバリタヤ　マン

（oµ sarvatathågatap∑jåpravartanåyåtmånaµ niryåtayåmi, sarvatathågata-
vajradharma pravartaya måm /

オーン　一切如来に対する供養展転のために我は己身を奉献す　一切如来金剛法

よ　我に［法輪を］転ぜよ）

慶喜蔵 　（D 123a7~, P140b2~）

「ついで、同様に」云々とは、西方の門に面前して、全身を（D 123b）投じ、金

剛合掌を頭頂に置き、口を地に触れるべし。「sarvatathågata-」云々につい

て、一切如来に対する供養は、喉の処の月輪の上に金剛法がお坐りになり、金剛

蓮華の形で坐しているのを見ることである。それを転ずることが「pravartana-」

であって、円満すべきである。彼のために「åtmånaµ niryåtayåmi」とい

う。「sarvatathågatavajradharma」というのは、世尊金剛法を呼ぶのである。

「pravartaya måm」というのは、転ぜよということであり、私の喉の処に金剛

蓮華の形でお坐りになり、蓮華部の三摩地の理趣を我に起こさしめよと請うので

ある。

めに先ず」云々の文を述べて、そこにまた、福徳の資糧を集めんがために、先ず

四礼をなすべきことを示したのである。

先に、顔は西方を見て頂礼すべし。阿閦の曼荼羅を加持するためである。加持

とは、菩提心を浄修すること等と、三昧耶を堅固にすべき為である。

次に、顔は北方を見て、灌頂の為に宝部を頂礼すべし。

次に、顔は東方を見て、教証を自体とする大乗の甚深広大なる法の転法輪の為

に蓮華部に頂礼すべし。

南方を見て、供養等の行に入るために頂礼すべし。そのマントラの義は以下で

ある。
H217（P 115a3, D 98a4）「同様に」というのは、「全身をもって礼すべし」とい

うのに相当する。「vajrakarma」というのは、「金剛業よ」という呼格である。「kuru 
måµ」というのは、「我を作せ」ということで、「器に相応しくなせ」ということ

であり、悉地等の諸行の器に相応しくなせという意味である。

H215　同様に立ち上がって、金剛合掌を心臓の所に為して、次の真言を［唱
えて］額をもって頂礼すべし。
㊸オン　サラバ　タタギャタ　ホジュ　ビセイキャヤ　タマノウ　ニリヤ　
タヤミ　サラバ　タダギャタ　バザラ　アラタンノウ　ビシンジャ　マン

（oµ sarvatathågatap∑jåbhi≈ekåtmånaµ niryåtayåmi, sarvatathågatavajra-
ratnåbhi≈iñca måm /

オーン　一切如来に対する供養灌頂のために　我は己身を奉献す　一切如来金剛

宝よ　我を灌頂せよ）

慶喜蔵（D 123a4~, P140a6~）

「同様に立ち上がって」というのは、南方の門に面前して、金剛合掌を心臓に置

いて、全身を投じ、額を地に触れるべし。「sarvatathågata-」という意味は以前

の如し。それらの「p∑jåbhi≈eka-」とは、供養して灌頂することで、聖虚空蔵が

白毫の処に入って、額の月輪の上に、金剛宝の形でお坐りになっているのを見るこ

となどは前と（P 140b）同様である。彼のために「åtmånaµ niryåtayåmi」と言う。
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（３）覆面・執華

H218　次に、［弟子に］緋の上衣を着けさせ、緋の覆いで顔を覆い、次の真
言をもって薩埵金剛女の印を縛させるべし。
㊻サンマヤ　サトヴァン（samayas tvaµ / 汝は三昧耶なり）
H219　次に、［弟子に］二中指をもって華鬘を執らしめ、次の真言をもって［曼
荼羅に］入らしむべし。
㊼サンマヤ　ウン（samaya h∑µ / 三昧耶よ　フーン）　

慶喜蔵（D 123b7~, P 141a1~）

「次に、［弟子に］緋の上衣を着けさせて、顔を緋の覆いで覆って、薩埵金剛女
の印を結んで」というのは、クスムバ（紅花）の色の如き赤（P dmar pa’i dmar po: 赤

の中の赤）である。青等のものは［相応しく］ない。部の三昧耶印に対して、ここ

では薩埵金剛女の印というのである。金剛薩埵の印ではない。その時、samayas 
tvam と言って結ぶのである。

そこで、〈二中指によって華鬘を持たせ引き寄せる〉というのが薩埵金剛女の印

である。まさに、二中指華鬘を持す（D 124a）のである。

釈友 （D 98a5~, P 115a4~）

「薩埵金剛女の印を結んで」云々について、それは未だ曼荼羅をみないことであ

って、そこに於ては一印をも示すべきではないと言わないまでも、弟子が曼荼羅

に入らないで、しかも世尊による許可によって彼に対し示す必要があることで、「曼
荼羅に未だ入らない者に対しては一印をも示すべきではない」と制止することに

おいてもまた、三昧耶の印は除くことで、その決定はすべてにおいてというわけ

ではない。

【訳註】西方無量寿如来の四親近の筆頭である金剛法菩薩が喉の所に金剛蓮花の形で

住するという。真言について、「伝法院流金剛界次第」には、蓮華部の心呪であるフリ

ーヒ（キリク）が末尾に加句されている。

H217　ついで、同様に立ち上がって、金剛合掌を頭頂より下ろし、心臓の
所に為して、次の真言を［唱えて］頂きをもって頂礼すべし。
㊺オン　サラバ　タタギャタ　ホジュ　キャラマニ　アタマノウ　ニリ
ヤ　タヤミ　サラバ　タタギャタ　バザラキャラマ　クロ　マン 

（oµ sarvatathågatap∑jåkarma∫a åtmånaµ niryåtayåmi, sarvatathågatavajrakarma 
kuru måm / 

オーン　一切如来に対する供養事業のために我は己身を奉献す　一切如来金剛業

よ　我を［事業者と］為せ）

慶喜蔵（D 123b3~, P140b6~）

「ついで、同様に住して」というのは、北方の門に面前して、全身を地に投じ、金

剛合掌を心臓に置いて、頭頂で頂礼すべし。「sarvatathågatap∑jåkarma∫e」と

いうのは、一切如来に対する供養の行為であって、金剛業が頭頂にお坐りにな

って、月輪の上に羯磨金剛杵の形で坐し給うと観修するのである。彼のために

「åtmånaµ niryåtayåmi」というのである。「sarvatathågatavajrakarma」と

いうのは、世尊金剛業を呼ぶのである。（P 141a）「kuru måm」というのは、我

に於てなしたまえというのであり、私の頭頂にお坐りになり、羯磨金剛杵の形に

自身を化作したまえという意味である。

【訳註】北方不空成就如来の四親近の筆頭である金剛業菩薩が頭頂に羯磨金剛杵の形

で住すると思う。真言について、『伝法院流金剛界次第』には金剛部の心呪であるアー

ハ（アク）が末尾に加句されている。

　以上、四礼によって四仏の総体である金剛界如来となるわけであるが、『伝法院流金

剛界次第』には、四礼のあとに、金剛持遍礼の真言がある。
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（４）誓戒・誓水（金剛水真言）

H220　次に、入らしめて、次のように言うべし。
㊽アニヤ　サタバン　サラバタタギャタクレイパラヒシタサ　タダ　カン　
テイ　バザラキジャナ　ボダハダイシシャミ　エイナ　キジャデイナ　タバ
ン　サラバタタギャタシッチラビ　ハラハシャシ　キン　フナラシャ　シ
ッダヤラシャ　タバヤジリシタマカマンダラシャヤ　バギャタビエン　マ
テイ　サンマユ　ビヤタニテイ
と。

（adya tvaµ sarvatathågatakulapravi≈†a˙ / tad ahaµ te vajrajñånam 
utpådayi≈yåmi, yena jñånena tvaµ sarvatathågatasiddhim api pråpsyasi / kim 

utånyå˙ siddh¥˙ / na ca tvayåd˚≈†amahåma∫∂alasya vaktavyaµ, må te samayo 

vyathet / 今日、汝は一切如来の部族に入れり。我は汝にこの金剛の智を起こさし

めるであろう。その智によって汝は一切如来の成就をも獲得するであろう。いわ

んや他の諸々の成就をや。そして、汝は［その智を］未だ大曼荼羅を見ざる者に

対して語るべからず。汝の誓約（三昧耶）は揺らぐことなかれ）

【訳註】真言について 不空 は音写語であるが、 施護 は翻訳しているので参考までに

載せておく。

施護 「汝今已得入一切如来曼拏羅中。当観我即従彼金剛智所生。由是金剛智故。汝

即当得一切如来一切悉地。況余所有悉地法邪。若有不見大曼拏羅者。汝不応為説此三

昧法。若為説者違越三昧（汝今已に一切如来の曼拏羅中に入ることを得。当に我れ即

ち彼の金剛智より所生するを観るべし。是の金剛智に由るが故に、汝即ち当に一切如

来の一切の悉地を得べし。況んや余の有らゆる悉地の法をや。若し大曼拏羅を見ざる

者有るに、汝応に為に此の三昧法を説くべからず。若し為に説かば、三昧に違越す）」（大

正蔵 18・353c）

慶喜蔵（D124a1~, P 141a4~）

「今日、汝は一切如来の部に入れり」というのについて、一切如来とは、毘盧遮

那と、阿閦と、宝生と、無量光と、不空成就である。それらの部を生成すること

を自性とすることによって、薩埵金剛女等の理趣であり、それより生じたのが部

であると言うためである。それら一切（P「一切」の語欠）如来の部に汝は外と秘密

の入によって入るのである。そこで、samaya h∑µ というこの［心呪］によって

極彩色の曼荼羅に入ることが外の［入］である。同様に、samaya h∑µというのは、そ

れによって一切如来の智が遍入することが秘密の入である。すなわち、次のよう

にまた、

「samaya h∑µ といって、一切如来の智を遍入すべきである」

と『金剛頂タントラ』1 に説かれている。「我は汝に」云々について、「我は汝に金
剛智を起こさしめるであろう」というのは、（P 141b）ただちに入るものがあるが、そ

れが「我は汝に金剛智を」であって、初地等の自性たる不壊の智を起こさせて、作

証することであると言う。それの殊勝が「その智によって」云々等と示すのである。

「汝は大曼荼羅を見ざる者たちに説くなかれ。三昧耶が揺らぐことなかれ」という

のは、外と秘密の見によって金剛界大曼荼羅を見る者、その者に言うべきであり、説

くべきである。金剛界大曼荼羅は是の如くであると。そこに入らずに曼荼羅を見

ない他のものたちにはまた、金剛界大曼荼羅は是の如くであると言うことさえも

なすべきではない。何故かとならば、瑜伽と所作と両タントラ等より、金剛界大

曼荼羅はその主であるからである。次のようにまた、『一切秘密タントラ』2 に、

「金剛界を（D 124b）大いに歓喜し、賢者として灌頂され、

常に秘密の宝を有する、［そういう］者に対して賢者は説くべきである」

と言われていることと、『聖金剛三昧耶出離』（Åryavajrasamayåbhini≈krama∫a ？）

にも、

「転輪等の曼荼羅に於て灌頂された者、

彼もまた部の灌頂を有するものである」（不詳）

といわれる。ここにおいて、
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「吉祥金剛薩埵の灌頂を具する者は一切曼荼羅の阿闍梨である。如来

［部］と金剛［部］と法［部］等に於ける灌頂は自の曼荼羅のみの阿闍梨

である。他の曼荼羅に於ける灌頂、それらは明灌頂（rig pa’i dbang bskur; 

vidyåbhi≈eka-）を具することである」（不詳）

と世尊によって仰せられている。それによるならば、金剛界大曼荼羅（P 142a）に

入ることと灌頂によって、一切の真言の理趣を顕示するのにふさわしい者である

が、［曼荼羅に入らない］他のものたちには自の理趣のみを示すだけである。

【訳註】1『金剛頂タントラ』以下の部分を指していると思われる。

VÍ （D 184b7~185a1, P 209a5~6）

/ dam tshig phyag rgya chen po yis / / rdo rje’i sngags ni rab bskul bya /

/ dam tshig bdag nyid chen po yis / / sangs rgyas ye shes dbab par bya /

sa ma ya h∑µ /

大三昧耶印をもって、金剛のマントラが勧請されるべし。

三昧耶大我によって、仏智を遍入すべし。samaya h∑µ。（ 北村全訳 　p.122, 725 節）

VÍ （D 211a2~3, P 237a8~b1）

/ dga’ zhing mgu la rangs pa yis / / sor mo gnyis kyis phreng ba blangs /

/ snying po ’di dag nyid kyis ni / / slob dpon chen pos gzhug par bya / 

/ sa ma ya h∑µ /

歓喜し、喜悦し、二中指をもって華鬘を掴んだ［弟子を］、

これらの心呪によって、大阿闍梨は［曼荼羅に］引入すべきである。samaya h∑µ。

（北村全訳 　p.207, 454 節）

2  『一切秘密タントラ』Sarvarahasyo nåma tantraråjå（P No.114, D No.481）

/ rdo rje dbyings ni gsang chen du / 

/ gang shig dbang skur mkhas pa la /

/ thugs kyi gsang ba’i rnal ’byor mchog / 

/ mkhas pa de la bzad par bya // 204 // （P 311a3~4） 

施護訳 :「又若相応行者。於此相応法門能善修習。即是金剛界中大愛楽者。復能円

満解脱大智。四秘密法亦得成就。如諸仏所説此名大智者」（『一切祕密最上名義大教

王儀軌』大正蔵 18・541c）

栂尾訳：「金剛界の大秘密をば、灌頂を知解したるものに対し、心秘密の最勝なる

瑜伽に通達したるものが、それを説くべし」（「一切秘密最上名義経の研究」栂尾祥

雲全集別巻一『秘密集会経要略他三編』所収、臨川書店、昭和 58 年）

釈友 　（D98a8~, P 115a7~）

そこで、「入るやいなや（bcug ma thag tu）、次のように言うべし」云々について、何

を言うべきかとならば、「今日、汝は一切如来の部に入れり」云々である。そのよ

うに、如来の部に入る者で（D 98b）あるならば、不退転の輪に入る者であるが故に。

それはまた、その者（弟子）が［如来部の］種子（sa bon）となることにより、それ故、如

来の部に（P 115b）入る者である。

「是の如き金剛智を起こさせる」というのについて、「是の如き」というのは、三

昧耶を獲得したものであるが故に。「金剛智」とは、金剛遍入であって、それによ

って一切の過去と未来等を知る天の智を生じるのである。「汝は大曼荼羅を見ざる
ものたちに説くなかれ」というのは、金剛界の大曼荼羅を見ないことであって、こ

のタントラにおける最勝なるもので、［金剛界］大曼荼羅であって、一切の曼荼羅

においても、これを説く相において多く追随するが故である。それ故、この大曼

荼羅は最勝である。すなわち、それを見るということは、儀軌の如くに入って、灌

頂が与えられるべきために、阿闍梨の教導によって個々の大印が示される時、そ

のような時の後、大曼荼羅を見ると言うのである。儀軌の如く見ない、それが大

曼荼羅を見ないということである。「三昧耶が揺らぐ」というのは、誓水を飲むこ

となどによって三昧耶を有し、誓いの心呪が与えられた。それを違越するならば

「揺らぐ」であって、苦を得ることである。それはまた、この世では、病等によっ

て逼められることであり、他［世］では悪趣に行くことである。

H221　次に、金剛阿闍梨は自ら薩埵金剛女の印を面を下に向けて（反して）

縛し、金剛弟子の頭頂に置き、次のように言うべし。
『これは汝の金剛のごとき誓約（三昧耶）なり。もし汝が誰かに対して語るな
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らば［この薩埵金剛女の印が汝の］頭頂を砕くであろう』
次に、同様に誓約（三昧耶）の印を為し、水を誓いの心呪で一度誦（加持）

して、かの弟子に飲ませるべし。
慶喜蔵  （D 124b4, P 142a1） 

「三昧耶が揺らぐことなかれ」というのは、「それは汝の金剛三昧耶であるが故
に、もし誰かに対して語るならば頭頂を砕くであろう」と続いて述べることは、汝

は三昧耶を違越することなかれということである。「内に示し、外に示す」という

のは、下に向けて示すことである。

釈友 （D 98b6, P 115b6）

「面を内に示すこと」とは、面を下に示すことである。

H222　そこにおける、これが誓いの心呪である。
㊾バザラサトバ　ソベエンデイ　ニヤキリダエイ　サンマバシテイタ　ジ
リ　ビニヤ　サタタキシャノウヤ　ヤヂヤニボロヤ　ヂナンノウ　エンバゾ
ロドギャ　タク

（vajrasattva˙ svayaµ te ’dya 　h˚daye samavasthita˙ /　
nirbhidya tatk≈a∫aµ yåyåd 　yadi br∑yåd imaµ nayam // 

vajrodaka †ha˙ /

金剛薩埵が　今日　汝の心臓に自ら安住せり   

もし［汝が］この理趣を［誰かに］語るならばその瞬間に［金剛薩埵は汝の

心臓を］引き裂いて出ていくであろう　金剛水よ タッハ）

慶喜蔵（D 124b5, P 142a3） 

「金剛薩埵が自ら今日、汝の心臓に安住す」というのは、薩埵金剛女の印を結

んで、samayas tvam と言って、世尊金剛薩埵が自ら汝の心臓に安住して、月金

剛の理趣（月輪上金剛杵の形）によって住したのである。「もしこの理趣を語るなら
ば、その瞬間に引き裂いて出て行くであろう」というのは、薩埵金剛（月輪上金剛杵）

の形で心臓に安住した金剛薩埵が今、汝の心臓を引き裂いて出て行くであろうと

いうことである。

釈友 （D 98b6, P 115b6）

「金剛薩埵が自ら今日、汝の心臓に住せり」というのは、教えを受けた時、阿闍

梨によって勧請されたことと、四礼の時、弟子が『自身に加持をなし給え』と勧

請したことと、世尊のお言葉によっても住することであって、そこに於て、その

時、金剛薩埵が自ら心臓に住するのである。

H223　次に、弟子に言うべし。
「今日より以後、我は汝の金剛手なり。我が『これを為せ』と命じたこと、そ
れを為すべし。また、汝は我を軽んじる勿れ。汝が邪悪なるままに命終し、奈
落に落ちることなきように」
と言って、［次のように］言うべし。

「汝は言うべし。『一切の如来たちよ、［我を］加持したまえ。金剛薩埵が我
に遍入せんことを』と」

慶喜蔵  （D 124b7~, P 142a5~）

「今日より以降、我は汝の金剛手である」というのについて、「今日」というの

は、［今］この時より言うのであって、「汝」というのは、汝自身のである。「我は
……である」というのは我自身である。「金剛手」（D 125a）というのは、吉祥金剛

薩埵の如く、我もまたそのようである。それ故、汝は我の命じたことをなすべき

である。「汝は我に対する犯戒者である」1 云々等によって、軽蔑して言うこと莫

かれ。何故［そう言うかと］ならば、「邪悪なるままに（mi bde ba ma spangs pas「不

善を捨てざるが故に」）、汝は死して地獄に堕ちるであろう」と命じるべきである。「『一

切如来の加持によって金剛薩埵が我に遍入せんことを』と［次のように］言うべし」

というのは、阿闍梨が言うことである。弟子は、「一切如来よ、（P 142b）加持し給
え、金剛薩埵が我に遍入せんことを」と言うべきである。その意味は以下である。

すなわち、「凡庸な色身を除遣して、金剛薩埵の身を如来たちは加持し給え。同様

に、金剛薩埵が我に遍入し給え」ということである。

【訳註】1「汝は我に対する犯戒者である」Tib.「kyod kyis nga la thsul khrims ’chal 

—257— —256—



『金剛頂経』和訳 ㈥（髙橋）

（26） （27）

ba’o」とあるも、経典には「kyod kyis nga la brnyas par ma byed cig（汝は我を軽蔑

する勿れ）」とある。

釈友 （D 98b7, P 115b7）

「邪悪なるままに（mi bde ba ma spangs pas「不善を捨てざるが故に」）」云々に

よって、阿闍梨によって成就された三昧耶を熏習して、誓いの心呪にしたがっ

て、それより、印によって加持すべきである。その後で、金剛薩埵を遍入する

のである。

（５）加持護念・同真言

H224　次に、直ちに、金剛阿闍梨は薩埵金剛女印（金剛針印）を縛し、これ
を発音すべきである。
㊿アエンゴ　サンマユ　バザラン　バザラサトバ　ミチ　サミリタン　ア
ビシャヤトテイ　エイバ　バザラキジャノウ　マドタラン　バザラ　ベイ
シャ　アク 1

（ayaµ tat samayo vajraµ　vajrasattvam iti sm˚tam/ 
åveßayatu te ’dyaiva　vajrajñånam anuttaram //  vajråveßa a˙ /

まさにこの金剛［縛］は三昧耶であり 金剛薩埵であると伝えられる  

今日こそ　汝に無上なる金剛智を遍入せしめよ　金剛［薩埵］よ　遍入せよ　アッ

ハ）

【訳註】1　この真言は 不空 、 施護 とも音写されている。チベット訳は音写ではなく

訳されている。 金剛智 も訳しているので参考までに挙げておく。

金剛智 　R392 「此是三摩耶金剛。名為金剛薩埵。願入汝身。以為無上金剛智。誦此

密語 218 跋折囉　薜舍　跋折囉　薜舍婀（此れは是れ、三摩耶の金剛なり。名づけて
金剛薩埵と為す。願わくは汝の身に入りて、以て無上の金剛智と為さん。此の密語を

誦ずべし。 218 vajråveßa vajråveßa a˙ / 金剛よ　遍入したまえ　金剛よ　遍入したま

え　アハ）」（大正蔵 18・250a）

慶喜蔵（D 125a4, P 142b2）　

「次に阿闍梨は速やかに」というのは、他の所作を遮制したのである。「薩埵金
剛女印を縛し」というのは、金剛薩埵（金剛縛？）の二中指を芽の［如く］立てる

のが薩埵金剛であって、［それを］縛することである。「これこそが金剛の三昧耶
であり」1 というのは、世尊・金剛薩埵の五鈷金剛杵の三昧耶なるもの、それが私

の手であることによって、その理趣となしたものがそれ（薩埵金剛女印）である。「金
剛薩埵であると伝えられる」というのは、まさにその手によって、その理趣とな

したものが金剛薩埵であると伝えられると言うのである。「金剛智」は明らかであ

る。そのもの（金剛智）が最勝となるものであるならば、「無上」といわれる。「今
日こそ」というのは、まさに今である。「遍入せしめよ」というのは、そのものが

遍入して安住せよということである。

【訳註】1「これこそが金剛の三昧耶であり」チベット訳は　’di de rdo rje’i dam tshig 

ste とあるが、経典のサンスクリットは「ayaµ tat samayo vajraµ」とあり、「まさに

この金剛［縛］（薩埵金剛女印）は三昧耶であり」と読んだ。

釈友 （D 98b7, P 116a1）

「ただちに」というのは、言われたこと（D 99a）それは慢緩を捨てるためである。

智の遍入のために薩埵金剛女印を金剛弟子の心臓に置いて心呪を唱えるべきであ

る。当来に薩埵の遍入がある。

H225　次に、［阿闍梨は］忿怒拳を縛し、薩埵金剛女印を裂くべし。そして、大
乗現証を、金剛語をもってほしいままに誦すべし1。

【訳註】1「大乗現証を、金剛語をもってほしいままに誦すべし」mahåyånåbhisamayaµ 
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ca vajravåcå rucita uccårayet、について三者三様の説がある。 不空 は「随意金剛語。

誦大乗現証百字真言」といい、大乗現証というのは、大乗現証百字真言（H307）であ

るという。 施護 は「現証三昧等法。以金剛語随其所楽応当持誦」（大正蔵 18・354a）

といい、「三昧を現証すること」の為に金剛語を以て誦すといい、直前の加持真言を指

していると思われる。 金剛智 は続いて「次結瞋金剛拳。以忍願二度相鉤。誦上大乗三

摩耶百字密語。以金剛語言唱已掣開上契」R393（大正蔵 18・250a）とあるが、「上の」

といってもかなり前（「五相の五・仏身円満」の前）R250（大正蔵 18・239a）にあり、い

ささか唐突である。 慶喜蔵  は「大乗を現証するとは、金剛語を百度唱えることであっ

て、その金剛語とは、vajrasattva a˙ a˙ a˙（P vajrasattva a a a）である」という。

釈友 は「次に説く百字である」と言い、いかにも百字真言を指すようであるが、「次

に説く」と言っても経典ではかなり後である（H307）。 釈友 のいう「次に説く」とい

うのは加持護念の真言（金剛解脱密語）（H227 �）を指していると思われる。それと

いうのも、この金剛解脱密語と百字真言とは少しく似ているところがあるからである。

当初から混乱を来していたものかも知れない。なお、ここで、 慶喜蔵  は「百字真言で

あるという人々がいるが ､ それは正しくない」といい、暗に 釈友 の説を廃している。

おそらく、経典の大乗現証とは、真言を指すのではなく、「大乗を現証すること（無上

なる金剛智を遍入せしめること）」の意であろう。現行の灌頂次第にはない。

慶喜蔵  （D 125a7, P 142b6）

「忿怒拳を縛し」というのは、左の金剛拳の頭指を伸ばして、先端を期克の理

趣にするのが、ここに於ける忿怒拳といわれる。それを縛して、右手で拳を縛

し、（D 125b）大指の下に頭指を掴み、中指の節の間を圧して中指を伸ばし上に

立てて置く。それがここに於ける薩埵金剛女である。ここで、前に説いた忿怒拳

で、それ（薩埵金剛女印）を引き裂くべし。「大乗現証」というのは、vajrasattva 
a˙ a˙ a˙（P vajrasattva a a a）という金剛語によって百度唱えることで（P 143a）

ある。他のものたちは百字［真言］であると言うけれども、それは正しくない。

何となれば、それ（百字真言）は堅固になすところの心呪であると一向に言うか

らである。

釈友 （D 99a1, P 116a2）

「そこで、忿怒の拳を結んで」云々について、左手を忿怒拳になして、頭指を

鉤になし、右手に住する薩埵金剛女印を開いたのも薩埵金剛女と言われる。この

印によって招いて右の中指を引き裂くべし。「大乗現証」とは、次に説く百字である。

「金剛語」とは、声を立てないことである。「ほしいまま」というのは、一あるい

は二、あるいは三［度］ほしいままに誦すべきである。

H226　さすれば、［その弟子の心臓に金剛杵が］遍入し、遍入するや否や、天
妙なる智が生じる。その智によって他の［人々の］心を覚知する。また、過
去・未来・現在の一切のなさるべきことを知る。そして、彼の心臓（心）は
一切如来の教えにおいて堅固なものとなる。また、彼の一切の苦しみは滅す
る。また、一切の恐れを離れ、一切の有情において犯され難きものとなる。
また、一切の如来たちが［彼を］加持する。そして、一切の悉地が彼に面前
する。また、彼には未だ曽つてない、いわれなき（akara∫a）歓喜と悦楽と
喜びを齎す数々の安楽が生じる。これらの安楽によって、あるものたちには
三摩地が、あるものたちには陀羅尼が、あるものたちには一切の意願の円満
が成就し、乃至、あるものたちには一切如来性が成就するのである。

慶喜蔵  （D 125b3~, P 143a3~）

「そこで遍入し」というのは、世尊・金剛薩埵が遍入なさるのである。「天妙な
る智が生じる」といいうのは、その金剛薩埵の遍入によって、遍入した彼（弟子）

に五神通等の殊勝な智が生じるのである。「その智によって」云々によっては、天

妙の智そのものを分別するのである。「一切如来の教えにおいて彼の心も堅固にな
るであろう」というのは、「一切如来の教え」とは教勅であり、これら大印等を修

すべきである。これらを修すならば不動となるであろう。「云々」の理趣に於て、そ

の心は疑いが無くなるのである。「彼の一切の苦しみ」とは、他の障害を被ること

や、病等より生じるものである。「一切の恐れを離れて」というのは、悪趣等の一

切の恐れより離れることである。「損害がない」というのは、一切有情の［損害が

ないこと］である。「加持する」というのは、護念することである。「一切の悉地」
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とは、大印等の諸悉地である。「未だ曽つてない、いわれなき」云々について、何

であれ、以前味わったことのない境地の安楽、それが「未だ曽つてない」であり、前

になきことによれば「以前にない」である。是の如く、いわれなく、未だ曽つて

ない歓喜と悦楽と喜びをもたらす一切の安楽がそれより（D 126a）生じるのである。

以前に領受した境地が、憶念の因
いわれ

であることから、それ（以前の境地）がないこと

によるならば、「いわれもない」である。いわれがなくても、歓喜や悦楽や喜びを

もたらす安楽があることによるならば、「いわれなき歓喜や悦楽や喜びをもたらす」

のであって、そのような安楽がそれより生じることとなるであろう。「これらの安
楽」云々について、「三摩地」とは、歓喜等の地を獲得する自性を有するのである。

「陀羅尼」とは、言葉等の保持である。「憶念」（経文では「一切の意願の円満」とある）

とは、智慧を具足する心の自性である。

釈友 （D 99a, P 116a）

次に遍入し、遍入するやいなや、天妙なる智が生じる。また、「過去と未来等」

は説き終わった。その「心は堅固となる」というのは、証得を得て他の時に尽き

たとしても、大乗より心が退転しないならば「堅固」といわれる。［それは］金剛

薩埵によって授受されたものであるが故に。「一切の苦」とは、他によって逼め

られることや、病気等である。「一切の恐れを離れる」というのについて、「恐れ」

とは悪趣や貧窮や輪廻の怖畏の恐れである。「悩害なき」とは、殺害なきことであ

る。「未だかつてない」云々について、自と随順する境において受用することより

生じるのが前にあることであって、三摩地の力によって不可思議に生じるのが「未
だかつてない」といわれる。ある者によっては「三摩地」云々とそのように示され、資

糧円満の諸徳を獲得するであろうという意味である。

   

H227　次に、［阿闍梨は］この印（薩埵金剛女印）を縛し、［弟子にも縛させ］、［弟
子］自らの心臓において、次の心呪をもって［印を］解かしむべし。
�チシュタ　バザラ　ヂリトメイ　ハンバ　ジャジンバトメイ　ハン
バ　キリダエンメイ　アッチシュタ　サラバシッチ　シャメイ　ハラヤシ
ャ　ウン　カ　カ　カ　カ　コク　

（ti≈†ha vajra d˚∂ho me bhava, ßåßvato me bhava, h˚dayaµ me ’dhiti≈†ha 
sarvasiddhiµ ca me prayaccha h∑µ ha ha ha ha ho˙ / 

立て 金剛［杵］よ 我に堅固があれ 我に不変があれ 我が心臓を加持せよ  そして 

我に一切の成就を齎せ フーン　ハ　ハ　ハ　ハ　ホーホ）（金剛解脱密語）  

慶喜蔵（D 126a3, P 143b2）

「次にこの印を縛して自の心臓において解かしむべし」というのは、薩埵金剛女

印を結び、更に結んだ後、金剛薩埵として加持するが故に、弟子の心臓に置いて

解かしむのである。

釈友 （D 99a7, P 116b2）

「次に」というのは、遍入の後すぐにである。かの世尊がそこに遍入して心臓に

住することと、それがそこに堅固になさるべきために「次のように」というので

ある。「この印」というのは、（D 99b）薩埵金剛女印である。「縛して」というのは、遍

入した弟子の口元で結んで心臓で解く、すなわち、華鬘を落とさないように、そ

のように指を開くのみで解くのである。

（６）投華得仏（投華真言・摂受弟子真言）

H228　次に、［阿闍梨は弟子に］その華鬘を大曼荼羅の上に、次の心呪をも
って、投げさせるべし。
�ハラチシャ　バザラ

（prat¥ccha vajra ho˙ / 金剛［薩埵］よ 納受せよ　ホーホ）（投華真言）

H229　そこで、［華鬘が］そこに落ちた、その［尊が］彼（弟子）に成就す
る。次に、［阿闍梨は］その華鬘を執って、まさに彼（弟子）の頭頂に次の心
呪をもって縛るべし。
�オン　ハラチ　 キリカンダ　タバ　エイマン　サトバ　マカバラ

（oµ pratig˚h∫a tvam imaµ sattvaµ mahåbala˙1 / 
オーン　大力あるものよ 汝はこの有情を摂受したまえ）（摂受弟子真言）
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この［華鬘が］縛られたことによって、［弟子は］かの大薩埵によって納受
されたものとなり 2、彼に［その尊が］速やかに成就する。

【訳註】1「mahåbala˙」テキストでは主格となっているが、「mahåbala」と呼格に読

んでおく。

2「［弟子は］かの大薩埵によって納受されたものとなり」サンスクリットは「tena 

mahåsattvena prat¥cchito bhavati」とあり、チベット訳は「sems dpa’ chen po des 

bdag gir byas par gyur pas（かの大薩埵が我がもの（sv¥kara∫a）とするであろう）」

とある。

慶喜蔵（D 126a3, P 143b3）

「次に華鬘を投げて」というのは、［華］鬘を投与することによって、諸尊がそ

れぞれを摂受するとき、その上中下の悉地を円満するであろうために、その摂受

を説くのが、「oµ patig˚h∫a svam imaµ sattvaµ mahåbala」というもので

ある。

釈友 （D 99b1, P 116b4）

「mahåbala」というのは、本尊に対して親愛して呼ぶことである。これは華鬘

の灌頂であって、第一である。「かの大薩埵が我がものとするであろう」とは、菩

提道場に住するまで、摂受するであろう［ということである］。

（７）覆面を解く真言

H230　次に、そのように［金剛薩埵が］遍入した［弟子の］覆面を、次の
心呪をもって解くべし。
�オン　バザラサトバ　ソバエンデイ　ジャシャキシュ　ダギャタノウ　
タタハラ　ウタギャタ　ヤチ　サラバ　アキシュユ　バザラ　シャキシュ
アドタラン　ケイ　バザラハシャ

（oµ vajrasattva˙ svayaµ te ’dya cak≈∑dghå†anatatpara˙ /
udghå†ayati sarvåk≈o vajracak≈ur anuttaram // he vajra paßya /

オーン　金剛薩埵は自ら 今日 汝の眼を開かせんと専念したまう 

一切眼者は無上なる金剛眼を開かしむ　オオ　金剛よ　見よ）

慶喜蔵（D 126a4,　P 143b4）

「そのように遍入した」というのは、是のごとく二種によって入る。すなわち、薩

埵金剛女と二忿怒拳によって遍入して、金剛鉤より始めて毘盧遮那に至るまで、曼

荼羅を順次示すべし。遍入に結びついたとき、そこにおいて阿闍梨によって支配

された如くであると知るべし。

釈友 （D 99b2, P116b5）

「遍入して」というのは、遍入するやただちに覆面を取るべきである。

（８）曼荼羅を見る功徳利益

H231　次に、［阿闍梨は弟子に］大曼荼羅を順に見せるべし。そして、大曼
荼羅が見られるや否や、［かの弟子は］一切の如来たちによって加持せられる。
そして、彼の心臓には金剛薩埵が住する。また、種々の光明の輪の顕現など
の遊戯と神変などを見る。一切の如来たちによって加持されたことから、い
つでも世尊大持金剛が本来の姿を取って顕現し、また、如来の［姿をして］
現れる。
　これより以降、一切の目的、一切の意に適う出来事、一切の成就、乃至、持
金剛性、あるいは如来性をも［弟子は獲得するのである］。

慶喜蔵（D 126a5,　P 143b 6）

曼荼羅を見る功徳を示すべきであるのが、「大曼荼羅を見るや否や」云々と説く

ことである。「種々の光明」とは、青や黄等の色を有するものである。「光輪」と

は、光明の集まりで、「見ることによって」というまで連絡する。さらにまた、こ

の弟子引入の儀則の義は、世尊によって次のように仰せられた如く言うべきであ
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る。すなわち、灌頂に相応しい弟子は五学処（五戒）を守っているか、或いは沙門

か、或いは比丘の誓戒を持しているかを、（P 144a）専念する儀則を如実になして、（D 

126b）阿闍梨の御足に頂礼し、無余の有情たちの利益と、無余の最高の安楽を成

就すべきである。我は一切如来の部と金剛部の主である。また、金剛部と蓮華部

の主である。また、蓮華部と宝部の主である。また、宝部と羯磨部の主である。

また、羯磨部の自性である毘盧遮那である。また、大毘盧遮那になるべきである

という想いを目の当たりにして、阿闍梨の両足に頂礼し、次のように言うべし。

「大喜なる汝は我を教授し、阿闍梨たる汝は［我を］護念し給え。

大導師よ、我は堅固なる菩提の理趣を求めん。

三昧耶の真実を与え給え。諸々の律儀をも我に与え給え」（SVU ‹202）

【訳註】以下、 慶喜蔵  には詳細な儀則が説かれる。段落をつけて小見出しを付した。
慶喜蔵の作品『一切金剛出現（SVU）』と重なる部分を参考までに付した。

‹202　tata˙ ßi≈yån praveßayet / tatra pañcaßik≈åpadaparig˚h¥tena ßråma

∫erakabhik≈usaµvarag˚h¥tena vå / åcåryåbhi≈ekårhe nåcåryapådayo˙ 

pra∫ipatyaivaµ vaktavyam /

tvaµ me ßåstå mahårata˙ // 1 //

	 icchåmy ahaµ mahånåtha mahåbodhinayaµ d˚∂ham /

	 dehi me samayatattvaµ saµvaraµ ca dadasva me // 2 // iti //

tato vajrayak≈aparijaptaµ n¥lavastravivasanottar¥yaµ vajrå∆kußådidvåra-

pålacatu≈†ayaparijaptaµ mukhave≈†anaµ ßi≈yaµ k˚två catu˙pra∫åmaµ 

kårayet / （DP Sk p.284） 

§ 202　入壇 

次に弟子を入らせなさい。そこにおいて、五学処（五戒）を摂持した優婆塞、あるい

は沙弥、あるいは比丘の律儀（サンヴァラ）を受持した者で、阿闍梨灌頂に適した者は、阿

闍梨の両足に頂礼して、次のように言いなさい。

大喜なる方よ、汝は我れを教授し、師たる汝は〔我れを〕護念し給え。// 1 // 

大導師よ、我れは堅固なる菩薩の理趣 1 を求めん 2。

我れに三昧耶の真実を授け給え。諸々の律儀も我れに授け給え。// 2 //

　そこで、金剛阿闍梨は金剛護の〔マントラ〕を唱えて、〔弟子に〕上衣と下衣を着け

させ、金剛薬叉と金剛鉤などの四門衛の〔マントラ〕で誦した布で顔を覆い、四礼を

させて入らせなさい。

〔註〕

1「菩薩の理趣」byang chub sems dpa’i tshul, DP Sk p.284 には mahåbodhinaya- と

ある。

2 「大導師よ、我れは堅固なる菩薩の理趣を求めん」byang chub sems dpa’i tshul 

brtan pa / mgon po cen po bdag ’tshal po / VŚ （D 182b6, P 206b8）によれば

brtan pa / が bstan pa / となっている。’tshal po / を phyag ’tshal po / の義にと

れば、「菩薩の理趣を示したまえる大導師に我れは頂礼す」となるか、あるいは「菩

薩の理趣の説示を、大導師よ、我れは求めん」とも読める。

啓請

次に、幕の裾にいる弟子に、金剛護［の真言］を誦した非常に赤い布で［出来た］上衣

と下衣を着けさせて、また、彼を門衛たちの真言を誦した帛によって面を覆うが如く結ん

で、弟子に四礼を為さしむべし。［弟子は］四礼を為し終わって、手に花を執って阿闍梨に

頂礼し、手に花を執ったまま、罪の懺悔と［福徳の］随喜と勧請（bskul ba da∆ / gsol ba: 

adhye≈anåyaccanå- 勧請と祈願、一語に読む）を為して、次のように言うべし。

①「尊主よ、我に律儀を与え給え。

無余なる日のごとき牟尼よ、仏よ我を護念し給え。

我某甲は阿闍梨たらんと住するものなり。

②［我は］仏の遊戯より生じたものにして、不退転に結びつき、　

大解脱の宮殿たる最勝なる大秘密に入るべし。

③一切の最勝なる秘密の部に、大阿闍梨よ、我を入らしめたまえ。

不退転の灌頂である（P 144b）大福徳を我に与え給え。

④一切の相の印にて印し、［八十］随形好を具えた

意に適う仏身を大阿闍梨よ我に与え給え。

⑤希有なる大灌頂（D 127a）を、一切の有情の利益を為すために
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我は常に弟子（D slob ma, P slob dpon）となる。大阿闍黎よ、我に与え給え。

（SVU ‹203）

【SVU ‹203】

‹203　puna˙	 pu≈pakare∫a	 ßi≈ye∫åcåryaµ	 pu≈pakare∫aiva	 deßanånumodanå=	

dhye≈a∫åyåcanåµ	ca	k˚två	vaktavyam /

　　　　　　　　　　　　　“dehi me saµvaraµ vibho /

samanvåharantu måµ buddhå   aße≈å munibhåskarå˙ /

aham amukanåmnå va¥   åcåryasamak≈aµ sthita˙ // 1 //

pravißåmi mahåguhyaµ   buddhanå†akasaµbhavam /

avaivartikacakrådyaµ   mahåmok≈apuraµ varam // 2 //

praveßa måµ mahåcårya   sarvaguhyakuloccayam /

dadasva me mahåbhågam   avaivartyabhi≈ecanam // 3 //

dadasva me mahåcårya   lak≈a∫asyånumodanam /

anuvyañjanasaµyuktaµ   buddhakåyaµ manoramam // 4 //

dadasva me mahåcårya   abhi≈ekaµ mahådbhutam /

åcåryo ’haµ bhaven nityaµ   sarvasattvårthakåra∫åt” // 5 //

                                                　　　　　 （DP Sk p.286） 

§ 203　啓請 

また、手に花を持った弟子は阿闍梨に頂礼し、手に花を持ったまま、懺悔と随喜と勧請と

懇願とをなして、次のように言いなさい。

「尊主よ、我れに律儀（サンヴァラ）を与え給え 1。

太陽のような牟尼たちよ、あらゆる諸仏よ、我れを護念し給え。

我れ某甲は阿闍梨の目の前に居ります 2。// 1 //

〔我れは〕仏の遊戯より生じ、不退転の〔法〕輪に結び付き、

解脱を自性とする大城たる大秘密に入るであろう。// 2 //

大阿闍梨よ、大秘密集会に我れを入れさせ給え。（P 50a）

不退転の灌頂たる大福徳を我れに与え給え。// 3 //

〔三十二の〕諸相によって刻印され、〔八十〕種好を具えた

一切諸仏の荘厳〔身〕を、大阿闍梨よ、我れに与え給え。// 4 //

一切有情の利益をなさんがために、我れは常に阿闍梨となるように、

大阿闍梨よ、稀有なる大灌頂を我れに与え給え。」// 5 // 

〔註〕

1 これ以下第 5 偈の「……常に阿闍梨となるように」まで、VŚ（D 183a2~5, P 207a4~7 ）

に相当。

2「阿闍梨の目の前に居ります」P slob dpon dpang du gnas pa la, D slob dpon 

dbang du gnas pa la, DP Sk, p.286, line 5, åcåryasamak≈aµ sthita˙

受啓請〈三昧耶・律儀授与〉

次に阿闍梨は［弟子を］一切の部に受請すべし。すなわち、

①某甲と称するその者は、菩提心を持す者なり。

　最勝の三昧耶（D, P dam tshig mchog, SVU dam tshig sdom 三昧耶律儀）と

　秘密のこの輪（曼荼羅）に入らんと欲す。

次にまた、阿闍梨は次のように言うべし。

②大秘密の清浄なる部の秘密を保持せんと、

　大我なる汝は欲し、或いは求めたり、と言うべし。

③仏と法と僧という三宝に帰依せよ。

　是れは清浄なる仏部の三昧耶を堅固に為す。

④金剛と鈴の印もまた、大智なる汝は持すべし。

菩提心なるもの、それは金剛杵であり、智慧は鈴と言われる。

⑤また、阿闍梨も受持すべし。師は一切諸仏と等しい［が故に］。

　是れは清浄なる金剛部の律儀三昧耶であると言われる。

⑥最勝なる大宝部において、日夜三度、

　財［施］・無畏［施］・法［施］・慈［施］という四種の施を常に与うべし。

　［是れが清浄なる宝部の三昧耶律儀であると言われる］

⑦外と秘密の三乗という正法が汝によって受持されるべし。

　是れは清浄なる蓮華部の三昧耶であり、堅固となる。

⑧最勝なる大羯磨部において、一切の律儀を有し、

　如実に受持すべし。供養の行為も出来る限り為すべし。（SVU ‹204）

【SVU ‹204】
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‹204　tata åcårye∫a sarvakulavijñapti˙ kåryå /

ayam evåmukanåmnå   bodhicittaparigraha˙ /

icchate guhyacakre ’smin   prave≈†åµ samayasaµvaram // 1 //

tata åcårye∫a vaktavyam /

　　　　　　　　　　　　　　　icchase tvaµ mahåtman /

mahåguhyakulaµ ßuddhaµ   rahasyaµ parig˚h∫itum // 2 //

buddhaµ dharmaµ ca sa∆ghaµ ca   triratnaßara∫aµ vraja /

etad buddhakule ramye   saµvaraµ bhavate d˚ ∂ham // 3 //

vajraµ gha∫†å ca mudrå ca   tvayå gråhyå mahåmate /

yad bodhicittaµ tad vajraµ   prajñå gha∫†å iti sm˚tå // 4 //

åcåryaß ca g˚h¥tavya˙   sarvabuddhasamo guru˙ /

etad vajrakule ßuddhe   saµvaraµ samayocyate // 5 //

caturdånaµ pradåtavyaµ   tridive ca triråtrike /

åm¥≈åbhayadharmåkhyå   maitr¥ ratnakuloccaye // 6 //

saddharmaµ ca tvayå gråhyaµ guhyaµ triyånikam /

etat padmakule ßuddhe   saµvaraµ samayocyate // 7 //

saµvaraµ sarvasaµyuktaµ   parig˚h∫¥≈va tattvata˙ /

 p∑jåkarma yathåßaktyå   mahåkarmakuloccaye // 8 //

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（DP Sk pp.286~288） 

§ 204　受啓請〈三昧耶・律儀授与〉 

そこで阿闍梨は一切の部族（クラ）に懇願すべきである。すなわち、

「（弟子）某甲なる者は菩提心を持し、

三昧耶・律儀（サマヤ・サンヴァラ）〔を受け〕、この秘密輪に入らんと欲している。// 

1 // 」

次にまた、阿闍梨は次のように言いなさい。

「1 大我なる汝は、『清浄にして大秘密なる部族の秘密を

摂握することを願い求めている』と言いなさい。// 2 // 」

さらにまた、阿闍梨は次のように言いなさい。すなわち、

「仏・法・僧の三宝に帰依しなさい。

これ（三宝）は清浄なる仏部の三昧耶を堅固にするものである。// 3 //

大慧なる者よ、汝は金剛〔杵〕と〔金剛〕鈴と印 2 とを持しなさい。

その金剛〔杵〕は菩提心であり、〔金剛〕鈴は智慧といわれる。// 4 //

また阿闍梨たちも受持しなさい。師は一切諸仏と等同なる〔が故に〕。

これは清浄なる金剛部の律儀・三昧耶であるといわれる。// 5 //

最勝なる大宝部において、日夜三度び、

飲食〔施〕と無畏〔施〕と法〔施〕と慈〔施〕との四種の施を常に与えなさい。

これが清浄なる宝部の三昧耶・律儀であるといわれる。// 6 //

汝は外と秘密と三乗の正法を受持しなさい 3。

これが清浄なる蓮華部の三昧耶・律儀であるといわれる 4。// 7 //

最勝なる大羯磨部において、（P 50b）一切の律儀を具足し、

如実に受持しなさい。供養の行為も能う限りなしなさい。// 8 //」

〔註〕

1 これ以下 §205 第 7 偈まで VÍ （D 183a6 ~183b7 , P 207b1 ~208a3）に相当。

2「金剛〔杵〕と〔金剛〕鈴と印」P rdo rje dril bu phyag rgya dag, D rdo rje dril 

bu’i phyag rgya dag「金剛と鈴の印等」とある。DP Sk には vajraµ gha∫†å ca 

mudrå ca とある。

3「汝は外と秘密と三乗の正法を受持しなさい」Tib. phyi dang gsang ba theg pa 

gsum / dam chos khyod kyis gzung bar bya /, DP Sk saddharmaµ ca tvayå 

gråhyaµ guhyaµ triyånikam（汝は正法と秘密と三乗を受持すべし）とあるが、ス

コルプスキー氏は ‘Receive the Good Dharma, the three fold vehicle in its secret 

and open form.’ と訳している。open form と訳したものは Tib. の phyi を訳したも

のか。「外」とは仏教以外の教えの意であろう。

4「三昧耶・律儀であるといわれる」Tib. dam pa’i sdom pa yin par gsungs で「最勝

なる律儀であるといわれる」とあるが、DP Sk saµvaraµ samyocyate により、dam 

tshig・sdom pa の意にとった。

十四三昧耶

それより他の十四は、波羅夷罪と説く。

捨てたり棄したりすべきでなく、根本罪と知るべし。
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日夜三度毎日（P 145a）読誦すべし。

断念したときは瑜伽者は重い罪となるであろう。

①汝は生命を殺すべからず。

②与えられざるものを取るべからず。

③愛欲によって邪に為すべからず。

④妄語を語るべからず。

⑤一切の不利益の根本である酒を捨てるべし。　

⑥有情を導くため除くべき一切の非事を捨てるべし。

⑦正義（D 127b）を任持すべきであって、瑜伽者たちに親近すべし。

⑧身業の三種と語［業］の四種と意［業］の三種を出来うる限り守護すべし。

⑨小乗を欲すべからず。

⑩有情利益に背を向けるべからず。

⑪輪廻もすべて捨すべからず。

⑫常に涅槃に愛着するべからず。

⑬天・非天・秘密者に対して汝は軽蔑するべからず。

⑭若い印（明妃）、乗り物、武器、標識を毀損するべからず。

これらが［十四］三昧耶であると説く。汝は常に守護すべし。（SVU ‹205）

【SVU ‹205】

‹205　etat påråjikåkhyåtåß caturdaßam ata˙ param /

na tyåjyaµ na ca k≈eptavyaµ   m∑låpattir iti sm˚tam // 1 //

tridive ca triråtrau ca   vartitavyaµ dine dine /

yadå hånir bhaved yog¥   sth∑låpattyo bhavi≈yati // 2 //

prå∫inaß ca na te ghåtyå   adattaµ naiva cåharet /

nåcaret kåmamithyåyåµ   m˚≈å naiva ca bhå≈ayet // 3 //

m∑laµ sarvasyånarthasya   madyapånaµ vivarjayet /

akriyåµ varjayet sarvåµ   sattvårthaµ vinayena ca // 4 //

sådh∑nåm upati≈†heta   yoginåµ paryupåsanam /

trividhaµ kåyikaµ karma   vacaså ca caturvidham /

manaså triprakåraµ ca   yathåßaktyånupålayet // 5 //

h¥nayånasp˚hå naiva   sattvårthaµ vimukhaµ na ca /

na saµsåraparityåg¥   na nirvå∫arati˙ sadå // 6 //

apamånaµ na te kåryaµ   devatå na ca guhyake /

na ca cihnaµ samåkramyaµ   mudrå våhanam åyudham /

etat samayam ity uktaµ   rak≈itavyaµ tvayå mate // 7 //

 （DP Sk p.288） 

§ 205　十四三昧耶

「さらにまた、これら〔以下の〕十四 1 は波羅夷罪であると説く。

捨てたり破棄したりすべきでなく、根本罪と知りなさい。// 1 //

日夜三度び毎日読誦しなさい。断念したならば、

瑜伽者は重い罪となるであろう。// 2 //

①汝は生命を殺すべからず。②与えられざるものを取るべからず。

③愛欲を邪しまに行ずべからず。④妄語を語るべからず。// 3 //

⑤一切の不利益の根本である酒を捨てるべし。

⑥有情を導くためを除いて、一切のなさざるべき事を捨てるべし。// 4 //

⑦善人に親近し、瑜伽者たちに承事すべし。

⑧身業の三種と語〔業〕の四種と意〔業〕の三種を能う限り守護すべし。// 5 //

⑨小乗を欲すべからず。⑩有情の利益に背を向けるべからず。

⑪輪廻を捨つべからず。⑫決して涅槃に愛着すべからず。// 6 //

⑬天、非天、秘密者に対し、汝は軽蔑をなすべからず。

⑭印（明妃）、乗物（大乗）、武器（金剛杵）、標幟（三昧耶形）を毀損すべからず。

これらが〔十四〕三昧耶であると説く。汝は常に守護しなさい』。// 7 //」

〔註〕

1「十四」bcu bzhi, caturdaßa。以下の十四三昧耶の項目は無上瑜伽密教における

m∑låpatti（根本罪）の十四条とは著しく異なる（頼富本宏「Åpatti 論書群について」

『密教学』第 9 号、拙稿「根本罪」、「麁罪」密教聖典研究会「アドヴァヤヴァジュラ

著作集─梵文テキスト・和訳⑴─『大正大学綜合佛教研究所年報』第 10 号、昭和 63

年、pp.42 〜 45）を参照されたし。また、“Durgatiparißodhana” にも同文を見出せる

が Skorupsky 氏は十四項目を立てていない（DP Sk, p.102）。十四項目の分け方につ

いては訳者の恣意によるが、釈然としない部分が残る。拙論「発菩提心偈について」（『豊
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山教学大会紀要』11 号）に挙げた項目の分け方を若干改めた。

誓願

そこでまた、［弟子は］次のように言うべし。すなわち、

「阿闍梨よここに我が［誓いを］聞き給え。主の仰せられた通り、その通り我は実践する

でありましょう」。

『三世の諸尊が菩提を成じた如く』云々より『有情を涅槃に安住せしめん』というまで、三

度唱えるべし。律儀の受持を為さざる者に対しては、『今日、汝は』云々と言うべきではなく。

阿闍梨［位］に於ける許可や灌頂に至るまで為すべきでない。唯、遍入のみを為すべし。（SVU 

‹206）

【SVU ‹206】

‹206　tasyaiva cåpi vaktavyam   åcårya tu ß˚∫u≈va me /

	 evam astu kari≈yåmi   yathå jñåpayase vibho // 1 //

“utpådayåmi paramam” ityådi yåvat “sarvån sthåpayi≈yåmi nirv˚tåv” iti /

yas tu saµvaraµ na g˚h∫åti tasya praveßamåtram eva dåtavyam / 

“adya tvam” / ityådi na br∑yåd åcåryåbhi≈ekaµ ca na kuryåt / 

（DP Sk p.288） 

§ 206　誓願　

そこでまた、

〔弟子は〕次のように言いなさい。すなわち、「阿闍梨よ、ここに我れが〔誓いを〕

聞き給え。

主の言われた通り、その通り我れは実践するであろう」// 1 //

“三世の諸尊が菩提を成じたように、我れも最勝の菩提〔心〕を発すであろう。”

云々等から

“有情を涅槃に安住せしめん”

というまで 1 言いなさい。

律儀（菩提心戒）の受持をなさざる者、彼に対しては「今日、汝は」2 云々等とは言う

べきでなく、阿闍梨〔位〕における許可や灌頂に（51a）至るまでもなすべきではない。

ただ〔曼荼羅への〕遍入のみなしなさい。

〔註〕

1 「“三世の諸尊が……涅槃に安住せしめん” というまで」、§49 の菩提心戒の第 1 偈か

ら第 9 偈を指す。

2 「今日、汝は」deng khyod,（adya tvam）， H220 誓戒・誓水（金剛水真言）

adya tvaµ sarvatathågatakulapravi≈†a˙ / tad ahaµ te vajrajñånam utpådayi≈yåmi, 

yena jñånena tvaµ sarvatathågatasiddhim api pråpsyasi / kim utånyå˙ siddh¥˙ / 

na ca tvayåd˚≈†amahåma∫∂alasya vaktavyaµ, må te samayo vyathed iti //

『今日、汝は一切如来の部族に入れり。我は汝にこの金剛の智を起こさしめるであろう。

その智によって汝は一切如来の成就をも獲得するであろう。いわんや他の諸々の成就

をや。そして、汝は［その智を］未だ大曼荼羅を見ざる者に対して語るべからず。汝

の誓約（三昧耶）は揺らぐことなかれ』と。

曼荼羅引入

次に、oµ sarvayogacittam utpådayåmi というこの［真言］によって、

「菩提心は無上にして、最勝なり。我は生じた後、

彼（弟子）の心臓に心呪と［共に］、金剛杵を安置すべし」

surate samayas tvaµ ho vajrasiddhi vajra yathå sukham。

次に、vajrasattva と唱えて、金剛薩埵の三昧耶印より（P 145b）金剛薩埵を生じて、四

の部の三昧耶によって、心臓と額と喉と頭頂に、金剛杵と大宝と蓮華と毘首金剛杵を生じ

て、香や花等によって供養して、弟子の左［腕の］上部を掴み、彼を外側に置いてある瓶

の水で灌頂し、samayas tvam というこの［真言］と共に、薩埵金剛女印を結ばせた後、二

中指によって華鬘を持たせて、samaya h∑µ というこの［真言］によって、引入すべきであ

る。そして、［東方の門より］vajrå∆kußa ja˙ という［真言］と、金剛鉤の印にて鉤召すべ

し（dgug par bya’o）。また、（D 128a）同様に、南門より引入し、vajrapåßa h∑µ という［真言］

と、金剛索の羯磨印にて引き入れるべし（gshug par bya’o）。また同様に、西方の門より引

入し、vajraspho†a という［真言］と、金剛鎖の印にて縛すべし（bci∆ bar bya’o）。次に同

様に、北方の門より引入し、vajråveßa という［真言］と、金剛遍入の印にて遍入すべし（dbab 

par bya’o）。（SVU ‹207）

【SVU ‹207】

‹207　tata˙ /
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242  oµ sarvayogacittam utpådayåmi //
ity anena /

utpådaitvå paramaµ bodhicittam anuttaram /

vajram asya prati≈†håpya h˚daye h˚dayena tu // 1 //

（243）surate samayas tvaµ ho˙ vajrasiddhi yathåsukham //

ity anena / （DP Sk p.288） 

tatas taµ vajrahuµkåram〈vajrasattvam〉 adhi≈†håya gandhapu≈pådibhir 

abhyarcya sragvi∫aµ surabhitånanam ca k˚tvottamåµ dak≈i∫åm ådåya 

bahi˙sthitakalaßodakenåbhi≈iñcya /（DP Sk p.290） 

tato raktavastrottar¥yo raktanaktakåvacchåditamukha˙ sattvavajri

mudråµ bandhayed anena h˚dayena //

244  samayas tvam // （H 218） 
tato madhyå∆gulidvayena målåµ granthya praveßayed anena h˚dayena //

245  samaya h∑µ // （H 219） 
246  vajra∆kußa ja˙ //
247  vajrapåßa h∑µ //
248  vajraspho†a vaµ //
249  vajråveßa a //

§ 207　曼荼羅引入（覆面執華） 

　次に〔阿闍梨は〕、

242  オーン　我れは一切〔諸尊〕との瑜伽の心を発す 1

というこの〔真言〕を〔唱え〕、

我れは無上にして最勝なる菩提心を生じた後、

彼（弟子）の心臓に〔次の〕心真言〔と共に〕、金剛〔杵〕を置くであろう。// 1 //

243  汝は妙適に三昧耶（平等）なり　オー　金剛悉地は意のままなり　
　次に、彼（阿闍梨）は〔弟子を〕金剛薩埵であると加持して、香や花等によって供養

し、〔弟子の頭頂に〕花鬘を結び、顔に妙香を〔塗り〕、最上の捧げもの（噠親）を受けて、〔曼

荼羅の〕外に置いてある瓶の水で灌頂し、

244  汝は三昧耶なり（H 218）
というこの〔マントラを唱え〕、金剛薩女の印を結んで引入しなさい。

　次に、〔弟子に〕二中指をもって花鬘を持たせ、

245  三昧耶よ　フーン（H 219）
というこの〔マントラ〕によって、引入しなさい。

金剛鉤等〔の印とマントラ〕によっても、それぞれの門より、

246  金剛鉤よ　ジャハ（東門）　
247  金剛索よ　フーン（南門）　
248  金剛裂よ　ヴァン（西門）　
249  金剛召入よ　ア（北門）　

と〔唱えて〕、鉤召と引入と縛と自在をなしなさい。

〔註〕

1「オーン　我れは一切〔諸尊〕との瑜伽の心を発す」oµ sarvayogacittam utpådayåmi, 

同じ真言が西蔵訳『理趣広経』（Sr¥paramådyamantrakalpakha∫∂anåma, P No.120; 

227a8 〜 b3, D 228a4-7）に見える。以下に記しておく。

そこでまず、誰であっても一切如来の最勝にして秘密なる最上のこの真言を一度唱

えることによって生ぜしめよ。すなわち、

① oµ sarvayogacittam utpådayåmi / 

この〔真言〕を唱えるのみで一切如来と不離なり、不退転にして一切の魔を砕破す

るところの菩薩摩訶薩、〔果ては〕如来性をも獲得するであろうともいわれている。

無上にして最勝なる菩提心を生ぜしめて、心臓に金剛〔杵〕を安置して、

② surate samayas tvaµ ho˙ /

という心呪によって、「金剛〔杵〕よ、意のままに成就せよ」と、この〔言葉〕によ

って金剛〔杵〕を授けるならば、一切の望みを成就するであろう。それ（金剛杵）

を授けることによって、〔それは〕無上の菩提心にして、最勝なる大悉地〔を与える〕

が故に、速やかに、金剛薩埵そのものとなるであろう。と最勝なる世尊金剛薩埵は

仰せになった。

その他、oµ sarvayogacittam utpådayåmi / の真言を発菩提心の真言とする経軌に以

下のものがある。

不空訳『金剛頂勝初瑜伽経中略出大楽金剛薩埵念誦儀』（大正蔵 20・513c）

失訳『金剛頂普賢瑜伽大教王経大楽不空金剛薩埵一切時方成就儀』（大正蔵 20・
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521b）

不空訳『金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌』（大正蔵 20・536a）

なお、法賢訳『仏説最上根本大楽金剛不空三昧大教王経』巻第六（大正蔵 8・814b）には「唵

（引）薩哩嚩（二合）踰（引）詣哥（引）野嚩（引）訖喞（二合）多母怛波（二合引）

夜（引）彌（一句）」（oµ sarvayogakåyavåkcittam utpådayåmi）とあり、身・口・

意三密の瑜伽を示している。

誓誡等

次にまた、東方の門より引入して、次のように、「今日、汝は一切如来の部に入れり」云 （々「今

日、汝は一切如来の部族（クラ）に入った。我れは汝に金剛智を生じさせるであろう。その

智によって〔汝は〕一切如来の悉地を得るであろう。他の悉地は言うに及ばない。汝は大曼

荼羅を見ていない者たちには語ってはならない。汝が三昧耶（本誓）を決して破ることがな

いように」H 220）と言うべし。次に開門の印によって自の心臓をひらいて、自の心臓に住

する金剛杵の中央において、赤い金剛の光線の曼を有する a˙（P a）字を想い、それより弟

子の心臓に住する金剛杵の中央に意をもって引入し、彼（弟子）の全身に遍満すると想い、「次

のように一切如来の云々（一切如来の加持において、金剛薩埵が我れに遍入するように）と

言うべし」（H 223）と言うのである。次に、薩埵金剛女の印を結んで、「是れは金剛の三昧

耶なり」云々（「これこそは金剛三昧耶なり。金剛薩埵と知られる。今日まさに、〔汝に〕無

上の金剛智が遍入せんことを」H 224）と言って引入し、vajråveßa a˙（P a）（H 224）と

いう［真言］によって百度唱えて入らしむべし。もし入らなければ、忿怒拳によって薩埵金

剛女の（P 146a）印を引き裂いて、vajrasattva a˙ a˙ a˙ a˙（P a a a a ）を百度唱えて、赤

く燃える光炎にて遍満せる世尊金剛薩埵を想うならば確実に入るであろう。このような引入

の儀則と他のもの（儀則）も知るべきである。次に、彼（弟子）に［金剛薩埵］が入ったと

知れば、阿闍梨は吉祥金剛薩埵の三昧耶印を結んで、

he vajrasattva he vajraratna he vajradharma he vajrakarma n˚tisattva n˚tyavajra と

唱えるべし。もし引入すれば、そこで［弟子は］吉祥金剛薩埵の印を結び、阿闍梨は金剛拳

の印を結ぶべきである。［弟子が］金剛王の印を結ぶその時は、［阿闍梨は］金剛薬叉の印で

ある。金剛愛（D 128b）の印を結ぶその時は、金剛護の印である。金剛善哉の印を結ぶそ

の時は、金剛業の印である。金剛宝の印を結ぶその時は、金剛語の印である。金剛日の因を

結ぶその時は、金剛因の印である。金剛幢の印を結ぶその時は、金剛利の印である。金剛笑

の印を結ぶその時は、阿闍梨は金剛法の印を結ぶべきである。このようにして、金剛薩埵等

の薩埵たちを憶念するのである。次に、［金剛薩埵の］遍入した彼の舌に h∑µ［字］より［変

じた］白色の五鈷金剛杵を想い、「語れ金剛よ」と言うべし。次に、一切の願望を語る。次に、華

鬘を投げたそれを取りあげて頭に結ぶ。次に、覆面を解いて、曼荼羅を示して薩埵金剛女の

印を結ばせて、ti≈†ha vajra （H 227）云々という［真言］によって、その心臓において解か

しむ。

〔註〕

この段は SVU §208 誓誡、§209 誓水、§210 金剛薩埵加持、§211 加持護念同真言、§

212 金剛智の遍入〜 §218 見曼荼羅まで、詳細な儀則が説かれている。紙数の超過を恐

れ、割愛する。

釈友 （D 99b2, P 116b5）
「順に」というのは、金剛鉤より始めて世尊毘盧遮那に至るまで示すべきである。「金剛薩

埵もまた彼の心臓に住する」というのは、次のように示される。すなわち、以前に智の遍入

と薩埵の遍入の時、それによって色身は見られなかったが、今は色身を見る。それ故、その

色身が加持等をなすであろう。「如来性を」というのについて、福徳と智慧の資糧を積集し

たもの、彼らは如来性となって、そこに堪任あるもの、彼らは曼荼羅に入ることとなるので、そ

のような果報を得るであろう。

（９）瓶の灌頂

H232　次に、［阿闍梨は弟子に］大曼荼羅を見せた後、金剛［杵］にて加持
された瓶から、香水によって、次の心呪をもって、［弟子を］灌頂すべし。
�バザラ　アビシンジャ // （vajråbhißiñca / 金剛よ 灌頂せよ）

慶喜蔵（D 128b4~, P 146a8~）

「金剛加持の瓶の中の香水と」云々に（P 146b）ついて、外の曼荼羅の外側に月

輪を描いて、弟子が金剛薩埵として生じたと加持し、その月輪の上に金剛薩埵の
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大印の金剛杵と鈴を持する者を置いて、鈴を鳴らし、塗香と燒香と花と食物とを

火によって供養して、神饌を捧げて吉慶の讃 1 を讃じ、勝利の瓶より金剛拳にて

水を掴み、それと、「oµ vajråbhi≈iñca」 というこの真言によって頭頂より灑ぐ

べし。

【訳註】1「吉慶讃」師より弟子に親しく秘印秘明が授けられ、弟子は文字どおりに仏

位に登るのであるが、その時、阿闍梨によって弟子を賛嘆する伽陀が唱えられる（現

在は讃所において職衆によって唱えられている）。その伽陀がこの吉慶の讃であり、現

行の伝法灌頂の儀式では吉慶漢語 5 首（ 金剛智 に出るもの）、吉慶梵語３首が用いら

れている。筆者の管見によれば、都合 24 首の吉慶讃が数えられる。一つは『大日経疏』

（大正蔵 39･667）に『金剛起経』からの引用として吉慶阿利沙偈 11 首、一つは弘法大

師空海の請来せられた吉慶梵讃 9 首、一つはチベット訳に残るもの 19 首（このうち梵

文が回収されるものが 11 首ある =SVU）があり、合計 39 首、重複を除いて２４首の

吉慶讃が得られる。この吉慶の讃は釈尊の生涯における奇瑞（八相成道等）を謳い上

げたもので、灌頂壇に登って仏位を得た真言行者に仏陀の再生を見たものと言えよう。

釈友 には記述がない。詳しくは拙稿を参照されたし。

拙稿（『吉慶梵讃について』大正大学「綜合仏教研究所年報」創刊号、昭和 55 年）

釈友 （D 99b5~, P 117a1~）

「金剛［杵］によって加持された瓶」というのは、金剛水を取って、曼荼羅の門

に坐ったままの者に対し、頭を二手によって灌頂すべし。すなわち、瓶を持ち上

げてはならない。水の灌頂であって、第二である。

（10） 金剛主灌頂（授金剛杵・真言）

H233　次に、随一の印と鬘を結び 1、自尊の幖幟を［弟子の］両手に安置し
て、次のように言うべし。
�アニヤ　ビシキャダ　サトバ　マシ　ボダイ　バザラ　ビシキャダ　

イナンテイ　サラバボダ　ドバン　ギャリカンダ　バザラ　ソシタエイ
オン　バザラ　ヂハチ　ダトバ　ビシンジャミ　チシュタ　バザラ
サンマヤ サトバン

（adyåbhi≈iktas tvam asi buddhair vajråbhi≈ekata˙ /
idaµ te sarvabuddhatvaµ g˚h∫a vajraµ susiddhaye //

oµ vajrådhipati tvåm abhi≈iñcåmi / ti≈†ha vajra samayas tvam //

今日　汝は諸仏によって　金剛［杵］灌頂により灌頂せられたり 

この［金剛杵］は汝にとって一切仏性である　妙なる成就のために　［この］

金剛杵をつかめ　〈授五鈷の頌〉

オーン 金剛主よ　我は汝を灌頂す　立て　金剛［杵］よ　汝は三昧耶なり）

【訳註】1「随一の印と鬘を結び」ekatamåµ mudråmålåµ baddhvå, Tib. phyag rgya 

dang phreng ba gang yang rung va gcig bcings la､ 不空 「則随以一印繋鬘：則ち随

って一印を以て鬘を繋ぎ」（大正蔵 18・219a）、施護 「随以一印而為繋鬘作：随って

一印を以て而も為に繋鬘を作す」（大正蔵 18・354b）とある。随一（ekatama）とは、多

くの中の一つという意味で、ここでは多くの中の一尊、すなわち曼荼羅に投花得仏し

て得た自尊（本尊）のことであろう。また、「印と華鬘」（mudråmålå）について、チ

ベット訳は、経典には「印と鬘」とあるが、慶喜蔵 では「印の鬘」とあり、揺れている。

また、 釈友 は五種の灌頂（鬘と水と冠と印と主）があると説いている。ここでは「印

と鬘」と読むべきであろう。現行の次第（伝法院流灌頂次第）では、四仏繋鬘に当たる。

すなわち本尊の印を結び、三昧耶形で綴られた華鬘を頭上に繋けると言うことである。

以下に記す 慶喜蔵 の当該箇所に 金剛智 に説かれる四仏繋鬘を付しておいた。なお、灌

頂についての詳細は別の機会を待たなければならない。

慶喜蔵（D 128b6~, P 146b3~）

「次に、随一の印と華鬘を結んで」というのについて、一切の灌頂の共通儀則

と言われる。すなわち、一切如来の金剛宝印の華鬘によって灌頂するのである。
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①吉祥金剛薩埵等、如来部の［諸尊は］、金剛界自在女等（D 129a）の仏陀の印等

の華鬘によって灌頂するのである。②金剛部においては、仏陀の華鬘によってであ

り、その華鬘と金剛鬘によってである。それはまた、金剛ティリンティリの印と聖

ヘールカの三昧耶印によって灌頂するのである。③世間調伏（降三世）の細則にお

いては、金剛法女の印をもって無量光によって灌頂するのである。④一切義成就の

細則においては、金剛宝芽をもって金剛宝によって灌頂するのである。⑤羯磨部に

おいては、金剛羯磨の印をもって毘首金剛鬘によって灌頂するのである。

【訳註】四仏繋鬘に当たる。 金剛智 を付しておく。R 番号は筆者の整理番号。

金剛智 　４、四仏繋鬘（大正蔵 18・238c）

R243（四印）復次に上の如く四印を説き、自らの頭上に於て灌頂の鬘を繋け、次第に

応に瑜伽に住して、各本部の契に依るべし。上の如くに、止観の羽を分かち、本契の

勢を存し、己れの頂上に於て、灌頂の鬘を繋け、額上と頂後に、前の如く三たび繞らし、他

は皆此れに倣うべし。

R244（金剛部）金剛部は薩埵金剛の契を結び已て、分けて二と為し、応に金剛純宝所

成の鬘を以て、自らの頭上に繋けて、而して此の密語を誦ずべし。

�唵　跋折羅　摩羅　阿毘詵者　摩含　鑁 （平）

oµ vajramåle ’bhi≈iñca måµ vaµ /

（オーン　金剛鬘よ　吾を灌頂し給え　ヴァン）

R245（宝部）宝部は宝金剛の契を結び已て、分けて二と為し、応に諸宝所成の鬘を以

て、自らの頭上に繋けて此の密語を誦ずべし。

�唵　跋折囉　阿囉怛那　摩隸　阿毘詵者　摩含　鑁（平）

oµ vajraratnamåle ’bhi≈iñca måµ vaµ /

（オーン　金剛宝鬘よ　吾を灌頂し給え　ヴァン）

R246（蓮華部）蓮花部は、法金剛の契を結び已て、分けて二と為し、応に一切法所成

の鬘を以て、自らの頭上に繋けて、而して此の密語を誦ずべし。

�唵　跋折羅　達摩　摩隸　阿毘詵者　摩含　鑁（平）

oµ vajradharmamåle ’bhi≈iñca måµ vaµ /

（オーン　金剛法鬘よ　吾を灌頂し給え　ヴァン）

R247（羯磨部）羯磨部は、羯磨金剛の契を結び已て、分けて二と為し、応に一切羯磨

所成の鬘を以て、自らの頭上に繋けて、而して此の密語を誦ずべし。

�唵　跋折囉　羯磨　磨隸　阿毘詵者　摩含　鑁（平）

oµ vajrakarmamåle ’bhi≈iñca måµ vaµ /

（オーン　金剛羯磨鬘よ　吾を灌頂し給え　ヴァン）

R416 五処加持（大正蔵 18・251c）

次に上の如き所説を以て、頭上を五処と作し、契法を置き已て、復た毘盧遮那の契を

結び、本密語を誦じて、彼の心上に、次に喉、次に頂上に置き已て、即ち応に諦に一

切如来の秘密勝上の頭を彼の頭上に加〔持〕すと想うべし。即ち所説の如き四種の鬘

を結び、各其の部の法に随て、以て其の額に繋ぐべし。

「oµ によって自尊の幖幟を手に安置して」というのは、華鬘による灌頂の摂取

である。如来の灌頂においては、如来の金剛［杵］と金剛鈴である。如来部の灌

頂においては、独鈷（P 147a）金剛杵と独鈷金剛鈴である。金剛吽迦羅の部にお

いては、金剛薬叉の火炎金剛杵と火炎金剛鈴である。蓮華部世間調伏の細則にお

いては、蓮華金剛杵と蓮華金剛鈴である。宝部一切義成就の細則においては、宝

金剛杵と宝金剛鈴である。羯磨部においては、十二鈷毘首金剛杵とその鈴である。

外の金剛等のは、三鈷金剛杵とその相を取った金剛鈴である。以上が自の幖幟で

あって、それらは諸仏の金剛の力である。それが今、汝に託されたのである。諸

仏による妙成就のためにその金剛杵が汝によって受け取られたのである。 

「oµ vajrådhipati tvåm abhi≈iñcåmi ti≈†ha vajra samayas tvam」とい

うこの［真言］をもって手に与えるべきである。「この金剛杵は菩提心であり、鈴

は智慧であると言われる」という説によるならば、金剛杵の灌頂によって、金剛

智［遍入］の灌頂が説かれたのである。「諸仏に」というのは、この金剛杵の灌

頂は菩提心の自性であるが故に、この金剛杵は一切仏性である。「妙成就の為に
この金剛杵が汝によって受け取られた」（D 129b）というのは、この金剛は一切諸

仏の自性であるが故に、その故に「妙成就のため」であって、仏性と金剛薩埵性

等を得て生じるべきために、「この金剛を汝は受けよ」といって授けるのである。
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「vajrådhipati」というのは、主であって、習気を有する一切の煩悩を捨てて、三

界の法王となることを得たものである。「ti≈†ha vajra」というのは、成就者の

このタントラおいて灌頂の理趣によって安住せよ、というのを先行とすることに

よって金剛を呼ぶことである。「samayas tvam」というのは、汝は一切如来（P 

147b）によっても違越し難きが故に、その故に金剛に安住せよということである。

釈友 （D 99b6, P 117a2）

「一」というのは、随一であると知るべきであって、一切のタントラにおいても

それによって修されるべきである。①如来の部においては、如来の鬘である。②

金剛部においては、金剛の鬘である。③宝部においては、宝の鬘である。④蓮華

部においては、蓮華の鬘である。それらがその弟子を灌頂する時、その時、それ

らは唯心のみであると思って、そこに月輪を思うべし。（D 100a）そこで、如来部

においては、その［月輪］の上に智金剛［杵］を思うべし。それによって、そこ

に諸の如来が入る。次に、金剛薩埵の身を思う。次に、経に説かれた如き灌頂を

授けるべし。同様に、金剛部等においても、それぞれの薩埵のそれぞれの印があ

るが、それぞれより生じた月輪と薩埵を、一切如来薩埵、そこに廻向して、鬘と

なると思って、その後で、印の灌頂が授けられるべきである。「自尊の相」とは自

尊（本尊）の印である。鬘の灌頂が第一であって、自ら攝受した尊によって鬘を結

ぶが故である。次に、金剛［杵］によって加持された瓶からの水の灌頂は第二で

ある。次に仏陀の冠の灌頂は第三である。次に印の灌頂が第四である。次に主の

灌頂が第五である。

（11）金剛名灌頂

H234　次に、［阿闍梨は］次の真言をもって、［弟子を］金剛名灌頂によっ
て灌頂すべし。
�オン　バザラサトバ　ビシンジャミ　バザラノウマク　ビセイキテイ　
　　　　ケイ　バザラ　ママ 

（oµ vajrasattva tvåm abhi≈iñcåmi vajranåmåbhi≈ekata˙ / he vajranåma /

オーン 金剛薩埵よ 我は汝を金剛名灌頂により灌頂す  オオ 金剛某甲よ）

　その［弟子の］その名前を呼ぶとき、その［弟子］には「オオ（he）」の語が付
けられるべきである

以上　一切曼荼羅に入る儀則の詳細である。

【訳註】『金剛頂経』の灌頂段はここで終わっている。現行の灌頂儀礼では「金箆（金籌）」

「明鏡」「法輪・法螺」「吉慶讃」「説三昧耶」「金剛禁戒」「頂上偈」等の儀礼が存在す

るが『金剛頂経』では此れ等を欠いている。 慶喜蔵 には詳細な記述があり、その他の

文献等との比較研究を必要とするが、別の機会を用意することにして、ここでは翻訳

のみを挙げておく。少しく小見出しを付しておいた。

慶喜蔵（D 129b3~, P 147b1~）

「金剛名の灌頂によって灌頂すべし」というのは、華鬘の灌頂と印鬘の灌頂と金

剛の灌頂と主の灌頂と名前の灌頂等、これらすべてによっても不退転の種子を生

じるが故に、律儀の受持と律儀の不受持の共通の灌頂である。阿闍梨として灌頂

に相応しい者たちに特にこれがあるというのは、阿闍梨として灌頂するにふさわ

しい者を大曼荼羅に入れて、曼荼羅の真実と尊の真実と阿闍梨の一切の業が学ば

れるべきであって、これのみによって秘密の灌頂によって灌頂するのであると世

尊持金剛によって言われた。

曼荼羅の真実
そこにおける曼荼羅の真実とは以下である。

（１）不平等でないならば四角である。鉤から自在は四門である。

 ［四］等至は四柱である。三摩地は廊と言われる。

（２）覆面における堅固は金剛の最勝。女尊による供養は色像（P gzungs 陀羅尼）。

等である。種々の飾りは一切である。一切の思惟をなす。

（３）所化を鼓舞するのは種々の最勝。最勝の正法は一切行。
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 風による鼓舞は種々（D 130a）最勝。幡は利益、鈴は声の発露である。

（４）鏡は智、花は常（D rtag me tog, P rtag med tog 旗は無常）。

 華鬘は菩提分。纓絡は最勝宝。日月を具足する。

（５）一切悉地無尽安楽であって、大楽と言われる。

 外の曼荼羅の真実である。その（曼荼羅）の内の次第の坪線。

（６）八曼荼羅に似たもの、それは八解脱である。

 一切の悉地によって（P 148a）安楽を与える。大乗は菩提心。

（７）経典の転輪によるならば、金剛線にて廻らし、

 金剛輪を描く。

毘盧遮那と阿閦と宝生と無量光と不空成就の曼荼羅（輪）は五種の方便を示す

ためである。頗梨（白）、瑠璃（青）、金（黄）、ルビー（赤）、マルカタ（黒）の色を

有する如くであって丸い。そのうち、中央は頗梨の如き色を有する世尊毘盧遮那

の曼荼羅であって、清浄なる菩提心を示すものである。第二は瑠璃の色を有する

阿閦の曼荼羅であって、四摂事を示すものである。第三は黄色を有する宝生の曼

荼羅であって、福徳と智慧の資糧を示すものである。第四はルビー色を有する無

量光の曼荼羅であって、無所得の大悲と三摩地と陀羅尼と解脱等を示すものであ

る。第五はマルカタの色を有する不空成就の曼荼羅であって、有情成熟と解脱を

なす実りある菩薩の道で、聞所成の他の乗り物の見解から離れるものである。と

いうのが曼荼羅というものに関しての教えである。五色は如来たちが有情界にお

いて六波羅蜜によって染著なさることである。と示すのである。瓶は（D 130b）世

尊が一切如来より不二の智の甘露を飲むとき、それを示しているのである。瓶な

るものそれは菩提を獲得する福徳と智慧の資糧を（P 148b）満たしているものであ

る、と示すのである。

（１）誦なるものを説けば、それは精進と説く。

 なぜ香りを説くかとならば、名声の香りは無上である。

（２）塗香は神通であり、戒香は無上である。

 種々なる食があるが、法の食が無上である。

（３）尊の舞を説くならば種々で、一切の分別を離れることである。

 城を説くならば、それは解脱の城という。

 曼荼羅を説くならば、法を自性とする城である。

と世尊によって説かれている。また、童子のような四面、大きなお腹、髪髻、曼

荼羅の主の功徳を有すガネーシャのような四面、曼荼羅の門を廻って所化のもの

たちを自身にお入れになるために、彼らもまた罪を浄め、仏陀の功徳を生じて入

秘密曼荼羅の影像を修すべきである。

三十七尊の真実
そこにおける諸尊の真実は 37 であって、それを説くべし。

 1  （毘）一切曼荼羅の中央に安住するものが世尊毘盧遮那である。一切諸仏を一

つに摂したもので、阿閦等の理趣によって光り輝くものである。
 2  （阿閦）世尊毘盧遮那の菩提の相を有する御心なるもの、それが阿閦如来である。

 3  （薩）世尊阿閦そのものは四種となる。その因の状態の菩提の御心と果となる

御心なるものそれが金剛薩埵である。
 4  （王）そのものの四摂事の行と果の御心が金剛王である。

 5  （愛）そのものの有情成熟 （D 131a）と解脱を為す御心なるものと（P 149a）同

様に道の修習と果を自性とする御心なるもの、それが金剛愛である。 
 6  （喜）そのものの六波羅蜜の行と果の御心なるもの、それが金剛喜である。

 7  （宝生）世尊毘盧遮那の施波羅蜜なるもの、それが宝生如来である。宝生、そ

れはまた、［財］宝と無畏と慈と法の施の理趣によって四種となる。
 8（宝）そのうち、［財］宝を施す行と財施の行の果なるもの、それが金剛宝である。

 9（光）無畏施と無畏施の果なるもの、それが金剛光である。

10（幢）慈施の行と慈施の果なるもの、それが金剛吉祥である。

11（笑）法施と法施の果なるもの、それが金剛笑である。

12（無量光）世尊毘盧遮那の般若波羅蜜なるもの、それが無量光如来である。

13（法）世尊無量光の一切法は自性からして清浄であるという心一竟性を相とする

般若の行とその果なるもの、それが金剛法である。
14（利）煩悩と所知の障碍を捨てるために般若を修習することとその果なるもの、そ
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れが金剛利である。
15（因）金剛界等の曼荼羅を化作する相の般若とその果なるもの、それが金剛因

である。
16（語）無量光そのものの四無礙弁を自性とする般若の行なるものとその果なるも

の、それが金剛語である。
17  （不空成就）世尊毘盧遮那の精進波羅蜜なるもの、それが不空成就如来である。

18   （業）世尊（P 149b）不空成就如来、彼もまた四種であって、かの不空成就如来

が（D 131b）仏陀を化作せんがために、精進修習の行か或いは有情成熟の行と

それらの果なるもの、それが金剛業である。
19  （護）他の乗り物を欲する心の恐れより心を護る精進とその果なる者が金剛護

である。
20  （牙）諸法は自性からして光明で本初清浄であり、虚空と等しいということを

観察する精進を修習することによって、貪欲等の煩悩と随煩悩の享受と一切の

毒の享受とその果なるもの、それが金剛薬叉である。
21  （拳）一切如来の身・語・心金剛の自性を修習する精進とその果なる者、それ

が金剛拳である。
22  （金波）世尊毘盧遮那の菩提の御心を総摂したもの、それが金剛薩埵女である。

23  （宝波）布施波羅蜜を総摂したもの、それが金剛宝女である。

24  （法波）般若波羅蜜を総摂したもの、それが金剛法女である。

25  （羯波）精進波羅蜜を総摂したもの、それが金剛羯磨女である。

26 〜 33（八供養女）まさにその布施と持戒と忍辱と精進と般若と禅定と誓願と方

便の波羅蜜なるもの、それが嬉女、鬘女、歌女、舞女、香女、華女、灯女、塗

女である。
34  （鉤）世尊毘盧遮那の菩提の御心を生じて、大解脱の城に有情を鉤召なさる御

業なるもの、（P 150a）それが金剛鉤である。
35  （索）菩提の行の索によって有情を索入なさるもの、それが金剛索である。

36  （鎖）菩提の禅定によって他の乗り物を欲することから心を打ち破り、縛り上

げる（D 132a）それが金剛鎖である。

37  （鈴）縛って遍入して親愛をなすもの、それが金剛遍入である。

このようにまた、金剛鉤等を自在に為して、「菩提心と同様に、布施、禅定、仏

を喜ばす」と言われている。

弥勒等の［賢劫の］菩薩たちは正法の城を守護するものである。

阿闍梨所作
そこで、以下のすべては阿闍梨の所作である。すなわち、

（1）大薩埵の大印を修して加持せよ。

 曼荼羅の中央に適宜に所在し、

（2）印に住し、また立ち上がり、遍く見渡して

 金剛薩埵よ、と言って、奮迅の仕草を以て廻る。

というのから、

（3）我某甲と言って、金剛阿闍梨・大精進者は

 一切有情に対する利益のために弟子たちを入らしめよ。

ということ、これら一切が阿闍梨の所作である。

灌頂の儀則
灌頂の儀則を詳細に説くべし。

根本曼荼羅より二肘ほど縮めて［根本曼荼羅の］東門に面し、中央の曼荼羅の

半分の量ほどで、四角で、西門のついた曼荼羅を五種の色粉で描いて、その中央

に八葉の蓮華あり、その上に吉祥金剛薩埵の五鈷金剛杵・赤色で光明の鬘を有す

るもの（『SVU』Tib. 光明を発しているもの）を描くべし。同様に、南と西と北の門を

見て、完全に丸い他の曼荼羅等を描き、その中央に八葉の蓮華、［その］上に金剛

宝と金剛蓮華と毘首金剛を次第の如く同様に描き、それらの曼荼羅を根本曼荼羅

の如く供養して、彼ら（弟子たち）を金剛薬叉の［真言を］唱えた獅子座、或いは

月輪を［描いた］帛布にて覆った座に坐らせるべし。

次に、弟子をして毘盧遮那等の如来と加持して、東方の門の灌頂の曼荼羅にお

いて、毘盧遮那等の大印をもって獅子座に坐らせ、獅子座の上に天蓋を広げ、右
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方に帛布と華鬘による飾りと白色の宝石の付いた傘蓋を oµ（オーン）と誦して置く。

また、左方に種々の帛布で出来た幢と幡を虚空蔵の真言を誦して置くべきである。

次に、弟子に供養施を与えて、五種の供養によって供養して、法螺貝・小太鼓・

太鼓・鼓等の楽器の印にて加持し、舞や歌や音楽等によっても更に供養して、吉

慶讃にて供養すべし。

次にこの瑜伽によって阿閦等の四瓶によって灌頂すべし。
oµ vajrasattva h∑µ oµ vajråbhi≈iñca /

oµ vajraratna h∑µ oµ vajråbhi≈iñca /

oµ vajradharma h∑µ oµ vajråbhi≈iñca /

oµ vajrakarma h∑µ oµ vajråbhi≈iñca /

次に、vajravit svåhå という三昧耶印（真言）によって、執持した花の枝を千八

回誦した毘盧遮那のその瓶と、oµ vajravit svåhå oµ vajråbhi≈iñca という［真言］

によって灌頂す。そこにおける三昧耶（P 151a）印は以下である。すなわち、

「二大指を交え、頭指の先端を屈し、

中指を斉等にし、讚頌し、金剛合掌の光明にて飾る」？

という。

次に、vajrasattva  vajraratna  vajradharma  vajrakarma 某甲というこれ

と、adhiti≈†ha sarvatathågata åcaryaµ vå svåhå という［真言を］、印を有する

者は弟子の心臓と額と喉と頭頂を加持して、再び印を頭頂に置いて百度誦すべし。

（D 133a）次にこれが印であると説く。すなわち、

「金剛縛にてよく持して、胸の中央の間に置き

大指を斉等に小指を金剛に為すべし。大金剛によって抽擲す」

次に、金剛拳を以て勝者の瓶より水を掬い、灌頂すべくまた、飲むために授け

るべし。
oµ sarvatathågatamahåyog¥ßvara h∑µ oµ vajråbhi≈iñca /

それに続いて、金剛宝の［真言を］完誦した法衣と帛と一切の飾りを弟子に与

えて、鈴等によっても供養し、 vajraratnåbhi≈iñca という［真言］と、金剛宝の

三昧耶印によって灌頂し、宝石で作った金剛宝の宝冠と繒綵［を授け］、金剛宝の

真言を誦して灌頂し、如来の金剛主と名の灌頂がなさるべし。余は金剛薩埵の灌

頂の儀則によってなすべきである。

また、［阿闍梨］自身において、金剛薩埵を加持して、大瑜伽を説く理趣によっ

て毘盧遮那等の三昧耶印によって毘盧遮那等をその身体に布置し、金剛薩埵の大

印をもって獅子座の上に同様に坐し、獅子座の上に天蓋を広げ、（P 151b）右方に

帛布と華鬘による飾りと白色の宝石の付いた傘蓋を ˙∑µ 字を誦し、また、左方に

種々の帛布で出来た幢と幡を虚空蔵の［真言を］誦して置くべし。

次に、弟子に供養施を与えて、五種の供養によって供養して、法螺貝・小太鼓・

太鼓・鼓等の楽器等を楽器の印にて加持し、舞や歌や遊具等によっても彼を供養

して、弟子より施物の最勝を受け取って、金剛薩埵の身像を頭頂に（D 133b）置

いて吉慶の讃を唱えるべし。

次に、東門の瓶と満瓶によっても灌頂すべし。それに続いてこの瑜伽に基づき

金剛拳によって勝者の瓶より水を掬んで灌頂し、飲むためにも与えられるべきで

ある。
oµ vajrå∆kußa oµ vajråbhi≈iñca という［真言］から、vajrasattva oµ　

vajråbhi≈iñca という［真言］までと、oµ mahåsukhavajrasattva ja˙ h∑µ vaµ 

ho˙ suratas tvam という［真言］を百八度唱えて、本初金剛の［印］を縛してそ

の頭頂に置く。

金籌頌
次に、金剛薩埵の身像を浄めて、それを赤い帛と飾り等によって［飾り付け］、金

剛宝の［真言］を誦したのち、金剛界自在女等、諸仏の印にて灌頂し、五仏の宝

冠、すなわち、鋳物、或いは彫刻、或いは宝石に描いたもの、或いはそれらとは

別の素材で作ったものや、繒綵に対し金剛界自在女等の［真言］を誦すことと、金

剛宝の［真言］も誦して灌頂す。

次に、金剛と主と名の灌頂において、花等や舞等によって弟子を供養し、宝籌

或いは（P 152a）金籌を微音によって加持し、［弟子の］前に坐して、彼の右眼を

開くが如く為して次のように言うべし。
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「眼王によって世間の覆いが除かれる如く、

子よ、汝の無知の翳は勝者たちによって除かれた」
oµ vajranetra apahara pa†alaµ hr¥˙ /

対鏡
次に、鏡に対し、å˙ vajrasattva という真言を誦し、［鏡を］示して諸法の相を

説くべきである。

「諸法は影像のごとくであり、浄らかで澄んでおり濁りがない。

所取でなく、不言説であり、因と業より生じるものである。

自性無く、所依なきものと、是のごとく諸法を知って、

有情利益を比類無く（D 134a）為せ。さすれば仏陀の息子として生じる」
ho 字をもって六本の箭を具する弓を与えて、次のように言うべし。すなわち、「こ

れによって一切如来は喜びたまえ」と言った後、ho というこの心呪をもって四方

と上と下に箭を射る仕草を為すべし。

次に、å˙ vajrasattva という鏡に対する誦を示して、次のように言うべし。

「仏子よ、鏡の如く浄らかで澄んでおり、濁りなき金剛薩埵・一切諸仏の主

が、自ら汝の心臓に住し給う」1

「一切如来の主なるもの、それは菩提心であると知るべきである」とも言うべき

である。

【訳註】1『出現』（SVU226）とジャワの密教要文と多少の違いがある。梵文を挙げておく。

vajrasattva˙ prak˚tyaiva acchaßuddha anåvila˙ /

h˚di ti≈†hati te vatsa sarvabuddhådhipa˙ svayam //（SHKM 19）

（自性からして浄らかで、澄んでおり、濁りなき、

一切諸仏の主である金剛薩埵は、自ら仏子よ、汝の心中に住せり）

法輪法螺偈
vajrahetu maµ　という［真言］にて、彼（弟子）の両足の間に［法］輪を置

き、vajrabhå≈a raµ という［真言］にて、彼の右手に螺貝を与えて、次のように

言うべし。

「今日より以後、発心するやいなや法輪を転ぜよ。

今日より以降、世間において守護者たちの輪を転ぜよ。

（P 152b）法の螺貝は無上なるが故に、普く残り無く満たして

疑心暗鬼になる勿れ、無畏の心をもって

秘密真言の行の理趣の最勝をこの世間において開示せよ。

是のごとく為すならば、仏に摂取され、報恩者と言われる。

かのすべての持金剛も普く汝を守護す」

次に、

「一切世間において、普く一切有情を利益せんがために、

秩序正しく法の輪を転ぜよ。

一切世間において、普く一切有情を利益せんがために

秩序正しく金剛輪を転ぜよ」

金剛宝
また、聖なる虚空蔵を加持して、その大印をもって南方の灌頂の曼荼羅に位置

し、宝生の部の瓶によって同様に（D 134b）灌頂すべし。
vajrapåßa oµ vajråbhi≈iñca　というのから、vajraratna oµ vajråbhi≈iñca と

いうまでによってである。

次に、勝者の瓶の水によって同様に灌頂す。

次に、金剛宝の三昧耶印を結び、かの弟子の灌頂処（額）に置き、この心呪を

千八回唱えるべし。oµ vajraratnåbhi≈iñca ratnådhipati bhava tå∂ 。

次に、一切の飾りの付いた金色の衣を vajraratna と言って与え、金剛宝芽の印

の灌頂を授けて、大宝等より作られた宝冠を金剛宝芽［の真言］を誦して、宝冠

と繒綵の灌頂を為し、金剛摩尼宝の主と名の灌頂によっても灌頂すべし。また同

様に、五種の供養と嬉等によって供養して、金剛薩埵の（P 153a）灌頂の一切の儀

則をここに於て行じて、
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「一切世間において、普く一切有情を利益せんがため、

秩序正しく宝輪を転ぜよ」

と、彼に対し許可を与えるべし。

金剛法
次に、金剛法を加持して、大印をもって彼を西方の灌頂曼荼羅に如実に位置

させ、無量光の部の瓶によって同様に灌頂すべし。すなわち、vajraspho†a oµ 
vajråbhi≈iñca という［真言］より、同様に、vajradharma oµ vajråbhi≈iñca と

いうまで為すべし。

次に、勝者の瓶の水によって同様に灌頂す。

次に、金剛宝の［真言を］誦した白い着衣と一切の飾りを彼（弟子）に与えて、香

等によって供養し、金剛法の三昧耶印を結び、無量光の灌頂によって灌頂すべし。

次にまた、無量光如来を有し、蓮華の鬘を有する冠と繒綵（D 135a）の灌頂に

よって灌頂し、金剛法女と金剛宝の［真言］を誦し、金剛蓮華の印による灌頂と

主の灌頂もまた授けて、oµ padmamåle ’bhi≈iñca lokeßvaraµ saµbara hr¥˙ とい

う［真言］を千八回唱えた蓮華の鬘を彼の頭に結ぶべし。

次に、名の灌頂によって彼を灌頂し、五種の供養と嬉等の八種の供養によって

供養し、宝籌等の一切の儀則を行ずるべし。

「一切世間において、普く一切有情を利益せんがため、

秩序正しく蓮華輪を転ぜよ」

と、彼に対し許可を与えるべきである。

金剛業
（P 153b）次に、金剛業において加持して、その大印をもって北方の灌頂曼荼羅

を如実に設置して、不空成就の部の瓶によって vajråveßa oµ vajråbhi≈iñca とい

う［真言］より、同様に、vajrakarma oµ vajråbhi≈iñca と言うまでに灌頂するの

である。また、勝者の瓶の水にて同様に灌頂し、金剛業の三昧耶印によって毘首

金剛鬘の灌頂によって灌頂し、一切の宝で作った毘首金剛鬘の冠と繒綵の灌頂［真

言］である oµ maµ によって金剛宝を誦して、彼の頭頂に置く。すなわち、毘首

金剛の灌頂と主の灌頂と名の灌頂を彼に授けるべし。

次に、五種の供養と嬉等によって供養して、吉祥金剛薩埵の一切の儀則を行ず

べし。

「一切世間において、普く一切有情を利益せんがため、

秩序正しく毘首輪を転ぜよ」

と言って、彼に許可を与えるべし。

振鈴
次に、

「自身で金剛杵を持し、法の鈴を鳴らすべし。

（D 135b）三昧耶の大印を加持して、心呪を誦せ」

という〔頌〕によって学ぶべきである。そこにおけるそれは如来の金剛を執持す

る真実である。すなわち、

「そのものによってこそ世尊・菩薩・如来は

看見しがたきものたちに対する利益の為に涅槃をお示しになり、

残り無く教化に精進し、堅固で確かな甲冑を着、

究竟の存在である、最勝処である甲冑を着ることによるならば、

仏と法と僧伽という三宝そのものとなり

存在、究極の悉地、清浄、吉祥、最勝の（P 154a）所作」

というこの真実によって如来の金剛を執持すべきである。

「一切は虚空の相であって、虚空においてはまた、相は無い。

虚空と平等であることによって一切の勝れて平等なるを明かす」

というこの［頌］と共に、法の鈴を鳴らすべきである。

「一切の享受を仮立し、自身をまさに空となし、

最勝なる三宝供養をなせと言って供養す」

というこの［頌］によって如来の身の秘密を加持すべきである。

次に、悉地金剛の誓誡を授けるべし。すなわち、そこにおけるこれは金剛薩埵
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等、如来部の金剛を執持する真実であって、「無始無終の薩埵は、金剛薩埵・大喜・

普賢・一切我・金剛慢・主の中の主・世尊・吉祥最勝本初の人」というこの真実

によって金剛を執持するのである。世尊・如来・存在の主が一切最高の自在であ

り、最高真実である法の最勝の説を施与し給う。存在は自性からして清浄であり、自

性からして存在を離れ、自性清浄なる最勝の薩埵、存在の最勝は所作である。最

高に（D 136a）秘密の法性をもたらす鈴によって一切如来を供養して、諸尊もまた

成就した後、鈴を鳴らすのである。

次に、一切法の真実を覚悟することによって、一切の障碍を清浄に為すのであ

る。一切金剛の遍入と悉地と自在の所作と、更に悉地を為すことが成就であって、こ

の法によって鈴を鳴らすべきである。

三昧耶
「存在の安楽は（P 154b）非常に大きく、大なる苦が清浄に為さるべき為に、　

非常な安楽、最高の方便というこの三昧耶を常に生じる。

一切の愛欲の享受を満たすことに依止し、

本尊瑜伽によって、自と他に対して供養すべし」

一切如来の無上の最勝秘密の大乗の三昧耶の瑜伽は世尊の三昧耶である。それ

はなぜかとならば、すなわち、一切如来によって違越したまわざるものは、印の

三昧耶と称せられる。意成身は堅固なるが故に、そこに於て次のように言うべき

である。すなわち、

「輪廻の状態に於いて、最勝なる賢者が住する限り、

その限り、無等なる有情利益を涅槃せずに為すことが出来る。

般若方便と智の状態を成就するならば、

一切法清浄の故に、輪廻も清浄である」（理趣経百字の偈）

というこの三昧耶によって、如来部の身の秘密が加持されるべきである。

金剛宝部
そこで、これは宝部の輪によるものと、その部の金剛宝を執持する真実である。

「この太陽は最高であり、普光如来である。

虚空蔵世尊であり、一切の思惟を円満なさっている」

というこの真実によって金剛宝を執持すべきである。

「一切の思惟を成就せるものたちの（D 136b）思惟悉地は最高である。

それはまた欲望を成就しているが故に、欲望から解脱せる大安楽である」

という法によって宝鈴を鳴らすべきである。

「不利益をも施すべきであって、欲望と一切の安楽によって

自身と他のものたちの一切の思惟を円満すべし」

というのは、（P 155a）三昧耶の最勝であって、それによって宝部の身の秘密を加

持すべきである。

蓮華部
次に、悉地の金剛誓誡を授けるべきである。そこでこれは蓮華部の輪によるも

のであり、その部の金剛蓮華を執持する真実である。

「真実によって、世尊・仏・観自在・

教化の方便をなすお方は歓喜の歌で舞をなす」

というこの真実によって金剛蓮華を執持すべきである。

「これはもとより赤い蓮華であり、色の過失によって覆われているのではない。

同様に三有［はもとより］清浄であり、処の過失によって覆われているので

はない」（理趣経百字の偈）

というのこの法によって蓮華の鈴を鳴らすべきである。

「あれこれの所作によって有情たちを教化する

蓮華部最勝瑜伽主は［その］それぞれによって浄められるべきである」

というのは三昧耶であって、それによって蓮華部の身の秘密が加持されるべきで

ある。そこで誓誡が授けられるべきである。すなわち、
oµ padmahasta vajradharmatåµ pålaya /

それによっても次のようにまた、金剛の法性とは云何んと尋ねるべきである。

次に、そこに於て次のように言うべきである。すなわち、
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「これはもとより赤い蓮華であり、部の過失によって覆われているのではない

ように、一切は清浄であると修習するならば、同様に、罪によって染着され

ることはない」

そこにおけるこれが法性である。

金剛業の真実と法と三昧耶と悉地の金剛誓誡は如来部において説き終わった。

次に、弟子を百八名［讃］にて称讃し、一切の供養によって供養すべきである。

次に、宝生［如来］の慢と歓喜の（D 137a）印によって一切の弟子を授記すべし。

「oµ これは、私が汝を授記するのである。金剛薩埵・如来よ

一切の有（存在）を成就するために、有の（P 155b）悪趣等より出でよ。

おお、金剛よ、如来某甲よ、
siddhi samayas tvaµ bh∑r bhuva˙ sva˙ /」

如来の拳を結んで、左手で法衣を掴む仕草を為して、右手で施願の仕草を為す

べし。是れが歓喜の印である。安慰の儀則は『吉祥勝初』等の儀則より知るべき

である。

「一切曼荼羅に入る広大儀則」というのは、一切部の曼荼羅に入ることによって

観察するところの広大儀則であることにより、「一切曼荼羅に入る広大儀則」と言

われる。

釈友 （D 100a~, P 117b1~）

H234　次に名の灌頂が第六である。唯、金剛薩埵のみによって主の灌頂を［な

し］、部の他のものたちによってなさないのならば、それはなく、一切も自の業に

おいて主となることは不相違である。「一切の曼荼羅に入る大儀軌」というのにつ

いて、そこで次に説かれる曼荼羅、それらすべてにおいても次第はそのものの如

く知るべしという意味である。第一の入より最後の灌頂に至るまでが弟子の修習

である。その入の果報は二種あって、見と未見である。そのうち見は義利成就等

である。未見は世間の波羅蜜多によって順に無上正等菩提を獲得するであろう。

—215—
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執
筆
者
紹
介
（
論
文
掲
載
順
）

田 
中 
純 

男
（
海
量
） 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
現
代
教
化
研
究
所
指
導
教
授

 

千
葉
県
我
孫
子
市
　
龍
泉
寺
住
職

田
　
中
　
文
　
雄 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
現
代
教
化
研
究
所
所
長

 

東
京
都
江
戸
川
区
　
十
念
寺
住
職

山
　
口
　
史
　
恭 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
常
勤
研
究
員

 
大
正
大
学
講
師

 
福
島
県
南
会
津
郡
　
学
円
寺
住
職

小
　
渕
　
尊
　
史 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員

 

大
正
大
学
講
師

 

東
京
都
足
立
区
　
西
光
院
中

名
　
取
　
玄
　
喜 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員

 

東
京
都
江
戸
川
区
　
善
養
寺
住
職

横
　
山
　
裕
　
明 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員

 

大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
主
任

 

東
京
都
足
立
区
　
吉
祥
院
中

大
　
塚
　
恵
　
俊 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
常
勤
研
究
員

 

大
正
大
学
講
師

 

千
葉
県
八
千
代
市
　
威
光
院
住
職

髙
　
橋
　
尚
　
夫 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
院
長

 

大
正
大
学
名
誉
教
授

 

埼
玉
県
春
日
部
市
　
大
王
寺
住
職
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原
稿
応
募
規
程

○
内
　
　
容 

『
豊
山
学
報
』の
伝
統
を
継
承
す
る
学
術
的
な
論
文
、
あ
る
い
は
文
献
資
料
校
訂
（
翻
刻
を
含
む
）・
翻
訳
。

○
応
募
資
格 

大
正
大
学
豊
山
学
会
所
属
の
教
員
。

 
 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
所
属
の
者
（
養
成
所
研
修
員
を
除
く
）。

 
 

大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
所
属
の
真
言
宗
豊
山
派
教
師
。

 
 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
院
長
ま
た
は
同
研
究
所
長
の
推
薦
を
受
け
た
者
。

○
原
稿
枚
数 

原
稿
用
紙
五
十
枚
以
内
（
資
料
・
図
表
等
を
含
む
）。

○
入
　
　
稿 

編
集
委
員
会
に
よ
る
査
読
の
結
果
、
許
可
を
得
た
者
に
限
っ
て
掲
載
を
認
め
る
。

編
　
集
　
後
　
記

デ
ル
タ
か
ら
オ
ミ
ク
ロ
ン
へ
と
変
化
し
て
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
も
多
少
落
ち
着
く
様
子
を
見
せ
て
は
き
た
が
、
今
年
度
も
様
々
な
制
限

の
下
に
置
か
れ
、
そ
れ
で
も
何
と
か
『
豊
山
学
報
』
六
十
五
号
を
発
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

今
回
は
、
髙
橋
尚
夫
・
田
中
純
男
（
海
量
）・
田
中
文
雄
・
山
口
史
恭
・
大
塚
恵
俊
・
横
山
裕
明
・
名
取
玄
喜
・
小
渕
尊
史
の
八
先
生

よ
り
玉
稿
を
頂
き
、
質
量
共
に
充
実
し
た
号
と
な
っ
た
。

髙
橋
尚
夫
先
生
に
は
、
引
き
続
き
「『
金
剛
頂
経
』
和
訳
（
六
）」
を
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
。
今
回
は
、
三
種
三
摩
地
に
続
く
第
四
・

灌
頂
作
法
の
中
の
最
後
の
［
四
］
弟
子
・
入
壇
作
法
を
説
く
部
分
に
つ
い
て
、『
金
剛
頂
経
』
本
文
の
梵
文
和
訳
と
、
対
応
す
る
ア
ー
ナ

ン
ダ
ガ
ル
バ
（
慶
喜
蔵
）
と
シ
ャ
ー
キ
ャ
ミ
ト
ラ
（
釈
友
）
の
註
釈
の
主
要
部
分
の
蔵
文
和
訳
を
、
ご
提
示
い
た
だ
い
た
。
ま
た
論
文
冒

頭
に
は
、
伝
法
院
流
灌
頂
の
本
軌
で
あ
る
『
阿
闍
梨
大
曼
荼
攞
灌
頂
儀
軌
』
と
そ
の
元
と
な
っ
た
『
金
剛
頂
瑜
伽
中
略
出
念
誦
経
』
お

よ
び
梵
文
『
金
剛
頂
経
』
の
灌
頂
作
法
の
対
照
表
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
不
空
訳
の
三
巻
本
『
金
剛
頂
経
』
で
は
第
三
巻
の
最

初
の
部
分
と
な
り
、
三
巻
本
の
約
七
割
半
が
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
偉
大
な
研
究
が
無
事
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り

す
る
。

イ
ン
ド
仏
教
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
に
歴
史
的
大
展
開
を
遂
げ
る
が
、
田
中
純
男
（
海
量
）
先
生
は
『
豊
山
学
報
』
六
十
二
号
に
お

い
て
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
即
位
よ
り
三
〇
年
ほ
ど
前
に
イ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
『
イ
ン
ド
誌
』
等
を
取
り
上
げ
て
、

紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
の
北
イ
ン
ド
の
マ
ウ
リ
ア
王
朝
初
期
の
宗
教
事
情
に
つ
い
て
興
味
深
い
考
察
を
提
示
さ
れ
て
い
た
。
今
回
は
ア
レ

キ
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
イ
ン
ド
侵
入
か
ら
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
祖
父
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
王
の
も
と
へ
至
る

ま
で
の
経
緯
を
、
先
行
研
究
を
も
と
に
詳
説
し
て
、
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
置
か
れ
た
歴
史
的
位
置
を
解
明
し
て
い
る
。

田
中
文
雄
先
生
に
は
、
日
本
に
お
い
て
弘
ま
っ
た
九
曜
曼
荼
羅
と
楊
貴
妃
を
廻
る
一
行
禅
師
の
「
流
讁
説
話
」
の
起
源
と
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
、
唐
代
の
道
仏
混
淆
状
態
の
星
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
、
一
行
作
と
さ
れ
る
『
梵
天
火
羅
九
曜
』
を
中
心
に
道
教
と
密
教
の

経
典
等
の
諸
資
料
を
精
査
し
て
考
察
し
た
、
有
益
な
論
考
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

山
口
史
恭
先
生
は
、
中
国
へ
イ
ン
ド
中
期
密
教
が
請
来
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
密
教
と
禅
宗
の
交
渉
に
つ
い
て
、
北
宗
禅
と

南
宗
禅
の
対
立
を
軸
に
、善
無
畏
の
『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
と
一
行
の
『
大
日
経
』『
大
日
経
疏
』
訳
出
に
顕
れ
た
禅
宗
の
影
響
に
つ
い
て
、

敦
煌
文
献
の
最
新
の
研
究
成
果
等
を
用
い
て
、
幅
広
く
多
彩
な
推
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
禅
宗
の
密
教
に
及
ぼ
し
た
影
響

は
大
変
興
味
深
く
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
り
、
本
稿
で
提
示
さ
れ
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
基
づ
い
て
、
多
層
的
に
編
ま
れ
た
一
つ
ひ
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と
つ
の
仮
説
に
つ
い
て
の
今
後
の
論
証
考
察
と
、
全
体
像
の
検
証
が
期
待
さ
れ
る
。

近
年
の
写
本
を
用
い
た
密
教
文
献
研
究
の
発
展
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
大
塚
恵
俊
先
生
は
、『
宝
楼
閣
経
』
に
説
か
れ
る
マ

ン
ダ
ラ
の
造
立
と
灌
頂
の
儀
則
に
つ
い
て
、
梵
文
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
漢
訳
二
本
の
対
応
部
分
を
合
わ
せ
て
掲
載
し

て
頂
い
た
。
本
稿
で
は
最
新
の
研
究
成
果
を
駆
使
し
た
厳
密
な
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
は
三
本
の
写
本
を
含

む
十
二
本
の
資
料
が
対
校
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
他
の
諸
本
と
明
ら
か
な
相
違
を
示
す
へ
ー
ミ
ス
写
本
を
別
立
し
て
、
二
種
類
の

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
文
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

横
山
裕
明
先
生
に
は
、
前
号
に
引
き
続
き
「『
底
哩
三
昧
耶
王
成
就
法
』
校
訂
テ
ク
ス
ト
と
和
訳 

（
二
）」
を
寄
稿
し
て
頂
い
た
。
こ
の

テ
キ
ス
ト
は
『
底
哩
三
昧
耶
王
経
』
に
基
づ
い
て
ク
ム
ダ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
が
編
ん
だ
成
就
法
で
あ
り
、
本
経
と
と
も
に
「
不
動
讃
」
が

説
か
れ
る
な
ど
興
味
深
い
文
献
で
あ
る
。
今
回
は
全
三
十
三
章
の
内
、
第
十
五
章
か
ら
第
二
十
六
章
ま
で
に
つ
い
て
、
新
た
に
発
見
さ

れ
た
四
本
の
写
本
も
参
照
し
た
梵
文
再
校
訂
テ
キ
ス
ト
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
示
し
た
後
に
、
そ
の
和
訳
を
提
供
し
て

頂
い
た
。

名
取
玄
喜
先
生
に
も
、『
豊
山
学
報
』
六
十
三
号
に
引
き
続
い
て
、
所
作
タ
ン
ト
ラ
に
属
す
る
と
さ
れ
る
『
ブ
ー
タ
ダ
ー
マ
ラ
タ
ン
ト

ラ
』
に
基
づ
い
て
、九
〜
十
世
紀
の
ス
ブ
ー
テ
ィ
パ
ー
リ
タ
が
編
ん
だ
曼
荼
羅
儀
軌
で
あ
る
『
シ
ュ
リ
ー
ブ
ー
タ
ダ
ー
マ
ラ
マ
ン
ダ
ロ
ー

パ
イ
カ
ー
』
の
梵
文
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
掲
載
し
て
頂
い
た
。
全
十
三
項
目
の
内
、
第
七
曼
荼
羅
の
線
描
か
ら
第
十
弟
子
引
入
の
準
備
ま

で
の
四
項
目
に
つ
い
て
、
各
項
目
の
概
要
を
明
確
に
示
し
た
後
に
、
緻
密
な
注
が
付
さ
れ
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

小
渕
尊
史
先
生
は
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
「
夢
中
之
遇
・
逆
旅
之
逢
」
と
「
行
雲
廻
雪
」
の
句
に
つ
い
て
、
神
女
と
の
交
歓
を
う
た
っ
た

二
種
の
神
話
が
『
秘
蔵
宝
鑰
』
や
そ
れ
に
先
駆
け
る
『
聾
瞽
指
帰
』『
三
教
指
帰
』
に
典
故
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
過
程
を
、

『
文
選
』
関
連
資
料
を
中
心
に
緻
密
に
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
平
安
初
期
の
知
識
人
の
漢
文
の
素
養
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
論
題
か
ら
受

け
る
印
象
と
は
違
っ
た
堅
実
な
論
考
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
全
て
の
原
稿
に
目
を
通
し
て
頂
い
た
髙
橋
尚
夫
総
合
研
究
院
院
長
と
小
林
正
彦
教
化
セ
ン
タ
ー
長
を
は
じ
め
、
コ
ロ
ナ
禍

の
制
約
の
中
で
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
教
化
セ
ン
タ
ー
の
事
務
担
当
の
各
位
と
制
作
担
当
の
ノ
ン
ブ
ル
社
に
、
そ
し
て
貴
重
な
玉
稿
を
頂

い
た
八
先
生
に
、
心
よ
り
の
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

 

（
Ｓ
．
Ｋ
．
記
）



令
和
四
年
三
月
二
十
日
印
刷

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
発
行

豊
山
学
報
第
六
十
五
号

編
集
人
　
木
　
村
　
秀
　
明

発
行
人
　
髙
　
橋
　
尚
　
夫

製
　
作
　
㈱
ノ
ン
ブ
ル
社

発
行
所

 

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院

〒
一
一
二
―
〇
〇
一
二

東
京
都
文
京
区
大
塚
五
丁
目
四
〇
番
八
号

真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
内

電
話
〇
三
（
三
九
四
六
）
一
三
九
九

『
豊
山
学
報
』
編
集
委
員
会

委
　
員
　
長 
木 

村 

秀 

明
（
宗
学
研
究
所
所
長
）

委
　
　
員 
藤 
田 

祐 

俊
（
宗
学
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

 

石 
井 
祐 
聖
（
事
相
研
究
所
所
長
）

 

田 

中 
康 
寛
（
事
相
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

 

名 

取 

芳 
彦
（
布
教
研
究
所
所
長
）

 

田 

中 

宥 

弘
（
布
教
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

 

田 

中 

文 

雄
（
現
代
教
化
研
究
所
所
長
）

 

守 

　 

祐 

順
（
現
代
教
化
研
究
所
常
勤
研
究
員
）




	00　65本扉、もくじ
	01　田中純男
	02　田中文雄
	03　山口史恭
	04　小渕崇史
	B05-1　名取玄喜
	B05-2　横山裕明
	B05-3　大塚恵俊
	B05-4　65髙橋尚夫
	C01　65後記、奥付

